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○高知県建設工事監督規程 

(昭和42年1月17日訓令第2号) 

改正 昭和43年5月24日訓令第12号 昭和53年8月1日訓令第11号 

昭和54年12月18日訓令第26号 昭和56年11月24日訓令第12号 

平成5年4月1日訓令第6号 平成5年10月1日訓令第16号 

平成11年4月1日訓令第16号 平成15年4月1日訓令第4号 

平成15年8月1日訓令第14号の2 平成17年1月18日訓令第1号 

平成18年4月1日訓令第6号 平成19年4月1日訓令第18号 

平成20年4月1日訓令第8号 平成22年4月23日訓令第8号 

平成23年3月22日訓令第2号 
 

  高知県建設工事監督規程 

(趣旨) 

第1条 この規程は、工事の請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するための監督の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(監督職員) 

第2条 高知県行政組織規則(平成15年高知県規則第43号)第3条第1号に規定する本庁

(次条第1項において「本庁」という。)の課(以下「課」という。)のうち工事を施行す

る課の長及び同規則第3条第2号に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)のう

ち工事を施行する出先機関の長は、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第5

0 条第 1 項に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を指命しなければならない。 

2 監督職員として、別に定める監督業務の区分により、総括監督員、専任監督員、主任

監督員及び工事監督職員を置くものとする。 

(監督の委託及び受託) 

第3条 工事を主管する本庁の部長(第3項第2号において「部長」という。)は、工事の

監督について委託し、これを受託することができる。 

2 工事の監督の委託及び受託を行うときは、協議の上監督方法等を別に定めることがで

きる。 

3 工事の監督の委託及び受託を行うときは、次に定めるところによるものとする。 

(1) 受託した工事の監督を行う課の長又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、

前条第1項の規定により監督職員を指命すること。 

(2) 監督職員は、工事の監督の結果を、委託を行った部長に報告すること。 

(兼務の禁止) 

第4条 工事監督職員は、その担当する工事の完成検査、中間検査及び支払を伴う検査を

行う高知県建設工事検査規程(昭和42年1月高知県訓令第3号。以下「検査規程」とい
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う。)第4条に規定する検査職員(以下「検査職員」という。)を兼務することができな

い。 

(服務) 

第5条 監督職員(総括監督員を除く。)は、その職務を執行するに当たっては、関係諸規

則等に従い、総括監督員の指揮監督に忠実に服さなければならない。 

(任務) 

第6条 監督職員は、その職務を執行するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなけれ

ばならない。 

(1) 契約書、設計図書(設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書及び現場説明書を含む。

以下同じ。)、別に定める工事監督技術基準等に基づき、工事現場の巡視及び請負者

からの履行報告等により、施工状況等を把握すること。 

(2) 請負者に対し設計意図を正確に伝え、技術的に十分な工事が行われるよう、立会

い、検査及び確認により、適切な監督を行うこと。 

(3) 関係行政機関その他地元住民等との連絡協調に留意し、円滑な施工を図ること。 

(検査の準備及び検査業務への協力) 

第7条 総括監督員は、検査を適正かつ円滑に行うことができるよう、検査の準備をし、

所属する職員を検査補助員として必要に応じ配置するとともに、検査業務に協力しな

ければならない。 

2 工事監督職員は、請負者に検査の準備を指示し、工事の検査の体制を整えるとともに、

次に掲げる事項を検査職員に提示しなければならない。 

(1) 契約書、設計図書、施工管理資料等 

(2) 監督職員が指示し、又は承諾したもの 

(3) 検査職員があらかじめ必要であると認め、指示したもの 

(検査の立会い) 

第8条 工事監督職員は、検査規程の規定による工事検査に立ち会い、検査補助員ととも

に検査職員の指示に従い、検査を補助しなければならない。 

2 総括監督員は、原則として事業担当の班長又はチーフを工事検査に立ち会わさなけれ

ばならない。 

(安全対策) 

第9条 監督職員は、工事現場における自らの安全について十分注意しなければならない。 

(監督職員の交替) 

第10条 監督職員が交替するときは、前任者は、その業務に関する書類その他必要な事

項を後任者に引き継がなければならない。 

(書類の整備) 
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第11条 専任監督員、主任監督員及び工事監督職員(以下「工事監督職員等」という。)

は、職務に従事するに当たっては、当該工事に関する次に掲げる書類のうち必要なも

のを整備しておかなければならない。 

(1) 契約書及び設計図書 

(2) 別に定める工事監督技術基準 

(3) 工事日誌 

(4) 工事に関する指示簿又は承諾票 

(5) 請負者から提出される施工計画書等の関係書類 

(秘密の保持) 

第12条 監督職員は、職務上知り得たことを関係職員以外に漏らしてはならない。 

2 監督職員は、前条各号に掲げる書類を関係職員以外に閲覧させてはならない。 

(工事の報告) 

第13条 工事監督職員等は、工事の実態を把握するため、必要に応じて、請負者から工

事報告書を提出させ、これを工事の監督の資料としなければならない。 

(工事の促進) 

第14条 監督職員は、第11条各号に掲げる書類に基づき、工事現場の適正な管理に留意

し、工事の促進に努めなければならない。この場合において、工事が遅延するおそれ

があると認めたときは、請負者に対し適切な措置をとらなければならない。 

(指示又は承諾) 

第15条 工事監督職員等は、設計図書等に基づき、請負者に対し指示又は承諾を行わな

ければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ総括監督員の承認を受

けなければならない。 

(段階確認等) 

第16条 監督職員は、設計図書等に基づき、適切な時期に立会い、検査及び確認を行わ

なければならない。ただし、やむを得ず立ち会うことができない場合は、写真その他

の確認することができる適切な方法を指示し、その結果を確認しなければならない。 

(改造の請求) 

第17条 工事監督職員等は、工事の施行が設計図書に適合しないと認めたときは、速や

かに総括監督員の指示を受け、請負者に対し改造を請求し、設計図書を満たす十分な

工事を実施させなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ所属

長の承認を受けなければならない。 

(材料検査) 

第18条 監督職員は、工事材料のうち検査等が必要であると認めたものについて品質、

規格、数量等の試験又は検査を行い、請負者に結果を通知しなければならない。 

2 監督職員は、工事材料のうち調合を要するもの又は完成後外面から直接明視すること

ができないものについては、その調合又は施工に立ち会わなければならない。ただし、
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やむを得ず立ち会うことができない場合は、見本検査、写真その他の確認することが

できる適切な方法を指示し、その結果を確認しなければならない。 

(破壊検査等) 

第19条 工事監督職員等は、請負者が第16条又は前条の規定による立会い、検査又は確

認を請求しないで、工事等を施行し、その適否を確認することができないときは、請

負者又は現場代理人の了解を得た上で、総括監督員の指示を受け、破壊その他の適切

な方法により遅滞なく検査をしなければならない。ただし、重要なものについては、

あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 

(中間検査の要請) 

第20条 監督職員は、出来形等を確認するため中間検査を行う必要があると認めたとき

は、検査規程第3条第1項に規定する検査命令権者(第33条において「検査命令権者」

という。)に対し検査を要請しなければならない。 

(工事現場の不一致等) 

第21条 工事監督職員等は、次の各号に掲げるいずれかの事項を発見したとき又は請負

者から通知を受けたときは、速やかに確認した上で適切に措置しなければならない。

ただし、重要なものについては、あらかじめ総括監督員の承認を受けなければならな

い。 

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないとき。 

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。 

(3) 地盤その他外面から明視することができない箇所等において予期し得なかった状

態を発見したとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、設計図書に明示されていないものがあるとき。 

(工事の変更、中止等) 

第 22 条 工事監督職員等は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、

若しくは打ち切る必要があると認めたときは、速やかにその概要について取りまとめ、

意見を付して総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。

ただし、重要なものについては、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 

(緊急措置) 

第23条 工事監督職員等は、災害の防止その他緊急に請負者に対して臨機の措置をとら

せる必要があると認めたときは、遅滞なくその措置をとらせなければならない。この

場合において、その経緯及び結果を総括監督員に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

2 工事監督職員等は、急迫の事情のため請負者が独自でとった措置について請負者から

報告があったときは、速やかに調査を行い、意見を付して総括監督員に報告し、その

指示を受けなければならない。 

(施工体制等確認) 
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第24条 工事監督職員等は、現場代理人及び技術者の配置、下請に係る契約の報告並び

に施工体制台帳及び施工体系図の作成及び掲示が契約図書及び建設業法(昭和24年法律

第100号)の規定に違反していないかを随時確認しなければならない。 

2 前項の場合において、不適当であると認めたときは、速やかに必要な指導を行い、総

括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要

なものについては、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 

(現場代理人等の交替) 

第25条 工事監督職員等は、現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の使用人又は

労務者が当該工事に不適当であると認め交替を求めようとするときは、総括監督員に

報告し、その指示を受けなければならない。ただし、重要なものについては、あらか

じめ所属長の承認を受けなければならない。 

(工事の延長) 

第26条 工事監督職員等は、請負者から工期の延長の請求があったときは、遅滞なくそ

の内容を調査し、意見を付して総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置し

なければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ所属長の承認を受け

なければならない。 

(工事の未着手等) 

第27条 工事監督職員等は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないときその他契

約の履行が確保されないおそれがあると認めたときは、速やかにその理由を調査して

総括監督員に報告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重

要なものについては、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 

(解体材及び発生品) 

第28条 工事監督職員等は、工事の施行に伴い、解体材又は発生品を生じたときは、請

負者から調書を提出させ、総括監督員に報告するとともに、請負者に対し適切な指示

を行わなければならない。 

(工事目的物等の損害) 

第29条 工事監督職員等は、工事目的物の引渡前に工事目的物若しくは工事材料につい

て損害を生じたとき、工事の施行に関して損害を生じたとき又は工事の施行について

第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なく調査を行い、意見を付して総括監督員に報

告し、その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについ

ては、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 

2 工事監督職員等は、天災その他やむを得ない事由によって工事の出来高部分(工事現場

に搬入した検査済材料を含む。)、工事仮設物又は建設機械器具(当該工事で償却する部

分をいう。)に損害を生じたときは、調査を行い、意見を付して総括監督員に報告し、

その指示を受け、適切に措置しなければならない。ただし、重要なものについては、

あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 
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(部分使用及び部分引渡し) 

第 30 条 監督職員は、発注者側の都合により工事の一部を使用する必要が生じたときは、

契約書の部分使用及び部分引渡しに関する規定によるものとする。 

(貸与品及び支給材料) 

第 31 条 工事監督職員等は、貸与品又は支給材料があるときは、請負者の立会いを求め、

検査の上引き渡し、その都度借用書又は受領書を徴し、常にその状況を明らかにして

おかなければならない。 

(完成後の措置) 

第32条 工事監督職員等は、工事が完成したときは、速やかに当該工事の設計図書等と

照合し、その結果を総括監督員に報告しなければならない。 

2 工事監督職員等は、前項の規定による照合の結果、不十分であると認めたときは、総

括監督員の指示を受け、請負者に対し、直ちに修補、改造、手直し等(以下「修補等」

という。)を命じなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ所属

長の承認を受けなければならない。 

3 前項の場合において、修補等の措置を実施することにより工期の延長等が必要なとき

は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 

(工事検査不合格の措置) 

第33条 総括監督員は、検査命令権者から工事検査の不合格の通知を受けたときは、あ

らかじめ所属長の承認を受け、不適当である箇所の出来形及び修補等の必要性の調査

並びに修補等の措置を適切に行わなければならない。 

(契約の解除等をした場合の措置) 

第34条 工事監督職員等は、請負契約の解除、解約等により工事の既済部分を引き取る

必要が生じたときは、その部分に対する出来高調書を作成し、総括監督員に報告しな

ければならない。 

2 前項の場合において、引取りの対象となる部分は、契約に特別の定めのない限り、当

該工事の出来高並びに調査の時期に工事現場にある検査済材料及び製品類(変質のおそ

れのあるものを除く。)とする。 

(工事成績の評定) 

第35条 監督職員は、検査職員が工事検査を実施したときは、別に定めるところにより

工事成績の評定を行わなければならない。 

(適用除外工事) 

第36条 この規程の規定は、別に定める軽微な工事については、適用しないことができ

る。 

(雑則) 

第37条 この規程に定めるもののほか、工事の監督の実施に関し別に細目を定めること

ができる。 



- 7 - 

 

付 則 

この訓令は、昭和42年2月1日から施行する。 

付 則(昭和43年5月24日訓令第12号) 

この訓令は、昭和43年5月24日から施行する。 

附 則(昭和53年8月1日訓令第11号) 

この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。 

附 則(昭和54年12月18日訓令第26号) 

(施行期日) 

1 この訓令は、昭和54年12月18日から施行する。 

(経過措置) 

2 この訓令による改正後の高知県請負工事監督規程第9条第3項の規定は、昭和54年1

2月18日以後において請負契約を締結する工事について適用し、同日前に請負契約を

締結した工事については、なお従前の例による。 

附 則(昭和56年11月24日訓令第12号) 

この訓令は、昭和56年11月24日から施行する。 

附 則(平成5年4月1日訓令第6号) 

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。 

附 則(平成5年10月1日訓令第16号) 

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。 

附 則(平成11年4月1日訓令第16号) 

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則(平成15年4月1日訓令第4号) 

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則(平成15年8月1日訓令第14号の2) 

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。 

附 則(平成17年1月18日訓令第1号) 

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 
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附 則(平成18年4月1日訓令第6号) 

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年4月1日訓令第18号) 

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年4月1日訓令第8号) 

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年4月23日訓令第8号) 

この訓令は、平成22年4月23日から施行する。 

附 則(平成23年3月22日訓令第2号) 

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。 
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高知県建設工事監督技術基準 

      

（平成17年４月1日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この技術基準は、高知県建設工事監督規程（昭和42年高知県訓令第２号）及び高知県建設工事監督

要領の建設工事に係る施工管理及び技術的基準等を定める。 

（用語の定義） 

第２条 用語については、次に定める。 

(1) 監 督……契約書及び設計図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認

及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。 

(2) 監督職員…監督職員とは、総括監督員、専任監督員、主任監督員及び工事監督職員を総称していう。 

(3) 指  示……監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させ 

  ることをいう。 

(4) 承 諾……契約書及び設計図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面

により同意することをいう。 

(5) 協 議……契約書及び設計図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得

ることをいう。 

(6) 通 知……監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項につい

て、書面をもって知らせることをいう。 

(7) 受 理……契約書及び設計図書に基づき受注者の責任において監督職員に提出された書面を受け取り、

内容を把握することをいう。 

(8) 確 認……契約書及び設計図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容に

ついて適合を確かめることをいう。 

(9) 把 握……監督職員が臨場若しくは受注負者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提

出資料の内容等について、契約書及び設計図書との適合を自ら認識しておくことをいい、

受注者に対して認めるものではない。 

 (10) 立 会……契約書及び設計図書に示された項目について、監督職員が臨場し、内容を確かめることを

いう。 

 (11) 調 整……監督職員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事

項を受注者に対し指示することをいう。 

（監督の実施） 

第３条 監督職員は、関係諸規則等に従い工事を施工する本庁の課等の長、又は、出先機関の長の指揮監督

に服し、技術的に十分検討のうえ適切かつ円滑な工事請負契約の履行を確保するための監督の実施を行わ

なければならない。 

２ 監督職員は、次の工事等について重点監督として特に注意し監督を行わなければならない。 

監督の確認の程度については、別途定める「段階確認及び施工状況把握一覧表」の標準内容によるもの

とする。 

なお、重点監督以外の工事等については、一般監督として監督を行うものとする。 

(1) 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事。 

ア 技術活用パイロット工事。 
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イ 標準歩掛のない新工法を用いた工事。 

ウ その他これらに類する工事等。 

(2) 施工条件が厳しい工事。 

ア 鉄道又は現道上での橋梁工事。 

イ 圧気潜函工事。 

ウ 掘削深さ 7m 以上の土留工及び締切工を有する工事。 

エ 鉄道、建造物、道路等の近接工事。 

オ 砂防ダム。（堤高 15m 以上） 

カ 軟弱地盤上での構造物。 

キ 場所打ち PC 橋。 

ク 共同溝工事。 

ケ ハイピア（躯体高 15m 以上） 

コ トンネル工事。 

サ その他これらに類する工事等。 

(3) 第三者に対する影響のある工事。 

ア 家屋等に隣接し崩壊等により影響が予想される掘削を伴う工事。 

イ 周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事。 

ウ ー般交通に供する路面覆工、仮橋等を有する工事。 

エ 河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事。 

オ 公害、安全対策及び環境等特に注意する工事。 

カ その他これらに類する工事等。 

(4) その他 

ア 請負対象金額が７億円以上の一般競争入札の工事 

イ 技術提案型または高度技術提案型の総合評価方式により落札された工事。 

ウ 低入札により落札された工事。 

エ 受注者が過去に工事成績が良好でなかった施工を行ったことのある工事。 

オ 同程度の工事の施工経験が少ない受注者が施工する工事。 

カ 所長等が必要と認めた工事。 

（現場監督任務） 

第４条 監督職員は、その職務の執行に当たり設計図書等の関係書類に基づき、適切な監督を行うとともに、

施工前、施工中、施工終了前の各段階において、打ち合わせ、立会、確認、検測等を次の各号に掲げる主

な事項に留意し監督を行わなければならない。 

(1) 施工前の協議 

工事の施工に先立ち、設計図書の照査、工事用地確認、施工管理、関係諸法令確認、官公庁手続

き、工事測量確認、実施作業工程等を設計図書、施工計画書等に基づき受注者と協議を行うこと。 

(2) 監督業務標準内容 

契約の履行の確保、施工状況の確認、円滑な施工の確保、管理及びその他の項目の主たる業務及び関

連図書等については、別途定める監督業務標準内容によるものとする。 

なお、監督職員が必要と認める項目及びその業務内容は、適宜追加することができる。 

(3) 段階確認及び施工状況把握一覧表 

①  段階確認 
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施工管理、工程管理、出来形管理、品質管理等における段階確認については、監督職員は、契

約書、設計図書、施工計画書等に基づき立会確認を行わなければならない。 

段階確認について、主たる工種別の確認時期、確認項目及び確認の程度等の標準内容等は、別途定

める「段階確認及び施工状況把握一覧表」によるものとする。 

②  施工状況把握 

工種別の施工時期における、品質規格、打設順序、天候及び施工状況等を把握しなければなら

ない。 

施工状況の把握については、各種別の施工時期、把握項目及び把握の程度の標準内容等は、別途定

める「段階確認及び施工状況把握一覧表」によるものとする。 

③  監督職員が必要と認める主たる種別及びその確認・把握等については、適宜追加することができる。 

(4) 施工管理 

施工管理については、契約書、設計図書、施工計画書等に基づき監督を行うこと。 

（雑則） 

第５条 この技術基準に定めるもののほか、工事の請負契約の監督に関し別途細目を定めることができる。 

附 則 （平成17年４月１日） 

この技術基準は、平成17年４月１日から施行する。 

この技術基準は、平成 19 年 7 月１日から施行する。 

この技術基準は、平成 22 年 10 月１日から施行する。 

この技術基準は、平成 29 年 10 月 1 日から施行する。 

この技術基準は、令和 6年 7 月 1日から施行する。 

この技術基準は、令和 7年 7 月 1日から施行する。 
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高知県建設工事監督技術基準第４条（２）による 

監 督 業 務 標 準 内 容 

 

契  ＝契約書（標準書式） 

共仕＝共通仕様第１編  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項     目 業    務    内    容 関連図書等 

 

 

(1) 契約書及び設計

図書の内容の把握 

 

 

 

 

(2) 施工計画書の受

理等 

 

(3) 契約書及び設計

図書に基づく指示､

承諾協議､受理等 

 

(4) 条件変更に関す

る確認､調査､検討､

通知 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 変更設計図面及

び数量等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 関連工事及び分

割･繰越工事等との

調整 

 

 

 

 契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する

質問回答書及び下記の項目について把握する。 

① 配置技術者の専任制及び技術者の適正な配置。 

② 施工体制台帳及び施工体系図の整備。 

③ その他契約の履行上必要な事項。 

 

受注者から提出された施工計画書により詳細に打ち合わせを行い、

施工計画の概要を把握した後受理する。 

 

 契約書及び設計図書に基づいた指示、承諾、協議（詳細図の作成を

含む）及び受理等については、必要により現場状況を把握し、適切に

行う。 

 

① 契約書第18条第１項の第１号から第5号までの事実を発見したと

き、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちにその内

容を確認する。 

  また、工事測量は工事着手後直ちに実施させるとともに、設計図

書の照査を受注者に求めその内容を確認する。 

② 前項の調査結果を受注者に通知する。 

必要により工事内容及び計画の変更、設計図面の訂正内容を定

め、指示する。 

ただし、重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ総括監督員の承

認を受けたうえで、指示する。 

③ 施工前及び施工中に文化財等を発見した場合は、工事作業を中止

し、総括監督員に報告しその指示に従う。 

 

 一般的な変更設計図面及び数量については、受注者からの確認資料

等をもとに作成する。 

① 実施設計と変更を対比し、工種・数量等の変更について、適正な

変更理由により、書面において指示・承諾等を行っているかを確認

する。数量については現地、写真にて確認する。 

② 変更による工程・工期及び諸手続等を確認する。 

 

変更については、各々は対等な対場における合意に基づいて、行わ

れなければならない。 

 

関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じ

て施工及び時期等についての調整を行う。 

① 施工が重複する工事を発注する場合は、他の工事が完成後当該工

事が施工できる分割発注等、もしくは、施工時期等を調整しなけれ

ばならない。 

 

 

 

契 第10条 

 

 

共仕1-1-1-12 

 

 

共仕1-1-1-6 

 

 

契 第9条 

共仕1-1-1-8 

 

 

契 第18条 

 

共仕1-1-1-42 

契 第18条 

 

契 第19条 

 

 

事前協議 

契 第19条 

 

 

 

契 第18条 

共仕1-1-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 第2条 

 

 

 

 

 

1. 契約の履行の確保 
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項     目 業    務    内    容 関連図書等 

 

 

 

(7) 工程把握及び工事

促進指示 

 

(8) 工期変更協議の対

象通知 

 

 

(9) 総括監督員への報告 

１）工事の変更、中

止及び工期の延長

の検討並びに報告 

  

 

 

２）一般的な工事目

的物等の損害の調

査及び報告 

 

３）不可抗力による

損害の調査及び報

告 

 

 

４）第 三者 に及ぼ  

した損害の調査及

び報告 

 

５）部分使用の確認

及び報告 

 

 

 

 

 

 

 

６）部分払請求時の  

出来形の審査及び  

報告 

 

７）部分引渡し 

 

 

 

８）工事関係者に関

する措置請求 

② 別途発注工事に重なり当該工事を施工する場合は、契約書の部

分使用及び部分引渡しに関する規定に従わなければならない。 

 

受注者からの履行報告又は実施工程に基づき工程を把握し、必要に

応じて工事促進の指示を行う。 

 

契約書第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20

条、第22条、第23条第１項及び第44条第２項の規程に基づく工期変更

について、事前協議及びその結果の通知を行う。 

 

 

① 工期を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止す

る必要があると認められるときは、その内容を検討し、総括監督員

へ報告する。 

② 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その内容を検討し

総括監督員に報告する。 

 

 工事目的物若しくは工事材料等の損害について、受注者から通知を

受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰す

る理由及び損害額の請求内容を審査し、総括監督員に報告する。 

 

① 天災等の不可抗力により、工事目的物、工事仮設物等の損害につ

いて、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を

調査し確認結果を総括監督員に報告する。 

② 損害額の負担請求内容を審査し、総括監督員に報告する。 

 

 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害

等の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認めら

れる場合は、総括監督員に報告する。 

 

部分使用を行う場合は、品質及び出来形を中間検査に準じた検査を

行い、総括監督員に報告し、次の事項を実施しなければならない。 

① 受注者の承諾を得る。 

② 使用部分は管理者の責任を持って使用する。 

③ 使用したことにより損害が生じたときは、費用を負担する。 

④ 使用することに法的手続き等の必要性を確認する。 

⑤ 完成検査で施工完成が確認出来ない（重複施工等）部分使用は、

部分引渡（部分完成検査）の検査を行う。 

 

  部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査を行い、

総括監督員に報告する。 

 

 

工事完成前に指定部分の引渡を受けることができる。5)⑤の当該工事以

外で使用する場合、及び他工事と重複施工等により、当該工事の完成時に

施工確認検査のできないもの等の場合は部分完成検査を実施する。 

 

現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合

及び主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者下請負人等が工事 

契 第34条 

契 第39条 

 

契 第11条 

共仕1-1-1-27 

 

共仕1-1-1-17 

 

 

 

契 第20条 

 

契 第22条 

 

 

 

 

契 第28条 

 

 

 

契 第30条 

共仕1-1-1-43 

 

契 第30条 

 

契 第29条 

 

 

 

契 第34条 

共仕1-1-1-25 

 

 

 

 

 

 

 

契 第38条 

共仕1-1-1-23 

 

 

契 第39条 

 

 

 

契 第12条 
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項     目 業    務    内    容 関連図書等 

 

 

 

９）契約解除に関す

る必要書類の作成

及び措置請求又は

報告 

 

 

 

 

 

 

 １０）工事の未着手 

 

 

 

 

(1) 事前調査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定材料の確認 

 

 

 

 

(3) 施工体制の点検 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 工事施工の立会   

 

 

  (5) 工事施工状況の 

確認 

（段階確認） 

   （中間検査） 

 

の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、総括監督員

に速やかに報告する。 

 

① 契約書第48条第1項及び第49条第1項に基づき契約を解除する必要

があると認められる場合は、総括監督員に対して速やかに報告す

る。 

 

②請求者から契約の解除の通知をうけたときは、契約解除要件を確認

し、総括監督員に報告する。 

 

③ 契約が解除された場合は、出来形部分並びに材料等の調査を行

い、総括監督員に報告する。 

 

受注者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履

行が確保されないおそれが認められたときは、速やかにその理由を調

査して総括監督員に報告する。 

 

 

下記の事前調査業務を行う。 

① 工事基準点の指示。 

② 既設構造物の確認。 

③ 支給（貸与）品の確認。 

④ 事業損失防止家屋調査の立会い。 

⑤ 受注者が行う官公庁等への届出の把握。 

⑥ 工事区域用地の把握。 

⑦ その他必要な事項。 

 

設計図書において、監督職員の試験若しくは確認を受けて使用すべ

きものと指定された工事材料、又は監督職員の立ち会いのうえ調合

し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品

質、規格等の試験、立会い又は確認を行う。 

 

  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律

第127号以下「適正化法」という｡）及び同法に基づく公共工事の入札及

び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成13年３月９日閣議

決定）に基づき、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監

督業務等において、把握することとされている事項について点検する｡ 

 また、建設工事請負契約書の規定による現場代理人の工事現場常駐確

認についても、あわせて点検する。 

 

  設計図書において、監督職員の立ち会いのうえ施工するものと指定

された工種において、設計図書の規定に基づき立ち会いを行う。 

 

  契約図書、施工計画書及び「段階確認及び施工状況把握一覧表」に基

づき、臨場等により確認の検査を行う。 

①  工事に際し、構造物の施工計画高(上げ越し)を別途に設け施工した

場合は、施工直後に監督職員は確認をしなければならない。 

     又、経過測定等の記録保管を指示しなければならない。 

 

 

 

契 第47条 

契 第48条 

契 第49条 

契 第50条 

契 第51条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共仕1-1-1-42 

 

共仕1-1-1-18 

 

共仕1-1-1-40 

 

 

 

契 第14～15条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 第14条 

２．施工状況の確認等 
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項     目 業    務    内    容 関連図書等 

    

 

 

 

 (6) 工事施工状況の把

握 

 

  (7) 施工安全 

 

 

 (8) 改造請求及び破壊 

による確認 

 

 

 

 

 

 

  (9) 支給材料及び貸 

    与品の確認、引渡 

    し 

 

 

 

 

 

 

  (1) 地元対応 

 

 

  (2) 関係機関との協 

    議・調整 

 

 

 

  (1)  施工管理 

②  出来形等を確認するため中間検査を行う必要がある場合は、高知県

建設工事監督規程及び高知県建設工事検査規程等の定めに従い実施の

確認を行う。 

 

主要な工種について、適宜臨場により施工状況の把握を行う。 

 

 

 工事施工により、第三者に事故等の恐れのある場合は総括監督員に

報告し、その指示に従う。 

 

① 工事の施工が契約図書等に適合しない事実を発見した場合で、必

要があると認められるときは、改善の指示を行う。 

 

② 契約書第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に違

反した場合、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる

相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、

工事の施工部分を破壊して確認する。 

 

① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品

名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認の上、引渡

しを行う。その際、借用書または受領書を徴し、常にその状況を明

らかにしておかなければならない。 

② 前項の確認の結果、品質又は現格若しくは性能が設計図書の定め

と異なる場合は、総括監督員に報告しその指示に従う。 

 

 

 

地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行

う。 

 

工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行

う。 

 

 

 

工事施工に関して工程、品質、出来形等の管理は、設計図書及び施

工計画書等に基づきその目的が達せられるよう、必要に応じ指導を行

う。 

品質、出来形等については検査、測定及び品質、出来形管理図表等

を高知県建設工事技術管理要綱の管理基準、規格値等と対比し確認を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 第17条 

 

 

 

 

 

 

 

契 第15条 

 

 

 

契 第15条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共仕1-1-1-26 

3. 円滑な施工の確保 

4．工事管理の指導等 
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     目 業     務     内     容 関連図書等 

 

 

 

   (1)  工事完成通知書 

     の提出と受理。 

 

 

 

 

受注者は、工事を完成したときに10日以内に通知しなければならない

が、監督職員は高知県建設工事監督規程等の規定に従い、設計図書等と

照合し完成を現地確認した後、通知書を受理しなければならない。 

① 工事監督職員は工期の履行期限を確認し、期限を越したものは

契約違反として、工事を安全に処置した後直ちに中止し総括監督

員に報告しなければならない。 

 

 

② 完成確認を認められない場合は、再工事を指示するとともに、履行

期限を確認しその措置を図らなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

工事監督職員は、当該工事の契約書、設計図書、その他関係書類等検

査に必要と認められるものについて準備し、また措置するよう受注者に

指示するとともに検査日を連絡する。 

 

 

工事監督職員は工事の完成、中間の各段階における工事検査に立ち

会うとともに、工事検査職員の指示により検査業務を補助し協力し

なければならない。また、原則として事業担当班長又はチーフは検

査時に立ち会わなければならない。 

 
 

工事検査職員が工事の検査を実施したときは工事成績評定要項に基づ

き工事成績の評定を行う。 

 

 

 

工事作業による掘削、杭打ち、重機移動等により、振動、騒音、地下

水遮断等の影響が考えられる場合は事前に調査等対策を立て工事を着手

しなければならない。また、工事中にその影響が認められた場合は、状

況を調査し総括監督員に報告をするとともにその指示に従わなければな

らない。 

 

工事現場における解体材及び発生品については、規格、数量等の調書

を受理し確認した後、その処理方法について指示する。 

 

 

①再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び、その結果の再 

生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書の作成と提出受理。 

 

 

 

②産業廃棄物計画書及び管理票（マニフェスト）の作成と提出受理。 

 

 

 

災害防止、その他工事の施工上特に必軍があると認めるときは、受注 

者に対し臨機の措置を求める。 

 

工事事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し土木部土木政策課、

技術管理課及び事業主管課に報告する。 

 

 

 

契 第32条 

 

 

 

 

 

 

 

共仕1-1-1-22 

1-1-1-23 

1-1-1-24 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共仕1-1-1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 第27条 

共仕1-1-1-46 

 

共仕1-1-1-34 

  

   (2)  工事検査の準備 

  及び通知 

 

  

   (3)  工事完成検査等 

  の立会い 

 

 

 

 

 

 

 

   (4) 工事成績の評定 

 

 

 

 

(1) 工事の影響によ 

  る損害対策  

 

 

 

 

(2) 現場解体材及び 

 発生品の処理 

 

 

    １）再生資源の利用 

      計画及び利用促進 

      計画と実施 

 

 

    ２）産業廃棄物の計 

      画と実績 

 

 

   (3)  臨機の措置 

 

 

(4)  工事事故等に対 

  する措置 

 

5. 工事完成の処理  

6．その他 
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段階確認及び施工状況把握一覧表 

目次 

共通 

 共通 

 段階確認 

 施工計画高承認工事（上げ越し） 

 誤字・相違・脱字等 

 設計図書の照査等 

 請負代金内訳書 

 施工計画書 

 監督権限行使（指示等） 

 工事期間・工期 

 設計図書の変更等・数量の算出 

 材料関係 

 監督員検査（段階確認・立会） 

 検査 

 部分使用・部分引渡 

 施工管理 

 環境対策 

 工事測量 

 提出書類等 

工種別 

 作業土工 

 盛土共通 

 鋼矢板・鋼管・コンクリート矢板 

 基礎工 

 法枠工・吹付工 

 植生工・植栽工 

 構造物撤去工 

 防護遮音網柵壁工 

 既製杭工・矢板基礎工 

 場所打杭工 

 深礎工（シャフト） 

 ケーソン基礎工 

 舗装工 

 路上再生路盤工 

 路上表層再生工 

 地盤改良 

 固結工 

 路床安定処理工・表層安定処理工 

 サンドマット工・マット工 
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 敷砂採石マット 

パイルネット工・海域地盤改良 

バーチカルドレーン工 

締固め改良工・固結工 

海域地盤改良 

深層混合処理 

仮設工 

法線（河川：砂防） 

擁壁工・護岸工 

コンクリート・鉄筋・型枠・支保工 

擁壁護岸工・側溝工・街渠工・水路工 

樋門・樋管・水門・堰・魚道工・海岸 

キャブ・治山暗渠工 

護岸付属物工 

羽口工・沈床工・かご工 

プレキャスト構造物 

根固め工・間詰工 

排水機場・床止め・床固め・山留擁壁 

海岸堤防・護岸突堤擁壁 

治山・護岸工・土留工・防潮堤 

浚渫・床掘（河川：海岸：港湾：漁港） 

砂防堰堤コンクリート鋼製・床固め工・擁壁工 

道路・擁壁工・トンネル坑門工 

港湾上部コンクリート・治山渓間工 

塗装工・継手工 

工場桁製作 

工場製作工・鋼製製作仮設工 

橋梁上部工（鋼橋）・橋脚仮設工 

砂防鋼製堰堤・治山鋼製ダム 

堰・橋梁（床版工：柱工：閘門工） 

橋梁下部工 

橋梁上部工（PC：コンクリート） 

地覆工 

橋梁用高欄工 

捨石工・被覆石工・中詰石工 

コンクリートブロック工 

補修工 

海域ブロック工 

海域ケーソン工 

集排水工（砂防：治山） 

アンカー工 
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ダム工（コンクリートダム） 

ダム工（フィルダム） 

ダム工（基礎グラウチィング） 

トンネル（NATM：矢板） 

トンネル（支保工：吹付工） 

トンネル（ロックボルト工） 

トンネル（覆工） 

トンネル（インバート工） 

除雪工 
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段階確認及び施工状況把握一覧表 

 

※下表の「確認の程度」は、確認程度の目安であり、実施に当たっては工事内容（構造物の重要度、機能別 

  等）及び施工状況等を勘案の上設定すること。 

 

種 別 確  認  等  留  意  項  目 

共通 

 

 

段階確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行計画高承 

認工事 

一般：一般監督        監督職員は、監督を行う場合、当該工事が一般監督か重点監督 

重点：重点監督            かを確認したうえで行わなければならない。 

 

確認・把握の方法については、臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により行い、工事全体

の施工状況等について確認・把握するもので、監督の程度は工事全体に対するものであり、偏った確

認・把握は避けなければならない。 

当一覧表の確認の程度は目安であり工事内容及び施工状況等を勘案して行わなければならない。

（監督規程  第16条） 

  １構造物とは、細別（レベル４）とする。（新土木工事積算体系） 

  なお、同一細別の構造物でも、規格、場所が異なる場合は、設計計算等を考慮して確認の頻度を決

めること。 

  工種とは、工種（レベル２）とする。（新土木工事積算体系） 

 

1ロット ：橋台等単体構造物は、コンクリート打設毎 

：函渠等連続構造物は、施工単位（目地）毎 

 

①  監督職員は、受注者が仕様書等に定められた施工計画書等の作成に必要な、設計条件、提出書

類、指示事項、立会確認等計画書、また現場条件等を、契約後すみやかに調査し、計画の作成が

できるよう打ち合わせをする。 

② 監督職員は、工事着手前に受注者が提出する、実施工程、施工計画書等を①の条件等を参 

考に打ち合わせること。 

③  設計変更等の指示は、契約書第18、19条及び協議書等により書面を交換し、両者が確認（押印、

署名等）のうえ処理すること。 

④  工事の施工に際し、一般の運行で専用的に道路を使用することにより、損傷の影響が考えられ 

る場合は、事前に道路管理者と協議するとともに、道路現況調査をすること。 

⑤ 他の工事と施工が重複する場合は、契約条項の部分使用、部分引渡の処置を確認した上で実施す

ること。 

⑥ 施工中止、出来高検査、中間検査、完了期日遵守等は、適切に確認実施しなければならない 

①  監督職員は、段階確認に係る、確認種別、細別等を共通仕様書及び施工計画書の施工方法・段

階確認計画表と対比し、事前に検査工程及び検査日程調整するよう受注者に指示し、確認を行わ

なければならない。 

②  監督職員は、受注者を段階確認に臨場さし、確認事項を両者が押印又はサインした書面を交換

しなければならない。 

上げ越し 

・ 監督職員は、施工直後に承諾事項すべてを確認するとともに、一定期間毎（時間）に経過 

確認を実施しなければならない。 
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（工種の参考例）（新土木工事積算体系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル１ 

工事区分 

工区名・ 

構造物名 

レベル２ 

工    種 

箇所名・ 

工法名等 

レベル３ 

種    別 

箇所名・ 

工法名等 

レベル４ 

種    別 

箇所名・ 

工法名等 

道路改良                 道路土工               掘削工                 掘削（土砂） 

                                                                       掘削（軟岩） 

                                                                       掘削（硬岩） 

 

路体盛土工             路体（流用土） 

                       路体（発生土） 

                       路体（採取土） 

                       路体（購入土） 
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段階確認及び施工状況把握一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 
仕 様 書 番 号  

確 認 等 留 意 項 目  確認時期 確 認 の 程 度 

共 通       誤字・相違・脱字等  ：1－1－１－1 

 ・受注者に誤字等の指示を求められたものについ  

て、計画等確認の上指示する。 

  

 
共 通       設計図書の照査等    ：1－1－1－3 

 ・契約書第 18 条の条件変更の確認できる資料を監

督職員に提出、監督職員は確認し指示を行う。 

施工前 

施工途中 

条件変更毎 

共  通       請負代金内訳書      ：3－1－1－2 

 ・請負代金内訳書の提出の確認。 着手前  

 
共 通      施工計画書              ：1－1－1－6 

計 画 

・計画書の提出については、 

打ち合わせ後に受理をす 

る。 

 

 

・受注者から、施工前に工事目的物を完成する

ために施工計画書の提出内容について、安全

適正な施工計画を確認し受理をする。 

・計画打ち合わせは、契約図書・法・現則等に

基づき又工程等安全に早期完成を目指す計画

を立案する。 

 

共 通      提出書類等           ：1－1－1－7・1－1－1－11・1－1－1－12 

コリンズ 

工事の下請負 

施工体制台帳 

及び施工体系 

図 

 

・コリンズの提出の確認。 

 

・下藷負の施工が行われる場合は、施工体制台帳

及び施工体系図と下請契約書の提出を確認。 

着手時 

施工前 

施工中 

 

 

 

 

 

 
共 通      監督権限行使（指示等）  ：1－1－１－8 

 ・監督職員が指示等の権限を行使するときは、監

督職員と受注者の両者が指示内容等を確認（自

筆氏名、確認印、確認サイン等）し書面により

行うこと。 

  

共 通       工事期間・工期       ：1－1－1－10・1－1－1－15・1－1－1－17・1－1－1－27 

工事着手 

一時中止 

工期変更 

履行期限 

・工事の着手について把握。 

・工事施工に際し、必要な場合は工事の全部又は

一部の施工を中止。 

・工期の変更について変更理由が適否であるか確

認。 

・工事が履行期限に完了されたかを確認。 
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種  別 
仕 様 書 番 号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

共 通 設計図書の変更等  ：1－1－1－16 

 数量の算出  ：3－1－1－7 

変更 

数量 

・工事変更指示に従って、変更申請図を作成し提

出を期限を限り義務づけ指示を行し、提出変更

申請図と現地を確認する。

・出来形測量の結果を基に、実施設計及び書面に

よる変更指示と、出来形図及び寸法数量を対比

し、管理基準及び規格値を満たしたものを確認

し設計数量として計上。

変更設計及び指示、承

諾毎。 

共 通 材料関係 ：第２編第１章第２節・1－1－1－18・1－ l－1－19 

支給材料 

貸与品 

現場発生品 

工事使用材料 

の品質等 

・工事完成時に支給品精算書を、また支給材貸与

品は使用前に量、規格、性能等を記した要求書

の提出を確認。

・施工により生じる発生品は、現場発生品調書の

提出を受け引き取りを受ける。

・計画書と実績書の提出を確認。

・材料品質の外観、数量、品質証明書等を照合し

材料検査（確認）を行う。

工事現場発生品・再生

資源利用計画及び利用

促進計画と実施書・産

業廃棄物計画実施書 

共 通 監督員検査（段階確認・立会） ：3－1－1－6 

段階確認 

計画表及び段 

階確認 

実施表 

・段階確認計画表の作成を施工計画書に記載する

ことを義務付けており、この打合わせ時に両者

は再チェック。

・段階確認は受注者が臨場の上行い、確認毎に確

認内容を記載し、両者が押印又はサインした書

面（段階確認実施表）を交換すること。

仕様書、施工計画書等 

に定めた毎に検査。 

共 通 検査 ：1－1－1－22 

工事完成通知書 ・受注者から提出される工事完成通知書を受理す

るにあたり、監督職員は工事を設計図書と照合

し、完成と認められたものについて受理しなけ

ればならない。

共 通 部分使用 ：1－1－1－25 

部分使用 

部分引渡 

・当該工事以外の工事等により、完成、引き取り

前に当該工事の一部を使用する際は、契約書第

33条、第38条の規定に従い処理。

・この際使用する部分について、部分完成検査及

び軽微なものは監督職員の確認（技術者必携等

参照）を行う。

使用損害補

償 

完成検査時

の不可視部

分 
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種  別 
仕  様  書  番  号 

確 認 等 留 意 項 目  確認時期 確 認 の 程 度 

共 通       施工管理   ：1－1－1－26 

 ・当該工事に必要な管理項目を、高知県建設工事

技術管理要綱等に記載義務付けており、この施

工計画書の打合わせ時に両者は再チェックし把

握。 

  

共 通       環境対策   ：1－1－1－35 

環境対策 

 

事業損失 

・施工計画書の打ち合わせ時に、環境への影響

が発生した場合の対応策を検討。 

・工事による第三者に損害が生じた場合（施工計 

画書打ち合わせ時に損害の発生が新たに予想さ 

れる場合等を含む。）は、直ちにその原因と

対処を図らなければならない。 

施工前 

 

施工前中 

 

共 通        工事測量   ：1－1－1－42 

 ・工事測量、用地測量等の起工測量の結果を、契

約書第18条の様式に従い報告指示し、差異あれ

ば条件変更処理（契約書第18・19条等）を行

う。 

・設計変更が必要と思われる場合は追加点測点等 

の詳細な測量を指示するとともに確認を行う。 

  

共 通        提出書類   ：3－1－1－15 

 ・工事請負契約関係の書式集等に基づき、提出さ

れる書類を受理する際は、その書類項目を確認

した上で、受理をする。 

・設計変更、請負金額変更、工期変更に関する書

類。 

・設計条件、施工に際し提出等を義務づけた書

類、監督指示指導に関する書類。 

・工事完成通知書は、設計内容と工事目的物が適

正に施工されているかを確認の上受理。 

・請求書は、受注者が工事の完成検査等の決定通

知を確認し、その後に提出されたものを受理。 

書類全般  
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種  別 
仕  様  書  番  号  

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

作業土工 

共 通  ：3－2－3－3・3－2－5－2・3－2－9－2・1－2－3－2・1－2－4－2 

河 川  ：6－1－5－2・6－1－6－2・6－1－7－12・6－1－8－2・6－1－9－2・6－1－10－2・6－1－11－2・ 

6－1－13－2・6－3－5－2・6－3－6－2・6－3－7－2・6－3－8－2・6－4－6－3・6－4－7－2・ 

6－4－8－2・6－5－6－2・6－5－7－2・6－5－8－2・6－5－20－2・6－6－4－2・6－6－5－2・ 

6－6－6－2・6－7－4－3・6－7－5－3・6－7－6－2・6－8－9－2・6－8－10－2・6－9－4－2・ 

6－9－6－2 

海 岸  ：7－1－5－3・7－1－7－2・7－1－12－2・7－1－13－3・7－1－14－2・7－2－4－3  

砂 防   ：8－1－8－2・8－1－9－3・8－1－9－4・8－l－10－2・8－1－10－3・8－1－11－2・ 

8－1－12－2・8－2－4－2・8－2－4－3・8－2－5－2・8－2－5－3・8－2－6－2・8－2－6－3・ 

8－3－5－2・8－3－6－2・8－3－7－2・8－3－8－2・8－3－9－2・8－4－5－2 

道 路  ：10－1－7－2・10－1－8－2・10－1－9－3・10－1－10－2・10－1－11－3・10－1－12－3・10－2

－5－2・10－2－6－2・10－2－7－3・10－2－8－2・10－3－6－2・10－3－7－2・10－3－8－2・

10－3－9－2・10－3－10－2・10－3－11－11・10－3－12－2・10－4－9－2・10－6－3－2・10－6

－6－3・10－6－8－3・10－6－9－3・10－6－9－4・10－6A－3－2・10－7－3－2・10－7－5－2・

10－8－5－2・10－14－5－2・10－14－6－2・10－14－10－2・10－14－11－2・10－14－12－3・

10－16－6－2・10－16－7－2・10－16－8－2・10－16－14－2・10－16－15－2・10－16－16－3・

10－16－18－3・10－16－24－3・10－12－4－2 

港湾・漁港： 

治 山  ：12－3－5－1・12－3－6－2・12－5－3－2 

耕 地  ：13－2－7－1・13－2－4－1・13－2－6－1 

掘削工 

切土工 

床掘工 

埋戻工 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確

認。 

土（岩）質 

変化時 

1 回／地質変化毎 

・掘削深さ（基準高）、位置、設計支持地盤の適

否を資料等で確認。 

必要に応じ平板載荷試験。 

床掘掘削 

完了時 

支持地盤 

1 回／地質変化毎 

1 回／1 構造物 

・・不可視部分の出来形について、設計図書と現地

対比。 

・取り上げ寸法等確認。 

埋戻施工前 1 回／1 構造物 

 

共 通       ：1－2－3－3・1－2－4－3・1－2－4－4 

盛土共通    港湾・漁港    ：11－1－4－21－3・・11－1－4－3－9・11－1－4－21－4 

盛土 

路体工 

路床工 

埋立 

裏理 

・使用材軸土質試験。 

・敷き均し及び転圧の厚さ、基準高、方向、施工 

機種等の確認。 

・締固密度測定。 

・路床仕上後、全体のたわみを測定確認。 

敷き均し 

転圧時 

 

路床 

：プルーフ 

ローリン 

グ 

１回／土質変化毎 

一般：1回／40ｍ  

重点：2～3回／40ｍ 

築堤・路体 1000ｍ3 

路床 500ｍ3 

1 回／1 工事 

作業土工   耕 地；13－1－3－4・13－2－2－2・13－2－3－1・13－2－3－2・13－3－16－１・13－3－16－2 

ほ場整備工 ・使用材料土質試験 

・置き換え範囲、基準高、石レキ除去量の確認。 

・敷き均し及び転圧の厚さ、基準高、方向 

・施工機種等の確認。 

・造成仕上及び基盤整地完了後、確認。 

表土剥取時 

基礎造成時 

基盤整地時 

表土整地時 

１回／土質変化毎 

一般：１回／４耕区 

重点：１回／２～３ 

耕区 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

矢板工 

共 通   ：2－2－5－12 ・ 3－2－3－4 ・ 3－2－10－5 

河 川   ：6－1－5－4  ・ 6－1－6－4 ・ 6－3－5－5 ・ 6－4－6－6 ・ 6－5－6－7 ・  

6－5－7－7 ・ 6－6－4－5  ・ 6－6－5－5 ・ 6－6－6－5 ・ 6－7－4－5 

海 岸   ：7－1－5－9  ・ 7－2－5－8 

砂 防   ：8－3－8－5  ・ 8－4－5－9 

道 路   ：10－3－9－4   

港湾・漁港  ：11－1－4－3－14～16 

鋼矢板工 

(仮設除く) 

鋼管矢板 

(仮説除く) 

 

指定仮設工 

鋼矢板工 

 

コンクリート 

矢板 

･ 材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

･ 矢板長測定し、打設長（根入長）を設計値と比

較。 

･ 溶接部の適否を目視、浸透探傷試験、放射線透

過試験、超音波探傷試験等により確認。 

･ 切断は、検測確認。 

･ 基準高 

･ 変位 

･ 傾き 

打込時 

 

 

 

 

 

 

 

打込完了時 

試験打鋼矢板＋ 

一般：1回／40 枚 

重点：1回／20 枚 

 

試験打鋼管矢板＋ 

一般：1回／20 枚 

重点：1回／10 枚 

指定矢板 

一般：1回／60 枚 

重点：1回／40 枚 

 

基礎工        共 通   ：3－2－4－2 ・ 3－2－4－3 

河 川   ：6－1－5－3 ・ 6－1－5－5 ・ 6－7－6－6 

海 岸   ：7－1－5－8 

砂 防   ：8－2－4－4 

道 路      ：10－3－9－5 

土台基礎工 

一本土台 

・契約設計分類毎に、土(岩)質・地質境界を確

認。 

地質変化時 

 

1回／1構造物 

1回／地質変化毎 

片梯子土台 

梯子土台 

 

・掘削深さ(基準高)、位置及び設計支持地盤の適

否を参考資料で確認。 

・必要に応じて平板載荷試験。 

床堀掘削完

了時 

直接基礎 

1回／1構造物 

止杭一本土台 

基礎工（護岸） 

山留擁壁基礎工 

 

 

 

・木材枠組み位置、寸法、木材の径、長さ、本

数、間隔、継手方法等確認 

・材料確認(品質・規格)と、その材料を適切使用

確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法(継手長結束)及びかぶり等確認。 

土台枠組み

時 

型枠 

鉄筋 

組立 

完了時 

一般 

 ：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

 

 

 

・品質管理、運搬時間、打設順序、天候及び気温

等について把握。 

コンクリー

ト打設時 

一般：1回／1構造物 

重点：1回／1ロット 

 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地

で対比し確認する。 

埋戻前 

 

1回／1構造物 

 



 

- 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 

仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

法枠工                共 通  ：3－2－14－3  ・ 3－2－14－4 

吹付工                河 川  ：6－1－7－8  ・ 6－1－7－10 

コンクリート          海 岸  ：7－1－10－5 

モルタル              砂 防  ：8－3－4－3  ・ 8－3－3－4  ・ 8－4－6－3  ・ 8－4－6－4 

                      道 路  ：10－1－5－3  ・ 10－1－5－4  ・ 10－3－11－7  ・ 10－16－17－3・ 

                                  10－16－17－4 

                      治 山  ：12－2－13－5・12－2－14－2・12－2－14－3・12－2－14－4 

                                  12－5－5－3・12－5－5－4 ・12－5－5－6 ・12－5－5－7  ・ 

 12－5－5－8 

場所打法枠 

プレキャスト法

枠 

吹付法枠 

軽量法枠工 

プレキャスト 

ブロック法枠工 

 

・材料確認(品質・規格)とその材料を適切使用確

認。 

・コンクリート及びモルタルの品質、規格等を設

計値と確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法(継手長結束)及びかぶり、金網規

格、配置、重ねしろ、アンカーピン等把握。 

・施工時期と養生。 

 

1 回／1構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 ・吹き付け厚さ把握。  1 回／500 ㎡ 

植生工                共 通   ：3－2－3－34・3－2－14－2・3－2－17－2・3－2－17－3 

植裁工                河 川   ：6－1－7－11 ・ 6－8－12－3  ・ 6－9－4－3 ・ 6－9－5－3 

                      砂 防   ：8－2－4－9  ・ 8－3－4－2  ・ 8－4－6－2 

                      道 路   ：10－1－5－2  ・ 10－1－5－8  ・ 10－2－11－3 ・ 10－3－11－10 ・ 

                                  10－14－21－2 ・ 10－14－21－3・10－16－11－2・10－16－11－3・ 

10－16－17－2 

                      治 山   ：12－2－11－2～4 ・ 12－2－13－2～5 ・12－2－15－2～4 ・ 

                                  12－4－4－4  ・ 12－4－5－3 

植生 

種子吹付 

樹木 

芝生 

ポット苗植裁 

 

・植物の育成、土壌特性、肥料期間等を考慮し、

品質規格証明書を照合したうえ肥料及び薬剤の

決定を確認。 

・肥料の種類、施肥の施工方法等を把握。 

・樹木規格寸法把握。 

・植裁付属材料の確認。 

肥料 

施工 

 

 

 

 

1 回／1工種 

1 回／10～20 本樹木毎 

 

 

 

 

 ・吹き付け厚さ把握。  1 回／500 ㎡ 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

構造物撤去工          共  通    ：3－2－9－1～12 

                      道  路    ：10－14－14－7 

                      耕  地    ：13－2－3－8 

構造物取壊し工 

防護柵撤去工 

標識撤去工 

道路付属物撤去

工 

プレキャスト擁

壁撤去工 

排水構造物撤去

工撤去工 

かご撤去工 

落石雪害防止撤

去工 

ブロック舗装撤

去工 

縁石撤去工 

旧橋撤去工 

 

・取壊し撤去の作業にあたり、他の工作物等に損

傷を与えない、又撤去等による２次災害を誘引

しない施工を確認。 

・撤去等の資材は、産業廃棄物等の適正な処理を

指示し把握。 

 1 回／1工事 

 

 

 

 

 

 

種  別 

仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

防護遮音網柵壁工   共  通 ：3－2－3－7 ・ 3－2－3－8 

                    道  路 ：10－1－11－4～7 ・ 10－1－12－2・10－2－8－3・ 10－2－8－4 

                    治  山 ：12－2－8－2  ・ 12－2－8－3 ・ 12－2－8－4 ・ 12－2－8－5 

落石防止網工 

落石防護柵工 

防雪柵工 

雪崩発生予防柵

工 

遮音壁工 

編柵工・木柵工 

コンクリート 

板工 

鋼合成樹脂製 

柵工 

・材料確認(品質・規格)と、その材料を適切使用

確認。 

・アンカーピン、支柱基礎、ワイヤーロープ、固

定アンカーの配置、施工方法等把握。 

・ 杭長、打ち込み長の確認。 

 

 

 

 

 

 

 1 回／構造変化毎 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認段階 確 認 の 程 度 

既製杭工            共  通   ：3－2－4－4 ・ 3－2－4－9 

矢板基礎工          河  川   ：6－3－5－3 ・ 6－4－6－4・6－5－6－3  ・ 6－5－7－3  ・ 6－6－4

－3 ・6－6－5－3 ・ 6－6－6－3  ・ 6－7－4－4 

                    海   岸   ：7－2－5－6 ・ 7－2－5－7 

          砂   防   ：8－3－5－3 ・ 8－3－9－3  ・ 8－4－5－6 

          道    路   ：10－1－7－3 ・ 10－1－9－4 ・ 10－3－6－3 ・ 

10－3－7－3 ・ 10－3－7－8 ・ 10－3－8－3  ・ 10－3－8－8 ・ 

10－4－9－3  ･ 10－7－3－3 ・ 10－7－5－3 ・ 10－8－5－3 

                    港湾・漁港    ：11－1－4－3－16 ・ 11－1－4－3－17 

                    治   山   ：12－3－8－2 

既製杭工 

コンクリート 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

鋼管矢板工 

詰杭工 

合成杭 

 

 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・杭長測定、打設後に杭天端高・切断長を測定し

設計と杭長（根入長）等を比較確認。 

・溶接部の適否を目視、浸透探傷試験、放射線透

過試験、超音波探傷試験等により確認。 

・貫入状況、打ち止状況等から支持層、支持力を

設計と比較確認。 

・杭途中切断は、設計値検算、杭長等を確認。 

打込時 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験打 ＋ 

一般：1 回／5 本 

重点：2 回／5 本 

 

 

 

 

 

 

 ・掘削長、杭先端土質 

 ：掘削土より地層・地質及び杭先端支持地盤を、

ボーリング柱状図等と比較し確認。 

掘削完了 

(中堀杭) 

 

 

 ・基準高・偏心量（ⅩY 軸）確認。傾き。 施工完了  

 ・鋼管杭・H鋼杭 

  ：溶接の適否、杭頭切断の施工状況確認。 

・コンクリート杭 

  ：切断の場合は補強状況、中詰補強の配筋等処

理状況確認。 

・鋼管矢板工 

  ：鉄筋溶接の適否、杭頭切断の処理施工状況確

認。 

杭頭処理状

況 
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種  別 

仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認段階 確 認 の 程 度 

場所打杭工 

   共 通   ：3－2－4－5 

   河 川   ：6－3－5－4 ・ 6－4－6－5・6－5－6－4 ・ 6－5－7－4 ・ 6－6－4－4 ・  

6－6－5－4 ・ 6－6－6－4 

   砂 防   ：8－3－9－3 ・ 8－3－9－6 

   道 路   ：10－1－7－4 ・ 10－1－9－5 ・ 10－3－6－4 ・ 10－3－7－4 ・ 10－3－8－4 ・ 

          10－4－9－4・10－7－3－4・10－4－5－4・10－8－5－4 

リバース杭 

オールケーシン

グ杭 

 

 

 

アースドリル杭 

大口径杭 

 

合成杭工 

・掘削長、杭先端土質 

：掘削土より地層、地質及び杭先端支持地盤を  

ボーリング柱状図等と比較し確認。傾き。 

掘削完了時 試験杭＋ 

一般：1回／5 本 

重点：2回／5 本 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・鉄筋の径、長さ、本数、間隔、継手方法（継 

手長結束）及びかぶり等確認。 

鉄筋組立完

了時 

 

 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

・コンクリートの品質規格、運搬時間、打設順 

序、打設時の天候及び気温等について把握。 

コンクリー

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

・基準高、偏心量 XY 軸）、杭径を確認。 完了時 試験杭＋ 

一般：1回／10 本 

重点：1回／5 本 

・杭頭部コンクリートの品質及び仕上げ状況、帯 

鉄筋の径、本数、間隔及び定着長等の確認。 

杭頭処理 

完了時 

 

深礎工        共 通    ：3－2－4－6 

（シャフト）  砂 防    ：8－3－9－5 

              道 路    ：10－3－6－5 ・ 10－3－7－5 ・ 10－3－8－5 ・ 10－7－3－5 ・ 10－7－5

－5 

              治 山    ：12－3－9－1 

 ・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確 

認。 

土（岩）質 

変化時 

1 回／地質変化毎 

・掘削長、杭先端土質 

：掘削土より地層・地質及び杭先端支持地盤 

  を、ボーリング柱状図等と比較し確認。 

掘削完了時 

 

 

一般：全数 

重点：全数 

 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

 用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間 

隔、継手方法（継手長結束）及びかぶり等 確認 

型枠鉄筋組 

立完了時 

1 回／1本 

・基準高、偏心量（XY 軸）、杭径を確認。傾き。 完了時 一般：全数 

重点：全数 

 

 

・モルタルの配合及び記録計等により使用量を確 

 認。 

・材料（確認、品質・規格）を適切使用確認。 

グラウト注 

入時 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

ケーソン基礎工     共 通    ：3－2－4－7 ・ 3－2－4－8 

   河 川    ：6－5－6－5 ・ 6－5－6－6 ・ 6－5－7－5 ・ 6－5－7－6 

                   道 路    ：10－3－6－6 ・ 10－3－6－7 ・ 10－3－7－6 ・ 10－3－7－7 ・  

                                  10－3－8－6 ・ 10－3－8－7 

オープンケーソ

ン 

 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

用確認。 

・施工位置の確認。 

鉄沓据付完 

了時 

1 回／1 構造物 

ニューマチック

ケーソン 

・オープンケーソン 

  ：安全な初期の沈設できる支持地盤の確認。 

本体設置前 1 回／1 構造物 

 ・ニューマチックケーソン 

 ：掘削土より地層・地質及び杭先端支持地盤 

    を、ボーリング柱状図等と比較し確認。 

掘削完了時 1 回／1 構造物 

 ・契約設計分類毎に、土（岩）質、地質境界を確 

  認。 

土（岩）質 

変化時 

1 回／地質変化毎 

 ・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使  

  用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法（継手長結束）及びかぶり等確

認。 

型枠鉄筋組 

立完了時 

1 回／1 ロット 

 ・コンクリートの品質規格、運搬時間、打設順

序、打設時の天候及び気温等について把握。 

コンクリー

卜打設時 

一般：1 回／1 構造物 

重点：1 回／1 ロット 
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種  別 

仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

舗装工     共 通   ： 3－2－6－6・3－2－6－7・3－2－6－8・3－2－6－9・3－2－6－10・ 

3－2－6－11・3－2－6－12 ・3－2－6－13 

           河 川   ：6－1－11－5・6－1－11－6・6－1－11－7・6－4－18－4  

                         6－4－18－5・6－4－18－6・6－4－18－7・6－4－18－8・ 

6－4－18－9・6－4－18－10・6－4－18－11・6－9－7－5・6－9－7－6 

           海 岸   ：7－1－8－2・7－1－10－4・7－1－14－5・7－1－14－6・7－1－14－7 

           砂 防   ：8－1－12－5・8－1－12－6・8－1－12－7 

           道 路   ：10－2－4－4・10－2－4－5・10－2－4－6・10－2－4－7・10－2－4－8・10－2－4

－9・10－2－4－10・10－2－4－11・10－2－7－4・10－14－4－4・10－14－4－

5・10－14－4－6・10－14－4－8・10－16－5－4・10－16－5－6・10－16－5－8 

           港湾・漁港  ：11－1－4－22－3～4 

舗装 

 アスファル 

 ト 

 コンクリー 

 ト 

 薄層カラー 

 ブロック 

 半たわみ性 

 排水性 

 グースアス 

 ファルト 

 

橋梁舗装 

アスファルト 

舗装 

補修工 

舗装打換工 

オーバーレイ 

工 

防水工 

踏掛版工 

 

被覆工 

 海岸天端 

 アスファルト 

 コンクリート 

  

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

 用確認。 

・下層、上層路盤（セメント及び石灰安定処理） 

：路盤材料の品質、1層の仕上がり厚さ、セメ 

   ント及び石灰量、一軸圧縮試験結果等につい 

   て把握。 

・下層、上層路盤（粒状路盤） 

：路盤材料の品質及び仕様書に定められた敷均 

   し、締固め等の把握。 

・アスファルト安定処理、基層、表層 

：プライムコート、タックコートの施工状況、 

   混合物の舗設温度、天候、敷均し、締固め状 

   況等の把握。 

・コンクリート舗装 

：目地金物、鉄網の設置及び敷均し、締固めの 

   把握。 

・補修 

：施工前に縦横断測量し、計画図面の提出を受 

   け承諾後に施工実施。 

：施工工法、計測装置等について、事前に協

議。 

・表層 

  雨水の排水状況 

 

 

 

 

舗設時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般：1回／1000 ㎡ 

重点：1回／500 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路上再生工 道 路    ：10－14－4－7 

路上再生路盤工 ・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

 用確認。 

・セメント及びアスファルト乳剤の使用状況を把 

握。 

・1 層の仕上がり厚さ、並びに仕様書に定められた

機械で施工をしているか把握。 

・一軸圧縮強度、締め固め密度を把握。 

舗設時 

 

 

 

 

 

 

一般：1回／1000 ㎡ 

重点：1回／500 ㎡ 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

路上再生工 道 路   ：10－14－4－7 

路上表層再生工 ・既設表層混合物の品質により、添加材料の使用 

 量等、混合物の配合を把握。 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・下層、上層路盤（セメント及び石灰安定処理） 

 ：路盤材料の品質、1層の仕上がり厚さ、セメ 

  ント及び石灰量、一軸圧縮試験結果等につい 

  て把握。 

・下層、上層路盤（粒状路盤） 

 ：路盤材料の品質及び仕様書に定められた敷均 

  し、締固め等の把握。 

・アスファルト安定処理、基層、表層 

 ：プライムコート、タックコートの施工状況、 

  混合物の舗設温度、天候、敷均し、締固め状 

  況等の把握。 

・表層 

 雨水の排水状況 

舗設時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般：1回／1000 ㎡ 

重点：1回／500 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤改良    共 通          ：3－2－7－3 

道 路     ：10－1－4－3・10－2－3－3 

        港湾・漁港   ：11－1－1－4－5－7 

置換工 ・使用材料土質試験 

・幅、長さ、深さの測量や地盤支持力を目視、平

板載荷試験等で確認。 

・水中 

：幅、長さ、深さの測量や地盤支持力を目視又

は資料で確認。 

材料確認（品質・規格「杭、砂、砕石の粒度、

粒径等」）と、その材料を適切使用確認。 

・土の突き固め試験（道路＝CBR 試験）等、材料確

認。 

・使用材料の品質、形状、寸法、使用法等を確

認。 

 

掘削完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般：1回／100 ㎡ 

重点：1回／50 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固桔工     共 通          ：3－2－7－9        河 川          ：6－1－4－6 

        海 岸          ：7－1－4－6        道 路          ：10－1－4－7 

薬液注入 ・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・注入量を確認。薬液の保管、注入作業管理、排

出水等の処理、周辺の地下水、地盤の状況を測

定、監視の有無の確認。 

施工時 一般：1回／10 本 

重点：1回／5 本 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

路床安定処理      共 通   ：3－2－7－2 

表層安定処理工    共 通   ：3－2－7－4 

サンドマット工    共 通   ：3－2－7－6 

                     河 川   ：6－1－4－2 

           海 岸   ：7－1－4－2 

           道 路   ：10－1－4－2・10－1－4－4・10－2－3－2 

敷砂砕石マット    港湾・漁港  ：11－1－4－6～2（基礎盛砂工） 

マット工       港湾・漁港  ：11－1－1－16－1～4 

表層混合処理 

路床安定処理 

 

・使用材料、基準高、幅、延長、施工厚等を確  

認。 

・伝票等で使用材料の量を確認。 

処理完了時 

 

 

一般：1回／1000 ㎡ 

重点：1回／500 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置換 

サンドマット 

敷砂砕石マット 

・使用材料試験。使用材料の品質、形状、寸法、 

  使用法等を確認。 

・幅、延長、置換厚さを確認。 

掘削完了時 

 

 

アスファルト 

繊維系合成樹 

脂系ゴム 

・使用材料試験。使用材料の品質、形状、寸法、 

使用法等を確認。 

・幅、延長、厚さ、重ねしろを確認。 

 

パイルネット工      共 通          ：3－2－7－5 

バーチカルドレーン工   共 通          ：3－2－7－7 

             河 川          ：6－1－4－3・6－1－4－4 

             海 岸          ：7－1－4－3・7－1－4－4 

             道 路          ：10－1－4－5 

海域・地盤改良      港湾・漁港   ：11－1－1－4－3－7・11－1－1－19－1 

バーチカルドレ

ーン 

 

サンドドレーン 

 

砕石ドレーン 

 

袋詰式サンドド

レーン 

 

ぺーパードレー

ン 

・材料確認（品質・規格「杭、砂、砕石の粒度、

粒径等」）と、その材料を適切使用確認。 

・杭の位置、基準高、設置間隔、杭径の確認。 

・杭の打ち込み長さを確認。 

・打込機は、自動記録装置を備え性能試験を確

認。 

・ケーシングパイプの先端深度及び、ケーシング

パイプ内の砂又は砕石面の高さの経時変化記録

の提出確認。 

 

 

 

施工時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般：1回／50 本 

重点：1回／25 本 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

締固め改良工    共 通  ：3－2－7－8 

固結工            共 通  ：3－2－7－9 

                  河 川  ：6－1－4－5・6－1－4－6 

砂 防  ：8－3－8－４ 

道 路  ：10－1－4－6・10－1－4－7 

海域・地盤改良    港湾・漁港：11－1－4－3－8 

サンドコンパ 

クションパイプ 

粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

セメントミルク 

撹拌 

生石灰パイル 

ロッドコンパク

ション 

 

 

・杭の打ち込み長さを確認。 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

用確認。 

・杭の位置、基準高、設置間隔、杭径の確認。 

・打込機は、自動記録装置を備え性能試験を確 

認。 

・ケーシングパイプの先端深度及び、ケーシング 

パイプ内の砂又は砕石面の高さの経時変化記録 

の提出確認。 

・ロッド先端深度の経時変化及び、ロッドの貫入 

長、引抜長の記録の提出確認。 

施工時 

 

施工完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般：1回／50 本 

重点：1回／25 本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固化工深層混合処理杭   港湾・漁港    ：11－1－4－3－9 

 ・試験打ちについては、監督員が位置、深度、施 

 工方法を確認する。 

・試験打ちの施工は監督員が立ち会う。 

・深層混合処理機は、自動記録装置を備え性能確 

 認をする。 

・杭の配置、施工順序、施工目地位置等を承認。 

・打込記録を提出確認。 

施工前 

 

 

 

 

 

 

1 回／1工事 

 

 

 

 

 

 

仮設工  共 通 ：3－2－10－1～23 

          砂 防 ：8－1－7－2 ・ 8－1－7－3 ・ 8－4－5－10 

          道 路 ：10－3－6－9 ・ 10－3－7－10 ・ 10－3－8－13 

1） 工事用道路 

3） 路面覆工 

5)  砂防仮締切工 

7） 地下水位低下工 

9） 地中連続壁工（柱列式） 

11） 残土受入れ施設工 

13） 電力設備工 

15） トンネル設備工 

17） 汚濁防止工 

19） 除雪工 

2） 仮橋、仮桟橋工 

4） 土留、仮締切工 

6） 水替工 

8） 地中連続壁工（壁式） 

10） 仮水路工 

12） 作業ヤード整備工 

14） コンクリート製造設備工 

16） 防塵対策工 

18）防護施設工 

20）雪寒施設工 

・工事完成後仮設物が確認できな

いものは、監督確認、中間検

査、部分（完成）検査等で確

認。 

・各工種は、類似の工種の段階確

認と同様とする。 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認の 程 度 

河川            ・築堤・護岸 

砂防       ・堰堤 

法線 ・法線の設置状況を設計と対比し確認。 

 

法線設置完

了時 

1 回／1法線 

 

擁壁工           共 通 ：3－2－5－3 ・ 3－2－5－4 ・ 3－2－5－5・3－2－3－20 

護岸工           河 川 ：6－1－6－3 ・ 6－1－7－3 ・ 6－1－7－5 ・ 6－1－7－6 ・ 

                           6－1－7－7 ・ 6－7－6－4 ・ 6－7－6－5 ・ 6－9－6－3 ・ 6－9－6－4 

          海 岸 ：7－1－5－6 ・ 7－1－5－7 ・ 7－1－6－3 ・ 7－1－6－4 ・ 7－1－10－2 ・  

                           7－1－10－3 

 砂 防 ：8－2－4－6 ・ 8－2－4－7 

道 路 ：10－1－8－3 ・ 10－1－8－4・10－3－11－2 ・ 11－3－11－5 ・ 10－14－11－

3 ・ 10－16－15－3 ・ 10－16－15－4 

治 山 ：12－2－4－4 

ブロック・石 

積張工 

連結ブロック張

工 

天端保護・環境

護岸ブロック 

緑化ブロック工 

プレキャスト 

笠コンクリート 

捨石張工 

・石材（ブロック）、裏込材を区分する二重三重 

丁張の確認。 

・石、ブロック積の 1日積み上げ高さは、1．5m 

程度を標準とし、これ以上は監督員の承認。 

・水抜管、裏込材等の品質、規格、寸法等を指示 

 し確認。 

・不可視部分について、設計図書と現地で対比し 

 確認する。 

・削孔注水（練ブロック積張工） 

 

 

丁張り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回／1構造物 

 

 

 

 

 

 

200 ㎡に１ヶ所以上 

（200 ㎡未満は２ヶ所以 

上） 

 コンクリート  共 通     ：1－3－3－1～3・1－3－4－1～2・1－3－5－1～4・1－3－6－3・1－3－6－4 ・ 

 1－3－7－3～4・1－3－9－1～3・1－3－10－1～3・1－3－12－1～3・ 

1－3－13－1～4・1－3－14－1～3・1－3－15－1～2 

鉄筋・型枠支  港湾・漁港 ：7－1編・1－17－1～11・3－3－1～2・3－4－1～2・3－5－1～3・3－7－1～3・ 

保工                         3－8－1～3・3－12－1～3・3－13－1～2・3－14－1～5・3－15－1～4 

・レデーミクス

コンクリート 

・コンクリート

ミキサー船 

・現場練りコン

クリート 

・暑中、寒中、 

水中コンクリ

ート 

・水中不分離性

コンクリート 

・プレパックド

コンクリート 

・材料、材料試験、配合決定、セメント混和剤、 

コンクリート比重、製造会社等の確認。 

・打設前に、型枠、鉄筋等の 加工寸法の確認。 

・鉄筋スペ－サは、コンクリート製、モルタル製 

の使用を確認。 

・シュートポンプ配管・バケットホッパー等の吐 

出口と打込面までの高さ（1．5m 以下）確認。 

・港湾、漁港関係工事は、塩化物含有量の管理を 

確認。 

・材料試験、配合決定、セメント水混和剤、コン

クリート比重、製造会社等の確認。 

・現場練り、ミキサー船練り、プレパックドコン

クリート等は、試験練りの結果確認。 

共通 

配合 

運搬 

鉄筋 

型枠 

打設 

 

 

 

 

 

 

1 回／1構造物 
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種  別 
仕     様     書     番     号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

擁壁護岸工                   共 通     ：3－2－3－20  

          河 川     ：6－1－6－3  ・ 6－1－8－3 

                             道 路     ：10－3－10－3 

側溝工・街渠工               河 川     ：10－1－11－9  ・ 6－3－7－3 

（場所打・プレキャスト）     海 岸     ：7－1－12－3  ・ 7－1－14－8 

                             砂 防     ：8－1－12－8 

                             道 路     ：10－1－10－3  ・ 10－2－5－3  ・ 10－14－5－3・10－16－6－3 

樋門・樋管・水路工           河 川     ：6－3－5－6  ・ 6－3－5－7  ・ 6－3－5－8  ・ 

                                          6－3－7－5  ・ 6－3－7－6 

                             道 路     ：10－1－9－6 

                             治 山     ：12－4－4－2 

水門                         河 川     ：6－4－6－12 ・ 6－4－6－13 

堰・魚道工                   河 川     ：6－5－6－12 ・ 6－5－6－14 ・ 6－5－6－15 ・  

                                          6－5－7－8  ・ 6－5－7－9  ・ 6－5－7－10 ・ 6－5－7－11 ・ 

                                          6－5－8－3 

海岸                         海 岸     ：7－1－5－7  ・ 7－1－6－5・ 7－1－7－3 

治山暗渠工                   治 山     ：12－2－6－2～4 ・ 12－3－4－2 ・ 12－4－5－2 

擁壁工 

樋門函渠工 

翼壁工 

暗渠工 

側溝工 

街渠工 

樋門暗渠工 

水門 

水叩工 

土砂吐工 

堰本体工 

魚道工 

笠コンクリート 

共同溝 

 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確 

認。 

地質変化時 

 

 

・掘削深さ（基準高）、位置及び設計支持地盤の適

否を参考資料で確認。 

必要に応じ平板載荷試験。 

床堀掘削完

了時 

直接基礎 

 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法(継手長結束)及びかぶり等確認。 

型枠鉄筋組

立完了時 

 

・品質管理、運搬時間、打設順序・方法、天候及

び気温等について把握。養生方法 

コンクリー

ト打設時 

 

・基礎は支持力が均等に、また偏心偏圧が生じな 

い埋め戻しの施工方法を把握。 

プレキャス

ト設置 

 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地

で対比し確認する。 

埋戻前 

打設完了時 
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種  別 
仕   様   書   番   号 

確 認 等 留 意 項 目 確認時期 確 認 の 程 度 

護岸付属物工   河 川    ： 6－1－7－4 

小口止矢板 

 

 

 

 

 

 

・材料確認(品質・規格) と、その材料を適切使用 

  確認。 

・矢板長測定し、打設長（根入長）を設計値と比 

 較。 

・溶接部の適否を目視、浸透探傷試験、放射線透 

過試験、超音波探傷試験等により確認。 

・基準高、変位 

打込時 

 

 

 

打込完了時 

 

 

試験矢板＋ 一般：1 

回／40 枚 

重点：1回／20 枚 

 

 

 

 

羽口工      共 通     ：3－2－3－27            河 川   ：6－1－7－13 

沈床工      共 通     ：3－2－3－18 

         河 川     ：6－1－9－5・6－1－10－3・6－3－6－5 

                  砂 防     ：8－1－10－6 

かご工       共 通     ：3－2－14－7 

           河 川     ：6－1－9－7・6－1－10－5・6－3－6－7 

                  砂 防     ：8－1－10－7・8－2－6－7・8－3－4－5・8－4－6－5 

                  道 路     ：10－1－5－7 

 ・掘削深さ（基準高）、位置を確認。 床掘完了時 1 回／1構造物 

・材料の品質、規格、寸法等を確認。 

・基準高、位置、配置等を把握。 

枠組製作据

付 
 

 
プレキャスト構造物   共 通  ：3－2－3－28・3－2－15－2・3－2－15－3 

            河 川  ：6－1－8－4        

海 岸  ：7－1－11－3 

   砂 防  ：8－3－5－5・8－3－5－6・8－4－5－7・8－4－5－8 

            道 路  ：10－1－7－6・10－1－7－7・10－1－9－7・10－1－10－4   

擁壁工 

補強土壁工 

カルバート工 

管（函）渠工 

暗渠工 

組立水路工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確 

認。 

地質変化時 

 

1 回／地質変化毎 

・掘削深さ（基準高）、位置及び設計支持地盤の適

否を参考資料で確認 

必要に応じ平板載荷試験。 

床堀掘削完

了時 

直接基礎 

1 回／ 40ｍ毎 

 

 

 

 

 

 

盛土の締め固めは、盛土

共通に準ずる。 

・擁壁、水抜管等の品質、規格、寸法等を確認。 

・基準高、位置、配置等を把握。 

・基礎は支持力が均等に、また偏心偏圧が生じな

い埋め戻しの施工方法を把握。 

製作据付 

 

 

・盛土材の品質、規格を設計と対比。 

・面状補強材等配置、盛土敷きならし厚、締め固め 

度、締め固め仕上がり面と面状補強材等の埋設位

置等の把握。締め固め機種。 

盛土 

 

 

 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地 

で対比し確認する。 

埋戻前 
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種  別 
仕     様     書     番     号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

根固め工      共 通   ：3－2－3－17 

          河 川   ：6－1－9－3 ・ 6－3－6－3 ・ 6－4－7－3 

          砂 防   ：8－1－10－4 ・ 8－2－6－4 

          治 山   ：12－1－7－2 

間詰工              河 川   ：6－1－9－4 ・ 6－3－6－4 ・ 6－4－7－4 

根固めブロック

工 

間詰工 

 

・乱積み施工は、10m 毎に施工個数と計画個数を対

比確認。 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地

で対比し確認する。 

設置時 

設置完了前 

 

 

1 回／1構造物 

 

 

 

排水機場             河 川    ：6－6－4－6 ・ 6－6－4－7 ・ 6－6－5－6 ・ 6－6－5－7 ・ 

                   6－6－5－8 ・ 6－6－6－6 

床止め・床固め       河 川    ：6－7－4－6 ・ 6－7－4－7 ・ 6－7－4－8 ・ 6－7－5－4 ・ 

山留擁壁               6－7－5－5 ・ 6－7－5－6 ・ 6－7－5－7 ・ 6－7－6－3 

海岸堤防             海 岸    ：7－1－5－5 ・ 7－1－7－3 ・ 7－1－9－3 ・ 7－1－12－5 ・ 

 護岸突堤擁壁                      7－2－5－9 ・ 7－2－5－10 ・ 7－3－4－6 

治山・護岸工         治 山    ：12－1－5－1 ・ 12－1－7－1 ・ 12－2－4－2 ・ 12－2－4－3 ・ 

土留工・防潮堤            12－4－3－2 

擁壁工 

函渠暗渠工 

翼壁工 

水叩工 

土砂吐工 

排水機場 

吐出水槽工 

燃料貯油槽工 

床止固め工 

側壁工 

水叩工 

波返工 

石枠工 

床版工 

（コンクリー

ト：ブロック） 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確 

認。 

地質変化時 1 回／地質変化毎 

・掘削深さ（基準高）、位置及び設計支持地盤の 

  適否を参考資料で確認。 

必要に応じ平板載荷試験。 

床堀掘削完

了時 

直接基礎 

1 回／1構造物 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法（継手長結束）及びかぶり等確

認。 

型枠鉄筋組

立完了時 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

 

・品質管理、運搬時間、打設順序、天候及び気温 

  等について把握。 

コンクリー

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地 

  で対比し確認する。 

埋戻前 

打設完了時 

1 回／1構造物 

           河 川   ：6－2－3－1 ・ 6－2－4－1 ・ 6－2－5－1 

           海 岸   ：7－4－3－1 ・ 7－4－4－1 

           港湾・漁港  ：11－1－4－3－2～3 

浚渫・床堀 ・施工前、施工中の水位及び潮位等気象観測の記

録を把握。 

・管理方法を事前に協議。 

・設計分類毎に、土岩質・地質境界を確認。 

 1 回／地質変化毎 
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種  別 
仕     様     書     番     号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

砂防堰堤工        共 通   ：3－2－10－5 

砂 防     ：8－1－8－4 ・ 8－1－8－5 ・ 8－1－8－6 ・ 8－1－8－7 ・ 

コンクリート・鋼製          8－1－8－8 ・ 8－1－9－5 ・ 8－1－9－7 ・ 8－1－9－8 ・ 

8－1－9－9 ・ 8－1－10－5 ・ 8－2－4－5 

床固め工                            ：8－2－5－4 ・ 8－2－5－5 ・ 8－2－5－6 ・ 8－2－5－7 ・ 

8－2－5－8 

擁壁工・小型擁壁工                  ：8－2－6－5 ・ 8－3－5－4 ・ 8－3－5－8 ・ 8－3－8－3 ・ 

8－3－8－4 ・ 8－4－5－3 

道路・擁壁工             道 路     ：10－1－7－5 ・ 10－1－9－6 

トンネル坑門工           道 路     ：10－6－8－4 

港湾上部コンクリート     港湾・漁港 ：11－1－4－16－1～3 

治山・渓間工             治 山     ：12－1－3－1～4 

本体工 

副堰堤工 

側壁工 

間詰工 

水叩工 

擁壁工 

垂直壁工 

魚道工 

現場打カルバー

ト 

受台工 

躯体工 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確 

認。 

地質変化時 1 回／地質変化毎 

・掘削深さ（基準高）、位置及び設計支持地盤の 

適否を参考資料で確認。 

必要に応じ平板載荷試験。 

床堀堀削完 

了時 

（直接基礎） 

1 回／1構造物 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

 用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法(継手長結束)及びかぶり等確認。 

型枠鉄筋組

立完了時 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

・品質管理、運搬時間、打設順序、天候及び気温 

等について把握。 

コンクリー

ト打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地 

で対比し確認する。 

埋戻前 1 回／1構造物 

塗装工      共 通    ：3－2－3－23 ・ 3－2－3－31 ・ 3－2－12－11 

            河 川    ：6－4－3－10 ・ 6－4－9－11 ・ 6－4－10－2 ・ 6－5－3－14 ・ 6－9－8－3 ・ 

6－5－10－11 ・ 6－5－11－2 

継手工      砂 防    ：8－1－3－5 ・ 8－1－9－10 

 道 路    ：10－3－8－11・10－3－8－12・10－4－3－13・10－4－5－11・10－4－6－3・ 

 10－4－9－7・10－8－3－7・10－8－6－4・10－8－6－5・10－14－17－3・ 

10－14－17－4・10－14－17－5・10－16－25－3・10－16－25－4・10－16－25－5 

港湾・漁港 ：11－1－１－12－2 

工場塗装 

現場塗装 

 

橋現場継手工 

（接触面塗装） 

河川修繕塗装 

歩道橋塗装 

・清掃、錆落とし状況を確認。 

 

・塗装缶数量及び製造年月日(有効期限)、天候、

気温が施工に適しているか把握。 

清掃・錆落 

とし施工時 

1 回以上／主桁毎又は 

1 工事 

・塗膜厚を確認。 完了時 
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種  別 
仕     様     書     番     号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

工場桁製作    共 通  ：3－2－12－3 

         河 川  ：6－5－3－4 ・ 6－4－3－3 

道 路  ：10－4－3－3 ・ 10－16－3－3 ・ 10－16－3－4 ・ 10－16－3－5 

水門・堰・橋梁 

床版補強材 

ＲＣ橋脚巻 

立鋼版 

・設計図等の再検討の有無の確認。 

・キャンバー、寸法確認。 

製作前 

設置(仮組) 

完了時 

１回／1構造物 

工場製作工          共 通  ：3－2－12－1～10 ・ 3－2－13－1～8  

                    河 川  ：6－4－3－1～9 ・ 6－5－3－1～13 

鋼製製作架設工      河 川  ：6－4－9－1～10・6－4－12－1～8・6－5－10－1～10・6－5－13－1～8 

橋梁上部工          道 路  ：10－4－3－1～12 ・ 10－4－5－1～10 ・ 10－4－8－1～4 ・ 

  （鋼橋）               10－4－8－6～10 ・ 10－4－9－6 ・ 10－14－14－3 ・ 

10－14－15－2～3 ・ 10－14－15－5～7 ・ 10－16－19－4 ・ 10－16－22 

－3～5 ・10－16－22－7～10 

橋脚架設工          道 路  ：10－3－8－10 

砂防鋼製ダム        砂 防  ：8－1－3－3 ・ 8－1－3－4 ・ 8－1－9－6 

治山鋼製ダム        治 山  ：12－1－4－1～4 

 

製作工 

 本体 

 検査路 

 伸縮継手 

 排水管 

 落橋防止 

 装置 

 防護柵 

 高欄 

 横断歩道 

 管理橋 

 アンカーフ 

 レーム 

 仮設材 

鋳造費 

・設計図等の再検討の有無の確認。 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・仮組検査実施又は検測結果確認。 

工場製作 1 回／1構造物 

・仮置きの転倒等安全管理の把握。 

・組立中の損傷、本締め前に形状変化再検討結果 

を把握 

現場仮置 

・ベント設備及び基礎の確認。 

・仮設工法の把握。 

・仮設本締め後、基準高、規格寸法の確認。 

仮設工 

現場継手工 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法（継手長結束）及びかぶり等確

認。 

床版工 

型枠鉄筋組 

立完了時 

 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

・品質管理、運搬時間、打設順序、天候及び気温

等について把握。 

コンクリー

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 
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種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

堰               共 通 ： 3－2－18－2 

                 河 川 ： 6－4－6－7・6－5－6－8・6－4－6－9・6－4－6－10・6－5－6－9 ・ 

 6－5－6－10 ・ 6－5－6－11 ・ 6－5－6－13 

橋梁             河 川 ： 6－5－12－2 

                 道 路  ： 10－4－7－2 ・ 10－6A－5－4 

床版工 

堰柱工 

門柱工 

ゲート 

 操作台工 

閘門工 

 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

  用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間隔 

継手方法（継手長結束）及びかぶり等確認。 

型枠鉄筋組

立完了時 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

・品質規格、運搬時間、打設順序、打設時の天候 

及び気温等について把握 

コンクリー

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

 

橋梁下部工   河 川  ：6－5－9－2 

道 路  ：10－3－6－8 ・ 10－3－7－9 ・ 10－3－8－9 ・ 10－4－9－5 

管理橋橋台 

橋台躯体工 

橋脚躯体工 

橋脚フーチング

工 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確 

認。 

地質変化時 1 回／地質変化毎 

・掘削深さ（基準高）、位置及び設計支持地盤の 

適否を参考資料で確認。 

必要に応じ平板載荷試験。 

床堀掘削完 

了時 

（直接基礎） 

1 回／1構造物 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法（継手長結束）及びかぶり等確

認。 

型枠鉄筋組 

立完了時 

一般 

：1回以上／２ロット 

重点 

：1回／１ロット 

・品質管理、運搬時間、打設順序、天候及び気温  

等について把握。 

コンクリー

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地 

で対比し確認する。 

埋戻前 1 回／1構造物 

・前後の下部工沓座との相互関係、沓座の高さ等 

の確認。 

沓座の位置 1 回／1構造物 
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種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

橋梁上部工                共 通  ：3－2－3－13・3－2－3－15・3－2－3－16・3－2－12－9 

                          河 川  ：6－4－14－3・6－4－14－5・6－4－14－9・6－5－15－3 ・ 

6－5－15－5・6－5－16－5・6－5－17－4・6－5－15－9 

（ＰＣコンクリート）   道 路  ：10－5－3－2・10－5－5－3・10－5－5－5・10－5－5－9・ 

10－5－6－2・10－5－7－4・10－5－8－4・10－5－9－2・ 

10－5－10－2・10－5－11－2・10－5－12－2・10－7－4－6 

桁製作工 

 ポストテン 

 ション T(Ｉ) 

 ＰＣホロー 

スラブ 

 ＰＣ場所打 

ホ ロ ー ス ラ 

ブ 

 ＰＣ箱 

 ＰＣ片持箱 

 ＰＣ押出箱 

 ＰＣ版 

 プレビーム 

用 

プレキャスト 

セグメント主桁

組立工 

床版 

横組工 

プレキャスト 

シェッド下部 

工横締工 

・型枠寸法、品質規格、運搬時間、打設順序、天

候及び気温等を把握。 

コンクリー

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

・プレストレス導入時に設計と対比し、作業状況 

を確認。 

プレストレ

ス導入、横

締め完了時 

一般 

：5％程度／総ケーブ 

 ル数 

重点 

：10％程度／総ケーブ 

 ル数 

・プレストレプレストレス導入時に設計と対比

し、作業状況を確認。 

プレストレ

ス導入、縦

締完了時 

一般 

：10％程度／総ケーブ 

 ル数 

重点 

：20％程度／総ケーブ 

ル数 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・鉄筋の径、長さ、本数、間隔、継手方法（継手 

長結束）及びかぶり等確認。 

ＰＣ鋼線鉄 

筋組立時 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

 

共 通   ：3－2－3－19 

河 川   ：6－1－9－6 ・ 6－1－10－4 ・ 6－3－6－6 ・ 6－4－7－6 

           海 岸   ：7－1－5－4 ・ 7－1－5－6 ・ 7－1－6－4 ・ 7－2－4－4 ・ 7－2－5－2 ・  

7－2－5－3 ・ 7－2－6－2 ・ 7－2－6－3 ・ 7－2－7－2 ・ 7－3－3－3 ・  

7－3－4－2 ・ 7－3－4－3 

           砂 防   ：8－2－6－6 

         港 湾   ：11－1－4－6－4 ・ 11－1－4－15－2～8 

         治 山   ：12－4－3－2 

捨石工 

被覆石工 

中詰石工 

コンクリート 

ブロック工 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地  

で対比し確認する。 

・施工計画高承認（上げ越し）工事の基準高は、 

 施工直後に確認をするとともに、経過測定（一 

 定間隔、期間）の義務づけを指示。 

設置完了時 1 回／1構造物 
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種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

補修工      共  通       ：3－2－6－15～19 ・ 3－2－17－3 

            河  川    ：6－8－6－4 ・ 6－8－7－4 ・ 6－8－7－5 ・  6－8－12－3 ・ 6－9－7－4 

道   路    ：10－14－4－3～6 ・ 10－14－4－9 ・ 10－14－4－10 ・ 10－14－21－3 ・ 

 10－16－5－3 ・ 10－16－5－4 ・ 10－16－5－5～6 

ポーリンググ 

ラウト工 

・グラウト材料確認（品質・規格・配合濃度）

と、その材料を適切使用確認。 

・せん孔長を確認後に、せん孔機械を移動するこ

とを指示。 

・注入量の確認ができる資料の提出を受け、承

諾。 

打込時 

打込完了時 

1 回／1構造物 

コンクリート 

舗装補修 

・アスファルト注入材料の使用量の確認は、重量

検収とし立会確認。 

・施工工法、計測装置等について、事前に協議。 

 1 回／1工事 

アスファルト 

舗装補修 

 

路面切削修繕 

・わだち掘れ及び路面切削補修は、施工前に縦横

断測量し、計画図面の提出を受け承諾後に施工

実施。 

・施工工法、計測装置等について、事前に協議。 

 1 回／1工事 

植栽 

（樹木・芝生） 

・使用する肥料、薬剤について、事前に品質等を 

確認。 

・使用する樹木類は、現場搬入時に品質・規格・ 

寸法等を確認。 

 1 回／1工事 

1 回／10～20 本樹木毎 

海域ブロック工    海 岸   ：7－1－6－4 ・ 7－2－5－5 ・ 7－2－6－3 ・ 7－2－7－3 ・ 7－3－4－3 

          港湾・漁港：11－1－4－8－1～3 ・ 11－1－4－18－3 ・ 11－1－4－15－4～5  

          治 山  ：12－4－3－2 

堤 防 

護 岸 

突 堤 

潜 堤 

人工岬 

消波工 

離岸堤 

人工リーフ 

・乱積み施工の施工個数を管理計画（10m 毎）と 

対比確認。 

・不可視部分について、覆土前に設計図書と現地 

で対比し確認する。 

設置時 1 回／1構造物 
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種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

海域ケーソン工  海 岸   ： 7－2－5－11 ・ 7－2－5－12 ・ 7－3－4－4 ・ 7－3－4－5 

 港湾・漁港 ： 11－1－4－7－1～3  

ケーソン工 

セルラー工 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使 

用確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法（継手長結束）及びかぶり等確

認。 

型枠鉄筋組 

立完了時 

一般 

:30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

・品質管理、運搬時間、打設順序、天候及び気温  

等について把握。 

コンクリー 

卜打設時 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

・不可視部分について、曳航前に設計図書と現地

で対比し確認する。 

ケーソン曳 

航前 

1 回／1構造物 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

中詰め 

 

集排水工       砂 防 ：8－3－7－4 ・ 8－3－7－5 ・ 8－3－7－6 

           治 山 ：12－3－4－2 ・ 12－3－5－1 

集排水ボーリン

グ工 

集水井工 

排水トンネル工 

・せん孔位置、方向、深度、配列、角度について 

は事前に協議し把握。 

・ポーリング検尺は、ロッド引き抜き検尺又は検

尺棒で確認。 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確

認。 

・掘削深さ（基準高）、掘削延長（基準高）、位

置、底部及び掘削地盤を確認。 

 一般 

：30％程度／1 構造物 

重点 

：60％程度／1 構造物 

アンカー工      砂 防 ：8－3－4－6 ・ 8－3－4－7 

           道 路 ：10－1－5－6 

           治 山 ：12－3－10－1～2 

アンカー工 

ＰＣフレーム工 

・削孔位置、方向、深度、配列、角度については

事前に協議し把握。 

・ポーリング検尺は、ロッド引き抜き検尺又は検

尺棒で確認。 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確

認。 

・有効緊張力の確認。 

・グランドアンカーは定着部の掘削ゆるみと設計

付着力の関係を確認 

 一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 
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種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

ダム工（コンクリートダム）   ダ ム   ：9－1－3－1～9－1－12－3 

掘削 ・設計分類毎に、土岩質・地質境界を確認。 

・局部的不良岩及び破砕帯、断層、湧水等の処理方

法の把握。 

・掘削深さ(基準高)、位置寸法等の確認。 

・岩盤清掃が完了したときは、基礎岩盤の適否を確

認。 

・コンクリート打設直前に岩盤の再確認。 

基礎岩盤 

支持地盤 

1 回／地質変化毎 

1 回／1構造物 

 

コンクリート ・表土取り除き後、原石の適否を確認 

・打込みブロック工程計画を事前に提出を受け承 

諾。 

・材料（品質・規格等確認）を適切使用確認。 

・打設前に、打継目の処理、清掃、型枠、鉄筋、各

種埋設物等の確認。 

・埋設冷却管は、打設前に通水試験を確認。 

・継目グラウチング設備の設置完了を確認。 

・止水版接合完了時に、止水性の確認。 

鉄筋組立骨

材 

 

 

打設 

一般 

：30％程度／1構造物 

重点 

：60％程度／1構造物 

一般：1回／1 構造物 

重点：1回／1 ロット 

パイプクーリン

グ 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使用 

確認。 

・二次クーリング冷却完了継目グラウチング後、冷却

管内セメントミルクの充填に立会。 

冷却工 1 回／1工事 

 

1 回／1構造物 

 

 

種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

鉄筋挿入工       砂防 ：8－3－4－6 ・ 8－3－4－7 

鉄筋挿入工 ・削孔位置、方向、深度、配列、角度については

事前に協議し把握。 

・ボーリング検尺は、ロッド引抜き検尺又は検尺

棒で確認。 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・契約設計分類毎に、土（岩）質・地質境界を確

認。 

 （一般） 

施工数量の３％程度か

つ最少３本 

 

（重点） 

施工数量の６％程度か

つ最少６本 

・施工された補強材が計画最大荷重を満足するこ

との確認。 

 

計画最大荷重とは設計引張り力（安定解析の結

果から得られる補強材に作用する最大引張力）、

もしくは設計許容周面摩擦抵抗力に相当する引

張力のこと 

 

 施工数量の３％程度か

つ最少３本、ただし、

異なる地質に対して施

工している場合は、そ

れぞれの地質において

前記の本数を実施。 
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ダム工（フィルダム）  ダ ム  ： 9－2－3－1～9－2－4－8 

掘削 ・設計分類毎に、土岩質・地質境界を確認。 

・局部的不良岩及び破砕帯、断層、湧水等の処理

方法の把握。 

・掘削深さ(基準高)、位置寸法等の確認。 

・岩盤清掃が完了したときは、基礎岩盤の適否を確

認。 

基礎岩盤 1 回／1 構造物 

盛土工 ・表土を取り除き後、材料の適否を確認。 

・材料確認(品質・規格)と、その材料を適切使用確

認。 

・長時間盛立てを中止後再会する場合は、再検査

を実施。 

・まき出し厚、転圧機械、転圧回数、締め固め、施工

方法等を把握。 

材料採取  

ダム工      ダ ム    ：9－3－3－1～9－3－4－8 

基礎グラウチン

グ 

・せん孔位置、方向、深度、配列、角度について 

は事前に協議し把握。 

・土質毎のせん孔は、位置、深さ等を確認。 

・せん孔長を確認後、機械の移動を承認。 

ボーリング

工 
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種  別 
仕    様    書    番    号 

確  認  等  留  意  項  目 確認時期 確 認 の 程 度 

トンネル 

トンネル全般 

(ＮＡＴＭ) 

(矢板) 

・材料確認(品質・規格)と、支保工及び鉄筋の形

状寸法。 

施工前 

(支保工毎) 

１回／支保工（岩種）

毎 

・設計図書及び施工計画書と現地を対比し、掘削

方法、支保工施工方法(吹付、金網、ロックボル

ト、防水シート、矢板、鋼製支保工)、覆工、イ

ンバート等の全般について施工状況を把握。 

施工時 1 回／40ｍ 

トンネル      道 路       10－6－3－2 

掘削 ・岩種の確認（設計との対比） 

・火薬と雷管の使用量を設計と比較 

・余掘り量を確認 

施工時及び

施工完了時 

１回／支保工（岩種）

変更毎 

・湧水処理の確認（位置、対策工、端末の処理）。 

・防水シートの湧水処理の端末確認。 

・防水シート溶着部の密着度・補修の適否。 

・排水管接合据付確認。 

・内空変位量・地表変位量の確認（設計との比較

等）。 

１回／40ｍ 

トンネル      共 通       2－2－5－13 

              砂 防    8－3－7－5 

              道 路    10－6－4－3 ・ 10－6－4－5 ・ 10－6A－4－3 

              治 山    12－3－6－3 ・ 12－3－6－4 

支保工・吹付工

等 

・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・アーチ支保工の足付け部の地山強度・安定度を

確認 

・支保工の設置間隔。 

・金網の重ね合わせ寸法、吹付コンクリートの厚

さの確認。 

・吹付コンクリート凸凹面の処理の確認。 

・１サイクル毎の施工状況を確認。 

支保工完了

時（支保工

変更時） 

１回／40ｍ 
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トンネル      砂 防       8－3－7－5 

              道 路    10－6－4－4 

              治 山    12－3－6－2 

ロックボルト工 ・材料確認（品質・規格）と、その材料を適切使

用確認。 

・打設角度 

・引抜試験。 

・ロックボルト打ち込み本数、間隔、角度、長さ

を確認。 

・１サイクル毎の施工状況を確認。 

・ロックボルト頭部等の突出部の処理。 

支保工完了

時（支保工

変更時） 

１回／40ｍ 

トンネル      砂 防    8－3－7－5 

              道 路    10－6－5－3 ・ 10－6－5－4 ・ 10－6A－5－3 

              治 山    12－3－6－5 

覆工・測壁コン

クリート 

・内空変位収束の確認。 

・型枠位置、厚さ寸法等の確認。 

・脱型時期と養生方法の確認。 

・セントルつま型枠の防水シート切断対策の確

認。 

施工・構造

変化時 

１回／２打設毎 

 

トンネル      砂 防      ：8－3－7－5 

          道 路      ：10－6－6－4 

インバート工 ・材料確認(品質・規格)と、その材料を適切使用

確認。 

・型枠位置、寸法、鉄筋の径、長さ、本数、間

隔、継手方法(継手長結束)及びかぶり等確認。 

型枠鉄筋組

立完了時 

１回／２打設毎 
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○高知県建設工事検査規程 

(昭和42年1月17日訓令第3号) 

昭和44年11月14日訓令第20号 昭和52年8月9日訓令第12号 

昭和53年8月1日訓令第11号 昭和55年4月1日訓令第6号 

昭和56年4月1日訓令第2号 昭和56年11月24日訓令第13号 

昭和63年4月1日訓令第7号 昭和63年10月1日訓令第13号 

平成2年4月1日訓令第7号 平成6年4月1日訓令第5号 

平成9年4月1日訓令第3号 平成10年4月1日訓令第2号 

平成11年4月1日訓令第17号 平成13年4月1日訓令第14号の3 

平成15年4月1日訓令第4号 平成15年8月1日訓令第14号の2 

平成18年4月1日訓令第7号 平成19年4月1日訓令第18号 

平成20年4月1日訓令第8号 平成21年4月1日訓令第4号 

平成27年4月1日訓令第3号 令和7年2月21日訓令第1号 

令和7年6月20日訓令9号  

  高知県建設工事検査規程 

(趣旨) 

第1条 この規程は、工事の請負契約の履行の確保のために行う検査(以下「工事検査」

という。)を、適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。 

(工事検査の種類) 

第2条 工事検査の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 完成検査 工事の全部又は一部が完成した場合に、その工事が請負契約図書に従

い適正に施行されたかを確認するために行うもの 

(2) 中間検査 工事を適正に施行させるため、施工段階における工程、品質、出来形

等について請負契約図書に従い適正に施行されたかを確認するとともに、査察及び

指導を目的として行うもの 

(3) 出来高検査 請負者から請負代金の部分払の請求があった場合、工事の完成が遅

延したため違約金を徴収する必要がある場合又は工事の進捗状況を把握するため必

要がある場合に、その出来高を確認するとともに、請負契約図書に従い適正に施行

されたかを確認するために行うもの 

(4) 材料検査 契約の履行に当たって使用する工事用材料の品質、規格、数量等につ

いてを確認するために行うもの 

(5) その他の検査 前各号に掲げるもののほか、検査命令権者が必要があると認めた

もの 

(検査命令権者) 
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第3条 この規程において「検査命令権者」とは、高知県事務処理規則(平成15年高知県

規則第44号)第4条及び第5条の規定に基づき工事検査の命令をする権限を有する者

(委託に係る工事検査にあっては、委託を受けて工事検査の命令をする者)をいう。 

2 次の各号に掲げる検査命令権者は、それぞれ当該各号に掲げる工事検査の命令をする

ものとする。 

(1) 高知県行政組織規則(平成15年高知県規則第43号)第3条第1号に規定する本庁

(以下「本庁」という。)の部長(土木部にあっては、土木部建設検査長。第4号にお

いて同じ。)  当初の1件の請負対象金額（当初契約の際の１件の請負対象金額を

いう。以下同じ。）が5億円以上の工事について次に掲げる工事検査 

ア 完成検査、中間検査及び債務負担行為に係る工事の年度最終の出来高検査 

イ 新工法工事、新材料等使用工事及び特殊な工事について必要があると認めた工

事検査 

ウ 委託を受けた工事検査 

(2) 本庁の課(以下「課」という。)のうち、その主管に属する工事に関連する事務を

所掌する高知県行政組織規則第3条第2号に規定する出先機関(以下「出先機関」と

いう。)がある課の長(当該課が土木部の課である場合にあっては、土木部技術管理

課長。第4号において同じ。) 次に掲げる工事検査 

ア 当初の1件の請負対象金額が5,000万円以上5億円未満の工事について前号アか

らウまでに掲げる工事検査 

イ 当初の1件の請負対象金額が5,000万円未満の工事について前号イ及びウに掲げ

る工事検査 

(3) 前号に掲げる課以外の課の長(当該課が土木部の課である場合にあっては、土木部

技術管理課長) 次に掲げる工事検査 

ア 当初の1件の請負対象金額が5億円以上の工事について第1号アからウまでに

掲げる工事検査以外の工事検査 

イ 当初の1件の請負対象金額が5億円未満の工事について前条各号に掲げる工事

検査 

(4) 出先機関の長 次に掲げる工事検査 

ア 当初の1件の請負対象金額が5,000万円以上の工事について第1号に規定する本

庁の部長が命令をする工事検査又は第2号に規定する課の長が命令をする工事検

査以外の工事検査 

イ 当初の1件の請負対象金額が5,000万円未満の工事について前条各号に掲げる工

事検査(第1号イ及びウに掲げる工事検査を除く。) 

(検査命令) 
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第4条 検査命令権者は、工事の規模、工事検査の種類等を勘案し、高知県契約規則(昭

和39年高知県規則第12号)第52条に規定する検査職員(以下「検査職員」という。)に

検査を命じなければならない。 

(検査職員) 

第5条 検査命令権者は、別に定める基準により、1件の工事検査ごとに、検査職員を指

命しなければならない。 

2 検査命令権者は、必要があると認めた場合は、1件の工事検査について2人以上の検

査職員を指命することができる。この場合において、検査命令権者は、必要に応じて

検査職員の分担する職務を指示するものとする。 

(検査の委託及び受託) 

第 6条 工事を主管する本庁の部長(以下「部長」という。)は、工事検査について委託し、

これを受託することができる。 

2 工事検査の委託及び受託を行うときは、協議の上検査方法等を別に定めることができ

る。 

3 工事検査の委託及び受託を行うときは、次に定めるところによるものとする。 

(1) 受託した工事検査を行う検査命令権者は、前条の規定により検査職員を指命する

こと。 

(2) 検査職員は、受託した工事検査の実施に当たっては、委託元の班長、チーフ、係

長又は職員及び工事を監督した者を立ち会わせること。 

(3) 検査職員は、工事検査の結果を、委託を行った部長に報告すること。 

(農業振興部等主管工事の検査の特例) 

第6条の2 農業振興部、林業振興・環境部及び水産振興部が主管する工事(その主管す

る工事に関連する事務を所掌する出先機関がある農業振興部、林業振興・環境部及び

水産振興部の課が主管する工事にあっては、当初の1件の請負対象金額が5,000万円以

上のもの及び当初の1件の請負対象金額が5,000万円未満のもの(第3条第2項第1号

イに掲げる工事検査を実施する必要があるものに限る。以下この条において同じ。)に

限る。)については、土木部において工事検査(その主管する工事に関連する事務を所掌

する出先機関がある農業振興部、林業振興・環境部及び水産振興部の課が主管する工

事で、当初の1件の請負対象金額が5,000万円以上のものにあっては同号ア及びイに掲

げる工事検査、当初の1件の請負対象金額が5,000万円未満のものにあっては同号イに

掲げる工事検査に限る。)を実施するものとする。この場合において、当初の1件の請

負対象金額が5億円以上の工事についての同号ア及びイに掲げる工事検査にあっては

土木部建設検査長が、それ以外の工事検査にあっては土木部技術管理課長が命令をす

るものとする。 

(兼務の禁止) 
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第7条 検査命令権者は、第5条の規定により検査職員を指命する場合において、高知県

建設工事監督規程(昭和42年1月高知県訓令第2号。以下「監督規程」という。)第2

条第2項の工事監督職員(第9条第1項において「工事監督職員」という。)を、その担

当する工事の完成検査、中間検査又は支払を伴う検査の検査職員として指命すること

ができない。 

(服務) 

第8条 検査職員は、工事検査の実施に当たっては、常に厳正公平な態度を保持し、事実

に基づいて判定しなければならず、指導に際しては、懇切に行わなければならない。 

(工事検査の立会い) 

第9条 検査職員は、工事検査の実施に当たっては、工事監督職員及び請負者又は現場代

理人を立ち会わさなければならない。 

2 検査職員は、原則として事業担当の班長、チーフ又は係長を工事検査に立ち会わさな

ければならない。 

(工事検査の実施) 

第10条 検査命令権者は、請負者から工事完成通知書又は指定部分に係る工事完成通知

書及び出来高検査請求書を受理した日から 14 日以内に検査を完了しなければならない。 

2 検査職員は、次に掲げる事項の検査資料と対比し、請負者が工事目的物を適正に施行

し、又は完成しているかを確認するための検査を行わなければならない。 

(1) 契約書、仕様書、技術管理要綱、設計図書等 

(2) 監督規程第2条第1項の監督職員が指示し、又は承諾したもの 

(3) 検査職員が必要があると認めたもの 

3 検査職員は、監督規程第7条第1項の規定により配置された検査補助員を、検査業務

の範囲において指揮監督することができるものとする。 

(検査の合否判定) 

第11条 検査職員は、次の各号に掲げる工事検査の結果を当該各号に定めるところによ

り検査命令権者に報告しなければならない。 

(1) 完成検査 次に掲げる書類を提出すること。 

ア 別に定める事務処理要領に規定する検査調書(以下この条において「検査調書」

という。) 

イ 完成写真 

ウ 部分完成工事内訳書(部分完成検査の場合に限る。) 

(2) 中間検査 中間検査報告書を提出すること。 

(3) 出来高検査 次に掲げる書類を提出すること。 

ア 検査調書 

イ 別に定める事務処理要領に規定する検査明細書(次号において「検査明細書」と

いう。)
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ウ 出来高写真 

(4) 材料検査 監督規程第18条の規定に準じて行った検査の結果を報告すること。た

だし、代金の支払を必要とするものについては検査調書、検査明細書及び材料確認

写真を提出すること。 

(5) その他の検査 検査命令権者又は検査職員が報告に必要があると認めた書類、図

面、写真等を提出すること。 

(検査の合否決定等)
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第12条 委託を行った部長、工事を主管する部長又は検査命令権者(以下この条において

「検査命令権者等」という。)は、検査職員から工事検査の結果の報告を受け、総合的

な判断のもと検査結果の決定を行い、請負者に通知しなければならない。 

2 検査の合否を決定するに当たり、検査命令権者等は、検査処置検討会議を設け、検査

処置を決定することができる。 

3 検査命令権者等は、工事検査の結果、不合格であると認めたときは、修補、改造、手

直し等(次項において「手直し等」という。)の措置を講ずることを監督規程第2条第2

項の総括監督員に通知しなければならない。 

4 手直し等について措置が完了したときは、検査命令権者は、検査職員を指命し、再度

工事検査を行わなければならない。 

(工事成績の評定) 

第13条 検査職員は、工事検査を実施したときは、別に定めるところにより工事成績の

評定を行わなければならない。 

(適用除外工事) 

第14条 この規程の規定は、当初の請負対象金額が400万円を超えない別に定める軽微

な工事については、適用しないことができる。 

(雑則) 

第15条 この規程に定めるもののほか、工事検査の実施に関し別に細目を定めることが

できる。 

付 則 

(施行期日) 

1 この訓令は、昭和42年2月1日から施行する。 

(他の規程の一部改正) 

2 高知県農業土木事業検査規程(昭和41年7月高知県訓令第42号)の一部を次のように

改正する。 

(次のよう略) 

付 則(昭和44年11月14日訓令第20号) 

この訓令は、昭和44年12月1日から施行する。 

附 則(昭和52年8月9日訓令第12号) 

この訓令は、昭和52年8月9日から施行する。 

附 則(昭和53年8月1日訓令第11号) 

この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。 
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附 則(昭和55年4月1日訓令第6号) 

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。 

附 則(昭和56年4月1日訓令第2号) 

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 

附 則(昭和56年11月24日訓令第13号) 

この訓令は、昭和56年11月24日から施行する。 

附 則(昭和63年4月1日訓令第7号) 

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。 

附 則(昭和63年10月1日訓令第13号) 

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。 

附 則(平成2年4月1日訓令第7号) 

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 

附 則(平成6年4月1日訓令第5号) 

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 

附 則(平成9年4月1日訓令第3号) 

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。 

附 則(平成10年4月1日訓令第2号) 

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成11年4月1日訓令第17号) 

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年4月1日訓令第14号の3) 

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成15年4月1日訓令第4号) 

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則(平成15年8月1日訓令第14号の2) 

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。 
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附 則(平成18年4月1日訓令第7号) 

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年4月1日訓令第18号) 

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年4月1日訓令第8号) 

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年4月1日訓令第4号) 

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年4月1日訓令第3号) 

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年2月21日訓令第1号) 

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年6月20日訓令第9号) 

この訓令は、令和7年6月20日から施行する。 
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高知県建設工事検査要領  
 

 (趣旨) 

第１条  この要領は、高知県建設工事検査規程（昭和42年高知県訓令第３号。以下「検査規程」とい

う。）に基づき、建設工事の検査を実施するために必要な細目を定めるものとする。 

 

(検査職員) 

第２条 検査は検査規程第5条の規定に基づく検査職員が行うものとする。 

２ 検査職員は、第6項の「工事検査職員指命基準」に定めるところによる技術職員を指命しなければな

らないものとする。  

３ 債務工事の各会計年度における支払限度額の最終出来高検査は、完成検査と同様の検査として取り扱

うものとする。 

４ 材料検査については、「工事検査職員指命基準」に定めるもののほか、高知県建設工事監督規程（昭

和42年高知県訓令第2号。以下「監督規程」という。）第18条の規定に従うものとする。 

５ 部分引渡の検査については、完成検査として取り扱うものとする。 

６ 工事検査職員指命基準は、次のとおりとする。 

  ただし、条件付採用職員は除く。 

 
範  囲 検査区分 検 査 職 員 

当初の１件の請負

対象金額が５千万

円以上の工事 

・完成検査 

・中間検査 

・債務各年最終 

出来高検査 

・建設検査長 

・工事検査担当の課室 

課室長、副参事、補佐、土木技査、建築技査、技査 

・出先機関 

所長、技術次長、土木技査、技査、課長 

・出来高検査 ・出先機関のない課室 

補佐、建築技査、技査 

・出先機関 

所長、技術次長、土木技査、技査、課長、班長、チーフ 

・材料検査 ・建設検査長 

・工事検査担当の課室 

課室長、副参事、補佐、土木技査、建築技査、技査 

・事業主管課及び出先機関の監督職員 

当初の１件の請負

対象金額が５千万

円未満の工事 

・完成検査 

・中間検査 

・債務各年最終 

出来高検査 

・工事検査担当の課室 

課室長、副参事、補佐、土木技査、建築技査、技査 

・出先機関 

所長、技術次長、土木技査、技査、課長 

当該工事（少額工事を除く）を担当しない班長・チーフ 

・出来高検査 ・出先機関のない課室 

補佐、建築技査、技査 

・出先機関 

所長、技術次長、土木技査、技査、課長、班長、チーフ 
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 ・材料検査 ・工事検査担当の課室 

課室長、副参事、補佐、土木技査、建築技査、技査 

・事業主管課及び出先機関の監督職員 

注：・債務各年最終出来高検査とは、債務工事において、建設工事請負契約書第40条第2項の支払限度

額に対応する各会計年度の最終の出来高検査。 

・林業出先機関においては技術次長を次長とする。 

・少額工事とは、当初の請負対象金額が400万円を超えない工事。 

・ 出先機関のないとは、出先機関を所属していないもの、又は出先機関において検査業務を行っ

ていないもの。 

 

  (検査命令) 

第３条 検査命令権者は、検査規程第７条に留意し同第3条、第4条、第5条、第6条の規定に従い、次の

各号について検査の命令を行うものとする。 

(1) 請負者から、工事完成通知書又は指定部分にかかる工事完成通知書、出来高検査請求書、工事材料

検査請求書、工場製品検査請求書及び部分引渡検査請求書の提出があった場合。 

(2) 監督職員から検査の要請があった場合。 

(3) 新工法工事、新材料等使用工事、特殊な工事等で検査の必要を認める工事。 

(4) 検査の依頼委託を受諾した工事検査。 

 

２ 検査命令権者が、検査規程第５条第２項による複数指命する対象工事は下記のとおりとする。 

(1) 当初の１件の請負対象金額が5億円以上の工事 

(2) 仮組検査を設計計上している大規模橋梁(上部工)工事 

(3) ダム工事 

(4) 100ｍ以上のトンネル工事 

(5) 特に検査命令権者が必要と認めた工事 

 

（検査の実施） 

第４条 検査職員が検査を行うにあたっては、別に定める高知県建設工事検査技術基準に従って行うも

のとする。 

２ 中間検査については、検査規程第２条第（2）号及び監督規程第20条の規定によるほか、中間検査対

象範囲及び中間検査回数並びに検査時期を次に定め実施するものとする。 

(1) 中間検査対象範囲 

ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 

イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 

ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 

 

(2) 中間検査回数 

ア １回を原則とする。ただし、低入札工事は２回を原則とする。（低入札工事とは、低入札価格調

査制度調査対象工事をいう。） 

 

   



- 62 - 

 

イ 検査回数は、上記のアを基本とするが、同一年度に複数の場所において検査を要する工事（仮組

検査を設計計上している大規模橋梁（上部工）工事や、ブロック製作と据え付けを行う港湾工事な

ど）は増とするなど、必要に応じて増減できるものとする。 

ウ 債務工事については、当初請負対象金額を年度支払限度額として読み替え適用するものとする。 

 

(3) 中間検査の時期 

検査時期は、概ね工事進捗率30％から80％の間で、監督職員が工事内容により中間検査回数に応じ

た最適な時期を選定し、検査命令権者に報告しなければならないものとする。 

 

（検査の特例） 

第５条 工事設備又は工事用材料で日本工業規格その他の規定に定めるものを検査する場合において、

製造者の試験記録等又は試験機関の検定に基づいたものを検査にかえることができるものとする。 

 

（検査の合否判定） 

第６条 検査職員は、検査規程第2条の検査を行う場合は、検査規程第10条による検査資料と対比し、高

知県建設工事検査技術基準に従い、工事の実施状況、出来形、品質、施工及びその管理並びに出来ばえ

等、工事の検査結果を検査命令権者に報告するものとする。 

   

（検査の合否決定） 

第７条 検査命令権者は、検査職員の検査結果の報告を受け、総合的な判断のもとに検査の合否を決定

するものとする。 

２ 検査命令権者は、検査の結果「不合格」と認めた場合は、不適合な箇所の出来形及び補修、改造、手

直し（以下「手直し」という。）等の調査及び手直し工事の監督指導を総括監督員に指示しなければな

らない。 

３ 検査規程第12条第2項の「検査処置検討会議」の委員は次に定める職員とする。 

 議    長 会   議   委   員 

当初の１件の請負

対象金額が5,000万

円以上の検査 

事業担当部局長又は事

業担当部局長が指名し

た者 

事業担当部長 

事業担当技術副部長 

建設検査長 

検査担当課室長 

事業担当課室長 

契約担当課室長 

その他議長が認める者 

当初の１件の請負

対象金額が5,000万

円未満の検査 

検査命令権者又は検査

命令権者が指名した者 

 

出先機関のある場合 出先機関のない場合 

所長 

技術次長等 

土木技査・技査 

工事担当課長 

その他議長が認める者 

事業担当課室長 

副参事 

技術補佐 

建築技査・技査 

契約担当課室長 

その他議長が認める者 

 



- 63 - 

 

（雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、工事検査の実施に関し別途細目を定めることができる。 

  

（適用外工事） 

第９条 一般的な土木工事を除く軽微な修繕設備補修工事等については、検査規程第14条の規定により

適用除外工事とすることができる。 

 

附則 

1 この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

2 この要領は、令和 2年 10 月１日から施行する。 

3 この要領は、令和 7年 4 月１日から施行する。 

4 この要領は、令和 7年 7月 1 日から施行する。 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 
 

高知県建設工事検査技術基準 
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高知県建設工事検査技術基準  

 

 （目的）  

第１条 この技術基準は、高知県建設工事検査規程 (昭和42年訓令第3号) 及び高知県建設工事検査要領

の建設工事の検査に係る技術的基準を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。 

 （検査の内容） 

第２条 検査は、契約図書、高知県建設工事技術管理要綱等に基づき工事の実施状況、出来形、品質及び

出来ばえについて、合否の決定を行うものとする。 

 （工事実施状況の検査） 

第３条 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、段階確認、工程管理、安全管理、工事施工状況

（及び施工体制）等の工事管理状況に関する各種の記録 (写真・ビデオによる記録を含む。以下 「各

種の記録」という。) と、契約図書とを対比し、次の項目に留意して行うものとする。 

  表－１ 工事の実施状況の検査留意事項 

項  目 関 係 書 類 内       容 

契約書等の履

行状況 

契約書、仕様書等 指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給材料・貸与品及び

工事発生品の処理状況その他契約書等の履行状況 (他に掲げ

るものを除く)。 

工事施工状況 施工計画書、工事打

合せ簿、その他関係

書類 

工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、現場管理

状況。 

施工管理 工程管理、品質管

理、出来形管理、写

真管理等 

高知県建設工事技術管理要綱等の管理状況及び進捗内容。 

安全管理 契約図書、工事打合

せ簿等 

安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守

状況。 

施工体制 施工体制台帳等 適正な施工体制の確認状況 

（出来形の検査） 

第４条 出来形の検査は、 位置、 出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し

別表－２に基づき行うものとする。 

ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、

検査職員は契約書及び仕様書の定めるところにより、必要に応じ破壊等の検査を行うものとする。 

（品質の検査） 

第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表－３に基づき

行うものとする。 

  ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定すること

が困難な場合は、検査職員は契約書及び仕様書の定めるところにより、必要に応じ破壊等の検査を行う

ものとする。 

（出来ばえの検査） 

第６条 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観

察等により行うものとする。 

（検査の実施） 

第７条 検査は契約の履行内容が契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいた適正なものとな

っているか否かを、実地に行って確認することを基本とし、適正な履行の確保を図るとともに、不適正

な履行を排除することを目的とするものである。 
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2 検査の実施の基準を別表－２「出来形寸法検査基準」、別表－３「品質検査基準」に、また検査方法を

別表－４「検査方法」に定める。 

ただし、検査基準及び検査方法の検査内容、検査密度については、検査職員は工事内容、施工状況等

を勘案し、別に指示することができる。 

（雑則） 

第８条 この技術基準に定めるもののほか、工事検査の実施に関し別途細目を定めることができる。 

附 則 高知県建設工事検査基準（平成11年４月１日制定・総務部長）は廃止する。 

この基準は、平成17年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

この基準は、平成29年10月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

  この基準は、令和 5 年 7 月１日から施行する。 
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【別表－２】 

出来形寸法検査基準 

第１ 一般土木工事の部  

 

工      種  検  査  内  容  検  査  密  度  

 

 

 

 

 

 

 

共  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢板工  基準高・変位・根入長 

延長･傾き 

250 枚につき 1 箇所以上。 

（ただし、250 枚以下は 2 箇所以上 ) 

法枠工 

吹付工 

植生工  

厚さ・法長 ・間隔 ・幅 ・

延長 

 

200m に 1 箇所以上  

（200m 以下は 2 箇所以上 ) 

基礎工  杭  基準高・根入長 

偏心量  

1 基または 1 目地間当たり 1 箇所以上  

 

ブロック・石積  (張) 工  基準高・法長・厚さ 

延長  

100m につき 1 箇所以上 (ただし、施工延長 100m

以下の場合は 2 箇所以上 ) 

コンクリート擁壁工  基準高・法長・厚さ 

延長  

100m につき 1 箇所以上 (ただし、施工延長 100m

以下の場合は 2 箇所以上 ) 

舗装路盤工  基準高・幅 

厚さ 

基準高、幅は 200m につき１箇所以上（ただし、施

工延長 200m 以下の場合は 2 箇所以上 )厚さは、

1km に１箇所以上（ただし 1km 以下は 2 箇所以

上）  

基準高、厚さあるいは標高

較差（３次元モデルによる

場合） 

１工事につき１断面（３次元モデルによる場合） 

舗装工  基準高・幅・横断勾配 

平坦性・厚さ 

 

 

基準高、幅は 200m につき 1 箇所以上（ただし、施

工延長 200m 以下の場合は 2 箇所以上）厚さは、

施工面積 10,000m2 につき１箇所以上コアーにより

検査（ただし、施工面積 10,000m2 以下の場合は

2 箇所以上）  

基準高、厚さあるいは標高

較差（３次元モデルによる

場合） 

１工事につき１断面（３次元モデルによる場合） 

地盤改良工 基準高・幅・厚さ、延長  

 

200m につき 1 箇所以上(ただし、施工延長 200m

以下の場合は 2 箇所以上) 

基準高、幅、厚さ、延長 

（3 次元モデルによる場

合） 

１工事につき１箇所（３次元モデルによる場合） 

土工 基準高・幅・法長  200m につき 1 箇所以上 (ただし、施工延長 200m

以下の場合は 2 箇所以上 ) 

天端面・法面の設計との標

高較差、または水平較差

（３次元モデルによる場合） 

１工事につき１断面（３次元モデルによる場合） 



- 67 - 

工      種  検  査  内  容  検  査  密  度  

 

 

 

共  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通  

 

 

 

 

 

 

 

グラウンドアンカー工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 部材寸法・グラウト強

度  

・引張り材の強度  

・アンカー頭部の台座  

・支圧板及び締付金具

の強度試験  

・ボーリング角度、深さ、

グラウト打設状況  

・定着部のゆるみと設計

付着力の関係  

・緊張強度  

 

 

 

 

 

引張確認試験  

配置誤差  

穿孔方向  

5％以上、最少 3 本  

鉄筋挿入工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・芯材や頭部定着材の

寸法の確認  

・定着材（グラウト等）の

強度  

・補強材の強度  

＜ 現 地 測 定 及 び品 質

管理資料で判定＞  

・地質の状況  

・削孔の角度、深さ 

・ 定着材打設状況（注

入量の管理方法）  

・ 設計引張り力、もしく

は設 計 許 容 周 面 摩 擦

抵抗力に相当する引張

り力の確認  

＜現地測定、現地観察

及び出来形管理資料で

判定＞  

施工数量の 3％程度  

かつ最少 3 本  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引張り力の確認について 

施工数量の 3％程度かつ最少 3 本、 

ただし、異なる地質に対して施工している場合は、 

それぞれの地質において前記の本数を実施  

 

河 

 

川 

 

 

 

築堤護岸  基準高・幅・厚さ・高さ・

法長・延長  

200m につき 1 箇所以上(ただし、施工延長 200m

以下の場合は 2 箇所以上) 

 浚渫  (川) 基準高・幅・深さ・延長  

浚渫 （川） 

（バックホウ浚渫船のみ） 

設計との標高較差（３次元

モデルによる場合） 

１工事につき１断面（３次元モデルによる場合） 

樋門・樋管  基準高・幅・厚さ 

高さ・延長  

本体部、呑口部につき構造図の寸法表示箇所の 

任意部分 

函渠は同種構造ごとに 2 箇所以上  

水門  

根固め及び消波ブロック等  基準高・幅・延長 

断面・個数・厚さ 

100m に 1 箇所以上 

(100m 以下は 2 箇所以上) 
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工      種  検  査  内  容  検   査   密   度  

海  

岸  

・  

防  

潮  

堤  

堤防護岸  

突堤・人工岬  

海岸堤防  

基準高・幅･厚さ・高さ・  

法長・延長  

 

 

200m につき 1 箇所以上  

(ただし、施工延長 200m 以下の場合は 2 箇所

以上 ) 
浚渫  (海岸 ) 

 

基準高・幅・深さ・延長   

 

 

 

 

道  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路  

 

 

 

道路改良等  基準高・幅・厚さ・高さ・

延長  

100m につき 1 箇所以上 (ただし、施工延長 100m

以下の場合は 2 箇所以上 ) 

橋梁下部  基準高・幅・厚さ 

高さ・支間（スパン）長  

変位  

スパン長は、各スパンごと 

その他は、同種構造物ごとに 1 基以上につき、 

構造図の寸法表示箇所の任意部分  

橋梁上部  部材寸法・基準高  

中心間距離・支間長  

キャンバー 
部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の

任意部分  

その他は 5 径間未満は 2 箇所以上  

5 径間以上は 2 径間につき 1 箇所以上  

 

コンクリート橋上部  部材寸法・基準高  

中心間距離  

厚さ 

キャンバー・幅  

トンネル 基準高・幅・厚さ 

高さ・深さ・間隔  

延長  

両坑口を含め 100m につき 1 箇所以上。(ただし、

施工延長 200m 以下の場合は両坑口を含めて３

箇所以上 ) 

砂  

防  

・  

治  

山  

砂防ダム 

治山ダム 

基準高・幅・厚さ 

延長  

構造図の寸法表示箇所の任意箇所（ 3 箇所以

上）  

流路  

斜面対策  

基準高・幅・厚さ・  

高さ・延長  

100m につき 1 箇所以上。 (ただし、施工延長

100m 以下の場合は 2 箇所以上 ) 

ダ 

 

  

ム 

コンクリートダム 基準高・幅・堤長  

ジョイント (目地 ) 間隔  

5 ジョイントに 1 箇所以上。 

 

フィルダム 基準高・外側境界線  5 測点に 1 箇所以上。 

その他構造物  工種に応じ、基準高  

幅・厚さ・高さ・深さ 

法長・長さ等  

工種構造物ごとに適宜決定する。 
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第２ 港湾･漁港工事の部 

 

工     種 検 査 内 容 検 査 密 度 

港 

湾 

・ 

漁 

港 

浚渫工 底面、法面の基準高 

施工区域 

測線での確認は３割程度、任意の箇所 

基礎拾石 均し面の基準高、天端幅、据付面

の高さ・勾配、延長、 

構造物ごとに適宜決定する 

消波工 天端高、天端幅、延長、法勾配 起終点及び中間点の3箇所以上 

本体工 基準高、幅、壁厚、延長、法線に

対する出入、据付間隔 

構造物ごとに適宜決定する 

その他、構造物 工種に応じ、基準高、幅、壁厚、

高さ、法線に対する出入、据付間

隔、延長等 

構造物ごとに適宜決定する 

 

第３ 森林土木工事の部 

 

工    種 検 査 内 容 検  査  密  度 

治 

山
・
林
道
開
設 

木製ダム 
基準高・幅・厚さ・延長・法

勾配 

構造図の寸法表示箇所の任意の部分。 

中心線 

縦断・路面 

ＩＰの位置(交角)・ＩＰ間距

離・偏心・基準高・全幅 

100ｍに１箇所以上。 

(100m 以下は２箇所以上) 

上記以外の工種 一般土木工事の部に準ずる。 

 

 

第４ 農業土木工事の部 

 

工     種 検 査 内 容 検 査 密 度 

共

 

通 

砂利舗装 厚さ・幅・延長 
200mに1箇所以上。 

ただし、200m以下は2箇所以上  

プレキャスト水路工 
基準高・幅・高さ・延

長 

幹線については、100mに1箇所以上。 

ただし、100m以下は2箇所以上  

道路工   土木工事の部に準ずる。 

法面工(土羽)  法勾配・法長・芝工 1工事あたり３箇所以上。 
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工      種 検 査 内 容 検 査 密 度 

ほ

場

整

備

工

事 

雑物除去 石礫等 写真等で確認。 

湧水処理 基準高・延長 管理図と段階確認の結果を照合。 

基盤整地 基準高 
1工事あたり３箇所以上。ただし1箇所は３点

以上を測定したものの平均値。 

（表土均平後の検査の場合は、管理図と段階

確認の結果を照合） 
表土整地 厚さ・基準高・厚さ 

暗渠排水工 布設深・間隔・延長 管理図と段階確認の結果を照合。 

用
排
水
路
工 

コンクリート２次製品  プレキャスト水路工に準ずる 

現場打ち水路 
基準高・幅・厚さ・高

さ・深さ・延長 

50mに1箇所以上。 

ただし、50m以下は2箇所以上。 

道路工（砂利道） 基準高・幅・延長 
50mに1箇所以上。 

ただし、50m以下は2箇所以上。 

その他構造物 

工種に応じ、基準高・

幅・厚さ・高さ・深

さ・法長・法勾配・変

位・間隔・延長等 

一般土木工事の部等を参考に適宜決定する。 

管

水

路

工 

管体基礎工 

管体工 
布設深・延長・その他 管理図と段階確認の結果を照合。 

通水試験 水張り試験・水圧試験 全区間を管理図と段階確認の結果を照合。 

その他構造物 

工種に応じ、基準高・

幅・厚さ・高さ・深

さ・法長・法勾配・変

位・間隔・延長等 

一般土木工事の部等を参考に適宜決定する。 

た

め

池

改

修

工

事 
堤

体

工 

堤体工 
基準高・堤幅・法長・

延長 

20mに1箇所以上。 

ただし、20m以下は2箇所以上。 

コアの盛立 基準高・外側境界線 管理図と段階検査結果を照合。 

洪水吐工 

基準高・幅・厚さ・高

さ・中心線のズレ・延

長 

１スパンに1箇所以上。 

樋管工 

同上付帯構造物 

 

基準高・厚さ・幅・高

さ・中心線のズレ・延

長等 

10mに1箇所以上。 

ジョイント間隔は1本毎。 

上記以外の工種 一般土木工事の部等を参考に適宜決定する。 
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【別表－３】 

品質検査基準  

 

工    種 検 査 内 容 検 査 方 法 

材料 ・品質及び形状は、設計図書等と対比して

適切か。 

・観察、品質証明書により検査。 

・場合により実測する。 

基礎工 ・支持力は、設計図書等と対比して適切

か。 

・基礎の位置、上部との接合等は適切か。 

・主に施工管理記録及び観察により検査す

る。 

・場合により実測する。 

土工 ・土質、岩質は、設計図書等と一致してい

るか。 

・支持力又は密度は、設計図書等と対比し

て適切か。 

無筋、鉄筋 

コンクリート 

コンクリートの強度、スランプ、塩化物総

量値、アルカリ骨材反応対策、水セメント

比等は、設計図書等と対比して適切か。 

・主に施工管理記録及び観察により検査す

る。 

・場合により実測する。 

・シュミットハンマーは、300ｍ３に１箇所

以上、又は、施工単位につき２箇所以

上。 

必要によりコアーで強度判定。 

構造物の機能 構造物又は付属設備等の性能は、設計図書

等と対比して適切か。 

主に実際に操作し検査する。 

舗装路盤工 ・路盤材料の合成粒度は、設計図書等と対

比して適切か。 

・支持力又は締固め密度は、設計図書等と

対比して適切か。 

・主に施工管理記録及び観察により検査す

る。 

・場合により実測する。 

アスファルト 

舗装工 

アスフアルト使用量、骨材粒度、密度及び

舗設温度は、設計図書等と対比して適切

か。 

・主に既に採取されたコアー及び現地の観

察並びに施工管理資料により検査する。 

・場合により実測する。 

ため池改修 

工事 

堤体工 

締め固め密度、透水係数は設計図書と対比

して適切か。 

・主に施工管理資料及び観察により検査す

る。 

・場合によって実測する。 
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【別表－４】  

検査方法 

目次 

第 1 一般土木工事の部 

共通検査項目 ············································································· 75 

各工事の検査の方法 ······································································· 76 

１ 一般施工 ············································································· 76 

(１)  コンクリート ··································································· 76 

(２) 土工一般 ······································································· 76 

(３)  石積張工・ブロック積張工 ······················································· 77 

(４)  コンクリート擁壁工 ····························································· 77 

(５)  鉄筋工 ········································································· 78 

(６) 基礎 (栗石・切込)工 ··························································· 78 

(６－１)  杭基礎工 ····································································· 78 

(７) 矢板工 (鋼管・H 鋼・コンクリート等) ············································ 78 

(８) 縁石工・側溝工 (プレキャスト) ················································· 79 

(９) 側溝工・水路工 ································································· 79 

(10) 蓋工 ··········································································· 79 

(11) 管渠工・函渠工 ································································· 79 

(12) 水門・樋門 ····································································· 80 

(13) 井筒基礎工・潜函基礎工 ························································· 80 

(14) セメント類吹付工 ······························································· 80 

(15) 法面保護工 ····································································· 80 

(16) 実播工 ········································································· 80 

(17) 柵工・筋工 ····································································· 81 

(18) 伏工 (むしろ、アミ等) ························································· 81 

(19) 枠工 ··········································································· 81 

(20) 防護柵工 (ガードレール・ケーブル・パイプ・ストンガード) ······················· 81 

(21) 落石防護柵工 (ロックネット) ··················································· 81 

２ 河川等 ··············································································· 82 

(１) 蛇籠工・布団籠工・かごマット工 ················································· 82 

(２) 根固めブロック工 ······························································· 82 

３ 砂防・治山ダム ······································································· 82 

(１) ダム工・流路工・護岸工 ························································· 82 

(２) 集水井工 ······································································· 83 

(3)-1 グラウンドアンカー工 ·························································· 83 

(3)-2 鉄筋挿入工 ···································································· 84 

(４) ボーリング工 ··································································· 85 

４ 港湾・漁港・農林海岸 ································································· 85 

５ 植栽工 ··············································································· 85 

６ 舗装工 ··············································································· 85 

(１)  路盤工 ········································································· 85 
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(２) アスファルト舗装工 ····························································· 86 

(３) セメントコンクリート舗装工 ····················································· 86 

７ 橋梁 ················································································· 86 

(１)  一般 ··········································································· 86 

(２) 下部工 ········································································· 86 

(３) RC・PC 橋 ······································································ 87 

(４) 鋼橋 ··········································································· 87 

(５) 溶接工 ········································································· 87 

(６) 塗装工 ········································································· 87 

(７) 橋面舗装 (アスファルト)  ······················································ 88 

８ トンネル ············································································· 88 

第２ 建築工事の部 

共通検査項目 ············································································· 93 

各工事の検査の方法 ······································································· 93 

１ 主体工事 ············································································· 93 

(１) 土工事 ········································································· 93 

(２) 地業工事 ······································································· 94 

(３) 鉄筋工事 ······································································· 94 

(４) コンクリート工事 ······························································· 94 

(５) 鉄骨工事 ······································································· 94 

(６) コンクリートブロック・ALC パネル ··············································· 94 

押出成型セメント板工事 

(７) 防水工事 ······································································· 94 

(８) 石工事 ········································································· 95 

(９) タイル工事 ····································································· 95 

(10) 木工事 ········································································· 95 

(11) 屋根及び、とい工事 ····························································· 95 

(12) 金属工事 ······································································· 95 

(13) 左官工事 ······································································· 95 

(14) 建具工事 ······································································· 95 

(15) 塗装工事 ······································································· 95 

(16) 内装工事 ······································································· 95 

(17) 舗装工事 ······································································· 95 

(18) 排水工事 ······································································· 95 

(19) 植栽工事 ······································································· 96 

(20)  カーテンウォール工事 ··························································· 96 

(21)  ユニット及びその他の工事 ······················································· 96 

２ 電気設備工事 ········································································· 96 

(１) 共通事項 ······································································· 96 

①  配管 ......................................................................... 96 
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② 配管(地中) ···································································· 96 

③ 配線 ·········································································· 96 

④ 昇降機設備 ···································································· 96 

(２) 電力設備工事 ···································································· 96 

① 受変電設備 ···································································· 96 

② 発電機設備 ···································································· 97 

③ 避雷針設備 ···································································· 97 

④ 動力設備 ······································································ 97 

⑤ 電灯、コンセント設備 ·························································· 97 

(３) 通信設備工事 ···································································· 97 

① 放送設備 ······································································ 97 

② 電気時計設備 ·································································· 97 

③ テレビ共聴設備 ································································ 97 

④ 呼出警報設備 ·································································· 97 

⑤ 火災報知設備 ·································································· 98 

⑥ 電話設備 ······································································ 98 

３ 機械設備工事 ········································································ 98 

(１) 衛生設備工事 ···································································· 98 

① 給水設備 ······································································ 98 

② 衛生器具設備 ·································································· 98 

③ 排水設備 ······································································ 98 

④ 給湯設備 ······································································ 99 

⑤ 消火設備 ······································································ 99 

⑥ ガス設備 ······································································ 99 

⑦ し尿浄化槽・合併処理施設 ······················································ 99 

⑧ 厨房設備・実験台類 ··························································· 100 

⑨ 焼却炉 ······································································· 100 

⑩ さく井 ······································································· 100 

(２) 空気調和・換気設備工事 ························································· 100 

① 機器設備 ····································································· 100 

② 配管設備 ····································································· 100 

③ ダクト設備 ··································································· 100 

④ 自動制御設備 ································································· 100 

⑤ 総合調整 ····································································· 100 

 

 

 

 

 

 

 



- 75 - 

検査方法 

第1一般土木工事の部 

   共通検査項目  

 

検査の項目 検  査  の  方  法 

延 長 起終点を基準として各測点間の距離又は全延長を計測する。 

幅員、法長、法 

勾配、高さ、深 

さ 

 原則として測点並びに測点間について実測し出来形寸法を確認する。 

 

※測点間とは、管理測点でない箇所も含むものである。 

計画高、縦断、 

横断、勾配 

1 計画高は、必要あると認めた時は基準点 (仮基準点を含む。) による。 

2 縦断、横断勾配は原則として測点間並びに測点について実測する。 

構 造 物 1 長さ、幅、高さ、厚さ、勾配等を実測して出来形寸法を確認すると共に、外観等

を観察する。 

2 コンクリート構造物については、テストハンマー (シュミットハンマ一等) その

他の方法で表面強度を判定する。また、打設方法、養生等についても適否を確認す

る。 

3 重要なコンクリート構造物 (床固、堰提等) については漏水の有無を、削孔、注

水等により確認する。 

4 必要と認めた時は、一部破壊又は抜取り検査を行う。 

5 品質については、検査を原則とするが、関係資料により確認する事が出来る。 

6 各構造物の求められている機能を満足することを確認する。 

主 要 資 材 規格、品質、数量、強度等を写真並びに関係書類その他実地検査により判定する。 

残 土 処 理 設計土量の処理、並びに処理場所を必要であると認めたときは確認する。 

仮 設 工 事 1 指定仮設については原則として設計図書により検査をする。 

2 指定仮設以外の仮設については、監督職員が提出をうけたものの資料による。 

写真による検査 基礎及び根入長等の掘り起し検査ができがたいとき、又はその構造物に将来影響を及

ぼすおそれがあるときは、監督職員から工事施工の実情を聞き写真により判定する。 

品 質 管 理 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事及びコンクリート工事等の品質管理を

資料により判定する。 

出 来 形 管 理 設計値と実測値を対比して記録した出来形図及び出来形管理資料等により判定する。 

跡  片  付 現場の整理等を確認する。 

そ  の  他 1 検査は現地で測定することを原則とするが、特別の事由により現地において測定

できない場合は、工事写真、品質管理資料、出来形図及び出来形成果表等で判定す

ることができる。 

2 この検査方法に記載されていないものは、検査員の判定による。 
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各工事の検査の方法 

 

工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

1 一般施工 

(1) コンクリート 

1 コンクリート打

込み数量 

設計数量との対比 工事写真、出来形図及び出来形

管理資料、コンクリート使用一

覧表及び納品伝票で判定 

2 配合およびスラ

ンプ 

設計配合及びスランプの適否

の確認 

塩化物含有量の確認 

品質管理資料（骨材試験及び配

合設計試験等）で判定 

3 コンクリートの

強度 

試験値の最低強度の確認、全

試験値のバラツキの有無の確

認 

品質管理資料（破壊試験成績

表）、シュミットハンマー、必

要により抜取りコアー強度で判

定。 

4 施工状況 配合の均等性の有無の確認、

打込み状況の適否（まめ板、

コールドジョイントの有無、

隅部の施工状況、シュート方

法、締め固めの状態等）養生

方法の適否、練りまぜから打

ち終りまでの時間、脱型時期

の適否、雨天時の場合の対

策、各構造物に適した打設速

度の確認 

現地観察、必要により注水検査 

又は抜取コアーで判定 

品質管理資料 

5 打継目の位置 重要構造物のコンクリート打

継目位置の確認 

一区画打継目の施工状況（処

理方法） 

現地測定及び工事写真 

必要により注水検査及び抜取コ 

アーで判定 

(2) 土工一般 1 基準高、延長、

深さ、法勾配、

幅、厚さ 

設計図書との対比、床掘、掘

削は計画深度以上の深掘の可

否 

現地測定、工事写真及び出来形 

図及び出来形管理資料等で判定 

2 土質又は岩質 設計との対比 

埋戻し土質の適否 

地山に適した勾配の確認 

現地観察及び土質調査資料

で判定 

3 残土処理 残土量及び残土処理場の確認 現地観察、工事写真及び管理資 

料 

4 盛土の締固め 各層転圧状況の確認 

(転圧機種、転圧回数、締

固め密度、巻き出し厚) 

現地観察、工事写真及び品

質管理資料で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 5 その他施工状況 床掘、床面の不陸状況、埋戻 

し搗き固め状況 

埋戻し跡の表面不陸の状況 

盛土の余盛の程度 

盛土の表面排水処理状況及び 

路肩の状況 

湧水等の処理方法 

高盛土の沈下管理 

現地観察及び工事写真で判定 

(3) 石積張工（修

景工等を除く）・

ブロック積張工 

1 基準高、延長、

法勾配、法長、

幅、厚さ 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品

質、形状寸法 

形状寸法、外観、重量及び圧 

縮強度 

現地測定、必要により抜取検

査、品質管理資料で判定 

3 基礎工 コンクリート基礎（コンクリ

ート工の項参照）その他の基

礎施工状況の確認 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

4 その他の施工状

況 

積方、合端の施工状況の確認 

法面の「はらみ」の有無。 

胴込めコンクリート、裏込コ 

ンクリート、裏型枠栗石の填 

充状況、水抜穴の配置方向及 

び穴通りの状況 

連結ブロックの連結材の接合

方法 

現地測定、注水検査（石積張工

は除く200㎡以上）及び工事

写真で判定 

(4) コンクリート

擁壁工(人工岩

及びコンクリー

ト基礎工含む) 

1 基準高、延長、

幅、高法勾配 

設計図書との対比、断面形状

の確認 

現地測定、出来形図及び出来形

管理資料等で判定 

2 基礎工 基礎杭、基礎栗石等の施工状 

況 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

3 コンクリート工 コンクリートの品質及び施工 

状況 (コンクリート工の項

参照) 

現地測定、品質管理資料及びシ

ュミットハンマー、必要により

抜取コアーの強度で判定 

4 その他施工状況 基礎又はフーチングと躯体の 

取合施工状況 

１区画のコンクリート打込み

状況 (打継目の処理) 

目地材の材質、厚さの確認 

縦方向の通りの状態 

勾配 

工事写真、必要により注水検査

及び現地観察で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(5) 鉄筋工 1 数量 設計図書との対比 必要により納品伝票写等で判定 

2 使用材料の規

格、寸法、強度

等 

 現地測定及び工事写真で判定 

ミルシート 

3 施工状況 鉄筋加工の適否 

鉄筋間隔及び組立の正確度 

鉄筋カブリの確認 

鉄筋継方法と位置の可否（重

ね長､ガス圧接､機械式継手） 

鉄筋結束の確実性の確認 

スペーサーの材質の確認 

現地測定及び工事写真で判定 

設計との比較、圧接試験 

(6) 基礎工 

 

栗石 
基礎 

切込 

1 基準高、延長、

幅、厚さ 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品

質、形状寸法 

最大径の確認、材質の適否 現地観察及び工事写真で判定 

3 施工状況 間隙充填材の状況と搗き固め

状況及び均しの状況 

現地観察及び工事写真で判定 

(6－1) 杭基礎工 1 基準高、本数、

間隔 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品

質、規格、寸法 

種類、品質、形状、寸法、本

数等の確認 

品質管理資料（試験成果）で判

定 

3 支持力 設計荷重との対比（安全率の

確認） 

出来形管理資料（打込記録、杭 

耐力試験成果、支持地盤の土

質）で判定 

4 施工状況 打込長さ、中心線のずれ、鉛

直度（傾斜度）の確認 

上部構造との関係 

杭頭の処置、継杭施工の適否 

支持地盤への根入れ長 

打ち止め貫入記録 

コンクリートの打込み方法 

溶接作業と気象管理 

現地測定及び工事写真で判定 

支持層確認の資料 

品質管理資料 

(7) 矢 板 工 （ 鋼

管 、 Ｈ 形 鋼 、

木、コンクリー

ト等） 

1 基準高、延長 工事延長と設計枚数との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品

質、規格、寸法 

種類、品質、形状寸法の確認 工事写真及び品質管理資料で判

定 

3 打込状況 法線の通り、傾斜の有無 現地測定で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 4 その他施工状況 打止貫入記録の確認 

頭部の処理状況 

矢板相互の結合状況 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

(8) 縁石工 

側溝工 

（プレキャスト） 

1 基準高、延長、

幅、又は高さ 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品

質、規格、寸法 

種類、品質、形状寸法の確認 品質管理資料で判定 

必要により曲げ強度試験で判定 

3 基礎工 基礎工施工の適否 (基礎工

の項参照) 

 

4 施工状況 コンクリートの施工状況 

(コンクリート工の項参照) 

現地測定、工事写真、品質管理

資料、出来形図及び出来形管理

資料等で判定 

(9) 側溝工 

水路工 

1 基準高、延長、

幅、高さ、底厚､

縦断勾配 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、品質管理

図表等で判定 

底厚は必要により、削孔により

判定 

2 基礎工 基礎工施工の適否 

(基礎工の項参照) 

 

3 施工状況 コンクリートの施工状況 

(コンクリート工の項参照) 

打ち継目の止水の適否 

路面との高さ 

 

(10) 蓋工 

 

1 使用材料の品

質、規格、寸法 

設計図書との対比 

種類、品質、形状寸法の確認 

現地測定、品質管理資料、現地

観察および必要により破壊検査

で判定 

2 配筋 鉄筋の間隔、カブリの確認 

3 施工状況 敷設状況 

(11) 管渠工 

函渠工 

1 基準高、延長、

幅、又は径、高

さ、厚さ 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品

質、規格、寸法 

種類、品質、形状寸法の確認 品質管理資料で判定 

3 基礎工 基礎工施工の適否 

(基礎工の項参照) 

 

4 施工状況 コンクリートの施工状況 

(コンクリート工の項参照) 

コルゲートの施工状況 

中心線とのずれ及びひびわれ 

の状況、継手部漏水の有無 

管渠・函渠勾配 

伏水の処理状況 

１回のコンクリート打設高さ

の確認 

現地測定、現地観察、工事写

真、品質管理資料、出来形図及

び出来形管理資料等で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(12) 水門 

樋門 

1 基準高、各部構

造寸法 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 施工状況 止水時の漏水 

開閉時の機能 

現地観察で判定 

(13) 井筒基礎工 

潜函基礎工 

1 基準高、各部構

造寸法 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 地耐力 期待地盤の耐力の確認 出来形図及び出来形管理資料 

(載荷試験沈下測定) 

3 中詰工 指定工法の確認及び施工 現地観察及び工事写真で判定 

4 掘削土の処分 共通事項、残土処理の項参照  

5 その他施工状況 コンクリート品質及び施工状  

況（コンクリート工の項参

照）  

中心線とのずれ       

傾斜の有無 

現地観察、工事写真、品質管理

資料、出来形図及び出来形管理

資料等で判定 

(14) セメント類

吹付工 

 

 

1 面積、法長、厚

さ、延長 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用材料の品質 セメント類配合の確認 

ラス張材料の規格の確認 

品質管理資料で判定 

3 施工状況 吹付状態 (均等の有無) 

き裂、浮上りの有無 

ラス及びアンカーボルトの位

置の確認 

はね返り材料の適切な処理の

確認 

湧水処理の確認、養生 

現地観察及び工事写真で判定 

(15) 法面保護工

(盛土法面及

び切取法面の

芝、種子吹付

等) 

1 面積、法長、芝

付、間隔 

設計図書との対比 現地測定、出来形図及び出来形

管理資料等で判定 

2 使用材料の品質 品種の確認 現地観察 

3 施工状況 法面の不陸、発芽及び発育の  

状況 

目串の差し込み状況 

張芝の衣土の状況 

湧水処理の確認 

現地観察及び工事写真で判定 

(16) 実播工 1 面積 設計図書との対比 現地測定及び出来形管理資料で

判定 

2 使用材料の種類 種子、養生材、粘着材肥料の

確認 

現地観察及び品質管理資料で判

定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 3 施工状況 斜面整地状況 

種子等の攪拌状況 

種子の発芽状況 

吹き付け状況の確認 

現地観察及び工事写真で判定 

 

(17) 柵工、筋工 1 高さ、延長 設計図書との対比 現地測定及び出来形管理資料で

判定 

2 使用部材の品質

等 

種類、品質、形状、寸法の確

認 

現地測定、現地観察及び品質管

理資料で判定 

3 施工状況 根入深さ、地山との角度、締 

付状況 

目串の差込み状況 

萱株の植付け状況 

犬走りの施工状況の確認 

現地測定、現地観察及び工事写

真で判定 

(18) 伏工（むし

ろ、アミ等) 

1 面積 設計図書との対比 現地測定及び出来形管理資料で

判定 

2 使用部材の品質

等 

種類、品質、形状、寸法の確

認 

現地観察及び品質管理資料で判

定 

3 施工状況 重ね合わせ、間隔、障害物の

除去状況 

現地観察及び工事写真で判定 

(19) 枠工 1 面積、法勾配、

高さ、延長 

設計図書との対比 

 

現地測定及び出来形管理資料で

判定 

2 使用部材の品質

等 

種類、品質、形状、寸法の確

認 

現地観察及び品質管理資料で判

定 

3 施工状況 コンクリート施工状況 

詰石の状況 

法面と法枠との密着状況の確

認 

現地観察及び工事写真で判定 

(20) 防護柵工 

(ガードレール) 

(ガードケーブル) 

(ガードパイプ) 

落石防護網 

(ストンガード) 

1 基準高、延長 設計図書との対比 現地測定及び出来形管理資料で

判定 

2 使用部材の品質

等 

種類、品質、規格、形状、寸

法の確認 

現地観察及び品質管理資料で判

定 

3 施工状況 ボルトの締付状況 

ケーブルの張具合の確認 

支柱の設置状況、間隔・垂直

度の確認 

現地観察及び工事写真で判定 

(21) 落石防護網 

(ロックネット) 

1 面積、長さ、延

長 

設計図書との対比 現地測定で判定 

2 使用材料の品質

等 

網目、番線、ロープ・アンカ

ーの径、長さ、品質の確認 

現地観察及び品質管理資料で判

定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 3 施工状況 綱の張具合の確認 

ロープの張具合 

アンカーの根入れ長確認 

アンカーの取付け状況 

グリップの締付け状況 

現地観察、工事写真で判定 

2 河川等 

(1) 蛇籠工 

布団籠・か    

ごマット工 

1 延長､法長、幅､

厚さ ､本数、配

置、基準高 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 「じゃかご」の

品質､規格､寸法 

番線、網目、径、品質の確認 現地測定、品質管理資料及び現

地観察で判定 

3 詰石の材質、形

状、寸法 

風化の有無、表面から見えに

くい部分の形状、寸法の確認 

4 施工状況 石詰の状況 

法肩、法尻、屈曲部の施工状

況 

開口部及び連結部の処理状況

止杭の施工状況 

 

(2) 根固めブロ

ック工 

1 基準高、延長、

幅 

設計図書との対比 現地測定、出来形図及び出来形

管理資料等で判定 

2 使用ブロックの

品質､形状､寸法 
〃 

現地測定、品質管理資料及びシ

ュミットハンマーで判定 

3 施工状況 基盤の状況 

ブロック総数の確認 

据付の粗密のバランス状況 

各ブロック相互のかみ合い 

現地観察 

工事写真、出来形図及び出来 

形管理資料等で判定 

3 砂防ダム 

治山ダム 

(1) ダム工 

流路工 

護岸工 

1 基準高、基礎

高 、 幅 、 長 さ 

(延長)、法勾配 

設計図書との対比 

床掘完了時の確認 

水叩、仕戻工、埋戻工、堤体

天端及び両側流路工 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 断面形状 放水路天端幅 

水叩の幅、長さ、厚さ 

袖部の根入 

仕戻工 

副堤長さ、幅、根入 

流路工の幅、高さ、厚さ 

〃 

3 土質、岩質、形

状 

設計との対比 現地観察及び品質管理資料で判

定 

4 支持力 設計との対比 

ダム支持力の安全性 
〃 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 5 残土処理 残土量および残土処理場の確

認 

現地観察、工事写真および管理

資料で判定 

6 コンクリート工 コンクリート施工の適否 

(コンクリート工の項参照) 

現地観察 

品質管理資料及び出来形管理資

料、シュミットハンマーで判定 

必要に応じ抜取コアーで強度を

判定 

7 鋼製ダム、鋼製

枠 

設計図書との対比 

品質、形状、寸法の確認 

ボルトの締付強度確認 

中詰石の材質、径、詰め状況

の確認 

現地観察及び品質管理資料で判

定 

8 施工状況 止水板の位置 

コンクリート打継目の位置お

よび状況 

現地測定､工事写真､品質管理資

料､出来形図及び出来形管理資

料､必要により注水検査で判定 

(2) 集水井工 1 基準高、径、深

さ、偏位 

設計図書との対比 

床掘完了時の確認 

現地測定、工事写真及び出来形

管理資料で判定 

2 土質、岩質 設計図書との対比 現地観察、工事写真及び出来形

管理資料で確認 

3 使用材料の品質

等 

品質、形状、寸法の確認 現地測定、品質管理資料で判定 

4 残土処理 残土量及び残土処理場所の確

認 

現地観察及び工事写真で判定 

5 施工状況 地層の状況、湧水の位置・量 

の確認 

 

(3)-1 

 グラウンド 

アンカー工 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 部材の品質 部材の寸法の確認 

グラウトの強度 

引張材の強度 

アンカー頭部の台座 

支柱板及び締付金具の強度の

確認 

現地測定及び品質管理資料で判

定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 2 施工状況 

 

 

 

 

 

 

地層の状況 

ボーリングの角度、深さ、グ

ラウト打設状況（注入量の管

理方法） 

定着部のゆるみと設計付着力

の関係を確認 

緊張強度の確認 

現地測定、現地観察及び出来形

管理資料で判定 

 

 

 

 

 

 (3)-2 

 鉄筋挿入工 

1 部材の品質 部材の寸法の確認、定着材の

強度、芯材の強度、頭部定着

材 

設計引張り力、もしくは設計

許容摩擦抵抗力に相当する引

張り力の確認 

 

現地測定及び品質管理資料で判

定 

2 施工状況 地質の状況 

削孔の角度、深さ 

定着材打設状況 

（注入量の管理方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地測定、現地観察及び出来形

管理資料で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(4) ボーリング

工 

1 穿孔位置、配列

方向､角度､深度 

設計図書との対比 現地測定、出来形管理資料で判

定 

2 使用部材の品質

等 

保孔管の品質、寸法の確認 現地測定、工事写真、品質管理

資料及び出来形管理資料で判定 

4 港湾 

漁港 

農林海岸 

1 基準高、延長、

幅､高さ､法勾配 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 使用ブロック及

びケーソンの品

質、形状、寸法 

〃 
現地観察、工事写真シュミット

ハンマー、品質管理資料、出来

形図及び出来形管理資料等で判

定 

3 コンクリート工 コンクリート施工の適否 

(コンクリート工の項参照) 

 

4 施工状況 基礎の状況、ブロック総数の

確認、据付の粗密のバランス

状況 

各ブロック相互のかみ合い。 

ケーソン中詰の指定工法の確

認及び施工状況 

工事写真、現地測定及び現地観 

察で判定 

5 植栽工 1 樹木の形状、寸

法、本数及び樹種 

設計図書との対比 

(樹高、目通り周、枝幅)徒長

は含まず 

現地測定で判定 

2 樹木の状態 枝葉の発芽状況 

樹姿の状態 

現地観察で判定 

3 支柱 材質形状、防腐処理の確認 

支柱取付結束の適否 

現地測定で判定 

4 施工状況 配植の適否 

整枝手入の状態 

土質改良の状態 

灌水養生の状況 

現地測定、現地観察、工事写

真、出来形図及び出来形管理資

料等で判定 

6 舗装工 

(1) 路盤工 

1 基準高、延長、

面積、幅、厚さ、

横断形状 

設計図書との対比定 工事の出来形及び品質を現地測

定、工事写真、出来形図及び出

来形管理資料等で判定 

2 使用材料の材質 粒度及び配合率の確認 品質管理資料で判定 

3 密度支持力  品質管理資料（締固め度）で判

定 

4 施工状況 仕上り面の不陸の有無 

材料分離の有無 

路床面又は下層路盤面の異常

の確認 

現地観察及び工事写真で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(2) アスファル

ト舗装工 

1 基準高、延長、

面積、幅、厚さ、

横断勾配 

設計図書との対比 

横断勾配は設計の目的を果た

すことを確認 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 アスファルト合

材の品質 

合材配合状態 品質管理資料 

抜取コアー試験で判定 

3 施工状況 施工温度及び雨天時の施工 

表面仕上り状況 

転圧の適否（密度及びき裂有

無） 

雨水の排水状況を確認 

合材敷均しの均等性 

施工継目 

道路構造物との接合部及び隅

部の施工の適否 

現地観察、工事写真、品質管理

資料及び平坦性試験で判定 

(3) セメント、

コンクリー

ト舗装工 

1 基準高、延長、

面積、幅、厚さ、

横断勾配 

設計図書との対比 

横断勾配は設計の目的を果た

すことを確認 

工事の出来形および品質を現地

測定、出来形管理図及び出来形

管理資料で判定 

厚さについては抜取コアーで判

定 

2 コンクリート 配合、強度 品質管理資料 

必要により抜取りコアー強度で

判定 

3 施工状況 表面仕上りの状況 

雨水等の排水状況を確認 

目地仕上りの状況 

養生 

現地観察、工事写真で判定 

7 橋梁 

（1） 一般 

1 基準高、縦横断

勾配、橋長、幅、

橋面、基礎工、雨

水処理 

施工精度、設計図書との対

比、平坦性、取付道との取

合、排水処理の状況 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 伸縮継手、支承 遊間の適否、桁との取付、平

坦性、アンカー据付の状況 

支承の位置および配置、排水

の処理 

現地測定、現地観察、工事写真

及び出来形管理資料で判定 

3 鉄筋及びコンク

リート 

「鉄筋工」「コンクリート

工」「コンクリート擁壁工」

の項参照 

 

（2） 下部工 1 基準高、形状寸

法、位置の変移 

橋座、パラぺットの天端高、

中心線とのずれ方向、中心間

距離、対角線距離 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 



- 87 - 

工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

（3） ＲＣ橋 

ＰＣ橋 

1 桁（版）の形状

寸法 

断面寸法、桁間隔、全長、支

間、縦及び横方向の反り（Ｐ

Ｃ）、幅、厚さ 

現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

2 ＰＣ鋼線（鋼

棒）の配置、緊

張 

ＰＣ鋼線（鋼棒）の定着、装

置、位置、方向、緊張力、ケ

ーブルの伸装置のキャリブレ

ーション、グラウト、養生 

現地測定、工事写真、品質管理

資料、出来形図及び出来形管理

資料等で判定、緊急管理計画と

施工記録、グラウトの管理 

（4） 鋼橋 1 材料の品質 ロールキズ、われ腐触 

うちきずの有無 

指定寸法の確認 

保管の方法 

品質管理資料で判定 

2 各部材の形状寸

法 

全長、支間、断面、桁間隔、

平面対角、断面、対角、製作

キャンバー、ウエブの曲り変

形、各部材長、接合方法及び

施工の適否、接合順序及び溶

接方法の適否、ソールプレー

トの取付、主桁の通り、そ

り、鉛直度 

原寸及び仮組検査又は現地搬入

組立時に判定 

3 架設 架設法、継手部のすき間 

部材の保管 

ハイテンボルトの締付の良否 

架設計画要領書 

現地測定、出来形図及び出来形

管理資料で判定 

（5） 溶接工 1 溶接箇所数、溶

接長、脚長、の

ど厚 

設計図書との対比 

 

 

現地測定、出来形図及び出来形

管理資料で判定 

2 溶接棒の種類 母材の種類および溶接方法 現地観察および工事写真で判定 

3 溶接工資格 資格の有無 資格証明書の写で判定 

4 施工状況 溶着金属表面の均一性、割れ

スラグ、ブローホールの有無 

アンダーカット、オーバラッ

プ等 

母材の接合部の状態確認 

母材歪みの有無、温度・湿度

の適否 

溶接棒の保管状況、溶接部の

肉厚 

現地観察及び工事写真 

必要により放射線検査で判定 

各種管理資料 

（6） 塗装工 1 塗料の種類、品

質、色別、色調､

使用数量 

設計図書との対比 現地観察、工事写真及び品質管

理資料で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 2 素地調整 ケレン度の適否 現地観察、工事写真及び品質管

理資料で判定 

3 塗装回数 色層色調の確認 〃 

4 膜厚 設計との対比 現地測定（膜厚計による） 

出来形図及び出来形管理資料等

で判定 

5 施工状況 塗膜の状態の確認（気泡むら

の有無）、隅部・裏面・角部

等の塗残しの有無の確認、塩

分付着量の測定 

現地観察及び工事写真で判定 

(7) 橋面舗装 

（アスファ

ルト） 

1 厚さ 

 縦横断勾配 

設計との対比 必要により500㎡に１箇所の割

でコアーを採取するほか出来形

管理資料で判定 

2 品質 配合、密度 コアーにより判定するが、コア

ーの無い場合は、品質管理資料

等で判定 

8 トンネル工 1 基準高、幅（ス

プリングライン

および路面） 

高さ、覆工厚 

縦横断勾配 

打音 

設計図書との対比 現地測定、工事写真、出来形図

及び出来形管理資料等で判定 

覆工厚については、削孔で厚さ

確認 

2 コンクリート工 内空変位収束の確認 

コンクリート施工の適否 

（コンクリート工の項参照） 

セントルつま型枠の防水シー

ト切断対策の適否 

脱型時期及び養生方法の適否 

 

3 使用材料の品質

等 

ＮＡＴＭにおけるロックボル

トの品質、寸法、本数の確

認、H型鋼の品質、形状、寸

法、数量の確認 

吹付コンクリートの強度 

現地測定、工事写真、品質管理

資料及び使用一量覧表で判定 

4 グラウト工 セメントの入荷数量、モルタ

ル注入量の確認 

現地観察、工事写真、品質管理

資料、出来形管理資料、納品伝

票で判定 

5 掘削 岩質の確認（設計との対比） 

火薬と雷管の使用量の確認 

支保工の設計との対比 

余掘の低減方法の確認 

現地観察、工事写真、使用量一

覧表、出来形管理資料で判定 
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工   種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 6 ロックボルト工 打設角度の確認 

引抜き強度の確認 

現地観察、管理資料、工事写真

で判定 

7 防水工 吹付コンクリート面の凸凹の

処理及びロックボルト頭部等

の突出物の処理の確認 

溶着接合部の密着度の確認

（加圧試験、マイナスドライ

バー等） 

補修箇所の適否、取付の確認 

 

 

現地観察、管理資料、工事写真

で判定 

8 施工状況 コンクリートの施工状況 

インバートの施工基盤を掘り

すぎた場合の処理状況 

湧水処理の確認 

排水方法の適否（位置、断面

積） 

縦方向打継目の状況 

支保工施工の状況 

鋼アーチ支保工の足付けの確

認 

覆工の打音確認 

坑口部地表の変位状況 

内空変位状況とその対応 

現地観察、管理資料、工事写真

で判定 

9 変位計測 内空変位量の確認 

地表変位量の確認 

現地観察、管理資料、工事写真

で判定 

 
(注) 上記の検査方法は、工種毎の一般的な方法であって、工種が多い場合、工事の重要度および規模

によっては、検査員の判断により、他の方法もしくは省略してもよい。 

 

 
シュミットハンマー検査例 

 
下図のとおり12点を測定し、測定値の最低、最高を除いた10点の値 

を平均する。 
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コンクリート構造物せん孔検査例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

現在、コンクリート構造物のシュミットハンマーによる強度の非破壊試験は前記のように 10 点法によ

り行っているが、土木学会編“土木材料実験指導書〝によれば 1 箇所 20 点以上について試験を行うよう
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になっている。検査にあたって現方法で結果が異状と認められる場合は、次の事項

を参考に試験をすることが望ましい。 

1 試験要領 

（1） 打撃を与える面は気泡などのないモルタル面で平滑でなければならない。多少

の凹凸や付着物はといしでみがく。〔注：（2）〕 

（2） ハンマ（a）の先をコンクリートの表面（b）に当てて押しつけるとスプリング

の作用によりコンクリートの表面を打ち、その反発硬度が目盛（C）に現われる。 

（3）ボタン（d）を押せば指針（e）がもどらずにそのまま保持されるから、容易に

目盛を読みとることができる。 

（4）1箇所の測定は、端部から3cm以上、相互の間隔を3cm以上とし、2点以上につい

て行ない、その算術平均値をもって、その箇所の測定値とする。 ただし、特に

反響やくぼみなどから判断して明らかに異状と認められる値、またはその偏差

が平均値の±２０％以上になる値があればそれを捨て、これに代わるものを補

ってから平均値を求める。〔注：（3）（4）（5）（6）（7）〕                         

（5） あらかじめ反発硬度とコンクリートの圧縮強度との関係を示す図を作っておけ 

ば、測定した反発硬度からただちにコンクリートの強度が推定できる。〔注：（8）（9）〕 

2 注意事項 

（1） シュミットハンマには以上述べたN形と呼ばれる標準形のほか、P形（振子式）、M形（マスコンクリート用）、 

L形（軽量コンクリート用）などがある。 

（2） コンクリートに上塗りを行なった箇所で試験しても、実際のコンクリートの強度は得られない。 

（3） コンクリートの乾湿によって反発硬度が相当に変化する。 

（4） 打撃はコンクリート面に直角に行なう。 

（5） 最小寸法が10cm未満の部材、および鉄筋のかぶりが浅い部分では、反発硬度が変化することがある。 

（6） コンクリートの粗骨材が、砕石あるいは軽量骨材であると、川砂利の場合に比べて、反発硬度が変化する。 

（7） コンクリートの面がどのような傾きをしていても使用することができる。 

（8） 測定硬度Rにつぎのような補正値ΔRを加えて基準硬度R０を求める。 

       Ｒ０＝Ｒ＋ΔＲ （３．12）

図－2 
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補正値ΔＲはつぎのように求める。 

（a） 打撃方向が水平でない場合 

その傾斜角に応じ図－２からΔＲを求める。 

（b） コンクリートが打撃方向に直角な圧縮応力を受けている場合 

その圧縮応力の大きさに応じ図－3からΔRを求める。 

（C） 水中養生を持続したコンクリートを乾かさずに測定した場合 

 ΔＲ＝＋５ 

（9） 基準硬度Ｒ０ から標準円柱体の圧縮強度σ（kgf／ｃ㎡）（N／ｍ㎡）を推定する式として、つぎのものを標準

とする。 

σ（kgf／ｃ㎡）＝－184＋13．0Ｒ０  ······················································ （3．13） 

3 関連知識 

（1） コンクリートの非破壊試験には、つぎのような方法がある。 

（a） 表面硬度方法 ····· 反発方法（テストハンマ） 

凹み直径測定方法（手動ハンマ、落下ハンマ、回転ハンマ、ばねハンマ） 

（b） 音響学的方法 ····· 共振方法 

超音波方法 

縦波速度方法 

本試験はテストハンマ中、シュミットハンマによるものだけを説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 

 

第２ 建築工事の部 

共通検査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各工事の検査の方法 

1 主体工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検 査 の 項 目 検 査 の 方 法  

主  要  資  材 
規格、品質、形状、寸法、数量等を写真並びに関係書類、その他実地検査により確

認する。 

仮   設   物 面積、数量で計上したものは、設計図書、関係書類及び工事写真により確認する。 

廃 棄 物 処 理 許可を受けた業者、処理をした場所、方法を、許可書の写し、マニフェスト、現地

確認及び工事写真で確認する。 

検査の項目 検  査 の  方  法 

埋設隠ぺい部等 
完成時に施工状態を確認することができない部分については、工事写真により確認

する。 

工 程 管 理 施工計画書、工程表、工事日誌並びに監理資料と、着手から完成までの工事写真に

より確諾する。 

品 質 管 理 
コンクリート工事、防水工事、アスファルト舗装工事等、品質管理資料により確認

する。 

安 全 管 理 安全管理、環境保全について関係資料等により確認する。 

跡  片  付 工事範囲の整理状態を確認する。 

周 辺 対 策苦 

情 対 応 

振動、騒音、排水、日照、電波障害、工事車両の出入り等、工事による周辺関係住

民及び建物、農作物、その他への影響について、事前、事後の対策、対応、結果につ

いて関係資料等により確認する。 

官公庁への諸手続 建築物、工作物の確認申請、計画通知、受変電、通信、給排水、危険物、各種機器

設置等、関係各官庁に提出した諸手続きについて確認する。 

  

工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検査の方法 

共通検査事項 検査項目、検査内容毎に設計図書と仕上がり状態との対比を行う。不明な箇所について

は工事写真、監督員報告等により確認する。 

(1) 土工事 根切り 

 

 

埋戻し・盛土・整地 

 

不用土 

床付け面の状態、深さ、形状 

 

 

土の種別、余盛りの程度、範

囲 

土量、処理場 

工事写真 

基準地盤線の確認（Ｂ・Ｍ、

Ｇ・Ｌ） 

施工状態、工事写真 

 

工事写真 
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工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(2) 地業工事 （直接基礎） 

栗石、砕石 

（既製杭基礎） 

コンクリート杭 

鋼杭 

 

（場所打ちコンクリート

杭） 

材料、 

施工状況 

 

厚さ、転圧状況 

 

杭の種類、規格、寸法、施工

方法、支持力、本数、間隔、

継手、補強、杭頭処理 

 

コンクリートの調合、スラン

プ、強度、鉄筋の種類、規格

施工方法、支持力、本数、間

隔、補強、杭頭処理 

 

工事写真 

 

工事写真、納品書、施工計画書 

施工報告書 

 

 

調合表、品質管理資料、ミルシー

ト、試験報告書、工事写真 

施工計画書、施工報告書、’工事写

真 

(3) 鉄筋工事 鉄筋 規格、種別、径、配筋、強度 ミルシート、試験報告書 

加工、組立 定着、継手、カブリ厚、補強 

ガス圧接 

納品書、工事写真 

(4) コンクリート工事 材料 調合、温度補正、スランプ、 調合表、品質管理資料 

施工 

 

出来形 

空気量、塩化物量、強度、型 施工計画書、試験報告書、 

枠 工事写真 

寸法、形状 工事写真 

(5) 鉄骨工事 鋼材、ボルト 規格、材質、寸法 ミルシート、工事写真、 

加工、組立 製作工場、施工管理技術者、 

施工精度 

強度、形状 

施工検査報告書、工事写真 

溶接、締付け 試験報告書、工事写真、 

防錆塗装 塗布量 納品書、工事写真 

耐火被覆 吹付厚 工事写真 

(6) コンクリートブロ

ック、ALCパネル押 

（コンクリートブロック） 

製品 規格、種別、寸法 納品書 

出成形セメント板工 

事 

施工 

（ALCパネル・押出成 

形セメント板） 

製品 

配筋、コンクリート・モルタ 

ルの充填、目地 

 

規格、種別、寸法 

品質管理資料、工事写真 

 

 

納品書 

施工 取付け工法、アンカー、溶接 

目地 

工事写真 

(7) 防水工事 （アスファルト防水） 

材料 プライマー、アスファルト、 

各種ルーフィング、断熱材 

気象条件、下地、工法、工程 

張り付け、保護層、目地 

水張り 

納品書、工事写真 

施工 品質管理資料、工事写真 

試験 

（高分子ルーフィング） 

材料 

試験報告書、工事写真、保証書 

規格、種別、厚さ 納品書、工事写真 

施工 

 

（塗膜防水） 

材料 

気象条件、下地、工法、工程 

張り付け、増張り、押え 

 

塗膜防水材 

品質管理資料、工事写真、保証書 

 

 

納品書、工事写真 

施工 

（シーリング） 

材料 

気象条件、下地、工法、工程 品質管理資料、工事写真、保証書 

種別、材質 納品書 

施工 下地、接着性、目地 工事写真 
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工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(8) 石工事 材料 材質、寸法 納品書 

施工 工法､アンカー､養生､目地 工事写真 

(9) タイル工事 材料 材質、寸法 納品書 

施工 工法、目地、浮き、割れ、

養生 

工事写真 

(10) 木工事 材料 樹種、等級、寸法、含水率 納品書、材料検査書、工事写真 

施工 工法、仕口、金物、節の処

理防腐、防ぎ処理 

工事写真、保証書 

(11) 屋根及び、とい

工事 

（屋根） 

材料 材質、寸法 納品書 

施工 

 

（とい） 

材料 

工法、下地、重ね、水仕舞 

取付金物 

 

材質、寸法 

工事写真 

 

 

納品書 

施工 取付金物、水勾配、防露 工事写真 

(12) 金属工事 材料 材質、表面処理 納品書 

施工 溶接､アンカー､補強､防錆 

固定 

工事写真 

(13) 左官工事 材料 材質、種別 納品書 

施工 下地処理、塗り厚、目地 

浮き、ひび割れ、平滑 

塗りむら、水勾配 

打診、工事写真 

(14) 建具工事 （金属建具） 

製品 

 

施工 

（木製建具） 

材料 

施工 

 

（ガラス） 

材料 

施工 

 

 

材質､寸法､耐圧、気密､水 

密、表面処理 

取付、納まり、開閉 

 

樹種、種別、寸法、金物 

取付､納まり､反り､建付け 

固定 

 

種別、厚さ、色調 

パテ、シール、ビート材 

綱入り切り口の塗装 

 

納品書、製品検査書 

 

工事写真 

 

製品状態 

開閉 

 

 

製品状態 

工事写真 

(15) 塗装土事 材料 種別 納品書 

施工 下地、工程、塗布量、浮き 工事写真 

(16) 内装工事 材料 材質、種別、認定 納品書、認定書 

施工 下地、取付、納まり、割れ 

汚れ 

工事写真 

(17) 舗装工事 材料 材質、粒度、配合 品質管理資料 

施工 基準高、延長、幅員、面積 測定、コアー試験 

厚さ、不陸、目地 工事写真 

(18) 排水工事  機械設備工事に準ずる。  
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 2 電気設備工事 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の・方 法 

(19) 植栽工事 樹種、品種 

施工 

種別、数量、寸法 

掘削、用土、支柱、間隔 

面積、目土、活着 

植栽状態、工事写真 

形姿、工事写真 

保証書 

(20) カーテンウォ

ール工事 

製品 

施工 

材質、寸法、性能 

取付、納まり 

納品書、製品検査書 

工事写真 

(21) ユニット及び

その他の工事 

製品、材料 

 

施工 

材種、寸法、形状 

性能 

工法、取付け、納まり 

納品書、認定書 

 

工事写真 

工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(1) 共通事項 ① 配管 
 

 

 

 

 

 

 

 ② 配管（地中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 配線 

 

 

④ 昇降機設備 

 

管材質の使用範囲の確認 

施工方法 
 

 

 

 

 

 

管材質の使用範囲の確認 

 

施工方法 

 

 

 

ハンドホール 

 

 

埋設表示 

線種の確認 

接 続 

 

本体（篭） 

機器、型式の確認 

施工方法 

官庁申請 

試 験 

 

 

清 掃 

関係官庁への諸手続 

メーカー、ＣＰ、ＧＰ、 

ＨＩＶＥ、ＶＥ 
(1) 寸法､取り付状態（附属品） 

(2) 配管路、支持及び接続の
状態 

(3) ボンド線の取付状態 

(4) ボックス類の塗装 

(5) 工程写真の確認 

メーカー、ＧＰ、ＨＩＶＥ、 

ＦＥＰ 

(1) 寸法、埋設深度 

(2) 掘削、埋もどし、保護砂、 

残土処理 

(3) 工程写真の確認 

(1) 形状、寸法、鋳鉄蓋 

(2) 管路との結合、ケーブル
の支持 

 標識シート、埋設標 

 メーカー､種別、色別、寸法、 

 圧着､接続、テーピング、端末 

 処理 

 形状、寸法、構造、塗装 

 容量、機能 

 支持、据付の状態、防振 

 建築基準法のチェック 

 絶縁、接地、調速機、非常止
め、 

負荷、耐振、すき間測定、管制 

運転 

篭、内外部、各機器類 

特定行政庁 

(2) 電力設備工事 ① 受変電設備 機器、形式の確認 

配線の施工方法 

キュビクル 

接 地 

試 験 

メーカー、容量、機能の確認 

配線の種類、整線、端末処理 

構造、加工、機器配置取付 

各種別測定値、接地区分の適正 

絶縁、耐圧、各リレー調整試験 
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工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

  

 

 

② 発電機設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 避雷針設備 

 

 

 

 

 

④ 動力設備 

 

 

 

 

⑤ 電灯、コンセント

設備 

塗装工事 

清 掃 

関係官庁への諸手続 

機器、型式の確認 

施工方法 

 

配管（排気管含） 

接 地 

試 験 

 

清 掃 

関係官庁への諸手続 

機器、型式の確認 

避雷針 

配 線 

他の工作物との離隔 

接 地 

関係官庁への諸手続 

盤内機器 

制御盤（外箱） 

接 地 

試 験 

清 掃 

配線器具、照明器具、型式 

各器具 

 

 

 

 

 

 

接 地 

試 験 

清 掃 

施工範囲、塗料、塗り回数 

盤面、計器、機器類 

電力、消防、保安協会 

メーカー、容量、機能の確認 

配置、据付の状態、防振、防音 

対策 

径路、取付状態、断熱 

各種別測定値 

試運転（動作確認）、絶縁、警 

報 

機器、盤面 

消防、保安協会 

仕様、メーカー 

突針の取付、高さ、支持管等 

支持方法、間隔、屈曲等 

電気配線（弱電含）、ガス管 

接地極、標識、接地抵抗値 

特定行政庁、消防 

メーカー、容量 

形状、寸法、銘板、塗装 

接地抵抗値 

絶縁、総合動作 

機器、盤面 

メーカー、仕様 

（1） 取り付け状態、方法 

（2）取り付灯具の調和、照度 

（3）器種の選定（防水、防爆） 

（4）点滅器の点滅順序、極性 

（5）コンセントの取付方向、極 

性 

（6）器具類の接地 

接地抵抗値 

絶縁、点滅、導通、極性 

各器具及盤面 

(3) 通信設備工事 ① 放送設備 
 
 
 
 
 
② 電気時計設備 

 
 
 
 
③ テレビ共聴設備 

 
 
 
 
④ 呼出警報設備 

機器の型式の確認 

施工方法 

拡声器 

音量調節器 

試 験 

清 掃 

機器の型式の確認 

施工方法 

時 計 

試 験 

清 掃 

機器の型式の確認 

施工方法 

アンテナ 

試 験 

清 掃 

機器の型式の確認 

施工方法 

機 器 

仕様、メーカー 
配線の線種、接続状態、配置、 
取り付位置、状態、取り付け、 
動作の確認、混信、反響、振動 
 
各機器 
仕様、メーカー 
配線の線種、接続状態 
取り付け位置、状態 
時間調整 
各機器 
仕様、メーカー 
配線の線種、接続状態 
取り付状態、支持金物 
映像の状態、電界強度 
各機器 
仕様、メーカー 
配線の線種、接続状態 
取り付け位置、状態 
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3 機械設備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検査の方法 

  

 

⑤ 火災報知設備 

 

 

 

 

 

 

⑥ 電話設備 

試 験 

清 掃 

機器の型式の確認 

施工方法 

機 器 

受信盤 

試 験 

清 掃 

関係官庁への手続 

機器の型式の確認 

施工方法 

機 器 

試 験 

清 掃 

関係官庁への手続 

動作、点灯 

各機器 

仕様、メーカー 

配線の線種、接続状態 

取り付け位置、状態 

専用電源、非常電源設備 

動作 

各機器 

消防 

仕様、メーカー 

配線の線種、接続状態 

取り付け位置、方法、状態 

機能、通話 

各機器 

西日本電信電話（株） 

工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

(1) 衛生設備工事 ① 給水設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 衛生器具設備 

 

 

 

③ 排水設備 

1 管材質の使用範囲の確認 

 

 

2 弁及び配管器具の仕様の

確認 

3 配管の施工方法 

 

 

 

4 水圧テスト、漏水のチェ

ック 

5 槽類 

6 ポンプ類 

 

7 保温、防露工事 

 

 

8 塗装工事 

 

9 関係官庁への諸手続 

10 清掃 

 

1 種類、型式の確認 

2 器具取り付けの施工状態 

 

3 清掃 

1 管材質の使用範囲の確認 

 

2 器具との接続方法は適正 

か 

3 配管の施工方法 

ＨＩＶＰ｡ライニング鋼管｡ⅤＰ

等､メーカー､継手､接合材共 

 

弁の種類、規格、フレキシプル 

継手等 

支持、固定、埋設深度、掘削、 

埋めもどし､保護砂、残土処理、 

埋設表示柱・テープスリーブ、 

水抜き、衛生上の問題等 

 

 

仕様、据付状態、架台、基礎 

仕様、据付状態、試運転、電気 

関係 

施工範囲、仕様のチェック、貫 

通部分の保温､防蝕、凍結対策、 

仕上がり状態 

施工範囲、塗料、塗り回数、文 

字、仕上がり状態 

 

管内、槽内、水質検査、整地状 

態 

メーカー、数量 

高さ、間隔、固定、補強板、フ 

ラッシュ弁の調整、流水状態 

器具 

ＶＰ、ＶＵ、ＨＰ、ＣＩＰ等、 

メーカー、継手、接合材共 

 

 

支持、固定、勾配、通気､掘削、 

埋戻し、残土処理、埋設深度、 

スリーブ、間接排水 



- 99 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 給湯設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ガス設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ し尿浄化槽・ 

合併処理施設 

4 会所桝の施工方法 

 

 

5 排水槽、汚水槽 

 

 

6 保温、防露、塗装 

7 官庁手続き、放流先の

確認 

8 満水・通水テスト 

9 清掃 

１ 管材質の確認 

 

2 配管の施工方法 

 

 

3 機器 

 

4 保温、防露、塗装 

5 水圧・漏水テスト 

6 官庁手続き 

 

7 清掃 

１ 管材質の確認 

 

2 配管の施工方法 

 

 

3 機器 

4 保温、防露、塗装 

5 法規のチェック 

 

6 官庁手続き 

7 消火テスト 

8 清掃 

1 管材質の確認 

 

2 施工方法 

3 機器 

 

4 官庁申請 

5 テスト 

6 塗装 

7 清掃 

1 各仕様の確認 

 

 

 

 

 

2 寸法検査 

 

3 配管 

雑排水桝、汚水桝、泥溜り、イ 

ンバート切り、マンホール格子 

蓋の仕様及びメーカー 

コンクリート等の仕様、寸法、 

ポンプ仕様、メーカー、満水テ 

スト、試運転 

給水設備に準ずる。 

 

 

 

管内、槽内、整地状態 

ＳＵＳ､ＣＵＰ、継手・接合材、

メーカー 

支持、固定、接合方法、伸縮継 

手、膨張管、埋設配管、スリー 

プ、電蝕 

仕様、基礎、架台、温度計、圧 

力計 

給水設備に準ずる。 

 

ボイラー、圧力容器、危険物、 

その他 

 

ＧＰ、ＨＩＶＰ、ＶＰ、継手・ 

接合材、メーカー 

支持、固定、かとう継手、埋設 

深度、掘削、保護砂、埋戻し、 

残土処理、スリーブ 

仕様、メーカー 

給水設備に準ずる。 

設置基準、設置場所、必要水量 

等 

消防手続き 

水圧、水量、電気関係 

 

ＧＰ、ライニング管、継手・接 

合材、メーカー 

支持、固定、スリーブ、埋設配 

管、水抜き、防蝕、性能、メー 

カー 

換気法チェック 

気密試嘩、燃焼試験 

給水設備に準ずる。 

 

コンクリート強度、鉄筋、モル 

タル、マンホール、チェッカー 

プレート、ポンプ、ブロアー、 

塗装､掘削、埋戻し、残土処理、 

水替え、導入管、排水管の深さ 

放流先の確認、消毒装置 

各部寸法、モルタルの浮き上が 

り 

給水設備に準ずる。 
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工    種 検 査 項 目 検 査 内 容 検 査 の 方 法 

 
 

 

 

 

 

⑧ 厨房設備・実験台類 

 

 

 

⑨ 焼却炉 

 

⑩ さく井 

 

4 電気設備 

5 試運転 

 

6 官庁手続き 

7 清掃 

1 各仕様の確認 

 

2 試運転 

3 清掃 

1 各仕様の確認 

 

 

 

仕様、接地、絶縁測定 

溝水試験、曝気試験、ポンプ試 

験 

 

敷地整地共 

仕上がり状態、材質、寸法、補 

強材、機器固定 

燃焼試験等 

 

耐火レンガの積み方、床仕上げ、 

煙道 

井戸深さ、口径、水位データ及 

び資料 

(2) 空気調和・換気

設備工事 

① 機器設備 

 

 

 

 

 

 

② 配管設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ダクト設備 

 

 

 

 

 

 

④ 自動制御設備 

 

 

 

⑤ 総合調整 

1 仕様の確認 

 

 

 

2 試運転 

 

3 官庁手続き 

4 保温・塗装 

5 清掃 

1 管材質の確認 

 

2 弁及び配管器具の確認 

 

 

 

3 配管の施工方法 

 

4 水圧テスト 

5 保温・塗装 

6 清掃 

1 材質、仕様の確認 

2 ダクトの施工方法 

 

 

 

3 試運転 

 

4 保温・塗装 

5 清掃 

1 仕様、取り付け状態 

 

2 試運転 

 

1 空気調和換気設備 

冷凍機、冷却塔、送風機、パッ 

ケージ、ポンプ、ボイラー、熱 

交、ヘッダー類、タンク類、空 

調機、フィルター、煙道等、基 

礎、固定、据付状態、メンテナ 

ンスチェック 

騒音、振動、温・湿度、風量、 

風速、電流・アース等電気関係、 

換気関係 

法チェック 

給水設備に準ずる。 

 

ＶＰ、ＧＰ等、メ－カー、継手・ 

接合材 

弁の種類・規格、可とう、継手、 

伸縮継手、流量計、空気抜き弁、 

圧力計、温度計、トラップ類、 

温調弁・減圧弁等の自動計器 

支持、固定、土工事、スリーブ、 

エアー抜き、水抜き、勾配 

 

給水設備に準ずる。 

 

板厚、材質 

支持、固定、消防、防火・防煙、 

区画の確認、ダンパーの仕様、 

吹出口、吸込口の位置、取り付 

け状態 

風量、風速、騒音、フードの面 

風速 

給水設備に準ずる。 

電気関係のチェック、取り付け 

場所 

作動及び連動のチェック、警報、 

各指示計のチェック 

空気調和換気設備全体の試運転、 

各種チェック 
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高知県建設工事成績評定要綱 
 

 

 

 

（目 的） 

第 1 条  この要綱は、高知県建設工事検査規程（昭和 42 年高知県訓令第３号。以下｢検査規定」という。）

第１３条の規定に基づき、工事の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、公共工事の品

質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって建設業者の適正な選定及び指導育成に資す

ることを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第 2 条 評定は、1 件の当初請負代金額が 500 万円以上の請負工事について行うものとする。 

（ただし、建築課・営繕課・住宅課が監督するものは除く） 

 

（評定者） 

第 3 条  工事成績の評定者（以下「評定者」という。）は、検査規程第 4 条の規定により検査を命じられた

検査員並びに当該工事を担当する監督職員（総括監督員、専任監督員、主任監督員、工事監督員）とし、

下表の区分とする。 

 

  完 成 検 査 評 定 対 象 者 

１）第一次評定者 工事監督員・主任監督員 

２）第二次評定者 総括監督員 

（もしくは専任監督員） 

３）最終評定者  検査職員 

 

（現場の実態把握） 

第 4 条  工事成績の評定を行う立場にあるものは、努めて現場の巡視を行い粗漏な工事の防止、工事安全

の確保、工事促進等に適切な指導と助言を行うとともに、工事成績の評定資料となる諸要素の把握に努

めなければならない。 

 

（評定の方法） 

第 5 条  評定は、監督または検査により確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確か

つ公正に行うものとする。 

２ 工事成績の評定は、別に定める「工事成績採点の考査項目別運用表」により行うものとする。 

３ 評定の結果は、別記様式１「工事成績評定表」(以下｢評定表｣という。)に記録するものとする。 

４ 細目別評価点は、別記様式２「細目別評価点表」に記録するものとする。 

 

（評定の時期） 

第６条 検査職員である評定者は完成検査（債務工事の最終出来高検査と部分引渡検査を除く）の終了後

平成17年３月３日制定 
平成20年４月１日改定 
平成23年７月１日改定 
平成24年４月１日改定 
平成28年４月１日改定 
令和 7年４月１日改定 
土木部長 
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に、監督職員である評定者は工事が完成したときに、それぞれ評定を行うものとする。 

２ 監督職員は、検査が実施されるまでに、検査職員が行うものを除く評価を取りまとめのうえ評定表を

検査職員に提出するものとする。 

３ 検査職員は、監督職員から提出された評定表に、工事の評定を加えて評定点の合計を記入するものと

する。 

 

（評定の報告） 

第７条 最終評定者は、評定表において極端な点数が認められた場合は、建設検査長に報告しなければな

らない。 

２ 報告を受けた建設検査長は、評定内容を確認するため、対象となる工事を監督した所属の長及び建設

検査長が認める者において、評定の内容を確認しなければならない。 

３ 報告された評定表は、評定の内容を確認した後に検査命令権者に提出することとする。 

  

（評定表等の提出） 

第８条 検査職員は、評定を行ったときは、評定表等を検査調書に付し、検査命令権者に提出するものと

する。 

  

（評定結果の通知等） 

第９条 検査命令権者は、評定者から評定表等の提出があったときは、当該工事の受注者に評定点を速や

かに別記様式３により通知するとともに当該工事の入札及び契約担当部署で閲覧に供するものとする。 

２ 閲覧期間は、当該工事の完成検査日の属する年度及びその翌年度とする。 

 

（評定の修正等） 

第 10 条 検査命令権者は、第 9 条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、

修正しなければならない。 

２ 検査命令権者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を当該工事の受注者に通知するもの

とする。 

 

（説明請求等） 

第11条 第９条第1項または第10条第2項の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日（「休日」

を含む。）以内に、書面（別記様式4）により当該工事を監督した所属の長（以下「所属長」という。）に

対して評定の内容について説明を求めることができる。 

２ 所属長は、前項による説明を求められたときは、書面（別記様式5）により回答するものとする。 

３  所属長は、第１項の書面の写し及び前項の書面の写しを事務所内並びに入札及び契約担当部署におい

て閲覧に供するものとする。 

４ 閲覧期間は、当該工事の完成検査日の属する年度及びその翌年度とする。 

 

（再説明請求等） 

第12条 第11条第2項の回答を受理した者で当該回答に不服がある者は、回答を受けた日から起算して14日

（「休日」を含む）以内に、書面(別記様式4準用)により、所属長に対して再説明を求めることができる。 

２ 所属長は、前項による再説明を求められたときは、検査規程第12条第2項の「検査処置検討会議」の審
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議を経て書面(別記様式5準用)により回答するものとする。 

３  所属長は、第１項の書面の写し及び前項の書面の写しを事務所内並びに入札及び契約担当部署におい

て閲覧に供するものとする。 

４ 閲覧期間は、当該工事の完成検査日の属する年度及びその翌年度とする。 

 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、工事成績評定に関し別途細目を定めることができる。 

 

附則 

１ この要綱は、平成17年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

２ この要綱は、平成20年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

３ この要綱は、平成23年７月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。ただし、第10条は、 

遡って適用できるものとする。 

４ この要綱は、平成24年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

５ この要綱は、平成28年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 

６ この要綱は、令和7年４月１日から施行し、同日以後契約する工事から適用する。 



- 104 - 

 

別記 様式１ 
工 事 成 績 評 定 表 

 

建設検査長 技術管理課長 課長補佐 所長 次長 技術次長 技査 課長 ﾁｰﾌ 

         

工 事 番 号  所 属 名  

工 事 名  契 約 年 月 日  

工 事 場 所   

工 期 
着 工  

請 負 者 名  完 成  

請 負 金 額  竣 工 年 月 日  

現場代理人  検 査 年 月 日  

主任技術者  工 事 監 督 員  

監理技術者  工 事 副 監 督 員  

 

評 定 

 

職 

 

員 

主任・工事監督員職氏名 総括（専任）監督員職氏名 検査員職氏名 

  

 
 

  

評 価  項 目 主任・工事監督員評定 総 括 監 督 員 評 定 検 査 員 ( 完 成 ) 評 定 

項 目 細 別 a b c d e a ａ’ b ｂ’ c d e a ａ’ b ｂ’ c d e 

1.施工体制 Ⅰ.施工体制一般 +1.0 +0.5 0 -5.0 -10               

Ⅱ.配置技術者 +3.0 +1.5 0 -5.0 -10               

2.施工状況 Ⅰ.施工管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10        +5.0  +2.5  0 -7.5 -15 

Ⅱ.工程管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10 +2.0  +1.0  0 -7.5 -15        

Ⅲ.安全対策 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10 +3.0  +1.5  0 -7.5 -15        

Ⅳ.対外関係 +2.0 +1.0 0 -2.5 -5.0               

3.出来形 

及 び 

出来ばえ 

Ⅰ.出来形 +4.0 +2.0 0 -2.5 -5.0        +10 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10 -20 

Ⅱ.品質 +5.0 +2.5 0 -2.5 -5.0        +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25 

Ⅲ.出来ばえ             +5.0  +2.5  0 -5.0  

4.工事特性 Ⅰ.施工条件への対応          0.0          

5.創意工夫 Ⅰ.創意工夫   0.0                 

6.社会性等 Ⅰ.地域への貢献等      +10 +7.5 +5.0 +2.5 0          

加減点合計(1+2+3+4+5+6) 点 点 点 

評定点（65±加減点合計） ①   点 ②   点 ③ 点  

 

7.評定点計 
点 

①   点×0.4＋ ②  点×0.2＋ ③ 点×0.4＝  点 

8.法令遵守等  点  

9.評定点合計       点  7.評定点-8.法令遵守等   

 

 

 

所

見 

主任監督員・工事監督員 総括監督員 検査員 

   

・評定点合計で、８０点以上、６０点未満は必ず記述すること。 

   



 

別記 様式２ 細 目 別 評 定 点 表 

項 目 種 別 ①主任監督員・工事監督員 ②総括（専任）監督員 ③検査員 細目別評定点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 ×0.4＋2.9＝ 点 
   

3.3 点 

Ⅱ．配置技術者 ×0.4＋2.9＝ 点 
   

4.1 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 ×0.4＋2.9＝ 点 
 

×0.4＋6.5＝ 
 

点 
 

13.0 点 

Ⅱ．工程管理 ×0.4＋2.9＝ 点 ×0.2＋3.2＝ 点 
  

8.1 点 

Ⅲ．安全対策 ×0.4＋2.9＝ 点 ×0.2＋3.3＝ 点 
  

8.8 点 

Ⅳ．対外関係 ×0.4＋2.9＝ 点 
   

3.7 点 

３．出来形及び 

出来ばえ 

Ⅰ．出来形 ×0.4＋2.8＝ 点 
 

×0.4＋6.5＝ 
 

点 
 

14.9 点 

Ⅱ．品質 ×0.4＋2.9＝ 点 
 

×0.4＋6.5＝ 
 

点 
 

17.4 点 

Ⅲ．出来映え 
  

×0.4＋6.5＝ 
 

点 
 

8.5 点 

４．工事特性 Ⅰ．施工条件への対応 
 

×0.2＋3.3＝ 点 
  

7.3 点 

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫 ×0.4＋2.9＝ 点 
   

5.7 点 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 
 

×0.2＋3.2＝ 点 
  

5.2 点 

７．法令遵守等 
  

×1.0＝ 点 
   

 
評 

 
定 

 
点 

 
計 

点 点 点 
  

100 点 
40

点 

20

点 

40 点 

 評 定 点 合 計   点 

＊1 １～３の評点（加減点合計）＋４～６の評定（加点合計）－７の評点(減点）＝評定点合計
各評定点は、少数２位を四捨五入し小数１位止めとする。 

＊2 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。 

-
 
1
05

 
- 
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別記 様式３  
第 号 

令和 年 月 日 
 
 

様 
 

 

 

高 知 県 知 事  

 

 

 
 

工事成績評定について（通知） 
 

 

 
 

工 事 番 号 
 

工 事 名 
 

工 事 場 所 
 

 
工 

 
期 

着 工 
 

完 成 
 

請 負 代 金 額 
 

契 約 年 月 日 
 

検 査 年 月 日 
 

出 来 高 金 額 
 

評 定 点 
 

Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 工 事 

 

※ 項目別評定点は、別表１のとおり 
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別 表 １  

項 目 別 評 定 点 
 

 

 

評 価 項 目 
 

細 別 

 

評定点／満点 

 

 

１．施工体制 

 

Ⅰ．施工体制一般 
 

／ 
 

3.3 
 

点 

 

Ⅱ．配置技術者 
 

／ 
 

4.1 
 

点 

 

 

 

 

２．施工状況 

 

Ⅰ．施工管理 
 

／ 
 

13 
 

点 

 

Ⅱ．工程管理 
 

／ 
 

8.1 
 

点 

 

Ⅲ．安全対策 
 

／ 
 

8.8 
 

点 

 

Ⅳ．対外関係 
 

／ 
 

3.7 
 

点 

 

 

 
３．出来形及び出来ばえ 

 

Ⅰ．出来形 
 

／ 
 

14.9 
 

点 

 

Ⅱ．品質 
 

／ 
 

17.4 
 

点 

 

Ⅲ．出来ばえ 
 

／ 
 

8.5 
 

点 

 

４．工事特性 
 

Ⅰ．施工条件への対応 
 

／ 
 

7.3 
 

点 

 

５．創意工夫 
 

Ⅰ．創意工夫 
 

／ 
 

5.7 
 

点 

 

６．社会性等 
 

Ⅰ．地域への貢献等 
 

／ 
 

5.2 
 

点 

 

８．法令遵守等 
  

（減点） 

 

評定点合計 
 

／ 
 

100.0 
 

点 
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別記様式－4 

 

工事成績評定結果説明請求書 
 

令和 年 月 日 

高知県知事 濵田 省司 様 
 

住所 

商号又は名称

代表者氏名 

電話番号  

 

 
工事成績評定について、評定結果に不服がありますので、下記の事項について説明を求めます。 

 

記 

 

発注機関名  

工事番号  

工事名  

工事場所  

説明を求める事項  

説明請求理由  
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別記様式－5  
工事成績評定結果説明請求回答書 

 

 
（説明請求者） 

令和 年 月 日 

 
様 

 

高知県知事 濵田 省司 
 

工事成績評定結果の説明については、下記のとおりです。 
 

記 

 

発注機関名  

工事番号  

工事名  

説明請求申立者
住所、名称等 

 

 

説明請求内容  

説明内容  
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高知県建設工事成績評定要領 

 

（目的） 
第１条 この要領は、高知県建設工事成績要綱の規定に基づき、工事の成績評定（以下「評定」という。） 

 に必要な細目を定め、厳正かつ的確な評定に資することを目的とする。 

 

（評定の内容） 

第２条 評定は、契約目的物を施工した受注者の技術力、取組姿勢等の施工状況及び目的物の品質等を評 

 価するものとする。 

 

（評定の方法） 

第３条 評定は、監督または検査により確認した事項に基づき、「工事成績採点の考査項目別運用表」（別 

 紙１・１－２・１－３、以下「運用表」という。）により、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うも 

のとする。 

２ 一次評定者は、運用表（別紙１）の「１．施工体制〔Ⅰ．施工体制一般、Ⅱ．配置技術者〕」、「２．施 

 工状況〔Ⅰ．施工管理、Ⅱ．工程管理、Ⅲ．安全対策、Ⅳ．対外関係〕」の細別毎に、「評価対象項目」 

 の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率（％）により評価 

を行うものとする。 

  また、「３．出来形及び出来ばえ〔Ⅰ．出来形、Ⅱ．品質〕」については、「建設工事技術管理要綱」に 

 基づく基準及び規格値を満足したうえで、規格に対して十分なゆとりで適正な管理が出来ているかどう 

かについて、記入方法及び留意事項（別紙２）の「１．出来形及び品質のばらつきの考え方」を参照し 

て評価すること。ただし、「Ⅰ．出来形」において、ばらつきが少ないと判断される場合は、該当項目数 

による評価も行う。「Ⅱ．品質」において、試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場 

合は、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした 

比率（％）により評価を行うものとする。 

   

３ 二次評定者は、運用表（別紙１－２）の「２．施工状況〔Ⅱ．工程管理、Ⅲ安全対策〕」、「４．工事 

特性」、「６．社会性等」の細別毎に、該当項目数で評価を行うものとする。 

  なお、「６．社会性等」の「地域への貢献等」とは工事の施工にともなって、地域社会や住民に対する 

 配慮等の貢献について、受注者の実施状況を基に加点評価を行うものとする。 

４ 検査職員は、運用表（別紙１－３）の「２．施工状況〔Ⅰ．施工管理〕、３．出来形及び出来ばえ〔Ⅰ． 

 出来形、Ⅱ．品質、Ⅲ．出来ばえ〕」について評価を行うものとする。 

  「２．施工状況〔Ⅰ．施工管理〕」については、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しな 

 い項目を削除した後の評価項目を母数とした比率（％）により評価を行うものとする。 

  「３．出来形及び出来ばえ〔Ⅰ．出来形〕」については、「建設工事技術管理要綱」に基づく基準及び 

 規格値を満足したうえで、出来形のばらつきを判断し、評価対象項目の該当数で評価を行うものとする。 

  「３．出来形及び出来ばえ〔Ⅱ．品質〕」については、主たる工種を選択後に、「建設工事技術管理要 

綱」に基づく基準及び規格値を満足したうえで、出来形のばらつきを判断し、「評価対象項目」の中から、 

評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率（％）により評価を行うもの 

とする。ただし、試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価項目による評価 

平成17年３月３日制定 
平成18年７月１日改定 
平成20年４月１日改定 
平成28年４月１日改定 
令和  4年４月１日改定 
令和  7年４月１日改定 
土木部長 
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とする。 

  「３．出来形及び出来ばえ〔Ⅲ．出来ばえ〕」については、主たる工種を選択後に該当項目数で評価を 

行うものとする。 

５ 評定にあたっては、記入方法及び留意事項（別紙－２）の出来形及び品質のばらつきの考え方、 

コンクリート構造物のクラック、多工種の取扱いを参照すること。 

 

（評定基準） 

第４条 工事成績を評価するうえでの総合評価の標準については、下記を参考とする。 

  Ａランク    80点以上       他の模範となる優秀な工事 

  Ｂランク    ７５～８０点未満   Ａランクではないが、標準的な工事の中で優秀なもの 

  Ｃランク    ６５～７５点未満   標準的な工事 

  Ｄランク    ６０～６５点未満   Ｅランクではないが、今後改善すべき事項がある工事 

  Ｅランク    60点未満       今後指名などに影響を及ぼすおそれのある工事 

 

（評定の利用） 

第５条 工事成績評価の結果は、良質な工事の施工を確保し、優良な建設業者の育成の資料とするため、 

 主に次の各号に掲げるものに利用するものとする。 

 （１）入札参加の選定又は評価を行うとき。 

 （２）建設業者格付認定基準において加点減点を行うとき。 

 （３）優良な工事を選定するとき。 

 （４）良質な工事施工を目指す監督指導体制の検討。 

 

（評定表の管理） 

第６条 工事成績評定表等は契約担当部署において5年間保存管理しなければな 

らない。 

 

附 則 

１ この要領は、平成17年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

２ この要領は、平成18年7月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

３ この要領は、平成20年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

４ この要領は、平成28年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

５ この要領は、令和4年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

６ この要領は、令和7年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 



別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

評
価

対
象

項
目

□
□

□
□

(1
)作

業
分

担
の

範
囲

が
、

施
工

体
制

台
帳

及
び

施
工

体
系

図
に

明
確

に
記

載
し

て
い

る
。

□
□

(2
)工

事
カ

ル
テ

の
登

録
は

、
監

督
職

員
の

確
認

を
受

け
た

上
で

、
受

注
時

、
登

録
内

容
の

変
更

時
、

完
成

時
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
０

日
以

内
に

登
録

申
請

が
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(3
)社

内
検

査
員

が
関

係
書

類
、

出
来

形
、

品
質

等
の

確
認

を
工

事
全

般
に

わ
た

っ
て

実
施

し
て

、
社

内
検

査
体

制
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
。

□
□

(4
)建

設
業

退
職

金
共

済
組

合
に

加
入

し
､証

紙
の

購
入

・
配

布
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
が

共
済

証
紙

受
払

簿
等

に
よ

り
適

切
に

把
握

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(5
)施

工
体

制
台

帳
、

施
工

体
系

図
が

整
備

さ
れ

、
施

工
体

系
図

も
現

場
に

掲
げ

ら
れ

、
現

場
と

一
致

し
て

い
る

。

□
□

(6
)施

工
計

画
書

と
現

場
施

工
方

法
が

一
致

し
て

い
る

（
施

工
計

画
書

に
施

工
方

法
の

記
載

が
省

略
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

一
般

的
な

施
工

方
法

と
、

現
場

が
一

致
し

て
い

る
。

ま
た

、
工

事
規

模
に

応
じ

た
人

員
、

船
舶

、
機

械
配

置
の

施
工

と
な

っ
て

い
る

。
）

□
□

(7
)建

設
業

許
可

票
、

労
災

保
険

関
係

成
立

票
、

建
退

共
標

識
、

作
業

主
任

者
・
資

格
者

一
覧

表
等

が
適

正
に

掲
示

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(8
)緊

急
指

示
、

災
害

、
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

が
速

や
か

で
あ

る
。

□
□

(9
)施

工
体

制
一

般
に

つ
い

て
指

示
事

項
が

な
か

っ
た

。
ま

た
は

、
指

示
事

項
に

関
す

る
改

善
が

速
や

か
に

実
施

さ
れ

た
。

□
□

(1
0
)工

場
製

作
期

間
に

お
け

る
技

術
者

を
適

切
に

配
置

し
て

い
る

ｅ

１
　

施
工

体
制

Ⅰ
　

施
工

体
制

一
般

施
工

体
制

一
般

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

施
工

体
制

一
般

に
関

し
て

、
監

督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

ｃ
ｄ

考
査

項
目

工
種

ａ
ｂ

□
□

(1
0
)工

場
製

作
期

間
に

お
け

る
技

術
者

を
適

切
に

配
置

し
て

い
る

。

□
□

(1
1
)機

械
設

備
、

電
気

設
備

等
に

つ
い

て
、

製
作

工
場

に
お

け
る

社
内

検
査

体
制

（
規

格
値

の
設

定
や

確
認

方
法

等
）
を

整
え

て
い

る
。

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

□
□

(1
2
)そ

の
他

理
由

：
　

　
外

の
項

目
は

削
除

す
る

。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

　
　

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)

　
　

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

　
　

対
象

項
目

数
（
 ）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

　
　

目
以

下
の
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合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

●
判
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評
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値
が
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0
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以
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・
・
a

評
価
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以
上
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・
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・
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評
価

値
が
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・
・
・
・
・
・
c

評
価

値
＝

／
＝

-
  

  
-

  
  

- 
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

評
価

対
象

項
目

□
□

【
全

体
を

評
価

す
る

項
目

】

□
□

(1
)現

場
代

理
人

が
常

駐
し

、
専

任
主

任
技

術
者

(監
理

技
術

者
）
が

専
任

し
て

い
る

。

□
□

(2
)作

業
に

必
要

な
作

業
主

任
者

及
び

専
門

技
術

者
を

選
任

及
び

配
置

し
て

い
る

。

【
現

場
代

理
人

を
評

価
す

る
項

目
】

□
□

(3
)現

場
代

理
人

と
し

て
、

工
事

全
体

の
把

握
が

で
き

て
い

る
。

□
□

(4
)設

計
図

書
と

現
場

と
の

相
違

が
あ

っ
た

場
合

は
、

監
督

職
員

と
協

議
す

る
な

ど
の

必
要

な
対

応
を

行
っ

て
い

る
。

□
□

(5
)監

督
職

員
へ

の
報

告
を

適
時

及
び

的
確

に
行

っ
て

い
る

。

【
監

理
（
主

任
）
技

術
者

を
評

価
す

る
項

目
】

□
□

(6
)書

類
を

共
通

仕
様

書
及

び
諸

基
準

に
基

づ
き

適
切

に
作

成
し

、
整

理
し

て
い

る
。

□
□

(7
)契

約
書

設
計

図
書

適
用

す
べ

き
諸

基
準

等
を

理
解

し
現

場
に

反
映

し
て

工
事

を
進

め
て

い
る

現
場

代
理

人
等

の
技

術
者

の
配

置
不

備
が

原
因

で
、

監
督

員
が

文
書

に
よ

り
改

善
指

導

を
行

っ
た

。
又

は
、

専
門

技
術

者
が

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
の

ど
ち

ら
か

１
項

目
に

該
当

す
れ

ば
ｄ
と

す
る

１
　

施
工

体
制

Ⅱ
　

配
置

技
術

者
配

置
技

術
者

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

配
置

技
術

者
に

関
し

て
、

監
督

職
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

ｃ
ｄ

(現
場

代
理

人
等

)

考
査

項
目

工
種

ａ
ｂ

ｅ

□
□

(7
)契

約
書

、
設

計
図

書
、

適
用

す
べ

き
諸

基
準

等
を

理
解

し
、

現
場

に
反

映
し

て
工

事
を

進
め

て
い

る
。

□
□

(8
)施

工
上

の
課

題
と

な
る

条
件

（
作

業
環

境
、

気
象

、
地

質
等

）
へ

の
対

応
を

図
っ

て
い

る
。

□
□

(9
)下

請
の

施
工

体
制

及
び

施
工

状
況

を
把

握
し

、
技

術
的

な
指

導
を

行
っ

て
い

る
。

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

□
□

(1
0
)監

理
（
主

任
）
技

術
者

が
、

明
確

な
根

拠
に

基
づ

い
て

技
術

的
な

判
断

を
し

て
い

る
。

　
　

外
の

項
目

は
削

除
す

る
。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

□
□

(1
1
)施

工
に

先
立

ち
、

創
意

工
夫

又
は

提
案

を
も

っ
て

工
事

を
進

め
て

い
る

。
　

　
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)

　
　

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

【
そ

の
他

の
項

目
】

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

　
　

対
象

項
目

数
（
 ）

□
□

(1
2
)港

湾
工

事
等

潜
水

作
業

従
事

者
を

適
正

に
配

置
し

て
い

る
。

（
港

湾
・
海

岸
工

事
の

み
適

用
）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

　
　

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
3
)港

湾
工

事
等

海
上

起
重

機
作

業
船

団
長

を
適

正
に

配
置

し
て

い
る

。
（
港

湾
・
海

岸
工

事
の

み
適

用
）

●
判

断
基

準

□
□

(1
4
)そ

の
他

理
由

：
評

価
値

が
9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
b

評
価

値
が

6
0
%
以

上
8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
c

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
d

評
価

値
＝

／
＝

す
れ

ば
ｄ
と

す
る

。

監
督

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

場
合

は
ｅ
と

す
る

。

-
  

  
 

-
  

  
 

- 

一
方

、
上

記
に

該
当

し
な

い
場

合
は

評
価

対
象

項
目

に
よ

り
評

定
を

行
う

。

ｄ
ま

た
は

ｅ
に

該
当

す
る

場
合

は
、

評
価

対
象

項
目

に
よ

る
評

価
は

行
わ

な
い

。
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

評
価

対
象

項
目

□
□

□
□

(1
)契

約
書

１
８

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
５

号
に

基
づ

く
設

計
図

書
の

照
査

を
行

い
、

監
督

員
の

確
認

を
受

け
て

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(2
)施

工
計

画
書

の
内

容
が

設
計

図
書

の
内

容
及

び
現

場
条

件
を

反
映

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

。

□
□

(3
)現

場
条

件
変

化
に

対
し

て
、

適
切

に
対

応
し

て
い

る
。

□
□

(4
)工

事
材

料
は

、
工

程
計

画
に

影
響

が
な

い
よ

う
に

調
達

し
、

品
質

に
影

響
が

な
い

よ
う

に
保

管
し

て
い

る
。

□
□

(5
)日

常
の

出
来

形
管

理
を

、
設

計
図

書
及

び
施

工
計

画
書

に
基

づ
き

適
時

及
び

的
確

に
行

っ
て

い
る

。

□
□

(6
)日

常
の

品
質

管
理

を
、

設
計

図
書

及
び

施
工

計
画

書
に

基
づ

き
適

時
及

び
的

確
に

行
っ

て
い

る
。

□
□

(7
)現

場
内

の
整

理
整

頓
を

日
常

的
に

行
っ

て
い

る
。

□
□

(8
)使

用
材

料
の

品
質

証
明

書
及

び
写

真
等

を
整

理
し

て
い

る
。

□
□

(9
)立

会
確

認
、

段
階

確
認

の
手

続
き

が
適

宜
、

的
確

に
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)各

種
施

工
管

理
資

料
を

不
足

な
く
整

理
し

て
い

る

ｅ

２
　

施
工

状
況

Ⅰ
　

施
工

管
理

施
工

管
理

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

施
工

管
理

に
関

し
て

、
監

督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

ｃ
ｄ

ｂ
考

査
項

目
工

種
ａ

□
□

(1
0
)各

種
施

工
管

理
資

料
を

、
不

足
な

く
整

理
し

て
い

る
。

□
□

(1
1
)建

設
副

産
物

の
再

利
用

等
へ

の
取

り
組

み
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

。

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

□
□

(1
2
)工

事
全

般
に

お
い

て
低

騒
音

型
、

低
振

動
型

、
排

出
ガ

ス
対

策
型

の
建

設
機

械
及

び
車

両
を

使
用

し
て

い
る

。
　

　
外

の
項

目
は

削
除

す
る

。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

□
□

(1
3
)現

場
で

の
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
　

　
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)

　
　

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

□
□

(1
4
)そ

の
他

理
由

：
③

 評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

　
　

対
象

項
目

数
（
 ）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

　
　

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

●
判

断
基

準

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
b

評
価

値
が

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
c

評
価

値
＝

／
＝

-
  

  
-

  
  

- 
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

評
価

対
象

項
目

□
□

□
□

(1
)工

程
に

与
え

る
要

因
を

的
確

に
把

握
し

、
そ

れ
ら

を
反

映
し

た
工

程
表

を
作

成
し

て
い

る
。

□
□

(2
)実

施
工

程
表

の
作

成
及

び
ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ

ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟを

行
っ

て
お

り
、

適
切

に
工

程
を

管
理

し
て

い
る

。

□
□

(3
)現

場
条

件
の

変
化

へ
の

対
応

が
迅

速
で

あ
り

、
施

工
の

停
滞

が
見

ら
れ

な
い

。

□
□

(4
)時

間
制

限
や

片
側

交
互

通
行

等
各

種
制

約
へ

の
対

応
が

適
切

で
あ

り
、

大
き

な
工

程
の

遅
れ

が
な

い
。

□
□

(5
)工

事
進

捗
を

早
め

る
た

め
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(6
)適

切
な

工
程

管
理

を
行

い
、

工
程

の
遅

れ
が

な
い

。

□
□

(7
)休

日
の

確
保

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(8
)別

途
併

行
工

事
と

の
工

程
の

調
整

が
良

好
で

あ
る

。
(併

行
工

事
が

あ
る

場
合

）

□
□

(9
)計

画
工

程
以

外
の

時
間

外
作

業
が

ほ
と

ん
ど

な
い

。

□
□

(1
0
)工

程
管

理
に

つ
い

て
指

摘
事

項
が

な
か

っ
た

ま
た

は
指

摘
事

項
に

対
す

る
改

善
が

速
や

か
に

実
施

さ
れ

た

ｂ

少
額

工
事

工
期

内
に

早
期

に
完

成
、

打
ち

合
わ

せ
等

が
確

認
で

き
る

工
事

工
期

内
に

完
成

小
額

工
事

の
評

定
に

つ
い

て

三
工

事
等

で
、

工
程

表
の

提
出

が
さ

れ
て

い
な

い
工

事
の

評
定

の
目

安
は

、
工

事
を

早
期

に
完

成
さ

せ
て

具
体

的
に

進
捗

管
理

を
行

っ
た

こ
と

が
打

ち
合

わ
せ

等
で

確
認ｅ

工
程

管
理

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

工
程

管
理

に
関

し
て

、
監

督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

ｃ
ｄ

考
査

項
目

工
種

ａ

２
　

施
工

状
況

Ⅱ
　

工
程

管
理

□
□

(1
0
)工

程
管

理
に

つ
い

て
、

指
摘

事
項

が
な

か
っ

た
。

ま
た

は
、

指
摘

事
項

に
対

す
る

改
善

が
速

や
か

に
実

施
さ

れ
た

。

□
□

(1
1
)そ

の
他

理
由

：

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

　
　

外
の

項
目

は
削

除
す

る
。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

　
　

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)

　
　

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

　
　

対
象

項
目

数
（
 ）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

　
　

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

●
判

断
基

準

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
b

評
価

値
が

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
c

評
価

値
＝

／
＝

-
  

  
 

-
  

  
 

- 

早
期

に
完

成
さ

せ
て

、
具

体
的

に
進

捗
管

理
を

行
っ

た
こ

と
が

打
ち

合
わ

せ
等

で
確

認

で
き

る
工

事
は

ｂ
評

価
。

工
期

内
に

完
成

さ
せ

れ
ば

ｃ
評

価
を

標
準

と
す

る
。
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

評
価

対
象

項
目

□
□

□
□

(1
)災

害
防

止
協

議
会

等
を

１
回

／
月

以
上

行
っ

て
い

る
。

□
□

(2
)安

全
教

育
及

び
安

全
訓

練
を

半
日

／
月

以
上

実
施

し
て

い
る

。

□
□

(3
)新

規
入

場
者

教
育

の
内

容
に

、
当

該
工

事
の

現
場

特
性

を
反

映
し

て
い

る
。

□
□

(4
)店

社
パ

ト
ロ

ー
ル

を
定

期
的

に
実

施
し

、
記

録
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

（
労

働
安

全
衛

生
法

に
よ

り
店

社
安

全
衛

生
管

理
者

の
選

任
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
工

事
の

み
適

用
）

□
□

(5
)各

種
安

全
パ

ト
ロ

ー
ル

で
指

摘
を

受
け

な
か

っ
た

。
ま

た
は

、
指

摘
を

受
け

た
事

項
に

つ
い

て
、

速
や

か
に

改
善

を
図

り
、

か
つ

関
係

者
に

是
正

報
告

を
し

て
い

る
。

□
□

(6
)安

全
パ

ト
ロ

ー
ル

、
Ｔ

Ｂ
Ｍ

（
ツ

ー
ル

ボ
ッ

ク
ス

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

）
、

Ｋ
Ｙ

（
危

険
予

知
活

動
）
等

を
実

施
し

記
録

を
整

理
し

て
い

る
。

□
□

(7
)過

積
載

防
止

に
取

り
組

ん
で

い
る

。

□
□

(8
)使

用
機

械
、

車
両

等
の

点
検

整
備

等
が

な
さ

れ
、

管
理

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(9
)重

機
操

作
（
ク

レ
ー

ン
作

業
等

）
に

際
し

て
、

誘
導

員
の

配
置

や
重

機
と

人
と

の
行

動
範

囲
の

分
離

措
置

が
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)仮

設
工

の
点

検
及

び
管

理
を

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等

を
用

い
て

実
施

し
て

い
る

ｅ

２
　

施
工

状
況

Ⅲ
　

安
全

対
策

安
全

対
策

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

安
全

対
策

に
関

し
て

、
監

督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

ｃ
ｄ

ｂ
考

査
項

目
工

種
ａ

□
□

(1
0
)仮

設
工

の
点

検
及

び
管

理
を

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等
を

用
い

て
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(1
1
)保

安
施

設
の

設
置

及
び

管
理

を
、

各
種

基
準

及
び

関
係

者
間

の
協

議
に

基
づ

き
実

施
し

て
い

る
。

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

□
□

(1
2
)地

下
埋

設
物

及
び

架
空

線
等

に
関

す
る

事
故

防
止

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
　

　
外

の
項

目
は

削
除

す
る

。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

□
□

(1
3
)そ

の
他

理
由

：
　

　
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)

　
　

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

　
　

対
象

項
目

数
（
 ）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

　
　

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

●
判

断
基

準

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
b

評
価

値
が

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
c

評
価

値
＝

／
＝

-
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

評
価

対
象

項
目

□
□

□
□

(1
)工

事
施

工
に

あ
た

り
関

係
官

公
庁

等
の

関
係

機
関

と
調

整
し

、
ト

ラ
ブ

ル
の

発
生

が
無

い
。

□
□

(2
)地

元
と

の
調

整
を

行
い

、
ト

ラ
ブ

ル
の

発
生

が
な

い
。

□
□

(3
)第

三
者

か
ら

の
苦

情
が

な
い

。
も

し
く
は

、
苦

情
に

対
し

て
適

切
な

対
応

を
お

こ
な

っ
て

い
る

。

□
□

(4
)関

連
工

事
と

の
調

整
を

行
い

、
円

滑
な

進
捗

に
取

り
組

ん
で

い
る

。

□
□

(5
)工

事
の

目
的

及
び

内
容

を
、

工
事

看
板

な
ど

に
よ

り
地

域
住

民
や

通
行

者
等

に
分

か
り

や
す

く
周

知
し

て
い

る
。

□
□

(6
)関

係
機

関
や

地
元

等
の

調
整

協
議

の
打

ち
合

わ
せ

記
録

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(7
)そ

の
他

理
由

：

ｅ

２
　

施
工

状
況

Ⅳ
　

対
外

関
係

対
外

関
係

に
関

し
て

、
監

督
職

員
が

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

対
外

関
係

に
関

し
て

、
監

督
職

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

ｃ
ｄ

ｂ
考

査
項

目
工

種
ａ

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

外
の

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

対
象

項
目

数
（
 ）

④
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

●
判

断
基

準

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
b

評
価

値
が

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
c

評
価

値
＝

／
＝
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅰ
　

出
来

形

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
内

）
□

普
通

（
８

０
％

以
内

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
□

改
造

請
求

を
行

っ
た

［
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

５
０

％
又

は
８

０
％

以
内

の
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
(1

)自
社

の
出

来
形

管
理

基
準

を
適

切
に

設
定

管
理

し
、

出
来

形
測

定
値

が
も

れ
な

く
適

正
に

記
録

さ
れ

て
い

る
。

□
(2

)出
来

形
測

定
に

お
い

て
不

可
視

部
分

の
出

来
形

が
写

真
で

的
確

に
確

認
で

き
る

。

□
(3

)出
来

形
に

関
す

る
写

真
管

理
基

準
の

管
理

項
目

を
満

足
し

て
い

る
。

□
(4

)出
来

形
に

関
す

る
写

真
が

適
切

効
果

的
に

撮
影

さ
れ

て
い

る
。

□
(5

)出
来

形
管

理
基

準
が

定
め

ら
れ

て
い

な
い

工
種

に
つ

い
て

、
監

督
と

協
議

の
う

え
で

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
(6

)そ
の

他
（
理

由
：

判
断

基
準

規
格

値
に

対
す

る
ば

ら
つ

き
の

程
度

該
当

項
目

４
項

目
以

上
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

該
当

項
目

３
項

目
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

該
当

項
目

２
項

目
以

下
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

ｂ

5
0
％

以
内

8
0
％

以
内

a
b

b
b

c
c

該
当

項
目

数
＝

-
  
  
  
  

ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
考

査
項

目

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

あ
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

あ
る

。

ｃ
ｄ

ａ
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

出
来

形
が

、
測

定
項

目
、

測
定

基
準

及
び

規
格

値
を

満
足

せ
ず

、
規

格
値

を
超

え
る

も
の

が
あ

り
、

ば
ら

つ
き

が
大

き
く
契

約
書

第
1
7
条

に
基

づ
き

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

ａ
ｅ

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
□

□
Ⅰ

　
出

来
形

□
□

□
□

□
□

□
□

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

□
□

□
□

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

□
□

判
断

基
準

□
□

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ａ

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
　

ｂ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ｃ

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

-
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅰ
　

出
来

形

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
内

）
□

普
通

（
８

０
％

以
内

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
□

改
造

請
求

を
行

っ
た

［
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

５
０

％
又

は
８

０
％

以
内

の
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

□
□

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

□
□

□
□

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

規
格

値
に

対
す

る
ば

ら
つ

き
の

程
度

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
・
・

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

ｂ

-
  

  
ｃ

ｄ

ｅ

- 

考
査

項
目

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

あ
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

あ
る

。

ｃ
ｄ

ａ
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

出
来

形
が

、
測

定
項

目
、

測
定

基
準

及
び

規
格

値
を

満
足

せ
ず

、
規

格
値

を
超

え
る

も
の

が
あ

り
、

ば
ら

つ
き

が
大

き
く
契

約
書

第
1
7
条

に
基

づ
き

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

ａ
ｅ

ｂ
-

  
  

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

5
0
％

以
内

8
0
％

以
内

a
b

b
b

c
c

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
(1

)据
付

に
関

す
る

出
来

形
管

理
が

容
易

に
把

握
で

き
る

よ
う

、
出

来
形

管
理

図
な

ど
を

工
夫

し
て

い
る

。

□
□

(2
)設

備
全

体
に

わ
た

り
、

形
状

及
び

寸
法

の
実

測
値

が
許

容
範

囲
内

で
あ

る
。

Ⅰ
　

出
来

形
□

□
(3

)施
工

管
理

基
準

の
撮

影
記

録
が

撮
影

基
準

を
満

足
し

て
い

る
。

□
□

(4
)設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
管

理
し

て
い

る
。

□
□

(5
)不

可
視

部
分

の
出

来
形

管
理

を
写

真
撮

影
し

て
い

る
。

□
□

(6
)塗

装
管

理
基

準
の

塗
膜

厚
管

理
を

適
切

に
ま

と
め

て
い

る
。

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

□
□

(7
)溶

接
管

理
基

準
の

出
来

形
管

理
を

適
切

に
ま

と
め

て
い

る
。

□
□

(8
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

。

□
□

(9
)設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
予

備
品

に
不

足
が

な
い

□
□

(1
0
)分

解
整

備
に

お
け

る
既

設
部

品
等

の
摩

耗
、

損
傷

に
つ

い
て

、
整

備
前

と
整

備
後

の
劣

化
状

況
及

び
回

復
状

況
を

図
表

等
に

記
録

し
て

い
る

。

□
□

(1
1
)そ

の
他

（
理

由
：

）

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ａ

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
　

ｂ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ｃ
- 

- 
- 

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

2
6
機

械
設

備
工

事
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅰ
　

出
来

形

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
内

）
□

普
通

（
８

０
％

以
内

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
□

改
造

請
求

を
行

っ
た

［
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

５
０

％
又

は
８

０
％

以
内

の
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

□
□

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

□
□

□
□

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

規
格

値
に

対
す

る
ば

ら
つ

き
の

程
度

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
・
・

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

ｂ
-

  
  

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

5
0
％

以
内

8
0
％

以
内

a
b

b
b

c
c

ｂ

-
  

  
ｃ

ｄ

ｅ

- 

考
査

項
目

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

あ
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

あ
る

。

ｃ
ｄ

ａ
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

出
来

形
が

、
測

定
項

目
、

測
定

基
準

及
び

規
格

値
を

満
足

せ
ず

、
規

格
値

を
超

え
る

も
の

が
あ

り
、

ば
ら

つ
き

が
大

き
く
契

約
書

第
1
7
条

に
基

づ
き

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

ａ
ｅ

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
(1

)据
付

に
関

す
る

出
来

形
管

理
が

容
易

に
把

握
で

き
る

よ
う

、
出

来
形

管
理

図
な

ど
を

工
夫

し
て

い
る

。

□
□

(2
)機

器
等

の
測

定
（
試

験
）
結

果
が

、
そ

の
都

度
管

理
図

表
等

に
記

録
さ

れ
、

適
切

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

Ⅰ
　

出
来

形
□

□
(3

)不
可

視
部

分
の

出
来

形
管

理
を

写
真

撮
影

し
て

い
る

。

□
□

(4
)設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
管

理
し

て
い

る
。

□
□

(5
)設

備
全

体
に

渡
り

、
形

状
及

び
寸

法
の

実
測

値
が

許
容

範
囲

内
で

あ
る

。

□
□

(6
)設

備
の

据
付

及
び

固
定

方
法

が
設

計
図

書
又

は
承

諾
書

と
お

り
施

工
し

て
い

る
。

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

□
□

(7
)配

管
及

び
配

線
が

、
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
と

お
り

に
敷

設
し

て
い

る
。

□
□

(8
)測

定
機

器
の

キ
ャ

リ
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

、
定

期
的

に
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(9
)行

く
先

な
ど

を
表

示
し

た
名

札
が

ケ
ー

ブ
ル

な
ど

に
分

か
り

や
す

く
堅

固
に

取
り

付
け

て
い

る
。

□
□

(1
0
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

。

□
□

(1
1
)そ

の
他

（
理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ａ

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
　

ｂ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ｃ

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

2
7
電

気
通

信
工

事

-
  

  
 

-
  

  
 

- 
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅰ
　

出
来

形

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
内

）
□

普
通

（
８

０
％

以
内

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
□

改
造

請
求

を
行

っ
た

［
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

５
０

％
又

は
８

０
％

以
内

の
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

□
□

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

□
□

□
□

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

規
格

値
に

対
す

る
ば

ら
つ

き
の

程
度

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
・
・

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

ｂ
-

  
  

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

5
0
％

以
内

8
0
％

以
内

a
b

b
b

c
c

ｂ

-
  

  
ｃ

ｄ

ｅ

- 

考
査

項
目

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

あ
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

あ
る

。

ｃ
ｄ

ａ
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

出
来

形
が

、
測

定
項

目
、

測
定

基
準

及
び

規
格

値
を

満
足

せ
ず

、
規

格
値

を
超

え
る

も
の

が
あ

り
、

ば
ら

つ
き

が
大

き
く
契

約
書

第
1
7
条

に
基

づ
き

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

ａ
ｅ

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
(1

)据
付

に
関

す
る

出
来

形
管

理
が

容
易

に
把

握
で

き
る

よ
う

、
出

来
形

管
理

図
な

ど
を

工
夫

し
て

い
る

。

□
□

(2
)機

器
等

の
測

定
（
試

験
）
結

果
が

、
そ

の
都

度
管

理
図

表
等

に
記

録
さ

れ
、

適
切

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

Ⅰ
　

出
来

形
□

□
(3

)不
可

視
部

分
の

出
来

形
管

理
を

写
真

撮
影

し
て

い
る

。

□
□

(4
)設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
管

理
し

て
い

る
。

□
□

(5
)設

備
全

体
に

渡
り

、
形

状
及

び
寸

法
の

実
測

値
が

許
容

範
囲

内
で

あ
る

。

□
□

(6
)設

備
の

据
付

及
び

固
定

方
法

が
設

計
図

書
又

は
承

諾
書

と
お

り
施

工
し

て
い

る
。

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

□
□

(7
)配

管
及

び
配

線
が

、
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
と

お
り

に
敷

設
し

て
い

る
。

□
□

(8
)測

定
機

器
の

キ
ャ

リ
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

、
定

期
的

に
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(9
)行

く
先

な
ど

を
表

示
し

た
名

札
が

ケ
ー

ブ
ル

な
ど

に
分

か
り

や
す

く
堅

固
に

取
り

付
け

て
い

る
。

□
□

(1
0
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

。

□
□

(1
1
)そ

の
他

（
理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

該
当

項
目

が
 ９

０
％

以
上

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ａ

該
当

項
目

が
 ８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
　

・
・
・
　

ｂ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
８

０
％

未
満

　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

ｃ

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

職
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

2
8
電

気
設

備
工

事
（
建

築
）
・

-
  

  
 

-
  

  
 

- 
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅱ
　

品
質

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

［
ば

ら
つ

き
の

判
断

が
で

き
な

い
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

(1
)適

正
に

調
査

・
試

験
が

行
わ

れ
、

整
理

・
記

録
し

、
適

正
な

材
料

選
定

や
施

工
に

反
映

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)供

試
体

が
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

、
採

取
、

作
成

方
法

が
適

正
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(3
)材

料
・
製

品
の

品
質

、
形

状
、

性
能

が
品

質
証

明
書

等
で

必
要

十
分

な
品

質
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)品

質
管

理
が

適
正

に
実

施
さ

れ
、

管
理

記
録

が
適

正
に

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(5
)仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

基
本

的
な

施
工

手
順

や
施

工
上

の
注

意
事

項
が

守
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)施

工
基

面
の

処
理

（
有

害
物

、
過

掘
り

、
平

滑
、

清
掃

、
湧

水
等

）
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)材

料
や

構
造

物
の

保
守

管
理

、
養

生
が

適
切

に
行

わ
れ

、
変

形
、

破
損

、
有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

□
□

(8
)材

料
や

構
造

物
の

継
ぎ

目
部

や
接

合
部

の
処

理
方

法
や

連
結

か
み

合
わ

せ
が

適
正

で
、

適
切

な
施

工
が

確
認

で
き

る
。

判
断

基
準

□
□

(9
)端

部
の

す
り

付
け

等
細

部
ま

で
、

緩
み

や
隙

間
等

が
な

く
入

念
に

施
工

さ
れ

て
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
該

当
項

目
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

(1
0
)そ

の
他

（
理

由
：

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

ｅ
ａ

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

品
質

が
や

や
劣

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る

ｅ
品

質
関

係
の

試
験

結
果

が
規

格
値

、
試

験
基

準
を

満
足

せ
ず

品
質

が
劣

る
。

契
約

書
第

１
７

条
第

２
項

に
基

づ
き

破
壊

検
査

を
行

っ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
の

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

ｃ
ａ

-
  

  
ｂｂ

ｄ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。 -

  
  

考
査

項
目

ｄ

ｃ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
内

で
あ

る
。

- 

①
品

質
の

評
定

は
、

工
事

全
般

を
評

定
す

る
も

の
と

す
る

。

②
品

質
と

は
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
工

事
目

的
物

の
規

格
で

あ
る

。

③
品

質
管

理
と

は
、

「土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

」の
試

験
項

目
、

試
験

基
準

及
び

規
格

値
に

基
づ

く
全

て
の

段
階

に
お

け
る

品
質

確
保

の
た

め
の

管
理

形
態

で
あ

る
。

な
お

、
当

該
管

理
基

準
に

よ
り

が
た

い
場

合
に

つ
い

て
は

、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
品

質
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

④
品

質
管

理
項

目
を

設
定

し
て

い
な

い
工

事
は

「
ｃ
」評

価
と

す
る

。

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
□

□
Ⅱ

　
品

質
□

□
□

□
□

□
□

□
□

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
□

改
造

請
求

を
行

っ
た

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

□
□

□
□

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

□
□

判
断

基
準

□
□

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

- 
-

  
  

-
  

  

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

品
質

が
や

や
劣

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅱ
　

品
質

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

［
ば

ら
つ

き
の

判
断

が
で

き
な

い
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

判
断

基
準

□
□

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

ｅ
ａ

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

品
質

が
や

や
劣

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る

ｅ
品

質
関

係
の

試
験

結
果

が
規

格
値

、
試

験
基

準
を

満
足

せ
ず

品
質

が
劣

る
。

契
約

書
第

１
７

条
第

２
項

に
基

づ
き

破
壊

検
査

を
行

っ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
の

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

ｃ
ａ

-
  

  
ｂｂ

ｄ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。 -

  
  

考
査

項
目

ｄ

ｃ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
内

で
あ

る
。

- 

①
品

質
の

評
定

は
、

工
事

全
般

を
評

定
す

る
も

の
と

す
る

。

②
品

質
と

は
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
工

事
目

的
物

の
規

格
で

あ
る

。

③
品

質
管

理
と

は
、

「土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

」の
試

験
項

目
、

試
験

基
準

及
び

規
格

値
に

基
づ

く
全

て
の

段
階

に
お

け
る

品
質

確
保

の
た

め
の

管
理

形
態

で
あ

る
。

な
お

、
当

該
管

理
基

準
に

よ
り

が
た

い
場

合
に

つ
い

て
は

、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
品

質
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

④
品

質
管

理
項

目
を

設
定

し
て

い
な

い
工

事
は

「
ｃ
」評

価
と

す
る

。

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
(1

)材
料

、
部

品
の

品
質

照
合

の
書

類
（
現

物
照

合
）
の

内
容

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

□
□

(2
)設

備
の

機
能

及
び

性
能

を
、

承
諾

図
書

の
と

お
り

確
保

し
て

い
る

。

Ⅱ
　

品
質

□
□

(3
)設

計
図

書
の

仕
様

を
踏

ま
え

た
詳

細
設

計
を

行
い

、
承

諾
図

書
と

し
て

提
出

し
て

い
る

。

□
□

(4
)機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
、

成
績

書
に

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)溶

接
管

理
基

準
の

品
質

管
理

項
目

に
つ

い
て

規
格

値
を

満
足

し
て

い
る

。

□
□

(6
)塗

装
管

理
基

準
の

品
質

管
理

項
目

に
つ

い
て

規
格

値
を

満
足

し
て

い
る

。
□

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
□

改
造

請
求

を
行

っ
た

□
□

(7
)操

作
制

御
設

備
に

つ
い

て
、

操
作

ス
イ

ッ
チ

や
表

示
灯

を
承

諾
図

書
の

と
お

り
配

置
し

、
操

作
性

に
優

れ
て

い
る

。

□
□

(8
)操

作
制

御
設

備
の

安
全

装
置

及
び

保
護

装
置

が
承

諾
書

の
と

お
り

機
能

し
て

い
る

。

□
□

(9
)小

配
管

、
電

気
配

線
、

配
管

が
、

承
諾

図
書

の
と

お
り

敷
設

し
て

い
る

。

□
□

(1
0
)設

備
の

取
扱

説
明

書
を

工
夫

し
て

い
る

。

□
□

(1
1
)完

成
図

書
（
取

扱
説

明
書

）
に

定
期

的
な

点
検

及
び

交
換

を
必

要
と

す
る

部
品

並
び

に
箇

所
を

明
示

し
て

い
る

。

□
□

(1
2
)機

器
の

配
置

が
点

検
し

や
す

い
よ

う
に

工
夫

し
て

い
る

。
①

 当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

(1
3
)設

備
の

構
造

や
機

器
の

配
置

が
、

部
品

等
の

交
換

作
業

を
容

易
に

で
き

る
よ

う
に

工
夫

し
て

い
る

。

□
□

(1
4
)二

次
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

試
験

及
び

試
験

練
が

実
施

さ
れ

、
試

験
成

績
表

に
ま

と
め

ら
れ

て
い

る
。

□
□

(1
5
)バ

ル
ブ

類
の

平
時

の
状

態
を

示
す

ラ
ベ

ル
な

ど
が

見
や

す
く
表

示
し

て
い

る
。

③
 評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
6
)計

器
類

に
運

転
時

の
適

用
範

囲
を

見
や

す
く
表

示
し

て
い

る
。

④
 な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
7
)回

転
部

や
高

温
部

等
の

危
険

個
所

に
表

示
又

は
防

護
し

て
い

る
。

□
□

(1
8
)構

造
物

の
劣

化
状

況
を

よ
く
把

握
し

て
、

適
切

な
対

策
を

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

判
断

基
準

□
□

(1
9
)現

地
の

状
況

を
勘

案
し

施
工

方
法

等
に

つ
い

て
提

案
を

行
う

な
ど

、
積

極
的

に
取

組
ん

で
い

る
。

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

(2
0
)そ

の
他

（
理

由
：

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

- 
-

  
  

-
  

  

2
6
機

械
設

備
工

事

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

品
質

が
や

や
劣

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅱ
　

品
質

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

［
ば

ら
つ

き
の

判
断

が
で

き
な

い
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

判
断

基
準

□
□

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

ｅ
品

質
関

係
の

試
験

結
果

が
規

格
値

、
試

験
基

準
を

満
足

せ
ず

品
質

が
劣

る
。

契
約

書
第

１
７

条
第

２
項

に
基

づ
き

破
壊

検
査

を
行

っ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
の

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

ｃ
ａ

-
  

  
ｂｂ

ｄ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。 -

  
  

考
査

項
目

ｄ

ｃ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
内

で
あ

る
。

- 
ｅ

ａ
適

切
で

あ
る

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
他

の
評

価
に

該
当

し
な

い
品

質
が

や
や

劣
る

品
質

管
理

が
不

備
で

あ
る

①
品

質
の

評
定

は
、

工
事

全
般

を
評

定
す

る
も

の
と

す
る

。

②
品

質
と

は
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
工

事
目

的
物

の
規

格
で

あ
る

。

③
品

質
管

理
と

は
、

「土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

」の
試

験
項

目
、

試
験

基
準

及
び

規
格

値
に

基
づ

く
全

て
の

段
階

に
お

け
る

品
質

確
保

の
た

め
の

管
理

形
態

で
あ

る
。

な
お

、
当

該
管

理
基

準
に

よ
り

が
た

い
場

合
に

つ
い

て
は

、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
品

質
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

④
品

質
管

理
項

目
を

設
定

し
て

い
な

い
工

事
は

「
ｃ
」評

価
と

す
る

。

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
(1

)製
作

着
手

前
に

、
品

質
や

性
能

の
確

保
に

係
る

技
術

検
討

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
、

部
品

の
品

質
照

合
の

書
類

（
現

物
照

合
）
の

内
容

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

Ⅱ
　

品
質

□
□

(3
)機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
、

成
績

書
に

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(4
)操

作
ス

イ
ッ

チ
や

表
示

灯
を

承
諾

図
書

の
と

お
り

配
置

さ
れ

、
操

作
性

に
優

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

施
工

計
画

書
に

記
載

さ
れ

た
手

順
に

沿
っ

て
行

わ
れ

、
不

具
合

が
無

い
。

□
□

(6
)設

備
の

機
能

及
び

性
能

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

□
□

(7
)操

作
制

御
関

係
の

機
能

及
び

性
能

が
、

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
と

と
も

に
、

必
要

な
安

全
装

置
及

び
保

護
装

置
の

作
動

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)設

備
の

総
合

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

。

□
□

(9
)現

場
条

件
に

よ
っ

て
機

器
（
製

品
）
の

機
能

及
び

性
能

が
確

認
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

工
場

試
験

な
ど

で
確

認
し

て
い

る
。

□
□

(1
0
)設

備
全

体
に

つ
い

て
の

取
扱

説
明

書
を

工
夫

し
作

成
（
修

繕
（
改

造
・
更

新
を

含
む

）
の

場
合

は
、

修
正

又
は

更
新

）
し

て
い

る
。

□
□

(1
1
)完

成
図

書
で

定
期

的
な

点
検

及
び

交
換

を
必

要
と

す
る

部
品

並
び

に
箇

所
を

明
示

し
て

い
る

。

□
□

(1
2
)設

備
の

構
造

に
お

い
て

、
点

検
個

所
や

消
耗

品
の

取
り

換
え

作
業

が
容

易
に

で
き

る
よ

う
に

工
夫

し
て

い
る

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

(1
3
)そ

の
他

（
理

由
：

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

- 
- 

- 

2
7
電

気
通

信
工

事

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

品
質

が
や

や
劣

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
一

般
工

事
】

Ⅱ
　

品
質

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

［
ば

ら
つ

き
の

判
断

が
で

き
な

い
場

合
の

評
価

対
象

項
目

］

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

判
断

基
準

□
□

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

ｅ
品

質
関

係
の

試
験

結
果

が
規

格
値

、
試

験
基

準
を

満
足

せ
ず

品
質

が
劣

る
。

契
約

書
第

１
７

条
第

２
項

に
基

づ
き

破
壊

検
査

を
行

っ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
の

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

ｃ
ａ

-
  

  
ｂｂ

ｄ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。 -

  
  

考
査

項
目

ｄ

ｃ

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

ａ
、

ｂ
に

該
当

し
な

い
。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
内

で
あ

る
。

- 
ｅ

ａ
適

切
で

あ
る

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
他

の
評

価
に

該
当

し
な

い
品

質
が

や
や

劣
る

品
質

管
理

が
不

備
で

あ
る

①
品

質
の

評
定

は
、

工
事

全
般

を
評

定
す

る
も

の
と

す
る

。

②
品

質
と

は
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
工

事
目

的
物

の
規

格
で

あ
る

。

③
品

質
管

理
と

は
、

「土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

」の
試

験
項

目
、

試
験

基
準

及
び

規
格

値
に

基
づ

く
全

て
の

段
階

に
お

け
る

品
質

確
保

の
た

め
の

管
理

形
態

で
あ

る
。

な
お

、
当

該
管

理
基

準
に

よ
り

が
た

い
場

合
に

つ
い

て
は

、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
品

質
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

④
品

質
管

理
項

目
を

設
定

し
て

い
な

い
工

事
は

「
ｃ
」評

価
と

す
る

。

【
機

械
設

備
・
電

気
設

備
・
通

信
設

備
・
受

変
電

設
備

工
事

】
□

□
(1

)製
作

着
手

前
に

、
品

質
や

性
能

の
確

保
に

係
る

技
術

検
討

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
、

部
品

の
品

質
照

合
の

書
類

（
現

物
照

合
）
の

内
容

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

Ⅱ
　

品
質

□
□

(3
)機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
、

成
績

書
に

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(4
)操

作
ス

イ
ッ

チ
や

表
示

灯
を

承
諾

図
書

の
と

お
り

配
置

さ
れ

、
操

作
性

に
優

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

施
工

計
画

書
に

記
載

さ
れ

た
手

順
に

沿
っ

て
行

わ
れ

、
不

具
合

が
無

い
。

□
□

(6
)設

備
の

機
能

及
び

性
能

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

□
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

□
改

造
請

求
を

行
っ

た

□
□

(7
)操

作
制

御
関

係
の

機
能

及
び

性
能

が
、

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
と

と
も

に
、

必
要

な
安

全
装

置
及

び
保

護
装

置
の

作
動

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)設

備
の

総
合

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

。

□
□

(9
)現

場
条

件
に

よ
っ

て
機

器
（
製

品
）
の

機
能

及
び

性
能

が
確

認
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

工
場

試
験

な
ど

で
確

認
し

て
い

る
。

□
□

(1
0
)設

備
全

体
に

つ
い

て
の

取
扱

説
明

書
を

工
夫

し
作

成
（
修

繕
（
改

造
・
更

新
を

含
む

）
の

場
合

は
、

修
正

又
は

更
新

）
し

て
い

る
。

□
□

(1
1
)完

成
図

書
で

定
期

的
な

点
検

及
び

交
換

を
必

要
と

す
る

部
品

並
び

に
箇

所
を

明
示

し
て

い
る

。

□
□

(1
2
)設

備
の

構
造

に
お

い
て

、
点

検
個

所
や

消
耗

品
の

取
り

換
え

作
業

が
容

易
に

で
き

る
よ

う
に

工
夫

し
て

い
る

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

(1
3
)そ

の
他

（
理

由
：

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

該
当

項
目

が
９

０
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
ａ

該
当

項
目

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

が
６

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

評
価

値
＝

／
＝

該
当

項
目

が
６

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
・
ｄ

- 
- 

- 

2
8
電

気
設

備
工

事
（
建

築
）
・

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

品
質

が
や

や
劣

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る
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別
紙

-
１

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
主

任
監

督
員

/
工

事
監

督
員

）

【
施

工
】

(1
)施

工
に

伴
う

器
具

、
工

具
、

装
置

等
に

関
す

る
工

夫
又

は
設

備
据

付
後

の
試

運
転

調
整

に
関

す
る

工
夫

。

(2
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
二

次
製

品
な

ど
の

代
替

材
の

利
用

に
関

す
る

工
夫

。

(3
)土

工
、

地
盤

改
良

、
橋

梁
架

設
、

舗
装

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
等

の
施

工
に

関
す

る
工

夫
。

(4
)部

材
並

び
に

機
材

等
の

運
搬

及
び

吊
り

方
式

な
ど

の
施

工
方

法
に

関
す

る
工

夫
。

(5
)設

備
工

事
に

お
け

る
加

工
や

組
立

等
又

は
電

気
工

事
に

お
け

る
配

線
や

配
管

等
に

関
す

る
工

夫
。

(6
)給

排
水

工
事

や
衛

生
設

備
工

事
等

に
お

け
る

配
管

又
は

ポ
ン

プ
類

の
凍

結
防

止
、

配
管

の
つ

な
ぎ

等
に

関
す

る
工

夫
。

(7
)照

明
な

ど
の

視
界

の
確

保
に

関
す

る
工

夫
。

(8
)仮

排
水

、
仮

道
路

、
迂

回
路

等
の

計
画

的
な

施
工

に
関

す
る

工
夫

。

(9
)運

搬
車

両
、

施
工

機
械

等
に

関
す

る
工

夫
。

(1
0
)支

保
工

、
型

枠
工

、
足

場
工

、
仮

桟
橋

、
覆

工
板

、
山

留
め

等
の

仮
設

工
に

関
す

る
工

夫
。

(1
1
)盛

土
の

締
固

度
、

杭
の

施
工

高
さ

等
の

管
理

に
関

す
る

工
夫

。

(1
2
)施

工
計

画
書

の
作

成
、

写
真

の
管

理
等

に
関

す
る

工
夫

。

(1
3
)出

来
形

又
は

品
質

の
計

測
、

集
計

、
管

理
図

等
に

関
す

る
工

夫
。

□
(1

4
)施

工
管

理
ソ

フ
ト

、
土

量
管

理
シ

ス
テ

ム
等

の
活

用
に

関
す

る
工

夫
。

（
「
建

設
現

場
の

遠
隔

臨
場

」
の

実
施

）

□
(1

5
-
1
)Ｉ
Ｃ

Ｔ
（
情

報
通

信
技

術
）
を

活
用

し
た

情
報

化
施

工
。

（
「
IC

T
活

用
工

事
」
に

お
け

る
「
発

注
者

指
定

型
」
、

「
施

工
者

希
望

Ⅰ
型

」
、

「
内

製
化

チ
ャ

レ
ン

ジ
Ⅰ

型
、

Ⅱ
型

」
等

）
の

実
施

）
　

※
本

項
目

は
2
 点

の
加

点
と

す
る

。

□
(1

5
-
2
)Ｉ
Ｃ

Ｔ
（
情

報
通

信
技

術
）
を

活
用

し
た

情
報

化
施

工
。

（
「
IC

T
活

用
工

事
」
に

お
け

る
「
簡

易
型

」
、

「
土

工
1
0
0
0
m

3
未

満
」
、

「
小

規
模

土
工

」
等

の
実

施
）
　

※
本

項
目

は
1
 点

の
加

点
と

す
る

。
た

だ
し

(1
5
-
1
)と

重
複

し
て

加
点

は
し

な
い

。

(1
6
)特

殊
な

工
法

や
材

料
を

用
い

た
工

事
。

(1
7
)優

れ
た

技
術

力
又

は
能

力
と

し
て

評
価

す
る

技
術

を
用

い
た

工
事

。

【
品

質
】

(1
8
)土

工
、

設
備

、
電

気
の

品
質

向
上

に
関

す
る

工
夫

。

(1
9
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

材
料

、
打

設
、

養
生

に
関

す
る

工
夫

。

(2
0
)鉄

筋
、

Ｐ
Ｃ

ケ
ー

ブ
ル

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
二

次
製

品
等

の
使

用
材

料
に

関
す

る
工

夫
。

(2
1
)配

筋
、

溶
接

作
業

等
に

関
す

る
工

夫
。

【
安

全
衛

生
】

(2
2
)建

設
業

労
働

災
害

防
止

協
会

が
定

め
る

指
針

に
基

づ
く
安

全
衛

生
教

育
を

実
施

し
て

い
る

。

(2
3
)安

全
を

確
保

す
る

た
め

の
仮

設
備

等
に

関
す

る
工

夫
。

（
落

下
物

、
墜

落
・
転

落
、

挟
ま

れ
、

看
板

、
立

入
禁

止
柵

、
手

摺
り

、
足

場
等

）

(2
4
)安

全
教

育
、

技
術

向
上

講
習

会
、

安
全

パ
ト

ロ
ー

ル
等

に
関

す
る

工
夫

。

(2
5
)現

場
事

務
所

、
労

務
者

宿
舎

等
の

空
間

及
び

設
備

等
に

関
す

る
工

夫
。

(2
6
)有

毒
ガ

ス
並

び
に

可
燃

ガ
ス

の
処

理
及

び
粉

塵
防

止
並

び
に

作
業

中
の

換
気

等
に

関
す

る
工

夫
。

(2
7
)一

般
車

両
突

入
時

の
被

害
軽

減
方

策
又

は
一

般
交

通
の

安
全

確
保

に
関

す
る

工
夫

。

(2
8
)厳

し
い

作
業

環
境

の
改

善
に

関
す

る
工

夫
。

(2
9
)環

境
保

全
に

関
す

る
工

夫
。

【
そ

の
他

】

□
(3

0
)そ

の
他

：
（
　

「
週

休
２

日
制

工
事

」
に

お
い

て
月

単
位

で
週

休
２

日
を

達
成

　
）

□
(3

1
)そ

の
他

：
（
　

「
週

休
２

日
制

工
事

」
に

お
い

て
週

単
位

で
週

休
２

日
を

達
成

　
）

□
(3

2
)そ

の
他

：
（
　

Ｂ
ＩＭ

／
Ｃ

ＩＭ
適

用
工

事
の

実
施

　
）

(3
3
)そ

の
他

：
（

　
）

記
述

評
価

【
創

意
工

夫
の

詳
細

評
価

】
工

夫
の

内
容

及
び

具
体

的
内

容
を

記
載

評
点

：
 点

容
を

詳
細

記
述

）

考
査

項
目

細
別

工
夫

事
項

５
　

創
意

工
夫

Ⅰ
　

創
意

工
夫

0

（
該

当
し

た
評

価
内

0

＜
令

和
７

年
４

月
１

日
以

降
の

契
約

工
事

の
取

扱
い

＞

評
価

項
目

は
、

以
下

の
項

目
に

限
る

。

（
14

)
遠

隔
臨

場
を

実
施

し
た

工
事

１
点

（
15

-1
）

高
知

県
ＩＣ

Ｔ
活

用
工

事
実

施
要

領
に

定
め

る

IC
T
土

工
の

「
発

注
者

指
定

型
」
、

「施
工

者
希

望
Ⅰ

型
」、

「内
製

化
チ

ャ
レ

ン

ジ
Ⅰ

型
、

Ⅱ
型

」
及

び
「そ

の
他

の
工

種
の

IC
T
活

用
工

事
」を

実
施

し
た

工
事

２
点

※
IC

T
法

面
工

は
３

次
元

設
計

デ
ー

タ
を

必
須

と
し

た
場

合
の

み

※
関

連
工

種
（
「作

業
土

工
（
床

掘
）
」、

「付
帯

構
造

物
設

置
工

」
）及

び

下
記

の
工

種
の

み
実

施
し

た
場

合
を

除
く

（
15

-2
）同

IC
T
土

工
の

「
簡

易
型

」、
「
IC

T
土

工
1
00

0m
3
未

満
」
、

「I
C

T
小

規
模

土
工

」、

「I
C

T
法

面
工

（
３

次
元

設
計

デ
ー

タ
を

必
須

と
し

な
い

場
合

）
」
を

実
施

し
た

工
事

１
点

（
30

）
そ

の
他

（「
週

休
２

日
制

工
事

」
に

お
い

て
月

単
位

で
週

休
２

日
を

達
成

し
た

工
事

）
１

点

（
31

）
そ

の
他

（「
週

休
２

日
制

工
事

」
に

お
い

て
週

単
位

で
週

休
２

日
を

達
成

し
た

工
事

）
１

点

（
32

）
そ

の
他

（
Ｂ

ＩＭ
／

Ｃ
ＩＭ

適
用

工
事

を
実

施
し

た
工

事
）

１
点

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

最
大

６
点
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別
紙
-
１
-
２

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
総
括
監
督
員
）

優
れ
て
い
る

や
や
優
れ
て
い
る

他
の
評
価
に
該
当
し
な
い

や
や
劣
っ
て
い
る

劣
っ
て
い
る

□
(1
)隣
接
す
る
他
の
工
事
等
と
の
積
極
的
な
工
程
調
整
を
行
い
、
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
さ
せ
た
。

□
工
程
管
理
が
や
や
不
備
で
あ
る

□
工
程
管
理
が
不
備
で
あ
る

□
(2
)地
元
及
び
関
係
機
関
と
の
調
整
に
取
り
組
み
、
遅
れ
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
な
く
工
事
を
完
成
さ
せ
た
。

□
(3
)工
程
管
理
を
適
切
に
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
休
日
や
夜
間
工
事
の
回
避
等
を
行
い
、
地
域
住
民
に
公
共
工
事
に
対
す
る
好
印
象
を
与
え
た
。

□
(4
)工
程
管
理
に
係
る
積
極
的
な
取
り
組
み
が
み
ら
れ
た
。

□
(5
)工
期
的
制
約
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
余
裕
を
持
っ
て
工
事
を
完
成
さ
せ
た
。

□
(6
)工
事
施
工
箇
所
が
広
範
囲
に
点
在
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
工
程
管
理
を
的
確
に
行
い
、
余
裕
を
も
っ
て
工
事
を
完
成
さ
せ
た
。

□
(7
)そ
の
他
（
理
由
：

判
断
基
準

工
程
管
理
が
や
や
劣
っ
て
い
る
。
・
・
・
・
・
・
・
ｄ

劣
っ
て
い
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ｅ

こ
れ
以
外
の
場
合
は
該
当
項
目
数
で
評
価
す
る
。

該
当
項
目
数
4
以
上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ａ

該
当
項
目
数
1
以
上
4
未
満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当
項
目
数
な
し
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

該
当

項
目

数
＝

-
   

   

ｅ

２
　
施
工
状
況

Ⅱ
　
工
程
管
理

考
査
項
目

工
種

ａ
ｂ

ｃ
ｄ
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別
紙

-
１

-
２

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
総

括
監

督
員

）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

□
(1

)建
設

労
働

災
害

及
び

公
衆

災
害

の
防

止
に

向
け

た
努

力
が

顕
著

で
あ

る
。

□
安

全
対

策
が

や
や

不
備

で
あ

る
□

安
全

対
策

が
不

備
で

あ
る

□
(2

)安
全

衛
生

を
確

保
す

る
た

め
の

管
理

体
制

を
整

備
し

、
組

織
的

に
取

組
ん

だ
。

□
(3

)安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

他
の

模
範

と
な

る
よ

う
な

活
動

に
積

極
的

に
取

組
ん

だ
。

□
(4

)安
全

管
理

に
関

す
る

技
術

開
発

や
創

意
工

夫
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

□
(5

)安
全

協
議

会
活

動
に

積
極

的
に

取
組

ん
で

い
る

。

□
(6

)安
全

対
策

に
係

る
取

り
組

み
が

地
域

か
ら

評
価

さ
れ

た
。

□
(7

)そ
の

他
（
理

由
：

ｅ
ｂ

ｃ
ｄ

２
　

施
工

状
況

Ⅲ
　

安
全

対
策

考
査

項
目

工
種

ａ

判
断

基
準

安
全

対
策

が
や

や
不

備
・
・
・
・
ｄ
、

不
備

・
・
・
・
ｅ
と

し
、

こ
れ

以
外

は
該

当
項

目
数

で
判

断
す

る
。

該
当

項
目

数
5
以

上
・
・
・
・
ａ

該
当

項
目

数
1
以

上
5
未

満
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

な
し

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

該
当

項
目

数
＝

-
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別
紙

-
１

-
２

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
総

括
監

督
員

）

優
れ

て
い

る
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

優
れ

て
い

る
ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

Ⅰ
構

造
物

の
特

殊
性

へ
の

対
応

□
1
.対

象
構

造
物

の
高

さ
、

延
長

、
施

工
（
断

）
面

積
、

施
工

深
度

等
の

規
模

が
特

殊
な

工
事

□
2
.対

象
構

造
物

の
形

状
が

複
雑

で
あ

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

施
工

条
件

が
特

に
変

化
す

る
工

事

□
3
.そ

の
他

理
由

※
上

記
の

対
応

事
項

に
1
つ

以
上

レ
点

が
附

け
ば

４
点

の
加

点
と

す
る

Ⅱ
都

市
部

等
の

作
業

環
境

、
社

会
条

件
等

へ
の

対
応

□
4
.地

盤
の

変
形

、
近

接
構

造
物

、
地

中
埋

設
物

へ
の

影
響

に
配

慮
す

る
工

事

□
5
.周

辺
環

境
条

件
に

よ
り

、
作

業
条

件
、

工
程

等
に

大
き

な
影

響
を

受
け

る
工

事

□
6
.周

辺
住

民
等

に
対

す
る

騒
音

・
振

動
を

特
に

配
慮

す
る

工
事

。

□
7
.現

道
上

で
の

交
通

規
制

に
大

き
く
影

響
す

る
工

事

□
8
.緊

急
時

に
対

応
が

特
に

必
要

な
工

事

□
9
.施

工
箇

所
が

広
範

囲
に

わ
た

る
工

事

□
1
0

そ
の

他
理

由

考
査

項
目

（
1
.に

つ
い

て
）

４
　

工
事

特
性

Ⅰ
　

施
工

条
件

等
へ

の
対

応

（
4
.に

つ
い

て
）

0

（
6
.に

つ
い

て
）

ｃ

（
5
.に

つ
い

て
）

工
種

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

（
3
.に

つ
い

て
）

（
2
.に

つ
い

て
）

切
土

量
：
2
0
万

㎥
以

上
、

盛
土

土
工

量
：
1
5
万

㎥
以

上
、

護
岸

・
築

堤
の

高
さ

：
1
0
ｍ

以
上

、
ト

ン
ネ

ル
（
シ

ー
ル

ド
）
の

直
径

：
8
ｍ

以
上

、
ダ

ム
用

水
門

の
設

計
水

深
：
2
5
ｍ

以
上

、
樋

門
又

は
樋

管
の

内
空

断
面

積
：
1
5
㎡

以
上

、
排

水
機

場
の

吐
出

管
径

：
2
,0

0
0
m

m
以

上
、

堰
又

は
水

門
の

最
大

径
間

長
：
2
5
m

以
上

、
堰

又
は

水
門

の
径

間
数

：
3
径

間
以

上
、

堰
又

は
水

門
の

扉
体

面
積

：
5
0
㎡

/
門

以
上

、
ト

ン
ネ

ル
（
開

削
工

法
）
の

開
削

深
さ

：
2
0
m

以
上

、
ト

ン
ネ

ル
（
N

A
T
M

)の
内

空
平

均
面

積
：
１

０
０

㎡
以

上
、

ト
ン

ネ
ル

（
沈

埋
工

法
）
の

内
空

平
均

面
積

：
３

０
０

㎡
以

上
、

海
岸

堤
防

・
護

岸
・
突

堤
又

は
離

岸
堤

の
水

深
：
1
0
m

以
上

、
地

す
べ

り
防

止
工

：
幅

1
0
0
m

以
上

か
つ

法
長

1
5
0
m

以
上

、
浚

渫
工

の
浚

渫
土

量
：
1
0
0
万

㎥
以

上
、

流
路

工
の

計
画

高
水

流
量

：
5
0
0
㎥

以
上

、
砂

防
ダ

ム
の

堤
高

：
１

５
ｍ

以
上

、
ダ

ム
の

堤
高

：
１

５
０

ｍ
以

上
、

転
流

ト
ン

ネ
ル

の
流

下
能

力
：
4
0
0
㎥

/
se

c
以

上
、

橋
梁

下
部

工
の

高
さ

：
3
0
m

以
上

、
橋

梁
上

部
工

の
最

大
支

間
長

：
１

０
０

m
以

上

・
砂

防
工

事
な

ど
に

お
い

て
、

現
地

合
わ

せ
な

ど
に

基
づ

い
て

再
設

計
が

必
要

な
工

事
。

・
鉄

道
に

隣
接

し
た

橋
脚

の
補

強
耐

震
工

事
又

は
河

道
の

流
水

部
に

お
け

る
橋

脚
の

撤
去

工
事

。
・
供

用
中

の
ト

ン
ネ

ル
の

拡
幅

工
事

・
そ

の
他

、
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

が
特

に
必

要
な

工
事

。
・
そ

の
他

、
技

術
固

有
の

難
し

さ
へ

の
対

応
が

必
要

な
工

事
。

・
地

山
強

度
が

低
い

又
は

土
被

り
が

薄
い

た
め

、
F
E
M

解
析

な
ど

に
よ

る
検

討
が

必
要

な
工

事
。

・
供

用
中

の
鉄

道
又

は
道

路
と

交
差

す
る

橋
梁

な
ど

の
工

事
。

・
市

街
地

等
の

家
屋

密
集

地
で

の
、

鉄
道

又
は

道
路

の
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
す

る
工

事
・
監

視
な

ど
の

結
果

に
基

づ
き

、
工

法
の

変
更

を
行

っ
た

工
事

。

・
ガ

ス
管

、
水

道
管

、
電

話
線

等
の

支
障

物
件

の
移

設
に

つ
い

て
、

施
工

工
程

の
管

理
に

特
に

注
 意

を
要

し
た

工
事

。
・
地

元
調

整
や

環
境

対
策

な
ど

の
制

約
が

特
に

多
い

工
事

。
・
そ

の
他

各
種

制
約

が
あ

り
、

施
工

に
特

に
厳

し
い

制
限

を
受

け
た

工
事

。

・
市

街
地

で
の

夜
間

工
事

。
・
D

ID
地

区
で

の
工

事
。

□
1
0
.そ

の
他

理
由

※
上

記
の

対
応

項
目

に
１

つ
以

上
レ

点
が

就
け

ば
６

点
の

加
点

と
す

る
。

Ⅲ
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
へ

の
対

応

□
1
1
.特

殊
な

地
盤

条
件

へ
の

対
応

が
必

要
な

工
事

□
1
2
.雨

・
雪

・
風

・
気

温
・
波

浪
等

の
自

然
条

件
の

影
響

が
大

き
な

工
事

□
1
3
.急

峻
な

地
形

及
び

土
石

流
危

険
渓

流
内

で
の

工
事

□
1
4
.動

植
物

等
の

自
然

環
境

の
保

全
に

特
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
工

事

□
1
5
.そ

の
他

理
由

※
上

記
の

対
応

事
項

に
1
つ

以
上

レ
点

が
附

け
ば

４
点

の
加

点
と

す
る

。

Ⅳ
長

期
工

事
に

お
け

る
安

全
確

保
へ

の
対

応

□
1
6
. 
１

２
ヵ

月
を

超
え

る
工

期
で

、
事

故
が

な
く
完

成
し

た
工

事
（
全

面
一

次
中

止
期

間
は

除
く
）
　

□
1
7
.そ

の
他

※
上

記
の

対
応

事
項

に
1
つ

以
上

レ
点

が
附

け
ば

６
点

の
加

点
と

す
る

。
※

1
．

工
事

特
性

は
最

大
2
0
点

評
価

と
す

る
。

※
2
．

主
任

監
督

員
／

工
事

監
督

員
が

評
価

す
る

「
５

．
創

意
工

夫
」
と

の
二

重
評

価
は

行
わ

な
い

。

（
1
1
.に

つ
い

て
）

評
価

点
0

評
点

＝

（
1
5
.に

つ
い

て
）

（
1
2
.に

つ
い

て
）

（
1
3
.に

つ
い

て
）

（
1
4
.に

つ
い

て
）

（
7
.に

つ
い

て
）

（
8
.に

つ
い

て
）

（
9
.に

つ
い

て
）

（
1
0
.に

つ
い

て
）

・
日

交
通

量
が

概
ね

１
万

台
以

上
の

道
路

で
片

側
交

互
通

行
の

交
通

規
制

を
し

た
工

事
。

・
供

用
し

て
い

る
自

動
車

専
用

道
路

等
の

路
上

工
事

で
、

交
通

規
制

が
必

要
な

工
事

。
・
工

事
期

間
中

の
大

半
に

わ
た

っ
て

、
交

通
解

放
を

行
う

た
め

規
制

標
識

の
設

置
撤

去
を

日
々

行
っ

た
工

事
。

・
急

峻
な

地
形

の
た

め
、

作
業

構
台

や
作

業
床

の
設

置
が

制
限

さ
れ

る
工

事
、

も
し

く
は

、
命

綱
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

っ
た

工
事

（
法

面
工

事
は

除
く
）
。

・
斜

面
上

又
は

急
峻

な
地

形
直

下
で

の
工

事
の

た
め

に
、

工
事

に
伴

う
地

す
べ

り
防

止
対

策
等

の
安

全
対

策
を

必
要

と
し

た
工

事
。

・
土

石
流

危
険

渓
流

に
指

定
さ

れ
た

区
域

に
お

け
る

工
事

。

・
ク

マ
タ

カ
な

ど
の

猛
禽

類
な

ど
の

貴
重

な
動

植
物

へ
の

配
慮

の
た

め
、

工
程

や
施

工
方

法
に

制
約

を
受

け
た

工
事

。

・
そ

の
他

、
自

然
条

件
又

は
地

盤
条

件
へ

の
対

応
が

必
要

で
あ

っ
た

工
事

。
・
そ

の
他

、
災

害
等

に
お

け
る

臨
機

の
措

置
の

う
ち

特
に

評
価

す
べ

き
事

項
が

認
め

ら
れ

る
工

事
。

・
緊

急
時

の
作

業
が

あ
り

、
そ

の
作

業
の

全
て

に
対

応
し

た
工

事

・
作

業
範

囲
が

広
範

囲
に

分
布

し
て

い
る

工
事

監
理

（
主

任
）
技

術
者

が
現

場
特

性
を

十
分

把
握

し
、

各
種

基
準

や
仕

様
書

を
ふ

ま
え

て
技

術
的

応
用

力
を

発
揮

し
て

施
工

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
、

施
工

計
画

書
や

1
8
条

等
各

種
協

議
に

お
い

て
認

め
ら

れ
る

場
合

は
チ

ェ
ッ

ク
を

す
る

。

・
河

川
内

の
橋

脚
工

事
に

お
い

て
地

下
水

位
が

高
く
、

ウ
ェ

ル
ポ

イ
ン

ト
工

法
な

ど
に

よ
る

排
水

や
大

規
模

な
山

留
な

ど
が

必
要

な
工

事
。

・
支

持
地

盤
の

形
状

が
複

雑
な

た
め

、
深

礎
杭

基
礎

毎
に

地
質

調
査

を
実

施
す

る
な

ど
支

持
地

盤
を

確
認

し
な

が
ら

再
設

計
し

た
工

事
。

・
施

工
不

可
能

日
が

多
い

こ
と

か
ら

、
施

工
機

械
の

稼
働

率
や

台
数

な
ど

を
的

確
に

把
握

す
る

必
要

が
生

じ
た

工
事

。

・
海

岸
又

は
河

川
区

域
内

の
た

め
、

設
計

書
で

計
上

す
る

以
上

に
波

浪
等

の
影

響
で

不
稼

働
日

が
多

く
、

主
に

作
業

船
や

台
船

を
使

用
す

る
工

事
。

・
潜

水
士

を
多

用
し

た
工

事
又

は
波

浪
や

水
位

変
動

が
大

き
い

た
め

作
業

構
台

等
を

設
置

し
た

工
事

。
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優
れ

て
い

る
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

優
れ

て
い

る
ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

□
(1

)周
辺

環
境

へ
の

配
慮

に
積

極
的

に
取

組
ん

だ
。

□
(2

)現
場

事
務

所
や

作
業

場
の

環
境

を
周

辺
地

域
と

の
景

観
に

合
わ

せ
る

な
ど

、
積

極
的

に
周

辺
地

域
と

の
調

和
を

図
っ

た
。

□
(3

)定
期

的
に

広
報

紙
の

配
布

や
現

場
見

学
会

な
ど

を
実

施
し

て
、

積
極

的
に

地
域

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
っ

た
。

□
(4

)道
路

清
掃

な
ど

を
積

極
的

に
実

施
し

、
地

域
へ

貢
献

し
た

。

□
(5

)地
域

が
主

催
す

る
イ

ベ
ン

ト
へ

積
極

的
に

参
加

し
、

地
域

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
っ

た
。

□
(6

)災
害

時
な

ど
に

お
い

て
、

地
域

へ
の

支
援

又
は

行
政

な
ど

に
よ

る
救

援
活

動
へ

の
積

極
的

な
協

力
を

行
っ

た
。

□
(7

)そ
の

他
（
理

由
：

ｃ

６
　

社
会

性
等

Ⅰ
　

地
域

へ
の

貢
献

等

ｂ
ｂ
’

考
査

項
目

工
種

ａ
ａ
’

判
断

基
準

該
当

項
目

7
以

上
　

　
　

　
　

・
・
・
・
・
・
ａ

該
当

項
目

5
以

上
7
未

満
　

　
・
・
・
・
・
ａ
’

該
当

項
目

3
以

上
5
未

満
　

　
・
・
・
・
・
ｂ

該
当

項
目

1
以

上
3
未

満
　

　
・
・
・
・
・
・
ｂ
’

該
当

項
目

な
し

　
　

　
　

　
　

　
・
・
・
・
・
・
ｃ
　

　
　

　
　

※
地

域
へ

の
貢

献
等

と
は

、
工

事
の

施
工

に
と

も
な

っ
て

、
地

域
社

会
や

住
民

に

対
す

る
配

慮
等

の
貢

献
に

つ
い

て
、

追
加

評
価

す
る

。

該
当

項
目

数
＝

-
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※
当

該
工

事
現

場
に

対
す

る
法

令
遵

守
の

み
の

評
価

と
す

る
。

 （
他

工
事

現
場

で
の

違
反

は
評

価
し

な
い

。
）

※
竣

工
検

査
当

日
ま

で
の

処
分

内
容

で
評

価
す

る
。

  
（
た

だ
し

、
法

令
違

反
の

措
置

が
確

定
後

は
、

高
知

県
建

設
工

事
成

績
評

定
要

綱
第

1
0
条

に
基

づ
き

、
再

評
価

を
行

う
。

）

①
本

評
価

項
目

（
8
.法

令
遵

守
等

）
で

評
価

す
る

事
例

は
、

「
工

事
の

施
工

に
あ

た
り

、
工

事
関

係
者

が
下

記
の

適
応

事
例

で
上

表
の

措
置

が
あ

っ
た

」
場

合
に

適
用

す
る

。

②
「
工

事
の

施
工

に
あ

た
り

」
と

は
、

請
負

契
約

書
の

記
載

内
容

（
工

事
名

、
工

期
、

施
工

場
所

等
）
を

履
行

す
る

こ
と

に
限

定
す

る
。

③
「
工

事
関

係
者

」
と

は
、

②
を

履
行

す
る

工
事

現
場

に
従

事
す

る
現

場
代

理
人

、
監

理
技

術
者

、
主

任
技

術
者

、
品

質
証

明
員

、
請

負
会

社
の

現
場

従
事

職
員

及
び

②
を

履
行

す
る

た
め

に
下

請
契

約
し

、
そ

の
履

行
を

す
る

た
め

に
従

事
す

る
も

の
に

限
定

す
る

。

措
  

  
置

  
  

内
  

  
容

【
上

記
で

評
価

す
る

場
合

の
適

応
事

例
】

□
１

．
指

名
停

止
３

ヶ
月

以
上

点
１

．
入

札
前

に
提

出
し

た
調

査
資

料
等

が
虚

為
で

あ
っ

た
事

実
が

判
明

し
た

。

□
２

．
指

名
停

止
２

ヶ
月

以
上

３
ヶ

月
未

満
点

２
．

承
諾

な
し

に
権

利
義

務
等

第
三

者
譲

渡
又

は
承

継
を

行
っ

た
。

□
３

．
指

名
停

止
１

ヶ
月

以
上

２
ヶ

月
未

満
点

３
．

宿
舎

環
境

等
の

使
用

人
等

に
関

す
る

労
働

条
件

に
問

題
が

あ
り

、
送

検
等

さ
れ

た
。

□
４

．
指

名
停

止
２

週
間

以
上

１
ヶ

月
未

満
点

４
．

産
業

廃
棄

物
処

理
法

に
違

反
す

る
不

法
投

棄
、

砂
利

採
取

法
に

違
反

す
る

無
許

可
採

取
等

、
関

係
法

令
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
。

□
５

．
文

書
注

意
点

５
．

当
該

工
事

関
係

者
が

贈
収

賄
等

に
よ

り
逮

捕
ま

た
は

公
訴

さ
れ

た
。

□
６

．
口

頭
注

意
点

６
．

建
設

業
法

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
た

　
E
X
）
一

括
下

請
け

、
技

術
者

の
専

任
違

反
等

□
７

．
工

事
関

係
者

事
故

ま
た

は
公

衆
災

害
が

発
生

し
た

点
７

．
入

国
管

理
法

に
違

反
す

る
外

国
人

の
不

法
就

労
者

が
判

明
し

、
送

検
等

さ
れ

た
。

が
、

ﾋ
ｭ
ｰ

ﾏ
ﾝ
ｴ
ﾗ
ｰ

等
軽

微
な

た
め

、
口

頭
注

意
以

上
の

８
．

使
用

人
等

の
就

労
に

関
す

る
労

働
基

準
法

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
、

送
検

等
さ

れ
た

。

処
分

が
な

か
っ

た
場

合
（
不

問
で

処
分

し
た

案
件

。
も

ら
９

．
契

約
約

款
、

仕
様

書
等

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
た

　
Ｅ

Ｘ
）
現

場
内

事
故

報
告

義
務

違
反

等

い
事

故
や

交
通

事
故

は
含

ま
な

い
。

）
１

０
．

監
督

ま
た

は
検

査
の

実
施

に
あ

た
り

、
職

務
の

執
行

を
妨

げ
た

。
あ

る
い

は
不

当
な

政
治

力
等

の
圧

力
を

か
け

、
妨

害
し

た
。

１
１

．
下

請
代

金
遅

延
防

止
法

第
４

条
に

規
定

す
る

下
請

代
金

の
支

払
い

を
期

日
以

内
に

行
っ

て
い

な
い

。
あ

る
い

は
不

当
に

下
請

代
金

の
額

を
減

じ
て

い
る

。
あ

る
い

は
そ

れ
に

８
．

総
合

評
価

方
式

の
提

案
未

達
成

類
す

る
行

為
が

あ
る

。

総
合

評
価

方
式

の
契

約
工

事
に

お
い

て
、

反
映

さ
れ

た
１

２
．

過
積

載
等

の
道

路
交

通
法

違
反

に
よ

り
、

逮
捕

ま
た

は
送

検
等

さ
れ

た
。

技
術

提
案

項
目

の
達

成
が

な
さ

れ
て

い
な

い
場

合
。

１
３

．
受

注
企

業
の

社
員

に
「
指

定
暴

力
団

」
あ

る
い

は
「
指

定
暴

力
団

の
傘

下
組

織
（
団

体
）
」
に

所
属

す
る

構
成

員
、

準
構

成
員

、
企

業
舎

弟
等

、
暴

力
団

関
係

者
が

い
る

こ
と

が

□
１

項
目

が
達

成
さ

れ
て

い
な

い
。

点
判

明
し

た
。

□
２

項
目

が
達

成
さ

れ
て

い
な

い
。

左
の
い
ず
れ
か

点
１

４
．

下
請

け
に

暴
力

団
関

係
企

業
が

入
っ

て
い

る
こ

と
が

判
明

し
た

。
あ

る
い

は
暴

力
団

対
策

法
第

９
条

に
記

さ
れ

て
い

る
、

砂
利

、
砂

、
防

音
シ

ー
ト

、
軍

手
等

の
物

品
の

納
入

、

□
３

項
目

が
達

成
さ

れ
て

い
な

い
。

を
選
択
す
る

点
土

木
作

業
員

や
ガ

ー
ド

マ
ン

の
受

け
入

れ
、

土
木

作
業

員
用

の
自

動
販

売
機

の
設

置
等

を
行

っ
て

い
る

事
実

が
判

明
し

た
。

□
４

項
目

が
達

成
さ

れ
て

い
な

い
。

点
１

５
．

安
全

管
理

の
処

分
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
に

、
死

傷
者

を
生

じ
さ

せ
た

工
事

関
係

者
事

故
、

ま
た

は
重

大
な

損
害

を
与

え
た

公
衆

災
害

を
起

こ
し

た
。

□
５

項
目

以
上

が
達

成
さ

れ
て

い
な

い
。

点
１

６
．

施
工

体
制

台
帳

、
施

工
体

系
図

が
不

備
で

、
監

督
職

員
か

ら
文

書
等

に
よ

る
改

善
指

示
を

行
っ

た
が

、
こ

れ
に

従
わ

な
か

っ
た

。

１
項

目
に

つ
き

－
２

点
最

大
－

１
０

点
１

７
．

そ
の

他
（
理

由
：

□
す

べ
て

の
項

目
該

当
な

し
点

-
3

考
査

項
目

法
令

遵
守

等
の

該
当

項
目

一
覧

表

７
　

法
令

遵
守

等

0

点
  

数

-
2
0

-
1
5

-
1
3

-
1
0

-
8

-
5

-
2

-
4

-
6

-
8

-
1
0

0
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

□
□

評
価

対
象

項
目

□
□

(1
)契

約
書

第
1
8
条

第
1
項

1
号

～
5
号

に
基

づ
く
設

計
図

書
の

照
査

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)施

工
計

画
書

が
工

事
着

手
前

に
提

出
さ

れ
、

所
定

の
項

目
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、

設
計

図
書

の
内

容
及

び
現

場
条

件
を

反
映

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(3
)工

事
期

間
を

通
じ

て
、

施
工

計
画

書
の

記
載

内
容

と
現

場
施

工
方

法
が

一
致

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)現

場
条

件
又

は
計

画
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

は
、

そ
の

都
度

当
該

工
事

着
手

前
に

変
更

計
画

書
を

提
出

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)工

事
材

料
の

品
質

に
影

響
が

無
い

よ
う

工
事

材
料

を
保

管
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)立

会
確

認
の

手
続

き
を

事
前

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)建

設
副

産
物

の
再

利
用

等
へ

の
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)施

工
体

制
台

帳
及

び
施

工
体

系
図

を
法

令
等

に
沿

っ
た

内
容

で
的

確
に

整
備

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
 当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
対

象

□
□

(9
)下

請
け

に
対

す
る

引
取

（
完

成
）
検

査
を

書
面

で
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

外
の

項
目

は
削

除
す

る
。

②
 削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価

□
□

(1
0
)社

内
検

査
体

制
が

確
立

さ
れ

社
内

検
査

員
に

よ
る

関
係

書
類

出
来

形
品

質
等

の
確

認
を

工
事

全
般

に
わ

た
っ

て
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)

ａ
考

査
項

目
工

種
e

指
示

2
件

指
示

1
件

２
　

施
工

状
況

Ⅰ
　

施
工

管
理

d
ｂ

ｃ

□
□

(1
0
)社

内
検

査
体

制
が

確
立

さ
れ

、
社

内
検

査
員

に
よ

る
関

係
書

類
、

出
来

形
、

品
質

等
の

確
認

を
工

事
全

般
に

わ
た

っ
て

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)

　
　

計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

□
□

(1
1
)工

事
の

関
係

書
類

を
不

足
な

く
簡

潔
に

整
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
③

 評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価

　
　

対
象

項
目

数
（
 ）

□
□

(1
2
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
④

 な
お

、
削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

　
　

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
3
)そ

の
他

（
理

由
：

●
判

断
基

準

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
b

評
価

値
が

6
0
%
以

上
8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
c

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
d

●
d,

e
判

断
基

準

下
記

の
項

目
が

1
件

該
当

・
・
・
・
・
・
・
・
d

下
記

の
項

目
が

2
件

該
当

・
・
・
・
・
・
・
・
e

①
設

計
図

書
と

適
合

し
な

い
箇

所
が

あ
り

、
文

書

に
よ

り
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

②
契

約
図

書
に

基
づ

く
施

工
上

の
義

務
に

つ
き

、

検
査

員
か

ら
文

書
に

よ
り

指
示

を
行

っ
た

。

評
価

値
＝

／
＝

-
  

  
-

  
  

- 
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
下

）
【
ば

ら
つ

き
】

□
普

通
（
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

□
□

□
(1

)出
来

形
管

理
が

容
易

に
把

握
で

き
る

よ
う

、
出

来
形

管
理

図
及

び
出

来
形

管
理

表
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
(2

)社
内

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
(3

)不
可

視
部

分
の

出
来

形
が

写
真

で
確

認
で

き
る

。

□
(4

)写
真

管
理

基
準

の
管

理
項

目
を

満
足

し
て

い
る

。

□
(5

)出
来

形
管

理
基

準
が

定
め

ら
れ

て
い

な
い

工
種

に
つ

い
て

、
監

督
と

協
議

の
う

え
で

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
(6

)そ
の

他
（
理

由
：

）

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

□
□

□
□

□
□

該
当

項
目

数
＝

-
  
  
  
  

0
1
基

礎
工

工
事

（
地

盤
改

良
等

を
含

む
）

機
械

設
備

工
事

優
れ

て
い

る
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

工
種

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

考
査

項
目

工
種

ａ
ａ
’

出
来

形
及

び
出

来
ば

え
一

般
土

木
工

事
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

４
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

Ⅰ
　

出
来

形

ｃ
ｄ

ｅ

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
ａ
～

ｂ
’
に

該
当

し
な

い
。

ｂ
ｂ
’

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

２
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
修

補
の

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

優
れ

て
い

る

ｄ
ｅ

ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

上
未

満
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

②

□
□

□
□

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

）
④

 
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

②

□
□

□
□

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
 

な
お

、
削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

）

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

電
気

設
備

工
事

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

た
。

-
  
  

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た
。

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

  
  
  
-

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
下

）
【
ば

ら
つ

き
】

□
普

通
（
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

□
□

□ □ □ □ □ □
）

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

□
□

(1
)据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
、

出
来

形
管

理
図

な
ど

を
工

夫
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)設

備
全

般
に

わ
た

り
、

形
状

及
び

寸
法

の
実

測
値

が
許

容
範

囲
内

で
あ

り
、

出
来

形
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

(3
)施

工
管

理
基

準
の

撮
影

記
録

が
撮

影
基

準
を

満
足

し
出

来
形

の
確

認
が

で
き

る

該
当

項
目

数
＝

-
  
  
  
  

機
械

設
備

工
事

優
れ

て
い

る
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

工
種

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

考
査

項
目

工
種

ａ
ａ
’

出
来

形
及

び
出

来
ば

え
一

般
土

木
工

事
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

４
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

Ⅰ
　

出
来

形

ｃ
ｄ

ｅ

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
ａ
～

ｂ
’
に

該
当

し
な

い
。

ｂ
ｂ
’

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

２
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
修

補
の

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

優
れ

て
い

る

ｄ
ｅ

ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

上
未

満
□

□
(3

)施
工

管
理

基
準

の
撮

影
記

録
が

撮
影

基
準

を
満

足
し

、
出

来
形

の
確

認
が

で
き

る
。

□
□

(4
)設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(5
)不

可
視

部
分

の
出

来
形

が
写

真
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)塗

装
管

理
基

準
の

塗
装

膜
管

理
が

適
切

に
ま

と
め

ら
れ

て
お

り
、

出
来

形
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

(7
)溶

接
管

理
基

準
の

出
来

形
管

理
が

適
切

に
ま

と
め

ら
れ

て
お

り
、

出
来

形
の

確
認

が
で

き
る

。
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

(8
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
②

□
□

(9
)設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
予

備
品

に
不

足
は

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)分

解
整

備
に

お
け

る
既

設
部

品
等

の
摩

耗
、

損
傷

等
に

つ
い

て
、

整
備

前
と

整
備

後
の

老
化

状
況

及
び

回
復

状
況

が
図

書
等

に
記

録
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
1
)そ

の
他

（
理

由
：

）
④

 
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

②

□
□

□
□

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

④
 

な
お

、
削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

）

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

2
6
機

械
設

備
工

事

電
気

設
備

工
事

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

た
。

-
  
  

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た
。

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

  
  
  
-

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
下

）
【
ば

ら
つ

き
】

□
普

通
（
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

□
□

□ □ □ □ □ □
）

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

□
□

□
□

□
□

該
当

項
目

数
＝

-
  
  
  
  

機
械

設
備

工
事

優
れ

て
い

る
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

工
種

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

考
査

項
目

工
種

ａ
ａ
’

出
来

形
及

び
出

来
ば

え
一

般
土

木
工

事
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

４
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

Ⅰ
　

出
来

形

ｃ
ｄ

ｅ

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
ａ
～

ｂ
’
に

該
当

し
な

い
。

ｂ
ｂ
’

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

２
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
修

補
の

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

優
れ

て
い

る

ｄ
ｅ

ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

上
未

満
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

②

□
□

□
□

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

）
④

 
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

□
□

(1
)据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
、

出
来

形
管

理
図

及
び

出
来

形
管

理
基

準
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)機

器
等

の
測

定
（
試

験
）
結

果
が

、
そ

の
都

度
管

理
図

表
等

に
記

録
さ

れ
、

適
切

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(3
)写

真
基

準
の

管
理

項
目

を
満

足
し

て
い

る
。

□
□

(4
)不

可
視

部
分

の
出

来
形

が
写

真
で

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(5
)設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)設

備
全

般
に

わ
た

り
、

形
状

、
寸

法
の

実
測

値
が

許
容

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)設

備
の

据
付

、
固

定
方

法
が

、
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
の

と
お

り
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

(8
)配

管
及

び
配

線
が

設
計

図
書

又
は

承
諾

図
書

の
と

お
り

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
②

□
□

(9
)行

き
先

な
ど

を
表

示
し

た
名

札
が

、
ケ

ー
ブ

ル
な

ど
に

分
か

り
易

く
堅

固
に

取
り

付
け

て
い

る
。

□
□

(1
0
)配

管
及

び
配

線
の

支
持

間
隔

や
絶

縁
抵

抗
等

に
つ

い
て

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
1
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
④

 
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
2
)そ

の
他

（
理

由
：

）

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

2
7
電

気
通

信
工

事

電
気

設
備

工
事

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

た
。

-
  
  

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た
。

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

  
  
  
-

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
下

）
【
ば

ら
つ

き
】

□
普

通
（
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

□
□

□ □ □ □ □ □
）

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

□
□

□
□

□
□

該
当

項
目

数
＝

-
  
  
  
  

機
械

設
備

工
事

優
れ

て
い

る
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

工
種

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

考
査

項
目

工
種

ａ
ａ
’

出
来

形
及

び
出

来
ば

え
一

般
土

木
工

事
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

バ
ラ

ツ
キ

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

４
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

Ⅰ
　

出
来

形

ｃ
ｄ

ｅ

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
ａ
～

ｂ
’
に

該
当

し
な

い
。

ｂ
ｂ
’

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
バ

ラ
ツ

キ
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

、
下

記
の

「
評

定
対

象
項

目
」
の

２
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
修

補
の

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

優
れ

て
い

る

ｄ
ｅ

ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

上
未

満
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

②

□
□

□
□

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

）
④

 
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

□
□

(1
)据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
、

出
来

形
管

理
図

及
び

出
来

形
管

理
基

準
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)機

器
等

の
測

定
（
試

験
）
結

果
が

、
そ

の
都

度
管

理
図

表
等

に
記

録
さ

れ
、

適
切

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(3
)写

真
基

準
の

管
理

項
目

を
満

足
し

て
い

る
。

□
□

(4
)不

可
視

部
分

の
出

来
形

が
写

真
で

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(5
)設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

で
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)設

備
全

般
に

わ
た

り
、

形
状

、
寸

法
の

実
測

値
が

許
容

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)設

備
の

据
付

、
固

定
方

法
が

、
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
の

と
お

り
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
対

象
と

し
な

い
項

目
は

削
除

す
る

。

□
□

(8
)配

管
及

び
配

線
が

設
計

図
書

又
は

承
諾

図
書

の
と

お
り

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
②

□
□

(9
)行

き
先

な
ど

を
表

示
し

た
名

札
が

、
ケ

ー
ブ

ル
な

ど
に

分
か

り
易

く
堅

固
に

取
り

付
け

て
い

る
。

□
□

(1
0
)配

管
及

び
配

線
の

支
持

間
隔

や
絶

縁
抵

抗
等

に
つ

い
て

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

③
 

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
1
)社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
④

 
な

お
、

削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
ｃ
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
2
)そ

の
他

（
理

由
：

）

評
価

対
象

項
目

数
＝

該
当

項
目

数
＝

評
価

値
=

2
8
電

気
設

備
工

事
（
建

築
）
・
暖

冷
房

衛
生

設
備

・
照

明
設

備
工

事

電
気

設
備

工
事

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

た
。

-
  
  

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
し

た
。

-
  
  
  
  

-
  
  
  
  

  
  
  
-

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
補

修
指

示
を

行
っ

た
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・・

・・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・・
・
・・

ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・・
・
・・

ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・・
・
・ｂ

’
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表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
杭

関
係

共
通

】

□
□

(1
)杭

に
損

傷
及

び
補

修
痕

が
無

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)杭

の
施

工
、

打
ち

止
め

管
理

方
法

（
支

持
層

の
確

認
及

び
支

持
層

へ
の

根
入

れ
長

を
含

む
）
等

が
整

理
さ

れ
、

か
つ

記
録

が
確

認
で

き
る

。
□

□

□
□

(3
)水

平
度

、
鉛

直
度

等
が

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)杭

頭
処

理
に

お
い

て
、

杭
本

体
を

損
傷

し
て

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

に
適

正
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

時
間

、
練

り
混

ぜ
か

ら
打

ち
終

わ
り

ま
で

の
時

間
、

打
設

の
投

入
高

さ
、

締
固

め
時

の
バ

イ
ブ

レ
ー

タ
ー

の
機

種
等

、
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

、
施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)材

料
の

規
格

が
品

質
証

明
書

等
（
ミ

ル
シ

ー
ト

等
）
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)鉄

筋
の

引
張

り
強

度
・
曲

げ
強

度
が

試
験

値
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
の

鉄
筋

の
保

管
管

理
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)鉄

筋
加

工
・
組

立
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
1
基

礎
工

工
事

（
地

盤
改

良
等

を
含

む
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
0
)鉄

筋
加

工
・
組

立
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

【
既

製
杭

関
係

】

□
□

(1
)杭

の
仮

置
き

方
法

が
適

正
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)溶

接
の

品
質

管
理

に
関

し
て

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
)そ

の
他

（
理

由
：

【
場

所
打

ち
杭

関
係

】
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
)支

持
地

盤
に

達
し

て
い

る
こ

と
が

掘
削

深
さ

、
掘

削
土

砂
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
②

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

□
□

(2
)ト

レ
ミ

ー
管

を
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

２
ｍ

以
上

挿
入

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
③

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(3
)掘

削
深

度
、

排
出

土
砂

、
孔

内
水

位
の

変
動

及
び

安
定

液
を

用
い

る
場

合
の

孔
内

の
安

定
液

濃
度

並
び

に
比

重
等

が
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

判
断

基
準

□
□

(4
)ス

ぺ
ー

サ
ー

の
材

質
が

適
正

で
、

品
質

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)配

筋
、

ス
ぺ

ー
サ

ー
の

配
置

及
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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（
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査
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完

成
）

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由

【
深

礎
杭

関
係

】

□
□

(1
)ラ

イ
ナ

ー
プ

レ
ー

ト
の

組
立

に
あ

た
り

、
偏

心
と

歪
み

に
配

慮
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)裏

込
め

注
入

の
圧

力
な

ど
が

施
工

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。

□
□

(3
)強

度
確

認
、

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
の

比
重

管
理

な
ど

の
品

質
に

係
わ

る
事

項
の

管
理

資
料

を
整

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)そ

の
他

（
理

由
：

【
地

盤
改

良
関

係
】

□
□

(1
)改

良
材

の
バ

ッ
チ

管
理

記
録

が
整

理
さ

れ
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

の
比

重
、

ス
ラ

リ
ー

噴
出

量
、

強
度

等
の

管
理

資
料

を
整

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
)事

前
に

土
質

試
験

を
実

施
し

、
改

良
材

の
選

定
、

必
要

添
加

量
の

設
定

等
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)施

工
箇

所
が

均
一

に
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

、
十

分
な

強
度

及
び

支
持

力
を

確
保

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)そ

の
他

（
理

由
：

考
査

項
目

工
種
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成
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品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)雨

水
に

よ
る

崩
壊

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(2
)段

切
等

が
施

工
前

に
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)置

換
え

の
た

め
の

掘
削

を
行

う
に

あ
た

り
、

掘
削

面
以

下
を

乱
さ

な
い

よ
う

に
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)締

固
め

を
適

切
な

条
件

で
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)一

層
あ

た
り

の
ま

き
出

し
厚

を
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)筋

芝
又

は
種

子
吹

付
け

等
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

。

□
□

(7
)構

造
物

付
近

の
締

固
め

等
の

処
理

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
。

□
□

(8
)土

羽
工

の
土

質
が

適
正

で
あ

る
。

□
□

(9
)Ｃ

Ｂ
Ｒ

試
験

等
を

行
っ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)法

面
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
や

損
傷

が
無

い
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
2
土

工
事

(盛
土

、
築

堤
等

工
事

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)雨

水
に

よ
る

崩
壊

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(2
)根

株
等

の
処

理
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

□
□

(3
)掘

削
面

以
下

を
乱

さ
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(4
)切

土
面

の
整

形
を

適
切

に
施

工
し

て
い

る
。

□
□

(5
)土

質
条

件
に

応
じ

て
適

切
な

法
勾

配
を

確
保

し
て

い
る

。

□
□

(6
)法

面
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
や

損
傷

が
無

い
。

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
3
土

工
事

(切
土

工
事

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満

- 140 -



別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

試
験

及
び

試
験

練
を

行
っ

て
お

り
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
（
強

度
・
ｗ

/
ｃ
・
最

大
骨

材
粒

径
、

塩
化

物
総

量
、

単
位

水
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
物

）
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

時
間

、
練

り
混

ぜ
か

ら
打

ち
終

わ
り

ま
で

の
時

間
、

打
設

の
投

入
高

さ
、

締
固

め
時

の
バ

イ
ブ

レ
ー

タ
ー

の
機

種
等

、
適

正
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
（
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

寒
中

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
を

含
む

）

□
□

(4
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

寒
中

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
を

含
む

）
　

(1
4
)「

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

」
の

評
価

に
つ

い
て

　
　

　
①

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

場
合

□
□

(5
)施

工
継

ぎ
目

は
、

打
ち

継
ぎ

目
位

置
の

選
定

、
構

造
・
補

強
、

レ
イ

タ
ン

ス
等

の
取

り
除

き
、

ひ
び

割
れ

誘
発

目
地

設
置

等
を

適
正

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
　

　
左

側
の

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

　
　

　
　

右
側

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

。

□
□

(6
)型

枠
、

支
保

工
の

取
外

し
時

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
強

度
が

適
正

に
管

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
　

②
有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

を
補

修
済

み

　
　

　
　

左
側

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

。

□
□

(7
)鉄

筋
の

規
格

が
ミ

ル
シ

ー
ト

で
確

認
で

き
、

か
つ

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
の

鉄
筋

の
保

守
管

理
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

　
　

右
側

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
を

チ
ェ

ッ
ク

し
な

い
。

　
　

　
③

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
を

存
置

（
無

処
理

）

□
□

(8
)鉄

筋
の

引
張

り
強

度
・
曲

げ
強

度
が

試
験

値
で

確
認

で
き

る
。

　
　

　
　

状
況

に
応

じ
て

、
ｄ
ま

た
は

ｅ
と

す
る

。

　
　

　
　

（
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
に

よ
る

評
価

で
は

な
く
、

ｄ
か

ｅ
で

評
価

）

□
□

(9
)鉄

筋
の

組
立

・
加

工
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)鉄

筋
の

継
ぎ

手
は

、
緊

結
材

・
方

法
、

機
械

式
継

手
等

、
応

力
位

置
に

つ
い

て
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
□

d
 判

定
□

e
 判

定

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
4
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ構
造

物
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)圧

接
作

業
に

あ
た

り
、

作
業

員
の

技
量

確
認

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)ス

ぺ
ー

サ
ー

の
材

質
が

適
正

で
、

品
質

が
確

認
で

き
、

か
つ

、
ス

ぺ
ー

サ
ー

を
適

切
に

配
置

し
、

鉄
筋

の
か

ぶ
り

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
3
)鉄

筋
を

露
出

し
た

状
態

で
完

了
す

る
場

合
、

防
錆

の
処

置
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
4
)有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

が
無

い
。

□
□

(1
5
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)施

工
基

面
を

平
滑

に
仕

上
げ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)裏

込
め

材
及

び
胴

込
め

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
締

固
め

を
、

空
隙

が
生

じ
な

い
よ

う
に

十
分

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)緑

化
ブ

ロ
ッ

ク
、

石
積

（
張

）
、

法
枠

、
か

ご
マ

ッ
ト

等
に

お
け

る
材

料
の

か
み

合
わ

せ
又

は
連

結
が

、
裏

込
材

の
吸

出
し

が
無

い
よ

う
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)石

積
（
張

）
工

に
お

い
て

、
大

き
さ

及
び

重
さ

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)護

岸
工

の
端

部
や

曲
線

部
の

処
理

が
適

切
で

あ
り

、
必

要
な

強
度

及
び

水
密

性
を

確
保

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)遮

水
シ

ー
ト

が
所

定
の

幅
で

重
ね

合
わ

せ
ら

れ
、

端
部

処
理

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)植

生
工

で
、

植
生

の
種

類
、

品
質

、
配

合
及

び
養

生
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)根

固
め

工
、

水
制

工
、

枕
床

工
、

捨
石

工
等

に
お

い
て

、
材

料
の

連
結

及
び

か
み

合
わ

せ
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)指

定
材

料
の

品
質

が
、

証
明

書
類

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)基

礎
工

に
お

い
て

掘
り

過
ぎ

が
無

く
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
5
護

岸
・
根

固
・

水
制

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
等

を
損

傷
無

く
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)施

工
に

あ
た

っ
て

、
床

掘
り

箇
所

の
湧

水
等

は
、

排
除

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)埋

め
戻

し
材

料
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
4
)有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

が
無

い
。

□
□

(1
5
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

【
矢

板
工

】
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

□
□

(1
6
)矢

板
に

そ
り

、
ゆ

が
み

、
傷

が
な

い
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
7
)鋼

矢
板

の
継

ぎ
手

が
確

実
に

な
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
監

督
職

員
と

協
議

を
行

い
書

面
で

交
わ

し
て

い
る

。

判
断

基
準

□
□

(1
8
)周

辺
環

境
（
騒

音
・
振

動
・
地

盤
変

動
等

）
に

配
慮

し
た

施
工

方
法

で
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(1
9
)施

工
記

録
等

に
よ

り
設

計
条

件
に

適
合

し
た

根
入

れ
長

で
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(2
0
)排

水
を

考
慮

し
、

良
好

な
床

付
け

面
を

確
保

し
て

い
る

。

□
□

(2
1
)鋼

矢
板

の
運

搬
、

保
管

に
あ

た
り

、
変

形
を

生
じ

さ
せ

な
い

よ
う

に
保

管
し

て
い

る
。

□
□

(2
2
)ウ

ォ
ー

タ
ー

ジ
ェ

ッ
ト

を
用

い
て

矢
板

を
施

工
す

る
場

合
は

、
最

後
の

打
ち

止
め

を
併

用
機

械
で

貫
入

さ
せ

落
ち

着
か

せ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
（
ウ

ォ
ー

タ
ー

ジ
ェ

ッ
ト

併
用

の
場

合
）

□
□

(2
3
)腹

起
こ

し
は

、
矢

板
と

十
分

に
密

着
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

隙
間

が
生

じ
た

場
合

は
パ

ッ
キ

ン
材

等
に

よ
り

土
圧

を
均

等
に

受
け

る
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
4
)矢

板
引

抜
後

（
打

設
後

）
に

空
洞

が
生

じ
た

場
合

は
、

空
洞

を
砂

利
等

で
充

填
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

考
査

項
目

工
種
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

試
験

及
び

試
験

練
を

行
っ

て
お

り
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
（
強

度
・
Ｗ

／
Ｃ

、
最

大
骨

材
粒

径
、

塩
化

物
総

量
、

単
位

水
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
等

」
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
受

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
、

ス
ラ

ン
プ

、
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。
□

□

□
□

(3
)圧

縮
強

度
試

験
に

使
用

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

供
試

体
が

、
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)運

搬
時

間
、

打
設

時
の

投
入

高
さ

、
締

固
め

時
の

バ
イ

ブ
レ

ー
タ

ー
の

機
種

及
び

養
生

方
法

が
、

施
工

条
件

及
び

気
象

条
件

に
適

し
て

お
り

、
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

□
□

(5
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

縮
強

度
を

管
理

し
て

お
り

、
必

要
な

強
度

に
達

し
た

後
型

枠
及

び
支

保
工

の
取

外
し

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(6
)地

山
と

の
取

り
合

せ
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)鉄

筋
及

び
鋼

材
の

品
質

が
、

証
明

書
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

が
無

い
。

【
砂

防
構

造
物

工
事

に
適

用
】

□
□

(1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
さ

び
、

ど
ろ

、
油

等
の

有
害

物
が

、
鉄

筋
に

付
着

し
な

い
よ

う
に

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
6
砂

防
構

造
物

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(2
)鉄

筋
の

組
み

立
て

・
加

工
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
)施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)ア

ン
カ

ー
が

設
計

図
書

の
と

お
り

施
工

し
て

あ
る

こ
と

が
、

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)ボ

ル
ト

の
締

付
け

確
認

が
実

施
さ

れ
、

適
切

に
記

録
が

保
管

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(6
)ボ

ル
ト

の
締

付
け

機
器

の
キ

ャ
リ

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
い

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

試
験

及
び

試
験

練
を

行
っ

て
お

り
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
（
強

度
・
Ｗ

／
Ｃ

、
最

大
骨

材
粒

径
、

塩
化

物
総

量
、

単
位

水
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
等

」
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
受

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
、

ス
ラ

ン
プ

、
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)圧

縮
強

度
試

験
に

使
用

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

供
試

体
が

、
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)運

搬
時

間
、

打
設

時
の

投
入

高
さ

、
締

固
め

時
の

バ
イ

ブ
レ

ー
タ

ー
の

機
種

及
び

養
生

方
法

が
、

施
工

条
件

及
び

気
象

条
件

に
適

し
て

お
り

、
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

□
□

(5
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

縮
強

度
を

管
理

し
て

お
り

、
必

要
な

強
度

に
達

し
た

後
型

枠
及

び
支

保
工

の
取

外
し

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(6
)地

山
と

の
取

り
合

せ
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)鉄

筋
及

び
鋼

材
の

品
質

が
、

証
明

書
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

が
無

い
。

□
□

(9
)そ

の
他

（
理

由
：

【
地

す
べ

り
対

策
工

事
（
抑

止
杭

・
集

水
井

戸
工

事
を

含
む

】

□
□

(1
0
)ア

ン
カ

の
施

工
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
7
地

す
べ

り
防

止
工

事
（
抑

止
杭

・
集

水
井

戸
工

事
含

む
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
0
)ア

ン
カ

ー
の

施
工

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
1
)ラ

イ
ナ

ー
プ

レ
ー

ト
の

組
み

立
て

に
あ

た
り

、
偏

心
と

歪
み

に
配

慮
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)ラ

イ
ナ

ー
プ

レ
ー

ト
と

地
山

と
の

隙
間

が
少

な
く
な

る
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)集

・
排

水
ﾎ

ﾞｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ工

の
方

向
及

び
角

度
が

、
適

正
と

な
る

よ
う

に
施

工
上

の
配

慮
を

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
4
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

【
ア

ン
カ

ー
工

】
②

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た

□
□

(1
5
)各

種
試

験
が

事
前

に
提

出
さ

れ
た

試
験

計
画

書
の

と
お

り
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
6
)ア

ン
カ

ー
材

料
を

現
場

で
保

管
す

る
場

合
は

、
湿

気
や

水
な

ど
に

配
慮

し
て

保
管

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
④

な
お

､削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
7
)削

孔
が

計
図

書
に

示
さ

れ
た

位
置

、
削

孔
径

、
長

さ
、

方
向

の
と

お
り

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
判

断
基

準

□
□

(1
8
)削

孔
終

了
後

、
ス

ラ
イ

ム
が

除
去

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
9
)グ

ラ
ウ

ト
注

入
圧

が
設

計
注

入
圧

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(2
0
)グ

ラ
ウ

ト
注

入
ま

で
に

、
テ

ン
ド

ン
に

さ
び

、
油

、
泥

等
が

付
着

し
な

い
よ

う
に

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
1
)グ

ラ
ウ

ト
注

入
後

、
グ

ラ
ウ

ト
が

硬
化

す
る

ま
で

テ
ン

ド
ン

を
固

定
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
2
)支

圧
板

が
適

切
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
3
)防

錆
処

理
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
4
)そ

の
他

（
理

由
：

考
査

項
目

工
種
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)土

壌
試

験
の

結
果

を
施

工
に

反
映

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)法

面
の

ゴ
ミ

、
泥

土
、

浮
石

等
が

除
去

さ
れ

、
施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

□
□

□
□

(3
)材

料
承

認
承

諾
書

に
基

づ
き

、
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

適
切

な
材

料
の

品
質

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)湧

水
処

理
が

適
切

に
な

さ
れ

、
雨

水
に

よ
る

崩
壊

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)使

用
材

料
が

空
袋

等
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由

【
種

子
吹

付
け

工
、

客
土

吹
付

け
工

、
厚

層
基

材
吹

付
け

工
関

係
】

□
□

(7
)ネ

ッ
ト

等
の

重
ね

幅
が

１
０

ｃ
ｍ

以
上

確
保

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(8
)吹

付
け

厚
さ

が
均

等
で

あ
る

□
□

(9
)吹

付
け

厚
さ

に
よ

っ
て

、
必

要
な

場
合

２
層

以
上

に
分

け
て

行
っ

て
い

る
の

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
8
法

面
工

事
１

（
基

材
吹

付
・

シ
ー

ト
張

等
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
0
)ネ

ッ
ト

等
が

適
切

に
法

面
に

定
着

し
て

い
る

。

□
□

(1
1
)吹

付
け

材
が

発
芽

し
て

い
る

の
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)そ

の
他

（
理

由
：

【
植

生
シ

ー
ト

、
マ

ッ
ト

工
関

係
】

□
□

(1
3
)水

分
補

給
、

日
照

等
地

域
条

件
を

種
子

材
料

等
の

選
定

に
反

映
し

て
い

る
。

　

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
4
)植

生
の

生
育

に
配

慮
し

た
丁

寧
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

□
□

(1
5
)ネ

ッ
ト

等
の

重
ね

幅
が

１
０

ｃ
ｍ

以
上

確
保

さ
れ

て
い

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
6
)ネ

ッ
ト

等
が

適
切

に
法

面
に

定
着

し
て

い
る

。

判
断

基
準

□
□

(1
7
)地

山
等

へ
の

密
着

性
や

す
り

つ
け

が
良

好
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
8
)そ

の
他

（
理

由

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)法

面
の

ゴ
ミ

、
泥

土
、

浮
石

等
が

除
去

さ
れ

、
施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
承

認
承

諾
書

に
基

づ
き

、
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

適
切

な
材

料
の

品
質

が
確

認
で

き
る

。
□

□

□
□

(3
)湧

水
処

理
が

適
切

に
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)使

用
材

料
が

空
袋

等
で

確
認

で
き

る
。

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
又

は
モ

ル
タ

ル
吹

付
け

工
関

係
】

□
□

(5
)金

網
等

の
重

ね
幅

が
１

０
ｃ
ｍ

以
上

確
保

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(6
)供

試
体

が
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)跳

ね
返

り
材

料
が

適
切

に
処

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(8
)水

抜
き

パ
イ

プ
が

適
切

に
配

置
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(9
)ア

ン
カ

ー
鉄

筋
の

適
正

（
位

置
、

間
隔

等
）
配

置
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

0
9
法

面
工

事
２

（
ﾓ

ﾙ
ﾀ
ﾙ

吹
付

・
法

枠
・
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

ｱ
ﾝ

ｶ
ｰ

等
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

【
特

殊
接

着
モ

ル
タ

ル
吹

付
け

工
関

係
】

□
□

(1
0
)金

網
は

法
面

肌
に

な
じ

み
、

ハ
ン

モ
ッ

ク
状

に
な

ら
な

い
よ

う
に

被
覆

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
1
)金

網
は

隙
間

が
で

き
な

い
よ

う
に

１
網

以
上

重
ね

合
わ

せ
、

結
束

用
鉄

線
を

用
い

３
０

ｃ
ｍ

間
隔

以
内

で
結

束
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
2
)ア

ン
カ

ー
ピ

ン
の

打
設

は
、

表
面

肌
の

状
態

に
よ

っ
て

有
効

に
使

い
分

け
し

て
い

る
。

□
□

(1
3
)特

殊
接

着
モ

ル
タ

ル
は

、
金

網
と

岩
石

の
接

点
及

び
ア

ン
カ

ー
ピ

ン
の

頭
部

に
点

付
接

着
さ

れ
て

い
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
4
)点

付
接

着
以

外
、

ク
ラ

ッ
ク

へ
の

注
入

接
着

及
び

金
網

前
面

へ
の

ま
ぶ

し
吹

き
が

さ
れ

て
い

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

□
□

(1
5
)地

山
等

へ
の

密
着

性
や

す
り

つ
け

が
良

好
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

【
現

場
吹

付
け

法
枠

工
関

係
】

□
□

(1
6
)ア

ン
カ

ー
の

施
工

長
さ

が
確

認
で

き
る

。
判

断
基

準

□
□

(1
7
)現

場
養

生
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
8
)供

試
体

が
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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完
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□
□

(1
9
)鉄

筋
加

工
組

立
等

が
適

正
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
0
)層

間
に

は
く
離

が
無

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
1
)跳

ね
返

り
材

料
が

適
切

に
処

理
さ

れ
て

い
る

。

【
グ

ラ
ン

ド
ア

ン
カ

ー
工

関
係

】

□
□

(2
2
)各

種
試

験
が

、
事

前
に

提
出

さ
れ

た
試

験
計

画
ど

お
り

に
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
3
)ア

ン
カ

ー
材

料
を

現
場

で
保

管
す

る
場

合
は

、
湿

気
や

水
な

ど
に

配
慮

し
て

保
管

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
4
)削

孔
が

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
位

置
、

削
孔

径
、

長
さ

、
方

向
の

と
お

り
、

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
5
)削

孔
後

ス
ラ

イ
ム

が
除

去
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
6
)グ

ラ
ウ

ト
注

入
圧

が
設

計
注

入
圧

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
7
)グ

ラ
ウ

ト
注

入
ま

で
に

テ
ン

ド
ン

に
さ

び
、

油
、

泥
等

が
付

着
し

な
い

よ
う

に
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
8
)グ

ラ
ウ

ト
注

入
後

、
グ

ラ
ウ

ト
が

硬
化

す
る

ま
で

テ
ン

ド
ン

を
固

定
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
9
)支

圧
板

が
適

切
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

考
査

項
目

工
種

□
□

(2
9
)支

圧
板

が
適

切
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
0
)防

錆
処

理
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。
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（
検
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完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)鋼

材
の

種
別

を
、

品
質

を
証

明
す

る
書

類
又

は
現

物
に

よ
り

照
合

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)溶

接
作

業
に

あ
た

り
、

作
業

員
の

技
量

確
認

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)溶

接
作

業
に

あ
た

り
、

溶
接

材
料

の
仕

様
区

分
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)溶

接
施

工
に

係
る

施
工

計
画

書
を

提
出

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)孔

空
け

に
よ

っ
て

生
じ

た
ま

く
れ

が
削

り
取

ら
れ

て
い

る
な

ど
、

き
め

細
や

か
に

製
作

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)欠

陥
部

の
発

生
が

み
ら

れ
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)塗

装
作

業
に

あ
た

り
、

塗
布

面
を

十
分

に
乾

燥
さ

せ
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)素

地
調

整
を

行
う

場
合

、
第

１
種

ケ
レ

ン
後

、
４

時
間

以
内

に
金

属
前

処
理

塗
装

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)塗

料
の

空
缶

管
理

に
つ

い
て

、
写

真
等

で
確

実
に

空
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)塗

料
の

品
質

が
出

荷
証

明
書

、
塗

料
成

績
表

に
よ

り
、

製
造

年
月

日
、

ロ
ッ

ト
番

号
、

色
彩

、
数

量
が

確
認

で
き

る
。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
0
鋼

橋
工

事
（
R

C
床

版
工

事
は

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ構
造

物
に

準
ず

る
）

□
□

(1
1
)そ

の
他

（
理

由
：

【
架

設
関

係
】

□
□

(1
2
)ボ

ル
ト

の
締

付
け

確
認

が
実

施
さ

れ
、

記
録

を
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
3
)ボ

ル
ト

の
締

付
け

後
及

び
測

定
機

器
の

キ
ャ

リ
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
4
)高

力
ボ

ル
ト

の
締

付
け

を
、

中
心

か
ら

外
側

に
向

か
っ

て
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
5
)高

力
ボ

ル
ト

の
品

質
が

、
証

明
書

類
で

確
認

で
き

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

□
□

(1
6
)支

承
の

据
付

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

面
の

チ
ッ

ピ
ン

グ
及

び
仕

上
げ

面
に

水
切

勾
配

が
付

い
て

い
る

こ
と

が
確

認
出

来
る

。
③

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
7
)架

設
に

あ
た

っ
て

、
部

材
の

応
力

と
変

形
等

を
十

分
に

検
討

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

判
断

基
準

□
□

(1
8
)架

設
に

用
い

る
仮

設
備

及
び

架
設

用
機

材
に

つ
い

て
品

質
、

性
能

が
確

保
で

き
る

規
模

及
び

強
度

を
有

し
て

確
認

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
9
)現

場
塗

装
部

の
ケ

レ
ン

及
び

膜
厚

管
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

b b' c c

b b' c c

a a' b b'

a' b b' c

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満

6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能
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□
□

(2
0
)現

場
塗

装
に

お
い

て
、

温
度

、
湿

度
、

風
速

等
の

確
認

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
1
)そ

の
他

（
理

由
：

考
査

項
目

工
種
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採
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考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)配

合
報

告
書

、
品

質
証

明
書

等
に

基
づ

き
、

適
切

な
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

規
格

（
強

度
・
ｗ

/
ｃ
・
最

大
骨

材
粒

径
・
塩

基
総

量
等

）
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

時
間

、
練

り
混

ぜ
か

ら
打

ち
終

わ
り

ま
で

の
時

間
、

打
設

の
投

入
高

さ
、

締
固

め
時

の
バ

イ
ブ

レ
ー

タ
ー

の
機

種
等

、
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

□
□

(4
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

含
む

。
）

□
□

(5
)型

枠
、

支
保

工
の

取
外

し
時

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
強

度
を

適
正

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(6
)鉄

筋
の

規
格

が
ミ

ル
シ

ー
ト

で
、

引
っ

張
り

強
度

又
は

曲
げ

強
度

が
試

験
値

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)鉄

筋
の

引
っ

張
り

強
度

及
び

曲
げ

強
度

の
試

験
値

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
に

さ
び

、
泥

、
油

等
の

有
害

物
が

鉄
筋

に
付

着
し

な
い

よ
う

に
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)圧

接
作

業
に

あ
た

り
、

作
業

員
の

技
量

確
認

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)鉄

筋
の

組
立

及
び

加
工

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
1
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

工
事

（
Ｐ

Ｃ
及

び
Ｒ

Ｃ
を

対
象

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

養
生

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)ス

ぺ
ー

サ
ー

の
品

質
及

び
個

数
が

、
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)プ

レ
ビ

ー
ム

桁
の

プ
レ

フ
レ

ク
シ

ョ
ン

管
理

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
、

使
用

す
る

装
置

及
び

機
器

の
キ

ャ
リ

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
事

前
に

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認

で
き

る
。

□
□

(1
4
)Ｐ

Ｃ
鋼

材
の

緊
張

及
び

グ
ラ

ウ
ト

注
入

管
理

値
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
5
)プ

レ
ス

ト
レ

ッ
シ

ン
グ

時
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

強
度

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(1
6
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

縮
強

度
の

確
認

は
、

構
造

物
と

同
様

な
養

生
条

件
に

お
か

れ
た

供
試

体
を

用
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
7
)有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

が
無

い
。

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
8
)そ

の
他

（
理

由
：

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
路

床
・
路

盤
工

事
】

□
□

(1
)設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
試

験
方

法
で

Ｃ
Ｂ

Ｒ
値

を
測

定
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)路

床
及

び
路

盤
工

の
プ

ル
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)路

床
及

び
路

盤
工

の
密

度
管

理
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)路

盤
の

安
定

処
理

は
材

料
が

均
一

に
な

る
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)路

盤
の

施
工

に
先

立
っ

て
、

路
床

面
、

下
層

路
盤

面
の

浮
石

及
び

有
害

物
を

除
去

し
て

か
ら

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)路

床
盛

土
に

お
い

て
、

一
層

の
仕

上
が

り
厚

を
２

０
ｃ
ｍ

以
下

と
し

、
各

層
ご

と
に

締
固

め
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)路

床
盛

土
に

お
い

て
、

構
造

物
の

隣
接

箇
所

や
狭

い
箇

所
に

お
け

る
締

固
め

が
、

タ
ン

パ
等

の
小

型
締

固
め

機
械

に
よ

り
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

【
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

関
係

】

□
□

(9
)ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

の
品

質
が

、
配

合
設

計
及

び
試

験
練

の
結

果
又

は
事

前
審

査
制

度
の

証
明

書
類

に
よ

り
確

認
で

き
る

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
2
舗

装
工

事

□
□

(1
0
)舗

装
工

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
上

層
路

盤
の

浮
石

な
ど

の
有

害
物

を
除

去
し

て
か

ら
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
1
)プ

ラ
ン

ト
出

荷
時

、
現

場
到

着
時

、
舗

設
時

等
に

お
い

て
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

温
度

管
理

を
記

録
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)舗

設
後

の
交

通
開

放
が

、
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
3
)各

層
の

継
ぎ

目
の

位
置

が
、

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

数
値

以
上

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
単

層
の

場
合

は
、

継
ぎ

目
や

構
造

物
と

の
接

合
面

処
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き

る
。

）

□
□

(1
4
)縦

継
ぎ

目
及

び
横

継
ぎ

目
の

位
置

、
構

造
物

と
の

接
合

面
の

処
置

等
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(1
5
)ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

の
運

搬
及

び
舗

設
に

あ
た

っ
て

、
気

象
条

件
を

配
慮

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
6
)密

度
管

理
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
④

な
お

､削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
7
)そ

の
他

（
理

由
：

判
断

基
準

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
】

□
□

(1
8
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

試
験

及
び

試
験

練
を

行
っ

て
お

り
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
（
強

度
・
Ｗ

/
Ｃ

、
最

大
骨

材
粒

径
、

塩
化

物
総

量
、

単
位

水
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
等

）
が

確

。

b b' c c

b b' c c

a a' b b'

a' b b' c

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満

6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能
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別
紙
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１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
9
)舗

装
工

の
施

工
に

先
立

っ
て

、
上

層
路

盤
面

の
浮

石
等

の
有

害
物

を
除

去
し

て
か

ら
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
0
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

受
け

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
、

ス
ラ

ン
プ

、
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
1
)圧

縮
強

度
試

験
に

使
用

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

供
試

体
が

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

、
運

搬
時

間
、

打
設

方
法

及
び

養
生

方
法

が
、

施
工

条
件

及
び

気
象

条
件

に
適

し
て

お
り

、
設

計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
2
)材

料
が

分
離

し
な

い
よ

う
に

コ
ン

ク
リ

ー
ト

を
敷

き
均

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
3
)チ

ェ
ア

ー
及

び
タ

イ
バ

ー
を

損
傷

な
ど

が
発

生
し

な
い

よ
う

保
管

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
4
)そ

の
他

（
理

由
：

考
査

項
目

工
種
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工
事

成
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採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)上

半
掘

削
は

設
計

の
１

間
毎

、
下

半
掘

削
は

設
計

の
２

間
毎

（
１

サ
イ

ク
ル

）
の

施
工

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)上

半
掘

削
時

に
鋼

製
支

保
工

の
足

元
を

深
掘

り
し

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)下

半
掘

削
時

に
鋼

製
支

保
工

の
足

元
を

深
掘

り
し

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)掘

削
に

つ
い

て
火

薬
と

雷
管

の
使

用
量

が
設

計
地

山
と

対
比

し
て

適
切

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)上

半
掘

削
は

、
余

掘
り

の
低

減
（
ス

ム
ー

ス
プ

ラ
ス

テ
ィ

ン
グ

等
）
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)吹

付
け

コ
ン

ク
リ

ー
ト

面
の

凹
凸

の
平

滑
性

及
び

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

頭
部

の
突

出
の

処
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)シ

ー
ト

防
水

材
の

取
付

、
打

鋲
、

端
末

処
理

等
が

適
切

で
、

か
つ

シ
ー

ト
が

正
常

に
展

張
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
挿

入
前

に
く
り

粉
除

去
の

清
掃

や
湧

水
処

理
等

の
確

実
な

施
工

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)日

々
の

計
測

管
理

を
行

っ
て

お
り

、
そ

れ
に

基
づ

い
た

施
工

（
補

助
工

法
を

含
む

）
を

行
っ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)覆

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

、
変

状
の

収
束

期
間

を
待

っ
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
3
ト

ン
ネ

ル
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)設

計
図

書
に

基
づ

く
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
吹

付
け

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
配

合
試

験
及

び
試

験
練

が
行

わ
れ

て
お

り
、

適
切

な
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

規
格

（
強

度
・
ｗ

/
ｃ
・
最

大
骨

材
立

径
・
塩

基
総

量
等

）

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
3
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

の
施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
、

打
設

、
締

固
め

方
法

、
投

入
高

さ
、

養
生

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(1
4
)鉄

筋
の

規
格

を
ミ

ル
シ

ー
ト

で
確

認
で

き
、

か
つ

鉄
筋

及
び

保
管

管
理

が
適

正
で

あ
る

こ
と

を
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
5
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満

- 155 -



別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
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査
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：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)活

着
が

促
さ

れ
る

よ
う

に
管

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)樹

木
な

ど
に

損
傷

、
は

ち
く
ず

れ
等

が
無

い
よ

う
保

護
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)樹

木
等

の
生

育
に

害
の

あ
る

害
虫

等
が

い
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)施

工
完

了
後

、
余

剰
枝

の
剪

定
、

整
形

そ
の

他
必

要
な

手
入

れ
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)肥

料
が

直
接

樹
木

の
根

に
触

れ
な

い
よ

う
均

一
に

施
肥

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)植

生
す

る
樹

木
に

応
じ

て
、

余
裕

の
あ

る
植

穴
を

掘
り

底
部

を
耕

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)添

木
を

ぐ
ら

つ
き

な
い

よ
う

に
設

置
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)樹

名
板

を
視

認
し

や
す

い
場

所
に

据
え

付
け

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
4
植

栽
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)防

護
柵

設
置

要
綱

、
視

線
誘

導
標

設
置

基
準

、
道

路
標

識
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
等

の
規

定
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)防

護
柵

等
の

床
掘

り
の

仕
上

が
り

面
に

お
い

て
、

地
山

の
乱

れ
や

不
陸

が
生

じ
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)防

護
柵

等
の

基
礎

工
の

施
工

に
あ

た
っ

て
、

無
筋

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
規

定
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)防

護
柵

等
の

支
柱

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
既

設
舗

装
面

へ
影

響
が

無
い

よ
う

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)基

礎
設

置
箇

所
に

つ
い

て
地

盤
の

地
耐

力
を

把
握

し
て

、
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)防

護
柵

の
支

柱
の

根
入

れ
長

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)ガ

ー
ド

ケ
ー

ブ
ル

を
支

柱
に

取
り

付
け

る
場

合
、

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

所
定

の
張

力
を

与
え

て
い

る
の

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)ガ

ー
ド

ケ
ー

ブ
ル

の
端

末
支

柱
を

土
中

に
設

置
す

る
場

合
、

打
設

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

が
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
強

度
以

上
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
5
防

護
柵

（
網

）
等

設
置

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)道

路
標

識
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
等

の
規

定
に

従
い

適
切

に
施

工
し

、
規

格
値

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)品

質
証

明
書

等
が

整
備

さ
れ

、
材

料
等

品
質

が
的

確
に

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)材

料
や

構
造

物
の

保
守

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
、

変
形

、
破

損
、

有
害

な
傷

が
無

い
。

□
□

(4
)接

合
部

の
処

理
方

法
や

連
結

か
み

合
わ

せ
、

緊
張

が
適

正
で

、
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)基

礎
部

の
埋

め
戻

し
ま

た
は

定
着

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
6
標

識
等

設
置

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)視

線
誘

導
標

設
置

基
準

、
道

路
標

識
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
等

の
規

定
に

従
い

適
切

に
施

工
し

、
規

格
値

を
満

足
し

て
い

る
。

□
□

(2
)ペ

イ
ン

ト
式

(常
温

式
)区

画
線

に
使

用
す

る
シ

ン
ナ

ー
の

使
用

量
が

1
0
％

程
度

以
下

で
あ

る
。

□
□

□
□

(3
)区

画
線

の
厚

さ
が

見
本

等
で

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)区

画
線

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
設

置
路

面
の

水
分

、
泥

、
砂

塵
及

び
ほ

こ
り

を
取

り
除

い
て

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)区

画
線

を
消

去
の

場
合

、
表

示
材

（
塗

料
）
の

み
の

除
去

と
な

っ
て

お
り

、
路

面
へ

の
影

響
が

最
小

限
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)プ

ラ
イ

マ
ー

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
路

面
に

均
等

に
塗

布
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)区

画
線

の
材

料
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
7
区

画
線

等
設

置
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検
査
員
：
完
成
）

【
維

持
工

事
（
清

掃
工

、
除

草
工

、
付

属
物

工
、
除

雪
、
応

急
処

理
等

）
】

□
(1
)使

用
す
る
材
料
の
品
質
・
形
状
等
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
現
場
に
お
い
て
材
料
確
認
を
適
宜
・
的
確
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
(2
)構

造
物
の
劣
化
状
況
を
よ
く
把
握
し
て
、
適
切
な
対
策
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
□

□
(3
)監

督
職
員
の
指
示
事
項
に
対
し
て
、
現
地
状
況
を
勘
案
し
、
施
工
方
法
や
構
造
に
つ
い
て
の
提
案
を
行
う
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
(4
)緊

急
的
な
作
業
に
お
い
て
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
(5
)理

由
：

□
(6
)理

由
：

□
(7
)理

由
：

□
(8
)理

由
：

【
修

繕
工

事
（
橋

脚
補

強
、
耐

震
補

強
、
落

橋
防

止
等

）
】

□
(1
)使

用
す
る
材
料
の
品
質
・
形
状
等
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
現
場
に
お
い
て
材
料
確
認
を
適
宜
・
的
確
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

Ⅱ
　
品
質

出
来
形
及
び
出

来
ば
え

1
8
維
持
修
繕
工

事

考
査
項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品
質
関
係
の
測
定
方

法
又
は
測
定
値
が
不

適
切
で
あ
っ
た
た
め
、

監
督
職
員
が
文
書
で

指
示
を
行
い
改
善
さ
れ

た
。

・
品
質
関
係
の
測
定
方

法
又
は
測
定
値
が
不

適
切
で
あ
っ
た
た
め
、

検
査
職
員
が
修
補
指

示
を
行

っ
た
。

□
(2
)構

造
物
の
劣
化
状
況
を
よ
く
把
握
し
て
、
適
切
な
対
策
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
(3
)監

督
職
員
の
指
示
事
項
に
対
し
て
、
現
地
状
況
を
勘
案
し
、
施
工
方
法
や
構
造
に
つ
い
て
の
提
案
を
行
う
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
(4
)施

工
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
提
言
や
修
繕
サ
イ
ク
ル
等
を
勘
案
し
た
提
案
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

□
(5
)理

由
：

□
(6
)理

由
：

□
(7
)理

由
：

□
(8
)理

由
：

判
断
基
準

該
当
項
目
が
６
項
目
以
上
・
・
・
・
・
・
ａ

該
当
項
目
が
５
項
目
以
上
・
・
・
・
・
・
ａ
’

該
当
項
目
が
４
項
目
以
上
・
・
・
・
・
・
ｂ

該
当
項
目
が
３
項
目
以
上
・
・
・
・
・
・
ｂ
’

該
当
項
目
が
２
項
目
以
下
・
・
・
・
・
・
ｃ

注
記
載
の
４
項
目
を
必
須
の
評
価
項
目
と
し
、
こ
の
他
に
適
宜
項
目
を
追
加
し
て

評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
評
価
対
象
項
目
は
最
大
８
項
目
と
す
る
。
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)塗

装
作

業
に

あ
た

り
、

塗
布

面
を

十
分

に
乾

燥
さ

せ
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)ケ

レ
ン

を
入

念
に

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)天

候
状

況
の

確
認

、
気

温
及

び
湿

度
の

測
定

を
行

い
、

塗
装

作
業

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)塗

料
を

使
用

前
に

撹
拌

し
、

容
器

の
塗

料
を

均
一

な
状

態
に

し
て

か
ら

使
用

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)鋼

材
表

面
及

び
被

塗
装

面
の

汚
れ

、
油

類
等

を
除

去
し

塗
装

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)塗

料
の

空
缶

管
理

に
つ

い
て

写
真

等
で

確
実

に
空

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)塗

り
残

し
、

な
が

れ
、

し
わ

等
が

無
く
塗

装
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)溶

接
部

、
ボ

ル
ト

の
接

合
部

分
、

構
造

の
複

雑
な

部
分

に
つ

い
て

、
必

要
な

塗
膜

厚
を

確
保

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)塗

料
の

品
質

が
出

荷
証

明
書

、
塗

料
成

績
表

に
よ

り
、

製
造

年
月

日
、

ロ
ッ

ト
番

号
、

色
彩

、
数

量
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

1
9
塗

装
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
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-
３

工
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成
績
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の
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査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)濁

り
防

止
等

環
境

保
全

に
十

分
注

意
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)既

設
構

造
物

に
影

響
の

な
い

よ
う

に
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
□

□

□
□

(3
)工

事
期

間
中

、
1
 日

1
 回

は
潮

位
観

測
を

実
施

し
て

記
録

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)台

風
な

ど
の

異
常

気
象

に
備

え
て

施
工

前
に

避
難

場
所

の
確

保
及

び
退

避
設

備
の

対
策

を
講

じ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

【
浚

渫
・
床

堀
関

係
】

□
□

(5
)土

砂
処

分
に

お
け

る
運

搬
途

中
で

漏
出

が
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(6
)浚

渫
工

又
は

床
堀

工
に

つ
い

て
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

施
工

上
の

注
意

事
項

が
守

ら
れ

て
い

る
。

【
地

盤
改

良
関

係
】

□
□

(7
)改

良
材

料
の

品
質

管
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

記
録

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)浮

泥
を

巻
き

込
ま

な
い

よ
う

置
換

材
を

投
入

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)サ

ン
ド

ド
レ

ン
・
砕

石
ド

レ
ン

サ
ン

ド
コ

ン
パ

ク
シ

ョ
ン

パ
イ

ル
及

び
ロ

ッ
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ

ン
が

連
続

し
た

一
様

な
形

状
・
品

質
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

打
込

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

る

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
0
港

湾
築

造
工

事
（
海

岸
築

造
工

事
を

含
む

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(9
)サ

ン
ド

ド
レ

ー
ン

・
砕

石
ド

レ
ー

ン
、

サ
ン

ド
コ

ン
パ

ク
シ

ョ
ン

パ
イ

ル
及

び
ロ

ッ
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ

ン
が

連
続

し
た

一
様

な
形

状
・
品

質
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

打
込

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

る

。

□
□

(1
0
)深

層
混

合
処

理
の

打
込

記
録

等
か

ら
、

仕
様

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
事

項
が

確
認

で
き

る
。

【
マ

ッ
ト

、
捨

石
及

び
均

し
関

係
】

□
□

(1
1
)前

記
以

外
の

改
良

工
法

に
つ

い
て

、
記

録
か

ら
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

事
項

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)盛

り
上

が
り

土
の

状
況

確
認

及
び

管
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

記
録

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)捨

石
、

被
覆

石
な

ど
材

料
の

規
格

・
品

質
が

試
験

成
績

表
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(1
4
)捨

石
基

礎
の

均
し

面
を

平
坦

に
仕

上
げ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
5
)マ

ッ
ト

が
破

損
な

く
所

定
の

幅
で

重
ね

合
わ

せ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
写

真
記

録
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
④

な
お

､削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
6
)捨

石
、

被
覆

及
び

根
固

め
石

が
ゆ

る
み

の
な

い
よ

う
堅

固
に

施
工

さ
れ

、
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

判
断

基
準

□
□

(1
7
)裏

込
め

が
ﾀ
ｲ
ﾛ
ｯ
ﾄﾞ

、
ﾀ
ｲ
ﾜ
ｲ
ﾔ

ｰ
そ

の
他

埋
設

構
造

物
又

は
既

設
構

造
物

の
破

損
な

く
施

工
さ

れ
、

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。

【
本

体
：
杭

及
び

矢
板

、
控

工
関

係
】

□
□

(1
8
)鋼

材
の

規
格

・
数

量
が

ミ
ル

シ
ー

ト
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

る
。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
9
)杭

及
び

矢
板

に
損

傷
及

び
補

修
痕

が
な

い
。

□
□

(2
0
)杭

及
び

矢
板

の
打

止
め

の
施

工
管

理
方

法
等

が
整

備
さ

れ
、

か
つ

記
録

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
1
)腹

起
し

材
を

全
長

に
わ

た
り

規
定

の
水

平
高

さ
に

取
り

付
け

、
ボ

ル
ト

で
十

分
締

め
付

け
矢

板
壁

に
密

着
さ

せ
て

い
る

。

□
□

(2
2
)タ

イ
ロ

ッ
ド

は
隅

角
部

等
特

別
な

場
合

を
除

き
矢

板
法

線
に

対
し

て
直

角
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
3
)タ

イ
ワ

イ
ヤ

ー
は

隅
角

部
等

特
別

な
場

合
を

除
き

矢
板

法
線

に
対

し
て

直
角

に
設

置
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
4
)溶

接
及

び
切

断
の

品
質

管
理

に
関

し
て

仕
様

書
に

定
め

ら
れ

た
事

項
が

確
認

で
き

る
。

【
本

体
：
ケ

ー
ソ

ン
据

付
、

ブ
ロ

ッ
ク

据
付

関
係

】

□
□

(2
5
)ケ

ー
ソ

ン
仮

置
に

先
立

ち
仮

置
場

を
調

査
し

、
仮

置
作

業
が

所
定

の
位

置
に

異
常

な
く
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
6
)ケ

ー
ソ

ン
据

付
に

先
立

ち
、

気
象

・
海

象
等

を
十

分
調

査
し

、
据

付
作

業
が

所
定

の
精

度
で

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
7
)ケ

ー
ソ

ン
据

付
等

及
び

中
詰

に
お

い
て

ケ
ー

ソ
ン

及
び

既
設

構
造

物
等

の
破

損
が

な
く
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
8
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
等

に
先

立
ち

、
気

象
・
海

象
等

を
十

分
調

査
し

、
据

付
作

業
が

所
定

の
精

度
で

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
9
)ブ

ロ
ッ

ク
据

付
等

に
お

い
て

ブ
ロ

ッ
ク

及
び

既
設

構
造

物
等

の
破

損
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

、
損

傷
な

く
施

工
さ

れ
て

い
る

。

考
査

項
目

工
種

□
□

(2
9
)ブ

ロ
ッ

ク
据

付
等

に
お

い
て

ブ
ロ

ッ
ク

及
び

既
設

構
造

物
等

の
破

損
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

、
損

傷
な

く
施

工
さ

れ
て

い
る

。

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
関

係
】

□
□

(3
0
)配

合
報

告
書

、
品

質
証

明
書

等
に

基
づ

き
、

適
切

な
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

規
格

（
強

度
・
w

/
ｃ
・
最

大
骨

材
粒

径
・
塩

基
総

量
等

）
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
2
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
打

設
時

間
、

練
り

混
ぜ

か
ら

打
ち

終
わ

り
ま

で
の

時
間

、
打

設
の

投
入

高
さ

、
締

固
時

の
ﾊ

ﾞｲ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ﾀ
の

機
種

等
、

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(3
3
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
。

）

□
□

(3
4
)型

枠
、

支
保

工
の

取
り

外
し

時
、

転
置

・
仮

置
時

に
必

要
な

コ
ン

ク
リ

ー
ト

強
度

を
適

正
に

管
理

し
て

い
る

。

□
□

(3
5
)施

工
継

目
は

、
打

継
目

位
置

の
選

定
、

構
造

・
補

強
、

レ
イ

タ
ン

ス
等

の
取

除
き

、
ひ

び
割

れ
誘

発
目

地
設

置
等

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
6
)鉄

筋
の

規
格

が
ミ

ル
シ

ー
ト

で
確

認
で

き
、

か
つ

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
の

鉄
筋

の
保

守
管

理
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(3
7
)鉄

筋
の

組
立

・
加

工
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。
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運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(3
8
)ス

ペ
ー

サ
ー

の
材

質
が

適
正

で
、

品
質

が
確

認
で

き
、

か
つ

、
ス

ペ
ー

サ
ー

を
適

切
に

配
置

し
、

鉄
筋

の
か

ぶ
り

を
確

保
し

て
い

る
。

□
□

(3
9
)そ

の
他

（
理

由
：

考
査

項
目

工
種
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)濁

り
防

止
等

環
境

保
全

に
十

分
注

意
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)既

設
構

造
物

に
影

響
の

な
い

よ
う

に
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
□

□

【
浚

渫
・
床

掘
り

関
係

】

□
□

(3
)土

砂
処

分
に

お
け

る
運

搬
途

中
で

漏
出

が
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(4
)浚

渫
工

又
は

床
掘

工
に

つ
い

て
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

施
工

上
の

注
意

事
項

が
守

ら
れ

て
い

る
。

【
地

盤
改

良
関

係
】

□
□

(5
)改

良
材

料
の

品
質

管
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

記
録

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)浮

泥
を

巻
き

込
ま

な
い

よ
う

置
換

材
を

投
入

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)サ

ン
ド

ド
レ

ー
ン

・
砕

石
ド

レ
ー

ン
、

サ
ン

ド
コ

ン
パ

ク
シ

ョ
ン

パ
イ

ル
及

び
ロ

ッ
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ

ン
が

連
続

し
た

一
様

な
形

状
・
品

質
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

打
込

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

る

。

□
□

(8
)深

層
混

合
処

理
の

打
込

記
録

等
か

ら
、

仕
様

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
事

項
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)前

記
以

外
の

改
良

工
法

に
つ

い
て

記
録

か
ら

仕
様

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
事

項
が

確
認

で
き

る

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
1
港

湾
浚

渫
工

事
(地

盤
改

良
工

事
を

含
む

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(9
)前

記
以

外
の

改
良

工
法

に
つ

い
て

、
記

録
か

ら
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

事
項

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)盛

り
上

が
り

土
の

状
況

確
認

及
び

管
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

記
録

で
確

認
で

き
る

。

【
マ

ッ
ト

、
捨

石
及

び
均

し
関

係
】

□
□

(1
1
)捨

石
、

被
覆

石
な

ど
材

料
の

規
格

・
品

質
が

試
験

成
績

表
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)マ

ッ
ト

が
破

損
な

く
所

定
の

幅
で

重
ね

合
わ

せ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
写

真
記

録
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)捨

石
、

被
覆

及
び

根
固

め
石

が
ゆ

る
み

の
な

い
よ

う
堅

固
に

施
工

さ
れ

、
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(1
4
)裏

込
め

が
ﾀ
ｲ
ﾛ
ｯ
ﾄﾞ

、
ﾀ
ｲ
ﾜ
ｲ
ﾔ

ｰ
そ

の
他

埋
設

構
造

物
又

は
既

設
構

造
物

の
破

損
な

く
施

工
さ

れ
、

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
5
)そ

の
他

（
理

由
：

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)仕

様
書

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
品

質
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

 
□

□

□
□

(3
)地

区
内

の
地

表
水

及
び

地
下

水
を

排
除

し
ド

ラ
イ

の
状

態
で

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(4
)濁

り
等

の
防

止
に

十
分

留
意

し
て

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(5
)地

区
外

か
ら

の
雨

水
等

を
遮

断
し

、
地

区
内

へ
の

流
入

を
防

止
し

て
い

る
。

□
□

(6
)二

次
製

品
と

の
取

り
付

け
部

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
に

き
め

細
か

い
施

工
が

う
か

が
え

る
。

【
整

地
工

】

□
□

(7
)基

盤
切

盛
が

適
切

に
施

工
さ

れ
、

基
盤

の
均

平
度

が
良

好
で

あ
る

。

□
□

(8
)表

土
厚

さ
が

充
分

確
保

さ
れ

、
か

つ
均

平
度

が
良

好
で

あ
る

。

□
□

(9
)畦

畔
及

び
盛

土
部

が
充

分
に

締
固

め
ら

れ
て

い
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
2
ほ

場
整

備
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
0
)法

面
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
損

傷
部

が
な

い
。

□
□

(1
1
)石

礫
や

雑
物

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

【
道

路
工

】

□
□

(1
2
)盛

土
の

締
固

め
が

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
3
)法

面
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
損

傷
部

が
な

い
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
4
)敷

砂
利

等
が

均
等

で
平

坦
性

が
良

好
で

あ
る

。
②

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

【
水

路
工

】
③

評
価

値
（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
5
)仕

様
書

等
で

示
す

条
件

に
よ

り
締

固
め

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
④

な
お

､削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
6
)法

面
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
や

損
傷

が
な

い
判

断
基

準

□
□

(1
7
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
２

次
製

品
等

の
接

合
が

適
正

で
あ

る
。

□
□

(1
8
)付

帯
構

造
物

の
施

工
が

良
好

で
あ

る
。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

【
暗

渠
排

水
工

】

□
□

(1
9
)吸

水
管

等
の

設
置

が
良

好
で

あ
り

、
か

つ
適

正
な

水
路

勾
配

を
有

し
て

い
る

。

□
□

(2
0
)被

覆
材

が
仕

様
書

に
定

め
た

品
質

を
有

し
、

雑
物

等
の

混
入

が
な

い
。

□
□

(2
1
)表

土
埋

め
戻

し
が

適
切

に
施

工
さ

れ
、

周
辺

と
の

段
差

が
な

い
。

考
査

項
目

工
種
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
共

通
】

□
□

(1
)雨

水
に

よ
る

崩
壊

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(2
)根

株
等

の
処

理
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

□
□

(3
)掘

削
面

以
下

を
乱

さ
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

。

□
□

(4
)切

土
面

の
整

形
を

適
切

に
施

工
し

て
い

る
。

□
□

(5
)土

質
条

件
に

応
じ

て
適

切
な

法
勾

配
を

確
保

し
て

い
る

。

□
□

(6
)法

面
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
や

損
傷

部
が

な
い

。

□
□

(7
)一

層
あ

た
り

の
ま

き
出

し
厚

を
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)締

固
め

を
適

切
な

条
件

で
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)構

造
物

付
近

の
締

固
め

等
の

処
理

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)Ｃ

Ｂ
Ｒ

試
験

等
を

行
っ

て
い

る

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
3
林

道
工

事
(砂

利
道

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
0
)Ｃ

Ｂ
Ｒ

試
験

等
を

行
っ

て
い

る
。

□
□

(1
1
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

時
間

、
練

り
混

ぜ
か

ら
打

ち
終

わ
り

ま
で

の
時

間
、

打
設

の
投

入
高

さ
、

締
固

め
時

の
バ

イ
ブ

レ
ー

タ
ー

の
機

種
等

、
適

正
で

あ
る

こ
と

が

確
認

で
き

る
。

（
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

寒
中

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
を

含
む

）

□
□

(1
3
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

寒
中

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
を

含
む

）

□
□

(1
4
)施

工
継

ぎ
目

は
、

打
ち

継
ぎ

目
位

置
の

選
定

、
構

造
・
補

強
、

レ
イ

タ
ン

ス
等

の
取

り
除

き
、

ひ
び

割
れ

誘
発

目
地

設
置

等
を

適
正

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
5
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
、

打
設

方
法

、
養

生
方

法
等

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

□
□

(1
6
)施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

【
種

子
吹

付
け

工
、

客
土

吹
付

け
工

、
厚

層
基

材
吹

付
け

工
関

係
】

□
□

(1
7
)ネ

ッ
ト

等
の

重
ね

幅
が

１
０

ｃ
ｍ

以
上

確
保

さ
れ

て
い

る
。

判
断

基
準

□
□

(1
8
)吹

付
け

厚
さ

が
均

等
で

あ
る

□
□

(1
9
)吹

付
け

厚
さ

に
よ

っ
て

、
必

要
な

場
合

２
層

以
上

に
分

け
て

行
っ

て
い

る
の

が
確

認
で

き
る

。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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□
□

(2
0
)ネ

ッ
ト

等
が

適
切

に
法

面
に

定
着

し
て

い
る

。

□
□

(2
1
)吹

付
け

材
が

発
芽

し
て

い
る

の
が

確
認

で
き

る
。

【
補

強
土

壁
工

】

□
□

(2
2
)品

質
証

明
書

等
が

整
備

さ
れ

、
材

料
等

の
品

質
が

的
確

に
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
3
)盛

土
に

先
行

し
て

基
礎

地
盤

の
支

持
力

や
湧

水
状

況
が

調
査

さ
れ

、
適

切
に

施
工

に
反

映
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

(2
4
)掘

削
法

面
が

雨
水

に
よ

り
崩

壊
し

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(2
5
)落

石
防

止
網

等
が

土
壁

施
工

前
に

適
切

に
設

置
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
6
)補

強
材

施
工

基
面

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(2
7
)盛

土
材

料
の

土
質

が
適

正
で

あ
る

こ
と

が
材

料
試

験
等

で
確

認
で

き
る

。
 

□
□

(2
8
)盛

土
の

締
固

め
が

適
切

な
条

件
で

施
工

さ
れ

、
管

理
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
9
)補

強
材

の
設

置
長

さ
が

写
真

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(3
0
)壁

面
材

付
近

の
丁

寧
な

施
工

が
う

か
が

え
る

。

考
査

項
目

工
種

□
□

(3
0
)壁

面
材

付
近

の
丁

寧
な

施
工

が
う

か
が

え
る

。

□
□

(3
1
)材

料
の

吊
り

込
み

、
裾

付
け

の
際

に
常

に
十

分
な

注
意

を
払

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(3
2
)材

料
の

連
結

ま
た

は
、

か
み

合
わ

せ
が

適
切

で
あ

る
。

□
□

(3
3
)端

部
に

お
け

る
地

山
等

と
の

す
り

つ
け

が
適

切
で

あ
る

。

【
特

殊
接

着
モ

ル
タ

ル
吹

付
け

工
関

係
】

□
□

(3
4
)金

網
は

法
面

肌
に

な
じ

み
、

ハ
ン

モ
ッ

ク
状

に
な

ら
な

い
よ

う
に

被
覆

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(3
5
)金

網
は

隙
間

が
で

き
な

い
よ

う
に

１
網

以
上

重
ね

合
わ

せ
、

結
束

用
鉄

線
を

用
い

３
０

ｃ
ｍ

間
隔

以
内

で
結

束
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(3
6
)ア

ン
カ

ー
ピ

ン
の

打
設

は
、

表
面

肌
の

状
態

に
よ

っ
て

有
効

に
使

い
分

け
し

て
い

る
。

□
□

(3
7
)特

殊
接

着
モ

ル
タ

ル
は

、
金

網
と

岩
石

の
接

点
及

び
ア

ン
カ

ー
ピ

ン
の

頭
部

に
点

付
接

着
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(3
8
)点

付
接

着
以

外
、

ク
ラ

ッ
ク

へ
の

注
入

接
着

及
び

金
網

前
面

へ
の

ま
ぶ

し
吹

き
が

さ
れ

て
い

る
。
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□
□

(3
9
)地

山
等

へ
の

密
着

性
や

す
り

つ
け

が
良

好
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

【
舗

装
工

関
係

】

□
□

(4
0
)路

床
及

び
路

盤
工

の
プ

ル
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
1
)路

床
及

び
路

盤
工

の
密

度
管

理
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

出
来

る
。

□
□

(4
2
)路

盤
の

安
定

処
理

は
材

料
が

均
一

に
な

る
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
3
)路

盤
の

施
工

に
先

立
っ

て
、

路
床

面
、

下
層

路
盤

面
の

浮
石

及
び

有
害

物
を

除
去

し
て

か
ら

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
4
)ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

の
品

質
が

、
配

合
設

計
及

び
試

験
練

の
結

果
又

は
事

前
審

査
制

度
の

証
明

書
類

に
よ

り
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
5
)舗

装
工

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
上

層
路

盤
の

浮
石

な
ど

の
有

害
物

を
除

去
し

て
か

ら
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
6
)プ

ラ
ン

ト
出

荷
時

、
現

場
到

着
時

、
舗

設
時

等
に

お
い

て
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

温
度

管
理

を
記

録
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
7
)ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

の
運

搬
及

び
舗

設
に

あ
た

っ
て

、
気

象
条

件
を

配
慮

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
8
)密

度
管

理
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

【
そ

の
他

】

考
査

項
目

工
種

【
そ

の
他

】

□
□

(4
9
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(5
0
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(5
1
)そ

の
他

（
理

由
：
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品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
品

質
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)材

料
に

破
損

や
補

修
痕

が
な

い
。

□
□

(4
)基

礎
地

盤
の

整
形

、
清

掃
、

湧
水

処
理

等
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)二

次
製

品
の

保
管

、
吊

り
込

み
、

裾
付

け
等

に
十

分
注

意
を

払
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)土

留
め

、
ウ

ェ
ル

ポ
イ

ン
ト

等
の

仮
設

が
設

計
図

書
に

基
づ

き
適

切
に

施
工

・
管

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)胴

込
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

裏
込

材
の

充
填

が
十

分
で

空
隙

が
生

じ
て

な
い

。

□
□

(8
)基

礎
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
天

端
等

の
調

整
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

ク
ラ

ッ
ク

等
の

欠
陥

が
な

い
。

□
□

(9
)材

料
の

連
結

ま
た

は
、

か
み

合
わ

せ
が

適
切

で
あ

る
。

□
□

(1
0
)端

部
に

お
け

る
地

山
と

の
す

り
つ

け
が

適
切

で
あ

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
4
水

路
等

コ
ン

ク
リ

ー
ト

二
次

製
品

設
置

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)丁

張
り

を
２

重
、

３
重

に
設

け
る

な
ど

、
法

勾
配

、
裏

込
め

材
の

厚
さ

の
確

保
の

た
め

細
心

の
注

意
を

は
ら

っ
て

い
る

。

□
□

(1
2
)水

抜
き

孔
が

適
切

に
設

け
ら

れ
、

裏
込

め
材

の
流

失
防

止
措

置
が

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
3
)擁

壁
背

面
等

の
盛

土
、

埋
戻

の
締

固
め

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
4
)位

置
、

方
向

、
高

さ
、

勾
配

等
に

つ
い

て
前

後
の

施
設

又
は

地
形

に
な

じ
み

よ
く
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
5
)不

等
沈

下
防

止
に

配
慮

し
て

、
基

礎
地

盤
の

締
固

め
が

特
に

入
念

に
行

わ
れ

て
い

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(1
6
)呑

口
、

吐
口

、
集

水
桝

等
の

取
り

付
け

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
ク

ラ
ッ

ク
等

の
欠

陥
が

な
い

。
比

率
(％

)計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
7
)施

設
の

流
末

は
浸

食
、

滞
留

等
が

生
じ

な
い

よ
う

処
理

さ
れ

て
い

る
。

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
8
)不

等
沈

下
の

発
生

が
な

く
、

基
礎

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
亀

裂
や

継
目

部
か

ら
の

漏
水

も
見

ら
れ

な
い

。
判

断
基

準

□
□

(1
9
)継

目
部

の
目

地
モ

ル
タ

ル
が

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
0
)製

品
周

辺
の

盛
土

、
埋

戻
の

施
工

に
あ

た
り

、
巻

出
し

、
転

圧
が

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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□
□

(2
1
)製

品
の

継
目

部
に

は
隙

間
、

ズ
レ

が
な

く
、

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

考
査

項
目

工
種
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表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)掘

削
断

面
に

崩
壊

、
過

堀
が

無
く
、

施
工

基
面

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)管

及
び

付
属

品
（
制

水
弁

、
空

気
弁

等
）
の

接
合

が
適

正
で

あ
る

。

□
□

□
□

(3
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(4
)中

心
線

の
通

り
が

良
い

。

□
□

(5
)仕

様
書

等
で

示
す

条
件

に
よ

り
締

め
固

め
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(6
)舗

装
復

旧
が

適
切

に
施

工
さ

れ
、

周
辺

と
の

段
差

が
な

い
。

□
□

(7
)管

の
両

端
が

均
等

に
埋

め
戻

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)管

の
吊

り
込

み
、

据
付

け
の

際
に

常
に

十
分

な
注

意
を

払
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

に
き

め
細

や
か

な
施

工
が

う
か

が
え

る
。

□
□

(1
0
)仕

様
書

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
品

質
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
5
管

水
路

工
事

(パ
イ

プ
ラ

イ
ン

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

- 173 -



別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)材

料
、

部
品

の
品

質
照

合
の

書
類

（
現

物
照

合
）
を

整
理

し
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

(2
)設

備
の

機
能

及
び

性
能

が
、

承
諾

図
書

の
と

お
り

確
保

さ
れ

、
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)設

計
図

書
の

仕
様

を
踏

ま
え

た
詳

細
設

計
を

行
い

、
承

諾
図

書
と

し
て

提
出

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)機

器
の

機
能

及
び

性
能

に
係

わ
る

成
績

書
が

整
理

さ
れ

、
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

(5
)溶

接
管

理
基

準
の

品
質

管
理

項
目

に
つ

い
て

、
品

質
管

理
書

類
を

整
理

し
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

(6
)塗

装
管

理
基

準
の

品
質

管
理

項
目

に
つ

い
て

、
品

質
管

理
書

類
を

整
理

し
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。

□
□

(7
)操

作
制

御
設

備
に

つ
い

て
、

操
作

ス
イ

ッ
チ

や
表

示
灯

が
承

諾
図

書
の

と
お

り
配

置
さ

れ
、

操
作

性
に

す
ぐ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)操

作
制

御
設

備
の

安
全

装
置

及
び

保
護

装
置

の
機

能
・
性

能
確

認
試

験
に

つ
い

て
、

試
験

書
類

を
整

理
し

品
質

の
確

認
が

で
き

る
。

□
□

(9
)小

配
管

、
電

気
配

線
、

配
管

が
承

諾
図

書
の

と
お

り
敷

設
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)設

備
の

取
扱

説
明

書
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
6
機

械
設

備
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)完

成
図

書
（
取

扱
説

明
書

）
に

部
品

等
の

点
検

及
び

交
換

方
法

に
つ

い
て

、
ま

と
め

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
2
)機

器
の

配
置

が
点

検
し

や
す

い
よ

う
工

夫
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
3
)設

備
の

構
造

や
機

器
の

配
置

が
、

交
換

頻
度

の
高

い
部

品
等

の
交

換
作

業
を

容
易

に
で

き
る

よ
う

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
4
)二

次
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

試
験

及
び

試
験

練
り

を
実

施
し

、
試

験
成

績
表

に
ま

と
め

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
5
)バ

ル
ブ

類
の

平
時

の
状

態
を

示
す

ラ
ベ

ル
な

ど
が

見
や

す
い

状
態

で
表

示
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

□
□

(1
6
)計

器
類

に
運

転
時

の
適

用
範

囲
を

見
や

す
く
表

示
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

□
□

(1
7
)回

転
部

や
高

温
部

等
の

危
険

箇
所

に
表

示
又

は
防

護
を

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
④

な
お

､削
除

後
の

評
価

対
象

項
目

数
が

2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
8
)構

造
物

の
劣

化
状

況
を

よ
く
把

握
し

て
、

適
切

な
対

策
を

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

□
□

(1
9
)現

地
状

況
を

勘
案

し
、

施
工

方
法

等
に

つ
い

て
の

提
案

を
行

う
な

ど
積

極
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
評

価
値

が
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

□
□

(2
0
)そ

の
他

（
理

由
：

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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□
□

(1
)設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
品

質
管

理
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)材

料
及

び
構

成
部

品
の

品
質

及
び

形
状

に
つ

い
て

、
設

計
図

書
等

と
適

合
が

確
認

で
き

る
証

明
書

等
を

整
備

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)材

料
の

品
質

照
合

の
結

果
が

、
品

質
保

証
書

等
（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)設

備
、

機
器

の
品

質
、

機
能

及
び

性
能

が
、

成
績

等
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

、
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
た

手
順

に
沿

っ
て

行
わ

れ
、

不
具

合
が

無
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)設

備
全

体
と

し
て

の
運

転
性

能
が

所
定

の
能

力
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)完

成
図

書
に

お
い

て
、

設
備

の
機

能
並

び
に

性
能

及
び

操
作

方
法

が
容

易
に

判
別

で
き

る
資

料
を

整
備

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)完

成
図

書
に

お
い

て
、

単
体

品
の

製
造

年
月

日
及

び
製

造
者

が
判

別
で

き
る

資
料

を
整

備
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)設

備
全

体
及

び
各

機
器

に
お

い
て

、
設

計
図

書
に

規
定

し
た

品
質

及
び

性
能

を
工

場
試

験
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)設

備
全

体
に

つ
い

て
の

取
扱

説
明

書
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
7
電

気
通

信
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)完

成
図

書
で

定
期

的
な

点
検

や
交

換
を

要
す

る
部

品
及

び
箇

所
を

明
示

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)設

備
の

構
造

に
お

い
て

、
点

検
や

消
耗

品
の

取
替

え
作

業
が

容
易

に
で

き
る

よ
う

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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-
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工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)製

作
着

手
前

に
、

品
質

や
性

能
の

確
保

に
係

る
技

術
検

討
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)材

料
・
部

品
の

品
質

照
合

の
結

果
が

品
質

保
証

書
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
、

成
績

書
に

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)操

作
ス

イ
ッ

チ
や

表
示

灯
が

承
諾

図
書

の
と

お
り

配
置

さ
れ

、
操

作
性

に
優

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

、
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
た

手
順

に
沿

っ
て

行
わ

れ
、

不
具

合
が

無
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)設

備
の

機
能

及
び

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)操

作
制

御
関

係
の

機
能

及
び

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

と
と

も
に

、
必

要
な

安
全

装
置

及
び

保
護

装
置

の
作

動
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)設

備
の

総
合

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)現

場
条

件
に

よ
っ

て
機

器
(製

品
)の

機
能

及
び

性
能

が
確

認
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て
、

工
場

試
験

な
ど

で
確

認
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)設

備
全

体
に

つ
い

て
の

取
扱

説
明

書
を

工
夫

し
作

成
（
修

繕
（
改

造
・
更

新
含

む
）
の

場
合

は
、

修
正

又
は

更
新

）
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
8
電

気
設

備
工

事
（
建

築
）
・
暖

冷
房

衛
生

設
備

・
照

明
設

備
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)完

成
図

書
で

定
期

的
な

点
検

や
交

換
を

要
す

る
部

品
及

び
箇

所
を

明
示

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)設

備
の

構
造

に
お

い
て

、
点

検
や

消
耗

品
の

取
替

え
作

業
が

容
易

に
で

き
る

よ
う

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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別
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-
３

工
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成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

【
躯

体
工

事
】

□
□

(1
)品

質
管

理
が

明
確

で
品

質
確

保
に

創
意

工
夫

が
あ

る
。

□
□

(2
)施

工
計

画
書

に
定

め
ら

れ
た

品
質

計
画

に
よ

り
管

理
さ

れ
て

い
る

□
□

□
□

(3
)材

料
の

品
質

証
明

が
適

切
で

あ
る

。

□
□

(4
)請

負
者

の
品

質
計

画
に

よ
る

品
質

管
理

記
録

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)品

質
・
形

状
が

適
切

で
良

好
な

施
工

で
あ

る
。

□
□

(6
)不

可
視

部
分

の
写

真
記

録
が

適
切

で
あ

る
。

【
仕

上
げ

工
事

】

□
□

(7
)品

質
管

理
方

法
が

明
確

で
品

質
確

保
に

創
意

工
夫

が
あ

る
。

□
□

(8
)施

工
計

画
書

に
定

め
ら

れ
た

品
質

計
画

に
よ

り
管

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(9
)材

料
の

品
質

証
明

が
適

切
で

あ
る

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

2
9
建

築
工

事
（
新

築
）

□
□

(1
0
)請

負
者

の
品

質
計

画
に

よ
る

品
質

管
理

記
録

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
1
)品

質
・
形

状
が

適
切

で
良

好
な

施
工

で
あ

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)品

質
管

理
が

明
確

で
あ

る
。

□
□

(2
)施

工
計

画
書

に
定

め
ら

れ
た

品
質

計
画

に
よ

り
管

理
さ

れ
て

い
る

□
□

□
□

(3
)材

料
の

品
質

証
明

が
適

切
で

あ
る

。

□
□

(4
)請

負
者

の
品

質
計

画
に

よ
る

品
質

管
理

記
録

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)品

質
・
形

状
が

適
切

で
良

好
な

施
工

で
あ

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
0
建

築
工

事
（
改

修
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

- 178 -



別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)客

土
に

つ
い

て
土

壌
試

験
（
ｐ

H
）
を

実
施

し
施

工
に

反
映

し
て

い
る

。

□
□

(2
)客

土
、

肥
料

、
土

壌
改

良
材

が
設

計
以

上
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)ポ

ッ
ト

苗
等

に
損

傷
、

発
育

不
良

等
が

な
く
保

護
養

生
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)ポ

ッ
ト

苗
等

が
根

付
い

て
お

り
活

着
管

理
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(5
)杭

と
柵

が
確

実
に

固
定

さ
れ

て
い

る

□
□

(6
)表

土
流

出
に

適
切

な
対

応
が

図
ら

れ
て

い
る

□
□

(7
)同

一
樹

種
が

か
た

よ
ら

ず
、

計
画

的
に

混
植

さ
れ

て
い

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
1
ポ

ッ
ト

苗
植

栽
工

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)鋼

材
の

員
数

照
合

が
ミ

ル
シ

ー
ト

等
（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)溶

接
作

業
に

あ
た

り
、

作
業

員
の

技
量

確
認

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)塗

装
す

る
面

が
乾

燥
状

態
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
（
重

ね
塗

り
の

場
合

も
含

む
）

□
□

(4
)素

地
調

整
を

行
う

場
合

、
第

１
種

ケ
レ

ン
後

、
４

時
間

以
内

に
金

属
前

処
理

塗
装

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)塗

料
の

空
缶

管
理

が
、

写
真

等
で

確
実

に
空

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)切

断
面

の
品

質
管

理
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)外

注
し

た
製

品
が

所
定

の
性

能
を

有
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)溶

接
の

施
工

試
験

や
余

熱
を

求
め

ら
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
、

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)孔

あ
け

精
度

管
理

及
び

品
質

管
理

の
た

め
の

試
験

項
目

を
抜

か
り

な
く
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)溶

接
の

品
質

管
理

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
2
鋼

橋
工

事
（
工

場
製

作
の

み
）

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

b b' c c

b b' c c

a a' b b'

a' b b' c

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満

6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)ボ

ル
ト

の
締

付
確

認
が

実
施

さ
れ

適
切

に
記

録
が

保
管

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)ボ

ル
ト

の
締

付
機

、
測

定
機

器
の

キ
ャ

リ
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)支

承
の

据
付

で
、

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ面
の

チ
ッ

ピ
ン

グ
及

び
ﾓ

ﾙ
ﾀ
ﾙ

付
着

が
確

認
で

き
、

仕
上

げ
面

に
水

切
勾

配
が

つ
い

て
い

る
。

□
□

(4
)塗

装
す

る
面

が
清

掃
さ

れ
乾

燥
状

態
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

（
重

ね
塗

り
の

場
合

も
含

む
）

□
□

(5
)現

場
溶

接
の

作
業

環
境

の
確

保
、

作
業

員
の

技
量

及
び

溶
接

箇
所

の
清

掃
と

乾
燥

等
の

管
理

を
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)継

手
接

合
部

の
汚

れ
、

浮
き

錆
び

等
を

十
分

除
去

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)主

構
キ

ャ
ン

ﾊ
ﾞｰ

の
段

階
ご

と
の

適
正

管
理

を
行

っ
て

現
場

継
手

部
の

す
き

間
が

適
正

に
保

た
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)仮

組
み

立
て

に
つ

い
て

自
主

管
理

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)架

設
工

法
（
設

計
計

算
を

含
む

）
に

つ
い

て
安

全
性

の
照

査
を

経
験

を
有

す
る

者
が

行
っ

て
い

る
こ

と
を

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)伸

縮
装

置
の

据
付

は
、

施
工

時
の

気
温

を
考

慮
し

、
設

計
時

の
標

準
温

度
で

、
橋

と
支

承
の

相
対

位
置

が
標

準
位

置
と

な
る

よ
う

温
度

補
正

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
3
鋼

橋
工

事
（
架

設
の

み
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)品

質
証

明
書

等
が

整
備

さ
れ

、
材

料
等

の
品

質
が

的
確

に
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)盛

土
に

先
行

し
て

基
礎

地
盤

の
支

持
力

や
湧

水
状

況
が

調
査

さ
れ

、
適

切
に

施
工

に
反

映
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

□
□

(3
)掘

削
法

面
が

雨
水

に
よ

り
崩

壊
し

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(4
)落

石
防

止
網

等
が

土
壁

施
工

前
に

適
切

に
設

置
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)補

強
材

施
工

基
面

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(6
)盛

土
材

料
の

土
質

が
適

正
で

あ
る

こ
と

が
材

料
試

験
等

で
確

認
で

き
る

。
 

□
□

(7
)盛

土
の

締
固

め
が

適
切

な
条

件
で

施
工

さ
れ

、
管

理
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)補

強
材

の
設

置
長

さ
が

写
真

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)壁

面
材

付
近

の
丁

寧
な

施
工

が
う

か
が

え
る

。

□
□

(1
0
)材

料
の

吊
り

込
み

、
裾

付
け

の
際

に
常

に
十

分
な

注
意

を
払

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
4
補

強
土

壁
工

事
（
ﾃ
ｰ

ﾙ
ｱ

ﾙ
ﾒ
、

ｼ
ﾞ

ｵ
ﾃ
ｷ

ｽ
ﾀ
ｲ
ﾙ

、
多

数
ア

ン
カ

ー
等

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)材

料
の

連
結

ま
た

は
、

か
み

合
わ

せ
が

適
切

で
あ

る
。

□
□

(1
2
)端

部
に

お
け

る
地

山
等

と
の

す
り

つ
け

が
適

切
で

あ
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
品

質
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

□
□

(3
)各

工
種

の
施

工
に

適
し

た
法

面
整

形
、

階
段

切
付

が
行

わ
れ

て
お

り
、

障
害

と
な

る
根

株
、

転
石

等
が

除
去

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)雨

水
等

に
よ

る
崩

落
を

防
止

す
る

た
め

排
水

対
策

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)端

部
に

お
け

る
地

山
等

と
の

す
り

つ
け

に
き

め
細

か
い

注
意

が
う

か
が

え
る

。

□
□

(6
)植

生
の

生
育

に
配

慮
し

た
丁

寧
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(7
)植

栽
木

に
損

傷
や

病
害

虫
が

な
く
、

植
栽

、
施

肥
の

施
工

に
あ

た
り

、
苗

木
の

生
育

に
配

慮
し

た
丁

寧
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(8
)背

面
土

の
流

失
防

止
に

配
慮

し
た

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(9
)各

工
種

の
特

徴
、

要
点

を
理

解
し

、
施

工
に

創
意

工
夫

が
見

ら
れ

る
。

□
□

(1
0
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
5
柵

工
、

筋
工

、
伏

工
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)木

材
・
木

製
品

の
品

質
が

良
好

で
（
曲

り
等

が
な

い
）
設

計
図

書
に

基
づ

き
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)仕

様
書

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)組

み
立

て
等

の
ボ

ル
ト

等
の

締
め

付
け

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)木

材
・
木

製
品

ど
う

し
の

接
続

が
良

好
で

規
定

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)部

品
・
材

料
等

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)木

材
・
木

製
品

に
よ

る
地

山
及

び
構

造
物

と
の

取
り

合
い

ま
た

は
す

り
付

け
が

良
好

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

ｅ
ｂ

ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

ｄ
ａ

ａ
’

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

考
査

項
目

工
種

3
6
木

材
木

製
品

工
事

（
木

ダ
ム

、
木

橋
、

木
土

留
工

、
木

流
路

工
等

）

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え

c c

b b' c

b b'

b b' c c

判
断

不
可

能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満

6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

a'
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

【
土

工
】

□
□

(1
)斜

面
に

適
し

た
法

面
整

形
、

段
切

り
が

行
わ

れ
て

お
り

、
障

害
と

な
る

根
株

、
転

石
等

が
除

去
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)構

造
物

周
辺

の
締

固
め

等
の

処
理

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
。

□
□

□
□

(3
)雨

水
に

よ
る

崩
壊

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

に
、

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(4
)段

切
り

等
が

施
工

前
に

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(5
)締

固
め

を
適

切
な

条
件

で
施

工
し

て
い

る
。

□
□

(6
)法

面
に

有
害

な
ｸ
ﾗ
ｯ
ｸ
や

損
傷

部
が

な
い

。

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

】

□
□

(7
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)施

工
・
気

象
条

件
に

適
し

た
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
打

設
時

間
、

練
り

混
ぜ

か
ら

打
ち

終
わ

り
ま

で
の

時
間

、
打

設
の

投
入

高
さ

、
締

固
時

の
ﾊ

ﾞｲ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ﾀ
の

機
種

、
養

生
等

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)施

工
継

目
は

、
打

継
目

位
置

の
選

定
、

構
造

・
補

強
、

レ
イ

タ
ン

ス
等

の
取

除
き

、
ひ

び
割

れ
誘

発
目

地
設

置
等

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
7
渓

間
工

事
（
山

腹
工

事
に

も
適

用
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
0
)型

枠
、

支
保

工
の

取
り

外
し

時
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

強
度

が
適

正
に

管
理

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
1
)地

山
等

と
の

取
り

合
わ

せ
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
2
)施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

【
二

次
製

品
水

路
工

】

□
□

(1
3
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

□
□

(1
4
)基

礎
地

盤
の

整
形

、
清

掃
、

湧
水

処
理

等
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
、

施
工

基
面

も
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

。
②

削
除

項
目

の
あ

る
場

合
は

削
除

後
の

評
価

項
目

数
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

□
□

(1
5
)不

等
沈

下
防

止
に

配
慮

し
て

、
基

礎
地

盤
の

締
固

め
が

特
に

入
念

に
行

わ
れ

て
い

る
。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

□
□

(1
6
)製

品
周

辺
の

盛
土

、
埋

戻
土

の
施

工
に

あ
た

り
、

巻
出

し
、

転
圧

が
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

判
断

基
準

□
□

(1
7
)仕

様
書

等
で

示
す

条
件

に
よ

り
締

固
め

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
8
)二

次
製

品
の

吊
り

込
み

、
裾

付
け

の
際

に
常

に
十

分
な

注
意

を
払

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
9
)不

等
沈

下
の

発
生

が
な

く
、

基
礎

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
亀

裂
や

継
目

部
か

ら
の

漏
水

も
見

ら
れ

な
い

。

□
□

(2
0
)製

品
の

継
目

部
に

は
隙

間
、

ズ
レ

が
な

く
、

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
1
)木

材
・
木

製
品

の
品

質
が

良
好

で
（
曲

り
等

が
な

い
）
設

計
図

書
に

基
づ

き
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
2
)仕

様
書

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
3
)組

み
立

て
等

の
ボ

ル
ト

等
の

締
め

付
け

が
適

切
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

【
木

柵
土

留
工

】

□
□

(2
4
)木

材
・
木

製
品

ど
う

し
の

接
続

が
良

好
で

規
定

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
5
)部

品
・
材

料
等

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
6
)木

材
・
木

製
品

に
よ

る
地

山
及

び
構

造
物

と
の

取
り

合
い

ま
た

は
す

り
付

け
は

良
好

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

【
鋼

製
枠

工
】

□
□

(2
7
)施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

□
□

(2
8
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

考
査

項
目

工
種

□
□

(2
9
)枠

材
に

変
形

や
傷

が
な

く
、

丁
寧

な
据

付
け

が
う

か
が

え
る

。

□
□

(3
0
)地

山
と

の
隙

間
が

少
な

く
な

る
よ

う
に

施
工

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(3
1
)ボ

ル
ト

の
締

付
確

認
が

実
施

さ
れ

、
適

切
に

記
録

が
保

管
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(3
2
)ボ

ル
ト

の
締

付
機

、
測

定
機

器
の

ｷ
ｬ
ﾘ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｼ
ｮﾝ

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(3
3
)枠

材
の

組
み

立
て

に
あ

た
り

、
偏

心
と

歪
み

に
配

慮
し

施
工

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(3
4
)中

詰
材

に
有

害
な

空
隙

が
な

く
、

か
み

合
わ

せ
よ

く
詰

め
石

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
品

質
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

□
□

(3
)法

面
等

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(4
)雨

水
に

よ
る

崩
壊

防
止

対
策

、
流

入
水

等
の

排
水

対
策

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

  

□
□

(5
)基

礎
基

盤
の

整
形

、
清

掃
、

湧
水

処
理

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)段

切
り

等
が

施
工

前
に

設
計

図
書

に
基

づ
き

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)盛

土
材

料
は

指
定

す
る

区
域

か
ら

採
取

計
画

に
基

づ
き

採
取

し
、

有
害

物
の

除
去

、
含

水
比

等
に

つ
い

て
適

切
な

管
理

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)刃

金
土

は
仕

様
書

等
に

基
づ

き
適

切
な

施
工

が
な

さ
れ

、
締

固
め

密
度

も
規

格
値

を
余

裕
を

も
っ

て
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)鉄

筋
の

組
立

、
継

ぎ
手

部
、

か
ぶ

り
は

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
と

お
り

に
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

に
必

要
な

品
質

管
理

試
験

や
供

試
体

の
採

取
・
作

成
が

当
該

現
場

の
材

料
に

対
し

て
行

わ
れ

、
時

期
、

方
法

と
も

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
8
フ

ィ
ル

ダ
ム

・
た

め
池

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)堤

体
に

接
す

る
構

造
物

周
辺

の
盛

土
、

埋
戻

土
の

施
工

に
あ

た
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
が

所
定

の
強

度
に

達
し

た
こ

と
を

確
認

し
て

か
ら

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)旧

施
設

の
取

り
壊

し
、

撤
去

に
あ

た
り

形
状

・
寸

法
が

確
認

で
き

る
よ

う
管

理
す

る
と

と
も

に
、

残
存

す
る

場
合

は
漏

水
の

原
因

と
な

ら
な

い
よ

う
適

切
な

処
置

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る

。

□
□

(1
3
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)材

料
の

品
質

証
明

書
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)支

柱
材

に
変

形
や

傷
が

な
く
、

丁
寧

な
据

付
け

が
う

か
が

え
る

。

□
□

□
□

(3
)適

確
に

ア
ン

カ
ー

位
置

の
選

定
が

行
わ

れ
、

緩
み

や
隙

間
が

な
く
充

分
な

地
山

へ
の

定
着

が
う

か
が

え
る

。

□
□

(4
)ア

ン
カ

ー
の

根
入

れ
長

及
び

充
分

な
グ

ラ
ウ

ト
充

填
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)地

山
と

の
隙

間
が

少
な

く
な

る
よ

う
に

施
工

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(6
)ボ

ル
ト

の
締

付
確

認
が

実
施

さ
れ

、
適

切
に

記
録

が
保

管
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(7
)ボ

ル
ト

の
締

付
機

、
測

定
機

器
の

ｷ
ｬ
ﾘ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｼ
ｮﾝ

を
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

3
9
落

石
防

止
網

（
ロ

ッ
ク

ネ
ッ

ト
類

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)品

質
証

明
書

等
が

整
備

さ
れ

、
材

料
の

規
格

が
適

正
で

あ
る

こ
と

が
材

料
試

験
等

で
的

確
に

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)盛

土
に

先
行

し
て

湧
水

状
況

が
調

査
さ

れ
、

適
切

に
施

工
に

反
映

さ
れ

て
い

る
。

 

□
□

□
□

(3
)施

工
中

、
雨

水
へ

の
排

水
対

策
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)盛

土
材

料
の

保
管

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)盛

土
材

の
目

地
の

開
き

、
段

差
、

盛
土

の
隙

間
の

埋
戻

、
排

水
処

理
が

適
切

に
処

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(6
)盛

土
が

適
切

な
条

件
で

施
工

さ
れ

、
管

理
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)盛

土
材

の
控

え
長

さ
が

写
真

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)壁

面
材

の
丁

寧
な

施
工

が
う

か
が

え
る

。

□
□

(9
)材

料
の

裾
付

け
の

際
に

常
に

十
分

な
注

意
を

払
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)材

料
の

連
結

ま
た

は
、

か
み

合
わ

せ
が

適
切

で
あ

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
0
軽

量
盛

土
工

事
（
二

次
製

品
、

現
場

打
ち

)

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)端

部
に

お
け

る
地

山
等

と
の

す
り

つ
け

が
適

切
で

あ
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)適

正
に

調
査

・
試

験
が

行
わ

れ
、

整
理

・
記

録
し

、
適

切
な

材
料

選
定

や
施

工
に

反
映

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
・
製

品
の

品
質

、
形

状
、

性
能

が
品

質
証

明
書

等
で

必
要

十
分

な
品

質
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)品

質
管

理
が

的
確

に
実

施
さ

れ
、

管
理

記
録

が
適

正
に

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)施

工
基

面
の

処
理

（
有

害
物

、
チ

ッ
ピ

ン
グ

、
平

滑
、

清
掃

等
）
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)端

部
す

り
つ

け
等

細
部

ま
で

、
緩

み
や

隙
間

等
が

な
く
入

念
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)既

設
構

造
物

へ
損

傷
を

与
え

な
い

よ
う

に
検

討
し

て
施

工
さ

れ
補

修
箇

所
も

な
い

。

□
□

(7
)鋼

材
定

着
部

分
及

び
ブ

ラ
ン

ケ
ッ

ト
の

防
食

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)材

料
や

構
造

物
の

継
目

部
や

接
合

部
の

処
理

方
法

や
連

結
か

み
あ

わ
せ

が
適

正
で

、
適

切
な

施
工

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)鉄

筋
の

継
手

は
、

緊
結

材
・
方

法
、

機
械

式
継

手
等

、
応

力
位

置
に

つ
い

て
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)ア

ン
カ

ー
孔

及
び

ボ
ル

ト
位

置
の

精
度

管
理

及
び

品
質

管
理

の
た

め
の

試
験

項
目

が
抜

か
り

な
く
行

わ
れ

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
1
橋

梁
等

補
強

補
修

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)適

正
な

グ
ラ

ウ
ト

充
填

と
ボ

ル
ト

の
締

付
確

認
の

記
録

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)ボ

ル
ト

の
締

付
機

、
測

定
機

器
の

ｷ
ｬ
ﾘ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｼ
ｮﾝ

を
適

切
に

実
施

し
て

い
る

。

□
□

(1
3
)塗

装
や

溶
接

の
作

業
環

境
の

確
保

、
作

業
員

の
技

量
及

び
施

工
箇

所
の

清
掃

と
乾

燥
等

の
管

理
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
4
)溶

接
の

品
質

管
理

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
5
)塗

料
の

空
缶

管
理

が
、

写
真

等
で

確
実

に
空

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)分

別
、

再
資

源
化

を
適

切
に

実
施

し
て

い
る

。

□
□

(2
)施

工
計

画
書

に
定

め
ら

れ
た

計
画

に
よ

り
管

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)廃

棄
物

の
処

理
が

適
切

で
あ

る
。

□
□

(4
)請

負
者

の
管

理
記

録
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(5
)不

可
視

部
分

の
写

真
記

録
が

適
正

で
あ

る
。

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
2
取

壊
し

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仮

設
材

に
そ

り
、

ゆ
が

み
、

傷
が

な
い

。

□
□

(2
)仮

設
材

の
組

立
・
設

置
が

確
実

に
な

さ
れ

、
か

つ
点

検
も

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)周

辺
環

境
（
騒

音
・
振

動
・
地

盤
変

動
等

）
に

配
慮

し
た

施
工

方
法

で
実

施
し

て
い

る
。

□
□

(4
)施

工
記

録
等

に
よ

り
設

計
条

件
に

適
合

し
た

根
入

れ
長

で
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)排

水
を

考
慮

し
、

良
好

な
床

付
け

面
を

確
保

し
て

い
る

。

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
3
仮

設
工

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)指

定
材

料
の

規
格

が
、

品
質

を
証

明
す

る
書

類
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)管

路
の

通
過

試
験

を
行

っ
て

お
り

、
試

験
結

果
か

ら
全

箇
所

が
導

通
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)プ

ラ
ン

ト
出

荷
時

、
現

場
到

着
時

、
舗

設
時

等
に

お
い

て
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

温
度

管
理

を
記

録
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)特

殊
部

の
施

工
基

面
の

支
持

力
が

、
均

等
と

な
る

よ
う

に
か

つ
不

陸
が

無
い

よ
う

に
仕

上
げ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)特

殊
部

等
の

施
工

に
お

い
て

、
隣

接
す

る
各

ブ
ロ

ッ
ク

に
目

違
い

に
よ

る
段

差
及

び
蛇

行
等

が
無

い
よ

う
敷

設
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)埋

戻
し

に
お

い
て

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(7
)舗

装
の

復
旧

等
が

適
時

行
わ

れ
、

路
面

の
沈

下
や

不
陸

が
無

く
平

坦
性

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)管

枕
及

び
埋

設
シ

ー
ト

の
設

置
及

び
土

被
り

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(9
)管

設
置

に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

管
の

最
小

曲
げ

半
径

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
0
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
4
電

線
共

同
溝

工
事

（
管

路
布

設
段

階
）
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)作

業
残

土
の

処
理

が
、

資
料

に
よ

り
確

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)裏

込
め

注
入

に
つ

い
て

、
注

入
量

・
注

入
圧

力
の

管
理

・
記

録
が

適
切

に
な

さ
れ

て
い

る
。

□
□

□
□

(3
)シ

ー
ル

ド
設

備
工

（
坑

内
外

）
に

つ
い

て
は

、
的

確
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)セ

グ
メ

ン
ト

の
品

質
が

、
工

場
管

理
資

料
よ

り
的

確
に

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)不

可
視

部
分

の
写

真
記

録
が

適
正

で
あ

る
。

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
5
共

同
溝

シ
ー

ル
ド

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)管

渠
の

規
格

、
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)弁

筺
等

用
品

の
規

格
、

品
質

が
ミ

ル
シ

ー
ト

で
確

認
で

き
る

。

□
□

□
□

(3
)管

渠
の

接
合

状
況

が
確

認
で

き
る

。
（
継

手
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

、
写

真
）

□
□

(4
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

の
必

要
な

供
試

体
を

採
取

し
、

強
度

・
ス

ラ
ン

プ
・
空

気
量

等
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(5
)コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(6
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(7
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

□
□

(9
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
6
上

水
道

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

 

□
□

□
□

(3
)部

品
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)据

付
基

準
線

及
び

基
準

高
は

図
面

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

(5
)基

礎
ボ

ル
ト

の
締

め
付

け
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(6
)溶

接
施

工
上

の
注

意
事

項
（
共

通
仕

様
書

）
が

守
ら

れ
て

い
る

。

□
□

(7
)塗

装
の

塗
り

残
し

、
む

ら
等

が
な

く
、

均
一

性
が

よ
い

。

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
7
水

管
橋

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

 

□
□

□
□

(3
)部

品
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)機

械
単

本
品

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)設

備
の

機
能

が
設

計
図

書
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(6
)盤

内
機

器
の

取
り

付
け

及
び

配
線

の
仕

上
が

り
が

良
好

で
あ

る
。

□
□

(7
)配

電
盤

類
の

動
作

試
験

は
正

常
に

動
作

し
た

。

□
□

(8
)シ

ー
ケ

ン
ス

に
従

い
正

常
に

動
作

し
た

。

□
□

(9
)盤

内
機

器
等

の
性

能
検

査
表

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
0
)配

電
盤

類
の

関
係

諸
基

準
に

基
づ

き
各

種
試

験
が

行
わ

れ
て

い
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
8
農

林
等

電
気

通
信

設
備

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)電

線
類

の
接

続
部

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
2
)ピ

ッ
ト

内
の

電
線

類
は

行
き

先
札

が
取

り
付

け
ら

れ
整

然
と

配
置

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
3
)地

中
電

線
路

等
は

適
切

な
深

さ
及

び
間

隔
で

配
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
4
)設

置
工

事
は

適
切

な
深

さ
と

関
係

諸
基

準
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
て

い
る

。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

 

□
□

□
□

(3
)部

品
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)機

械
単

本
品

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)設

備
の

機
能

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(6
)据

付
基

準
線

及
び

基
準

高
は

図
面

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

(7
)配

電
盤

類
の

関
係

諸
基

準
に

基
づ

き
各

種
試

験
が

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(8
)配

電
盤

類
の

動
作

試
験

は
正

常
に

動
作

し
た

。

□
□

(9
)電

線
類

の
接

続
部

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)基

礎
ボ

ル
ト

の
締

め
付

け
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

4
9
農

林
等

施
設

機
械

設
備

（
用

排
水

ポ
ン

プ
・
構

成
付

属
設

備
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)シ

ー
ケ

ン
ス

に
従

い
正

常
に

動
作

し
た

。

□
□

(1
2
)ピ

ッ
ト

内
の

電
線

類
は

行
き

先
札

が
取

り
付

け
ら

れ
整

然
と

配
置

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
3
)地

中
電

線
路

等
は

適
切

な
深

さ
及

び
間

隔
で

配
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
4
)設

置
工

事
は

適
切

な
深

さ
と

関
係

諸
基

準
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
5
)溶

接
施

工
上

の
注

意
事

項
（
共

通
仕

様
書

）
が

守
ら

れ
て

い
る

。
①

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)仕

様
書

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(2
)材

料
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

 

□
□

□
□

(3
)部

品
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(4
)機

械
単

本
品

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)設

備
の

機
能

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(6
)据

付
基

準
線

及
び

基
準

高
は

図
面

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
 

□
□

(7
)基

礎
ボ

ル
ト

の
締

め
付

け
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(8
)電

線
類

の
接

続
部

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(9
)溶

接
施

工
上

の
注

意
事

項
（
共

通
仕

様
書

）
が

守
ら

れ
て

い
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
0
農

林
等

施
設

機
械

設
備

（
除

塵
設

備
・
構

成
付

属
設

備
）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)伐

開
・
伐

根
作

業
に

よ
り

発
生

し
て

伐
開

木
、

根
株

、
枝

条
等

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)掘

削
面

の
土

砂
等

は
、

乱
さ

な
い

よ
う

に
丁

寧
に

漉
き

取
り

、
適

切
な

場
所

に
搬

出
し

て
い

る
。

□
□

□
□

(3
)基

礎
地

盤
が

急
勾

配
の

斜
面

で
は

、
法

面
の

崩
壊

や
不

等
沈

下
の

防
止

の
た

め
段

切
等

適
切

に
施

工
し

て
い

る
。

□
□

(4
)盛

土
中

の
暗

渠
・
管

等
の

構
造

物
の

あ
る

場
合

は
偏

圧
が

架
か

ら
な

い
よ

う
施

工
し

て
い

る
。

□
□

(5
)路

床
、

排
水

路
等

は
設

計
図

書
に

よ
り

施
工

・
管

理
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
出

来
形

に
つ

い
て

も
適

切
に

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)着

手
前

に
、

崩
壊

、
湧

水
等

を
調

査
確

認
し

、
適

切
な

排
水

対
策

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(7
)地

す
べ

り
、

崩
壊

等
の

あ
る

場
合

は
、

適
切

な
予

防
法

に
よ

り
工

夫
さ

れ
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(8
)掘

削
等

に
よ

り
、

立
木

等
に

損
傷

を
与

え
ず

、
ま

た
飛

散
の

防
止

等
に

も
注

意
を

払
っ

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(9
)道

路
の

横
断

勾
配

、
幅

員
・
基

準
高

、
土

質
等

に
つ

い
て

設
計

図
書

等
に

基
づ

き
適

切
に

施
工

管
理

さ
れ

て
お

り
仕

上
が

り
も

基
準

値
を

満
足

し
て

い
る

。

□
□

(1
0
)仮

設
道

路
、

排
水

施
設

に
つ

い
て

設
計

図
書

に
よ

り
施

工
・
管

理
さ

れ
、

出
来

形
も

適
切

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
1
林

道
土

工
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)拵

え
(伐

倒
、

刈
払

、
枝

条
整

理
等

)は
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

□
□

(2
)保

存
木

は
、

適
切

に
残

置
さ

れ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)苗

木
の

管
理

（
検

収
、

仮
植

、
運

搬
、

断
幹

、
根

の
処

理
）
は

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(4
)植

栽
（
植

穴
、

施
肥

、
客

土
、

密
度

、
締

固
め

等
）
は

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(5
)施

肥
（
種

類
、

施
用

量
､施

用
方

法
等

）
は

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(6
)簡

易
施

設
は

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(7
)植

栽
密

度
を

管
理

す
る

標
準

地
の

配
置

は
適

切
で

あ
る

。

□
□

(8
)そ

の
他

（
理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
2
森

林
植

栽
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)マ

ン
ホ

ー
ル

用
品

の
規

格
・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)管

渠
の

規
格

・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)設

計
図

書
に

基
づ

く
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
配

合
試

験
及

び
試

験
練

り
が

行
わ

れ
て

お
り

､適
切

な
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
規

格
(強

度
・
ｗ

／
ｃ
・
最

大
骨

材
粒

径
・
塩

基
総

量
等

）
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ打
設

時
の

必
要

な
供

試
体

を
採

取
し

、
強

度
・
ｽ

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ・

空
気

量
等

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ供
試

体
が

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
､打

設
時

の
投

入
高

さ
､締

固
時

の
ﾊ

ﾞｲ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ﾀ
の

機
種

、
養

生
方

法
等

、
適

切
に

行
っ

て
い

る
（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

□
□

(7
)締

固
め

を
適

切
な

条
件

で
施

工
し

て
お

り
、

管
の

周
辺

に
空

隙
が

生
じ

て
い

な
い

。

□
□

(8
)混

合
物

の
温

度
管

理
が

、
プ

ラ
ン

ト
出

荷
時

・
現

場
到

着
時

・
舗

設
時

等
で

整
理

・
記

録
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(9
)管

渠
の

接
合

状
況

が
良

好
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
3
下

水
道

工
事

（
開

削
工

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)マ

ン
ホ

ー
ル

用
品

の
規

格
・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)管

渠
の

規
格

・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)設

計
図

書
に

基
づ

く
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
配

合
試

験
及

び
試

験
練

り
が

行
わ

れ
て

お
り

､適
切

な
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
規

格
(強

度
・
ｗ

／
ｃ
・
最

大
骨

材
粒

径
・
塩

基
総

量
等

）
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ打
設

時
の

必
要

な
供

試
体

を
採

取
し

、
強

度
・
ｽ

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ・

空
気

量
等

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ供
試

体
が

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
､打

設
時

の
投

入
高

さ
､締

固
時

の
ﾊ

ﾞｲ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ﾀ
の

機
種

、
養

生
方

法
等

、
適

切
に

行
っ

て
い

る
（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

□
□

(7
)測

量
及

び
観

測
結

果
を

毎
日

整
理

し
、

そ
れ

に
基

づ
い

た
施

工
が

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(8
)常

に
切

羽
及

び
地

表
面

の
状

態
を

観
測

し
て

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(9
)推

進
作

業
等

が
デ

ー
タ

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)地

盤
改

良
工

の
施

工
管

理
状

況
が

デ
ー

タ
で

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
4
下

水
道

工
事

（
推

進
工

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

<
判

断
基

準
参

照
>
「
関

連
基

準
､技

術
管

理
基

準
､そ

の
他

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

」
※

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
２

参
照

。

【
ば

ら
つ

き
】

□
少

な
い

（
５

０
％

以
下

）
□

普
通

（
８

０
％

以
下

）
□

規
格

値
内

（
８

０
％

超
え

）
□

判
断

で
き

な
い

□
□

(1
)マ

ン
ホ

ー
ル

用
品

の
規

格
・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(2
)管

渠
の

規
格

・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)設

計
図

書
に

基
づ

く
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
配

合
試

験
及

び
試

験
練

り
が

行
わ

れ
て

お
り

､適
切

な
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄの
規

格
(強

度
・
ｗ

／
ｃ
・
最

大
骨

材
粒

径
・
塩

基
総

量
等

）
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(4
)ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ打
設

時
の

必
要

な
供

試
体

を
採

取
し

、
強

度
・
ｽ

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ・

空
気

量
等

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(5
)ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ供
試

体
が

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

(6
)施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
､打

設
時

の
投

入
高

さ
､締

固
時

の
ﾊ

ﾞｲ
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ﾀ
の

機
種

、
養

生
方

法
等

、
適

切
に

行
っ

て
い

る
（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

□
□

(7
)セ

グ
メ

ン
ト

の
規

格
・
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(8
)溶

接
作

業
に

あ
た

り
、

作
業

員
の

技
量

確
認

を
行

っ
て

い
る

。

□
□

(9
)二

次
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
前

に
、

付
着

物
除

去
の

た
め

の
充

分
な

水
洗

清
掃

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
0
)常

に
切

羽
及

び
地

表
面

の
状

態
を

観
察

し
て

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
5
下

水
道

工
事

（
シ

ー
ル

ド
工

）

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)シ

ー
ル

ド
推

進
作

業
等

が
デ

ー
タ

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)裏

込
め

注
入

状
況

が
デ

ー
タ

で
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
3
)地

盤
改

良
工

の
施

工
管

理
状

況
が

デ
ー

タ
で

確
認

で
き

る
。

□
□

(1
4
)そ

の
他

（
理

由
：

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

c
c

b b' c c

a' b b'

b b' c
6
0
%
以

上
7
5
%
未

満

6
0
%
未

満

a a' b b'

5
0
%
以

下
8
0
%
以

下
8
0
%
超

え
判

断
不

可
能

評 価 値

9
0
%
以

上

7
5
%
以

上
9
0
%
未

満
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)適

正
な

舗
装

設
計

の
資

料
収

集
を

行
っ

て
い

る
。

□
□

(2
)材

料
仕

様
承

諾
書

に
基

づ
き

適
切

な
混

合
物

の
規

格
が

確
認

で
き

る
。

□
□

□
□

(3
)混

合
物

の
温

度
管

理
が

、
プ

ラ
ン

ト
出

荷
時

・
現

場
到

着
時

・
舗

設
時

等
で

整
理

・
記

録
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(4
)舗

設
後

直
ち

に
供

用
す

る
必

要
が

あ
る

現
場

で
交

通
開

放
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

。

□
□

(5
)舗

装
各

層
の

継
ぎ

目
が

仕
様

書
に

定
め

ら
れ

た
数

値
以

上
ず

ら
し

て
い

る
。

□
□

(6
)目

地
の

処
理

が
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

と
お

り
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(7
)気

象
条

件
に

適
し

た
混

合
物

の
運

搬
方

法
、

舗
設

作
業

の
配

慮
が

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(8
)不

陸
の

修
正

、
ロ

ー
ラ

ー
ﾏ

ｰ
ｸ
の

除
去

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(9
)破

損
状

態
や

設
計

条
件

に
応

じ
た

適
切

な
補

修
工

法
の

選
定

が
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
0
)施

工
に

先
立

ち
施

工
面

の
有

害
物

の
除

去
、

清
掃

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
6
舗

装
補

修
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)路

盤
工

、
表

層
工

の
締

固
め

が
設

計
ど

お
り

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
2
)プ

ラ
イ

ム
コ

ー
ト

・
タ

ッ
ク

コ
ー

ト
の

散
布

と
養

生
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)掘

削
時

に
お

け
る

濁
り

の
防

止
等

環
境

保
全

に
十

分
注

意
し

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(2
)既

設
構

造
物

に
影

響
が

無
い

よ
う

に
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

□
□

(3
)土

砂
処

分
に

お
け

る
運

搬
途

中
で

漏
出

が
無

い
よ

う
施

工
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(4
)仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

施
工

上
の

注
意

事
項

が
守

ら
れ

て
い

る
。

□
□

(5
)施

工
時

の
天

候
等

が
記

録
整

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(6
)掘

削
断

面
に

過
掘

り
が

少
な

く
図

面
ど

お
り

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

□
□

(7
)残

土
処

理
数

量
が

適
切

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

□
□

(8
)端

部
に

お
け

る
地

山
等

と
の

す
り

合
わ

せ
に

き
め

細
か

い
注

意
が

う
か

が
え

る
。

□
□

(9
)汚

濁
防

止
堤

の
選

定
、

施
工

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
0
)警

戒
船

の
配

置
が

適
切

に
さ

れ
、

通
航

船
舶

の
安

全
運

航
に

支
障

が
無

い
。

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
7
浚

渫
工

事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

□
□

(1
1
)近

隣
施

設
（
岸

壁
等

）
の

利
用

に
支

障
が

無
く
工

事
が

行
わ

れ
て

い
る

。

□
□

(1
2
)浚

渫
区

域
を

正
確

に
特

定
で

き
る

測
量

が
実

施
さ

れ
、

施
工

管
理

が
行

わ
れ

て
い

る
。

□
□

(1
3
)沖

捨
て

が
あ

る
場

合
、

指
定

さ
れ

た
区

域
で

確
実

に
処

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

□
□

(1
4
)海

上
保

安
部

か
ら

要
請

の
あ

っ
た

品
質

を
確

保
で

き
る

。

□
□

(1
5
)陸

上
仮

置
き

が
あ

る
場

合
、

濁
り

等
防

止
等

環
境

保
全

に
十

分
注

意
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ

- 206 -



別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

□
□

(1
)理

由
：

□
□

(2
)理

由
：

□
□

□
□

(3
)理

由
：

□
□

(4
)理

由
：

□
□

(5
)理

由
：

□
□

(6
)理

由
：

□
□

(7
)理

由
：

□
□

(8
)理

由
：

□
□

(9
)理

由
：

□
□

(1
0
)理

由
：

Ⅱ
　

品
質

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

5
8
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

考
査

項
目

工
種

ｄ
ｅ

ａ
ａ
’

ｂ
ｂ
’

ｃ
・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

職
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

・
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

職
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

①
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

､対
象

と
し

な
い

項
目

は
削

除
す

る
。

②
削

除
項

目
の

あ
る

場
合

は
削

除
後

の
評

価
項

目
数

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

(％
)計

算
の

値
で

評
価

す
る

。

③
評

価
値

（
 ％

）
＝

該
当

項
目

数
（
 ）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
 ）

④
な

お
､削

除
後

の
評

価
対

象
項

目
数

が
2
項

目
以

下
の

場
合

は
c
評

価
と

す
る

。

判
断

基
準

評
価

値
が

９
０

％
以

上
・
・
・
・
・
・
ａ

評
価

値
が

８
０

％
以

上
９

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ａ
’

評
価

値
が

７
０

％
以

上
８

０
％

未
満

・
・
・
・
・
・
ｂ

評
価

値
が

６
０

％
以

上
７

０
％

未
満

・
・
・
・
・
ｂ
’

評
価

値
が

６
０

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
ｃ
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)土

工
関

係
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(2
)通

り
が
良
い
。

□
(3
)端

部
及

び
天

端
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(4
)施

工
管
理
記
録
な
ど
か
ら
不
可
視
部
分
の
出
来
ば
え
の
良
さ
が
伺
え
る
。

※
地
盤
改
良
は
ｃ
評
価
と
す
る
。

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
1
基
礎
工
工
事

（
地

盤
改
良
等
を

含
む
）

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)仕

上
げ
が

良
い
。

□
(2
)通

り
が
良
い
。

□
(3
)天

端
及

び
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(4
)構

造
物

へ
の

す
り
つ
け
な
ど
が

良
い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
2
土
工
事
(盛

土
、
築

堤
等

工
事
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)規

定
さ
れ
た
勾
配
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

□
(2
)切

土
法

面
の

施
工

に
あ
た
っ
て
、
法

面
の

浮
き
石

が
除

去
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
適

切
に
施

工
さ
れ

て
い
る
。

□
(3
)法

面
勾
配
の
変
化
部
に
つ
い
て
、
緩
衝
部
を
設
け
る
な
ど
適
切
に
施
工
さ
れ
て
い
る
。

□
(4
)滞

水
な
ど
に
よ
る
施
工
面
の
損
傷
が
発
生
し
な
い
よ
う
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

□
(5
)関

係
構
造
物
等
と
の
取
り
合
い
が
設
計
図
書
を
満
足
す
る
よ
う
施
工
さ
れ
て
い
る
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
3
土
工
事
(切

土
工
事
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
表

面
状

態
が

良
い
。

□
(2
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(4
)ク

ラ
ッ
ク
が

無
い
。

□
(5
)漏

水
が

無
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
4
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ構

造
物
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
良
い
。

□
(2
)材

料
の

か
み

合
わ

せ
が

よ
く
、
ク
ラ
ッ
ク
が

無
い
。

□
(3
)天

端
及

び
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(4
)既

設
構

造
物

と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
5
護
岸
・
根

固
・

水
制
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
表

面
状

態
が

良
い
。

□
(2
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(4
)ク

ラ
ッ
ク
が

無
い
。

□
(5
)漏

水
が

無
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
6
砂
防
構
造
物

工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)地

山
と
の

取
り
合

い
が

良
い
。

□
(2
)天

端
、
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(3
)施

工
管
理
記
録
な
ど
か
ら
不
可
視
部
分
の
出
来
ば
え
の
良
さ
が
伺
え
る
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
7
地
す
べ
り
防
止

工
事
（
抑

止
杭
・

集
水
井
戸
工
事

含
む
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
良
い
。

□
(2
)植

生
、
吹

付
等

の
状

態
が

均
一

で
あ
る
。

□
(3
)端

部
処

理
が

良
い
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
8
法
面
工
事
１

（
基

材
吹
付
・

シ
ー
ト
張

等
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
良
い
。

□
(2
)植

生
、
吹

付
等

の
状

態
が

均
一

で
あ
る
。

□
(3
)端

部
処

理
が

良
い
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

0
9
法
面
工
事
２

（
ﾓ
ﾙ
ﾀ
ﾙ
吹

付
・
法

枠
・
ｸ
ﾞﾗ
ｳ
ﾝ
ﾄﾞ
ｱ
ﾝ

ｶ
ｰ
等
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)表

面
に
補

修
箇

所
が

無
い
。

□
(2
)部

材
表

面
に
傷

及
び
錆

が
無

い
。

□
(3
)溶

接
に
均
一
性
が
あ
る
。

□
(4
)塗

装
に
均
一
性
が
あ
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
0
鋼
橋
工
事

（
R
C
床

版
工

事
は
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ構

造
物
に
準
ず
る
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
表

面
状

態
が

良
い
。

□
(2
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)天

端
及

び
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(4
)支

承
部

の
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(5
)ク

ラ
ッ
ク
が

無
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
1
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
工
事
（
Ｐ
Ｃ
及

び
Ｒ
Ｃ
を
対

象
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)舗

装
の

平
坦

性
が

良
い
。

□
(2
)構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)端

部
処

理
が

良
い
。

□
(4
)構

造
物

へ
の

す
り
つ
け
等

が
良

い
。

□
(5
)雨

水
処

理
が

良
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
2
舗
装
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
表

面
状

態
が

良
い
。

□
(2
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(4
)ク

ラ
ッ
ク
が

無
い
。

□
(5
)漏

水
が

無
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
3
ト
ン
ネ
ル

工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)樹

木
の

活
着

状
況

が
良

い
。

□
(2
)支

柱
の

取
り
付

け
が

き
め
細

か
く
施

工
さ
れ

て
い
る
。

□
(3
)支

柱
の

取
り
付

け
が

堅
固

で
あ
る
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
4
植
栽
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
良
い
。

□
(2
)端

部
処

理
が

良
い
。

□
(3
)部

材
表

面
に
傷

及
び
錆

が
無

い
。

□
(4
)既

設
構

造
物

等
と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(5
)き

め
細
や
か
に
施
工
さ
れ
て
い
る
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
5
防
護
柵
（
網

）
等
設
置
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)設

置
位
置
に
配
慮
が
あ
る
。

□
(2
)標

識
板

の
向

き
並

び
に
角

度
及

び
そ
の

支
柱

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)標

識
板

の
支

柱
に
変

色
が

無
い
。

□
(4
)支

柱
基
礎
が
入
念
に
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
6
標
識
等
設
置

工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)塗

料
の
塗
布
が
均
一
で
あ
る
。

□
(2
)視

認
性

が
良

い
。

□
(3
)接

着
状

態
が

良
い
。

□
(4
)施

工
前
の
清
掃
が
入
念
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
7
区
画
線
等
設

置
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)小

構
造

物
等

に
も
注

意
が

払
わ

れ
て
い
る
。

□
(2
)き

め
細
か
な
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(3
)既

設
構

造
物

と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
8
維
持
修
繕
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)塗

装
の

均
一

性
が

良
い
。

□
(2
)細

部
ま
で
き
め
細

か
な
施

工
が

さ
れ

て
い
る
。

□
(3
)補

修
箇

所
が

無
い
。

□
(4
)ケ

レ
ン
の
施
工
状
況
が
良
好
で
あ
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

1
9
塗
装
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
表

面
状

態
が

良
い
。

□
(2
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(3
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(4
)ク

ラ
ッ
ク
が

無
い
。

□
(5
)漏

水
が

無
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
0
港
湾
築
造
工

事
（
海

岸
築
造
工

事
を
含

む
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)規

定
さ
れ
た
水
深
・
勾
配
又
は
改
良
深
度
等
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

□
(2
)施

工
管
理
記
録
等
か
ら
不
可
視
部
分
の
出
来
ば
え
の
良
さ
が
う
か
が
え
る
。

□
(3
)施

工
後

の
表

面
及

び
底

面
等

の
全

体
的

な
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(4
)浚

渫
及

び
盛

上
が

り
等

の
土

砂
が

適
切

に
処

理
さ
れ

て
い
る
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
1
港
湾
浚
渫
工

事
(地

盤
改
良
工

事
を
含

む
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)整

地
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(2
)営

農
に
十
分
配
慮
さ
れ
た
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(3
)水

路
や

道
路

の
通

り
が

良
い
。

□
(4
)法

面
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(5
)雨

水
処

理
が

良
い
。

□
(6
)吸

水
渠

、
集

水
渠

、
水

閘
、
排

水
口

の
配

置
が

良
い
。

□
(7
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
2
ほ
場
整
備
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

６
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

５
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

３
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)切

取
・
盛

土
法

面
の

仕
上

げ
が

良
く
、
規

程
さ
れ

た
法

勾
配

が
確

保
さ
れ

て
い
る
。

□
(2
)排

水
施
設
の
施
工
が
良
好
で
あ
る
。

□
(3
)全

体
的

に
端

部
処

理
が

良
い
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

□
(5
)舗

装
の

仕
上

げ
若

し
く
は

敷
砂

利
が

良
好

に
施

工
さ
れ

て
お
り
路

面
状

況
が

良
い
。

□
(6
)構

造
物

等
の

肌
が

良
い
。

□
(7
)構

造
物

の
天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

く
、
地

山
と
の

す
り
付

け
が

良
い
。

□
(8
)構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(9
)既

設
構

造
物

等
へ

の
す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(1
0
)法

面
工

の
植

生
、
吹

付
け
等

の
状

態
が

均
一

で
あ
る
。

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
3
林
道
工
事
(砂

利
道
）

判
断

基
準

該
当

項
目

９
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

７
項

目
以

上
８

項
目

以
下

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

５
項

目
以

上
６

項
目

以
下

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

４
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

　 　
該

当
項

目
 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)土

工
の

仕
上

げ
が

良
い
。

□
(2
)土

工
の

構
造

物
等

へ
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(3
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(4
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(5
)製

品
の

か
み

合
わ

せ
が

良
い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
4
水
路
等
コ
ン
ク

リ
ー
ト
二

次
製

品
設
置
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)管

の
通

り
が

よ
い
。

□
(2
)付

帯
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
肌

が
良

い
。

□
(3
)付

帯
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い
。

□
(4
)付

帯
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

に
ク
ラ
ッ
ク
が

な
い
。

□
(5
)舗

装
復

旧
面

と
既

設
舗

装
面

と
の

取
り
合

わ
せ

が
良

い
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
5
管
水
路
工
事

(パ
イ
プ
ラ
イ
ン
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)主

設
備

、
関

連
設

備
及

び
操

作
制

御
設

備
が

全
体

的
に
統

制
さ
れ

て
お
り
、
運

転
操

作
性

が
良

い
。

□
(2
)き

め
細
か
な
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(3
)土

木
構

造
物

、
既

設
設

備
等

と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(4
)溶

接
、
塗

装
、
組

立
等

に
あ
た
っ
て
、
細

部
に
渡

る
配

慮
が

な
さ
れ

て
い
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
6
機
械
設
備
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)主

設
備

、
関

連
設

備
等

に
き
め
細

か
な
施

工
が

さ
れ

て
い
る
。

□
(2
)公

共
物

と
し
て
、
安

全
性

の
確

保
、
環

境
及

び
維

持
管

理
等

へ
の

配
慮

が
な
さ
れ

て
い
る
。

□
(3
)動

作
状

態
に
お
い
て
、
電

気
的

及
び
機

械
的

な
異

常
が

無
く
、
総

合
的

な
機

能
や

運
用

性
が

良
い
。

□
(4
)当

該
設

備
及

び
関

連
設

備
が

全
体

的
に
協

調
及

び
統

制
さ
れ

、
総

合
的

な
性

能
向

上
へ

の
配

慮
が

な
さ
れ

て
い
る
。

□
(5
)操

作
、
保
守
点
検
等
の
容
易
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
7
電
気
通
信
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)き

め
細
か
な
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(2
)公

共
物

と
し
て
、
安

全
性

の
確

保
、
環

境
及

び
維

持
管

理
等

へ
の

配
慮

が
な
さ
れ

て
い
る
。

□
(3
)動

作
状

態
に
お
い
て
、
電

気
的

及
び
機

械
的

な
異

常
が

無
く
、
総

合
的

な
機

能
及

び
運

用
性

が
良

い
。

□
(4
)ケ

－
ブ
ル

等
の

接
続

方
法

及
び
収

納
状

況
が

適
切

で
あ
る
。

□
(5
)操

作
、
保
守
点
検
等
の
容
易
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(6
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
8
電
気
設
備
工

事
（
建

築
）
・
暖
冷

房
衛
生
設
備
・
照

明
設
備
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)き

め
細

か
な
施

工
が

な
さ
れ

取
り
合

い
の

納
ま
り
や

端
部

ま
で
仕

上
が

り
が

良
い
。

□
(2
)関

連
工
事
と
の
調
整
が
な
さ
れ
全
体
に
調
和
が
良
い
仕
上
げ
で
あ
る
。

□
(3
)使

い
勝

手
や

使
用

者
の

安
全

に
対

す
る
配

慮
が

適
切

で
あ
る
。

□
(4
)仕

上
が

り
の

状
態

が
良

好
で
色

調
が

均
一

で
色

む
ら
等

が
な
い
。

□
(5
)外

構
を
含

め
全

体
的

な
美

観
が

良
好

で
あ
る
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

2
9
建
築
工
事
（
新

築
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)き

め
細

か
な
施

工
が

な
さ
れ

取
り
合

い
の

納
ま
り
や

端
部

ま
で
仕

上
が

り
が

良
い
。

□
(2
)既

存
部
分
や
関
連
設
備
と
の
調
整
が
な
さ
れ
全
体
に
調
和
が
良
い
仕
上
げ
で
あ
る
。

□
(3
)使

い
勝

手
や

使
用

者
の

安
全

に
対

す
る
配

慮
が

適
切

で
あ
る
。

□
(4
)仕

上
が
り
の
状
態
が
良
好
で
あ
る
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
0
建
築
工
事
（
改

修
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)樹

木
の

活
着

状
況

が
良

い
。

□
(2
)支

柱
の

傾
き
ま
た
は

柵
の

天
端

の
並

び
が

よ
い
。

□
(3
)ポ

ッ
ト
苗

の
植

付
け
間

隔
に
均

整
が

取
れ

て
い
る
。

□
(4
)表

土
覆

工
が

隙
間

な
く
て
い
ね

い
に
施

工
さ
れ

て
い
る
。

□
(5
)植

栽
帯

の
全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
1
ポ
ッ
ト
苗

植
栽

工

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)表

面
に
補

修
箇

所
が

な
い
。

□
(2
)部

材
表

面
に
傷

、
錆

が
な
い
。

□
(3
)溶

接
に
均
一
性
が
あ
る
。

□
(4
)塗

装
に
均
一
性
が
あ
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
2
鋼
橋
工
事
（
工

場
製
作
の
み
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)表

面
に
補

修
箇

所
が

な
い
。

□
(2
)部

材
表

面
に
傷

、
錆

が
な
い
。

□
(3
)溶

接
に
均
一
性
が
あ
る
。

□
(4
)塗

装
に
均
一
性
が
あ
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
3
鋼
橋
工
事
（
架

設
の
み
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)壁

面
材

の
か

み
合

わ
せ

や
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(2
)地

山
や

既
設

構
造

物
等

へ
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(3
)壁

面
の

通
り
が

良
い
。

□
(4
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
4
補
強
土
壁
工

事
（
ﾃ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾙ
ﾒ
、
ｼ
ﾞ

ｵ
ﾃ
ｷ
ｽ
ﾀ
ｲ
ﾙ
、
多

数
ア
ン
カ
ー
等
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)通
り

が
よ

い
。

□
(2

)材
料

の
連

結
、

か
み

合
わ

せ
が

よ
い

。
 

□
(3

)構
造

物
へ

の
す

り
つ

け
が

よ
い

。

□
(4

)全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
5
柵

工
、

筋
工

、
伏

工
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検
査
員
：
完
成
）

優
れ
て
い
る

や
や
優
れ
て
い
る

他
の
評
価
に
該
当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
よ
く
、
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
。

□
(2
)金

具
等
規
格
に
あ
っ
た
も
の
が
使
用
さ
れ
統
一
性
が
よ
い
。

□
(3
)形

状
・
寸
法
等
が
確
保
さ
れ
統
一
性
が
良
い
。

□
(4
)コ

ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
へ
の
す
り
付
け
等
が
よ
い
。

□
(5
)地

山
へ
の
密
着
性
が
確
保
さ
れ
仕
上
げ
が
よ
い
。

□
(6
)全

体
的
な
美
観
が
良
い
。

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

複
数
の
工
種
か
ら
評
価
項
目
を
抜
粋
す
る
な
ど
し
て
設
定
す
る
。

※
山
留
、
路
側
ブ
ロ
ッ
ク
積
工
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
を
準
用
す
る
。

考
査
項
目
の
追
加
は
行
わ
な
い
も
の
と
し
、
不
要
項
目
に
つ
い
て
は
削
除
す
る
。

そ
の
結
果
、
該
当
項
目
数
が
２
以
下
と
な
る
場
合
は
、
複
数
の
工
種
か
ら
評
価
項
目
を
抜
粋

し
、
「
上
記
以
外
の
工
事
又
は
合
併
工
事
」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木
製
型
枠
使
用
の
場
合
は
、
木
製
型
枠
の
特
性
を
考
慮
す
る
。

上
記
以
外
の
工
事
又
は
合
併
工
事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

ｄ
考
査
項
目

工
種

ａ
ｂ

出
来
形
及
び
出

来
ば
え

Ⅲ
出
来
ば
え

ｃ

3
6
木
材
木
製
品

工
事
（
木
ダ
ム
、

木
橋
、
木
土
留

工
、
木
流
路
工

等
）

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)地
山

へ
の

密
着

性
が

確
保

さ
れ

仕
上

げ
が

よ
い

。

□
(2

)通
り

が
よ

く
、

バ
ラ

ン
ス

が
保

た
れ

て
い

る
。

□
(3

)材
料

の
連

結
、

か
み

合
わ

せ
が

よ
い

。
 

□
(4

)端
部

処
理

が
良

い
。

□
(5

)構
造

物
へ

の
す

り
つ

け
等

が
良

い
。

□
(6

)全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
7
渓

間
工

事
（
山

腹
工

事
に

も
適

用
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

５
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

４
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

２
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)土
工

の
通

り
が

よ
い

。
 

□
(2

)土
工

の
構

造
物

へ
の

す
り

つ
け

が
よ

い
。

□
(3

)吹
付

け
(植

生
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
)の

状
態

が
均

一
で

あ
る

。

□
(4

)コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

肌
が

よ
い

。

□
(5

)コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

通
り

が
よ

い
。

□
(6

)天
端

仕
上

げ
、

端
部

仕
上

げ
等

が
よ

い
。

□
(7

)ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

□
(8

)漏
水

が
な

い
。

□
(9

)施
設

の
通

り
が

よ
い

。
（
排

水
側

溝
、

フ
ェ

ン
ス

等
）

□
(1

0
)全

体
的

な
美

観
が

よ
い

。

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
8
フ

ィ
ル

ダ
ム

・
た

め
池

工
事

判
断

基
準

該
当

項
目

８
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

６
項

目
以

上
７

項
目

以
下

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

４
項

目
以

上
５

項
目

以
下

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

３
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

　 　
該

当
項

目
 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)ロ

ー
プ
、
ネ
ッ
ト
等

の
か

み
合

わ
せ

や
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(2
)地

山
や

既
設

構
造

物
等

へ
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(3
)設

置
面

の
通

り
が

良
い
。

□
(4
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

3
9
落
石
防
止
網

（
ロ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
類

）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)壁

面
材

の
か

み
合

わ
せ

や
仕

上
げ
が

良
い
。

□
(2
)地

山
や

既
設

構
造

物
等

へ
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(3
)壁

面
の

通
り
が

良
い
。

□
(4
)天

端
仕

上
げ
、
端

部
仕

上
げ
等

が
良

い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
0
軽
量
盛
土
工

事
（
二

次
製
品
、

現
場
打
ち
)

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)表

面
に
傷

や
補

修
箇

所
が

な
い
。

□
(2
)小

構
造
物
に
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。

□
(3
)き

め
細
か
な
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(4
)既

設
構

造
物

と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
1
橋
梁
等
補
強

補
修
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)き

め
細
か
な
施
工
が
さ
れ
て
い
る
。

□
(2
)既

存
部
分
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

□
(3
)既

存
部
分
や
関
連
設
備
と
の
調
整
取
り
合
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(4
)取

壊
し
後
の
整
地
等
仕
上
が
り
の
状
態
が
良
好
で
あ
る
。

□
(5
)取

壊
し
対

象
（
リ
サ

イ
ク
ル

材
、
産

業
廃

棄
物

等
）
の

散
乱

等
が

な
く
処

理
が

適
切

で
あ
る
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
2
取
壊
し
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)鋼

矢
板

・
親

杭
の

通
り
が

良
い
。

□
(2
)覆

工
板

に
が

た
つ
き
が

な
い
。

□
(3
)鋼

矢
板

の
か

み
合

わ
せ

等
不

良
部

分
が

な
い
。

□
(4
)床

付
け
面

の
仕

上
げ
が

よ
い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
3
仮
設
工
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)歩

道
及

び
車

道
の

舗
装

(含
､仮

復
旧

舗
装

)の
勾

配
が

適
切

で
、
有

害
な
段

差
が

無
く
平

坦
性

が
確

保
さ
れ

て
い
る
。

□
(2
)ﾌ
ﾟﾚ
ｷ
ｬ
ｽ
ﾄｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄﾌ

ﾞﾛ
ｯ
ｸ
の
蓋
に
、
が
た
つ
き
や
不
要
な
隙
間
が
生
じ
て
い
な
い
。

□
(3
)施

工
管
理
記
録
な
ど
か
ら
、
不
可
視
部
分
の
出
来
映
え
の
良
さ
が
う
か
が
え
る
。

□
(4
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
4
電
線
共
同
溝

工
事
（
管

路
布
設

段
階
）
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)Ｒ

Ｃ
セ
グ
メ
ン
ト
の

割
れ

・
カ
ケ
が

な
い
。

□
(2
)継

ぎ
手
面
の
防
水
が
確
実
に
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(3
)セ

グ
メ
ン
ト
間

の
目

違
い
、
段

差
が

少
な
い
。

□
(4
)ボ

ル
ト
の

締
め
付

け
状

況
が

よ
い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
5
共
同
溝
シ
ー

ル
ド
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)管

渠
の

通
り
が

よ
い
。

□
(2
)弁

筺
等

の
仕

上
げ
が

よ
い
。

□
(3
)ク

ラ
ッ
ク
が
な
い
。

□
(4
)漏

水
が

な
い
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

よ
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
6
上
水
道
工
事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)表
面

に
傷

、
錆

、
補

修
個

所
が

な
い

。

□
(2

)溶
接

、
塗

装
組

立
の

均
一

性
が

良
い

。

□
(3

)管
の

通
り

が
よ

い
。

□
(4

)天
端

仕
上

げ
、

端
部

仕
上

げ
が

よ
い

。
 （

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
を

含
む

。
）

□
(5

)全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

に
ク

ラ
ッ

ク
も

な
い

。
）
 

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
7
水

管
橋

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)構
造

物
等

に
き

め
細

や
か

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
 

□
(2

)公
共

物
と

し
て

の
安

全
、

 環
境

、
 維

持
管

理
等

へ
の

配
慮

が
良

い
。

 

□
(3

)構
造

物
へ

の
す

り
つ

け
が

よ
い

。

□
(4

)製
作

上
の

補
修

痕
跡

が
な

い
。

 

□
(5

)全
体

的
な

取
扱

い
が

し
や

す
い

。
 

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
8
農

林
等

電
気

通
信

設
備

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)主
設

備
、

関
連

設
備

等
に

き
め

細
や

か
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

□
(2

)溶
接

、
塗

装
、

組
み

立
て

の
均

一
性

が
よ

い
。

□
(3

)製
作

上
の

補
修

痕
跡

が
な

い
。

 

□
(4

)全
体

的
な

取
扱

い
が

し
や

す
い

。
 

□
(5

)仕
上

状
態

が
良

く
、

全
体

的
な

美
観

に
優

れ
て

い
る

。

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

4
9
農

林
等

施
設

機
械

設
備

（
用

排
水

ポ
ン

プ
・
構

成
付

属
設

備
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)主
設

備
、

関
連

設
備

等
に

き
め

細
や

か
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

□
(2

)溶
接

、
塗

装
、

組
み

立
て

の
均

一
性

が
よ

い
。

□
(3

)製
作

上
の

補
修

痕
跡

が
な

い
。

 

□
(4

)全
体

的
な

取
扱

い
が

し
や

す
い

。
 

□
(5

)仕
上

状
態

が
良

く
、

全
体

的
な

美
観

に
優

れ
て

い
る

。

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
0
農

林
等

施
設

機
械

設
備

（
除

塵
設

備
・
構

成
付

属
設

備
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目
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別
紙

-
１

-
３

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
別

運
用

表
（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る

□
(1

)切
土

・
盛

土
勾

配
が

確
保

さ
れ

法
面

の
仕

上
げ

が
よ

い
。

 

□
(2

)道
路

の
形

状
（
綿

形
、

拡
幅

、
縦

、
横

断
勾

配
、

土
側

溝
）
が

よ
い

。

□
(3

)構
造

物
へ

の
す

り
つ

け
及

び
良

質
土

砂
等

の
流

用
状

況
が

よ
い

。

□
(4

)土
工

の
仕

上
げ

が
よ

く
、

残
土

処
理

等
が

適
切

で
あ

る
。

□
(5

)全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

ｄ
考

査
項

目
工

種

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
種

が
な

い
工

事
に

適
用

す
る

。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
1
林

道
土

工
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を

抜
粋

す
る

な
ど

し
て

設
定

す
る

。

※
山

留
、

路
側

ブ
ロ

ッ
ク

積
工

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
工

事
を

準
用

す
る

。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い

も
の

と
し

、
不

要
項

目
に

つ
い

て
は

削
除

す
る

。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２

以
下

と
な

る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら

評
価

項
目

を
抜

粋

し
、

「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に

よ
り

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、

木
製

型
枠

の
特

性
を

考
慮

す
る

。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間

維
持

工
事

の
よ

う
に

主
体

工
種

が
明

確
で

な
い

工
事

や
考

査
項

目
別

運
用

表
に

該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)植

栽
木

の
活

着
状

況
が

良
い
。

□
(2
)植

栽
地

の
全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

□
(3
)枝

条
等
は
等
高
線
上
に
適
切
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

□
(4
)植

栽
木

の
配

植
が

良
い
。

□
(5
)簡

易
施

設
は

適
切

で
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
2
森
林
植
栽
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
よ
い
。

□
(2
)漏

水
が

な
い
。

□
(3
)ク

ラ
ッ
ク
が
な
い
。

□
(4
)残

土
等

が
適

切
に
処

理
さ
れ

、
マ
ン
ホ
ー
ル

天
端

と
路

面
と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(5
)マ

ン
ホ
ー
ル

の
イ
ン
バ

ー
ト
の

仕
上

げ
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
3
下
水
道
工
事

（
開

削
工
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
よ
い
。

□
(2
)漏

水
が

な
い
。

□
(3
)ク

ラ
ッ
ク
が
な
い
。

□
(4
)残

土
等

が
適

切
に
処

理
さ
れ

、
マ
ン
ホ
ー
ル

天
端

と
路

面
と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(5
)マ

ン
ホ
ー
ル

の
イ
ン
バ

ー
ト
の

仕
上

げ
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
4
下
水
道
工
事

（
推

進
工
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)通

り
が
よ
い
。

□
(2
)漏

水
が

な
い
。

□
(3
)ク

ラ
ッ
ク
が
な
い
。

□
(4
)残

土
等

が
適

切
に
処

理
さ
れ

、
マ
ン
ホ
ー
ル

天
端

と
路

面
と
の

す
り
つ
け
が

良
い
。

□
(5
)マ

ン
ホ
ー
ル

の
イ
ン
バ

ー
ト
の

仕
上

げ
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
5
下
水
道
工
事

（
シ
ー
ル
ド
工
）

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)舗

装
の

平
坦

性
が

良
く
、
表

面
排

水
が

確
保

さ
れ

て
い
る
。

□
(2
)端

部
の
処
理
が
良
い

□
(3
)構

造
物

へ
の

す
り
つ
け
等

が
良

い
。

□
(4
)き

め
細
か
な
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(5
)全

体
的

な
美

観
が

良
い
。

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
6
舗
装
補
修
工

事

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)き

め
細
か
な
施
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。

□
(2
)既

設
部
分
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

□
(3
)掘

削
後
の
整
地
等
仕
上
が
り
の
状
態
が
良
好
で
あ
る
。

□
(4
)残

土
処

分
に
お
け
る
運

搬
途

中
、
処

分
場

周
辺

に
飛

散
漏

出
等

が
な
い
。

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え
が
な

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
7
浚
渫
工
事

判
断

基
準

該
当

項
目

３
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

１
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

な
し

・
・

・
・

・
・

・
・

・
ｄ

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
-
１
-
３

工
事
成
績
採
点
の
考
査
項
目
別
運
用
表

（
検

査
員

：
完

成
）

優
れ

て
い
る

や
や

優
れ

て
い
る

他
の

評
価

に
該

当
し
な
い

劣
っ
て
い
る

□
(1
)理

由
：

□
(2
)理

由
：

□
(3
)理

由
：

□
(4
)理

由
：

□
(5
)理

由
：

複
数

の
工

種
か

ら
評

価
項

目
を
抜

粋
す
る
な
ど
し
て
設

定
す
る
。

※
山

留
、
路

側
ブ
ロ
ッ
ク
積

工
に
つ
い
て
は

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
物

工
事

を
準

用
す
る
。

考
査

項
目

の
追

加
は

行
わ

な
い
も
の

と
し
、
不

要
項

目
に
つ
い
て
は

削
除

す
る
。

そ
の

結
果

、
該

当
項

目
数

が
２
以

下
と
な
る
場

合
は

、
複

数
の

工
種

か
ら
評

価
項

目
を
抜

粋

し
、
「
上

記
以

外
の

工
事

又
は

合
併

工
事

」
に
よ
り
評

価
す
る
。

※
木

製
型

枠
使

用
の

場
合

は
、
木

製
型

枠
の

特
性

を
考

慮
す
る
。

上
記

以
外

の
工

事
又

は
合

併
工

事

年
間
維
持
工
事
の
よ
う
に
主
体
工
種
が
明
確
で
な
い
工
事
や
考
査
項
目
別
運
用
表
に
該
当

ｄ
考
査
項
目

工
種

出
来

形
及

び
出

来
ば
え

工
種
が
な
い
工
事
に
適
用
す
る
。

Ⅲ
出

来
ば

え

ａ
ｂ

ｃ

5
8
上
記
以
外
の

工
事
又
は
合
併

工
事

判
断

基
準

該
当

項
目

４
項

目
以

上
・

・
・

・
・

・
ａ

該
当

項
目

３
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｂ

該
当

項
目

２
項

目
・

・
・

・
・

・
・

・
ｃ

該
当

項
目

１
項

目
以

下
・

・
・

・
・

・
ｄ

注
　

評
価

対
象

項
目

は
最

大
５

項
目

と
す

る
。

該
当

項
目

 
=
 
0
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別
紙
－
２

 

記
入
方
法
及
び
留
意
事
項

 

１
．
出
来
形
及
び
品
質
の
ば
ら
つ
き
の
考
え
方

 

[管
理
図
の
場
合

] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
上
・
下
限
値
が
あ
る
場
合
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
下
限
値
の
み
の
場
合
）
 

①
ば
ら
つ
き
が

5
0
%
以
下
と
判
断
で
き
る
例

 

        ②
ば
ら
つ
き
が

8
0
%
以
下
と
判
断
で
き
る
例

 

        [度
数
表
ま
た
は
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム
の
場
合

] 

 
 
 
 
 
 
 

ば
ら
つ
き
が
小
さ
い
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ば
ら
つ
い
て
い
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ば
ら
つ
き
が
大
き
い

 
     

設
計

値
 

設
計

値
 

規
格

値
 

規
格

値
 

規
格
値

 

規
格

値
 

上
限
値
を
仮
定

 

下
限
値
を
規
定

 

設
計
値

 

規
格
値

 

仮
想
の
上
限
値

 

規 格 値 

規 格 値 

規 格 値 

規 格 値 

規 格 値 

規 格 値 
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別
紙

－
２

 

記
入

方
法

及
び

留
意

事
項

 

２
．

コ
ン

ク
リ
ー

ト
構

造
物

の
ク

ラ
ッ

ク
 

表
－

１
及

び
表

－
２

に
お

い
て

 
で

囲
ん

だ
も

の
を

、
「
有

害
な

ク
ラ

ッ
ク

」
と

す
る

。
 

表
－

１
 

鋼
材

腐
食

の
観

点
か

ら
の

「
ひ

び
割

れ
」
の

部
材

性
能

へ
の

影
響

 

環
境

条
件

 
塩

害
・
腐

食
環

境
下

 
一

般
屋

外
環

境
下

 
土

中
・
屋

内
環

境
下

 

 
 

0
.5

<
ω

 
大

（
2
0

年
耐

久
性

）
 

大
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

大
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

ひ
び

わ
れ

幅
：
 

0
.4

<
ω

≦
0
.5

 
大

（
2
0

年
耐

久
性

）
 

大
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

中
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

ω
（
m

m
）
 

0
.3

<
ω

≦
0
.4

 
大

（
2
0

年
耐

久
性

）
 

中
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

小
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

 
 

0
.2

<
ω

≦
0
.3

 
中

（
2
0

年
耐

久
性

）
 

小
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

小
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

 
 

ω
≦

0
.2

 
小

（
2
0

年
耐

久
性

）
 

小
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

小
（
2
0

年
耐

久
性

）
 

※
「
塩

害
・
腐

食
環

境
」
と

は
、

「
海

岸
よ

り
１

ｋ
ｍ

以
内

ま
た

は
凍

結
防

止
剤

が
使

用
さ

れ
る

場
合

」
 

※
「
2
0

年
耐

久
性

」
は

、
ひ

び
割

れ
の

評
価

時
点

か
ら

1
5
～

2
5

年
後

程
度

の
耐

久
性

評
価

結
果

を
保

証
で

き
る

期
間

の
目

安
と

し
て

設
定

し
た

も
の

で
あ

り
、

1
5
～

2
5

年
の

 

平
均

を
と

っ
て

示
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

小
 

ひ
び

割
れ

が
性

能
低

下
の

原
因

と
な

っ
て

お
ら

ず
、

部
材

が
要

求
性

能
を

満
足

す
る

。
 

中
 

ひ
び

割
れ

が
性

能
低

下
の

原
因

と
な

る
が

、
軽

微
（
簡

易
）
な

対
策

に
よ

り
対

処
が

可
能

。
 

大
 

ひ
び

割
れ

に
よ

る
性

能
低

下
が

顕
著

で
あ

り
、

部
材

が
要

求
性

能
を

満
足

し
て

い
な

い
。

 

表
－

２
 

防
水

性
・
水

密
性

の
観

点
か

ら
の

「
ひ

び
割

れ
」
の

部
材

性
能

へ
の

影
響

 

環
境

条
件

 
常

時
水

圧
作

用
環

境
下

 
左

記
以

外
 

部
材

厚
（
m

m
）
 

1
8
0

未
満

 
1
8
0

以
上

 
1
8
0

未
満

 
1
8
0

以
上

 

 
 

0
.2

0
<
ω

 
大

 
大

 
大

 
大

 

ひ
び

わ
れ

幅
：
 

0
.1

5
<
ω

≦
0
.2

0 
大

 
大

 
大

 
中

 

ω
（
m

m
）
 

0
.0

5
<
ω

≦
0
.1

5 
中

 
中

 
中

 
小

 

 
 

ω
≦

0
.0

5
 

小
 

小
 

小
 

小
 

※
「
常

時
水

圧
が

作
用

す
る

環
境

」
と

は
、

「
タ

ン
ク

、
地

下
外

壁
、

水
利

構
造

な
ど

」
 

小
 

ひ
び

割
れ

が
性

能
低

下
の

原
因

と
な

っ
て

お
ら

ず
、

部
材

が
要

求
性

能
を

満
足

す
る

。
 

中
 

ひ
び

割
れ

が
性

能
低

下
の

原
因

と
な

る
が

、
軽

微
（
簡

易
）
な

対
策

に
よ

り
対

処
が

可
能

。
 

大
 

ひ
び

割
れ

に
よ

る
性

能
低

下
が

顕
著

で
あ

り
、

部
材

が
要

求
性

能
を

満
足

し
て

い
な

い
。
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別
紙

－
２

 

記
入

方
法

及
び

留
意

事
項

 

３
．

多
工

種
の

取
扱

い
 

施
工

特
性

か
ら

見
て

評
価

対
象

項
目

と
し

て
妥

当
な

工
種

を
選

択
す

る
。

 

た
だ

し
、

複
合

工
種

等
で

工
種

選
択

の
適
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高知県建設工事技術管理要綱 
 

 

 

（趣旨) 

第１条 受注者は、この要綱に基づき別冊の契約図書(契約書、設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、

現場説明書及び質問回答書をいう。)に従い、契約目的物の施工を履行しなければならない。 

（管理の実施） 

第 2 条 管理は、契約図書に基づき施工内容を把握し、適切な施工を行うため、工事の施工と並行して

測定(検査、試験を含む。)等を行い、施工管理の目的が達せられるよう実施しなければならない。 

  また、受注者は測定等の結果をその都度逐次管理図表、写真等に記録保管し、監督職員の請求に対し

直ちに提出しなければならない。 

  ただし、緊急工事、応急工事、維持工事等の工事において、第 3 条第 1 項の項目については監督職員

の承諾を得たうえで省略することができる。 

（施工管理区分) 

第 3 条 施工管理は、次のとおりとする。 

施工管理 

(1) 工程管理 

(2) 出来形管理 

(3) 品質管理 

(4) 写真管理 

（施工管理) 

第 4 条 受注者は、工事を着手した場合はすみやかに監督職員に着手の報告をしなければならない。 

また、工事の施工に際しては、一般者及び工事関係者の安全を確保し、関係法令等を守らなくてはなら

ない。 

２ 受注者は工事着手前に、設計図書の照査を行い、あらかじめ契約図書に定められた事項を事前調査し、

施工条件等を把握し安全を確保した施工計画を作成しなければならない。 

なお、事前調査とは、地形、地質、気象、海象等の自然特性及び工事用地、支障物件、交通、周辺環

境、施設管理者等の施工地域特性の把握をいう。 

３ 施工計画書は、自然特性及び施工地域特性を十分把握したうえ、工事工程、現場組織、資機材、施工

方法（仮設備を含む。）、段階確認計画、施工管理(工程、出来形、品質、写真等)、連絡系統、交通及び

安全管理、現場作業環境、環境対策、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法等の必要な事

項を計画し、監督職員に提出しなければならない。 

  なお、施工計画書の作成については、別途定める標準様式集による標準様式によるが、詳細について

は監督職員と協議のうえ定めることができる。 

４ 受注者は、工事の影響による損害の恐れが認められる場合は、事前、追跡、事後等の調査を必要に応

じ実施しなければならない。 

５ 受注者は、施工時において施工計画と施工条件等の相違、又は状況等内容に変更が生じた場合は、そ

の都度当該工事に着手する前に施工計画書を変更しなければならない。 

６  受注者は、工事の施工に際し生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監

督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。 

平成17年３月３日制定 

土木部長 
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７ 受注者は、契約図書に定められた段階確認の計画について、監督職員に提出しなければならない。 

受注者は、確認指示等を得たうえで施工をしなければならない。 

８ 段階確認実施表は、前項の段階確認の計画表に従い段階確認を実施し、受注者は監督職員が確認した

種別、位置測点、確認項目、確認方法、確認期日、確認位置測点、確認項目、指示事項、指示事項確認

等の記録を保管し検査時等に提出しなければならない。 

９ 受注者は、工事が他の工事と重複施工になる場合は、監督職員と協議しなければならない。 

10  施工体系図は、施工組織のフローとしてすべての下請者について、下請者枠下欄に契約額と一次下請

の合計額を記載し、下請負契約書の写しを添付し監督職員に下請契約締結の日から１４日以内に提出し

なければならない。 

11 受注者は、全ての工事について、完成及び中間検査時に現場状況写真を提出するものとする。規格は

A４版用紙に、キャビネ版程度以上のカラー写真を貼付又はカラー印刷したもので、紙質は特に問わな

い。 

（工程管理） 

第 5 条 受注者は、高知県建設工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に従い、次に掲げる工程

表を工事内容に応じ作成しなければならない。 

また、工程表は、計画と実績を比較検討のうえ、必要に応じ施工計画を見直さなければならない。 

工程表（別途定める標準様式集） 

(1) 工事総合工程表(バーチャート工程表)（様式―２） 

総合的な実施工程表を作成するものとする。ただし、請負額１千万円未満の工事は省略できるもの

とする。 

(2) パートによる工程表(ネットワーク工程表)（様式―３） 

パート(ネットワーク)による工程表を、監督職員が指示するものについて作成する。 

(3) その他工程表等(部分工程表等)（様式―４、５、６） 

主要工種に対する工種別工程表又は細部工程表、工期末における短期工程表等の部分的な工程表に

ついては、監督職員の指示により作成するものとする。 

２ 受注者は、工程表について監督職員と工程作業内容、工程遅延処置対応等を打ち合わせたうえで作成

するものとする。 

３ 受注者は、月毎に施工工程管理の報告を行わなければならない。   

４ 受注者は、完了日が遅延する恐れがある場合は監督職員に報告しなければならない。 

（出来形管理） 

第 6 条 受注者は、出来形を次に掲げる各号の事項に従い管理するとともに、別途定める「出来形管理

基準及び規格値」により、測定項目の工種及びその管理内容を実測し、設計値と実測値を対比して記録

した出来形管理図表を作成し管理しなければならない。ただし、測定数が１０点未満の場合は、出来形

管理表のみとし、管理図の作成は省略することができるものとする。 

(1) 出来形管理図書 

ア 変更申請図書 

計画変更のある全工事を対象に、金抜設計及び図書を作成するものとする。 

・金抜設計書 (内訳書・明細書・数量計算書等) 

・変更申請図 (平面図・縦断図・横断図・展開図・構造図等) 

発注図が CAD データで貸与された場合については CAD データで作成しなければならない。 

イ 完成図 

「電子納品運用に関するガイドライン 工事編」により作成する。 

ウ 施工経過図 

請負額 1千万円以上の工事において、場所打コンクリート構造物（プレキャスト製品、小構造物

を除く。）の施工について、1日あたりの出来形工程を把握し作成するものとする。 
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エ 出来形管理図表（別途定める標準様式集（様式―７） 

請負額 1千万円以上の工事について、管理基準測点毎の設計寸法と実測寸法を対比し、作成する 

ものとする。ただし、図面等で表示可能なものは省略できる。 

実測寸法は３段書きとし、上段には検査職員の測定寸法を、中段には監督職員の測定寸法を、ま

た下段には受注者の管理寸法を記載するものとする。 

オ 使用量一覧表 

主要材料について作成するものとする。ただし、図面等で使用数量の明確なものは省略できる。 

(2) 現場出来形寸法 

全工事を対象に現場の構造物等について、設計寸法と実測寸法をペンキ等で表示し、出来形管理図

面等を作成する際の基準測点は、ぺンキ、鋲、杭等で表示しなければならない。 

２ 出来形管理図書、電子納品資料については、監督職員の承諾を受けて測量業者、設計コンサルタント

等に委託し作成することができるものとする。 

また、受注者は、完成図等を作成する場合高知県が所有する設計原図などを監督職員の承諾を受けて

利用することができる。 

３ 当該工事の部に定める以外、他の部に定める類似工事の工種及び管理内容を使用することができる。  

また、他の公共機関及び専門機関等の発行書物を参考に管理基準を使用することができる。この場合 

はその根拠を明記しなければならない。 

なお、これらによりがたい場合は、監督職員と協議のうえ別途定めることができる。 

（品質管理） 

第 7 条 受注者は、品質を別途定める「品質管理基準」により、管理しなければならない。なお、試験

区分が「必須」となっている試験項目は全面的に実施し、「その他」となっている試験項目は、特記仕

様書等で指定する場合に実施するものとする。 

２ 受注者は、使用材料を監督職員の検査確認を受け、品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試

験基準等の測定内容に応じ、試験値及び測定値を工程能力図又は品質管理図表、度数表等により管理を

行わなければならない。 

管理資料は、原則として毎月 1 回監督職員に提示して管理状況を打ち合わせるものとする。 

なお、検査において不合格となった材料については、その処理方法等確認できる資料を記録しておか

なければならない。 

３ 受注者は、管理内容に応じて、工程能力図又は品質管理図表（ヒストグラム、Ⅹ－R、Ⅹ－Rs－Rm な

ど。）等を作成するものとする。ただし、測定数が１０点未満の場合は、品質管理表のみとし、管理図

の作成は省略することができるものとする。 

なお、ヒストグラム等を作成するための「品質管理技法」を別途定める。 

４ 当該工事の部に定める以外、他の部に定める類似工事の試験項目及び管理内容を使用することができ

る。 

また、他の公共機関及び専門機関等の発行書物を参考に管理基準を使用することができる。この場合

はその根拠を明記しなければならない。 

なお、これらによりがたい場合は、監督職員と協議のうえ別途定めることができる。 

（規格値） 

第 8 条 受注者は、管理基準により測定した各実測値は、別途定める「出来形管理基準及び規格値」及

び「品質管理基準」の規格値を満足しなければならない。 

また、施工計画高(上げ越)等承諾工事の規格値は、承諾した施工計画高を含むものとする。 

－ 
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なお、災害等の不可抗力により規格値を満足できない場合は、ただちに監督職員に報告しその指示に

従わなければならない。 

 (写真管理) 

第 9 条 写真管理の分類は、次のとおりとする。 

 

着手前及び完成写真（既済部分写真等含む） 

施工状況写真 

安全管理写真 

使用材料写真 

工事写真                出来形管理写真 

品質管理写真 

災害写真 

事故写真 

その他(公害、環境、補償等) 

 

写真を管理する基準については、区分及び撮影項目時期等を別途定める「写真管理基準」による。 

２ 撮影基準 

受注者はあらかじめ設計図書等で指定されたもの、又は、監督職員の指示によるものについては、そ

の指示した項目、頻度、方法等により撮影するものとする。 

工事写真の撮影にあたっては、工程に合わせ撮影時期等を確認し、また、出来形管理測定個所と共通

する箇所を選び(例えば測点毎又は断面変化点毎)、関連づけた撮影を行わなければならない。 

撮影の被写体とともに、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板等を写しこむものとする。 

(1) 工事名 

(2) 工種等 

(3) 測点(位置) 

(4) 設計寸法 

(5) 実測寸法 

(6) 略図 

(7) その他、監督職員立会者氏名等の必要事項 

なお、小黒板等の判読が困難となる場合は、デジタル写真管理情報基準に規定する写真情報に必要事 

項を記入し整理すること。 

３ 情報化施工及び３次元データによる施工管理 

  「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理

写真の撮影程度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管  

 理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

４ 写真の省略 

工事写真は次の場合は省略するものとする。 

(1) 品質管理写真については、公的機関で実施された品質証明書を整備できる場合。 

(2) 出来形管理写真については、完成後明視でき容易に測定可能な箇所。 

(3) 監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所（不可視部分を含む）。 
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５ 写真の編集等 

  写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化につ

いて」（平成 29 年 3 月 31 日付け、28 高技管第 329 号）に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当

たらない。 

６ 色彩、寸法及び形式 

(1) 色彩 

工事写真は、デジタル写真管理情報基準によるが、電子納品対象工事でない場合については、カラ

ーフィルムのカラープリントまたは、デジタルカメラの場合は、カラープリンター300bpi 以上とす

る。 

(2) 寸法 

デジタル写真管理情報基準によるが、電子納品対象工事でない場合については、サービス版サイズ

程度とし、監督職員が必要に応じ指示する場合は、受注者はこれに従うとともに、工事写真等を、A

４版の大きさの工事写真帳に整理するものとする。 

(3) 形式 

デジタル写真管理情報基準によるが、電子納品対象工事でない場合については、工事写真の撮影機

の形式は、ネガフィルムを使用するスチールカメラまたは、デジタルカメラとする。 

７ 施工状況写真 

工種毎に主要な施工中の状況等を工事施工段階の記録として撮影しなければならない。 

また、工事着手前、工事途中、完成の写真が相互に関連するように、工事箇所の全体的な状況写真を

撮影し、工事工程が段階的に概況把握できるよう写真管理を行わなければならない。 

なお、施工状況写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。 

８ 出来形管理写真 

外面から明視できない部分の出来形寸法等は、記録として撮影しなければならない。ただし、監督職

員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所の出来形管理写真撮影は省略する。 

監督職員または現場技術員がやむを得ず立ち会うことのできない場合は、適宜な方法の指示を受け、

出来形寸法や作業状況等が確認できる写真撮影を行い、その結果の確認を受けなければならない。 

９ 品質管理写真 

品質管理における試験、検査及び測定時には監督職員が立会、確認し写真撮影することを原則とする。 

ただし、監督職員がやむを得ず立ち会うことのできない場合は、受注者は監督職員がその都度指示す

る適宜の方法に従い、その結果の確認を得なければならない。 

10 災害写真 

工事中における災害については、受注者は災害以前の管理資料と災害後の管理資料の比較を、次の事

項を考慮して撮影しておかなくてはならない。 

(1) 被災状況を確認できるように、洪水、漏水、決壊、崩壊等の状況及び臨機の措置の施工等を撮影す

ること。 

(2) 撮影は、工事箇所付近の災害状況、被災箇所全域状況等、また、被災箇所の寸法等が判別出来るよ

う撮影をすること。 

11 事故写真 

事故箇所の発生前、発生直後、発生後の事故状況が分かる写真及び、安全対策実施状況等を撮影する。 

12 その他（公害、環境、工事損害影響管理写真） 

受注者は、工事により第三者の物件等に損害の影響が考えられる場合は、事前、施工中、事後の工事
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影響のわかる調査写真を撮影し、監督職員に提出しなければならない。 

環境対策として、イメージアップ等の各施設設置状況等を撮影する。 

（品質証明） 

第10条 受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、品質証明に従事する者が事

前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出しなければならない。 

（検査） 

第11条  受注者は、工事検査に際しこの要綱に定める管理資料等を監督職員に提出しなければならない。 

また、電子納品については「電子納品運用に関するガイドライン 工事編」による。 

（その他) 

第12条 この要綱によりがたいものは、監督職員と協議のうえ別途定めることができる。また、この要

綱に定めるほか必要と認める管理方法等について適宜追加することができる。 

なお、施工途中で管理が必要となったものは、協議の上実施できるものとする。 

 

 

 

附則 

１ この要綱は、平成17年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

２ この要綱は、平成20年5月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

３ この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

４ この要綱は、平成29年10月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

５ この要綱は、平成30年10月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

６ この要綱は、令和元年10月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

７ この要綱は、令和2年10月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

８ この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降契約する工事から適用する。 

９ この要綱は、令和3年10月1日から施行する。 

10 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。 

11 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。 

12 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。 

13 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。 
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目          次 

 １ 出来形管理基準及び規格値   

出来形管理基準及び規格値 索引（一般土木工事の部）  ……………………………………  280 

表－１ 出来形管理基準及び規格値 

第１ 一般土木工事の部  …………………………………………………………………………  313 

   １ 共通編  ………………………………………………………………………………………  313 

    （２）  土工  …………………………………………………………………………………  313 

    （３）  無筋・鉄筋コンクリート  …………………………………………………………  319 

   ３ 土木工事共通編  ……………………………………………………………………………  320 

（２）  一般施工  ……………………………………………………………………………  320 

６ 河川編  ………………………………………………………………………………………  404 

    （１）  築堤・護岸  …………………………………………………………………………  404 

    （３）  樋門・樋管  …………………………………………………………………………  405 

    （４）  水門  …………………………………………………………………………………  406 

    （５）  堰  ……………………………………………………………………………………  406 

    （６）  排水機場  ……………………………………………………………………………  408 

    （７）  床止め・床固め  ……………………………………………………………………  409 

    ７ 河川海岸編   ………………………………………………………………………………  410 

    （１）  堤防・護岸  …………………………………………………………………………  410 

    （２）  突堤・人工岬  ………………………………………………………………………  412 

    （３）  海域堤防 （人工リーフ、 離岸堤、 潜堤）   …………………………………  416 

    ８ 砂防編  ………………………………………………………………………………………  417 

    （１）  砂防堰堤  ……………………………………………………………………………  417 

    （２）  流路  …………………………………………………………………………………  421 

    （３）  斜面対策  ……………………………………………………………………………  422 

    ９ ダム編  ………………………………………………………………………………………  424 

    （１）  コンクリートダム  …………………………………………………………………  424 

    （２）   フィルダム  …………………………………………………………………………  427 

    （３）   基礎グラウチング  …………………………………………………………………  428 

   10 道路編  ………………………………………………………………………………………  429 

    （１）  道路改良  ……………………………………………………………………………  429 

    （２）  舗装  …………………………………………………………………………………  431 

    （３）  橋梁下部  ……………………………………………………………………………  435 



 

- 276 - 

 

    （４）  鋼橋上部  ……………………………………………………………………………  440 

    （５）  コンクリート橋上部  ………………………………………………………………  442 

    （６）  トンネル （ＮＡＴＭ）   …………………………………………………………  442 

    （6A）  トンネル （矢板）   ………………………………………………………………  446 

（11）  共同溝  ………………………………………………………………………………  448 

（12）  電線共同溝  …………………………………………………………………………  449 

    （14）  道路維持  ……………………………………………………………………………  451 

    （16）  道路修繕  ……………………………………………………………………………  453 

  第２ 港湾・漁港工事の部  ………………………………………………………………………  455 

   11 港湾・漁港・海岸編 （共通編） ……………………………………………………………  455 

    （４）  一般施工  ……………………………………………………………………………  455 

  第３ 森林土木工事の部  …………………………………………………………………………  469 

   12 治山林道編  …………………………………………………………………………………  469 

    （１）  渓間工  ………………………………………………………………………………  469 

    （２）  山腹工  ………………………………………………………………………………  473 

    （３）  地すべり防止工  ……………………………………………………………………  479 

    （４）  海岸防災林造成工  …………………………………………………………………  483 

    （５）  林道工  ………………………………………………………………………………  484 

  第４ 農業土木工事の部  …………………………………………………………………………  494 

   13 農業基盤編  …………………………………………………………………………………  494 

    （１）  農地等基盤整備工事共通事項  ……………………………………………………  494 

    （２）   ほ場整備工事  ………………………………………………………………………  495 

    （３）   管水路工事  …………………………………………………………………………  498 

    （４）   ため池改修工事  ……………………………………………………………………  500 

 

 ２ 品質管理基準   

  表－２ 品質管理基準 

  第１ 一般土木工事の部  …………………………………………………………………………  502 

   １ セメント・コンクリート ……………………………………………………………………  502 

   ２ プレキャストコンクリート製品（JISⅠ類） ………………………………………………  507 

３ プレキャストコンクリート製品（JISⅡ類） ………………………………………………  507 

４ プレキャストコンクリート製品（その他）  ………………………………………………  507 

５ ガス圧接  ……………………………………………………………………………………  510 

   ６ 既製杭工  ……………………………………………………………………………………  512 

   ７ 下層路盤  ……………………………………………………………………………………  513 

   ８ 上層路盤  ……………………………………………………………………………………  515 

   ９ アスファルト安定処理路盤  ………………………………………………………………  518 

   10 セメント安定処理路盤  ……………………………………………………………………  518 

   11 アスファルト舗装  …………………………………………………………………………  519 

   12 転圧コンクリート  …………………………………………………………………………  523 



 

- 277 - 

   13 グースアスファルト舗装  …………………………………………………………………  526 

   14 路床安定処理工  ……………………………………………………………………………  527 

   15 表層安定処理工 （表層混合処理）   ……………………………………………………  529 

   16 固結工  ………………………………………………………………………………………  530 

   17 アンカー工  …………………………………………………………………………………  530 

   17-2鉄筋挿入工  …………………………………………………………………………………  531 

 18 補強土壁工  ………………………………………………………………………………… 531-1 

   19 吹付工  ………………………………………………………………………………………  532 

   20 現場吹付法枠工  ……………………………………………………………………………  536 

   21 河川土工  ……………………………………………………………………………………  539 

   22 海岸土工  ……………………………………………………………………………………  542 

   23 砂防土工  ……………………………………………………………………………………  543 

   24 道路土工  ……………………………………………………………………………………  544 

   25 捨石工  ………………………………………………………………………………………  546 

   26 コンクリートダム  …………………………………………………………………………  547 

   27 覆工コンクリート （ＮＡＴＭ）   ………………………………………………………  552 

   28 吹付けコンクリート （ＮＡＴＭ）   ……………………………………………………  556 

   29 ロックボルト(ＮＡＴＭ)  …………………………………………………………………  559 

   29-2防水工材料 （ＮＡＴＭ）  …………………………………………………………………  560 

   30 路上再生工（路盤）  ………………………………………………………………………  561 

   31 路上再生工（表層）  ………………………………………………………………………  562 

   32 排水性舗装工・透水性舗装工  ……………………………………………………………  563 

   32-2簡易舗装工  …………………………………………………………………………………  565 

   33 プラント再生舗装工  ………………………………………………………………………  566 

   34 工場製作工（鋼橋用鋼材）  ………………………………………………………………  567 

   35 ガス切断工  ………………………………………………………………………………… 567-1 

   36 溶接工  ………………………………………………………………………………………  568 

   37 中層混合処理工  ……………………………………………………………………………  571 

   38 基礎工  ……………………………………………………………………………………… 571-1 

   39 場所杭工  …………………………………………………………………………………… 571-1 

   40 既製杭工（中掘り杭工コンクリート打設方式）  ……………………………………… 571-1  

参考資料  …………………………………………………………………………………………………  575 

   ロックボルトの引抜試験  ………………………………………………………………………  575 

  第２ 港湾・漁港工事の部  ………………………………………………………………………  577 

１ 土  ……………………………………………………………………………………………  577 

２ 石材等  ………………………………………………………………………………………  578 

   ３ 鋼材  …………………………………………………………………………………………  580 

   ４ セメントコンクリート製品  ………………………………………………………………  583 

   ５ 防食材料  ……………………………………………………………………………………  584 

   ６ 防舷材  ………………………………………………………………………………………  585 

   ７ 係船柱  ………………………………………………………………………………………  586 



 

- 278 - 

   ８ 車止め・縁金物  ……………………………………………………………………………  586 

   ９ マット  ………………………………………………………………………………………  587 

  第３ 農業土木工事の部  …………………………………………………………………………  589 

１ ため池土工  …………………………………………………………………………………  589 

 ３ 写真管理基準   

  表－３ 写真管理基準 

  第１ 一般土木工事の部  …………………………………………………………………………  590 

   １ 撮影箇所一覧表  ……………………………………………………………………………  590 

   ２ 品質管理写真撮影箇所一覧表  ……………………………………………………………  592 

   ３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  …………………………………………………  599 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （共通編）  ……………………………………………  629 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （土木工事共通編）  …………………………………  632 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （河川編）  ……………………………………………  655 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （河川海岸編）  ………………………………………  659 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （砂防編）  ……………………………………………  663 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （ダム編）  ……………………………………………  669 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （道路編）  ……………………………………………  671 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （その他）  ……………………………………………  681 

  第２ 港湾・漁港工事の部  ………………………………………………………………………  685 

   １  浚渫及び床掘り  ……………………………………………………………………………  685 

   ２ 地盤改良  ……………………………………………………………………………………  686 

   ３ マット  ………………………………………………………………………………………  689 

   ４ 捨石及び均し  ………………………………………………………………………………  690 

   ５ 杭及び矢板  …………………………………………………………………………………  691 

   ６ 控工  …………………………………………………………………………………………  692 

   ７ ケーソン  ……………………………………………………………………………………  693 

   ８ コンクリートブロック  ……………………………………………………………………  698 

   ９ 中詰  …………………………………………………………………………………………  701 

   10 上部コンクリート  …………………………………………………………………………  702 

   11 付属工  ………………………………………………………………………………………  704 

   12 埋立及び裏埋  ………………………………………………………………………………  707 

   13 汚濁防止膜工  ………………………………………………………………………………  708 

  第３ 森林土木工事の部  …………………………………………………………………………  709 

     出来形管理写真撮影箇所一覧表 （治山林道編）   ……………………………………  709 

  第４ 農業土木工事の部  …………………………………………………………………………  711 

     出来形・品質管理写真撮影箇所一覧表 （農業基盤編）  ………………………………  711 



 

- 279 - 

 ４ 品質管理技法 ………………………………………………………………………………………  714 

  １ 品質管理の手続き  ……………………………………………………………………………  714 

  ２ 品質特性  ………………………………………………………………………………………  715 

  ３ ヒストグラムによる判定  ……………………………………………………………………  717 

  ４ 工程能力図による規格の管理  ………………………………………………………………  723 

  ５ 管理による安定状態の判定  …………………………………………………………………  730 

  ６ 棄却検定  ………………………………………………………………………………………  749 

  ７ 抜取検査  ………………………………………………………………………………………  752 

５ 技術管理要綱標準様式集 ……………………………………………………………………………  753 

  様式－１     施工計画書(標準様式)  …………………………………………………………  753 

  様式－２      工事総合工程表(標準様式)  ……………………………………………………  765 

  様式－３     パートによる工程表(標準様式)  ………………………………………………  766 

  様式－４～６ その他工程表(標準様式)  ………………………………………………………  767 

  様式－７     出来形管理図表(標準様式)  ……………………………………………………  770 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

 

１ 出来形管理基準及び規格値 





【第１編 共通編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 2 章 土工 

第 3節 
河川土工・海岸土 
工・砂防土工 1-2-3-2 1 掘削工   Ⅰ－1 

  
1-2-3-2 2 

掘削工（面管理の場
合）   Ⅰ－1 

1-2-3-2 3 
掘削工（水中部）

（面管理の場合） 
  Ⅰ－1－1 

  1-2-3-3 1 盛土工   Ⅰ－2 

  1-2-3-3 2 
盛土工（面管理の場
合）   Ⅰ－2 

  

1-2-3-4  盛土補強工 

補強土（テールアル
メ）壁工法  Ⅰ－3 

  
多数アンカー式補強
土工法  Ⅰ－3 

  
ジオテキスタイルを
用いた補強土工法  Ⅰ－3 

  1-2-3-5  法面整形工 盛土部  Ⅰ－3 

  1-2-3-6  堤防天端工   Ⅰ－3 

第 4節 道路土工 1-2-4-2 1 掘削工   Ⅰ－4 

  1-2-4-2 2 
掘削工（面管理の場
合）   Ⅰ－5 

  1-2-4-3 1 路体盛土工   Ⅰ－6 

  1-2-4-3 2 
路体盛土工（面管理
の場合）   Ⅰ－6 

  1-2-4-4 1 路床盛土工   Ⅰ－6 

  1-2-4-4 2 
路床盛土工（面管理
の場合）   Ⅰ－6 

  1-2-4-5  法面整形工 盛土部  Ⅰ－7 

第 3 章 無筋、鉄筋コンクリート 

第 7節 鉄筋工 1-3-7-4  組立て   Ⅰ－7 
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【第３編 土木工事共通編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 2 章 一般施工 

第 3節 共通的工種 

3-2-3-4  
矢板工（指定仮設・
任意仮設は除く） 

鋼矢板  Ⅰ－8 

  軽量鋼矢板  Ⅰ－8 

  コンクリート矢板  Ⅰ－8 

  広幅鋼矢板  Ⅰ－8 

  可とう鋼矢板  Ⅰ－8 

  3-2-3-5  縁石工 縁石・アスカーブ  Ⅰ－8 

  3-2-3-6  小型標識工   Ⅰ－8 

  

3-2-3-7  防止柵工 

立入防止柵  Ⅰ－9 

  転落（横断）防止柵  Ⅰ－9 

  車止めポスト  Ⅰ－9 

  
3-2-3-8 

1 路側防護柵工 ガードレール  Ⅰ－9 

  2 路側防護柵工 ガードケーブル  Ⅰ－9 

  3-2-3-9  区画線工   Ⅰ－10 

  
3-2-3-10  道路付属物工 

視線誘導標  Ⅰ－10 

  距離標  Ⅰ－10 

  3-2-3-11  ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工   Ⅰ－10 

  
3-2-3-12 

1 
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 
（購入工） 

けた橋  Ⅰ－11 

  2 
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 
（購入工） 

スラブ桁  Ⅰ－11 

  
3-2-3-13 

1 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工   Ⅰ－12 

  2 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製
作工 

（購入工）  Ⅰ－12 

  3-2-3-14 2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁
組立工   Ⅰ－12 

  3-2-3-15  PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工   Ⅰ－13 

  
3-2-3-16 

1 PC 箱桁製作工   Ⅰ－13 

  2 PC 押出し箱桁製作工   Ⅰ－14 

  3-2-3-17  根固めﾌﾞﾛｯｸ工   Ⅰ－14 

  3-2-3-18  沈床工   Ⅰ－15 

  3-2-3-19  捨石工   Ⅰ－15 

  3-2-3-22  階段工   Ⅰ－15 

  

3-2-3-24 

1 伸縮装置工 ゴムジョイント  Ⅰ－15 

  2 伸縮装置工 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ  Ⅰ－16 

  3 伸縮装置工 埋設型ジョイント  Ⅰ－16 

  3-2-3-26  多自然型護岸工 巨石張り、巨石積み  Ⅰ－16 

  
3-2-3-27 

1 羽口工 じゃかご  Ⅰ－17 

  2 羽口工 ふとんかご、かご枠  Ⅰ－17 

  
3-2-3-28  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工  Ⅰ－17 

  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ工  Ⅰ－17 

  

3-2-3-29 

1 側溝工 

プレキャスト U 型側
溝  Ⅰ－18 

  L 型側溝工  Ⅰ－18 

  自由勾配側溝  Ⅰ－18 

  管渠  Ⅰ－18 

  2 側溝工 場所打水路工  Ⅰ－18 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 3節 共通的工種 3-2-3-29 3 側溝工 暗渠工  Ⅰ－18 

  3-2-3-30  集水桝工   Ⅰ－19 

  3-2-3-31  現場塗装工   Ⅰ－19 

  3-2-3-32  かごマット工   Ⅰ－20 

  3-2-3-34  ポット苗植栽工   Ⅰ－21 

第 4節 基礎工 

3-2-4-1  一般事項 

切込砂利  Ⅰ－22 

  砕石基礎工  Ⅰ－22 

  割ぐり石基礎工  Ⅰ－22 

  均しｺﾝｸﾘｰﾄ  Ⅰ－22 

  

3-2-4-3 

1 基礎工（護岸） 現場打  Ⅰ－22 

  2 基礎工（護岸） プレキャスト  Ⅰ－22 

  3 基礎工（護岸） 吊込基礎ブロック  Ⅰ－23 

  

3-2-4-4 
1 既製杭工 

既製コンクリート杭  Ⅰ－24 

  鋼管杭  Ⅰ－24 

  Ｈ鋼杭  Ⅰ－24 

  2 既製杭工 鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭  Ⅰ－24 

  3-2-4-5  場所打杭工   Ⅰ－24 

  3-2-4-6  深礎工   Ⅰ－25 

  3-2-4-7  
オープンケーソン基
礎工   Ⅰ－25 

  3-2-4-8  
ニューマチックケー
ソン基礎工   Ⅰ－25 

  3-2-4-9  鋼管矢板基礎工   Ⅰ－26 

第 5節 
石・ブロック積 
（張）工 

3-2-5-3 

1 
コンクリートブロッ
ク工 

コンクリートブロッ
ク積  Ⅰ－26 

  
コンクリートブロッ
ク張り  Ⅰ－26 

  2 
コンクリートブロッ
ク工 

連節ブロック張り  Ⅰ－26 

  3 
コンクリートブロッ
ク工 

天端保護ブロック  Ⅰ－27 

  3-2-5-4  緑化ブロック工   Ⅰ－27 

  3-2-5-5 1 石積（張）工   Ⅰ－27 

第 6節 一般舗装工 

3-2-6-7 

1 アスファルト舗装工 下層路盤工  Ⅰ－29 

  2 アスファルト舗装工 
下層路盤工（面管理
の場合）  Ⅰ－30 

  3 アスファルト舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）  Ⅰ－31 

  4 アスファルト舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）（面管理
の場合） 

 Ⅰ－32 

  5 アスファルト舗装工 
上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工） 

 Ⅰ－33 

  6 アスファルト舗装工 

上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工）（面管理の場 
合） 

 Ⅰ－34 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 6節 一般舗装工 

3-2-6-7 

7 アスファルト舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工  Ⅰ－35 

  8 アスファルト舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工（面管理の
場合） 

 Ⅰ－36 

  9 アスファルト舗装工 基層工  Ⅰ－37 

  10 アスファルト舗装工 
基層工（面管理の場
合）  Ⅰ－38 

  11 アスファルト舗装工 表層工  Ⅰ－39 

  12 アスファルト舗装工 
表層工（面管理の場
合）  Ⅰ－40 

  

3-2-6-8 

1 半たわみ性舗装工 下層路盤工  Ⅰ－40 

  2 半たわみ性舗装工 
下層路盤工（面管理
の場合）  Ⅰ－41 

  3 半たわみ性舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）  Ⅰ－41 

  4 半たわみ性舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）（面管理
の場合） 

 Ⅰ－42 

  5 半たわみ性舗装工 
上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工） 

 Ⅰ－42 

  6 半たわみ性舗装工 

上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工）（面管理の場 
合） 

 Ⅰ－43 

  7 半たわみ性舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工  Ⅰ－43 

  8 半たわみ性舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工（面管理の
場合） 

 Ⅰ－44 

  9 半たわみ性舗装工 基層工  Ⅰ－44 

  10 半たわみ性舗装工 
基層工（面管理の場
合）  Ⅰ－45 

  11 半たわみ性舗装工 表層工  Ⅰ－45 

  12 半たわみ性舗装工 
表層工（面管理の場
合）  Ⅰ－46 

  

3-2-6-9 

1 排水性舗装工 下層路盤工  Ⅰ－46 

  2 排水性舗装工 
下層路盤工（面管理
の場合）  Ⅰ－47 

  3 排水性舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）  Ⅰ－47 

  4 排水性舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）（面管理
の場合） 

 Ⅰ－48 

  5 排水性舗装工 
上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工） 

 Ⅰ－48 

  6 排水性舗装工 

上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工）（面管理の場 
合） 

 Ⅰ－49 

  7 排水性舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工  Ⅰ－49 

  8 排水性舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工（面管理の
場合） 

 Ⅰ－50 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 6節 一般舗装工 

3-2-6-9 

9 排水性舗装工 基層工  Ⅰ－50 

  10 排水性舗装工 基層工（面管理の場
合）  Ⅰ－51 

  11 排水性舗装工 表層工  Ⅰ－51 

  12 排水性舗装工 表層工（面管理の場
合）  Ⅰ－52 

  

3-2-6-10 

1 透水性舗装工 路盤工  Ⅰ－53 

  2 透水性舗装工 路盤工（面管理の場
合）  Ⅰ－53 

  3 透水性舗装工 表層工  Ⅰ－54 

  4 透水性舗装工 表層工（面管理の場
合）  Ⅰ－54 

  

3-2-6-11 

1 グースアスファルト
舗装工 

加熱アスファルト安
定処理工  Ⅰ－55 

  2 グースアスファルト
舗装工 

加熱アスファルト安
定処理工（面管理の
場合） 

 Ⅰ－55 

  3 グースアスファルト
舗装工 基層工  Ⅰ－56 

  4 グースアスファルト
舗装工 

基層工（面管理の場
合）  Ⅰ－56 

  5 グースアスファルト
舗装工 表層工  Ⅰ－57 

  6 グースアスファルト
舗装工 

表層工（面管理場
合）  Ⅰ－57 

  

3-2-6-12 

1 コンクリート舗装工 下層路盤工  Ⅰ－58 

2 コンクリート舗装工 
下層路盤工（面管理の

場合） 
 Ⅰ－58 

  
3 コンクリート舗装工 粒度調整路盤工  Ⅰ－58－1 

4 コンクリート舗装工 
粒度調整路盤工（面管

理の場合） 
 Ⅰ－58－1 

  

5 コンクリート舗装工 セメント（石灰・瀝
青）安定処理工  Ⅰ－59 

6 コンクリート舗装工 

セメント（石灰・瀝

青）安定処理工（面管

理の場合） 

 Ⅰ－59 

  
7 コンクリート舗装工 アスファルト中間層  Ⅰ－59－1 

8 コンクリート舗装工 
アスファルト中間層

（面管理の場合） 
 Ⅰ－59－1 

  
9 コンクリート舗装工 コンクリート舗装版

工  Ⅰ－60 

10 コンクリート舗装工 
コンクリート舗装版工

（面管理の場合） 
 Ⅰ－60 

  

11 コンクリート舗装工 転圧コンクリート版
工（下層路盤工）  Ⅰ－60－1 

12 コンクリート舗装工 

転圧コンクリート版工

（下層路盤工）（面管

理の場合） 

 Ⅰ－60－1 

  13 コンクリート舗装工 
転圧コンクリート版
工（粒度調整路盤 
工） 

 Ⅰ－60－2 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 6節 一般舗装工 

3-2-6-12 

14 コンクリート舗装工 

転圧コンクリート版

工（粒度調整路盤

工)（面管理の場合） 

 Ⅰ－60－2 

  

15 コンクリート舗装工 

転圧コンクリート版
工（セメント（石 
灰・瀝青）安定処理
工） 

 Ⅰ－61 

16 コンクリート舗装工 

転圧コンクリート版工

（セメント（石 灰・

瀝青）安定処理工）

（面管理の場合） 

 Ⅰ－61 

  

17 コンクリート舗装工 
転圧コンクリート版
工（アスファルト中
間層） 

 Ⅰ－61－1 

18 コンクリート舗装工 

転圧コンクリート版工

（アスファルト中間

層）（面管理の場合） 

 Ⅰ－61－1 

  

19 コンクリート舗装工 
転圧コンクリート版
工  Ⅰ－61－2 

20 コンクリート舗装工 
転圧コンクリート版
工（面管理の場合） 

 Ⅰ－61－3 

  

3-2-6-13 

1 薄層カラー舗装工 下層路盤工  Ⅰ－62 

  2 薄層カラー舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）  Ⅰ－62 

  3 薄層カラー舗装工 
上層路盤工（セメン
ト（石灰）安定処理
工） 

 Ⅰ－63 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 6節 一般舗装工 
3-2-6-13 

4 薄層カラー舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工  Ⅰ－63 

  5 薄層カラー舗装工 基層工  Ⅰ－63 

  

3-2-6-14 

1 ブロック舗装工 下層路盤工  Ⅰ－64 

  2 ブロック舗装工 
上層路盤工（粒度調
整路盤工）  Ⅰ－64 

  3 ブロック舗装工 
上層路盤工(セメント
(石灰)安定処理工)  Ⅰ－65 

  4 ブロック舗装工 
加熱アスファルト安
定処理工  Ⅰ－65 

  5 ブロック舗装工 基層工  Ⅰ－65 

  3-2-6-15 1 路面切削工   Ⅰ－66 

  3-2-6-15 2 
路面切削工 

（面管理の場合） 
  Ⅰ－66 

  3-2-6-16  舗装打換え工   Ⅰ－66 

  
3-2-6-17 1 オーバーレイ工   Ⅰ－66－1 

3-2-6-17 2 
オーバーレイ工 

（面管理の場合） 
  Ⅰ－66－2 

第 7節 地盤改良工 3-2-7-2  路床安定処理工   Ⅰ－67 

  3-2-7-3  置換工   Ⅰ－67 

  
3-2-7-4 1 表層安定処理工 サンドマット海上  Ⅰ－68 

3-2-7-4 2 表層安定処理工 ICT 施工の場合  Ⅰ－68 

  3-2-7-5  パイルネット工   Ⅰ－68 

  3-2-7-6  サンドマット工   Ⅰ－68－1 

  

3-2-7-7  
バーチカルドレーン
工 

サンドドレーン工  Ⅰ－68－1 

  ペーパードレーン工  Ⅰ－68－1 

  
袋詰式サンドドレー
ン工  Ⅰ－68－1 

  3-2-7-8  締固め改良工 
サンドコンパクショ
ンパイル工  Ⅰ－68－1 

  

3-2-7-9 1 固結工 

粉末噴射撹拌工  Ⅰ－69 

  高圧噴射撹拌工  Ⅰ－69 

  スラリー撹拌工  Ⅰ－69 

  

生石灰パイル工  Ⅰ－69 

3-2-7-9 2 固結工 

スラリー撹拌工 

「３次元計測技術を

用いた出来形管理要

領（案）第８編 固結

工 （ ス ラ リ ー 撹 拌

工）・バーチカルド

レーン工編」による

管理の場合 

 Ⅰ－69 

3-2-7-9 3 固結工 中層混合処理  Ⅰ－69－1 

  

－285－ 



【第３編 土木工事共通編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 10 節 仮設工 

3-2-10-5 

1 土留・仮締切工 
Ｈ鋼杭  Ⅰ－70 

  鋼矢板  Ⅰ－70 

  2 土留・仮締切工 アンカー工  Ⅰ－70 

  3 土留・仮締切工 連節ブロック張り工  Ⅰ－70 

  4 土留・仮締切工 締切盛土  Ⅰ－70 

  5 土留・仮締切工 中詰盛土  Ⅰ－71 

  3-2-10-9  地中連続壁工（壁
式） 

  Ⅰ－71 

  3-2-10-10  
地中連続壁工（柱列
式）   Ⅰ－71 

  3-2-10-22  法面吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

第 11 節 軽量盛土工 3-2-11-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 12 節 工場製作工（共通） 

3-2-12-1 

1 一般事項 
鋳造費（金属支承
工）  Ⅰ－72 

  2 一般事項 
鋳造費（大型ゴム支
承工）  Ⅰ－73 

  3 一般事項 仮設材製作工  Ⅰ－74 

  4 一般事項 刃口金物製作工  Ⅰ－74 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 12 節 工場製作工（共通） 

3-2-12-3 

1 桁製作工 

仮組検査を実施する
場合  Ⅰ－75 

  
シミュレーション仮
組検査を実施する場
合 

 Ⅰ－75 

  2 桁製作工 
仮組検査を実施しな
い場合  Ⅰ－77 

  3 桁製作工 
鋼製えん堤製作工 
（仮組立時） 

 Ⅰ－78 

  3-2-12-4  検査路製作工   Ⅰ－79 

  3-2-12-5  鋼製伸縮継手製作工   Ⅰ－79 

  3-2-12-6  落橋防止装置製作工   Ⅰ－80 

  3-2-12-7  橋梁用防護柵製作工   Ⅰ－80 

  3-2-12-8  
アンカーフレーム製
作工   Ⅰ－80 

  3-2-12-9  
プレビーム用桁製作
工   Ⅰ－81 

  3-2-12-10  鋼製排水管製作工   Ⅰ－81 

  3-2-12-11  工場塗装工   Ⅰ－82 

第 13 節 橋梁架設工 

3-2-13  架設工（鋼橋） 

クレーン架設  Ⅰ－83 

  
ケーブルクレーン架
設  Ⅰ－83 

  
ケーブルエレクショ
ン架設  Ⅰ－83 

  架設桁架設  Ⅰ－83 

  送出し架設  Ⅰ－83 

  
トラベラークレーン
架設  Ⅰ－83 

  

3-2-13  

架設工（コンクリー
ト橋） 

クレーン架設  Ⅰ－84 

  架設桁架設  Ⅰ－84 

  
架設工支保工 

固定  Ⅰ－84 

  移動  Ⅰ－84 

  
架設桁架設 

片持架設  Ⅰ－84 

  押出し架設  Ⅰ－84 

第 14 節 法面工（共通） 

3-2-14-2 

1 植生工 

種子散布工  Ⅰ－84 

  張芝工  Ⅰ－84 

  筋芝工  Ⅰ－84 

  市松芝工  Ⅰ－84 

  植生シート工  Ⅰ－84 

  植生マット工  Ⅰ－84 

  植生筋工  Ⅰ－84 

  人工張芝工  Ⅰ－84 

  植生穴工  Ⅰ－84 

  
2 植生工 

植生基材吹付工  Ⅰ－84－1 

  客土吹付工  Ⅰ－84－1 

  
3-2-14-3  

吹付工(仮設を含
む） 

コンクリート  Ⅰ－85 

  モルタル  Ⅰ－85 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 14 節 法面工（共通） 

3-2-14-4 
1 法枠工 

現場打法枠工  Ⅰ－86 

  現場吹付法枠工  Ⅰ－86 

  2 法枠工 プレキャスト法枠工  Ⅰ－86 

  3-2-14-6  アンカー工   Ⅰ－86 

第 15 節 擁壁工（共通） 3-2-15-1  一般事項 場所打擁壁工  Ⅰ－87 

  3-2-15-2  プレキャスト擁壁工   Ⅰ－87 

  

3-2-15-3  補強土壁工 

補強土（テールアル
メ）壁工法  Ⅰ－88 

  
多数アンカー式補強
土工法  Ⅰ－88 

  
ジオテキスタイルを
用いた補強土工法  Ⅰ－88 

  3-2-15-4  井桁ブロック工   Ⅰ－88 

第 16 節 浚渫工（共通） 

3-2-16-3 

1 浚渫船運転工 ポンプ浚渫船  Ⅰ－89 

  

2 浚渫船運転工 
グラブ船、バックホ
ウ浚渫船 
 

 Ⅰ－89 

3 浚渫船運転工 

グラブ船、バックホウ

浚渫船（面管理の場

合） 

 Ⅰ－89 

第 18 設 床版工 3-2-18-2  床版工   Ⅰ－90 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 1 章 築堤・護岸 

第 3節 軽量盛土工 6-1-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 地盤改良工 6-1-4-2  表層安定処理工  3-2-7-4 表層安定処理工 Ⅰ－68 

  6-1-4-3  パイルネット工  3-2-7-5 パイルネット工 Ⅰ－68 

  6-1-4-4  
バーチカルドレーン
工  

3-2-7-7 バーチカルドレーン
工 

Ⅰ－69 

  6-1-4-5  締固め改良工  3-2-7-8 締固め改良工 Ⅰ－69 

  6-1-4-6  固結工  3-2-7-9 固結工 Ⅰ－69 

第 5 節 護岸基礎工 6-1-5-3  基礎工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  6-1-5-4  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

第 6節 矢板護岸工 6-1-6-3  笠コンクリート工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  6-1-6-4  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

第 7節 法覆護岸工 6-1-7-3  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  6-1-7-4  護岸付属物工   Ⅰ－91 

  6-1-7-5  緑化ブロック工  3-2-5-4 緑化ブロック工 Ⅰ－27 

  6-1-7-6  環境護岸ブロック工  
3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  6-1-7-7  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  6-1-7-8  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  

6-1-7-9  多自然型護岸工 

巨石張り 3-2-3-26 多自然型護岸工 Ⅰ－16 

  巨石積み 3-2-3-26 多自然型護岸工 Ⅰ－16 

  かごマット工 3-2-3-32 かごマット工 Ⅰ－20 

  6-1-7-10  吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  6-1-7-11  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  6-1-7-12  覆土工  1-2-3-5 法面整形工 Ⅰ－3 

  

6-1-7-13  羽口工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  かご枠 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  連節ブロック張り 3-2-5-3 連節ブロック張り Ⅰ－26 

第 8 節 擁壁護岸工 6-1-8-3  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  6-1-8-4  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁
工 

Ⅰ－87 

第 9 節 根固め工 6-1-9-3  根固めブロック工  3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  6-1-9-5  沈床工  3-2-3-18 沈床工 Ⅰ－15 

  6-1-9-6  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  
6-1-9-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 10 節 水制工 6-1-10-3  沈床工  3-2-3-18 沈床工 Ⅰ－15 

  6-1-10-4  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  
6-1-10-5  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  6-1-10-8  杭出し水制工   Ⅰ－91 

第 11 節 付帯道路工 6-1-11-3  路側防護柵工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  6-1-11-5  アスファルト舗装工  3-2-6-7 アスファルト舗装工 Ⅰ－29 

  6-1-11-6  コンクリート舗装工  
3-2-6-12 コンクリート舗装
工 

Ⅰ－58 
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第 11 節 付帯道路工 6-1-11-7  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

  6-1-11-8  ブロック舗装工  3-2-6-14 ブロック舗装工 Ⅰ－64 

  6-1-11-9  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  6-1-11-10  集水桝工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  6-1-11-11  縁石工  3-2-3-5 縁石工 Ⅰ－8 

  6-1-11-12  区画線工  3-2-3-9 区画線工 Ⅰ－10 

第 12 節 付帯道路施設工 6-1-12-3  道路付属物工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

  6-1-12-4  標識工  3-2-3-6 小型標識工 Ⅰ－8 

第 13 節 光ケーブル配管工 6-1-13-3  配管工   Ⅰ－91 

  6-1-13-4  ハンドホール工   Ⅰ－92 

第 2 章 浚渫（河川） 

第 3節 
浚渫工（ポンプ浚渫
船） 

6-2-3-2  
浚渫船運転工（民
船・官船）  3-2-16-3 浚渫船運転工 Ⅰ－89 

第 4 節 浚渫工（グラブ船） 6-2-4-2  浚渫船運転工  3-2-16-3 浚渫船運転工 Ⅰ－89 

第 5 節 
浚渫工(バックホウ
浚渫船) 

6-2-5-2  浚渫船運転工  3-2-16-3 浚渫船運転工 Ⅰ－89 

第 3 章 樋門・樋管 

第 3節 軽量盛土工 6-3-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 地盤改良工 6-3-4-2  固結工  3-2-7-9 固結工 Ⅰ－69 

第 5 節 樋門・樋管本体工 6-3-5-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-3-5-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-3-5-5  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  

6-3-5-6 

1 函渠工 本体工  Ⅰ－92 

  

2 函渠工 

ヒューム管  Ⅰ－92 

  ＰＣ管  Ⅰ－92 

  コルゲートパイプ  Ⅰ－92 

  ダクタイル鋳鉄管  Ⅰ－92 

  ＰＣ函渠 
3-2-3-28 プレキャストカル
バート工 

Ⅰ－17 

  6-3-5-7  翼壁工   Ⅰ－93 

  6-3-5-8  水叩工   Ⅰ－93 

第 6 節 護床工 6-3-6-3  根固めブロック工  3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  6-3-6-5  沈床工  3-2-3-18 沈床工 Ⅰ－15 

  6-3-6-6  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  
6-3-6-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 7 節 水路工 6-3-7-3  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  6-3-7-4  集水桝工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  6-3-7-5  暗渠工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  6-3-7-6  樋門接続暗渠工  
3-2-3-28 プレキャストカル
バート工 

Ⅰ－17 

第 8 節 付属物設置工 6-3-8-3  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  6-3-8-7  階段工  3-2-3-22 階段工 Ⅰ－15 

第 4 章 水門 

第 3節 工場製作工 6-4-3-3  桁製作工  3-2-12-3 桁製作工 Ⅰ－75 
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第 3節 工場製作工 6-4-3-4  鋼製伸縮継手製作工  
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅰ－80 

  6-4-3-5  落橋防止装置製作工  
3-2-12-6 落橋防止装置製作
工 

Ⅰ－80 

  6-4-3-6  鋼製排水管製作工  3-2-12-10 鋼製排水管製作工 Ⅰ－81 

  6-4-3-7  橋梁用防護柵製作工  
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作
工 

Ⅰ－80 

  6-4-3-9  仮設材製作工  3-2-12-1 仮設材製作工 Ⅰ－74 

  6-4-3-10  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 5 節 軽量盛土工 6-4-5-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 6節 水門本体工 6-4-6-4  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-4-6-5  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-4-6-6  矢板工（遮水矢板）  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  6-4-6-7  床版工   Ⅰ－93 

  6-4-6-8  堰柱工   Ⅰ－93 

  6-4-6-9  門柱工   Ⅰ－93 

  6-4-6-10  ゲート操作台工   Ⅰ－93 

  6-4-6-11  胸壁工   Ⅰ－93 

  6-4-6-12  翼壁工  6-3-5-7 翼壁工 Ⅰ－93 

  6-4-6-13  水叩工  6-3-5-8 水叩工 Ⅰ－93 

第 7 節 護床工 6-4-7-3  根固めブロック工  3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  6-4-7-5  沈床工  3-2-3-18 沈床工 Ⅰ－15 

  6-4-7-6  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  
6-4-7-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 8 節 付属物設置工 6-4-8-3  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  6-4-8-8  階段工  3-2-3-22 階段工 Ⅰ－15 

第 9 節 鋼管理橋上部工 6-4-9-4  
架設工(クレーン架
設)  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-4-9-5  
架設工(ケーブルク
レーン架設)  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-4-9-6  
架設工(ケーブルエ
レクション架設)  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-4-9-7  架設工(架設桁架設)  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-4-9-8  架設工(送出し架設)  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-4-9-9  
架設工(トラベラー
クレーン架設)  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-4-9-10  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

第 10 節 橋梁現場塗装工 6-4-10-2  現場塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

第 11 節 床版工 6-4-11-2  床版工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

第 12 節 
橋梁付属物工(鋼管
理橋) 

6-4-12-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

  6-4-12-4  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 

  6-4-12-5  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  6-4-12-6  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  6-4-12-7  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 14 節 
コンクリート管理橋
上部工(ＰＣ橋) 

6-4-14-2  
プレテンション桁製
作工（購入工）  

3-2-3-12 プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅰ－11 
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第 14 節 
コンクリート管理橋
上部工(ＰＣ橋) 

6-4-14-3  
ポストテンション桁
製作工  

3-2-3-13 ポストテンション
桁製作工 

Ⅰ－12 

  6-4-14-4  
プレキャストセグメ
ント桁製作工（購入
工） 

 
3-2-3-13 プレキャストセグ
メント桁製作工（購入工） 

Ⅰ－12 

  6-4-14-5  
プレキャストセグメ
ント主桁組立工  

3-2-3-14 プレキャストセグ
メント主桁組立工 

Ⅰ－12 

  6-4-14-6  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  6-4-14-7  
架設工(クレーン架
設)  

3-2-13 架設工（コンクリー
ト橋） 

Ⅰ－84 

  6-4-14-8  架設工(架設桁架設)  
3-2-13 架設工（コンクリー
ト橋） 

Ⅰ－84 

  6-4-14-9  床版･横組工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

  6-4-14-10  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

 
第 15 節 

コンクリート管理橋
上部工(ＰＣホロー
スラブ橋) 

6-4-15-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  6-4-15-4  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

  6-4-15-5  
ＰＣホロースラブ製
作工  

3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅰ－13 

第 16 節 橋梁付属物工(コン 
クリート管理橋) 

6-4-16-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

 6-4-16-4  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 

  6-4-16-5  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  6-4-16-6  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  6-4-16-7  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 18 節 舗装工 6-4-18-5  アスファルト舗装工  3-2-6-7 アスファルト舗装工 Ⅰ－29 

  6-4-18-6  半たわみ性舗装工  3-2-6-8 半たわみ性舗装工 Ⅰ－40 

  6-4-18-7  排水性舗装工  3-2-6-9 排水性舗装工 Ⅰ－46 

  6-4-18-8  透水性舗装工  3-2-6-10 透水性舗装工 Ⅰ－53 

  6-4-18-9  
グースアスファルト
舗装工  

3-2-6-11 グースアスファル
ト舗装工 

Ⅰ－55 

  6-4-18-10  コンクリート舗装工  
3-2-6-12 コンクリート舗装
工 

Ⅰ－58 

  6-4-18-11  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

  6-4-18-12  ブロック舗装工  3-2-6-14 ブロック舗装工 Ⅰ－64 

第 5 章 堰 

第 3節 工場製作工 6-5-3-3  刃口金物製作工  3-2-12-1 刃口金物製作工 Ⅰ－74 

  6-5-3-4  桁製作工  3-2-12-3 桁製作工 Ⅰ－75 

  6-5-3-5  検査路製作工  3-2-12-4 検査路製作工 Ⅰ－79 

  6-5-3-6  鋼製伸縮継手製作工  
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅰ－80 

  6-5-3-7  落橋防止装置製作工  
3-2-12-6 落橋防止装置製作
工 

Ⅰ－80 

  6-5-3-8  鋼製排水管製作工  3-2-12-10 鋼製排水管製作工 Ⅰ－81 

  6-5-3-9  
プレビ－ム用桁製作
工  

3-2-12-9 プレビーム用桁製
作工 

Ⅰ－81 

  6-5-3-10  橋梁用防護柵製作工  
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作
工 

Ⅰ－80 

  6-5-3-12  
アンカ－フレ－ム製
作工  

3-2-12-8 アンカーフレーム
製作工 

Ⅰ－80 
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第 3節 工場製作工 6-5-3-13  仮設材製作工  3-2-12-1 仮設材製作工 Ⅰ－74 

  6-5-3-14  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 5 節 軽量盛土工 6-5-5-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 6節 可動堰本体工 6-5-6-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-5-6-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-5-6-5  
オ－プンケ－ソン基
礎工  

3-2-4-7 オープンケーソン基
礎工 

Ⅰ－25 

  6-5-6-6  
ニュ－マチックケ－
ソン基礎工  

3-2-4-8 ニューマチックケー
ソン基礎工 

Ⅰ－25 

  6-5-6-7  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  6-5-6-8  床版工  6-4-6-7 床版工 Ⅰ－93 

  6-5-6-9  堰柱工  6-4-6-8 堰柱工 Ⅰ－93 

  6-5-6-10  門柱工  6-4-6-9 門柱工 Ⅰ－93 

  6-5-6-11  ゲ－ト操作台工  6-4-6-10 ゲート操作台工 Ⅰ－93 

  6-5-6-12  水叩工  6-3-5-8 水叩工 Ⅰ－93 

  6-5-6-13  閘門工   Ⅰ－93 

  6-5-6-14  土砂吐工   Ⅰ－93 

  6-5-6-15  取付擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

第 7 節 固定堰本体工 6-5-7-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-5-7-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-5-7-5  
オ－プンケ－ソン基
礎工  

3-2-4-7 オープンケーソン基
礎工 

Ⅰ－25 

  6-5-7-6  
ニュ－マチックケ－
ソン基礎工  

3-2-4-8 ニューマチックケー
ソン基礎工 

Ⅰ－25 

  6-5-7-7  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  6-5-7-8  堰本体工   Ⅰ－93 

  6-5-7-9  水叩工   Ⅰ－93 

  6-5-7-10  土砂吐工   Ⅰ－93 

  6-5-7-11  取付擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

第 8 節 魚道工 6-5-8-3  魚道本体工   Ⅰ－94 

第 9 節 管理橋下部工 6-5-9-2  管理橋橋台工   Ⅰ－94 

第 10 節 鋼管理橋上部工 6-5-10-4  
架設工（クレ－ン架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-5-10-5  
架設工（ケ－ブルク
レ－ン架設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-5-10-6  
架設工（ケ－ブルエ
レクション架設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-5-10-7  
架設工（架設桁架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-5-10-8  
架設工（送出し架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-5-10-9  
架設工（トラベラー
クレーン架設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  6-5-10-10  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

第 11 節 橋梁現場塗装工 6-5-11-2  現場塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

第 12 節 床版工 6-5-12-2  床版工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

第 13 節 
橋梁付属物工(鋼管
理橋) 

6-5-13-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

  6-5-13-4  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 13 節 
橋梁付属物工(鋼管
理橋) 

6-5-13-5  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  6-5-13-6  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  6-5-13-7  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 15 節 
コンクリ-ト管理橋
上部工（PC 橋） 

6-5-15-2  
プレテンション桁製
作工（購入工）  

3-2-3-12 プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅰ－11 

  6-5-15-3  
ポストテンション桁
製作工  

3-2-3-13 ポストテンション
桁製作工 

Ⅰ－12 

  6-5-15-4  
プレキャストセグメ
ント桁製作工（購入
工） 

 
3-2-3-13 プレキャストセグ
メント桁製作工（購入工） 

Ⅰ－12 

  6-5-15-5  
プレキャストセグメ
ント主桁組立工  

3-2-3-14 プレキャストセグ
メント主桁組立工 

Ⅰ－12 

  6-5-15-6  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  6-5-15-7  
架設工（クレ－ン架
設）  

3-2-13 架設工（コンクリー
ト橋） 

Ⅰ－84 

  6-5-15-8  
架設工（架設桁架
設）  

3-2-13 架設工（コンクリー
ト橋） 

Ⅰ－84 

  6-5-15-9  床版・横組工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

  6-5-15-10  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

 
第 16 節 

コンクリ-ト管理橋
上部工（ＰＣホロー
スラブ橋） 

6-5-16-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  6-5-16-4  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

  6-5-16-5  
ＰＣホロ－スラブ製
作工  

3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅰ－13 

 
第 17 節 

コンクリ-ト管理橋
上部工（ＰＣ箱桁
橋） 

6-5-17-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  6-5-17-4  ＰＣ箱桁製作工  3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 Ⅰ－13 

  6-5-17-5  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

第 18 節 
橋梁付属物工(コン
クリート管理橋) 

6-5-18-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

  6-5-18-4  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 

  6-5-18-5  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  6-5-18-6  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  6-5-18-7  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 20 節 付属物設置工 6-5-20-3  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  6-5-20-7  階段工  3-2-3-22 階段工 Ⅰ－15 

第 6 章 排水機場 

第 3節 軽量盛土工 6-6-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 機場本体工 6-6-4-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-6-4-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-6-4-5  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  6-6-4-6  本体工   Ⅰ－95 

  6-6-4-7  燃料貯油槽工   Ⅰ－95 

第 5 節 沈砂池工 6-6-5-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 
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第 5節 沈砂池工 6-6-5-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-6-5-5  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  6-6-5-6  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  6-6-5-7  コンクリート床版工   Ⅰ－95 

  6-6-5-8  ブロック床版工  3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  6-6-5-9  場所打水路工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

第 6 節 吐出水槽工 6-6-6-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-6-6-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  6-6-6-5  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  6-6-6-6  本体工  6-6-4-6 本体工 Ⅰ－95 

第 7 章 床止め・床固め 

第 3節 軽量盛土工 6-7-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 床止め工 6-7-4-4  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  6-7-4-5  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  

6-7-4-6  本体工 

床固め本体工  Ⅰ－96 

  植石張り 3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  根固めブロック 3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  6-7-4-7  取付擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  

6-7-4-8  水叩工 

水叩工  Ⅰ－96 

  巨石張り 3-2-3-26 多自然型護岸工 Ⅰ－16 

  根固めブロック 3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

第 5 節 床固め工 6-7-5-4  本堤工  6-7-4-6 本体工 Ⅰ－96 

  6-7-5-5  垂直壁工  6-7-4-6 本体工 Ⅰ－96 

  6-7-5-6  側壁工   Ⅰ－96 

  6-7-5-7  水叩工  6-7-4-8 水叩工 Ⅰ－96 

第 6 節 山留擁壁工 6-7-6-3  コンクリート擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  6-7-6-4  ブロック積擁壁工  
3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  6-7-6-5  石積擁壁工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  6-7-6-6  山留擁壁基礎工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

第 8 章 河川維持 

第 7節 路面補修工 6-8-7-3  不陸整正工  1-2-3-6 堤防天端工 Ⅰ－3 

  6-8-7-4  
コンクリート舗装補
修工  

3-2-6-12 コンクリート舗装
工 

Ⅰ－58 

  6-8-7-5  
アスファルト舗装補
修工  3-2-6-7 アスファルト舗装工 Ⅰ－29 

第 8 節 付属物復旧工 6-8-8-2  付属物復旧工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

第 9節 付属物設置工 6-8-9-3  防護柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  6-8-9-5  付属物設置工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

第 10 節 光ケーブル配管工 6-8-10-3  配管工  6-1-13-3 配管工 Ⅰ－91 

  6-8-10-4  ハンドホール工  6-1-13-4 ハンドホール工 Ⅰ－92 

第 12 節 植栽維持工 6-8-12-3  樹木・芝生管理工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

第 9 章 河川修繕 

第 3節 軽量盛土工 6-9-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 腹付工 6-9-4-2  覆土工  1-2-3-5 法面整形工 Ⅰ－3 

  6-9-4-3  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 
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第 5節 側帯工 

6-9-5-2  縁切工 

じゃかご工 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  連節ブロック張り 
3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工(連節ブロック張り) 

Ⅰ－26 

  
コンクリーﾄブロッ
ク張り 

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  石張工 3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  6-9-5-3  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

第 6 節 堤脚保護工 6-9-6-3  石積工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  6-9-6-4  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

第 7 節 管理用通路工 6-9-7-2  防護柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  6-9-7-4  路面切削工  3-2-6-15 路面切削工 Ⅰ－66 

  6-9-7-5  舗装打換え工  3-2-6-16 舗装打換え工 Ⅰ－66 

  6-9-7-6  オーバーレイ工  3-2-6-17 オーバーレイ工 Ⅰ－66 

  
6-9-7-7  排水構造物工 

プレキャスト U 型側
溝・管（函）渠 

3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  集水桝工 3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  6-9-7-8  道路付属施設工 歩車道境界ブロック 3-2-3-5 縁石工 Ⅰ－8 

第 8節 現場塗装工 6-9-8-3  付属物塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

  6-9-8-4  
コンクリート面塗装
工  

3-2-3-11 コンクリート面塗
装工 

Ⅰ－10 
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第 1 章 堤防・護岸 

第 3節 軽量盛土工 7-1-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 地盤改良工 7-1-4-2  表層安定処理工  3-2-7-4 表層安定処理工 Ⅰ－68 

  7-1-4-3  パイルネット工  3-2-7-5 パイルネット工 Ⅰ－68 

  7-1-4-4  
バーチカルドレーン
工  

3-2-7-7 バーチカルドレーン
工 

Ⅰ－69 

  7-1-4-5  締固め改良工  3-2-7-8 締固め改良工 Ⅰ－69 

  7-1-4-6  固結工  3-2-7-9 固結工 Ⅰ－69 

第 5 節 護岸基礎工 7-1-5-4  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  7-1-5-5  
場所打コンクリート
工   Ⅰ－97 

  7-1-5-6  
海岸コンクリートブ
ロック工   Ⅰ－97 

  7-1-5-7  笠コンクリート工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  7-1-5-8  基礎工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  7-1-5-9  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

第 6節 護岸工 7-1-6-3  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  7-1-6-4  
海岸コンクリートブ
ロック工   Ⅰ－97 

  7-1-6-5  コンクリート被覆工   Ⅰ－98 

第 7 節 擁壁工 7-1-7-3  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

第 8 節 天端被覆工 7-1-8-2  コンクリート被覆工   Ⅰ－98 

第 9 節 波返工 7-1-9-3  波返工   Ⅰ－98 

第 10 節 裏法被覆工 7-1-10-2  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  7-1-10-3  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  7-1-10-4  コンクリート被覆工  7-1-6-5 コンクリート被覆工 Ⅰ－98 

  7-1-10-5  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

第 11 節 カルバート工 7-1-11-3  
プレキャストカル
バート工  

3-2-3-28 プレキャストカル
バート工 

Ⅰ－17 

第 12 節 排水構造物工 7-1-12-3  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  7-1-12-4  集水桝工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  

7-1-12-5  管渠工 

プレキャストパイプ 3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  
プレキャストボック
ス 

3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  コルゲートパイプ 3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  タグタイル鋳鉄管 3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  7-1-12-6  場所打水路工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

第 13 節 付属物設置工 7-1-13-3  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  7-1-13-6  階段工  3-2-3-22 階段工 Ⅰ－15 

第 14 節 付帯道路工 7-1-14-3  路側防護柵工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  7-1-14-5  アスファルト舗装工  3-2-6-7 アスファルト舗装工 Ⅰ－29 

  7-1-14-6  コンクリート舗装工  
3-2-6-12 コンクリート舗装
工 

Ⅰ－58 

  7-1-14-7  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

  7-1-14-8  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  7-1-14-9  集水桝工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  7-1-14-10  縁石工  3-2-3-5 縁石工 Ⅰ－8 
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第 14 節 付帯道路工 7-1-14-11  区画線工  3-2-3-9 区画線工 Ⅰ－10 

第 15 節 付帯道路施設工 7-1-15-3  道路付属物工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

  7-1-15-4  小型標識工  3-2-3-6 小型標識工 Ⅰ－8 

第 2 章 突堤・人工岬 

第 3節 軽量盛土工 7-2-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 突堤基礎工 7-2-4-4  捨石工   Ⅰ－99 

  7-2-4-5  吸出し防止工   Ⅰ－99 

第 5 節 突堤本体工 7-2-5-2  捨石工   Ⅰ－99 

  7-2-5-5  
海岸コンクリートブ
ロック工   Ⅰ－100 

  7-2-5-6  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  7-2-5-7  詰杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  7-2-5-8  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

  7-2-5-9  石枠工   Ⅰ－100 

  7-2-5-10  
場所打コンクリート
工   Ⅰ－100 

  

7-2-5-11 

1 ケーソン工 ケーソン工製作  Ⅰ－101 

  2 ケーソン工 ケーソン工据付  Ⅰ－101 

  3 ケーソン工 

突堤上部工 
（場所打コンクリー
ト） 
（海岸コンクリート
ブロック） 

 Ⅰ－101 

  

7-2-5-12 

1 セルラー工 セルラー工製作  Ⅰ－102 

  2 セルラー工 セルラー工据付  Ⅰ－102 

  3 セルラー工 

突堤上部工 
（場所打コンクリー
ト） 
（海岸コンクリート
ブロック） 

 Ⅰ－102 

第 6 節 根固め工 7-2-6-2  捨石工   Ⅰ－102 

  7-2-6-3  根固めブロック工   Ⅰ－103 

第 7 節 消波工 7-2-7-2  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  7-2-7-3  消波ブロック工  
7-2-5-5 海岸コンクリートブ

ロック工 
Ⅰ－100 

第 3 章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤） 

第 3節 海域堤基礎工 7-3-3-3  捨石工   Ⅰ－103 

  7-3-3-4  吸出し防止工  7-2-4-5 吸出し防止工 Ⅰ－99 

第 4 節 海域堤本体工 7-3-4-2  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  7-3-4-3  
海岸コンクリートブ
ロック工  

7-2-5-5 海岸コンクリートブ
ロック工 

Ⅰ－100 

  7-3-4-4  ケーソン工  7-2-5-11 ケーソン工 Ⅰ－101 

  7-3-4-5  セルラー工  7-2-5-12 セルラー工 Ⅰ－102 

  7-3-4-6  
場所打コンクリート
工  

7-2-5-10 場所打ちコンク
リート工 

Ⅰ－100 

第 4 章 浚渫（海岸） 

第 3節 
浚渫工（ポンプ浚渫
船） 

7-4-3-2  浚渫船運転工  3-2-16-3 浚渫船運転工 Ⅰ－89 

第 4 節 浚渫工（グラブ船） 7-4-4-2  浚渫船運転工  3-2-16-3 浚渫船運転工 Ⅰ－89 
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【第７編 河川海岸編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 5 章 養浜 

第 3節 軽量盛土工 7-5-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 砂止工 7-5-4-2  根固めブロック工  7-2-6-3 根固めブロック工 Ⅰ－103 
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【第８編 砂防編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 1 章 砂防堰堤 

第 3節 工場製作工 8-1-3-3  鋼製堰堤製作工  
3-2-12-3-3 桁製作工 
（鋼製堰堤製作工（仮組立
時）） 

Ⅰ－78 

  8-1-3-4  
鋼製堰堤仮設材製作
工   Ⅰ－104 

  8-1-3-5  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 5 節 軽量盛土工 8-1-5-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 6節 法面工 8-1-6-2  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  8-1-6-3  法面吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  8-1-6-4  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  8-1-6-6  アンカー工  3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  
8-1-6-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 8 節 コンクリート堰堤工 8-1-8-4  
コンクリート堰堤本
体工   Ⅰ－104 

  8-1-8-5  
コンクリート副堰堤
工  

8-1-8-4 コンクリート堰堤本
体工 

Ⅰ－104 

  8-1-8-6  コンクリート側壁工   Ⅰ－104 

  8-1-8-8  水叩工   Ⅰ－105 

第 9 節 鋼製堰堤工 
8-1-9-5  鋼製堰堤本体工 

不透過型  Ⅰ－105 

  透過型  Ⅰ－106 

  8-1-9-6  鋼製側壁工   Ⅰ－107 

  8-1-9-7  コンクリート側壁工  8-1-8-6 コンクリート側壁工 Ⅰ－104 

  8-1-9-9  水叩工  8-1-8-8 水叩工 Ⅰ－105 

  8-1-9-10  現場塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

第 10 節 護床工・根固め工 8-1-10-4  根固めブロック工  3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  8-1-10-6  沈床工  3-2-3-18 沈床工 Ⅰ－15 

  
8-1-10-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 11 節 
砂防堰堤付属物設置
工 

8-1-11-3  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

第 12 節 付帯道路工 8-1-12-3  路側防護柵工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  8-1-12-5  アスファルト舗装工  3-2-6-7 アスファルト舗装工 Ⅰ－29 

  8-1-12-6  コンクリート舗装工  
3-2-6-12 コンクリート舗装
工 

Ⅰ－58 

  8-1-12-7  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

  8-1-12-8  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  8-1-12-9  集水桝工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  8-1-12-10  縁石工  3-2-3-5 縁石工 Ⅰ－8 

  8-1-12-11  区画線工  3-2-3-9 区画線工 Ⅰ－10 

第 13 節 付帯道路施設工 8-1-13-3  道路付属物工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

  8-1-13-4  小型標識工  3-2-3-6 小型標識工 Ⅰ－8 

第 2 章 流路 

第 3節 軽量盛土工 8-2-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 流路護岸工 8-2-4-4  基礎工（護岸）  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  8-2-4-5  コンクリート擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 
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【第８編 砂防編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 4節 流路護岸工 8-2-4-6  ブロック積擁壁工  
3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  8-2-4-7  石積擁壁工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  8-2-4-8  護岸付属物工  6-1-7-4 護岸付属物工 Ⅰ－91 

  8-2-4-9  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

第 5 節 床固め工 8-2-5-4  床固め本体工  
8-1-8-4 コンクリート堰堤本
体工 

Ⅰ－104 

  8-2-5-5  垂直壁工  
8-1-8-4 コンクリート堰堤本
体工 

Ⅰ－104 

  8-2-5-6  側壁工  8-1-8-6 コンクリート側壁工 Ⅰ－104 

  8-2-5-7  水叩工  8-1-8-8 水叩工 Ⅰ－105 

  8-2-5-8  魚道工   Ⅰ－107 

第 6 節 根固め・水制工 8-2-6-4  根固めブロック工  3-2-3-17 根固めブロック工 Ⅰ－14 

  8-2-6-6  捨石工  3-2-3-19 捨石工 Ⅰ－15 

  

8-2-6-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  かごマット工 3-2-3-32 かごマット工 Ⅰ－20 

第 7 節 流路付属物設置工 8-2-7-2  階段工  3-2-3-22 階段工 Ⅰ－15 

  8-2-7-3  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

第 3 章 斜面対策 

第 3節 軽量盛土工 8-3-3-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 4節 法面工 8-3-4-2  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  8-3-4-3  吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  8-3-4-4  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  
8-3-4-5  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  
8-3-4-6 

1 
アンカー工（プレ 
キャストコンクリー
ト板） 

 3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  2 鉄筋挿入工   Ⅰ－108 

  
8-3-4-7 

1 抑止アンカー工  3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  2 鉄筋挿入工   Ⅰ－108 

第 5 節 擁壁工 8-3-5-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  8-3-5-4  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  8-3-5-5  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁
工 

Ⅰ－87 

  8-3-5-6  補強土壁工  3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

  8-3-5-7  井桁ブロック工  3-2-15-4 井桁ブロック工 Ⅰ－88 

  8-3-5-8  落石防護工  10-1-11-5 落石防護柵工 Ⅰ－115 

第 6 節 山腹水路工 8-3-6-3  
山腹集水路・排水路
工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

  8-3-6-4  山腹明暗渠工   Ⅰ－108 

  8-3-6-5  山腹暗渠工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  8-3-6-6  現場打水路工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

  8-3-6-7  集水桝工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

第 7 節 地下水排除工 8-3-7-4  集排水ボーリング工   Ⅰ－109 

  8-3-7-5  集水井工   Ⅰ－109 
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【第８編 砂防編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 8節 地下水遮断工 8-3-8-3  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  8-3-8-4  固結工  3-2-7-9 固結工 Ⅰ－69 

  8-3-8-5  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

第 9節 抑止杭工 8-3-9-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  8-3-9-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  8-3-9-5  
シャフト工（深礎
工）  3-2-4-6 深礎工 Ⅰ－25 

  8-3-9-6  合成杭工   Ⅰ－109 

第 4 章 急傾斜地崩壊対策 

第 5節 擁壁工 8-4-5-3  現場打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  8-4-5-4  落石防護工  10-1-11-5 落石防護柵工 Ⅰ－115 

  8-4-5-5  井桁ブロック工  3-2-15-4 井桁ブロック工 Ⅰ－88 

  

8-4-5-6 

 

既成杭工 

既製コンクリート杭 3-2-4-4 既成杭工 Ⅰ－24 

   鋼管杭 3-2-4-4 既成杭工 Ⅰ－24 

   Ｈ鋼杭 3-2-4-4 既成杭工 Ⅰ－24 

  8-4-5-7  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁

工 
Ⅰ－87 

  

8-4-5-8 

 

補強土壁工 

補強土（テールアル

メ）壁工法 
3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

   
多数アンカー式補強土

工法 
3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

   
ジオテキスタイルを用

いた補強土工法 
3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

  

8-4-5-9 

1 土留・仮締切工 
Ｈ鋼杭 3-2-10-5 土留・仮締切工 Ⅰ－70 

  鋼矢板 3-2-10-5 土留・仮締切工 Ⅰ－70 

  2 土留・仮締切工 アンカー工 3-2-10-5 土留・仮締切工 Ⅰ－70 

  3 土留・仮締切工 連節ブロック張り工 3-2-10-5 土留・仮締切工 Ⅰ－70 

  4 土留・仮締切工 締切盛土 3-2-10-5 土留・仮締切工 Ⅰ－70 

  5 土留・仮締切工 中詰盛土 3-2-10-5 土留・仮締切工 Ⅰ－71 

第 6 節 法面工 

8-4-6-2 

1 植生工 

種子散布工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  張芝工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  筋芝工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  市松芝工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  植生シート工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  植生マット工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  植生筋工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  人工張芝工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  植生穴工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  
2 植生工 

植生基材吹付工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  客土吹付工 3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  
8-4-6-3 

 
吹付工 

コンクリート 
3-2-14-3 吹付工（仮設を含

む） 
Ⅰ－85 

   モルタル 
3-2-14-3 吹付工（仮設を含

む） 
Ⅰ－85 

  

8-4-6-4 
1 法枠工 

現場打法枠工 3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  現場吹付法枠工 3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  2 法枠工 プレキャスト法枠工 3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 
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【第８編 砂防編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 6節 法面工 

8-4-6-5 

1 かご工 じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  2 かご工 ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  3 かご工 かごマット工 3-2-3-32 かごマット工 Ⅰ－20 

  8-4-6-6  
アンカー工（プレ 
キャストコンクリ
ート板） 

 3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  8-4-6-7  抑止アンカー工  3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 
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【第９編 ダム編】     出来形管理基準及び規格値 索引 
 

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 1 章 コンクリートダム 

第 4節 ダムコンクリート工 9-1-4  コンクリートダム工 本体  Ⅰ－110 

  9-1-4  コンクリートダム工 水叩  Ⅰ－110 

  9-1-4  コンクリートダム工 副ダム  Ⅰ－111 

  9-1-4  コンクリートダム工 導流壁  Ⅰ－112 

第 2 章 フィルダム 

第 4節 盛立工 9-2-4-5  コアの盛立   Ⅰ－113 

  9-2-4-6  フィルターの盛立   Ⅰ－113 

  9-2-4-7  ロックの盛立   Ⅰ－113 

  9-2  
フィルダム（洪水
吐）   Ⅰ－114 

第 3 章 基礎グラウチング 

第 3節 ボーリング工 9-3-3  ボーリング工   Ⅰ－114 
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【第 10 編 道路編】     出来形管理基準及び規格値 索引  

 

 

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 1 章 道路改良 

第 3節 工場製作工 
10-1-3-2  遮音壁支柱製作工 

遮音壁支柱製作工  Ⅰ－115 

  工場塗装工 3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 4 節 地盤改良工 10-1-4-2  路床安定処理工  3-2-7-2 路床安定処理工 Ⅰ－67 

  10-1-4-3  置換工  3-2-7-3 置換工 Ⅰ－47 

  10-1-4-4  サンドマット工  3-2-7-6 サンドマット工 Ⅰ－67 

  10-1-4-5  
バーチカルドレーン
工  

3-2-7-7 バーチカルドレーン
工 

Ⅰ－69 

  10-1-4-6  締固め改良工  3-2-7-8 締固め改良工 Ⅰ－69 

  10-1-4-7  固結工  3-2-7-9 固結工 Ⅰ－69 

第 5 節 法面工 10-1-5-2  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  10-1-5-3  法面吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  10-1-5-4  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  10-1-5-6  アンカー工  3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  
10-1-5-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  10-1-5-8  ポット苗植栽工  3-2-3-34 ポット苗植栽工 Ⅰ－21 

第 6 節 軽量盛土工 10-1-6-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 7節 擁壁工 10-1-7-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  10-1-7-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  10-1-7-5  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  10-1-7-6  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁
工 

Ⅰ－87 

  

10-1-7-7  補強土壁工 

補強土（テールアル
メ）壁工法 

3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

  
多数アンカー式補強
土工法 

3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

  
ジオテキスタイルを
用いた補強土工法 

3-2-15-3 補強土壁工 Ⅰ－88 

  10-1-7-8  井桁ブロック工  3-2-15-4 井桁ブロック工 Ⅰ－88 

第 8 節 
石・ブロック積 
（張）工 

10-1-8-3  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  10-1-8-4  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

第 9 節 カルバート工 10-1-9-4  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  10-1-9-5  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  10-1-9-6  場所打函渠工   Ⅰ－115 

  10-1-9-7  
プレキャストカル
バート工  

3-2-3-28 プレキャストカル
バート工 

Ⅰ－17 

第 10 節 
排水構造物工（小型

水路工） 

10-1-10-3  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

10-1-10-4  管渠工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-1-10-5  
集水桝・マンホール
工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  10-1-10-6  地下排水工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  10-1-10-7  場所打水路工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

  10-1-10-8  
排水工（小段排水・
縦排水）  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

第 11 節 落石雪害防止工 10-1-11-4  落石防止網工   Ⅰ－115 

  10-1-11-5  落石防護柵工   Ⅰ－115 
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第 11 節 落石雪害防止工 10-1-11-6  防雪柵工   Ⅰ－116 

  10-1-11-7  雪崩予防柵工   Ⅰ－116 

第 12 節 遮音壁工 10-1-12-4  遮音壁基礎工   Ⅰ－116 

  10-1-12-5  遮音壁本体工   Ⅰ－116 

第 2 章 舗装 

第 3節 地盤改良工 10-2-3-2  路床安定処理工  3-2-7-2 路床安定処理工 Ⅰ－67 

  10-2-3-3  置換工  3-2-7-3 置換工 Ⅰ－47 

第 4 節 舗装工 10-2-4-5  アスファルト舗装工  3-2-6-7 アスファルト舗装工 Ⅰ－29 

  10-2-4-6  半たわみ性舗装工  3-2-6-8 半たわみ性舗装工 Ⅰ－40 

  10-2-4-7  排水性舗装工  3-2-6-9 排水性舗装工 Ⅰ－46 

  10-2-4-8  透水性舗装工  3-2-6-10 透水性舗装工 Ⅰ－53 

  10-2-4-9  
グースアスファルト
舗装工  

3-2-6-11 グースアスファル
ト舗装工 

Ⅰ－55 

  10-2-4-10  コンクリート舗装工  
3-2-6-12 コンクリート舗装
工 

Ⅰ－58 

  10-2-4-11  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

  10-2-4-12  ブロック舗装工  3-2-6-14 ブロック舗装工 Ⅰ－64 

  10-2-4  歩道路盤工   Ⅰ－117 

  10-2-4  取合舗装路盤工   Ⅰ－117 

  10-2-4  路肩舗装路盤工   Ⅰ－117 

  10-2-4  歩道舗装工   Ⅰ－117 

  10-2-4  取合舗装工   Ⅰ－117 

  10-2-4  路肩舗装工   Ⅰ－117 

  10-2-4  表層工   Ⅰ－117 

第 5 節 
排水構造物工（路面
排水工） 

10-2-5-3  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-2-5-4  管渠工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-2-5-5  
集水桝（街渠桝）・
マンホール工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  10-2-5-6  地下排水工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  10-2-5-7  場所打水路工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

  10-2-5-8  
排水工（小段排水・
縦排水）  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-2-5-9  
排水性舗装用路肩排
水工   Ⅰ－118 

第 6 節 縁石工 10-2-6-3  縁石工  3-2-3-5 縁石工 Ⅰ－8 

第 7節 踏掛版工 

10-2-7-4  踏掛版工 

コンクリート工  Ⅰ－118 

  ラバーシュー  Ⅰ－118 

  アンカーボルト  Ⅰ－118 

第 8 節 防護柵工 10-2-8-3  路側防護柵工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  10-2-8-4  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  10-2-8-5  ボックスビーム工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  10-2-8-6  車止めポスト工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

第 9節 標識工 10-2-9-3  小型標識工  3-2-3-6 小型標識工 Ⅰ－8 

  
10-2-9-4 

1 大型標識工 標識基礎工  Ⅰ－118 

  2 大型標識工 標識柱工  Ⅰ－118 
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第 10 節 区画線工 10-2-10-2  区画線工  3-2-3-9 区画線工 Ⅰ－10 

第 12 節 道路付属施設工 10-2-12-4  道路付属物工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

  
10-2-12-5 

1 ケーブル配管工   Ⅰ－119 

  2 ケーブル配管工 ハンドホール  Ⅰ－119 

  10-2-12-6  照明工 照明柱基礎工  Ⅰ－119 

  

10-2-12-7 

1 組立歩道工   Ⅰ－120 

  2 
組立歩道工（支柱基

礎） 
  Ⅰ－120 

第 13 節 橋梁付属物工 10-2-13-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

第 3 章 橋梁下部 

第 3節 工場製作工 10-3-3-2  刃口金物製作工  3-2-12-1 刃口金物製作工 Ⅰ－74 

  10-3-3-3  鋼製橋脚製作工   Ⅰ－121 

  10-3-3-4  
アンカーフレーム製
作工  

3-2-12-8 アンカーフレーム
製作工 

Ⅰ－80 

  10-3-3-5  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 5 節 軽量盛土工 10-3-5-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 6節 橋台工 10-3-6-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  10-3-6-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  10-3-6-5  深礎工  3-2-4-6 深礎工 Ⅰ－25 

  10-3-6-6  
オープンケーソン基
礎工  

3-2-4-7 オープンケーソン基
礎工 

Ⅰ－25 

  10-3-6-7  
ニューマチックケー
ソン基礎工  

3-2-4-8 ニューマッチクケー
ソン基礎工 

Ⅰ－25 

  10-3-6-8  橋台躯体工   Ⅰ－122 

第 7 節 ＲＣ橋脚工 10-3-7-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  10-3-7-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  10-3-7-5  深礎工  3-2-4-6 深礎工 Ⅰ－25 

  10-3-7-6  
オープンケーソン基
礎工  

3-2-4-7 オープンケーソン基
礎工 

Ⅰ－25 

  10-3-7-7  
ニューマチックケー
ソン基礎工  

3-2-4-8 ニューマッチクケー
ソン基礎工 

Ⅰ－25 

  10-3-7-8  鋼管矢板基礎工  3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 Ⅰ－26 

  

10-3-7-9 
1 橋脚躯体工 

張出式  Ⅰ－123 

  重力式  Ⅰ－123 

  半重力式  Ⅰ－123 

  2 橋脚躯体工 ラーメン式  Ⅰ－124 

第 8 節 鋼製橋脚工 10-3-8-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  10-3-8-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  10-3-8-5  深礎工  3-2-4-6 深礎工 Ⅰ－25 

  10-3-8-6  
オープンケーソン基
礎工  

3-2-4-7 オープンケーソン基
礎工 

Ⅰ－25 

  10-3-8-7  
ニューマチックケー
ソン基礎工  

3-2-4-8 ニューマッチクケー
ソン基礎工 

Ⅰ－25 

  10-3-8-8  鋼管矢板基礎工  3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 Ⅰ－26 

  
10-3-8-9 

1 橋脚フーチング工 Ｉ型・Ｔ型  Ⅰ-124-1-I 

  2 橋脚フーチング工 門型  Ⅰ－125 
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第 8節 鋼製橋脚工 
10-3-8-10 

1 橋脚架設工 Ｉ型・Ｔ型  Ⅰ－125 

  2 橋脚架設工 門型  Ⅰ－125 

  10-3-8-11  現場継手工   Ⅰ－125 

  10-3-8-12  現場塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

第 9 節 護岸基礎工 10-3-9-3  基礎工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  10-3-9-4  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

第 10 節 矢板護岸工 10-3-10-3  笠コンクリート工  3-2-4-3 基礎工（護岸） Ⅰ－22 

  10-3-10-4  矢板工  3-2-3-4 矢板工 Ⅰ－8 

第 11 節 法覆護岸工 10-3-11-2  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  10-3-11-3  護岸付属物工  6-1-7-4 護岸付属物工 Ⅰ－91 

  10-3-11-4  緑化ブロック工  3-2-5-4 緑化ブロック工 Ⅰ－27 

  10-3-11-5  環境護岸ブロック工  
3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  10-3-11-6  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

  10-3-11-7  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  

10-3-11-8  

多自然型護岸工 巨石張り 3-2-3-26 多自然型護岸工 Ⅰ－16 

  多自然型護岸工 巨石積み 3-2-3-26 多自然型護岸工 Ⅰ－16 

  多自然型護岸工 かごマット工 3-2-3-32 かごマット工 Ⅰ－20 

  10-3-11-9  吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  10-3-11-10  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  10-3-11-11  覆土工  1-2-3-5 法面整形工 Ⅰ－3 

  

10-3-11-12  羽口工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  かご枠 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  連節ブロック張り 3-2-5-3 連節ブロック張り Ⅰ－26 

第 12 節 擁壁護岸工 10-3-12-3  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  10-3-12-4  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁
工 

Ⅰ－87 

第 4 章 鋼橋上部 

第 3節 工場製作工 10-4-3-3  桁製作工  3-2-12-3 桁製作工 Ⅰ－75 

  10-4-3-4  検査路製作工  3-2-12-4 検査路製作工 Ⅰ－79 

  10-4-3-5  鋼製伸縮継手製作工  
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅰ－79 

  10-4-3-6  落橋防止装置製作工  
3-2-12-6 落橋防止装置製作
工 

Ⅰ－80 

  10-4-3-7  鋼製排水管製作工  3-2-12-10 鋼製排水管製作工 Ⅰ－81 

  10-4-3-8  橋梁用防護柵製作工  
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作
工 

Ⅰ－80 

  10-4-3-9  橋梁用高欄製作工   Ⅰ－126 

  10-4-3-10  横断歩道橋製作工  3-2-12-3 桁製作工 Ⅰ－75 

  10-4-3-12  
アンカーフレーム製
作工  

3-2-12-8 アンカーフレーム
製作工 

Ⅰ－80 

  10-4-3-13  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 5 節 鋼橋架設工 10-4-5-4  
架設工（クレーン架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 
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第 5節 鋼橋架設工 10-4-5-5  
架設工（ケーブルク
レーン架設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-4-5-6  
架設工（ケーブルエ
レクション架設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-4-5-7  
架設工（架設桁架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-4-5-8  
架設工（送出し架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-4-5-9  
架設工（トラベラー
クレーン架設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  
10-4-5-10 

1 支承工 鋼製支承  Ⅰ－126 

  2 支承工 ゴム支承  Ⅰ－126 

第 6 節 橋梁現場塗装工 10-4-6-3  現場塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

第 7 節 床版工 10-4-7-2  床版工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

第 8 節 橋梁付属物工 10-4-8-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

  10-4-8-3  落橋防止装置工   Ⅰ－127 

  10-4-8-5  地覆工   Ⅰ－127 

  10-4-8-6  橋梁用防護柵工   Ⅰ－126 

  10-4-8-7  橋梁用高欄工   Ⅰ－127 

  10-4-8-8  検査路工   Ⅰ－127 

第 9 節 歩道橋本体工 10-4-9-3  既製杭工  3-2-4-4 既製杭工 Ⅰ－24 

  10-4-9-4  場所打杭工  3-2-4-5 場所打杭工 Ⅰ－24 

  
10-4-9-5  橋脚フーチング工 

Ｉ型 10-3-8-9 橋脚フーチング工 Ⅰ－124 

  Ｔ型 10-3-8-9 橋脚フーチング工 Ⅰ－124 

  10-4-9-6  
歩道橋（側道橋）架
設工  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-4-9-7  現場塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

第 5 章 コンクリート橋上部 

第 3節 工場製作工 10-5-3-2  
プレビーム用桁製作
工  

3-2-12-9 プレビーム用桁製
作工 

Ⅰ－81 

  10-5-3-3  橋梁用防護柵製作工  
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作
工 

Ⅰ－80 

  10-5-3-4  鋼製伸縮継手製作工  
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅰ－79 

  10-5-3-5  検査路製作工  3-2-12-4 検査路製作工 Ⅰ－79 

  10-5-3-6  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 5 節 ＰＣ橋工 

10-5-5-2  
プレテンション桁製
作工（購入工） 

けた橋 
3-2-3-12 プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅰ－11 

  スラブ橋 
3-2-3-12 プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅰ－11 

  10-5-5-3  
ポストテンション桁
製作工  

3-2-3-13 ポストテンション
桁製作工 

Ⅰ－12 

  10-5-5-4  
プレキャストセグメ
ント桁製作工（購入
工） 

 
3-2-3-13 プレキャストセグ
メント桁製作工（購入工） 

Ⅰ－12 

  10-5-5-5  
プレキャストセグメ
ント主桁組立工  

3-2-3-14 プレキャストセグ
メント主桁組立工 

Ⅰ－12 

  10-5-5-6  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-5-5-7  
架設工（クレーン架
設）  

3-2-13 架設工（コンク
リート橋） 

Ⅰ－84 
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第 5節 ＰＣ橋工 10-5-5-8  
架設工（架設桁架
設）  

3-2-13 架設工（コンク
リート橋） 

Ⅰ－84 

  10-5-5-9  床版・横組工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

  10-5-5-10  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

第 6 節 プレビーム桁橋工 10-5-6-2  プレビーム桁製作工 現場  Ⅰ－128 

  10-5-6-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-5-6-4  
架設工（クレーン架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-5-6-5  
架設工（架設桁架
設）  3-2-13  架設工（鋼橋） Ⅰ－83 

  10-5-6-6  床版・横組工  3-2-18-2 床版工 Ⅰ－90 

  10-5-6-9  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

第 7 節 
ＰＣホロースラブ橋
工 

10-5-7-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-5-7-4  
ＰＣホロースラブ製
作工  

3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅰ－13 

  10-5-7-5  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

第 8 節 
ＲＣホロースラブ橋
工 

10-5-8-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-5-8-4  
ＲＣ場所打ホロース
ラブ製作工  

3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅰ－13 

  10-5-8-5  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

第 9 節 ＰＣ版桁橋工 10-5-9-2  ＰＣ版桁製作工  
3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅰ－13 

第 10 節 ＰＣ箱桁橋工 10-5-10-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-5-10-4  ＰＣ箱桁製作工  3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 Ⅰ－13 

  10-5-10-5  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

第 11 節 ＰＣ片持箱桁橋工 10-5-11-2  ＰＣ片持箱桁製作工  3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 Ⅰ－13 

  10-5-11-3  支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-5-11-4  架設工（片持架設）  
3-2-13 架設工（コンクリー
ト橋 

Ⅰ－84 

第 12 節 ＰＣ押出し箱桁橋工 10-5-12-2  
ＰＣ押出し箱桁製作
工  

3-2-3-16ＰＣ押出し箱桁製
作工 

Ⅰ－14 

  10-5-12-3  
架設工（押出し架
設）  

3-2-13 架設工（コンクリー
ト橋） 

Ⅰ－84 

第 13 節 橋梁付属物工 10-5-13-2  伸縮装置工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

  10-5-13-4  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 

  10-5-13-5  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  10-5-13-6  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  10-5-13-7  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 6 章 トンネル（ＮＡＴＭ） 

第 4節 支保工 10-6-4-3  吹付工   Ⅰ－128 

  10-6-4-4  ロックボルト工   Ⅰ－128 

第 5 節 覆工 10-6-5-3  覆工コンクリート工   Ⅰ－129 

  10-6-5-4  側壁コンクリート工  
10-6-5-3 覆工コンクリート
工 

Ⅰ－129 

  10-6-5-5  床版コンクリート工   Ⅰ－129 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 6節 インバート工 10-6-6-4  インバート本体工   Ⅰ－130 

第 7 節 坑内付帯工 10-6-7-5  地下排水工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

第 8 節 坑門工 
10-6-8-4  坑門本体工   Ⅰ－130 

10-6-8-5  明り巻工   Ⅰ－131 

第 6A 章 トンネル（矢板） 

第 5節 覆工 10-6A-5-3  覆工コンクリート工   Ⅰ－132 

  10-6A-5-4  床版コンクリート工   Ⅰ－132 

  10-6A  インバート本体工   Ⅰ－133 

  10-6A  地下排水工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

第 11 章 共同溝 

第 3節 工場製作工 10-11-3-3  工場塗装工  3-2-12-11 工場塗装工 Ⅰ－82 

第 6 節 現場打構築工 10-11-6-2  現場打躯体工   Ⅰ－134 

  10-11-6-4  カラー継手工   Ⅰ－134 

  

10-11-6-5 

1 防水工 防水  Ⅰ－134 

  2 防水工 防水保護工  Ⅰ－134 

  3 防水工 防水壁  Ⅰ－135 

第 7 節 プレキャスト構築工 10-11-7-2  プレキャスト躯体工   Ⅰ－135 

第 12 章 電線共同溝 

第 5節 電線共同溝工 10-12-5-2  管路工 管路部  Ⅰ－135 

 
10-12-5-3  

プレキャストボック
ス工 

特殊部  Ⅰ－136 

10-12-5-4  現場打ちボックス工 特殊部 10-11-6-2 現場打躯体工 Ⅰ－134 

第 6 節 付帯設備工 10-12-6-2  ハンドホール工   Ⅰ－136 

第 13 章 情報ボックス工 

第 3節 情報ボックス工 10-13-3-4  管路工 管路部 10-12-5-2 管路工（管路部） Ⅰ－135 

第 4 節 付帯設備工 10-13-4-2  ハンドホール工  10-12-6-2 ハンドホール工 Ⅰ－136 

第 14 章 道路維持 

第 4節 舗装工 10-14-4-3  路面切削工  3-2-6-15 路面切削工 Ⅰ－66 

  10-14-4-4  舗装打換え工  3-2-6-16 舗装打換え工 Ⅰ－66 

  10-14-4-5 1 切削オーバーレイ工   Ⅰ－137 

  10-14-4-5 2 
切削オーバーレイ工

(面管理の場合)    Ⅰ－137 

  10-14-4-6  オーバーレイ工  3-2-6-17 オーバーレイ工 Ⅰ－66 

  
10-14-4-7 

1 路上再生工 路盤  Ⅰ－137 

  2 路上再生工 表層  Ⅰ－138 

  10-14-4-8  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

第 5 節 排水構造物工 10-14-5-3  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-14-5-4  管渠工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-14-5-5  
集水桝・マンホール
工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  10-14-5-6  地下排水工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  10-14-5-7  場所打水路工  3-2-3-29 場所打水路工 Ⅰ－18 

  10-14-5-8  排水工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

第 6 節 防護柵工 10-14-6-3  路側防護柵工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  10-14-6-4  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  10-14-6-5  ボックスビーム工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  10-14-6-6  車止めポスト工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 7節 標識工 
10-14-7-3  小型標識工  3-2-3-6 小型標識工 Ⅰ－8 

10-14-7-4  大型標識工  10-2-9-4 大型標識工 Ⅰ－118 

第 8 節 道路付属施設工 

10-14-8-4  道路付属物工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

10-14-8-5  ケーブル配管工  10-2-12-5 ケーブル配管工 Ⅰ－119 

10-14-8-6  照明工  10-2-12-6 照明工 Ⅰ－119 

第 9 節 軽量盛土工 10-14-9-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 10 節 擁壁工 

10-14-10-3  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

10-14-10-4  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁
工 

Ⅰ－87 

第 11 節 
石・ブロック積 
（張）工 

10-14-11-3  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  10-14-11-4  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

第 12 節 カルバート工 10-14-12-4  場所打函渠工  10-1-9-6 場所打函渠工 Ⅰ－115 

  10-14-12-5  
プレキャストカル
バート工  

3-2-3-28 プレキャストカル
バート工 

Ⅰ－17 

第 13 節 法面工 10-14-13-2  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  10-14-13-3  法面吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  10-14-13-4  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  10-14-13-6  アンカー工  3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  
10-14-13-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 15 節 橋梁付属物工 10-14-15-2  伸縮継手工  3-2-3-24 伸縮装置工 Ⅰ－15 

  10-14-15-4  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 

  10-14-15-5  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  10-14-15-6  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  10-14-15-7  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 17 節 現場塗装工 10-14-17-6  
コンクリート面塗装
工  

3-2-3-11 コンクリート面塗
装工 

Ⅰ－10 

第 16 章  道路修繕 

第 3節 工場製作工 10-16-3-4  桁補強材製作工   Ⅰ－139 

  10-16-3-5  落橋防止装置製作工  
3-2-12-6 落橋防止装置製作
工 

Ⅰ－80 

第 5 節 舗装工 10-16-5-3  路面切削工  3-2-6-15 路面切削工 Ⅰ－66 

  10-16-5-4  舗装打換え工  3-2-6-16 舗装打換え工 Ⅰ－66 

  10-16-5-5  切削オーバーレイ工  
10-14-4-5 切削オーバーレイ
工 

Ⅰ－137 

  10-16-5-6  オーバーレイ工  3-2-6-17 オーバーレイ工 Ⅰ－66 

  
10-16-5-7 

1 路上再生工 路盤 10-14-4-7 路上再生工 Ⅰ－137 

  2 路上再生工 表層 10-14-4-7 路上再生工 Ⅰ－138 

  10-16-5-8  薄層カラー舗装工  3-2-6-13 薄層カラー舗装工 Ⅰ－62 

第 6 節 排水構造物工 10-16-6-3  側溝工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-16-6-4  管渠工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 

  10-16-6-5  
集水枡・マンホール
工  3-2-3-30 集水桝工 Ⅰ－19 

  10-16-6-6  地下排水工  3-2-3-29 暗渠工 Ⅰ－18 

  10-16-6-7  場所打水路工   Ⅰ－140 

  10-16-6-8  排水工  3-2-3-29 側溝工 Ⅰ－18 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁 

第 7節 縁石工 10-16-7-3  縁石工  3-2-3-5 縁石工 Ⅰ－8 

第 8節 防護柵工 10-16-8-3  路側防護柵工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  10-16-8-4  防止柵工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

  10-16-8-5  ボックスビーム工  3-2-3-8 路側防護柵工 Ⅰ－9 

  10-16-8-6  車止めポスト工  3-2-3-7 防止柵工 Ⅰ－9 

第 9節 標識工 10-16-9-3  小型標識工  3-2-3-6 小型標識工 Ⅰ－8 

  10-16-9-4  大型標識工  10-2-9-4 大型標識工 Ⅰ－118 

第 10 節 区画線工 10-16-10-2  区画線工  3-2-3-9 区画線工 Ⅰ－10 

第 12 節 道路付属施設工 10-16-12-4  道路付属物工  3-2-3-10 道路付属物工 Ⅰ－10 

  10-16-12-5  ケーブル配管工  10-2-12-5 ケーブル配管工 Ⅰ－119 

  10-16-12-6  照明工  10-2-12-6 照明工 Ⅰ－119 

第 13 節 軽量盛土工 10-16-13-2  軽量盛土工  1-2-4-3 路体盛土工 Ⅰ－6 

第 14 節 擁壁工 10-16-14-3  場所打擁壁工  3-2-15-1 場所打擁壁工 Ⅰ－87 

  10-16-14-4  プレキャスト擁壁工  
3-2-15-2 プレキャスト擁壁
工 

Ⅰ－87 

第 15 節 
石・ブロック積 
（張）工 

10-16-15-3  
コンクリートブロッ
ク工  

3-2-5-3 コンクリートブロッ
ク工 

Ⅰ－26 

  10-16-15-4  石積（張）工  3-2-5-5 石積（張）工 Ⅰ－27 

第 16 節 カルバート工 10-16-16-4  場所打函渠工  10-1-9-6 場所打函渠工 Ⅰ－115 

  10-16-16-5  
プレキャストカル
バート工  

3-2-3-28 プレキャストカル
バート工 

Ⅰ－17 

第 17 節 法面工 10-16-17-2  植生工  3-2-14-2 植生工 Ⅰ－84 

  10-16-17-3  法面吹付工  3-2-14-3 吹付工 Ⅰ－85 

  10-16-17-4  法枠工  3-2-14-4 法枠工 Ⅰ－86 

  10-16-17-6  アンカー工  3-2-14-6 アンカー工 Ⅰ－86 

  
10-16-17-7  かご工 

じゃかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

  ふとんかご 3-2-3-27 羽口工 Ⅰ－17 

第 18 節 落石雪害防止工 10-16-18-4  落石防止網工  10-1-11-4 落石防止網工 Ⅰ－115 

  10-16-18-5  落石防護柵工  10-1-11-5 落石防護柵工 Ⅰ－115 

  10-16-18-6  防雪柵工  10-1-11-6 防雪柵工 Ⅰ－116 

  10-16-18-7  雪崩予防柵工  10-1-11-7 雪崩予防柵工 Ⅰ－116 

第 20 節 鋼桁工 10-16-20-3  鋼桁補強工  10-16-3-4 桁補強材製作工 Ⅰ－139 

第 21 節 橋梁支承工 10-16-21-3  鋼橋支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

  10-16-21-4  ＰＣ橋支承工  10-4-5-10 支承工 Ⅰ－126 

第 22 節 橋梁付属物工 
10-16-22-3  

伸縮継手工（ゴムジ

ョイント） 
  Ⅰ－140 

  

  10-16-22-4  落橋防止装置工  10-4-8-3 落橋防止装置工 Ⅰ－127 

  10-16-22-6  地覆工  10-4-8-5 地覆工 Ⅰ－127 

  10-16-22-7  橋梁用防護柵工  10-4-8-6 橋梁用防護柵工 Ⅰ－127 

  10-16-22-8  橋梁用高欄工  10-4-8-7 橋梁用高欄工 Ⅰ－127 

  10-16-22-9  検査路工  10-4-8-8 検査路工 Ⅰ－127 

第 25 節 現場塗装工 10-16-25-3  橋梁塗装工  3-2-3-31 現場塗装工 Ⅰ－19 

  10-16-25-6  
コンクリート面塗装
工  

3-2-3-11 コンクリート面塗
装工 

Ⅰ－10 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定 項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

３ 

河
川
土
工 
・
海
岸
土
工 
・
砂
防
土
工 

２ １ 掘削工 
基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は掘削部の両端で測
定。  

1-2-3-2 

    
法長 ℓ 

ℓ＜5ｍ －200  

ℓ≧5ｍ 法長－4％ 

  

    
２ 掘削工 

（面管理の場合） 
  平均値 個々の 

計測値 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度を
満たす計測方法により出来形管理を実
施する場合に適用する。 

 

 

 

平場 標高較差 ±50 ±150 

法面 
（小段含

む） 

水平または 
標高較差 

±70 ±160 

法面 

（軟岩Ⅰ） 

（小段含

む） 

水平または 
標高較差 

±70 ±330 

  

   

   ２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mm が含まれている。 

   ３． 計測は平場面と法面（ 小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／㎡（平面投影面
積当たり）以上とする。 

   

   ４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm 以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。 

   ５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。 

   
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
 

表－１ 出来形管理基準及び規格値 

 第１ 一般土木工事の部 

－
3
1
3
－

 



単位：mm 
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１
共
通
編 

２
土
工 

３
河
川
土
工
・
海
岸
土
工
・
砂
防
土
工 

２ ３ 掘削工 

（水中部） 

（面管理の場合） 

 

  平均値 個々の 
計測値 

１．３次元データによる出来形管理に

おいて「３次元計測技術を用いた出来

形管理要領（案）」に基づき出来形管

理を面管理で実施する場合、そのほか

本基準に規定する計測精度・計測密度

を満たす計測方法により出来形管理を

実施する場合に適用する。 

 

２．個々の計測値の規格値には計測精

度として±100mm が含まれている。 

 

３．計測は平場面と法面の全面とし、

すべての点で設計面との標高較差を算

出する。計測密度は 1 点/㎡（平面投影

面積当たり）以上とする。 

 1-2-3-2 

平場 標高較差 ±50 ±300 

法面 

（小段含

む） 

水平または

標高較差 

±70 ±300 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－
3
1
3
-
１

－
 

Ⅰ
－

1
－

１
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 



単位：mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ
－

1
－

2
 

－
3
1
3
-
2
－
 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

３ 

河
川
土
工 
・
海
岸
土
工 
・
砂
防
土
工 

３ １ 盛土工 
基  準  高  ▽ －50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
基準高は各法肩で測定。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は各法肩で測定。 

 

1-2-3-3 

    
法長 ℓ 

ℓ＜5ｍ －100  

ℓ≧5ｍ 法長－2％ 

幅  ｗ1，ｗ2 －100 

    
勾配 

Ｓ＜１割 ±0.5 分  

    
Ｓ≧１割 ±1.0 分 

２ 盛土工 
（面管理の場合） 

  平均値 個々の 
計測値 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度を
満たす計測方法により出来形管理を実
施する場合に適用する。 

 
 

 

 

天端 標高較差 -50 -150 

法面 
4 割＜勾配 

標高較差 -50 -170 

法面 
4 割≧ 勾配 
（小段含

む） 

標高較差 -60 -170 

   ※ただし、 

ここでの勾
配は、鉛直
方向の長さ 
１ に 対 す
る、水平方
向の長さＸ 
をＸ割と表
したもの 

   

   

   ２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mm が含まれている。 

   ３． 計測は天端面と法面（ 小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／㎡（平面投影面積当たり）以上と
する。 

   

   ４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。 

   

   ５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。 

   

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

３ 

河
川
土
工 
・
海
岸
土
工 
・
砂
防
土
工 

４  盛土補強工 
基  準  高  ▽ －50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた出

来形管理要領（案）」に基づき出来形

管理を実施する場合は、同要領に規定

する計測精度・計測密度を満たす計測

方法により出来形管理を実施すること

ができる。 

 
 
 

 
Ｘ1AO 

1-2-3-4 

 （補強土（テールアル 
メ）壁工法） 
（多数アンカー式補強 
土工法） 
（ジオテキスタイルを 
用いた補強土工法） 

厚 さ  ｔ －50  

控  え  長  さ 設計値以上 

勾   配 ±0.5 分   

  

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

３ 

河
川
土
工 
・
海
岸
土
工 
・
砂
防
土

５  法面整形工 
厚 さ  ｔ ※－30 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所、法の中央で測定。 
※土羽打ちのある場合に適用。 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」に基づき出来形
管理を実施する場合は、同要領に規定
する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施すること
ができる。 

 
 
 

 
Ｘ1AO 

1-2-3-5 

 （盛土部）    

   

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

３ 

河
川
土
工 
・
海
岸
土
工 
・
砂
防
土
工 

６  堤防天端工  
厚さｔ 

ｔ＜15cm －25 幅は、施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの
場合は 50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
厚さは、施工延長 200 ｍにつき１ヶ
所、200ｍ以下は２ヶ所、中央で測定。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｘ1AO 

1-2-3-6 

ｔ≧15cm －50 

幅 ｗ －100 
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管
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定 項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

２ １ 掘削工 
基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は、道路中心線及び
端部で測定。 

  

1-2-4-2 

    
法長 ℓ 

ℓ＜5ｍ －200  

ℓ≧5ｍ 法長－4％ 

幅      ｗ －100 

 
勾配 

Ｓ＜１割 ±0.5 分 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ≧１割 ±1.0 分 

－
3
1
6
－

 

Ⅰ
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定 項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

   ２ 掘削工 
（面管理の場合） 

  平均値 個々の 
計測値 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度を
満たす計測方法により出来形管理を実
施する場合に適用する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平場 標高較差 ±50 ±150 

   法面 

（小段含
む） 

水平または 

標高較差 

±70 ±160 

法面 

（軟岩Ⅰ） 
（小段含

む） 

水平または 
標高較差 

±70 ±330 

       

   

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mm が含まれている。    

   ３． 計測は平場面と法面（ 小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／㎡（平面投影面
積当たり）以上とする。 

   ４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm 以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。 

   

   ５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。 
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来
形
管
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定 項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

３ 
４ 

1 路体盛土工 
路床盛土工 

基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は、道路中心線及び
端部で測定。   

1-2-4-3 
1-2-4-4 

 
法長 ℓ 

ℓ＜5ｍ －100 

   ℓ≧5ｍ 法長－2％  

幅 ｗ1,ｗ2 －100 

 

勾配 
Ｓ＜１割 ±0.5 分 

    
Ｓ≧１割 ±1.0 分 

２ 路体盛土工 
（面管理の場合） 
路床盛土工 
（面管理の場合） 

  平均値 個々の 
計測値 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を面管理で実施する場合、その他本
基準に規定する計測精度・計測密度を
満たす計測方法により出来形管理を実
施する場合に適用する。 

  
 

  

 

天端 標高較差 ±50 ±150 

法面 

（小段含
む） 

標高較差 ±80 ±190 

    

   

   ２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mm が含まれている。 

   

   ３． 計測は天端面と法面（ 小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／㎡（平面投影面積当たり）以上と
する。 

   

   ４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。 

   

   ５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

１ 

共
通
編 

２ 

土
工 

４ 

道
路
土
工 

５  法面整形工 
 

（盛土部） 

厚 さ  ｔ ※－30 施工延長 40ｍにつき１ヶ所、延長 40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。法の中央で測定。 
※土羽打ちのある場合に適用。 

 
 
 
 
 

 

AＸ1O 

1-2-4-5 

  

１ 

共
通
編 

３
無
筋
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

７ 

鉄
筋
工 

４  組立て  
 

平均間隔ｄ 

 
 

±φ 

             
 D 

d=   
n  1 

 
 
Ｄ：ｎ本間の延長 

ｎ：10 本程度とする
φ：鉄筋径 
 
工事の規模に応じて、１ リフト、１ 
ロット当たりに対して各面で一箇所以
上測定する。最小かぶりは、コンクリ
ート標準示方書（設計編：標準 7 編 2
章 2.1）参照。ただし、道路橋示方書
の適用を受ける橋については、道路橋
示方書(Ⅲコンクリート橋・コンクリー
ト部材編 5.2)による。 
 
注 1）重要構造物 かつ主鉄筋について
適用する。 
 
注 2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ 
橋含む）の鉄筋については、第 3 編 3- 
2-18-2 床版工を適用する。 
 
注 3）新設のコンクリート構造物（橋梁
上・下部工及び重要構造物である内空
断面積 25 ㎡以上のボックスカルバート
（工場製作のプレキャスト製品は全て
の工種において対象外））の鉄筋の配
筋状況及びかぶりについては、「非破
壊試験によるコンクリート構造物中の
配筋状態及びかぶり測定要領」も併せ
て適用する。 

 

 

 

1-3-7-4 

 
 

かぶりｔ 

 
設計かぶり

±φかつ 

最小かぶり
以上 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

４  矢板工〔指定仮設・任 
意仮設は除く〕 
 
（鋼矢板） 
（軽量鋼矢板） 
（コンクリート矢板） 
（広幅鋼矢板） 
（可とう鋼矢板） 

基  準  高  ▽ ±50 基準高は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍ
の場合は 50ｍ）につき１ヶ所、延長 40
ｍ（または 50ｍ）以下のものは１施工
箇所につき２ヶ所。 
変位は、施工延長 20ｍ（測点間隔 25ｍ 
の場合は 25ｍ）につき１ヶ所、延長 20
ｍ（または 25ｍ）以下のものは１施工
箇所につき２ヶ所。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合は、同要領に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができ
る。 

 

3-2-3-4 

根 入 長 設計値以上 

変 位  ℓ 100 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

５  縁石工 
 

（縁石・アスカーブ） 

延 長  Ｌ －200 １ヶ所／１施工箇所 
ただし、「３次元計測技術を用いた出

来形管理要領（案）」の規定により管

理を行う場合は、延長の変化点で測

定。 

 3-2-3-5 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

６  小型標識工 設 置 高 さ Ｈ 設計値以上 １ヶ所／１基 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AＸ1O 

3-2-3-6 

 
 

基礎 

幅ｗ（Ｄ） －30 基礎１基毎 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理

要領（案）」の規定による測点の管理

方法を用いることができる。 

高 さ ｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

8
 

－
3
2
0
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

７  防止柵工 
 
（立入防止柵） 

（ 転落（ 横断） 防止
柵） 
（車止めポスト） 

 
 

基礎 

幅 ｗ －30 
単独基礎 10 基につき１基、10 基以下の
ものは２基測定。測定箇所は１基につ
き１ヶ所測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 
 

 
Ｘ1AO 

3-2-3-7 

高  さ  ｈ －30 

パイプ取付高 Ｈ 
＋30 
－20 

１ヶ所／１施工箇所 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

８ １ 路側防護柵工 
 

（ガードレール） 

 
 

基礎 

幅 ｗ －30 
１ヶ所／施工延長 40ｍ 

40ｍ以下のものは、２ヶ所／１施工箇
所。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 

 
 
 

Ｘ1AO 

3-2-3-8 

高  さ  ｈ －30 

ビーム取付高 Ｈ 
＋30 
－20 

１ヶ所／１施工箇所 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

８ ２ 路側防護柵工 
 

（ガードケーブル） 

 
 
 

基礎 

幅 ｗ －30 
１ヶ所／１基礎毎 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-2-3-8 
※ワイヤロー
プ式防護柵に
も適用する 

高  さ  ｈ －30 

延  長  Ｌ －100 

ケーブル取付高 Ｈ 
＋30 
－20 

１ヶ所／１施工箇所 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

9
 

－
3
2
1
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

９  区画線工 厚  さ  ｔ 
（溶融式のみ） 

設計値以上 
各線種毎に、１ヶ所テストピースによ
り測定。 

 3-2-3-9 
 
ただし、単価
契約は除く 

幅 ｗ 設計値以上 

   

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

10  道路付属物工 
 
（視線誘導標） 
（距離標） 

高  さ  ｈ ±30 
１ヶ所／10 本 
10 本以下の場合は、２ヶ所測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

  

  

3-2-3-10 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

11  コンクリート面塗装工 塗 料 使 用 量 鋼道路橋防食便覧 
Ⅱ-82   
「表-Ⅱ.5.5 各塗
料の標準使用量と
標準膜厚」の標準
使用量以上。 

塗装系ごとの塗装面積を算出・照査し
て、各塗料の必要量を求め、塗付作業
の開始前に搬入量（充缶数）と、塗付
作業終了時に使用量（空缶数）を確認
し、各々必要量以上であることを確認
する。 
１ロットの大きさは 500 ㎡とする。 

 3-2-3-11 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

12 １ プレテンション桁製作 
工（購入工） 桁 長 Ｌ（ｍ） ±Ｌ／1000 

桁全数について測定。 
橋桁のそりは中央の値とする。 
なお、JIS マーク表示品を使用する場合
は、製造工場の発行する JIS に基づく
試験成績表に替えることができる。 

 

3-2-3-12 

断面の外形寸法 ±5 （けた橋） 

    
橋 桁 の そ り

δ1 
±8 

   横方向の曲がり
δ2 

±10   

       

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

12 ２ プレテンション桁製作 
工（購入工） 
 

（スラブ桁） 

 

桁 長 Ｌ（ｍ） 

±10… 
Ｌ≦10m 

±Ｌ／1000… 
Ｌ＞10m 

桁全数について測定。 
橋桁のそりは中央の値とする。 

なお、JIS マーク表示品を使用する場
合は、製造工場の発行する JIS に基づ
く試験成績表に替えることができる。 

 

3-2-3-12 

   断面の外形寸法 ±5   

   橋 桁 の そ り
δ1 

±8   

   横方向の曲がり
δ2 

±10   

       

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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3
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

13 １ ポストテンション桁製 
作工 幅（上）ｗ1 

＋10 
－5 

桁全数について測定。 

横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。 
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。 
なお、JIS マーク表示品を使用する場
合は、製造工場の発行する JIS に基づ
く試験成績表に替えることができる。 
ℓ：支間長（ｍ） 

 

3-2-3-13 
注）新設のコンク
リート構造物（橋
梁上・下部工及び
重要構造物であ 
る内空断面積 25 ㎡
以上のボックスカ 

ルバート（工場製
作のプレキャスト
製品は全ての工種 
において対象 
外））の鉄筋の配 
筋状況及びかぶり 
については、「非 
破壊試験によるコ 
ンクリート構造物 

中の配筋状態及び
かぶり測定要領」
も併せて適用する 

幅（下）ｗ2 

 

±5 

   
 

高 さ  ｈ 
＋10 
－5    

ℓ＜15…±10 

   桁  長  ℓ
支間長 

ℓ≧15… 
±（ℓ－5）かつ 

－30mm 以内 

 

    

横方向最大タワミ 
 

0.8ℓ 
  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

13 ２ プレキャストセグメン 
ト桁製作工（購入工） 

桁 長  ℓ ― 桁全数について測定。桁断面寸法測定
箇所は、図面の寸法表示箇所で測定。 

 3-2-3-13 

断面の外形寸法（mm） ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

14 ２ プレキャストセグメン 
ト主桁組立工 

 
桁  長  ℓ

支間長 

ℓ＜15…±10 
ℓ≧15… 

±（ℓ－5）かつ 
－30mm 以内 

桁全数について測定。 

横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。 
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。 

 3-2-3-14 

  横方向最大タワミ 0.8ℓ 
ℓ：支間長（ｍ）  
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

15  ＰＣホロースラブ製作 
工 

基  準  高  ▽ ±20 桁全数について測定。 

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で１ヶ所当たり両端と中央部の
３点、幅及び厚さは１径間当たり両端
と中央部の３ヶ所。 

 

3-2-3-15 
注）新設のコンク
リート構造物（橋
梁上・下部工及び
重要構造物であ 
る内空断面積 25 ㎡
以上のボックスカ 
ルバート（工場製
作のプレキャスト
製品は全ての工種 
において対象 
外））の鉄筋の配
筋状況及びかぶり 
については、「非 
破壊試験によるコ 
ンクリート構造物 
中の配筋状態及び 
かぶり測定要領」 
も併せて適用する 

幅 ｗ1，ｗ2 －5～＋30 

厚 さ  ｔ －10～＋20 

   
 

桁 長  ℓ 

 
ℓ＜15…±10 
ℓ≧15… 

±（ℓ－5）かつ 
－30mm 以内 

※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編 3-2-18-2 床版工に準ずる。 

  ℓ：桁長（ｍ） 

     

   

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

16 １ ＰＣ箱桁製作工 基  準  高  ▽ ±20 桁全数について測定。 

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で１ヶ所当たり両端と中央部の
３点、幅及び高さは１径間当たり両端
と中央部の３ヶ所。 

 

3-2-3-16 
注）新設のコンク
リート構造物（橋
梁上・下部工及び
重要構造物であ 
る内空断面積 25 ㎡
以上のボックスカ 
ルバート（工場製
作のプレキャスト
製品は全ての工種 
において対象 
外））の鉄筋の配
筋状況及びかぶり 
については、「非 
破壊試験によるコ 
ンクリート構造物 
中の配筋状態及び 
かぶり測定要領」 
も併せて適用する 

幅（上） ｗ1 －5～＋30 

幅（下） ｗ2 －5～＋30 

   ※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編 3-2-18-2 床版工に準ずる。 

内 空 幅 ｗ3 ±5 

   高 さ ｈ1 
＋10 
－5 

 

   ℓ：桁長（ｍ） 

内空高さ ｈ2 
＋10 
－5 

 
 
 
 
 
 
 

桁 長  ℓ 

 
 
 
 
 
 
ℓ＜15…±10 
ℓ≧15… 

±（ℓ－5）かつ 
－30mm 以内 

    

 

出
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及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
3
 

－
3
2
5
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

16 ２ ＰＣ押出し箱桁製作工 幅（上）  ｗ1 －5～＋30 桁全数について測定。 

桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。 

 

3-2-3-16 
注）新設のコンク
リート構造物（橋
梁上・下部工およ 
び重要構造物であ 
る内空断面積 25 ㎡
以上のボックスカ 
ルバート（工場製 
作のプレキャスト
製品は全ての工種 
において対象 
外））の鉄筋の配 
筋状況及びかぶり 
については、「非 
破壊試験によるコ 
ンクリート構造物 
中の配筋状態及び 
かぶり測定要領」 
も併せて適用する 

幅（下）  ｗ2 －5～＋30 

内 空 幅  ｗ3 ±5 ※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編 3-2-18-2 床版工に準ずる。    

高 さ  ｈ1 
＋10 
－5    ℓ：桁長（ｍ） 

   内空高さ  ｈ2 
＋10 
－5 

 

 
 
 
 

桁 長  ℓ 

 
 
 
ℓ＜15…±10 
ℓ≧15… 

±（ℓ－5）かつ 
－30mm 以内 

    

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

17  根固めブロック工  
 
 
 
 
 
層
積 

 

 
基準高▽ 

 

 
±100 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-3-17 

厚さｔ －20 
幅、厚さは 20 個につき 1 ヶ所測定。 

幅Ｗ1，Ｗ2 －20 

延長Ｌ1，Ｌ2 －200 
１施工箇所毎 

 
 
 
乱
積 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

基準高▽ ±ｔ／2 

延長Ｌ1，Ｌ2 －ｔ／2 
１施工箇所毎 

     
 
 
 
 
 

ｔは根固めブロックの高さ 
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

18  沈床工 基  準  高  ▽ ±150 １組毎 

 

3-2-3-18 

幅 ｗ ±300 

延 長  Ｌ －200 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

19  捨石工 基  準  高  ▽ －100 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-3-19 

幅 ｗ －100 

  延 長  Ｌ －200   

      

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

22  階段工 幅 ｗ －30 １回／１施工箇所  3-2-3-22 

高 さ  ｈ －30 

長 さ  Ｌ －30 

段 数 ±0 段 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

24 １ 伸縮装置工 
据 付 け 高 さ ±3 高さについては車道端部及び中央部付

近の 3 点 
3-2-3-24 

（ゴムジョイント） 
表 面 の 凹 凸 3 

表面の凹凸は長手方向（ 橋軸直角方
向）に 3ｍの直線定規で測って凹凸が
3mm 以下 仕 上 げ 高 さ 舗装面に対し 

0～－2     
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

24 ２ 伸縮装置工 高さについては車道端部、中央部にお
いて橋軸方向に各３点計９点 

 

3-2-3-24 
据付け高さ ±3 

  （鋼製フィンガージョ
イント） 

高さ 表面の凹凸は長手方向( 橋軸直角方
向）に 3ｍの直線定規で測って凹凸が
3mm 以下 

 
橋軸方向各点 

誤差の相対差 
3 

   表 面 の 凹 凸 3 
歯咬み合い部は車道端部、中央部の計
３点 

 

    
歯型板面の歯咬み合い
部の高低差 

2 

   歯咬み合い部の縦方向
間隔Ｗ1 

±2   

   歯咬み合い部の横方向
間隔Ｗ2 

±5   

   仕 上 げ 高 さ 舗装面に対し 

0～－2 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

24 ３ 伸縮装置工 高さについては車道端部及び中央部の 3
点 

 

3-2-3-24 
表 面 の 凹 凸 3 

（埋設型ジョイント） 

仕 上 げ 高 さ 舗装面に対し 

0～+3 

表面の凹凸は長手方向（ 橋軸直角方
向）に 3ｍの直線定規で測って凹凸が
3mm 以下     

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

26  多自然型護岸工 
基 準 高 ▽ ±500 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-3-26 

  （ 巨石張り、巨石積 
法  長 ℓ －200  

  み）  
   勾  配  ±0.5 分   

   

延   長 L 

－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

27 １ 羽口工 
 

（じゃかご） 

 
法長
ℓ 

ℓ＜3ｍ －50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 3-2-3-27 

ℓ≧3ｍ －100 

厚 さ  ｔ －50 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

27 ２ 羽口工 
 
（ ふとんかご、 かご
枠） 

基  準  高  ▽ ±100 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-3-27 

高 さ  ｈ －100 

延 長  Ｌ1，Ｌ2 －200 

 
勾配 

Ｓ＜１割 ±0.5 分 

Ｓ≧１割 ±1.0 分 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 
共 

通 

的 

工 

種  

28  プレキャストカルバー 
ト工 

 
（プレキャストボック
ス工） 
（プレキャストパイプ
工） 

基  準  高  ▽ ±30 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50 ｍ）につき１ヶ所、施工延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
※印は、現場打部分のある場合。 

 

3-2-3-28 

※幅 ｗ －50 

※高 さ  ｈ －30 

延 長  Ｌ 

Ｌ＜20ｍ 

Ｌ≧20ｍ 

 

－50 

－100 

１施工箇所毎 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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1
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－
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

29 １ 側溝工   施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50 ｍ）につき１ヶ所、施工延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
厚さ以外の測定項目については、「３
次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。 

 

3-2-3-29 

  （プレキャストＵ型側
溝） 

基  準  高  ▽ ±30  

  （Ｌ型側溝工）    

  （自由勾配側溝）    

  （管渠） 

延   長 L 

－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

１ヶ所／１施工箇所 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。 

 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

29 ２ 側溝工 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50 ｍ）につき１ヶ所、施工延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
 
厚さ以外の測定項目については、「３
次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。 

 

3-2-3-29 

   

（場所打水路工） 
基  準  高  ▽ ±30  

     
厚 さ  ｔ1，ｔ2 

 
－20 

    
幅 ｗ 

 
－30 

 

    
高 さ  ｈ1，ｈ2 

 
－30 

 

延   長 L 

－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

１施工箇所毎 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。 

勾    配 ±0.5 分 
 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

29 ３ 側溝工 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。 
延長 40ｍ（または 50ｍ）以下のものは
１施工につき２ヶ所。 
「TS 等光波方式を用いた出来形管理要
領（舗装工事編）（案）」の規定によ
る測点の管理方法を用いることができ
る。 
 

 

3-2-3-29 

   

（暗渠工） 
基  準  高  ▽ ±30  

     
幅 ｗ1，ｗ2 

 
－50 

 
深 さ  ｈ 

 
－30 

 

延 長  Ｌ 

Ｌ＜20ｍ 

Ｌ≧20ｍ 

 

－50 

－100 

１施工箇所毎 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
8
 

－
3
3
0
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

30  集水桝工 
基  準  高  ▽ ±30 

１ヶ所毎 
※は、現場打部分のある場合 
 
厚さ以外の測定項目については、「３
次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。 

 

3-2-3-30 

※厚さ  ｔ1～ｔ5 －20 

※幅 ｗ1，ｗ2 －30 

※高さ  ｈ1，ｈ2 －30 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

31  現場塗装工 塗 膜 厚 ａ．ロットの塗膜
厚平均値は、目標
塗膜厚合計値の
90％以上。 
ｂ．測定値の最小
値は、目標塗膜厚
合計値の 70 ％ 以
上。 
ｃ．測定値の分布
の標準偏差は、目
標塗膜厚合計値の
20 ％ 以下。 ただ 
し、測定値の平均
値が目標塗膜厚合
計値より大きい場
合はこの限りでは
ない。 

塗装終了時に測定。 
1 ロットの大きさは 500 ㎡とする。 
1 ロット当たりの測定数は 25 点とし、
各点の測定は 5 回行い、その平均値を
その点の測定値とする。ただし、1 ロ
ットの面積が 200 ㎡に満たない場合は
10 ㎡ごとに 1 点とする。 

 3-2-3-31 

    

     

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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単位：mm 
 

 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

32  かごマット工 
基  準  高  ▽ ±100 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-3-32 

   
法   長 ℓ －100 

   
厚   さ ｔ －0.2ｔ 

 

   
延   長 Ｌ －200 

 

  

   

  

Ⅰ
－

2
0
 

－
3
3
2
－

 

出
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

３ 

共
通
的
工
種 

34  ポット苗植栽工 
ポット苗高さ 設計値以上 

100 本につき１本、100 本未満は３本 

 

3-2-3-34 

柵高 

さ 

ｈ1 

設計値有り 設計値以上 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

設計値無し 
（最小末口× 

段数）以上 

延長 

Ｌ 

Ｌ＜10ｍ －200 
 

Ｌ≧10ｍ －2％ 

杭 

打込み角度 
法面に垂直～ 

鉛直 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

高さｈ2 
＋100 

－50 

 

  

 

  

Ⅰ
－

2
1
 

－
3
3
3
－

 

出
来
形
管

理
基
準
及
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格
値

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

１  一般事項 
 

（切込砂利） 
（砕石基礎工） 
（割ぐり石基礎工） 
（均しコンクリート） 

幅 ｗ 設計値以上 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-4-1 

厚 さ  ｔ1 , ｔ2 －30 

延 長  Ｌ 各構造物の規格値
による 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

３ １ 基礎工（護岸） 
 

（現場打） 

基  準  高  ▽ ±30 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形要領
（案）」に基づき出来形管理を実施す
る場合は、同要領に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施することができる。 

 

3-2-4-3 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ －30 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200   

最小－50 

３ 

土  
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

３ ２ 基礎工（護岸） 
 

（プレキャスト） 
基  準  高  ▽ ±30 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 3-2-4-3 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200   

最小－50 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

３ ３ 基礎工（護岸） 
 
（吊込基礎ブロック） 

 
基  準  高  ▽ ±50 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 3-2-4-3 

幅 ｗ1,ｗ2 －30 

高さ 

ｈ 

ｈ＜３ｍ －50 

ｈ≧３ｍ －100 

一個の長さℓ －20 

勾 配 ±0.5 分 

法線方向の出入 ±50 

延 長 Ｌ 

－0.5% 

ただし最大 

－200 

最小－50 

  

  

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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－
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単位：mm 
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AＸ1A1Ｘ OO 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

４ １ 既製杭工 
 

（ 既製コンクリート
杭） 
（鋼管杭） 
（Ｈ鋼杭） 

基  準  高  ▽ ±50 全数について杭中心で測定。 
 
傾斜は、縦断方向（道路線形方向、橋
軸方向等）とそれに直交する横断方向
の２方向で測定。「３次元計測技術を
用いた出来形要領（案）」に基づき出
来形管理を実施する場合は、同要領に
規定する計測精度・計測密度を満たす
計測方法により出来形管理を実施する
ことができる。 

 

 

3-2-4-4 

根 入 長 設計値以上 

偏  心  量  ｄ Ｄ／4 以内かつ
100 以内 

傾 斜 1／100 以内 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

４ ２ 既製杭工 
 

（鋼管ソイルセメント
杭） 

基  準  高  ▽ ±50 全数について杭中心で測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合は、同要領に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができ
る。 

 

 

3-2-4-4 

根 入 長 設計値以上 

偏  心  量  ｄ Ｄ／4 以内かつ
100 以内 

傾 斜 1／100 以内 

杭 径 Ｄ 設計値以上 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

５  場所打杭工 
基  準  高  ▽ ±50 全数について杭中心で測定。 

 
傾斜は、縦断方向（道路線形方向、橋
軸方向等）とそれに直交する横断方向
の２方向で測定。 
「３次元計測技術を用いた出来形要領
（案）」に基づき出来形管理を実施す
る場合は、同要領に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施することができる。 

 

 

3-2-4-5 

根 入 長 設計値以上 

偏  心  量  ｄ 100 以内 

傾 斜 1／100 以内 

杭 径 Ｄ 
設計径（公称径） 

－30 以上 

  

 

－
3
3
6
－

 



単位：mm 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

６  深礎工 
基  準  高  ▽ ±50 全数について杭中心で測定。 

 

 

傾斜は、縦断方向（道路線形方向、橋

軸方向等）とそれに直交する横断方向

の２方向で測定。 

※ライナープレートの場合はその内

径、補強リングを必要とする場合は補

強リングの内径とし、モルタルライニ

ングの場合はモルタル等の土留め構造

の内径にて測定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-4-6 

根 入 長 設計値以上 

偏  心  量  ｄ 150 以内 

傾 斜 1／50 以内 

基  礎  径  Ｄ 設計径（公称径） 
以上※ 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

７  オープンケーソン基礎 
工 

基  準  高  ▽ ±100 壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量につい
ては各打設ロットごとに測定。 

 

 

3-2-4-7 

ケーソンの長さ ℓ －50 

ケーソンの幅  ｗ －50 

ケーソンの高さｈ －100 

ケーソンの壁厚ｔ －20 

偏  心  量  ｄ 300 以内 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

８  ニューマチックケーソ 
ン基礎工 

基  準  高  ▽ ±100 壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量につい
ては各打設ロットごとに測定。 

 

 

 

 

 3-2-4-8 

ケーソンの長さ ℓ －50 

ケーソンの幅  ｗ －50 

ケーソンの高さｈ －100 

ケーソンの壁厚ｔ －20 

偏  心  量  ｄ 300 以内 

  

－
3
3
7
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

４ 

基
礎
工 

９  鋼管矢板基礎工 
基  準  高  ▽ ±100 

基準高は、全数を測定。 
偏心量は、１基ごとに測定。 

 

 

3-2-4-9 

根 入 長 設計値以上 

偏  心  量  ｄ 300 以内 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

３ １ コンクリートブロック 
工 
 

（コンクリートブロッ
ク積） 
（コンクリートブロッ
ク張り） 

基  準  高  ▽ 

舗装面と接する場合 

 ±50    

±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
 

 

 

3-2-5-3 

 

 

法長 ℓ 

ℓ＜3ｍ －50 

ℓ≧3ｍ －100 

厚さ（ブロック積張） 
ｔ1 

－50 

厚さ（裏込）ｔ2 －50 

勾    配 ±0.5 分 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

３ ２ コンクリートブロック 
工 

 

（連節ブロック張り） 

基  準  高  ▽ ±50 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
 

 

 

3-2-5-3 

法 長  ℓ －100 

勾    配 ±0.5 分 

延 長 Ｌ1，Ｌ2 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

2
6
 

－
3
3
8
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

３ ３ コンクリートブロック 
工 

 

（天端保護ブロック） 

基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
 

 

3-2-5-3 

幅 ｗ －100 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

４  緑化ブロック工 基  準  高  ▽ 

舗装面と接する場合 

 ±50    

±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
 

 

3-2-5-4 

 

法長 ℓ 

ℓ＜3ｍ －50 

ℓ≧3ｍ －100 

厚さ（ブロック）ｔ1 －50 

厚さ（裏込）  ｔ2 －50 

勾    配 ±0.5 分 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

５ １ 石積（張）工 基  準  高  ▽ 

舗装面と接する場合 

 ±50    

±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
 

 

3-2-5-5 

 

法長 ℓ 

ℓ＜3ｍ －50 

ℓ≧3ｍ －100 

厚さ（石積・張）ｔ1 －50 

厚さ（裏込） ｔ2 －50 

勾    配 ±0.5 分 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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2
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－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

６ ４ 

鏡面防水工（シート系

床版防水層） 
シートの重ね幅 －20～＋50 

 

標準重ね幅 100mm に対し、１施工箇所

毎に目視と測定により全面を確認 

 3-2-6-6-4 

  

  

Ⅰ
－

2
8
 

－
3
4
0
－
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節 

 

 

 

 

 

 

条 

 

 

 

 

 

 

枝番 

 

 

 

 

 

 

工 種 

 

 

 

 

 

 

測定項目 

規  格  値 
 

 

 

 

 

 

測 定 基 準 

 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

 

定 

 

 

 

 

 

 

箇 

 

 

 

 

 

 

所 

 

 

 

 

 

 

摘  要 

 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ １ アスファルト舗装工 基準高は延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、道路中心線及び端部
で測定。厚さは各車線 200ｍ毎に１ヶ所
を掘り起こして測定（最少３ヶ所）。
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割に測定
（最少２ヶ所）。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長 40m 以下の間隔
で測定することができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 

3-2-6-7 
基準高▽ ±40 ±50 ― ― 

（下層路盤工） 

厚 さ －45 －45 －15 －15 
    

   幅 －50 －50 ― ―  

     「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 

方法を用いることができる。 
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測 定 基 準 

 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

 

定 

 

 

 

 

 

 

箇 

 

 

 

 

 

 

所 

 

 

 

 

 

 

摘  要 

 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ２ アスファルト舗装工 １．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
 

3-2-6-7 

   

（下層路盤工） 
基準高▽ ±40 ±50 ― ―  

  （面管理の場合） 厚さあるい
は標高較差 

±90 ±90 
＋40 
－15 

＋50 
－15 
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所 

 

 

 

 

 

 

摘 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ３ アスファルト舗装工 
 

（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

厚 さ －25 －30 －8 －10 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは各車線 200ｍ毎
に１ヶ所を掘り起こして測定（最少３
ヶ所）。ただし、幅は設計図書の測点
によらず延長 40m 以下の間隔で測定す
ることができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 

3-2-6-7 

幅 －50 －50 ― ― 
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測 定 基 準 

 

 

 

 

 

 

測 
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箇 

 

 

 

 

 

 

所 

 

 

 

 

 

 

摘  要 

 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ４ アスファルト舗装工 
 

（上層路盤工） 

厚さあるい
は標高較差 

-55 -64 -8 -10 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 

 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 

 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 

 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 

 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
 

3-2-6-7 

粒度調整路盤工   

（面管理の場合） 
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摘  要 

 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ５ アスファルト舗装工 幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。ただし、
幅は設計図書の測点によらず延長 40m
以下の間隔で測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9

個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 
 
コアーの採取について 
 橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れがある場合は、
他の方法によることができる。 

3-2-6-7 
厚 さ －25 －30 －8 －10 

（上層路盤工） 
セメント（石灰） 

幅 －50 －50 ― ― 
  安定処理工  
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摘  要 

 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ６ アスファルト舗装工 
 

（上層路盤工） 

厚さあるい
は標高較差 

-55 -64 -8 -10 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 

 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 

 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 

 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 

 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
 

3-2-6-7 

セメント（石灰）   
安定処理工 

  （面管理の場合）  
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ７ アスファルト舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 

厚 さ －15 －20 －5 －7 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定（最少
３個）。ただし、幅は設計図書の測点
によらず延長 40m 以下の間隔で測定す
ることができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9

個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 
 
コアーの採取について 
 橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れがある場合は、
他の方法によることができる。 
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 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ８ アスファルト舗装工 
 

（ 加熱アスファルト 

厚さあるい
は標高較差 

-37 -46 -5 -7 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 

 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 

 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 

 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 

 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
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安定処理工）   

（面管理の場合） 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ ９ アスファルト舗装工 
 

（基層工） 

厚 さ －9 －12 －3 －4 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定（最少
３個）。ただし、幅は設計図書の測点
によらず延長 40m 以下の間隔で測定す
ることができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9

個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 
 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ 10 アスファルト舗装工 
 

（基層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-20 -26 -3 -4 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ 11 アスファルト舗装工 
 

（表層工） 

厚 さ －7 －9 －2 －3 
幅と横断勾配は、延長 40ｍ毎に１ヶ所
の割とし（最少２ヶ所）、厚さは、
1,000 ㎡に１個の割でコアーを採取して
測定（最少３個）。ただし、幅は設計
図書の測点によらず延長 40m 以下の間
隔で測定することができる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9
個以上の割合で規格値を満足しなけ
れ ばならないとともに、10 個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さのデ
ー タ数が 10 個未満の場合は測定値
の平 均値は適用しない。 
 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-7 

幅 －25 －25 ― ― 

横断勾配 ±1.0％  
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

７ 12 アスファルト舗装工 
 

（表層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-17 -20 -2 -3 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 
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横断勾配 ±1.0％  
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3m プロフィル
メーター 

(σ)2.4mm 以
下直読式(足付 
き) 
(σ)1.75mm
以下 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ １ 半たわみ性舗装工 
 

（下層路盤工） 

基準高▽ ±40 ±50 ― ― 
基準高、幅は延長 40 ｍ毎に１ヶ所の割
とし、道路中心線及び端部で測定。
（最少 2 ヶ所） 

厚さは各車線 200ｍ毎に１ヶ所（最少３
ヶ所）を掘り起こして測定。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ ２ 半たわみ性舗装工 
 

（下層路盤工） 

 

（面管理の場合） 

基準高▽ ±40 ±50 ― ― 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
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厚さあるい
は標高較差 

±90 ±90 
＋40 
－15 

＋50 
－15 
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土
木
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一
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装
工 

８ ３ 半たわみ性舗装工 
 

（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

厚 さ －25 －30 －8 －10 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所道路中心
線・端部で測定。（最少２ヶ所） 

厚さは、各車線 200ｍ毎に１ヶ所（最少
３ヶ所）を掘り起こして測定。 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 

方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
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摘  要 

 10 個の測定値 

個々の測定値 
（Ｘ） 

の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場
合は測定値の

 均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ ４ 半たわみ性舗装工 
 

（上層路盤工） 

厚さあるい
は標高較差 

-55 -64 -8 -10 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。２．個々の計測値の規
格値には計測精度として±10mm が含ま
れている。 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり）
以上とする。 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 

 

3-2-6-8 

粒度調整路盤工   

（面管理の場合） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ ５ 半たわみ性舗装工 幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定。ただし最少３個 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 

3-2-6-8 
（上層路盤工） 厚 さ －25 －30 －8 －10 

セメント（ 石灰）安 
幅 －50 －50 ― ― 

  定処理工  

      

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 

方法を用いることができる。 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ ６ 半たわみ性舗装工 
（上層路盤工） 
 

セメント（ 石灰）安
定処理工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-55 -64 -8 -10 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 
維持工事においては、平坦性の項

目を省略することが出来る。 

3-2-6-8 
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一
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８ ７ 半たわみ性舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 

厚 さ －15 －20 －5 －7 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定。ただ
し最少３個 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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幅 －50 －50 ― ― 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ ８ 半たわみ性舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-37 -46 -5 -7 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-8 
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土
木
工
事
共
通
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一
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施
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一
般
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８ ９ 半たわみ性舗装工 
 

（基層工） 

厚 さ －9 －12 －3 －4 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定。ただ
し最少３個 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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幅 －25 －25 ― ― 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ 10 半たわみ性舗装工 
 

（基層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-20 -26 -3 -4 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-8 
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土
木
工
事
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工 

８ 11 半たわみ性舗装工 
 

（表層工） 

厚 さ －7 －9 －2 －3 
幅と横断勾配は、延長 40ｍ毎に１ヶ所
の割とし（最少２ヶ所）、厚さは、
1000 ㎡毎に１個の割でコアーを採取し
て測定。ただし最少３個 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

８ 12 半たわみ性舗装工 
 

（表層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-17 -20 -2 -3 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-8 
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3m プロフィル
メーター 

(σ)2.4mm 以
下直読式(足付 
き) 
(σ)1.75mm
以下 

横断勾配 ±1.0％ 
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木
工
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通
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２ 

一
般
施
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６ 

一
般
舗
装
工 

９ １ 排水性舗装工 
 

（下層路盤工） 

基準高▽ ±40 ±50 ― ― 
基準高は延長 40 ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。（最
少２ヶ所） 

厚さは各車線 200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。（最少３ヶ所） 
幅は、延長 40 ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。（最少２ヶ所） 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 
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厚 さ －45 －45 －15 －15 

幅 －50 －50 ― ― 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 
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小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

９ ２ 排水性舗装工 
 

（下層路盤工） 

 

（面管理の場合） 

基準高▽ ±40 ±50 ― ― 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 

厚さあるい
は標高較差 

±90 ±90 
＋40 
－15 

＋50 
－15 
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土
木
工
事
共
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編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

９ ３ 排水性舗装工 
 

（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

厚 さ －25 －30 －8 －10 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし、
道路中心線・端部で測定。（最少２ヶ
所） 

厚さは、各車線 200ｍ毎に１ヶ所（最少
３ヶ所）を掘り起こして測定。 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 

方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

９ ４ 排水性舗装工 
 

（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-55 -64 -8 -10 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。 

3-2-6-9 
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工 

９ ５ 排水性舗装工 
 

（上層路盤工） 

セメント（ 石灰）安
定処理工 

厚 さ －25 －30 －8 －10 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定。ただし最少３個 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

９ ６ 排水性舗装工 
 

（上層路盤工） 

セメント（ 石灰）安
定処理工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-55 -64 -8 -10 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 
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９ ７ 排水性舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 

厚 さ －15 －20 －5 －7 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定。 

ただし最少３個 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 
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土
木
工
事
共
通
編 
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一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

９ ８ 排水性舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-37 -46 -5 -7 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 
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（基層工） 

厚 さ －9 －12 －3 －4 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定。ただ
し最少３個 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 
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工
事
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装
工 

９ 10 排水性舗装工 
 

（基層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-20 -26 -3 -4 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 
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（表層工） 

厚 さ －7 －9 －2 －3 
幅と横断勾配は、延長 40ｍ毎に１ヶ所
の割とし（最少２ヶ所）、厚さは、
1000 ㎡毎に１個の割でコアーを採取し
て測定。ただし最少３個 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 
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個々の測定値 
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10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の
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中規模
以上 

小規模
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工 

９ 12 排水性舗装工 
 

（表層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-17 -20 -2 -3 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
 

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
 

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
 

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-9 
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測 定 基 準 

 

 

 

 

測 定 箇 所 

 

 

 

 

摘  要 
個々の測定値 

（Ｘ） 
測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

10 １ 透水性舗装工 
 

（路盤工） 

基準高▽ ±50 ― 
基準高、幅は片側延長 40m 毎に１ヶ所
の割で測定。（最少 2 ヶ所） 

厚さは、片側延長 200m 毎に１ヶ所（最
少３ヶ所）を掘り起こして測定。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

※歩道舗装に適用する。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項 
目を省略することが出来る。 

3-2-6-10 

 

 

厚  さ 

ｔ＜ 
15cm 

－30 －10 

ｔ≧ 
15cm 

－45 －15 

幅 －100 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

10 ２ 透水性舗装工 
 

（路盤工） 

 

（面管理の場合） 

基準高▽ ±50 ― 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 

※歩道舗装に適用する。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。 

3-2-6-10 

 

 

厚さあるい
は標高較差 
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測 定 基 準 

 

 

 

 

測 定 箇 所 

 

 

 

 

摘  要 
個々の測定値 

（Ｘ） 
測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

10 ３ 透水性舗装工 
 

（表層工） 

厚さ －9 －3 
幅は、片側延長 40m 毎に１ヶ所の割で
測定。 

厚さは、片側延長 200m 毎に１ヶ所コア
ーを採取して測定。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

※歩道舗装に適用する。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 

3-2-6-10 

幅 －25 ― 

横断勾配 ±1.0％ 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

10 ４ 透水性舗装工 
 

（表層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-20 -3 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 
 

※歩道舗装に適用する。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-10 

横断勾配 ±1.0％ 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合 

は測定値の平
均

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

11 １ グースアスファルト 
舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 

厚 さ －15 －20 －5 －7 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少 2 ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定。ただ
し最少３個 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」に基づき出来形管理を実 

施する場合は、同要領に規定する計測 

精度・計測密度を満たす計測方法によ 

り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 

3-2-6-11 

幅 －50 －50 ― ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

11 ２ グースアスファルト 
舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-36 -45 -5 -7 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」、「に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

11 ３ グースアスファルト 
舗装工 

 

（基層工） 

厚 さ －9 －12 －3 －4 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定。ただ
し最少３個 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」に基づき出来形管理を実 

施する場合は、同要領に規定する計測 

精度・計測密度を満たす計測方法によ 

り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-11 

幅 －25 －25 ― ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

11 ４ グースアスファルト 
舗装工 

 

（基層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-20 -25 -3 -4 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

11 ５ グースアスファルト 
舗装工 

 

（表層工） 

厚 さ －7 －9 －2 －3 
幅と横断勾配は、延長 40ｍ毎に１ヶ所
の割とし（最少２ヶ所）、厚さは、
1000 ㎡毎に１個の割でコアーを採取し
て測定。ただし、最少３個 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」に基づき出来形管理を実 

施する場合は、同要領に規定する計測 

精度・計測密度を満たす計測方法によ 

り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

 
 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-11 

幅 －25 －25 ― ― 

 

 

 

 

 

平 坦 性 
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3m プロフィル
メーター 

(σ)2.4mm 以
下直読式(足付 
き) 
(σ)1.75mm
以下 

横断勾配 ±1.0％ 
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土
木
工
事
共
通
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一
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施
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６ 

一
般
舗
装
工 

11 ６ グースアスファルト 
舗装工 

 

（表層工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい
は標高較差 

-17 -20 -2 -3 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-11 

 

 

 

平 坦 性 

 

 

 

― 

3m プロフィル
メーター 

(σ)2.4mm 以
下直読式(足付 
き) 
(σ)1.75mm
以下 

横断勾配 ±1.0％ 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場合
は測定値の平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

12 １ コンクリート舗装工 
 

（下層路盤工） 

基準高▽ ±40 ±50 ― 
基準高は延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、道路中心線及び端部
で測定。厚さは各車線 200ｍ毎に１ヶ
所を掘り起こして測定（最少３ヶ
所）。幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割
に測定（最少２ヶ所）。 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」に基づき出来形管理を実 

施する場合は、同要領に規定する計測 

精度・計測密度を満たす計測方法によ 

り出来形管理を実施することができ 
る。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは
基層及び表層用混合物の総使用量
が、500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9

個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10 個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さのデ
ータ数が 10 個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。 
 

3-2-6-12 

厚 さ －45 －15 

幅 －50 ― 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 ２ コンクリート舗装工 
 

（下層路盤工） 
 
（面管理の場合） 

基準高▽ ±90 

 
±90 

+40 

-15 

+50 

-15 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは
基層及び表層用混合物の総使用量
が、500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模が小さいもの。 

3-2-6-12 

 

厚さあるい

は標高較差 
 

±90 ±90 +40 

-15 
+50 

-15 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 

規  格  値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

個々の測定値 

（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場合
は測定値の平均 

中規模

以上 
小規模

以下 
中規模

以上 
小規模

以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

12 ３ コンクリート舗装工 
 

（粒度調整路盤工） 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、各車線 200
ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定（最
少３か所）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは
基層及び表層用混合物の総使用量
が、500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9

個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10 個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さのデ
ータ数が 10 個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。 

 

3-2-6-12 

幅 －50 ― 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 ４ コンクリート舗装工 
 

（粒度調整路盤工） 
 
（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 
-55 -66 -8 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは
基層及び表層用混合物の総使用量
が、500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 

3-2-6-12 
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摘 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

12 ５ コンクリート舗装工 
 

（ セメント（石灰・
瀝青）安定処理工） 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個

以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10 個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10 個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

3-2-6-12 

幅 －50 ― 

  

土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 ６ コンクリート舗装工 
 

（ セメント（石灰・
瀝青）安定処理工） 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 
-55 -66 -8 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 

規  格  値 

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 個々の測定値 

（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場合
は測定値の平均 

中規模

以上 
小規模

以下 
中規模

以上 
小規模以

下 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
施
舗
装
工 

12 ７ コンクリート舗装工 
 

（ アスファルト中間
層） 

 

厚さ -9 -12 -3 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし

（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１

個の割でコアーを採取して測定（最少

３個）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず

延長 40m 以下の間隔で測定することが

できる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個

以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10 個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10 個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 

3-2-6-12 

幅 -25 － 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 ８ コンクリート舗装工 
 

（ アスファルト中間
層） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 -20 -27 -3 

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 

3-2-6-12 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

12 ９ コンクリート舗装工 
 

（ コンクリート舗装
版工） 

厚 さ －10 －3.5 
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各
車線 200ｍ毎（200ｍ以下は３ヶ所）に水
糸またはレベルにより１測線当たり横断
方向に３ヶ所以上測定、幅と横断勾配
は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割で測定（最
少２ヶ所）。 
平坦性は各車線毎に版縁から１ｍの線

上、全延長とする。なお、スリップフォ

ーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打

設前に各車線の中心付近で各車線 200ｍ

毎に水糸またはレベルにより１測線当た

り横断方向に３ヶ所以上路盤の基準高を

測定し、測定打設後に各車線 200ｍ毎に

両側の版端を測定する。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず延

長 40m 以下の間隔で測定することができ

る。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたりの
施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基層
及び表層用混合物の総使用量が、500ｔ
以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-12 

幅 －25 ― 

横断勾配 ±1.0％  

 

 

 

 

 

 

 

平 坦 性 

 

 

 

 

 

 

 

― 

コンクリート 
の硬化後 

3mプロフィル
メータ－によ
り機械舗設の
場合 
(σ)2.4mm 以下
人力舗設の場
合 
(σ)3mm 以下 

目地段差 ±2 
隣接する各目地に対して、道路中心線及
び端部で測定。 
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12 10 コンクリート舗装工 
 

（ コンクリート舗装

版工） 
 
（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 
-22 -3.5 

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合、その他本基準に規定する計
測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施する場合に適用す
る。 
２．個々の計測値の規格値には計測精度
として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／㎡（平面投影面積当たり） 以上
とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較
差平均値＋設計厚さから求まる高さとの
差とする。この場合、基準高の評価は省
略する。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたりの
施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基層
及び表層用混合物の総使用量が、500ｔ
以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 
 

維持工事においては、平坦性の項目

を省略することが出来る。 

3-2-6-12 

平 坦 性 ― 

3m プロフィ
ルメーター
(σ)2.4mm 以
下直読式（足

付き） 
(σ)1.75mm 以下 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

6
0
 

－
3
7
2
－

 



単位：mm 
 

 

 

 

 

 

 

編 

 

 

 

 

 

 

章 

 

 

 

 

 

 

節 

 

 

 

 

 

 

条 

 

 

 

 

 

 

枝番 

 

 

 

 

 

 

工 種 

 

 

 

 

 

 

測定項目 

規  格  値 
 

 

 

 

 

 

測 定 基 準 

 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

 

定 

 

 

 

 

 

 

箇 

 

 

 

 

 

 

所 

 

 

 

 

 

 

摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
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12 11 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
下層路盤工 

基準高▽ ±40 ±50 ― 
基準高は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし

（最少２ヶ所）、道路中心線及び端部で

測定。厚さは、各車線 200ｍ毎に１ヶ所

を掘り起こして測定（最少３ヶ所）。幅

は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割に測定（最

少２ヶ所）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず延

長 40m 以下の間隔で測定することができ

る。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたりの
施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基層
及び表層用混合物の総使用量が、500ｔ
以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

維持工事においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。 

3-2-6-12 

厚 さ －45 －15 

幅 －50 ― 
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12 12 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
下層路盤工 
 
（面管理の場合） 

 

基準高▽ ±90 ±90 +40 

-15 
+50 

-15 
１．３次元データによる出来形管理にお
いて「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合、その他本基準に規定する計
測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施する場合に適用す
る。 
２．個々の計測値の規格値には計測精度
として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／㎡（平面投影面積当たり） 以上
とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較
差平均値＋設計厚さから求まる高さとの
差とする。この場合、基準高の評価は省
略する。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたりの
施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基層
及び表層用混合物の総使用量が、500ｔ
以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 
 

3-2-6-12 

厚さあるい

は標高較差 ±90 ±90 +40 

-15 
+50 

-15 
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測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 
個々の測定値 

（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 

＊面管理の場合

は測定値の平均 

中規模

以上 
小規模

以下 
中規模以

上 
小規模

以下 
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12 13 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
粒度調整路盤工 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし（最

少２ヶ所）、厚さは、各車線 200ｍ毎に

１ヶ所を掘り起こして測定（最少３ヶ

所）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず延

長 40m 以下の間隔で測定することができ

る。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたりの
施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基層
及び表層用混合物の総使用量が、500ｔ
以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。 
 

維持工事においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。 

3-2-6-12 

幅 －50 ― 
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12 14 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
粒度調整路盤工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 -55 -66 -8 
１．３次元データによる出来形管理にお
いて「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合、その他本基準に規定する計
測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施する場合に適用す
る。 
２．個々の計測値の規格値には計測精度
として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／㎡（平面投影面積当たり） 以上
とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較
差平均値＋設計厚さから求まる高さとの
差とする。この場合、基準高の評価は省
略する。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたりの
施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基層
及び表層用混合物の総使用量が、500ｔ
以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

12 15 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
セメント（ 石灰・瀝
青）安定処理工 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし

（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１

個の割でコアーを採取もしくは、掘り

起こして測定（最少３ヶ所）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず

延長 40m 以下の間隔で測定することが

できる。 

 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。 

3-2-6-12 
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12 16 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
セメント（ 石灰・瀝
青）安定処理工 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 -55 -66 -8 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
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12 17 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
アスファルト中間層 

厚 さ －9 －12 －3 
 幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし

（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１

個の割でコアーを採取して測定（最少

３個）。 
ただし、幅は設計図書の測点によらず

延長 40m 以下の間隔で測定することが

できる。 
 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

維持工事においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。 

3-2-6-12 
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12 18 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
アスファルト中間層 
 
（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 -20 -27 -3 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 
 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 
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個々の測定値 
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10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
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12 19 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 

厚 さ －15 －4.5 
厚さは、各車線の中心付近で型枠据付
後各車線 200ｍ毎（200ｍ以下は３ヶ
所）に水糸またはレベルにより１測線
当たり横断方向に３ヶ所以上測定、幅
と横断勾配は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の
割で測定（最少２ヶ所）。 

平坦性は各車線毎に版縁から１ｍの線
上、全延長とする。 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 

方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

維持工事においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。 

3-2-6-12 

幅 －35 ― 

横断勾配 ±1.0％ ― 

 

 

平 坦 性 

 

 

― 

転圧コンクリー
トの硬化後、3m
プロフィルメー 
ターにより
(σ)2.4mm 以
下。 

 

目地段差 
 

±2 
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。 
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摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 20 コンクリート舗装工 
 

（ 転圧コンクリート
版工） 
 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 -32 -4.5 
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計
測方法により出来形管理を実施する場
合に適用する。 
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mm が含まれている。 
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／㎡（平面投影面積当たり） 
以上とする。 
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。 
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ

り規模が小さいもの。 

3-2-6-12 

平坦性 ― 

3m プロフィ
ルメーター
(σ)2.4mm 以
下直読式（足

付き） 
(σ)1.75mm 以下 

  

目地段差 ±2 
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

13 １ 薄層カラー舗装工 
 

（下層路盤工） 

 

基準高▽ 
 

±40 
 

±50 
 

― 
基準高は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割と
し（最少２ヶ所）、道路中心線及び端
部で測定。厚さは、各車線 200ｍ毎に１
ヶ所を掘り起こして測定（最少３ヶ
所）。 

幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割に測定
（最少２ヶ所）。 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 

方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 

厚さは、個々の測定値が 10 個に９ 
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 

3-2-6-13 

厚 さ －45 －15 

幅 －50 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

13 ２ 薄層カラー舗装工 
 

（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、各車線 200ｍ
毎に１ ヶ所を掘り起こして測定（最少
３ヶ所）。 

ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長 40m 以下の間隔で測定することが
できる。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

3-2-6-13 

幅 －50 ― 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

6
2
 

－
3
7
4
－

 



単位：mm 
 

 

 

 

 

 

 

編 

 

 

 

 

 

 

章 

 

 

 

 

 

 

節 

 

 

 

 

 

 

条 

 

 

 

 

 

 

枝番 

 

 

 

 

 

 

工 種 

 

 

 

 

 

 

測定項目 

規  格  値 
 

 

 

 

 

 

測 定 基 準 

 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

 

定 

 

 

 

 

 

 

箇 

 

 

 

 

 

 

所 

 

 

 

 

 

 

摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

13 ３ 薄層カラー舗装工 
 

（上層路盤工） 

セメント（ 石灰）安
定処理工 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に９

個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10 個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が 10 個未満の場合は測定値の平均値
は適用しない。 
 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-13 

幅 －50 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

13 ４ 薄層カラー舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 

厚 さ －15 －20 －5 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

3-2-6-13 

幅 －50 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

13 ５ 薄層カラー舗装工 
 

（基層工） 

厚 さ －9 －12 －3 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

3-2-6-13 

幅 －25 ― 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

6
3
 

－
3
7
5
－

 



単位：mm 
 

 

 

 

 

 

 

編 

 

 

 

 

 

 

章 

 

 

 

 

 

 

節 

 

 

 

 

 

 

条 

 

 

 

 

 

 

枝番 

 

 

 

 

 

 

工 種 

 

 

 

 

 

 

測定項目 

規  格  値 
 

 

 

 

 

 

測 定 基 準 

 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

 

定 

 

 

 

 

 

 

箇 

 

 

 

 

 

 

所 

 

 

 

 

 

 

摘  要 

 

 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

14 １ ブロック舗装工 
 

（下層路盤工） 

基準高▽ ±40 ±50 ― 
基準高は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割と
し（最少２ヶ所）、道路中心線及び端
部で測定。 

厚さは、各車線 200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定（最少３ヶ所）。 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割に測定
（最少２ヶ所）。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
厚さは、個々の測定値が 10 個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10 個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10 個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 

3-2-6-14 

厚さ －45 －15 

幅 －50 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

14 ２ ブロック舗装工 
 

（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、各車線 200ｍ
毎に１ヶ所を掘り起こして測定（最少
３ヶ所）。 
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個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 
＊面管理の場
合は測定値の

平均 

中規模
以上 

小規模
以下 

中規模
以上 

小規模
以下 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

14 ３ ブロック舗装工 
 

（上層路盤工） 

セメント（石灰） 
安定処理工 

厚 さ －25 －30 －8 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取もしくは掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模が小さいもの。 
 
厚さは、個々の測定値が 10 個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10 個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10 個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 
 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。 

3-2-6-14 

幅 －50 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

14 ４ ブロック舗装工 
 

（ 加熱アスファルト
安定処理工） 

厚 さ －15 －20 －5 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定（最少
３個）。 

3-2-6-14 

幅 －50 ― 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

14 ５ ブロック舗装工 
（基層工） 厚 さ －9 －12 －3 

幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、厚さは、1,000 ㎡に１
個の割でコアーを採取して測定（最少
３個）。 
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測 定 箇 所 

 

 

摘  要 

個々の測定値 
（Ｘ） 

測定値の平均 
（） 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

15 1 路面切削工 
厚  さ  ｔ －7 －2 

厚さは 40ｍ毎に現舗装高と切削後の基
準高の差で算出する。 

測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
延長 40ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。 

測定方法は自動横断測定法によること
が出来る。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

 

3-2-6-15 

幅 ｗ －25 ― 

   

３ 
土 
木 
工 

事 

共 

通 

編 

２ 
一 

般 

施 

工 

６ 
一 

般 

舗 

装 

工 

15 2 路面切削工 

（面管理の場合） 

標高較差または厚さ

ｔのみ 

厚  さ  ｔ 

(標高較差) 

－17(17) 

(面管理とし
て緩和) 

－2 

(2) 

１．施工履歴データを用いた出来形管

理要領（案）に基づき出来形管理を実

施する場合に適用する。 

２．計測は切削面の全面とし、すべて

の点で設計面との厚さｔまたは標高較

差を算出する。計測密度は１点/㎡（平

面投影面積当たり）以上とする。 

３．厚さｔまたは標高較差は、現舗装

高切削後の基準高との差で算出する。 

４．幅は、延長 40m 毎に測定するもの

とし、延長 40m 未満の場合は、２ヶ所

／施工箇所とする。 

 

3-2-6-15 

幅 ｗ －25 ― 
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条 

 

 

枝番 

 

 

工 種 

 

 

測定項目 

規  格  値 
 

 

測 定 基 準 

 

 

測 定 箇 所 

 

 

摘  要 

個々の測定値 
（Ｘ） 

測定値の平均 
（） 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

16  舗装打換え工  

 

 

路
盤
工 

幅  ｗ －50 
各層毎１ヶ所／１施工箇所 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

 

3-2-6-16 

延長Ｌ －100 

厚さｔ 該当工種 

 

 

 

舗
設
工 

幅  ｗ －25 

延長Ｌ －100 

厚さｔ 該当工種 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

６ 

一
般
舗
装
工 

17 １ オーバーレイ工 
厚  さ  ｔ －9 

厚さは 40ｍ毎に現舗装高とオーバーレ
イ後の基準高の差で算出する。（最少
３ヶ所） 

測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長 40ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。 

3-2-6-17 

幅 ｗ －25 

延  長  Ｌ －100 

 

 

 

 

 

平  坦  性 

 

 

 

 

 

― 

３m プロフィル
メーター 

(σ)2.4mm 以
下直読式(足付 
き) 
(σ)1.75mm 以
下 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

6
6
－

1
 

－
3
7
8
－

1
－

 



単位：mm 
 

 

 

編 

 

 

章 

 

 

節 

 

 

条 

 

 

枝番 

 

 

工 種 

 

 

測定項目 

規  格  値 
 

 

測 定 基 準 

 

 

測 定 箇 所 

 

 

摘  要 
個々の測定値 

（Ｘ） 
平均の測定値

(Ｘ10) 
＊面管理の場

合は測定値の

平均 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

17 ２ オーバーレイ工 

 

（面管理の場合） 

厚さあるい

は標高較差 
-20 -3 

１．３次元データによる出来形管理に

おいて「３次元計測技術を用いた出来

形管理要領（案）」に基づき出来形管

理を実施する場合、その他本基準に規

定する計測精度・計測密度を満たす計

測方法により出来形管理を実施する場

合に適用する。 

 

２．個々の計測値の規格値には計測精

度として±4mm が含まれている。 

 

３．計測は設計幅員の内側全面とし、

全ての点で標高値を算出する。計測密

度は１点／㎡（平面投影面積当たり）

以上とする。 

 

４．厚さは、施工前の標高値とオーバ

ーレイ後の標高値との差で算出する。 

 

５．厚さを標高較差として評価する場

合は、オーバーレイ後の目標高さとオ

ーバーレイ後の標高値との差で算出す

る。 

 3-2-6-17 

 

 

平  坦  性 － 

3m プロフィルメ

ーター

(σ)2.4mm 以下

直読式（足付

き） 

(σ)1.75mm 以下 

  

   

 

 

 

 

  

Ⅰ
－

6
6
－

2
 

－
3
7
8
-
2
－
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 



単位：mm 
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 
編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

２  路床安定処理工 
基  準  高  ▽ ±50 

延長 40ｍにつき１ヶ所、延長 40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。 

基準高は、道路中心線及び端部で測
定。 
厚さは中心線及び端部で測定。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」による管理の場合は、全
体改良範囲図を用いて、施工厚さｔ、
天端幅ｗ、天端延長 L を確認（実測は
不要）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ＸAO 

3-2-7-2 

施工厚さ ｔ －50 

幅 ｗ －100 

延 長  Ｌ －200 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

３  置換工 
基  準  高  ▽ ±50 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50 ｍ） につき１ヶ所、延長 40ｍ（ 50
ｍ） 以下のものは１施工箇所につき２
ヶ所。 
厚さは中心線及び端部で測定。 

 

3-2-7-3 

置換厚さ ｔ －50 

幅 ｗ －100 

延 長  Ｌ －200 

  

 

Ⅰ
－

6
7
 

－
3
7
9
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

４ １ 表層安定処理工 
 

（サンドマット海上） 

 

基  準  高  ▽ 

 

特記仕様書に明示 

施工延長 10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。 

 

3-2-7-4 

 

法 長  ℓ 

 

－500 

 

天  端  幅  ｗ 

 

－300 

ｗ．（Ｌ）は施工延長 40ｍにつき１ヶ
所、延長 40ｍ以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。80ｍ以下のものは１施
工箇所につき３ヶ所。 
（Ｌ）はセンターライン及び表裏法肩
で行う。 

 

天端延長 Ｌ 

 

－500 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

４ ２ 表層安定処理工 

 

（ＩＣＴ施工の場合） 

基準高 ▽ 特記仕様書に明示 
施工延長 10m につき、１測点当たり５
点以上測定 

 3-2-7-4 

法 長 ℓ -500 

天端幅 ｗ -300 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に記載の全体改良平面図
を用いて、天端幅ｗ、天端延長 L を確
認（実測は不要）。 

 天端延長 L -500 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

５  パイルネット工 
基  準  高  ▽ ±50 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。 

厚さは中心線及び両端で掘り起こして
測定。 
杭については、当該杭の項目に準ず
る。 
 

 

3-2-7-5 

厚   さ  ｔ －50 

幅  ｗ －100 

延  長   Ｌ －200 

  

 

 

 

 

Ⅰ
－

6
8
 

－
3
8
0
－

 



単位：mm 
 

 

 

 

 

 

 

  

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

６  サンドマット工 
施工厚さ ｔ －50 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ以下の
ものは１施工箇所につき２ヶ所。 

厚さは中心線及び両端で掘り起こして
測定。 

 

3-2-7-6 

幅 ｗ －100 

延 長  Ｌ －200 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

７ 
 
 

 
 
 

 
 

８ 

 バーチカルドレーン工 
 
（サンドドレーン工） 
（ ペーパードレーン 
工） 
（袋詰式サンドドレー 
ン工） 
 

締固め改良工 

（サンドコンパクショ
ンパイル工） 
 

位置 ・間隔ｗ ±100 
25 本に１ヶ所。 
25 本以下は２ヶ所測定。１ヶ所に４本
測定。 
ただし、ペーパードレーンの杭径は対

象外とする。 

 

ペーパードレーン工においては、「３

次元計測技術を用いた出来形管理要領

（案）」の規定による測点の管理方法

を用いることができる。 

 
※余長は、適用除外 

3-2-7-7 

3-2-7-8 

杭 径  Ｄ 設計値以上 

打 込 長 さ ｈ 設計値以上 
全本数 

サンドドレーン、袋詰式
サンドドレーン、サンド
コンパクションパイルの
砂投入量 

 

― 

全本数 
計器管理にかえることができる。 

 

サンドコンパクションパイル工におい

ては、「３次元計測技術を用いた出来

形管理要領（案）」の規定による測点

の管理方法を用いることができる。   

Ⅰ
－

6
8
-
１

 

－
3
8
0
-
１

－
 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

９ １ 固結工 

 

（粉体噴射撹拌工） 

（高圧噴射撹拌工） 

（スラリー撹拌工） 

（生石灰パイル工） 

 
 
 
 

基  準  高  ▽ －50 
25 本に１ヶ所。 
25 本以下は２ヶ所測定。 
１ヶ所に４本測定。 
 

 

3-2-7-9 

位置・間隔ｗ Ｄ／4 以内 

杭  径  Ｄ 設計値以上 

深  度  L 設計値以上 
全本数 
 
Ｌ＝ℓ1－ℓ2 

ℓ1は改良体先端深度 

ℓ2は改良端天端深度 

 

 
 

３ 
土 

木 

工 

事 

共 

通 

編 

２ 
一 

般 

施 

工 

７ 
地 

盤 

改 

良 

工 

９ ２ 固結工 

 

（スラリー撹拌工） 

「３次元計測技術を用

いた出来形管理要領

（案）第８編固結工

（スラリー撹拌工）・

バーチカルドレーン工

編」による管理の場合 

 

基  準  高  ▽ ０以上 杭芯位置管理表により基準高を確認 
 

 

3-2-7-9 

位    置 Ｄ／８以内 

全本数 

施工履歴データから作成した杭芯位置

管理表により設計杭芯位置と施工した

杭芯位置との距離を確認 

（掘起しによる実測確認は不要） 

杭  径  Ｄ 設計値以上 

工事毎に１回 

施工前の撹拌翼の寸法実測により確認 

（掘起しによる実測確認は不要） 

改 良 長 Ｌ 設計値以上 

全本数 

施工履歴データから作成した杭打設結

果表により確認 

（残尺計測による確認は不要） 

 
  

Ⅰ
－

6
9
 

－
3
8
1
－

 

出
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及
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格
値

 



単位：mm 
 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

７ 

地
盤
改
良
工 

９ ３ 固結工 

（中層混合処理） 
基 準 高  ▽ 設計値以上 

1,000m3～4,000m3 につき１ケ所、また

は施工延長 40m（測点間隔 25m の場合は

50m）につき１ケ所。 

1,000m3 以下、または施工延長

40m(50m)以下のものは 1 施工箇所につ

き２ケ所。 

施工厚さは施工時の改良深度確認を出

来形とする。 

「３次元計測技術を用いた出来形管理

要領（案）」による管理の場合は、全

体改良範囲図を用いて、施工厚さｔ、

幅ｗ、延長 L を確認（実測は不要）。 

 

3-2-7-9 

施 工 厚 さ ｔ 設計値以上 

幅      ｗ 設計値以上 

延   長  L 設計値以上 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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6
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1
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ １ 土留・仮締切工 基準高は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍ
の場合は 50ｍ）につき１ヶ所。延長 40
ｍ（または 50ｍ）以下のものは、１施
工箇所につき２ヶ所。 

 

3-2-10-5 
基  準  高  ▽ ±100 

（Ｈ鋼杭） 

  （鋼矢板） 
根 入 長 設計値以上  

        

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ ２ 土留・仮締切工 全数  3-2-10-5 
削 孔 深 さ ℓ 設計深さ以上 

（アンカー工） 

   配 置 誤 差 ｄ 100   

        

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ ３ 土留・仮締切工 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-10-5 

（ 連節ブロック張り 

  工） 法 長  ℓ －100  

     

 

 

延 長  Ｌ1 Ｌ2 

 

－0.5% 

ただし 

最大－200   

最小－50 
 

１施工箇所毎  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ ４ 土留・仮締切工 施工延長 40ｍにつき１ヶ所。 
延長 40ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-10-5 
基  準  高  ▽ －50 

（締切盛土） 

   天  端  幅  ｗ －100   

    法 長  ℓ －100   

        

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ ５ 土留・仮締切工 施工延長 40ｍにつき１ヶ所。 
延長 40ｍ以下のものは、１施工箇所に
つき２ヶ所。 

 3-2-10-5 
基  準  高 ▽ －50 

（中詰盛土） 

      

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

９  地中連続壁工（壁式） 基準高は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍ
の場合は 50ｍ）につき１ヶ所。延長 40
ｍ（または 50ｍ）以下のものについて
は１施工箇所につき２ヶ所。 
変位は施工延長 20ｍ（測点間隔 25ｍの
場合は 25ｍ）につき１ヶ所。延長 20ｍ
（または 25ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 

 3-2-10-9 
基  準  高 ▽ ±50 

連壁の長さ ℓ －50 

変 位 300 
    

   壁  体  長 Ｌ －200   

       

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

10  地中連続壁工（ 柱列 基準高は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍ
の場合は 50ｍ）につき１ヶ所。延長 40
ｍ（または 50ｍ）以下のものについて
は１施工箇所につき２ヶ所。 
変位は施工延長 20ｍ（測点間隔 25ｍの
場合は 25ｍ）につき１ヶ所。延長 20ｍ
（または 25ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 

 3-2-10-10 
式） 基  準  高 ▽ ±50  

連壁の長さ ℓ －50 

変 位 ｄ D／4 以内 
    

   壁  体  長 Ｌ －200   

       

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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D：杭径 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

１ １ 鋳造費（金属支承工） 
上
下
部
鋼
構
造
物
と
の
接
合
用
ボ
ル
ト
孔 

 

孔の直径差 
＋2 
－0 

製品全数を測定。 
 
※1）ガス切断寸法を準用する 
 
※5）組立て後に測定 
 
詳細は道路橋支承便覧参照 

 3-2-12-1 

 

 

 

 

 

 

 

中
心
距
離 

ボスの突起を基準とした孔の 

位置ずれ 

 

≦1000mm 
 

1 以下 

ボスの突起を基準とした孔の
位置ずれ 

 

＞1000mm 
 

1.5 以下 

ア
ン
カ
ー
バ
ー
用
孔
（
鋳
放
し
） 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト 

ド
リ
ル
加
工
孔 

 

≦100mm 
＋3 
－1 

 

＞100mm 
＋4 
－2 

孔の中心距離 

※1 
JIS B 0403-1995 

CT13 

セ
ン
タ
ー
ボ
ス 

 

ボ ス の 直 径 ＋0 
－1 

 

ボ ス の 高 さ ＋1 
－0 

ボス 

※5 

ボ ス の 直 径 ＋0 

－1 

ボ ス の 高 さ ＋1 

－1 
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
2
 

－
3
8
4
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

１ １ 鋳造費（金属支承工） 
上沓の橋軸及び橋軸直角
方向の長さ寸法 

JIS B 0403-1995 
CT13 

製品全数を測定。 
 

※2）片面のみの削り加工の場
合も含む。 

 

※3）ソールプレートの接触面
の橋軸及び橋軸直角方向の長
さ寸法に対しては CT13 を適用
するものとする。 

 

※4）全移動量分の遊間が確保
されているのかを確認する。 

 

 

 3-2-12-1 

全
移
動
量
ℓ 

※
4 

ℓ≦300mm ±2 

ℓ＞300mm ±ℓ／100 

 

 

 

 

組
立
高
さ
Ｈ 

上,下面加工仕上
げ 

±3 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
用 

Ｈ≦300mm ±3 

 

 

 

Ｈ＞300mm 

 

 

(Ｈ／ 200 ＋ 3) 小数点以下
切り捨て 

 

 

 

 

 

普
通
寸
法 

鋳放し長さ寸法 
※2）、※3） 

JIS B 0403-1995 
CT14 

鋳放し肉厚寸法 
※2） 

JIS B 0403-1995 
CT15 

削り加工寸法 JIS B 0405-1991 
粗級 

ガス切断寸法 JIS B 0417-1979 
B 級 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

１ ２ 鋳造費（大型ゴム支承 
工） 

幅
ｗ 
長
さ
Ｌ 
直
径
Ｄ 

ｗ,Ｌ,Ｄ≦500 0～＋5 
製品全数を測定。 

平面度：１個のゴム支承の厚
さ（ｔ） の最大相対誤差 

 

詳細は道路橋支承便覧参照 

 3-2-12-1 

500＜ｗ,Ｌ,Ｄ 
≦1500mm 

0～＋1％ 

1500＜ｗ,Ｌ,Ｄ 0～＋15 

 

厚
さ
ｔ 

ｔ≦20mm ±0.5 

20＜ｔ≦160 ±2.5％ 

160＜ｔ ±4 

相
対
誤
差 

ｗ,Ｌ,Ｄ≦1000mm 1 

1000mm＜ｗ,Ｌ,Ｄ (ｗ,Ｌ,Ｄ)／1000 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
3
 

－
3
8
5
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

１ ３ 仮設材製作工  

 

 

 

 

 

 

 

部

材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±3… ℓ≦10 
±4… ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-1 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

１ ４ 刃口金物製作工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刃 口 高 さｈ
（ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

±2…  ｈ≦0.5 
±3… 

0.5＜h≦1.0 
±4… 

1.0＜ｈ≦2.0 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外周長Ｌ（ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±(10＋L／10) 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
4
 

－
3
8
6
－

 



単位：mm 
 

 

編 

 

章 

 

節 

 

条 

 

枝番 

 

工 種 

 

測  定  項  目 

 

規  格  値 

測 定 基 準 
 

測 定 箇 所 

 

摘  要 

鋼桁等 トラス・アーチ等 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

３ １ 桁製作工 

（仮組立による検査を
実施する場合） 

 

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合） 

部
材
精
度 

 

 

 

 

ﾌﾗﾝｼﾞ幅ｗ(ｍ） 
 

腹板高ｈ（ｍ） 
腹板間隔ｂ′ 
（ｍ） 

 

 

±2…… 
ｗ≦0.5 

±3…… 
0.5＜ｗ≦1.0 

±4…… 
1.0＜ｗ≦2.0 

±(3＋ｗ／2)…… 
2.0＜ｗ 

主桁・主構 

各支点及び各支間中央付近を測定。
床組など 
構造別に、５部材につき１個抜き取っ
た部材の中央付近を測定。 
なお、JIS マーク表示品を使用する場合
は、製造工場の発行する JIS に基づく
試験成績表に替えることができる。 

 

3-2-12-3 

板
の
平
面
度δ

（
㎜
） 

 

鋼桁及びト
ラス等の部
材の腹板 

 

 

ｈ／250 

主桁 
各支点及び各支間中央付近を測定。 
 

ｈ： 腹 板 高 （mm）     
ｂ：腹板またはリブの間隔
（mm） ｗ：フランジ幅（mm） 

  

 

箱桁及びト
ラス等のフ
ランジ鋼床
版のデッキ
プレート 

 

 

 

ｂ／150 

  

フランジの直角度
δ（mm） 

ｗ／200 

部
材
長
ℓ
（
ｍ
） 

 

 

鋼桁 

 

 

±3… ℓ≦10 
±4… ℓ＞10 

原則として仮組立をしない状態の部材
について、主要部材全数を測定。 

 

 

 

 

トラス、 
アーチなど 

 

 

±2… ℓ≦10 
±3… ℓ＞10 

 

 

圧縮材の曲がり
δ（mm） 

 

 

 

ℓ／1000 

 

 

 

― 

主要部材全数を測
定。 
 

ℓ：部材長（mm） 

  

※規格値の w に代入する数値はｍ単位の数値である。 

ただし、「板の平面度 δ，フランジの直角度 δ，圧縮材の曲がりδ」の規格値の h，b，w に代入する数値はｍｍ単位の数値とす
る。 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
5
 

－
3
8
7
－

 



単位：mm 
 

 

編 

 

章 

 

節 

 

条 

 

枝番 

 

工 種 

 

測  定  項  目 

 

規  格  値 

測 定 基 準 
 

測 定 箇 所 

 

摘  要 

鋼桁等 トラス・アーチ等 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

３ １ 桁製作工 

（仮組立による検査を
実施する場合） 

 

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮
組
立
精
度 

 

 

全長 L（ｍ） 
支間長 Ln（ｍ） 

 

 

±(10＋L／10) 
±(10＋Ln／10) 

 

 

各桁毎に全数測定。 

3-2-12-3 

主桁、主構の中心
間距離 

Ｂ（ｍ） 

±4……   B≦2 
±(3＋B／2) 

……B＞2 

 

各支点及び各支間中央付近を測定。 
  

主構の組立高さ 
ｈ（ｍ） 

±5……   h≦5 
±(2.5＋h／2) 

……   h＞5 

 

― 

 

両端部及び中心部
を測定。 

  

 

主桁、主構の通り 
δ（mm） 

 

5＋L／5…… 
L≦100 

25……  L＞100 

最も外側の主桁または主構について支
点及び支間中央の１点を測定。 
 

L：測線上（m） 

  

 

 

 

 

主桁、主構のそり 
δ（mm） 

－5～＋5…… 
L≦20 

－5～＋10…… 
20＜L≦40 

－5～＋15…… 
40＜L≦80 

－5～＋25…… 
80＜L≦200 

各主桁について 10
～12ｍ間隔を測定。 
 

 
L：主桁の支間長 

（m） 

各主構の各格点を
測定。 
 

 

L：主構の支間長 
（m） 

  

主桁、主構の橋端
における出入差 

δ（mm） 

 

 

±10 

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。 

  

 

主桁、主構の鉛直
度 

δ（mm） 

 

 

3＋h／1000 

各主桁の両端部を
測定 。    
ｈ：主桁の高さ 

（mm） 

支点及び支間中央
付近を測定。 
ｈ：主構の高さ 

（mm） 

  

 

 

現場継手部のすき
間 
δ1，δ2（mm） 

 

 

 

±5 

主桁、主構の全継手数の 1／2 を測定。 
δ1、δ2 のうち大きいもの 

なお、設計値が5mm未満の場合は、すき
間の許容範囲の下限値を 0mm とする。
（例：設計値が3mmの場合、すき間の許
容範囲は 0mm～8mm） 

 

 

 

 

 

※規格値の L，B，ｈ に代入する数値はｍ単位の数値である。 
ただし、「主桁、主構の鉛直度 δ」の規格値のｈに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
6
 

－
3
8
8
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

３ ２ 桁製作工 

（仮組立検査を実施し
ない場合） 

部
材
精
度 

 

 

 

フランジ幅 
ｗ(ｍ） 

 

腹板高 
ｈ（ｍ） 

 

±2…… 
ｗ≦0.5 

±3…… 
5＜ｗ≦1.0 

±4…… 
1.0＜ｗ≦2.0 

±(3＋ｗ／2)…… 
2.0＜ｗ 

主桁、主構 

各支点及び各支間中央付近を測定。
床組など 
構造別に、５部材につき１個抜き取っ
た部材の中央付近を測定。 

 3-2-12-3 

板
の
平
面
度δ

（
㎜
） 

 

 

 

鋼桁等の部
材の腹板 

 

 

 

ｈ／250 

主桁 
各支点及び各支間中央付近を測定。 
 

ｈ： 腹 板 高 （mm）     
ｂ：腹板またはリブの間隔
（mm） ｗ：フランジ幅（mm） 

 

 

箱桁等のフ
ランジ鋼床
版のデッキ
プレート 

 

 

 

ｂ／150 

 

 

 

 

 

フランジの直角度 
δ（mm） 

 

 

 

 

 

 

ｗ／200 

 

部
材
長
ℓ
（
ｍ
） 

 

 

 

 

 

鋼桁 

 

 

 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

主要部材全数を測定。 

 

 

 

※規格値の w に代入する数値はｍ単位の数値である。 
ただし、「板の平面度 δ，フランジの直角度 δ」の規格値の h，b，w に代入する数値はｍｍ単位の数値とする。 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
7
 

－
3
8
9
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 
工 
場 
製 
作 
工 
 

共 
通 

３ ３ 桁製作工 
（鋼製堰堤製作工（仮 部 材 の 水 平 度 10 

全数を測定。 3-2-12-3 

組立時）） 

 

堤 長  Ｌ ±30 

    
堤 長  ℓ ±10 

    
   堤 幅  Ｗ ±30  

    堤 幅  ｗ ±10  

    高 さ  Ｈ ±10  

    ベースプレートの高さ ±10  

    本 体 の 傾 き ±Ｈ／500  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁に続く 

   

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
8
－

1
 

－
3
9
0
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

３ ３ 桁製作工 

（鋼製堰堤製作工（仮
組立時）） 

  

 

3-2-12-3 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
8
－

2
 

－
3
9
1
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

４  検査路製作工  

 

部材 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-4 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

５  鋼製伸縮継手製作工  

部材 

 

部材長ｗ（ｍ） 

 

0～＋30 

製品全数を測定。  3-2-12-5 

 

 

 

 

仮
組
立
時 

 

組合せる伸縮装置
との高さの差 

δ1（mm） 

 

設  計  値 
±4 

両端部及び中央部付近を測定。 

 

 

フィンガーの食い
違い 

δ2（mm） 

 

 

±2 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

7
9
 

－
3
9
2
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

６  落橋防止装置製作工  

 

 

部
材 

 

 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-6 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

７  橋梁用防護柵製作工  

 

 

部
材 

 

 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-7 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

８  アンカーフレーム製作 
工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮
組
立
時 

 

 

 

上 面 水 平 度 
δ1（mm） 

 

 

 

 

ｂ／500 

軸心上全数測定。  3-2-12-8 

 

 

 

鉛 直 度
δ2（mm） 

 

 

 

 

ｈ／500 

 

 

 

高 さ ｈ（mm） 

 

 

 

±5 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

8
0
 

－
3
9
3
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

９  プレビーム用桁製作工  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部
材 

 

 

フランジ幅 
ｗ（ｍ） 

腹板高 
ｈ（ｍ） 

±2…… 
ｗ≦0.5 

±3…… 0.5＜ｗ
≦1.0 

±4…… 1.0＜ｗ
≦2.0 

±(3＋ｗ／2)… 
2.0＜ｗ 

各支点及び各支間中央付近を測定。  3-2-12-9 

 

 

 

 

フランジの直角度 
δ（mm） 

 

 

 

 

 

ｗ／200 

各支点及び各支間中央付近を測定。   

 

 

 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

 

 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

原則として仮組立をしない部材につい
て主要部材全数で測定。 

  

 

 

 

仮
組
立
時 

 

 

 

 

 

主桁のそりδ 

 

 

－5～＋5 
…L≦20 

－5～＋10 
…20＜L≦40 

各主桁について 10～12ｍ間隔を測定。   

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 

工
場
製
作
工 

 

共
通 

10  鋼製排水管製作工  

 

 

部
材 

 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  3-2-12-10 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

8
1
 

－
3
9
4
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定  項 目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

12 
工 
場 
製 
作
工 

 

共
通 

11  工場塗装工 塗 膜 厚 ａ．ロット塗膜厚
の平均値は、目標
塗膜厚合計値の
90％以上。 
ｂ．測定値の最小
値は、目標塗膜厚
合計値の 70％以
上。 
ｃ．測定値の分布
の標準偏差は、目
標塗膜厚合計値の
20％以下。ただ
し、測定値の平均
値が目標塗膜厚合
計値より大きい場
合はこの限りでは
ない。 

外面塗装では、無機ジンクリッチペイ
ントの塗付後と上塗り終了時に測定
し、内面塗装では内面塗装終了時に測
定。 
1 ロットの大きさは、500 ㎡とする。 
1 ロット当たり測定数は 25 点とし、各
点の測定は 5 回行い、その平均値をそ
の点の測定値とする。ただし、1 ロット
の面積が 200 ㎡に満たない場合は 10 ㎡

 

ごとに 1 点とする。 

 3-2-12-11 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

13 
橋 
梁 
架 
設 
工 

  架設工（鋼橋） 各桁毎に全数測定。 

 

3-2-13 

（クレーン架設） 全 長 Ｌ （ｍ） ±(20＋L／5) 

（ケーブルクレーン架 支間長Ｌn（ｍ） ±(20＋Ln／5) 

設） 
（ケーブルエレクショ 
ン架設）  

 

通  り  δ（ｍｍ） 

 

 

±(10＋2L／5) 

L：主桁・主構の支間長(m) 

 

（架設桁架設） 
（送出し架設） 
（トラベラークレーン 

 架設）  

   

 

そ  り  δ（ｍｍ） 

 

 

±(25＋L／2) 

主桁、主構を全数測定。 
L：主桁・主構の支間長(m) 

 

 

各支点及び各支間中央付近を測定。 

 

  ※主桁、主構の中心間
距離 B(m) 

±4…… B≦2 
±(3＋B／2)… 

B＞2 

 

   

 

※主桁の橋端における
出入差 δ（mm） 

 

 

±10 

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。 

 

 

   

 

※主桁、主構の鉛直度
δ（mm） 

 

 

3＋h／1000 

各主桁の両端部を測定。 
h：主桁・主構の高さ(mm) 

 

 

主桁、主構の全継手数の 1／2 を測定。 
δ1,δ2 のうち大きいもの 
なお、設計値が 5mm 未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を 0mm とす
る。（例：設計値が 3mm の場合、すき
間の許容範囲は 0mm～8mm） 

 

  ※現場継手部のすき間
δ1,δ2（mm） 

 

±5 
 

     

    ※は仮組立検査を実施しない工事に適
用。 

  

※規格値の L，B に代入する数値はｍ単位の数値である。 
ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値の h に代入する数値はｍｍ単位の数値とする。 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

13 

橋
梁
架
設
工 

  架設工（コンクリート 
橋） 

 

（クレーン架設） 
（架設桁架設） 

 

架設工支保工 
（固定） 
（移動） 

 

架設桁架設 
（片持架設） 
（押出し架設） 

 

全  長・支  間 

 

― 

各桁毎に全数測定。  3-2-13 

 

桁の中心間距離 

 

― 

一連毎の両端及び支間中央について各
上下間を測定。 

 

そ り 

 

― 

主桁を全数測定。 

   

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

14 

法
面
工 

 

共
通 

２ １ 植生工 
 

（種子散布工） 
（張芝工） 
（筋芝工） 
（市松芝工） 
（植生シート工） 
（植生マット工） 
（植生筋工） 
（人工張芝工） 
（植生穴工） 

切
土
法
長
ℓ 

ℓ＜5ｍ －200 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
ただし、計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とができる。 

 

 

 

3-2-14-2 

 
 

ℓ≧5ｍ 法長の－4％ 

盛
土
法
長
ℓ 

ℓ＜5ｍ －100 

ℓ≧5ｍ 法長の－2％ 

延 長  Ｌ －200 
１施工箇所毎 
ただし、計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とができる。 
 

 

 

出
来
形
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及
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３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

14 

法
面
工 

 

共
通 

２ ２ 植生工 
 

（植生基材吹付工） 
（客土吹付工） 

法
長
ℓ 

 

ℓ＜5ｍ 
 

－200 
 
施工延長 40ｍにつき１ヶ所、40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。 
ただし、計測手法については、従来管
理のほかに「T３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とができる。 

  
3-2-14-2 

 

ℓ≧5ｍ 
 

法長の－4％ 

   

 

 

 

 

 

厚
さ
ｔ 

 

ｔ＜5cm 
 

－10 
施工面積 200 ㎡につき１ヶ所、面積 200
㎡以下のものは、１ 施工箇所につき２
ヶ所。 
検査孔により測定。 

 

ｔ≧5cm 
 

－20 

ただし、吹付面に凹凸がある場合の
最小吹付厚は、設計厚の 50％以上と
し、平均厚は設計厚以上。 

延 長  Ｌ －200 

１施工箇所毎 
ただし、計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とができる。 

  

  

Ⅰ
－

8
4
－

１
 

－
3
9
7
-
1
－
 



単位：mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ
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３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

14 

法
面
工 

 

共
通 

３  吹付工 
 

（コンクリート） 
（モルタル） 

 

 

 

法
長
ℓ 

 

ℓ＜3ｍ 

 

－50 

施工延長 40ｍにつき１ヶ所、40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。  
測定断面に凹凸があり、曲線法長の測
定が困難な場合は直線法長とする。 
ただし、計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とができる。 

 3-2-14-3 

 

ℓ≧3ｍ 

 

－100 

 

 

 

 

 

 

 

厚
さ
ｔ 

 

ｔ＜5cm 

 

－10 

200 ㎡につき１ヶ所以上、200 ㎡以下は
２ヶ所をせん孔により測定。 

 

ｔ≧5cm 

 

－20 

ただし、吹付面に凹凸がある場合の
最小吹付厚は、設計厚の 50％以上と
し、平均厚は設計厚以上 

 

延 長  Ｌ 

 

－200 

１施工箇所毎 
ただし、計測手法については、従来管
理のほかに「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とができる。 
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３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

14 
法
面 
工 
 

共 
通 

４ １ 法枠工  

 

法
長
ℓ 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
計測手法については、従来管理のほか 

に「３次元計測技術を用いた出来形計 

測要領（案）」で規定する出来形計測 
性能を有する機器を用いることが出来
る  

3-2-14-4 

   

（現場打法枠工） 
ℓ＜10ｍ －100 曲線部は設計

図書による 

  （現場吹付法枠工）  
 

ℓ≧10ｍ 

 

－200 

     

幅 ｗ 

 

－30 

枠延延長 100ｍにつき１ヶ所、枠延延長
100ｍ以下のものは１施工箇所につき２
ヶ所。 
計測手法については、従来管理のほか 
に「３次元計測技術を用いた出来形計 
測要領（案）」で規定する出来形計測 
性能を有する機器を用いることが出来 
る。 

 

     

高 さ  ｈ 

 

－30 
 

     

枠中心間隔 ａ 

 

±100 
 

 

延 長  Ｌ 

 

－200 

１施工箇所毎 
計測手法については、従来管理のほか 
に「３次元計測技術を用いた出来形計 
測要領（案）」で規定する出来形計測
性能を有する機器を用いることが出来
る。 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

14 
法
面 
工 
 

共 
通 

４ ２ 法枠工  

 

法
長
ℓ 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 3-2-14-4 

  （ プレキャスト法枠
工） 

ℓ＜10ｍ －100  

    
 

ℓ≧10ｍ 

 

－200      

     
     

延 長  Ｌ 

 

－200 

１施工箇所毎  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

14 
法
面 
工 
 

共 
通 

６  アンカー工 全数 3-2-14-6 

  削孔深さ ℓ 設計値以上 ※鉄筋挿入工

にも適用する 
   

 

配置誤差 ｄ 
 

100 
   

   
    

せん孔方向  θ 
 

±2.5 度 
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３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

15 

擁
壁
工 

 

共
通 

１  （一般事項） 
 

場所打擁壁工 

 

基  準  高  ▽ 
±50 

ただし舗装面と接

する場合±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また

は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ

き２ヶ所。 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管理 

要領（案）」に基づき出来形管理を実 

施する場合は、同要領に規定する計測 

精度・計測密度を満たす計測方法によ 

り出来形管理を実施することができ 

る。 

 

3-2-15-1 

 

厚 さ  ｔ 

 

－20 

 

裏  込  厚  さ 

 

－50 

 

幅 ｗ1，ｗ2 

 

－30 

 

 

高
さ
ｈ 

 

ｈ＜3ｍ 

 

－50 

 

ｈ≧3ｍ 

 

－100 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

１施工箇所毎 
 
「３次元計測技術を用いた出来形要領 
（案）」に基づき出来形管理を実施す 
る場合は、同要領に規定する計測精 
度・計測密度を満たす計測方法により 
出来形管理を実施することができる。 勾   配 ±0.5 分 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

15 

擁
壁
工 

 

共
通 

２  プレキャスト擁壁工  

 

基  準  高  ▽ 

±50 

ただし舗装面と接

する場合±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に基づき出来形管理を実 
施する場合は、同要領に規定する計測 
精度・計測密度を満たす計測方法によ 
り出来形管理を実施することができ 
る。  

3-2-15-2 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

１施工箇所毎 
 
「３次元計測技術を用いた出来形要領 
（案）」に基づき出来形管理を実施す 
る場合は、同要領に規定する計測精 
度・計測密度を満たす計測方法により 
出来形管理を実施することができる。 勾   配 ±0.5 分 
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３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

15 

擁
壁
工 

 

共
通 

３  補強土壁工 
 

（補強土（テールアル
メ）壁工法） 
（多数アンカー式補強
土工法） 
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法） 

 

基  準  高  ▽ 
±50 

ただし舗装面と接

する場合±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」に基づき出来形管理を実 
施する場合は、同要領に規定する計測 
精度・計測密度を満たす計測方法によ 
り出来形管理を実施することができ 
る。 

 3-2-15-3 

 

 

高
さ
ｈ 

 

ｈ＜3ｍ 

 

－50 

 

ｈ≧3ｍ 

 

－100 

 

鉛  直  度  △ 
±0.03ｈかつ 
±300 以内 

 

控  え  長  さ 

（補強材の設計） 

 

設計値以上 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

１施工箇所毎 
 
「３次元計測技術を用いた出来形要領 
（案）」に基づき出来形管理を実施す 
る場合は、同要領に規定する計測精 
度・計測密度を満たす計測方法により 
出来形管理を実施することができる。 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

15 

擁
壁
工 

 

共
通 

４  井桁ブロック工  

基  準  高  ▽ 
±50 

ただし舗装面と接

する場合±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

3-2-15-4 

 

 

法
長
ℓ 

 

ℓ＜３ｍ 

 

－50 

 

ℓ≧３ｍ 

 

－100 

 

厚さｔ1，ｔ2，ｔ3 

 

－50 

延 長  Ｌ1，Ｌ2 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

１施工箇所毎 

勾    配 ±0.5 分 
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３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

16 

浚
渫
工 

 

共
通 

３ １ 浚渫船運転工 
 

（ポンプ浚渫船） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基
準
高 
▽ 

 

 

 

 

電
気
船 

 

200ps 
 

－800～＋200 
延長方向は、設計図書により指定され
た測点毎。 
横断方向は、５ｍ毎。 

また、斜面は法尻、法肩とし必要に応
じ中間点も加える。ただし、各測定値
の平均値の設計基準高以下であるこ
と。 

 

3-2-16-3 

 

500ps 
 

－1000～＋200 

 

1000ps 
 

－1200～＋200 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
船 

 

250ps 
 

－800～＋200 

420ps 
600ps 

 

－1000～＋200 

 

1350ps 
 

－1200～＋200 

 

幅 
 

－200 

 

延 長 
 

－200 

  

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

16 

浚
渫
工 

 

共
通 

３ ２ 浚渫船運転工 
 

（グラブ船） 
（バックホウ浚渫船） 

 

基  準  高  ▽ 
 

＋200 以下 
延長方向は、設計図書により指定され
た測点毎。 
横断方向は、５ｍ毎。 

また、斜面は法尻、法肩とし必要に応
じ中間点も加える。ただし、各測定値
の平均値の設計基準高以下であるこ
と。 

3-2-16-3 

 

幅 
 

－200 

 

延 長 
 

－200 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

16 

浚 

渫 

工 

 

共 

通 

３ ３ 浚渫船運転工 
 

（グラブ船） 

（バックホウ浚渫船） 
 
（面管理の場合） 

 平均値 
個々の計

測値 

１．３次元データによる出来形管理に

おいて「３次元計測技術を用いた出来

形管理要領（案）」に基づき出来形管

理を面管理で実施する場合、その他本

基準に規定する計測精度・計測密度を

満たす計測方法により出来形管理を実

施する場合に適用する。 

２．個々の計測値の規格値には計測精

度として±100mm が含まれている。 

３．計測は平場面と法面（小段を含

む）の全面とし、全ての点で設計面と

の標高較差を算出する。計測密度は１

点／㎡（平面投影面積当たり）以上と

する。 

 3-2-16-3 

標高較差 ±0 以下 
＋400 

以下 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

３ 

土
木
工
事
共
通
編 

２ 

一
般
施
工 

18 

床
版
工 

２  床版工  

基  準  高  ▽ 

 

±20 

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で、１ヶ所当たり両端と中央部
の３点、幅は１径間当たり３ヶ所、厚
さは型枠設置時におおむね 10 ㎡に１ヶ
所測定。 
（床版の厚さは、型枠検査をもって代
える。） 

 

  

3-2-18-2 

 

幅 ｗ 

 

0～＋30 

 

厚 さ  ｔ 

 

－10～＋20 

 

鉄筋のかぶり 

 

設計値以上 

１径間当たり３断面（両端及び中央）
測定。１断面の測定箇所は断面変化毎
１ヶ所とする。 

 

鉄筋の有効高さ 

 

±10 

 

鉄  筋  間  隔 

 

±20 

１径間当たり３ヶ所（両端及び中央）
測定。 

１ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全
数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎
に２ｍの範囲を測定。 

 上記、鉄筋の有効
高さがマイナスの
場合 

 

±10 

延 長  Ｌ 

Ｌ＜20ｍ 

Ｌ≧20ｍ 

 

±20 

±30 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

６ 

河
川
編 

１ 

築
堤 

・
護
岸 

７ 

法
覆
護
岸
工 

４  護岸付属物工 
幅 ｗ －30 

各格子間の中央部１ヶ所を測定。 
「３次元計測技術をを用いた出来形管

理要領（案）」の規定による測点の管

理方法を用いることができる。 
 

 6-1-7-4 

高 さ  ｈ －30 

  

６ 

河
川
編 

１ 

築
堤 
・
護
岸 

10 

水
制
工 

８  杭出し水制工 
基  準  高  ▽ ±50 

１組毎  6-1-10-8 

幅 ｗ ±300 

方 向 ±7° 

延 長  Ｌ －200 

  

６ 

河
川
編 

１ 

築
堤 
・
護
岸 

光
ケ
ー
ブ
ル
配
管
工 

３  配管工 
埋  設  深  ｔ 0～＋50 

接続部（地上機器部）間毎に１ヶ所。 

 

6-1-13-3 

延 長  L －200 
接続部（地上機器部）間毎で全数。 
【管路センターで測定】 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

６ 

河
川
編 

１ 

築
堤 
・
護
岸 

光
ケ
ー
ブ
ル
配
管
工 

４  ハンドホール工 
 

基  準  高  ▽ 
 

±30 
１ヶ所毎 
※は現場打部分のある場合 

 6-1-13-4 

※厚さ t1～t5 
 

－20 

※幅 w1,w2 
 

－30 

※高さ  h1,h2 
 

－30 

６ 

河
川
編 

３ 

樋
門 
・
樋
管 

５ 

樋
門 
・
樋
管
本
体
工 

６ １ 函渠工 
 

（本体工） 

 

基  準  高  ▽ 

 

±30 

柔構造樋門の場合は埋戻前（載荷前）
に測定する。 

 6-3-5-6 

 

厚 さ ｔ1～ｔ8 

 

－20 

函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び
図面の寸法表示箇所で測定。 

門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇
所で測定。 
プレキャスト製品使用の場合は、製品
寸法を規格証明書で確認するものと 
し、『基準高』と『延長』を測定。 

 

幅 ｗ1，ｗ2 

 

－30 

 

内空幅 ｗ3 

 

－30 

 

内空高 ｈ1 

 

±30 

延 長  Ｌ 

Ｌ＜20ｍ 

Ｌ≧20ｍ 

 

－50 

－100 

６ 

河
川
編 

３ 

樋
門 
・
樋
管 

５ 

樋
門 
・
樋
管
本
体
工 

６ ２ 函渠工 
 

（ヒューム管） 
（ＰＣ管） 
（コルゲートパイプ） 
（ダクタイル鋳鉄管） 

 

 

基  準  高  ▽ 

 

 

±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 6-3-5-6 

延 長  Ｌ 

Ｌ＜20ｍ 

Ｌ≧20ｍ 

 

－50 

－100 

 

１施工箇所毎 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

６ 

河
川
編 

３ 

樋
門 
・
樋
管 

５ 

樋
門 
・
樋
管
本
体
工 

７ 
８ 

 翼壁工 
水叩工 基  準  高  ▽ ±30 

図面の寸法表示箇所で測定。  6-3-5-7 
6-3-5-8 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

延 長  Ｌ －50 

  

６ 

河
川
編 

４ 

水
門 

６ 

水
門
本
体
工 

７ 
８ 
９ 
10 
11 

 床版工 

堰柱工
門柱工 
ゲート操作台工
胸壁工 

基  準  高  ▽ ±30 図面の寸法表示箇所で測定。  6-4-6-7 
6-4-6-8 
6-4-6-9 
6-4-6-10 
6-4-6-11 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

延 長  Ｌ －50 

６ 

河
川
編 

５ 
堰 

６ 

可
動
堰
本
体
工 

13 
14 

 閘門工 
土砂吐工 

基  準  高  ▽ ±30 図面の寸法表示箇所で測定。  6-5-6-13 
6-5-6-14 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

延 長  Ｌ －50 

６ 

河
川
編 

５ 
堰 

７ 

固
定
堰
本
体
工 

８ 
９ 
10 

 堰本体工 

水 叩 工 
土砂吐工 

基  準  高  ▽ ±30 基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工
継手箇所及び構造図の寸法表示箇所で
測定。 

 

6-5-7-8 
6-5-7-9 
6-5-7-10 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

堰
長
Ｌ 

Ｌ＜20ｍ －50 

Ｌ≧20ｍ －100 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

６ 

河
川
編 

５ 
堰 

８ 

魚
道
工 

３  魚道本体工 
基  準  高  ▽ ±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50 ｍ） につき１ヶ所、40ｍ（ または
50ｍ） 以下のものは１ 施工箇所につ
き２ヶ所。 

 6-5-8-3 

厚 さ ｔ1，ｔ2 －20 

幅 ｗ －30 

高 さ ｈ1，ｈ2 －30 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

６ 

河
川
編 

５ 
堰 

９ 

管
理
橋
下
部
工 

２  管理橋橋台工 
基  準  高  ▽ ±20 

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は図面の寸法表示箇所で測
定。 

 

6-5-9-2 

厚 さ  ｔ －20 

天  端  幅  ｗ1 

（橋軸方向） 
－10 

天  端  幅  ｗ2 

（橋軸方向） 
－10 

敷 幅  ｗ3 

（橋軸方向） 
－50 

高 さ  ｈ1 －50 

胸壁の高さ  ｈ2 －30 

天  端  長  ℓ1 －50 

敷 長  ℓ2 －50 

胸壁間距離  ℓ ±30 

支 点 長 及 び
中心線の変 化 

±50 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

６ 

河
川
編 

６ 

排
水
機
場 

４ 

機
場
本
体
工 

６  本体工 
基  準  高  ▽ ±30 

図面の表示箇所で測定。 

 

6-6-4-6 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ ｈ1，ｈ2 ±30 

延 長  Ｌ －50 

  

６ 

河
川
編 

６ 

排
水
機
場 

４ 

機
場
本
体
工 

７  燃料貯油槽工 
基  準  高  ▽ ±30 

図面の表示箇所で測定。 

 

6-6-4-7 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

延 長  Ｌ －50 

  

６ 

河
川
編 

６ 

排
水
機
場 

５ 

沈
砂
池
工 

７  コンクリート床版工 
基  準  高  ▽ ±30 

図面の表示箇所で測定。 6-6-5-7 

厚 さ  ｔ －20 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

延 長  Ｌ －50 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

9
5
 

－
4
0
8
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

６ 

河
川
編 

７ 

床
止
め 
・
床
固
め 

４ 

床
止
め
工 

６  本体工 
 

（床固め本体工） 

基  準  高  ▽ ±30 
図面に表示してある箇所で測定。 

 

6-7-4-6 

天  端  幅  ｗ1,ｗ3 －30 

堤 幅  ｗ2 －30 

堤 長  Ｌ1，Ｌ2 －100 

水通し幅 ℓ1，ℓ2 ±50 

勾    配 ±0.3 分 

６ 

河
川
編 

７ 

床
止
め 
・
床
固
め 

４ 

床
止
め
工 

８  水叩工 
基  準  高  ▽ ±30 

基準高、幅、延長は図面に表示してあ
る箇所で測定。 
厚さは目地及びその中間点で測定。 

 
6-7-4-8 

厚 さ  ｔ －30 

幅 ｗ －100 

延 長  Ｌ －100 

  

６ 

河
川
編 

７ 

床
止
め 
・
床
固
め 

５ 

床
固
め
工 

６  側壁工 
基  準  高  ▽ ±30 

１．図面の寸法表示箇所で測定。 

２．上記以外の測定箇所の標準は、天
端幅・天端高で各測点及びジョイント
毎に測定。 
３．長さは、天端中心線の水平延長、
または、測点に直角な水平延長を測
定。 

 

6-7-5-6 

天  端  幅  ｗ1 －30 

堤 幅  ｗ2 －30 

長 さ Ｌ －100 

勾    配 ±0.3 分 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

１ 

堤
防 
・
護
岸 

５ 

護
岸
基
礎
工 

５  場所打コンクリート工 
基  準  高  ▽ ±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

7-1-5-5 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ －30 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

法勾配の開き ±0.5 分 

７ 

河
川
海
岸
編 

１ 

堤
防 
・
護
岸 

５ 

護
岸
基
礎
工 

６  海岸コンクリートブ 
ロック工 基  準  高  ▽ ±50 

ブロック個数 40 個につき１ヶ所の割で
測定。基準高、延長は施工延長 40 ｍ
（測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ）につき
１ヶ所、延長 40ｍ（または 50ｍ）以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。 

 7-1-5-6 

ブロック厚  ｔ －20 

ブロック縦幅ｗ1 －20 

ブロック横幅ｗ2 －20 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

法勾配の開き ±0.5 分 

７ 

河
川
海
岸
編 

１ 

堤
防 
・
護
岸 

６ 

護
岸
工 

４  海岸コンクリートブ 
ロック工 基  準  高  ▽ ±50 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 7-1-6-4 

 

 

法長 ℓ 

ℓ＜5ｍ －100 

ℓ≧5ｍ ℓ×（－2％） 

厚 さ  ｔ －50 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

法勾配の開き ±0.5 分 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

１ 

堤
防 
・
護
岸 

６ 

護
岸
工 

５  コンクリート被覆工 
基  準  高  ▽ 

±50 

ただし舗装面と接
する場合±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
 

 

7-1-6-5 

 

法長 ℓ 

ℓ＜3ｍ －50 

ℓ≧3ｍ －100 

 

厚さｔ 

ｔ＜100 －20 

ｔ≧100 －30 

裏 込 材 厚 ｔ’ －50 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

法勾配の開き ±0.5 分 

７ 

河
川
海
岸
編 

１ 

堤
防 
・
護
岸 

８ 

天
端
被
覆
工 

２  コンクリート被覆工 
基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。 

 

7-1-8-2 

幅 ｗ －50 

厚 さ  ｔ －10 

基  礎  厚  ｔ’ －45 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

７ 

河
川
海
岸
編 

１ 

堤
防 
・
護
岸 

９ 

波
返
工 

３  波返工 
基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。 

 

 

7-1-9-3 

幅 ｗ1，ｗ2 －30 

高さ ｈ＜3ｍ  

ｈ1，ｈ2，ｈ3 

 

－50 

高さ ｈ≧3ｍ  

ｈ1，ｈ2，ｈ3 

 

－100 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

Ⅰ
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定 項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

４ 

突
堤
基
礎
工 

４  捨石工  

 

 

 

 

 

 

 

 

基

準

高 

▽ 

本  均  し ±50 施工延長 10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。 

 

7-2-4-4 

表 面  均  し ±100 

 

 

 

 

荒均
し 

異形ブロッ
ク据付面 

（乱積）の
高さ 

 

±500 

異形ブロッ
ク据付面 

（乱積）以
外の高さ 

 

±300 

 

 

 

 

被覆
均し 

異形ブロッ
ク据付面 

（乱積）の
高さ 

 

±500 

異形ブロッ
ク据付面 

（乱積）以
外の高さ 

 

±300 

法   長  ℓ －100 幅は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場
合は 50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。延長はセンターライ
ン及び表裏法肩。 

天  端 幅  ｗ1 －100 

天 端 延 長 Ｌ1 －200 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

４ 

突
堤
基
礎
工 

５  吸出し防止工 幅     ｗ －300 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 7-2-4-5 

延   長  Ｌ －500 

  

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

２  捨石工 
基

準

高 

▽ 

異形ブロック据付
面 

（乱積）の高さ 

 

±500 

施工延長 10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。 

 

7-2-5-2 

異形ブロック据付
面 

（乱積）以外の高
さ 

 

±300 

法    長  ℓ －100 幅は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場
合は 50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。延長はセンターライ
ン及び表裏法肩。 

天  端 幅  ｗ1 －100 

天 端 延 長 Ｌ1 －200 

  
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

9
9
 

－
4
1
2
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

５  海岸コンクリートブ 
ロック工 
 

 

 

 

基

準

高 

▽ 

（層積）ブ
ロック 

規格 26ｔ 
未満 

 

±300 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。延長は、センターラインで
行う。 

 

7-2-5-5 
 
 
 

（層積）ブ
ロック 

規格 26ｔ 
以上 

 

±500 

異形ブロッ

ク据付 

（乱積） 

天端高 ±ブロックの高

さの 1/3 
レベル、水糸
張、スチールテ
ープ等により測
定 

据付後２ヶ
所以上 
（最上段） 

10mm 外観的な空白
が無く、配置
及びかみ合わ
せが適切で孤
立したものが
無いよう、所
定の個数をも
って消波目的
を果たすよう
に据付ける。 

 

（乱  積） 

 

 

天端幅 －ブロックの高

さの 1/3 
 

天  端  幅  ｗ 

 

 天端延長 －200 

スチールテープ
等により測定 

法線上 10mm 

   
 

天 端 延 長 Ｌ 

 

 

  
７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

９  石枠工 
基  準  高  ▽ ±50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 7-2-5-9 

厚 さ  ｔ －50 

高
さ
ｈ 

ｈ＜3ｍ －50 

ｈ≧3ｍ －100 

延 長  Ｌ －100 １施工箇所毎 

  

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

10  場所打コンクリート工 
基  準  高  ▽ ±30 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

7-2-5-10 

幅 ｗ －30 

高 さ ｈ －30 

延 長  Ｌ －100 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
0
0
 

－
4
1
3
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

11 １ ケーソン工 
 

（ケーソン工製作） 

バ
ラ
ス
ト
の
基
準
高 
▽ 

 

 

砕 石 、 砂 

 

 

±100 

各室中央部１ヶ所 

 

7-2-5-11 

 

 

コンクリート 

 

 

±50 

壁 厚 ｔ1 ±10 
底版完成時、各壁１ヶ所 

幅 ｗ ＋30，－10 
各層完成時に中央部及び底版と天端は
両端 

高 さ  ｈ1 ＋30，－10 
完成時、四隅 

長 さ  Ｌ ＋30，－10 
各層完成時に中央部及び底版と天端は
両端 

底版厚さ ｔ2 ＋30，－10 
底版完成時、各室中央部１ヶ所 

フーチング高さｈ2 ＋30，－10 
底版完成時、四隅 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

11 ２ ケーソン工 
 

（ケーソン工据付） 

 

 

 

法線に対する出入 
1、2 

ケーソン重量 2000 
ｔ未満 

±100 

据付完了後、両端２ヶ所 

 

7-2-5-11 

ケーソン重量 2000 
ｔ以上 

±150 

 

 

 

据付目地間隔 
1’、2’ 

ケーソン重量 2000 
ｔ未満 

100 以下 

据付完了後、天端２ヶ所 

ケーソン重量 2000 
ｔ以上 

200 以下 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

11 ３ ケーソン工 
 

（突堤上部工） 

場所打コンクリート 
海岸コンクリートブ
ロック 

基
準
高 
▽ 

陸 上 ±30 
１室につき１ヶ所（中心）  7-2-5-11 

水 中 ±50 

厚 さ  ｔ ±30 

幅 ｗ ±30 

長 さ  Ｌ ±30 
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
0
1
 

－
4
1
4
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

12 １ セルラー工 
 

（セルラー工製作） 

壁 厚  ｔ ±10 型枠取外し後全数 

 

7-2-5-12 

幅 ｗ ＋20，－10 

高 さ  ｈ ＋20，－10 

長 さ  Ｌ ＋20，－10 

  
７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

12 ２ セルラー工 
 

（セルラー工据付） 

法線に対する
出入  1、2 

±50 
据付後ブロック１個に２ヶ所（各段
毎） 

7-2-5-12 

隣接ブロックと
の間隔 1’、2’ 

50 以下 

  

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

５ 

突
堤
本
体
工 

12 ３ セルラー工 
 

（突堤上部工） 

場所打コンクリート 
海岸コンクリートブ
ロック 

基
準
高 
▽ 

陸 上 ±30 
１室につき１ヶ所（中心）  7-2-5-12 

水 中 ±50 

厚 さ  ｔ ±30 

幅 ｗ ±30 

長 さ  Ｌ ±30 

  

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

６ 

根
固
め
工 

２  捨石工  

 

 

基
準
高 
▽ 

 

異形ﾌﾞﾛｯｸ据付面 
（乱積）の高さ 

 

±500 

施工延長 10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。 

 

7-2-6-2 

異形ﾌﾞﾛｯｸ据付面 

(乱積）以外の高
さ 

 

±300 

法 長  ℓ －100 幅は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場
合は 50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。延長はセンターライ
ン及び表裏法肩。 

天  端  幅  ｗ －100 

天 端 延 長 Ｌ －200 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
0
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－
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1
5
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

７ 

河
川
海
岸
編 

２ 

突
堤 
・
人
工
岬 

６ 

根
固
め
工 

３  根固めブロック工 
基
準
高 
▽ 

層 積 ±300 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

7-2-6-3 

乱 積 ±ｔ／3 

厚 さ  ｔ －20 幅、厚さは 40 個につき１ヶ所測定。 

幅
ｗ1 

ｗ2 

層 積 －20 

  

延長
Ｌ 1 

Ｌ2 

層 積 －200 １施工箇所毎 

  

７ 

河
川
海
岸
編 

３
海
域
堤
防
（
人
工
リ
ー
フ
、
離
岸
堤
、
潜
堤
） 

３ 

海
域
堤
基
礎
工 

３  捨石工  

 

 

 

 

 

 

 

 

基
準
高 
▽ 

本 均 し ±50 施工延長 10ｍにつき、１測点当たり５ 
点以上測定。 

 

7-3-3-3 

 

 

 

荒
均
し 

異形ブロッ
ク付面(乱
積)の高さ 

 

±500 

異形ブロッ
ク付面(乱
積)以外の
高さ 

 

±300 

 

 

被
覆
均
し 

異形ブロッ
ク付面(乱
積)の高さ 

 

±500 

異形ブロッ
ク付面(乱
積)以外の
高さ 

 

±300 

法 長  ℓ －100 幅は施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場
合は 50ｍ） につき１ヶ所、延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所、延長はセンターライ
ン及び表裏法肩。 

天  端  幅  ｗ1 －100 

天 端 延 長 Ｌ1 －200 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－
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0
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－
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

３ 

工
場
製
作
工 

４  鋼製堰堤仮設材製作工  
 

部
材 

 

 

 

部材長 ℓ（ｍ） 

 

 

±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  8-1-3-4 

  

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

８
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
工 

４  コンクリート堰堤本体 
工 

 

基  準  高  ▽ 
 

±30 
図面の表示箇所で測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、堤長の変化点で測
定。 

 

8-1-8-4 

接岩部＋30 

 

天端部 ｗ1，ｗ3 

堤  幅 ｗ2 

 

－30 

水通しの幅 ℓ1，ℓ2 
 

±50 

堤  長  Ｌ1，Ｌ2 

 

－100 

勾    配 ±0.3 分 

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

８
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
工 

６  コンクリート側壁工 
基  準  高  ▽ 

 

±30 
１．図面の寸法表示箇所を測定。 

２．上記以外の測定箇所の標準は、天
端幅・天端高で各測点及びジョイント
毎に測定。 
３．長さは、天端中心線の水平延長、
または、測点に直角な水平延長を測
定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、堤長の変化点で測
定。 

 

8-1-8-6 

接岩部＋30 

幅 ｗ1，ｗ2 －30 

長 さ  Ｌ －100 

勾    配 ±0.3 分 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－
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－
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

８
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
工 

８  水叩工 
基  準  高  ▽ ±30 基準高、幅、延長は図面に表示してあ

る箇所で測定。 
厚さは目地及びその中間点で測定。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、堤長の変化点で測
定。 

 

8-1-8-8 

幅 ｗ －100 

厚 さ  ｔ －30 

延 長  Ｌ －100 

  

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

９ 

鋼
製
堰
堤
工 

５ １ 鋼製堰堤本体工 
 

（不透過型） 

 

 

 

水
通
し
部 

堤 高  ▽ ±50 １．図面の表示箇所で測定する。 

２．ダブルウォール構造の場合は、堤
高、幅、袖高は＋の規格値は適用しな
い。 

 

8-1-9-5 

長  さ  ℓ1，ℓ2 ±100 

幅 ｗ1，ｗ3 ±50 

下流側倒れ  △ ±0.02Ｈ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

袖

部 

袖 高  ▽ ±50 

幅 ｗ2 ±50 

 

 

 

 

 

 

下流側倒れ  △ 

 

 

 

 

 

 

±0.02Ｈ2 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

９ 

鋼
製
堰
堤
工 

５ ２ 鋼製堰堤本体工 
 

（透過型） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁に続く 

堤長Ｌ  ±50 図面の寸法表示箇所で測定。 
 

8-1-9-5 

堤長 ℓ  ±10 

堤幅Ｗ  ±30 

堤幅ｗ  ±10 

高さＨ  ±10 

高さ h ±10 

 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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－
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

９ 

鋼
製
堰
堤
工 

５ ２ 鋼製堰堤本体工 
 

（透過型） 

 

 

 

8-1-9-5 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－
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－
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

１ 

砂
防
堰
堤 

９ 

鋼
製
堰
堤
工 

６  鋼製側壁工 
堤 高  ▽ ±50 

１．図面に表示してある箇所で測定。 

２．ダブルウォール構造の場合は、堤
高、幅、袖高は＋の規格値は適用しな
い。 

 

8-1-9-6 

長 さ  Ｌ ±100 

幅 ｗ1，ｗ2 ±50 

下流側倒れ  △ ±0.02Ｈ 

高
さ
ｈ 

ｈ＜3ｍ －50 

ｈ≧3ｍ －100 

  

８ 

砂
防
編 

２ 

流
路 

５ 

床
固
め
工 

８  魚道工 
基  準  高  ▽ ±30 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 8-2-5-8 

幅 ｗ －30 

高 さ  ｈ1，ｈ2 －30 

厚 さ  ｔ1，ｔ2 －20 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

３ 

斜
面
対
策 

４ ６ ２ 鉄筋挿入工 全数 
（任意仮設は除く） 

 8-3-4-6 

法
面 
工 

７   削孔深さ ℓ 設計値以上 8-3-4-7 

    
 

せん孔方向  θ 
 

±4 度      
     

       

     

８ 

砂
防
編 

３ 

斜
面
対
策 

６ 

山
腹
水
路
工 

４  山腹明暗渠工 
基  準  高  ▽ ±30 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

 

8-3-6-4 

厚 さ ｔ1，ｔ2 －20 

幅 ｗ －30 

幅 ｗ1，ｗ2 －50 

高 さ ｈ1，ｈ2 －30 

深 さ  ｈ3 －30 

延 長  Ｌ 
－0.5% 

ただし 

最大－200 

最小－50 

  

Ⅰ
－

1
0
8
 

出
来
形
管

理
基
準
及
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規
格
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－
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

８ 

砂
防
編 

３ 

斜
面
対
策 

７ 

地
下
水
排
除
工 

４  集排水ボーリング工 
削孔深さ ℓ 設計値以上 

全数 

 

8-3-7-4 

配 置 誤 差 ｄ 100 

せん孔方向  θ ±2.5 度 

  

８ 

砂
防
編 

３ 

斜
面
対
策 

７ 

地
下
水
排
除
工 

５  集水井工 
基  準  高  ▽ ±50 

全数測定。 
偏心量は、杭頭と底面の差を測定。 

 

8-3-7-5 

偏  心  量  ｄ 150 

長 さ  Ｌ －100 

巻 立 て 幅 ｗ －50 

巻立て厚さ  ｔ －30 

  

８ 

砂
防
編 

３ 

斜
面
対
策 

９ 

抑
止
杭
工 

６  合成杭工 
基  準  高  ▽ ±50 

全数測定。  8-3-9-6 

偏  心  量  ｄ 
D／4 以内かつ 

100 以内 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

９ 

ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

  コンクリートダム工 
 
（本体） 
 

天 端 高 ▽ ±20 
１．図面の寸法表示箇所で測定。 

２．上記以外の測定箇所は、下記を標
準とする。 
①天端高（越流部堤頂高を含む）は、
各ジョイントについて測定。 
②堤幅、リフト高は、各ジョイントに
ついて５リフトごとに測定。 
（注）堤幅、リフト高の測定は、上下
流面型枠と水平打継目の接触部とす
る。（堤幅は、中心線または、基準線
との関係づけも含む） 
③ジョイント間隔（横継目）は、５リ
フトごと上流端、下流端を対象に測
定。 

④堤長は、天端中心線延長を測定。 

３． 
①越流堤頂部、天端仕上げなどの平坦
性の測定方法は、監督職員の指示によ
る。 
②監査廊の敷高、幅、高さ、平坦性な
どの測定方法は監督職員の指示によ
る。 
 
 

 

 9-1-4 

天 端 幅 ±20 

ジョイント間隔 ±30 

リ フ ト 高 ±50 

堤 幅 －30, +50 

堤 長 －100 

  

９ 

ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

  コンクリートダム工 
 
（水叩） 
 

天 端 高 ▽ ±20 １．図面の寸法表示箇所で測定。 

２．上記以外の測定箇所は、下記を標
準とする。 
①天端高（敷高）、ジョイント間は各
ジョイント、各測点の交点部を測定。 
②長さは、各ジョイントごとに測定。 
③幅は、各測点ごとに測定。 

３．水叩の平坦性の測定は監督職員の
指示による。 
 

 

9-1-4 

ジョイント間隔 ±30 

   幅 ±40 

長 さ －100, +60 

  

 

Ⅰ
－

1
1
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来
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

９ 

ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

  コンクリートダム工 
 

（副ダム） 

天  端  高  ▽ ±20 
１．図面の寸法表示箇所で測定。 

２．上記以外の測定箇所は、下記を標
準とする。 

 
①天端高は、各ジョイントごとに測
定。 
②堤幅、リフト高は、各ジョイントに
ついて３リフトごとに測定。 
（注）堤幅、リフト高の測定は、上下
流面型枠と水平打継目の接触部とす
る。（堤幅は、中心線または、基準線
との関係づけも含む） 
③ジョイント間隔は、３リフトごと上
流端、下流端を対象に測定。 
④堤長は、各測点ごとに測定。 

 

9-1-4 

ジョイント間隔 ±30 

リ  フ  ト  高 ±50 

堤 幅 －30，＋50 

堤 長 ±40 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

９ 

ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

  コンクリートダム工 
 

（導流壁） 

天  端  高  ▽ ±30 
１．図面の寸法表示箇所で測定。 

２．上記以外の測定箇所は、下記を標
準とする。 
①天端高、天端幅は、各測点、または
ジョイントごとに測定。 
②リフト高、厚さは、各測点、または
ジョイントについて３リフトごとに測
定。 
（注）リフト高、厚さの測定は、前
面、背面型枠設置後からとする。 
なお、リフト高、厚さの測定箇所は、
前面背面型枠と水平打継目の接触部と
する。 
③長さは、天端中心線の水平延長また
は、測点に直角な水平延長を測定。 
 
 

 

9-1-4 

ジョイント間隔 ±20 

リ  フ  ト  高 ±50 

長 さ ±100 

厚 さ ±20 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

９ 

ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

４
盛
立
工 

５  コアの盛立 
基  準  高  ▽ 設計値以上 

各測点について５層毎に測定。 
※外側境界線は標準機種（タンピング
ローラ）の場合 

 9-2-4-5 

外 側 境 界 線 －0，＋500 

  

９ 

ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

４
盛
立
工 

６  フィルターの盛立 
 

基  準  高  ▽ -0 
各測点について５層毎に測定。 9-2-4-6 

外 側 境 界 線 －0，＋1000 

  盛 立 幅 －0，＋1000 

  

９ 

ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

４
盛
立
工 

７  ロックの盛立 
基  準  高  ▽ -100 

各測点について盛立５ｍ毎に測定。 9-2-4-7 

外 側 境 界 線 －0，＋2000 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

９ 

ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

 

  フィルダム 
（洪水吐） 基  準  高  ▽ ±20 

１．図面の寸法表示箇所で測定。 
２．１回／１施工箇所 

 

9-2 

ジョイント間隔 ±30 

厚 さ  ｔ ±20 

幅 ｗ ±40 

リ フ ト 高 さ ±20 

長 さ  Ｌ ±100 

  

９ 

ダ
ム
編 

３ 

基
礎
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ 

３
ボ
ー
リ
ン
グ
工 

  ボーリング工 
深 度  Ｌ 設計値以上 

ボーリング工毎 

※配置位置の規定はコンクリート面で
行うカーテングラウトに適用する。 

 9-3-3 

配  置  誤  差 100 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

３ 

工
場
製
作
工 

２  遮音壁支柱製作工  
 

部材 

 
 

部材長 ℓ（ｍ） 

 
±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

図面の寸法表示箇所で測定。  10-1-3-2 

  

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

９
カ
ル
バ
ー
ト
工 

６  場所打函渠工 基  準  高  ▽ ±30 両端、施工継手及び図面の寸法表示箇
所で測定。 

 

10-1-9-6 

厚 さ ｔ1～ｔ4 －20 

幅（内法）  ｗ －30 

高 さ  ｈ ±30 

延
長
Ｌ 

Ｌ＜20ｍ －50 

Ｌ≧20ｍ －100 

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

11 

落
石
雪
害
防
止
工 

４  落石防止網工 幅 ｗ －200 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ） につき１ヶ所、施工延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。 

 10-1-11-4 

延 長  Ｌ －200 

  

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

11 

落
石
雪
害
防
止
工 

５  落石防護柵工  

 
高 さ  ｈ 

 

 
±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ） につき１ヶ所、施工延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 

10-1-11-5 

延 長  Ｌ －200 １施工箇所毎 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。 

  

 

出
来
形
管

理
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準
及
び
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

11 

落
石
雪
害
防
止
工 

６  防雪柵工  
高 さ  ｈ 

 
±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ） につき１ヶ所、施工延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 10-1-11-6 

延 長  Ｌ －200 １施工箇所毎 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）」の規定により管
理を行う場合は、延長の変化点で測
定。 

 

基
礎 

幅 ｗ1，ｗ2 －30 基礎１基毎 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

高 さ  ｈ －30 

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

11 

落
石
雪
害
防
止
工 

７  雪崩予防柵工  
高 さ  ｈ 

 
±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ） につき１ヶ所、施工延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 

 

10-1-11-7 

延 長  Ｌ －200 １施工箇所毎 

 

基
礎 

幅 ｗ1，ｗ2 －30 基礎１基毎 

高 さ  ｈ －30 

ア
ン
カ
ー
長

ℓ 

打  込  み  ℓ －10％ 
全数 

 

埋  込  み  ℓ 

 

－5％ 

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

12 

遮
音
壁
工 

４  遮音壁基礎工 
幅 ｗ －30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ） につき１ヶ所、施工延長 40ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 

 10-1-12-4 

高 さ  ｈ －30 

延 長  Ｌ －200 １施工箇所毎 

10 

道
路
編 

１ 

道
路
改
良 

12 

遮
音
壁
工 

５  遮音壁本体工  

 
支
柱 

間 隔 ｗ1，ｗ2 ±15 施工延長５スパンにつき１ヶ所  10-1-12-5 

ず れ  ａ 10 

ねじれ ｂ－ｃ 5 

倒 れ  ｄ ｈ×0.5％ 

高 さ  ｈ ＋30，－20 

延 長  Ｌ －200 １施工箇所毎 
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編 

 

 

 
 

章 

 

 

 
 

節 

 

 

 
 

条 

 

 

 
 

枝番 

 

 

 
 

工 種 

 

 

 
 

測定項目 

規  格  値  

 

 
 

測 定 基 準 

 

 

 
 

測 定 箇 所 

 

 

 
 

摘  要 

個々の測定値 
（Ｘ） 

10 個の測定値
の平均(Ｘ10) 

 

中規模
以上 

 

小規模
以下 

 

中規模以上 

10 
道 
路 
編 

２ 

舗
装 

４ 

舗
装
工 

  歩道路盤工 
取合舗装路盤工 基準高▽ ±50 ― 

基準高は延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし
（最少２ヶ所）、道路中心線及び端部
で測定。 

厚さは各車線 200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定（最少３ヶ所）。 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割に測定
（最少２ヶ所）。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事とは、１層あたり
の施工面積が 2,000 ㎡以上あるいは基
層及び表層用混合物の総使用量が、
500ｔ以上の場合が該当する。 

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模が小さいもの。 
厚さは、個々の測定値が 10 個に９個

以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10 個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10 個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。 
 
コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版
等に損傷を与える恐れのある場合は、
他の方法によることが出来る。 

 
維持修繕工事においては、横断勾配

の項目を省略することが出来る。 

10-2-4 

路肩舗装路盤工   
厚
さ 

ｔ＜ 
15cm 

－30 －10 

  ｔ≧ 
15cm 

－45 －15  

  幅 －100 ―  

      

10 
道 
路 
編 

２ 

舗
装 

４ 

舗
装
工 

  歩道舗装工 
取合舗装工 

厚 さ －9 －3 幅と横断勾配は、延長 40ｍ毎に１ヶ所
の割で測定（最少２ヶ所）。 
厚さは、各車線 200ｍ毎に１個の割でコ
アーを採取して測定（最少３個）。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理 
要領（案）」の規定による測点の管理 
方法を用いることができる。 

10-2-4 

路肩舗装工 幅 －25 ― 
表層工  

横断勾配 ±1.0％ 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 
道 
路 
編 

２ 

舗
装 

５ 

排
水
構
造
物
工 

９  排水性舗装用路肩排水 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）」
の規定による測点の管理方法を用いる
ことができる。 

 10-2-5-9 
工 

基  準  高  ▽ ±30 

     

    

延 長  Ｌ 

 

－200 

１ヶ所／１施工箇所 
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）」
の規定による測点の管理方法を用いる
ことができる。 

 

10 
道 
路 
編 

２ 

舗
装 

７ 

踏
掛
版
工 

４  踏掛版工 
 
（コンクリート工） 

基 準 高 ±20 
１ヶ所／１踏掛版  10-2-7-4 

各 部 の 厚 さ ±20 
１ヶ所／１踏掛版 

  

  各 部 の 長 さ ±30 
１ヶ所／１踏掛版  

  （ラバーシュー） 
各 部 の 長 さ ±20 

全数  

  厚 さ ―   

  （アンカーボルト） 
中 心 の ず れ ±20 

全数  

  ア ン カ ー 長 ±20 
全数  

10 
道 
路 
編 

２ 

舗
装 

９ 

標
識
工 

４ １ 大型標識工 
幅 ｗ1，ｗ2 －30 

基礎一基毎 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 

10-2-9-4 

（標識基礎工） 
高 さ  ｈ －30     

    基 準 高 道路に接する場合

±30 

 

  

10 
道 
路 
編 

２ 

舗
装 

９ 

標
識
工 

４ ２ 大型標識工 
設置高さ Ｈ 設計値以上 

１ヶ所／１基 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 10-2-9-4 

（標識柱工） 
      

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
1
8
 

－
4
3
2
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

２ 

舗
装 

12 

道
路
付
属
施
設
工 

５ １ ケーブル配管工 
埋  設  深  ｔ 0～＋50 

接続部間毎に１ヶ所 

 

10-2-12-5 

延 長  Ｌ －200 
接続部間毎で全数 

  

10 

道
路
編 

２ 

舗
装 

12 

道
路
付
属
施
設
工 

５ ２ ケーブル配管工 
 

（ハンドホール） 

基  準  高  ▽ ±30 
１ヶ所毎 
※印は、現場打ちのある場合 

 

10-2-12-5 

※厚さ  ｔ1～ｔ5 －20 

※幅 ｗ1，ｗ2 －30 

※高さ  ｈ1，ｈ2 －30 

  

10 

道
路
編 

２ 

舗
装 

12 

道
路
付
属
施
設
工 

６  照明工 
 

（照明柱基礎工） 

幅 ｗ －30 
１ヶ所／１施工箇所 

 

10-2-12-6 

高 さ  ｈ －30 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
1
9
 

－
4
3
3
－

 



単位：mm 
 

 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

２ 

舗
装 

12 

道
路
付
属
施
設
工 

７ １ 組立歩道工 
基  準  高  ▽ ±30 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。 

   

  

ｗ

 
 

 

 

10-2-12-7 

   
幅     ｗ －30 

   
延   長 Ｌ －200 

１施工箇所毎 

      

10 

道
路
編 

２ 

舗
装 

12 

道
路
付
属
施
設
工 

７ ２ 組立歩道工 

（支柱基礎工） 
幅     ｗ －30 

１ヶ所／１施工箇所  

  

ｗ

ｗ

ｈ

 

10-2-12-7 

   
高   さ ｈ －30 

 

     

  

Ⅰ
－

1
2
0
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

－
4
3
4
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

３ 

橋
梁
下
部 

３ 

工
場
製
作
工 

３  鋼製橋脚製作工  

 

 

 

 

 
 

部
材 

 

 
脚柱とベースプ
レートの鉛直度 

δ（mm） 

 

 
 

ｗ／500 

各脚柱、ベースプレートを測定。 10-3-3-3 

ベ
ー
ス
プ
レ
ー
ト 

 
孔の位置 

 
±2 

全数を測定。   

 
孔の径ｄ 

 
0～5 

全数を測定。 

 

 

 

 

 

 
 

仮
組
立
時 

 

 

柱の中心間隔、
対角長Ｌ（ｍ） 

 
±5…  L≦10m 
±10… 

10＜L≦20m 

±(10＋(L－20)／ 
10)… 

20m＜L 

両端部及び片持ばり部を測定。   

 
はりのキャンバー
及び柱の曲がり 

δ（mm） 

 
 

Ｌ／1000 

各主構の各格点を測定。   

 
柱 の 鉛 直 度 

δ（mm） 

 

10… Ｈ≦10 
 

Ｈ… Ｈ＞10 

各柱及び片持ばり部を測定。 
 

Ｈ：高さ（ｍ） 

  

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
1
 

－
4
3
5
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

３ 

橋
梁
下
部 

６ 

橋
台
工 

８  橋台躯体工 
基  準  高  ▽ ±20 

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。 

なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）構
造物工編」で規定する出来形計測性能
を有する機器を用いることが出来る。
（アンカーボルト孔の鉛直度を除く） 

ただし、「３次元計測技術を用 いた出 

来形管理要領（案）」に基づき出来形 

管理を実施する場合は、同要領に規定 

する計測精度・計測密度を満たす計測 

方法により出来形管理を実施すること 

ができる。 

10-3-6-8 

厚 さ  ｔ －20 

天  端  幅  ｗ1 

（橋軸方向） 
－10 

天  端  幅  ｗ2 

（橋軸方向） 
－10 

敷 幅  ｗ3 

（橋軸方向） 
－50 

高 さ  ｈ1 －50 

胸壁の高さ  ｈ2 －30 

天  端  長  ℓ1 －50 

敷 長  ℓ2 －50 

胸壁間距離  ℓ ±30 

支 間 長 及 び
中心線の変位 

±50 

支
承
部
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値 

 

 

計画高 

 

 

＋10～－20 

 

 

平面位置 

 

 

±20 

 
 

アンカーボルト孔
の鉛直度 

 

 
1／50 以下 

  支承部アンカーボルトの箱抜き規格値 

の平面位置は沓座の中心ではなく、ア 

ンカーボルトの箱抜きの中心で測定。 

 

アンカーボルト孔の鉛直度は箱抜きを 

橋軸方向、橋軸直角方向で十字に切っ 

た２隅で計測。 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
2
 

－
4
3
6
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

３ 

橋
梁
下
部 

７ 

Ｒ 
Ｃ 
橋
脚
工 

９ １ 橋脚躯体工 
 

（張出式） 
（重力式） 
（半重力式） 

 

基  準  高  ▽ 
 

±20 
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。 

なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）」
で規定する出来形計測性能を有する機
器を用いることが出来る。（アンカー
ボルト孔の鉛直度を除く） 

ただし、「３次元計測技術を用 いた出 

来形管理要領（案）」に基づき出来形 

管理を実施する場合は、同要領に規定 

する計測精度・計測密度を満たす計測 

方法により出来形管理を実施すること 

ができる。 

10-3-7-9 

 

厚 さ  ｔ 
 

－20 

天  端  幅  ｗ1 

（橋軸方向） 

 

－20 

敷 幅  ｗ2 

（橋軸方向） 

 

－50 

 

高 さ  ｈ 
 

－50 

天  端  長  ℓ1 
 

－50 

敷 長  ℓ2 
 

－50 

 

橋脚中心間距離  ℓ 
 

±30 

支 間 長 及 び
中心線の変位 

 

±50 

支
承
部
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値 

 

 

計画高 

 

 

＋10～－20 

支承部アンカーボルトの箱抜き規格値 

の平面位置は沓座の中心ではなく、ア 

ンカーボルトの箱抜きの中心で測定。 

 

アンカーボルト孔の鉛直度は箱抜きを 

橋軸方向、橋軸直角方向で十字に切っ 

た２隅で計測。 
 

 

平面位置 

 

 

±20 

 
 

アンカーボルト孔
の鉛直度 

 

 

1／50 以下 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
3
 

－
4
3
7
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

３ 

橋
梁
下
部 

７ 

Ｒ 
Ｃ 
橋
脚
工 

９ ２ 橋脚躯体工 
 

（ラーメン式） 

基  準  高  ▽ ±20 
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。 

なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）」
で規定する出来形計測性能を有する機
器を用いることが出来る。（アンカー
ボルト孔の鉛直度を除く） 

ただし、「３次元計測技術を用 いた出 

来形管理要領（案）」に基づき出来形 

管理を実施する場合は、同要領に規定 

する計測精度・計測密度を満たす計測 

方法により出来形管理を実施すること 

ができる。 

10-3-7-9 

厚 さ  ｔ －20 

天  端  幅  ｗ1 －20 

敷 幅  ｗ2 －20 

高 さ  ｈ －50 

長 さ  ℓ －20 

橋脚中心間距離  ℓ ±30 

支 間 長 及 び
中心線の変位 

±50 

支
承
部
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値 

 

計画高 

 

＋10～－20 

支承部アンカーボルトの箱抜き規格値 

の平面位置は沓座の中心ではなく、ア 

ンカーボルトの箱抜きの中心で測定。 

 

アンカーボルト孔の鉛直度は箱抜きを 

橋軸方向、橋軸直角方向で十字に切っ 

た２隅で計測。 

 

平面位置 

 

±20 

 
アンカーボルト孔

の鉛直度 

 

1／50 以下 

  

  

－
4
3
8
－

 

Ⅰ
－

1
2
4
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 



単位：mm 
 

10 

道
路
編 

３ 

橋
梁
下
部 

８ 

鋼
製
橋
脚
工 

９ １ 橋脚フーチング工 
 

（Ｉ型・Ｔ型） 

基  準  高  ▽ ±20 
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

 10-3-8-9 

幅 ｗ 
（橋軸方向） 

－50 

高 さ  ｈ －50 

長 さ  ℓ －50 

  

 

  

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
4
－

1
 

－
4
3
8
－

1
－

 



単位：mm 
 
  

－
4
3
8
－

2
－

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 
道 
路 
編 

３ 

橋
梁
下
部 

８ 

鋼
製
橋
脚
工 

９ ２ 橋脚フーチング工 
基  準  高  ▽ ±20 

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

 10-3-8-9 

（門型） 

幅 ｗ1，ｗ2 －50      

    高 さ  ｈ －50   

        

10 
道 
路 
編 

３ 

橋
梁
下
部 

８ 

鋼
製
橋
脚
工 

10 １ 橋脚架設工 
基  準  高  ▽ ±20 

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

10-3-8-10 

（Ｉ型・Ｔ型） 

橋脚中心間距離  ℓ ±30      

    支 間 長 及 び
中心線の変位 

±50   

        

10 
道 
路 
編 

３ 

橋
梁
下
部 

８ 

鋼
製
橋
脚
工 

10 ２ 橋脚架設工 
基  準  高  ▽ ±20 

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。 

10-3-8-10 

（門型） 

橋脚中心間距離  ℓ ±30      

    支 間 長 及 び
中心線の変位 

±50   

        

10 
道 
路 
編 

３ 

橋
梁
下
部 

８ 

鋼
製
橋
脚
工 

11  現場継手工 現場継手部のすき間 

δ1，δ2（mm） 

5 

※±5 

主桁、主構の全継手数の 1／2 を測定。 
※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 

 10-3-8-11 

     
 

    

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
5
 

－
4
3
9
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 
道
路
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

３ 

工
場
製
作
工 

９  橋梁用高欄製作工 図面の寸法表示箇所で測定。  10-4-3-9 

  部材 部材長 ℓ（ｍ） 
±3…ℓ≦10 
±4…ℓ＞10 

  

       
10 

道
路 
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

５ 

鋼
橋
架
設
工 

10 １ 支承工 
 

（鋼製支承） 

据付け高さ
注 1） 

±5 
支承全数を測定。 
Ｂ：支承中心間隔（ｍ） 

 10-4-5-10 

可動支承の移動
可能量  注 2） 

設計移動量以上 支承の平面寸法が 300mm 以下の場合
は、水平面の高低差を 1mm 以下とす
る。なお、支承を勾配なりに据付け
る場合を除く。 

 
支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
橋 

鋼橋 

    ±5 
±(4＋
0.5×(B－ 
2)） 

注 1) 先固定の場合は、支承上面で
測定する。 
注 2) 可動支承の遊間（La,Lb）を計
測し、支承据付時のオフセット量δ
を考慮して、移動可能量が道路橋支
承便覧の規格値を満たすことを確認
する。 
注 3) 可動支承の移動量検査は、架
設完了後に実施する。 
詳細は、道路橋支承便覧参照。 

 

     

水 

平 

度 

橋軸方向  

1／100 
     

橋軸直角方向 

可動支承の橋軸
方向のずれ 

同一支承線上の
相対誤差 

 
5 

     

    可動支承の 

機能確認  注
3 ） 

温度変化に伴う移動量計算
値の 1／2 以上 

  

10 

道
路 
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

５ 

鋼
橋
架
設
工 

10 ２ 支承工 
 

（ゴム支承） 

据付け高さ
注 1） 

±5 
支承全数を測定。 
Ｂ：支承中心間隔（ｍ） 

 10-4-5-10 

可動支承の移動
可能量  注 2） 

設計移動量以上 上部構造部材下面とゴム支承面との
接触面及びゴム支承と台座モルタル
との接触面に肌すきが無いことを確
認。 
支承の平面寸法が 300mm 以下の場合
は、水平面の高低差を 1mm 以下とす
る。なお、支承を勾配なりに据付け
る場合を除く。

 
支承中心間隔 

（橋軸直角方向） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
橋 

鋼橋 

 

±5 
±(4＋0.5 

×(B－ 2)） 
     

    水 
平 
度 

橋軸方向  

1／300 
注 1) 先固定の場合は、支承上面で
測定する。 
注 2) 可動支承の遊間（La,Lb）を計
測し、支承据付時のオフセット量δ
を考慮して、移動可能量が道路橋支
承便覧の規格値を満たすことを確認
する。 
注 3) 可動支承の移動量検査は、架
設完了後に実施する。 
詳細は、道路橋支承便覧参照。 

 

橋軸直角方向 

可動支承の橋軸
方向のずれ 

同一支承線上の
相対誤差 

 
5 

    可動支承の 
機能確認 注 3) 

温度変化に伴う移動量計算
値の 1／2 以上 

 

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
6
 

－
4
4
0
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 
道
路
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

８ 

橋
梁
付
属
物
工 

３  落橋防止装置工 全数測定  10-4-8-3 

  アンカーボルト孔の削
孔長 

 

設計値以上 
 

    
アンカーボルト定着長 

 

－20 以内 
かつ －1Ｄ以内 

全数測定 
Ｄ：アンカーボルト径 (mm) 

 

10 
道 
路 
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

８ 

橋
梁
付
属
物
工 

５  地覆工 
地覆の幅 ｗ1 －10～＋20 

１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。 

 10-4-8-5 

  地覆の高さ  ｈ －10～＋20   

   有効幅員 ｗ2 0～＋30   

       

10 
道 
路 
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

８ 

橋
梁
付
属
物
工 

６  橋梁用防護柵工 １径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。 

 

10-4-8-6 
天  端  幅  ｗ1 －5～＋10 10-4-8-7 

７ 橋梁用高欄工 

  地  覆  の  幅  ｗ2 －10～＋20   

   高 さ  ｈ1 －20～＋30   

   高 さ  ｈ2 －10～＋20   

   有  効  幅  員  ｗ3 0～＋30   

       

10 
道 
路 
編 

４ 

鋼
橋
上
部 

８ 

橋
梁
付
属
物
工 

８  検査路工 １ブロックを抽出して測定。  10-4-8-8 
幅 ±3 

  高 さ ±4   

       

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
2
7
 

－
4
4
1
－

 



単位：mm 
 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

５
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
上
部 

６
プ
レ
ビ
ー
ム
桁
橋
工 

２  プレビーム桁製作工 
（現場） 
 

幅 ｗ ±5 

桁全数について測定。 
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。 
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。 
ℓ：スパン長 
 

 10-5-6-2 

高 さ ｈ 
10 

-5 

桁 長  ℓ 
  ス パ ン 長 

 

 
ℓ＜15…±10 
ℓ≧15… 

±（ℓ－5）かつ 
－30mm 以内 

 

横方向最大タワミ 0.8ℓ 

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

４ 

支
保
工 

３  吹付工 
吹 付 け 厚 さ 

設計吹付け厚以
上。ただし、良好
な岩盤で施工端
部、突出部等の特
殊な箇所は設計吹
付け厚の 1／3 以
上を確保するもの
とする。 

施工延長 40ｍ毎に図に示す。 
(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測
定。 
注）良好な岩盤とは、「道路トンネル
技術基準（構造編）・同解説」にいう
地盤等級Ａ又はＢに該当する地盤とす
る。 

 

10-6-4-3 

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

４ 

支
保
工 

４  ロックボルト工 

位 置 関 係 ― 

施工延長 40ｍ毎に断面全本数検測。  10-6-4-4 

角 度 ― 

削 孔 深 さ ― 

孔 径 ― 

突 出 量 
プレート下面  

から 10cm 以内 

 

Ⅰ
－

1
2
8
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来
形
管
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及
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

５ 

覆
工 

３  覆工コンクリート工 
基準高▽（拱頂） ±50 

(1) 基準高、幅、高さは、施工 40ｍに 
つき１ヶ所。 
(2) 厚さ 
(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間を
１打設長の終点を図に示す各点で測
定。中間部はコンクリート打設口で測
定。 
(ﾛ) コンクリート打設後、覆工コンク
リートについて１打設長の端面（施工
継手の位置）において、図に示す各点
の巻厚測定を行う。 
(ﾊ) 検測孔による巻厚の測定は図の(1)
は40ｍに１ヶ所、(2)～(3)は100ｍに１
ヶ所の割合で行う。 

なお、トンネル延長が 100ｍ以下のも
のについては、１トンネル当たり２ヶ 
所以上の検測孔による測定を行う。 

ただし、以下の場合には、左記の規
格値は適用除外とする。 
・良好な地山における岩または吹付コ
ンクリートの部分的な突出で、設計覆
工厚の３分の１以下のもの。 

なお、変形が収束しているものに限
る。 
・異常土圧による覆工厚不足で、型枠
の据付け時には安定が確認されかつ別
途構造的に覆工の安全が確認されてい
る場合。 
・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突
出。 
計測手法については、従来管理のほ 
かに「３次元計測技術を用いた出来形 
計測要領（案）」で規定する出来形計 
測性能を有する機器を用いることが出 
来る。 

 

10-6-5-3 

幅  ｗ（全幅） －50 

高さｈ（内法） －50 

厚 さ  ｔ 設計値以上 

延 長  Ｌ ― 

  

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

５ 

覆
工 

５  床版コンクリート工 
幅 ｗ －50 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また

は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ

き２ヶ所。 

 10-6-5-5 

厚 さ  ｔ －30 
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

６
イ
ン
バ
ー
ト
工 

４  インバート本体工 
幅  ｗ（全幅） －50 

(1) 幅は、施工 40ｍにつき１ヶ所。 
(2) 厚さ 
(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間を
１打設長の中間と終点を図に示す各点
で測定。 
(ﾛ) コンクリート打設後、インバート
コンクリートについて１打設長の端面
（施工継手の位置）において、図に示
す各点の巻厚測定を行う。 

 

10-6-6-4 

厚 さ  ｔ 設計値以上 

延 長  Ｌ ― 

  

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

８ 

坑
門
工 

４  坑門本体工 
基  準  高  ▽ ±50 

図面の主要寸法表示箇所で測定。 

 

10-6-8-4 

幅 ｗ1，ｗ2 －30 

 
高
さ
ｈ 

ｈ＜3ｍ －50 

ｈ≧3ｍ －100 

延 長  Ｌ －200 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

８ 

坑
門
工 

５  明り巻工  

基準高▽（拱頂） 
 

±50 
基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長
40ｍにつき１ヶ所を測定。 
なお、厚さについては図に示す各点①
～⑩において、厚さの測定を行う。 

 

10-6-8-5 

 

幅  ｗ（全幅） 
 

－50 

 

高さｈ（内法） 
 

－50 

 

厚 さ  ｔ 

 

－20 

 

延 長  Ｌ 

 

― 
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形
管
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及
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格
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Ⅰ
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単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

６
Ａ
ト
ン
ネ
ル
（
矢
板
） 

５ 

覆
工 

３  覆工コンクリート工 
基準高▽（拱頂） ±50 (1) 基準高、幅、高さは、施工 40ｍに

つき１ヶ所。 

(2)厚さ 

(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間を

１打設長の中間と終点を図に示す各点

①～⑦で測定。 

(ﾛ) コンクリート打設後、覆工コンク

リートについて１打設長の端面（施工

継手の位置）において、図に示す各点

①～⑦の巻厚測定を行う。 

 ただし、上部半断面先進工法の場合

④～⑦については上半のセントルの間

隔程度でよい。 

(ﾊ) せん孔による巻厚の測定は図の①

は 40ｍに１ヶ所、②～③は 100ｍに１

ヶ所の割合で行う。 

 なお、トンネル延長が 100ｍ以下のも

のについては、１トンネル当たり２ヶ

所以上のせん孔による測定を行う。 

  ただし、漏水の多い場合などで上

記によることが好ましくない場合は、

監督職員の指示により間隔を拡げるこ

とができる。 

 
 

10-6A-5-3 

幅  ｗ（全幅） －70 

高さｈ（内法） －70 

厚   さ  ｔ －50 

延 長  Ｌ ― 

  

10 

道
路
編 

６
Ａ
ト
ン
ネ
ル
（
矢
板
） 

５ 

覆
工 

４  床版コンクリート工 
幅 ｗ －50 

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ以下の
ものは１施工箇所につき２ヶ所。 

 10-6A-5-4 

厚 さ  ｔ －30 

  

  

Ⅰ
－

1
3
2
 

－
4
4
6
－
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

６
Ａ
ト
ン
ネ
ル
（
矢
板
） 

 

  インバート本体工 
幅  ｗ（全幅） －50 

(1) 基準高、幅、高さは、施工 40ｍに
つき１ヶ所。 

(2) 厚さ 

(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間を

１打設長の中間と終点を図に示す

各点⑧～⑩で測定。 

(ﾛ) コンクリート打設後、覆工コンク

リートについて１打設長の端面

（施工継手の位置）において、図

に示す各点⑧～⑩の巻厚測定を行

う。 

 (ﾊ) せん孔による巻厚の測定は図の

⑧～⑩は 100ｍに１ヶ所の割合で

行う。 
 なお、トンネル延長が 100ｍ以下のも 

のについては、１トンネル当たり２
ヶ所以上のせん孔による測定を行
う。 

 

 

10-6A 

厚 さｔ1，ｔ2 設計値以上 

延 長  Ｌ ― 

基  準  高 ±50 

  

  

Ⅰ
－

1
3
3
 

－
4
4
7
－
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 
道 
路 
編 

11 
共 
同 
溝 

６ 

現
場
打
構
築
工 

２  現場打躯体工 
基  準  高  ▽ ±30 

両端・施工継手箇所及び図面の寸法表
示箇所で測定。 

 

10-11-6-2 

   
厚 さ ｔ －20 

    

    内  空  幅  ｗ －30   

    内  空  高  ｈ ±30   

    ブロック長  Ｌ －50   

        

10 
道 
路 
編 

11 
共 
同 
溝 

６ 

現
場
打
構
築
工 

４  カラー継手工 
厚 さ ｔ －20 

図面の寸法表示箇所で測定。  10-11-6-4 

    
幅 ｗ －20 

    

    長 さ  Ｌ －20   

        

10 
道
路 
編 

11 
共
同 
溝 

６ 

現
場
打
構
築
工 

５ １ 防水工 両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂
版で測定。 

 10-11-6-5 

   

（防水） 
幅 ｗ 設計値以上  

         

10 
道
路 
編 

11 
共
同 
溝 

６ 

現
場
打
構
築
工 

５ ２ 防水工 両端・施工継手箇所の「四隅」で測
定。 

 10-11-6-5 

   

（防水保護工） 
厚 さ  ｔ 設計値以上  
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 11 ６ 

現
場
打
構
築
工 

５ ３ 防水工 図面の寸法表示箇所で測定。  10-11-6-5 
道 
路 
編 

共 
同 
溝 

高 さ ｈ －20 

（防水壁） 

  幅   ｗ ±50   

     厚  さ ｔ －20   

         

10 11 ７
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
構
築
工 

２  プレキャスト躯体工 施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ（また
は 50ｍ）以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。ただし、基準高の適用は据
付後の段階検査時のみ適用する。 

 

10-11-7-2 
道 
路 
編 

共 
同 
溝   基 準 高 ▽ ±30  

    延  長 Ｌ －200 
延長：１施工箇所毎  

       

10 12 ５ 

電
線
共
同
溝
工 

２  管路工（管路部） 接続部（地上機器部）間毎に１ヶ所。 

 

10-12-5-2 
道 
路 
編 

電 
線 
共 
同 
溝 

埋 設 深 ｔ 0～＋50 

延  長 Ｌ －200 
接続部（地上機器部）間毎で全数。 
【管路センターで測定】 
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編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

12 

電
線
共
同
溝 

５ 

電
線
共
同
溝
工 

３  プレキャストボックス 
工（特殊部） 基  準  高  ▽ ±30 

接続部（地上機器部）間毎に１ヶ所。  10-12-5-3 

  

10 

道
路
編 

12 

電
線
共
同
溝 

６ 

付
帯
設
備
工 

２  ハンドホール工 
基  準  高  ▽ ±30 

１ヶ所毎 
※は現場打部分のある場合 

 

10-12-6-2 

※厚 さｔ1～ｔ5 －20 

※幅 ｗ1，ｗ2 －30 

※高 さｈ1，ｈ2 －30 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

出
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及
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値
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－
4
5
0
－

 



単位：mm 
 

 

 
 

編 

 
 

章 

 
 

節 

 
 

条 

 
 

枝番 

 
 

工 種 

 
 

測定項目 

規  格  

値

 
 

測 定 基 準 

 
 

測 定 箇 所 

 
 

摘  要 個々の
測定値 
（Ｘ） 

平均の
測定値
（) 

10 

道
路
編 

14 

道
路
維
持 

４ 

舗
装
工 

５ １ 切削オーバーレイ工 厚 さ ｔ 
(切削) 

-7 －2 
厚さは 40ｍ毎に「現舗装高と切削後の
基準高の差」「切削後の基準高とオーバ
ーレイ後の基準高の差」で算出する。 
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。 
幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長 40ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。 
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。 
 
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。 

 

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。 

10-14-4-5 

厚 さ ｔ 
(オーバーレ

イ) 

-9 

幅 ｗ －25 

延 長 Ｌ －100 

 
 

平 坦 性 

 
 

― 

3m プロフィルメ
ーター 

(σ)2.4mm 以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm 以下 

10 

道 

路 

編 

14 

道 

路 

維 

持 

４ 
舗 

装 

工 

５ 2 切削オーバーレイ工 

（面管理の場合） 

厚さｔまたは標高較差

（切削）のみ 

厚 さ ｔ 

（標高較差） 

(切削) 

-17 

（17） 

（面管理とし

て緩和） 

-2 

（2） 

１．施工履歴データを用いた出来形 

管理要領（案）に基づき出来形管理を実

施する場合に適用する。 

２．計測は切削面の全面とし、すべ 

ての点で設計面との厚さｔ または標 

高較差（切削）を算出する。計測密 

度は 1 点/㎡（平面投影面積当たり） 

以上とする。 

３．厚さｔまたは標高較差（切削） 

は、現舗装高と切削後の基準高との 

差で算出する。 

４ ． 厚さ（オーバーレイ）は 40ｍ 毎

に「切削後の基準高とオーバーレイ後 

の基準高の差」で算出する。 

測定点は車道中心線、車道端及びそ 

の中心とする。 

５．幅は、延長 40ｍ毎に１ ヶ所の割 

とし、延長 40ｍ未満の場合は、２ヶ 

所／施工箇所とする。 

断面状況で、間隔、測点数を変える 

ことが出来る。 

 

 
維持工事においては、平坦性の項

目を省略することが出来る。 
 

10-14-4-5 

厚 さ ｔ 

(オーバーレ

イ) 
-9 

幅   ｗ －25 

延 長 Ｌ －100 

平 坦 性 － 

3ｍプロフィルメ

ーター 

(σ)2.4 ㎜以下 

着脱式（足付

き） 

(σ)1.75 ㎜以下 

  

Ⅰ
－

1
3
7
 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

－
4
5
1
－

 



単位：mm 
 

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 規  格  値 測 定 箇 所 摘  要 編 

10 

道
路
編 

14 

道
路
維
持 

４ 

舗
装
工 

７ １ 路上再生工 

（路盤） 

 

 

 
路
盤 

 

厚 さ ｔ 

 

－30 

幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割で測定
（最少２ヶ所）。 

厚さは、各車線 200ｍ毎に左右両端及び
中央の３点を掘り起こして測定（最少３
ヶ所）。 

 

 10-14-4-7 

 

幅 ｗ 

 

－50 

 

延 長 Ｌ 

 

－100 

  

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
3
7
-
1 

－
4
5
1
-
1
－
 



 

 

 
 

 

  

Ⅰ
－

1
3
7
-
2 

－
4
5
1
-
2
－
 



 

 

 
単位：mm 

 
 

編 

 
 

章 

 
 

節 

 
 

条 

 
 

枝番 

 
 

工 種 

 
 

測定項目 

規  格  値  
 

測 定 基 準 

 
 

測 定 箇 所 

 
 

摘  要 個々の
測定値 
（Ｘ） 

平均の
測定値
(Ｘ10) 

10 

道
路
編 

14 

道
路
維
持 

４ 

舗
装
工 

７ ２ 

 
路上再生工 

（表層） 

表

層 

厚 さ ｔ -9 

幅は延長 40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。
厚さは、1000 ㎡毎に、現舗装高と舗設
後の基準高の差で算出する。 
測定点は、車線中心線、車線端及びその
中心とする。 

 

 

10-14-4-7 

幅  ｗ -25 

延 長 Ｌ －100 

リペーブ

の場合 

再生表層

厚ｔ2 

－9 

平坦性 

 
 

― 

3m プロフィルメ
ーター 

(σ)2.4mm 以下
直読式(足付き) 
(σ)1.75mm 以下 

  

  

－
4
5
2
－

 

Ⅰ
－

1
3
8 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 



 

 

 
 

単位：mm 

 
編 

 
章 

 
節 

 
条 

 
枝番 

 
工 種 

 
測  定  項  目 

 
規  格  値 

測 定 基 準  
測 定 箇 所 

 
摘  要 

鋼桁等 トラス・アーチ等 

10 

道
路
編 

16 

道
路
修
繕 

３ 

工
場
製
作
工 

４  桁補強材製作工  

 

 

 
ﾌﾗﾝｼﾞ幅 ｗ（ｍ） 
腹板高 ｈ（ｍ） 
腹板間隔  ｂ′（ｍ） 

 

 
±2… ｗ≦0.5 
±3… 

0.5＜ｗ≦1.0 
±4… 

1.0＜ｗ≦ 2.0 
±(3＋ｗ／2)… 

2.0＜ｗ 

主桁・主構 各支点及び各支間
中央付近を測定。 

 

10-16-3-4 

床組など 構造別に、５部材
につき１個抜き取っ
た部材の中央付近
を測定。 

 

 

 

 
フランジの直角度 

δ（mm） 

 

 

 

 
ｗ／200 

主桁 各支点及び各支間
中央付近を測定。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮材の曲がり   
δ（mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ℓ／1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

主要部材全数を測
定 。         
ℓ：部材長（mm） 

  

  

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値

 

Ⅰ
－

1
3
9
 

－
4
5
3
－

 



 

 

 

 
単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工 種 測  定  項  目 規  格  値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要 

10 

道
路
編 

16 

道
路
修
繕 

６ 

排
水
構
造
物 

７  場所打水路工 

嵩 

上 

厚 さ ｔ －20 
施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場合は
50 ｍ） につき１ヶ所、施工延長 40 ｍ
（または 50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。 
取壊し寸法または嵩上げ寸法が変化す
れば、変化点毎に測定。 

 

 

ｈ
ｈ

ｔ

ｔ

 

10-16-6-7 

高 さ ｈ －30 

延 長 Ｌ －200 

  

10 

道
路
編 

16 

道
路
修
繕 

22 

橋
梁
付
属
物
工 

３  伸縮継手工 

（ゴムジョイント） 
厚 さ ｔ1,ｔ2 －20 

伸縮継手の両端部及び中央部の３ヶ所
を測定。 

 

 
ｗ1 ｗ ｗ ｗ2 3 4

1ｔ

ｔ2

 

10-16-22-3 

幅  ｗ1～ｗ4 －20 

延    長 Ｌ 設計値以上 

  

 

Ⅰ
－

1
4
0
 

－
4
5
4
－

 

出
来
形
管

理
基
準
及
び

規
格
値
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第２ 港湾･漁港工事の部 

出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

３
浚
渫
土
工 

 浚渫工 水深 

（底面） 

（法面） 

＋０ 

－規定しない又は特に

よる 

音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

㊕による 100mm ＋：設計値より浅いことをいう。

－：設計値より深いことをいう。

起終点及び変化点を含むこと。 

断面図は監督職員が指示したと

き作成し提出 

平面図に実測値を記入し提出 

７
圧
密
・
排
水
工 

 敷砂均し 

グラベルマット 

延長 ＋規定しない 

－０ 

 

スチールテープ、間縄、

光波測距儀等により測

定 

施工完了後 100mm 管理図に延長を記入し提出 

 

天端高 

天端幅 

法面勾配 

天端高±300 

天端幅、法面勾配は特に

よる。 

陸上部：スチールテー

プ、レベル、光波測距儀

等で測定 

測線間隔 20m 以下 

測点間隔 10m 以下 

天端高 10mm 

天端幅 100mm 

管理図に天端高、法肩、法尻、天

端幅及び法面勾配を記入し提出 

 

水中部：スチールテー

プ、間縄、レッド又は音

響測深機等により測定 

測線間隔 20m 以下 

測点間隔 20m 以下 

100mm 

11
中
詰
工 

 中詰工 天端高 砂、石材等 

陸上±50 

水中±100 

コンクリート 

陸上±30 

水中±50 

レベル、水糸張、スチー

ルテープ等によりケー

ソン天端面からの下り

を測定 

１室につき１箇所(中

心） 

10mm 管理表を作成し提出 

      

12
蓋

コ
ン
ク
リ
ー
ト

工 

 蓋コンクリート 

（プレキャスト） 

（現場打ち） 

天端高 陸上±30 

水中±50 

レベル、水糸張、スチー

ルテープ等により測定 

１室につき１箇所(中

心） 

10mm 管理表を作成し提出 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

15
控
工 

 

４ 

控工 

（腹起） 

取付高さ 
 

レベル等により測定 取付完了時、両端（継手

毎）全数 

10mm 管理表を作成し提出 

継手位置  観察 取付完了時、全数  観察記録を報告 

ボルトの取付け  観察 取付完了時、全数  

矢板と腹起しとの密着

度 

 観察 タイロッド毎、全数  

５
（
１
） 

控工 

（タイロットﾞ取付） 

取付け高さ及び水平度  レベル等により測定 締付後両端、全数 10mm 管理表を作成し提出      

腹起しに取り付ける場合は不要 

矢板法線に対する取付

角度及び取付間隔 

 スチールテープ等によ

り測定 

締付後両端、全数 10mm 管理表を作成し提出 

定着ナットの締付け ねじ山が３つ山以上突

き出していること 

観察 全数  観察記録を報告 

ターンバックルのねじ

込み長さ 

定着ナットの高さ以上 観察 全数 10mm 

リングジョイントのコ

ンクリートヘの埋込み 

 観察 全数  

支保材の天端高  レベル等により測定 適宜 10mm 管理表を作成し提出 

５
（
２
） 

控工 

（タイワイヤー取付） 

取付高さ  レベル等により測定 締付後両端、全数 10mm 管理表を作成し提出 

腹起しに取り付ける場合は不要 

矢板法線に対する取付

角度及び取付間隔  
スチールテープ等によ

り測定 

締付後両端、全数 10mm 管理表を作成し提出 

定着ナットの締付け ねじ山が３つ山以上突

き出していること 

観察 全数  観察結果を報告 

定着具端部栓の取付け  観察 全数  

トランペットシースの

取付 

 観察 全数  
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

５
海
上
地
盤
改
良
工 

６
床
掘
土
工 

 

床掘工 水深 

（底面） 

±300 

又は特による 

音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

㊕による 100mm 

 

 

起終点及び変化点を含むこと 

断面図は監督職員が指示したと

き作成し提出 

平面図に実測値を記入し提出 
水深 

（法面） 

外側 2000 

（法面に直角） 

内側 300 

（法面に直角） 

又は特による 

７
置
換
工 

 

置換工 延長 ＋規定しない 

－０ 

スチールテープ、間縄、

光波測距儀等により測定 

施工完了後 100mm 管理図に延長を記入し提出 

 

天端高 

天端幅 

法面 

天端高±500 

又は特による 

天端幅、法面は特による 

陸上部：スチールテープ、

レベル、光波測距儀等で

測定。 

測線間隔 20m 以下 

測点間隔 10m 以下 

天端高 10mm 

天端幅 100mm 

管理図に天端高、法肩、法尻、天

端幅及び法面勾配を記入し提出 

 

 

 
水中部：スチールテープ、

間縄、レッド又は音響測

深機等により測定 

測線間隔 20m 以下 

測点間隔 20m 以下 

100mm 

８

圧

密 

・ 

排

水

工 

 

サンドドレーン 

グラベルドレーン 

位 置 ±100 自動位置決め装置又はト

ランシット及び光波測距

儀等により測定 

移動毎及び監督職員の

指示による 

10mm 管理図に測定結果を記入し提出 

自動位置決め装置を使用してい

る場合、その作動状況が確認され

ていれば不要 

天端高 ＋規定しない 

－０ 

打込記録の確認 全数 100mm ＋:設計値より浅い（高い）こと

をいう            

－:設計値より深い（低い）こと

をいう 

（  ）は陸上 

打込記録紙及び管理図を作成し

て提出 

先端深度 ＋０ 

－規定しない 

砂（砕石）の投入量  打込記録の確認 全数 0.1m3 打込記録紙に砂（砕石）の投入量

を記入し提出 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

５
海
上
地
盤
改
良
工 

８
圧
密 

・ 

排
水
工 

 

ペーパードレーン      サンドドレーンを適用する（砂の

投入量のかわりにドレーン材の

打込長とする）測定単位は、100

ｍｍとする。 

打込記録紙に打込長を記入し提

出 

載荷土砂 延長 ＋規定しない 

－０ 

スチールテープ、間縄等

により測定 

施工完了後 100mm 管理図に延長を記入し提出 

天端高 

天端幅 

法面勾配 

天端高±500 

天端幅、法面勾配は特に

よる。 

陸上部：スチールテープ、

レベル、光波測距儀等で

測定。 

測線間隔 20m 以下 

測点間隔 10m 以下 

天端高 10mm 

天端幅 100mm 

管理図に天端高、法肩、法尻、天

端幅及び法面勾配を記入し提出 

水中部：スチールテープ、

間縄、レッド又は音響測

深機等により測定 

測線間隔 20m 以下 

測点間隔 20m 以下 

100mm 

９
締
固
工 

 

サンドコンパクション

パイル 

位置 ±100 自動位置決め装置又はト

ランシット及び光波測距

儀等により測定 

移動毎及び監督職員の指

示による 

10mm 管理図に測定結果を記入し提出 

自動位置決め装置を使用してい

る場合、その作動状況が確認され

ていれば不要 

天端高 ＋規定しない 

－０ 

打込み記録の確認 

 

砂杭全数 100mm ＋:設計値より浅い（高い）こと

をいう            

－:設計値より深い（低い）こと

をいう 

（  ）は陸上 

打込記録紙及び管理表を作成し

て提出 

先端深度 ＋０ 

－規定しない 

砂の投入量  打込み記録の確認 

 

砂杭全数 0.1m3 打込記録紙に砂の投入量を記入

し提出 

盛上り量  レベル、音響測深機又は

レッドにより測定 

完了後 

測線・測点間隔は特によ

る 

100mm 盛上り量の平面図を作成し提出 

 ロッドコンパクション 位置 ±100 自動位置決め装置又はト

ランシット及び光波測距

儀等により測定 

 

移動毎及び監督職員の指

示による 

100mm 管理図に測定結果を記入し提出 

自動位置決め装置を使用してい

る場合、その作動状況が確認され

ていれば不要 

充填材の投入量    0.1m3 測定記録簿の提出 

 

天端高 ＋規定しない 

－０ 

打込み記録の確認 

 

全数 100mm ＋:設計値より浅い（高い）こと

をいう            

－:設計値より深い（低い）こと

をいう （  ）は陸上 

打込記録の提出 

先端深度 ＋０ 

－規定しない 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

５
海
上
地
盤
改
良
工 

10
固
化
工 

 

深層混合処理杭 位置 トランシット及び光波

測距儀により測定する

場合は㊕による 

自動位置決め装置又は

トランシット光波測距

儀等により測定 

海上施工は改良杭全数 

陸上施工は特による 

10mm 管理図に測定結果を記入し提出 

自動位置決め装置を使用してい

る場合、その作動状況が確認され

ていれば不要 

鉛直度、接合 特による トランシット及び傾斜

計等により処理機の鉛

直度を測定 

改良杭全数 

深度方向に２～５m 程度

毎に測定（引抜きと貫入

時） 

１分又は 10mm 陸上施工は除く 

改良杭先端部の軌跡図を作成し

提出 

天端高 ＋規定しない 

－０ 

深度計、ワイヤー繰出長

さ、潮位計、乾舷及び処

理機等により確認 

改良杭全数 10mm ＋:設計値より浅い（高い）こと

をいう            

－:設計値より深い（低い）こと

をいう 

（  ）は陸上 

打込記録紙又は打込記録データ

に天端高、先端深度を記入し管理

表を提出 

先端深度 ＋０ 

－規定しない 

固化材吐出量  流量計等により固化材

のｍ当たりの吐出量を

確認 

改良杭全数 1L または１ｔ 打込記録紙又は打込記録データ

に固化材吐出量を記入し提出 

盛上り量  音響測深機又はレッド

により測定 

改良前、改良後 100mm 盛上り量の図面を作成し提出 

６
基
礎
工 

３

洗

掘

防

止

工 

 洗掘防止 

（アスファルトマット） 

（繊維系マット） 

（ゴムマット） 

敷設位置 特による スチールテープ、間縄等

により測定 

始、終端及び変化する箇

所毎並びに 20m に 1 箇所

以上 

100mm 測定表及び敷設図を作成し提出 

重ね幅 500 以上 スチールテープ等によ

り測定 

１枚に２点 10mm 

延長 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

マットの中心を区間毎

及び全長 

100mm 

洗掘防止 

（合成樹脂系マット） 

敷設位置 特による スチールテープ、間縄等

により測定 

始、終端及び変化する箇

所毎並びに 20m に 1 箇所

以上 

100mm 測定表及び敷設図を作成し提出 

重ね幅 300 以上 スチールテープ等によ

り測定 

１枚に２点 10mm 

延長 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

マットの中心を区間毎

及び全長 

100mm 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

６
基
礎
工 

３

洗

掘

防

止

工 

 

洗掘防止 

摩擦増大用 

（アスファルトマット

を使用する場合、アスフ

ャルトマット以外を使

用する場合、ケーソン製

作時に施工する場合） 

 

敷設位置 特による スチールテープ等によ

り確認 

始、終端及び変化する箇

所毎 

100mm 測定表及び敷設図を作成し提出 

 

４
基
礎
捨
石
工 

 

捨石本均し 天端高 ±50 レベル又は特により測

定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

10mm 出来形図を作成し提出 

天端幅 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

測線間隔は 10m 以下 100mm 

延長 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

法線上又は監督職員の

指示による 

100mm 

捨石荒均し 天端高 ±500 

岸壁前面 

＋0,-200 又は㊕による 

異形ブロック据付面 

（整積）の高さ 

±300 又は㊕による 

音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

100mm 係留施設・護岸・土留壁等の背面

については、荒均しを適用しな

い。 

出来形図を作成し提出 

法面 ±500 

（法面に直角） 

異形ブロック据付面 

（整積）の高さ 

（法面に直角） 

±300 又は㊕による 

音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線間隔は 10m 以下、測

点３点以上 

但し、マウンド厚２m 以

下の場合は２点以上 

100mm  

天端幅 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

測線間隔は 10m 以下 100mm 

延長 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

法線上又は監督職員の

指示による 

100mm 

基礎捨石 

（均しを行わない面） 

天端高 ㊕による 音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

100mm 出来形図を作成し提出 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

６
基
礎
工 

４
基
礎
捨
石
工 

 

基礎捨石 

（均しを行わない面） 

法面 ㊕による 音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線間隔は 10m 以下、測

点３点以上、但しマウン

ド厚２m 以下の場合は２

点以上 

100mm 出来形図を作成し提出 

天端幅 ㊕による スチールテープ、間縄等

により測定 

測線間隔 10m 以下 100mm 

延長 ㊕による スチールテープ、間縄等

により測定 

法線上又は監督職員の

指示による 

100mm 

７
本
体
工
（
ケ
ー
ソ
ン
式
） 

２
ケ
ー
ソ
ン
製
作
工 

 

ケーソン製作 高さ ＋30 

－10 

スチールテープ等によ

り測定 

完成時、四隅 10mm 管理表を作成し提出 

幅 ＋30 

－10 

スチールテープ等によ

り測定 

各層完成時に中央部及

び底版と天端は両端 

10mm 

長さ ＋30 

－10 

スチールテープ等によ

り測定 

各層完成時に中央部及

び底版と天端は両端 

10mm 

壁厚 ±10 スチールテープ等によ

り測定 

各層完成時、 

各壁１箇所 

10mm  

底版厚さ ＋30 

－10 

レベル、スチールテー

フﾟ等により測定 

底版完成時 

各室中央部１箇所 

10mm 

フーチング高さ ＋30 

－10 

スチールテープ等によ

り測定 

底版完成時 

四隅 

10mm 

対角線 ±50 スチールテープ等によ

り測定 

底版完成時 

及び完成時 

10mm 

バラスト 砕石・砂±100 

コンクリート±50 

レベル、レッド等により

測定 

各室中央部１箇所 10mm 管理表を作成し提出 

投入量管理 

３
ケ
ー
ソ
ン
進
水
据
付
工 

 ケーソン進水据付 法線に対する出入 防波堤ケーソン質量 

2000t 未満±200 

2000t 以上±300 

岸壁ケーソン質量 

2000t 未満±100 

2000t 以上±150 

トランシット及びスチ

ールテープ等により測

定 

据付完了後、 

両端２箇所 

 

10mm 管理表を作成し提出 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

７
本
体
工
（
ケ
ー
ソ
ン
式
） 

３
ケ
ー
ソ
ン
進
水
据
付
工 

 

ケーソン進水据付 据付目地間隔 防波堤ケーソン質量 

2000t 未満 200 以下 

2000t 以上 300 以下 

岸壁ケーソン質量 

2000t 未満 100 以下 

2000t 以上 200 以下 

スチールテープ等によ

り測定 

据付完了後、 

両端２箇所 

10mm 管理表を作成し提出 

天端高さ  レベルにより測定 据付完了後、四隅 

中詰完了時、四隅 

10mm 

延長  スチールテープ等によ

り測定 

据付完了後、 

法線上 

10mm 

８
本
体
工
（
ブ
ロ
ッ
ク
式
） 

２
本
体
ブ
ロ
ッ
ク
製
作
工 

 

本体ブロック製作 

（L 型ブロック） 

（セルラーブロック） 

（直立消波ブロック） 

（ブロック(方塊）） 

（船揚場の張ブロック） 

幅、高さ、長さ、壁厚 幅 ＋20 

  －10 

高さ＋20 

  －10 

長さ＋20 

  －10 

壁厚±10 

スチールテープ等によ

り測定 

型枠取外し後全数 

根固めに使用するブロ

ックは 10 個に１個以上

測定 

10mm 管理表を作成し提出 

対角線  スチールテープ等によ

り測定 

型枠取外し後全数 

根固めに使用するブロ

ックは 10 個に１個以上

測定 

10mm 管理表を作成し提出 

直立消波ブロック、セルラーブロ

ック、ブロック（方塊）、船揚場

の張ブロック 

型枠形状寸法 

（異形ブロック） 

 観察 型枠搬入後適宜  観察結果を報告 

ブロック外観 

（異形ブロック） 

 観察 全数  

３

本

体

ブ

ロ

ッ

ク

据

付

工 

 本体ブロック据付 

（L 型ブロック） 

（セルラーブロック） 

（直立消波ブロック） 

（ブロック(方塊）） 

（船揚場の張ブロック） 

法線に対する出入 ±50 

船揚場張ブロックには

適用しない 

スチールテープ等によ

り測定 

据付後ブロック１個に

つき２箇所(最下段、最

上段） 

10mm 管理表を作成し提出 

隣接ブロックとの間隔 L 型ブロック、セルラー

ブロック 50 以下 

 

直立消波ブロック、ブロ

ック（方塊） 30 以下 

 

船揚場張ブロックは特

とする 

スチールテープ等によ

り測定 

据付後ブロック１個に

つき２箇所(最下段、最

上段） 

10mm  
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

   

本体ブロック据付 

 

延長  スチールテープ等によ

り測定 

据付完了後、法線上（最

上段のみ） 

10mm 管理表を作成し提出 

天端高  レベルにより測定 据付後ブロック１個に

つき２箇所(最上段の

み） 

10mm 

11
本
体
工
（
鋼
矢
板
式
） 

２
鋼
矢
板
工 

 

鋼矢板 打込記録  打込記録 40 枚に１枚   

矢板壁延長 ＋矢板 1 枚幅 

－０ 

スチールテープ等によ

り測定（天端付近） 

施工中適宜 

打込完了時 

10mm 管理表を作成し提出 

矢板法線に対する出入

り 

±100 トランシット、光波測距

儀、スチールテープ等に

より測定 

打込完了時、20 枚に１枚

及び計画法線の変化点 

10mm 全数を目視で確認 

管理表を作成し提出 

矢板法線に対する傾斜 10/1000 以下 トランシット、光波測距

儀、下げ振り、傾斜計等

により測定 

打込完了時、20 枚に１枚

及び計画法線の変化点 

１/1000 管理表を作成し提出 

矢板法線方向の傾斜 上下の差が矢板１枚幅

未満 

10/1000 以下 

トランシット、光波測距

儀、下げ振り、傾斜計等

により測定 

施工中適宜 

打込完了時 

（両端部） 

10mm 

１/1000 

矢板天端高 ±100 レベルにより測定 打込完了時、 

20 枚に１枚 

10mm 全数を目視で確認 

管理表を作成し提出 

矢板継手部の離脱  観察(水中部は潜水士） 全数  観察結果を報告 

 鋼管矢板 打込記録  打込記録 20 本に１枚   

 

 

矢板壁延長 特による スチールテープ等によ

り測定（天端付近） 

施工中適宜 

打込完了時 

10mm 管理表を作成し提出 

 

 

矢板法線に対する出入

り 

±100 トランシット、光波測距

儀、スチールテープ等に

より測定 

打込完了時、10 本に１本

及び計画法線の変化点 

10mm 全数を目視で確認 

管理表を作成し提出 

矢板法線に対する傾斜 10/1000 以下 トランシット、光波測距

儀、下げ振り、傾斜計等

により測定 

打込完了時、全数確認後

10 本に１本及び計画法

線の変化点 

１/1000 管理表を作成し提出 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

11
本
体
工
（
鋼
矢
板
式
） 

２
鋼
矢
板
工 

 

鋼管矢板 矢板法線方向の傾斜 上下の差が矢板１枚幅

未満 

10/1000 以下 

トランシット、光波測距

儀、下げ振り、傾斜計等

により測定 

施工中適宜 

打込完了時 

（両端部） 

10mm 

１/1000 

管理表を作成し提出 

矢板天端高 ±100 レベルにより測定 打込完了時、 

10 本に１本 

10mm 全数を目視で確認 

管理表を作成し提出 

矢板継手部の離脱  観察(水中部は潜水士) 全数  観察結果を報告 

 

 

12
本
体
工(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
矢
板
式
） 

２
コ
ン
ク
リ
ー
ト
矢
板
工 

 

コンクリート矢板 矢板壁延長 ＋矢板１枚幅 

－０ 

スチールテープ等によ

り測定（天端付近） 

施工中適宜 

打込完了時 

10mm 管理表を作成し提出 

 

 

矢板法線に対する出入

り 

特による トランシット、スチール

テープ等により測定 

打込完了時、20 枚に１枚

及び計画法線の変化点 

10mm 全数を目視で確認 

管理表を作成し提出 

矢板法線に対する傾斜 特による トランシット、下げ振

り、傾斜計等により測定 

打込完了時、20 枚に１枚

及び計画法線の変化点 

１/1000 管理表を作成し提出 

矢板法線方向の傾斜 上下の差が矢板１枚幅

未満 

２/100 以下 

トランシット、下げ振

り、傾斜計等により測定 

施工中適宜 

打込完了時 

（両端部） 

10mm 

１/1000 

矢板天端高 ±50 レベルにより測定 打込完了時、 

20 枚に１枚 

10mm 全数を目視で確認 

管理表を作成し提出 

矢板継手部の離脱  観察(水中部は潜水士） 全数  観察結果を報告 

13
本
体
工
（
鋼
杭
式
） 

２

鋼

杭

工 

 鋼杭 打込記録  打込記録 支持杭は全数、支持杭以

外は 20 本に１本 

  

杭頭中心位置 100 以下 トランシット、光波測距

儀、スチールテープ等に

より測定 

打込完了時、 

全数 

10mm 管理表を作成し提出 

杭天端高 ±50 レベルにより測定 打込完了時、 

全数 

10mm 

杭の傾斜 直杭２°以下 

斜杭３°以下 

トランシット、光波測距

儀、下げ振り、傾斜計等

により測定 

打込完了時、 

全数 

１° 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

14
本
体
工
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
式
） 

２
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
工 

 

コンクリート杭 打込記録  JIS A 7201 記録 支持杭は全数、支持杭以

外は 20 本に１本 

 打込み工法記録を作成し提出 

杭頭中心位置 100 以下 トランシット、光波測距

儀、スチールテープ等に

より測定 

打込完了時、 

全数 

10mm 管理表を作成し提出 

杭天端高 ±50 レベルにより測定 打込完了時、 

全数 

10mm 

杭の傾斜 直杭２°以下 

斜杭３°以下 

トランシット、光波測距

儀、下げ振り、傾斜計等

により測定 

打込完了時、 

全数 

１° 

15
被
覆
・
根
固
工 

２
被
覆
石
工 

 

被覆石均し 

 

天端面 ±500 

岸壁前面 

＋0,－200 又は㊕による 

 

音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

100mm 出来形図を作成し提出 

法面 ±500 

（法面に直角） 

異形ブロック据付面 

（整積）の高さ 

（法面に直角） 

±300 又は㊕による 

音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線間隔は 10m 以下、測

点３点以上 

但し、マウンド厚２m 以

下の場合は２点以上 

100mm 

天端幅 ＋規定しない 

－200 

スチールテープ、間縄等

により測定 

測線間隔 10m 以下 100mm 

延長 ＋規定しない 

－200 

スチールテープ、間縄等

により測定 

天端中心上又は監督職

員の指示による 

100mm 

被覆石 

（均しを行わない面） 

天端面 ㊕による 音響測深機、レッド又は

レベル等により測定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

100mm 出来形図を作成し提出 

16
上
部
工 

２

上

部

コ
ン
ク
リ
ー
ト

工 

 防波堤 

 

天端高又は厚さ 天端幅 10m 以下の場合は 

±20 

天端幅 10m を超える場合

は ＋50 －20 

レベル等により測定 天端面は１スパン４箇

所以上 

パラペット頂部は１ス

パン２箇所以上 

10mm 天端高又は厚さの管理項目の選

定は特による。 

測定表を作成し提出 

天端幅 天端幅 10m 以下の場合は 

±30 

天端幅 10m を超える場合

は +50 -30 

 

 

スチールテープ等によ

り測定 

１スパン３箇所 10mm 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

16
上
部
工 

２

上

部

コ
ン
ク
リ
ー
ト

工 

 

防波堤 延長 ＋規定しない 

－０ 

スチールテープ等によ

り測定 

法線上 10mm 測定表を作成し提出 

法線に対する出入 ±50 

注）又は㊕による 

トランシット、スチール

テープ等により測定 

１スパン２個所 10mm (注）本体がケーソンの場合 

ケーソン質量 

2000t 未満 ±200 

2000t 以上 ±300 

 

岸壁 天端高又は厚さ ±20 レベル、スチールテープ

等により測定 

１スパン３箇所 10mm 天端高又は厚さの管理項目の選

定は特による。 

測定表を作成し提出 
天端幅 ±20 スチールテープ等によ

り測定 

１スパン３箇所 10mm 

延長 ＋規定しない 

－０ 

スチールテープ等によ

り測定 

法線上 10mm 

法線に対する出入 ±30 トランシット及びスチ

ールテープ等により測

定 

１スパン２個所 10mm 

(注）桟橋は上部コンクリート工

岸壁を適用する。 

梁(高さ、幅）、床版厚は型枠検査

による。 
防舷材ベッド  スチールテープ等によ

り測定 

スパン毎 10mm 

17
付
属
工 

２

係

船

柱

工 

 係船柱 天端高 曲柱 ±20 

直柱 ±20 

レベルにより測定 据付完了時、中心部、全

数 

10mm 管理表を作成し提出 

岸壁前面に対する出入  トランシット、スチール

テープ等により測定 

据付完了時、全数 10mm 

中心間隔  スチールテープ等によ

り測定 

据付完了時、各スパン毎

中心部、各基 

10mm 

直柱基礎コンクリート 

 (幅） 

 スチールテープ等によ

り測定 

完成時、全数、天端両端 10mm  

直柱基礎コンクリート 

 (長さ） 

 スチールテープ等によ

り測定 

完成時、全数、前後面 10mm 

直柱基礎コンクリート 

 (高さ） 

 スチールテープ等によ

り測定 

完成時、全数、中心点 10mm 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

17
付
属
工 

３
防
舷
材
工 

 

防舷材 取付高さ  レベル又はスチールテ

ープ等により測定 

取付完了時、中心部、全

数 

10mm 管理表を作成し提出 

 

中心間隔  スチールテープ等によ

り測定 

取付完了時、中心部、全

数 

 

10mm 

４
車
止
・
縁
金
物
工 

 

車止・縁金物 天端高  レベルにより測定 取付完了時、中心部、全

数 

10mm 管理表を作成し提出 

 

岸壁前面に対する出入 ±30 トランシット、スチール

テープ等により測定 

据付完了後、中心部を１

点 

10mm 

取付間隔  スチールテープ等によ

り測定 

上部工１スパンに２箇

所 

10mm 

塗装  目視による観察   観察記録を報告 

警戒色 

（シマ模様） 

 スチールテープ等によ

り測定 

完了時適宜  確認結果を提出 

５

防

食

工 

 

電気防食 

 

 

 

 

 

取付位置  目視（承諾された図面よ

り確認） 

潜水士による 

取付完了後、全数 ㊕による 確認結果を提出 

電位測定 飽和かんこう電極基準 

：－770mV 

海水塩化銀基準 

：－780mV 

又は飽和硫酸銅電極基

準：－850mV 

測定機器による 取付完了後、測定端子取

付箇所毎 

１mV 測定表を作成し提出 

ＦＲＰモルタル被覆 取付高さ 

（被覆範囲） 

㊕による 

 

レベル等により測定 完了後、保護カバーの上

端又は下端高さ 

（被覆範囲の確認） 

鋼管杭：全数 

矢板：１打設３箇所以上 

㊕による 測定表を作成し提出 

測定密度における矢板の１打設

とは、コンクリートモルタルの配

合１回当たりの打設を示す。 

ペトロラタム被覆 取付高さ 

（被覆範囲） 

㊕による 

 

レベル等により測定 完了後、保護カバーの上

端又は下端高さ 

（被覆範囲の確認） 

鋼管杭：全数 

矢板：監督職員の指示に

よる 

㊕による 測定表を作成し提出 

コンクリート被覆 取付高さ 

（被覆範囲） 

㊕による 

 

レベル等により測定 完了後、上端・下端高さ 

（被覆範囲の確認） 

鋼管杭：全数 

矢板：１打設３箇所以上 

㊕による 測定表を作成し提出 

測定密度における矢板の１打設

とは、コンクリートモルタルの配

合１回当たりの打設を示す。 
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出来形管理基準及び規格値  

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 
測  定  基  準 

摘 要 
方  法 密  度 単  位 

11 
(
 
 

11 

｜ 

１ 
 

） 
 

港
湾
・
漁
港
・
海
岸
編 

 

（
共
通
編
） 

４
一
般
施
工 

18
消
波
工 

３
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
工 

 

消波ブロック製作 

 

型枠形状寸法 

（異形ブロック） 

 観察 型枠搬入後適宜  観察結果を報告 

ブロック外観 

（異形ブロック） 

 観察 全数  

消波ブロック据付 天端高 特による レベル、水糸張、スチー

ルテープ等により測定 

据付後２箇所以上（最上

段） 

10mm 外観的な空白が無く、配置及びか

み合わせが適切で孤立したもの

が無いよう、所定の個数をもって

消波目的を果たすよう据付ける。 

管理表を作成し提出 

天端幅 

天端延長 スチールテープ等によ

り測定 

据付完了後、法線上 

（最上段のみ） 

10mm 

19
裏
込
・
裏
埋
工 

２
裏
込
工 

 

裏込均し 天端面 ±２００ レベル、レッドにより測

定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

陸上 10mm 

水中 100mm 

出来形図を作成し提出 

法面 ±２００ 

（法面に直角） 

レベル、レッドにより測

定 

測点は３点以上 100mm マット等を使用する場合を含む 

出来形図を作成し提出 

天端幅 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

測線間隔は 10m 以下 100mm 出来形図を作成し提出 

延長 ＋規定しない 

－100 

スチールテープ、間縄等

により測定 

天端中心上又は監督職

員の指示による 

100mm 

裏込材 

（均しを行わない面） 

天端高 特による レベル、レッドにより測

定 

測線及び測点間隔は 10m

以下 

陸上 10mm 

水中 100mm 

出来形図を作成し提出 

法面 特による レベル、レッドにより測

定 

測点は３点以上 100mm 

天端幅 特による スチールテープ、間縄等

により測定 

測線間隔は 10m 以下 100mm 

延長 特による スチールテープ、間縄等

により測定 

天端中心上又は監督職

員の指示による 

100mm 

※特：図面及び特記仕様書 

工種の掲載順序は高知県建設工事共通仕様書の第 11 編港湾・漁港・海岸編第 11－１編共通編の記載順とする。 

上記以外の工種については、他の類似工種を参照のうえ、実施するものとする。 

なお、類似工種の無い工種及び”出来形管理表・出来形管理図・打込記録等の様式”については、「港湾工事共通仕様書」（国土交通省港湾局編集）の”港湾工事

出来形管理基準”を参照のこと。 
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第３ 森林土木工事の部 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

３
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
工 

  コンクリートダム工 

コンクリート副ダム工 

垂直壁工 

  

第８編１―８―４コンクリート堰堤本体

工に準ずる。 

 

 

 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

３
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
工 

  コンクリート側壁工 

 

基 準 高 ▽ ±30 １．図面の寸法表示箇所を測定。 

２．上記以外の測定箇所の標準は、天端

幅・天端高で各測点及びジョイント毎に

測定。 

３．長さは、天端中心線の水平延長、又は、

測点に直角な水平延長を測定。 

L

W3
H3

H2

H1

W2

W1
ＣＬ

 

 

幅  W1.W2 －30 

長   さ L  -50 

裏込厚さ W3 －50 

高 さ   H1.H2.H3 -50 

勾  配 ±0.5 分 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

３
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
工 

  水叩工 
基 準 高 ▽ ±30 

図面の表示箇所で測定する。 

L

t2

t3
t1

L

W
2W
1

t4

 

 

 

 

 

 

幅   W1.W2 －50 

厚 さ t1.t2 －30 

延   長 L  -50 

基礎礫厚さ ｔ3.t4 －50 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

４
鋼
製
ダ
ム
工 

  鋼製ダム工 

(鋼製枠) 

 
  

第８編１―９―５鋼製堰堤本体工に準ず

る。 

 

  

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

４
鋼
製
ダ
ム
工 

  鋼製枠側壁工 

(鋼製枠) 

 

 

 

 

  

第８編１―９―６鋼製側壁工に準ずる。 

 

 

 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

４
鋼
製
ダ
ム
工 

  水叩工 

(鋼製枠) 

 幅   W1.W2 ±100 図面に表示してある箇所で測定。 

L

t3
t2

L

t1

t4

W0
.3
92
0

W2

 

 

厚 さ t1.t2.t3.t4 ±50 

長  さ L -100 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

６
木
製
ダ
ム 

  木製ダム 高  さ ▽ ±100 図面に表示してある箇所で測定。  

L3
L2
L1

L4

W1

W3

W2

 

 

天端部  W1.W2 

堤 幅    W3 
－50 

水通しの幅   L2.L3 -50 

堤  長  L1.L4 -100 

勾  配 ±0.5 分 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

７
護
岸
工 

  護岸工 

(コンクリート) 

  

第３編２―15―１場所打擁壁工に準ず

る。 

  

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

７
護
岸
工 

  護岸工 

(鋼製枠) 

  

第８編１―９―６鋼製側壁工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

７
護
岸
工 

  護岸工 

(空・練石積) 

  

第３編２―５―５石積工・石張工に準ずる。 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

７
護
岸
工 

  護岸工 

(木製) 

高 さ ▽ ±100 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

 

 

幅   W -50 

勾  配 ±0.5 分 

延  長  L  -100   １施工箇所毎。 

  
 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

９
流
路
工 

  流路工 

(コンクリート) 

基 準 高 ▽ ±50 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

H 2

t 1

H 1

W 1

W 2

W3W3

W4

S1S1

S2

 

 

幅   W1.W2.W4 -50 

高 さ   H1.H2 -50 

厚 さ    t1.W3  -30 

延  長  L 

-0.5%ただし 

最大-200 

最小 -50 

裏込・基礎礫厚さ s1.s2 -50 

勾  配 ±0.5 分 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

９
流
路
工 

  流路工 

(鋼製枠) 

  

第 12 編１―４鋼製枠側壁工・水叩工に準ず

る。 

 
 

 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

９
流
路
工 

  流路工 

(空・練石積) 

  

第３編２―５―５石積(張)工に準ずる。 

 

 

 

W

L
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                      単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

９
流
路
工 

  帯工 基 準 高 ▽ ±50 図面に表示してある箇所で測定。 

 

 

天端部   W1.W3 

堤 幅    W2 
－50 

水通しの幅   L2.L3 ±50 

堤  長    L1.L4 

-0.5%ただし 

最大-100 

最小 -50 

高  さ    H -50 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

３
法
切
工 

  法切工 基 準 高 ▽ +100 -200 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

土質判定線を

記入する。 

法 

長 

L 

L＜５ｍ －200 

L≧５ｍ 法長－４％ 

勾 

配 

1 割未満 ±0.5 分 

1 割以上 ±1.0 分 

  

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

４
土
留
工 

  土留工 

(コンクリート) 

  

第３編２―15―１場所打擁壁工に準ず

る。 

 

 

 

W3

L 4

L 3
L 2
L 1

ＬＣ

W1

H

W2
L
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                      単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

４
土
留
工 

  土留工 

(鋼製枠)   

第８編１―９―６鋼製側壁工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

４
土
留
工 

  土留工 

(鉄線籠)   

第３編２―３―27 羽口工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

４
土
留
工 

  土留工 

(木製) 

基 準 高 ▽ ±100 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以

下のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

 

 

幅   W1.W2 －50 

高  さ H -100 

延  長 L 

-0.5%ただし 

最大-200   

最小 -50 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

５
埋
設
工 

  埋設工 

  

第 12 編２－４土留工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

６
暗
渠
工 

  暗渠工 

  

第６編３―５―６函渠工に準ずる。 

 

 

 

H

W2

W1
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

７
水
路
工 

  水路工 

(コンクリート) 

 

  

第 12 編１―９流路工(コンクリート)に準

ずる。  

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

７
水
路
工 

  水路工 

(鋼製・二次製品) 

 

  

第３編２―３―29 側溝工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

７
水
路
工 

  水路工 

(石張) 

 

  

第 12 編１―９流路工(コンクリート)に準

ずる。  

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

８
柵
工 

  柵工 

(編柵) 

丸太柵工 

(木柵工) 

高  さ H +100 -50 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

HH

 

 

延  長 L 

-0.5%ただし 

最大-200  

最小 -50 

12
治
山
林
道
編 

 

２
山
腹
工 

10
筋
工 

  筋工(丸太) 

筋工(石筋) 

筋工(萱) 

植生土のう筋工 

高  さ H -50 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

HH HH

 

 

延  長 L 

-0.5%ただし 

最大-200  

最小 -50 

筋工(萱)については、延長

のみ 
 



 
 

-
 4

76
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

11
伏
工 

  伏工 

(繊維ネット工) 

   

第３編２―14―２植生工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

13
吹
付
工 

  種子吹付工 

 

  

第３編２―14―２植生工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

13
吹
付
工 

  植生基材吹付工 

(客土・厚層基材) 

特殊吹付工   

第３編２―14―２植生工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

14
法
枠
工 

  プレキャスト法枠工 

  

第３編２―14―４法枠工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

14
法
枠
工 

  現場打法枠工 

現場吹付法枠工 

簡易法枠工   

第３編２―14―４法枠工に準ずる。 

 

 

 



 
 

-
 4

77
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

16
補
強
土
工 

  補強土工 

(補強土(テールアルメ)壁工法) 

(多数アンカー式補強土工法) 

(ジオテキスタイルを用いた補強土工

法) 

  

第１編２―３―４盛土補強工に準ずる。 

 

 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

17
落
石
防
止
工 

  鋼製落石防護壁工 

  

第 10 編１―11―７雪崩予防柵工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

17
落
石
防
止
工 

  落石防護柵工 

  

第 10 編１―11―５落石防護柵工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

17
落
石
防
止
工 

  落石防護網工 

  

第 10 編１―11―４落石防止網工に準ずる。 

 

 



 
 

-
 4

78
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

17
落
石
防
止
工 

  固定工 

(ロープ伏工) 

  

第 10 編１―11―４落石防止網工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

 
 

鉄
筋 

  鉄筋の組立て 

  

第１編３―７―４組立てに準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

 
 

基
礎
工 

  切込砂利 

砕石基礎工 

割ぐり石基礎工 

均しコンクリート 
  

第３編２―４―１一般事項に準ずる。   



 
 

-
 4

79
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

３
渓
間
工
・ 

土
留
工
・
水
路
工
等 

  渓間工 

土留工 

水路工等 

  

第 12 編第１章渓間工・第２章山腹工に準ず

る。 

  

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

４
暗
渠
工 

  ボーリング暗渠工 

  

第８編３―７―４集排水ボーリング工に準

ずる。 

  

 



 
 

-
 4

80
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

５
集
水
井
工 

  集水井工 

  

第８編３―７―５集水井工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

７
排
土
工
及
び
押
え
盛
土
工 

  排土工 

  

第１編２―４―２掘削工に準ずる。   



 
 

-
 4

81
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

７
排
土
工
及
び
押
え
盛
土
工 

  押え盛土工 

  

第１編２―３―３盛土工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

８
杭
工 

  鋼管杭 

  

第３編２―４―４既製杭工に準ずる。   



 
 

-
 4

82
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

８
杭
工 

  合成杭 

  

第８編３―９―６合成杭工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

９
シ
ャ
フ
ト
工
（
深
礎
工
） 

  シャフト工 

  

第３編２―４―６深礎工に準ずる。   

 



 
 

-
 4

83
 - 

 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

３
地
す
べ
り
防
止
工 

10
ア
ン
カ
ー
工 

  アンカー工 

  

第３編２―14―６アンカー工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

４
海
岸
防
災
林
造
成
工 

３
防
潮
工 

  防潮堤 

防潮護岸工 

消波工 

消波堤 

突堤 

根固工   

第７編河川海岸編に準ずる。   



 
 

-
 4

84
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

４
海
岸
防
災
林
造
成
工 

６
異
形
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
工 

  異形コンクリートブロック工 

 

 

 

 

 
  

第７編河川海岸編に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

３
土
工 

  中心線 

※上段カッコ書きは、林業 

 専用道等の砂利道に適用 

IP の位置 
（±30.0´） 

交角±1.5´ 
全 IP   

IP 

間 

距 

離 

L＞40ｍ 
（±0.50%） 

±0.25% 

L≦40ｍ 
（±200） 

±100 

測点間距離 
（±100） 

±50 

施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以

下のものは１施工箇所につき２箇所。工延

長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下のも

のは１施工箇所につき２箇所。 

 
偏  心 

（±100） 

±50 



 
 

-
 4

85
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

３
土
工 

１  縦断・路面 

※上段カッコ書きは、林業 

 専用道等の砂利道に適用 

基準高 ∇ 
（±100） 

±50 
施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

 

 

全 幅 B 
（-100 +200） 

-100 +200 

舗装面と接する場合の 

基準高は±30 とする。 
 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

３
土
工 

２ 

 

 

 

 切土 

 

 

 

 

 

法 

長 

L 

L＜5ｍ -200 施工延長 40ｍにつき１箇所、40ｍ以下のも

のは１施工箇所につき２箇所。 

土質判定線を

記入する。 

L≧5ｍ 法長 -4% 

勾 

配 

1 割未満 ±0.5 分 

1 割以上 ±1.0 分 

   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

３
土
工 

３  盛土(路体) 

盛土(路床) 

法 

長 

L 

L＜5ｍ －100 施工延長 40ｍにつき１箇所、40ｍ以下のも

のは１施工箇所につき２箇所。 

L1

L2

L3

B

W

 

 

L≧5ｍ 法長 -2% 

勾 

配 

1 割未満 ±0.5 分 

1 割以上 ±1.0 分 

幅  W -100  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

３
土
工 

４  盛土法面整形 

 

  

第１編２―４―５法面整形工に準ずる。   

L

L

B

L

B



 
 

-
 4

86
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

１  コンクリート擁壁工 

  

第３編２―15―１場所打擁壁工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

２  

 

 

 

 

 

籠工 

鋼製枠工 

(かご枠) 

基準高 ∇ ±100 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

 

 

高   さ H －100 

延   長  L1.L2 

-0.5%ただし 

最大-200  

最小 -50 

勾 

配 

1 割未満 ±0.5 分 

1 割以上 ±1.0 分 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

３  補強土擁壁工 

（補強土（テールアルメ）壁工法） 

（多数アンカー式補強土工法） 

（ジオテキスタイルを用いた補強土工

法） 

  

第３編２―15―３補強土壁工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

４  拘束土壁工 基 準 高 ▽ －50 施工延長 40ｍにつき１箇所、延長 40ｍ以下

のものは１施工箇所につき２箇所。 

 

  

高
さ 

ｈ＜３ｍ －50 

ｈ≧３ｍ －100 

控え長さ 設計値以上 

延長Ｌ 

-0.5%ただし 

最大-200  

最小 -50 

１施工箇所毎 

勾  配 ±0.5 分 

 

H

L2

L1



 
 

-
 4

87
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

５  L 型プレキャスト擁壁工 

  

第３編２―15―２プレキャスト擁壁工に準

ずる。 

  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

６  ブロック積工 

  

第３編２―５―３コンクリートブロック工

に準ずる。 

  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

７  石積工 

石張工 

  

第３編２―５―５石積(張)工に準ずる。   

 



 
 

-
 4

88
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

８  防護柵工 

(ガードレール) 

  

第３編２―３―８路側防護柵工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

８  防護柵工 

(ガードケーブル) 

  

第３編２―３―８路側防護柵工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

９  視線誘導標 

  

第３編２―３―10 道路付属物工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

 

標
識
工 

  標識 

カーブミラー 

   

第３編２―３―６小型標識工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

10  路面処理 

(敷砂利) 

  

第１編２―３―６堤防天端工に準ずる。   



 
 

-
 4

89
 - 

 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

11  切込砂利 

砕石基礎工 

割ぐり石基礎工 

均しコンクリート 
  

第３編２―４―１一般事項に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

12  鉄筋の組立て 

  

第１編３―７―４組立てに準ずる。   

   

   

  

   

 



 
 

-
 4

90
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

５
法
面
保
護
工 

１  吹付工 

(植生吹付工) 

(植生ネット工) 
  

第３編２―14―２植生工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

５
法
面
保
護
工 

２ 

３ 

４ 

 吹付工 

(植生基材吹付工) 

(特殊吹付工) 
  

第３編２―14―２植生工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

５
法
面
保
護
工 

５  柵工 

(丸太柵工) 

筋工 

(丸太筋工) 

  

第 12 編２―８柵工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

５
法
面
保
護
工 

６ 

７ 
 法枠工 

(現場打法枠工) 

(現場吹付法枠工) 
  

第３編２―14―４法枠工に準ずる。   

 



 
 

-
 4

91
 - 

出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

５
法
面
保
護
工 

８  法枠工 

(プレキャスト法枠工) 

(簡易法枠工) 

  

第３編２―14―４法枠工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

６
排
水
施
設
工 

１ 

２ 
 側溝 

(プレキャスト U 側溝) 

(U・L 型側溝) 

(横断工) 

(自由勾配側溝) 

(管渠) 

  

第３編２―３―29 側溝工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

６
排
水
施
設
工 

  プレキャストカルバート工 

  

第３編２―３―28 プレキャストカルバート工

に準ずる。 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

  アスファルト舗装工 

(下層路盤工) 
  

第３編２―６―７アスファルト舗装工に準ず

る。 

  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

 

 アスファルト舗装工 

(上層路盤工) 

粒度調整路盤工 
  

第３編２―６―７アスファルト舗装工に準ず

る。 

  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

 

 アスファルト舗装工 

(上層路盤工) 

セメント安定処理工 
  

第３編２―６―７アスファルト舗装工に準ず

る。 

  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

  アスファルト舗装工 

(表層工) 

   

第３編２―６―７アスファルト舗装工に準ず

る。 

簡易舗装については、平坦性の項目を省

略することができる。 

 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

  コンクリート舗装工 

 

 

  

第３編２―６―12コンクリート舗装工に準ず

る。 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                                                       単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

  縁石工 

(縁石) 

(アスカーブ) 

 

  

第３編２―３―５縁石工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

７
舗
装
工 

  区画線工 

  

第３編２―３―９区画線工に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

８
橋
梁
工 

  橋梁下部 

鋼橋上部 

コンクリート橋上部   

第 10 編３・４・５章に準ずる。   

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

ト
ン
ネ
ル 

  トンネル 

(NATM) 

  

第 10 編６章トンネル(NATM)に準ずる。   
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第 4 農業土木工事の部 

出来形管理基準及び規格値 

                                          ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ                     単位：mm 

 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

１ 

農

地

等

基

盤

整

備

工

事

共

通

事

項 

３

共

通

的

工

種 

 

１  砂利舗装 
  

第１編２－３－６堤防天端工に準ずる。 
 

 

３

水

路

工 

１ 現場打ちコンクリート

水路工 
基 準 高   ▽ ±30 

基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長１ス

パンにつき１箇所の割合で測定する。 

中心線のズレ(直線部)については施工延長４０

ｍにつき１箇所の割合で測定する。 

なお、中心線のズレ（曲線部）については１スパ 

ンにつき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

 

中心線のズレ

(ｅ)について

は、監督職員

と 協 議 に よ

る。原則とし

てほ場整備内

の水路工は適

用しない。 

厚 さ   ｔ －20 

高 さ   ｈ －25 

幅 ｗ －25 

中心線のズレ(e) 
直線部±50 

曲線部±100 

 

施 工 延 長 Ｌ 

 

－0.1％ 

ただし延長 

150ｍ未満 

－150 

一施工個所ごと 

２ 二次製品水路工 

（Ｌ型水路） 

（大型フリューム） 

 

基 準 高   ▽ ±30 
基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延

長４０ｍにつき１箇所の割合で測定する。 

中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10ｍ

につき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

幅、厚さについては施工延長 50ｍにつき１箇所 

の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

  

幅（ｗ）、厚さ

（ｔ）はＬ形

水路のみ測定

する｡ 

中心線のズレ

(ｅ)について

は、監督職員

と 協 議 に よ

る。原則とし

てほ場整備内

の水路工は適

用しない。 

 

 

厚 さ   ｔ －20 

幅 ｗ －25 

中心線のズレ(e) 
直線部±50 

曲線部±100 

 

施 工 延 長 Ｌ 

 

－0.1％ 

ただし延長 

150ｍ未満 

－150 

一施工個所ごと 
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出来形管理基準及び規格値 

                                          ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ                     単位：mm 

 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

１ 

農

地

等

基

盤

整

備

工

事

共

通

事

項 

３ 

共

通

的

工

種 

 

３

水

路

工 

３ 二次製品水路工（Ｕ字

溝・ベンチフリューム） 

 

 

基 準 高   ▽ 

 

±30 

施工延長４０ｍにつき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

 

▽

CL

 

 
 

施 工 延 長 Ｌ 

 

－0.1％ 

ただし延長 

150ｍ未満 

－150 

一施工個所ごと 

 

13

農

業

基

盤

編 

 

 

 

 

 

 

２ 

ほ

場

整

備

工

事 

３ 

整

地

工 

１ 

整

地

工 

１ 整地工 

（現況表土） 厚 さ   ｔ  
10ａ当たり 1 点測定、ただし、1 筆区あたり 1 点

以上 

（標高差測定又はつぼ堀りによる） 

 

田面

基盤面

掘削

▽

▽
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出来形管理基準及び規格値 

                                          ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ                     単位：mm 

 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

２ 

ほ

場

整

備

工

事 

３ 

整

地

工 

１ 

整

地

工 

２ 整地工 

（基盤整地） 

（表土整地） 

基 準 高  ▽ ±35 
10ａ当たり 3 点以上測定。ただし、1 耕区あた

り 3 点以上 

 田面

基盤面

掘削

▽

▽

ｔ

 

 

厚 さ   ｔ －20％ 

  

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15 15 55 15 15

15

15

5

5 C

B

A

１ 2 3 54  

標準区画以

外の耕区につ

いても 15m 方

眼を目途に管

理すること。 

 

４ 

暗

渠

排

水

工 

１ 吸水渠工 
布 設 深  ｈ －75 

上、下流端の 2 箇所を測定。 

ただし、1 本の布設長が 100ｍ以上のときは、中

間点を加えた 3 箇所を測定。 

h h

W

W

h

 

 

間  隔  ｗ ±750 

施  工  延  長 

－0.2％ 

ただし延長 

500ｍ未満 

－1000 

一施工個所ごと 

  

２ 集水渠工 
布 設 深  ｈ －75 施工延長 50ｍにつき 1 箇所の割合で測定。 

h

 

 

施 工 延 長 

－0.2％ 

ただし延長 

500ｍ未満 

－1000 

一施工個所ごと 
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出来形管理基準及び規格値 

                                          ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ                     単位：mm 

 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13
農 

業 

基 

盤 

編 

２
ほ 

場 

整 

備 

工 

事 

７
道
路
工 

  道路工（砂利道） 
基 準 高  ▽ ±50 

施工延長 40m につき１箇所、延長 40m 以下の

ものは１施工箇所につき２箇所。 
 基準高は中央

で測定する。 

幅    Ｂ -100 

施 工 延 長 

－0.2％ 

ただし延長 

50m 未満 

－100 
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出来形管理基準及び規格値 

                                          ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ                     単位：mm 

 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

３ 

管

水

路

工

事 

５ 

管

体

基

礎

工 

１ 

砂

基

礎 

 砂基礎工等 

 
高   さ ｈ ±30 施工延長４０ｍにつき１箇所の割合で測定す

る。 

上記未満は２箇所測定する。 

W

W

h

 

 

基礎材が異な

る場合は、種

類毎に測定す

る。 

 

幅   w －100 

 

６ 

管

体

工 

１

硬

質

塩

化

ビ

ニ

ル

管

工 

 硬質塩化ビニル管工 

 
基 準 高 ▽ ±50 

設計図書に示された基準高、あるいは埋設深、

中心線のズレ(直線部)については施工延長 40ｍ

につき１箇所の割合で測定する。 

中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10ｍ

につき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

▽

h

 

 

埋 設 深 ｈ －50 

中心線のズレ(e) ±120 

施 工 延 長 Ｌ 

－0.1％、 

ただし延長 

200ｍ未満 

－200 

一施工個所ごと 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ               単位：mm        

単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

３ 

管

水

路

工

事 

６ 

管

体

工 

２

強

化

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

複

合

管

工 

 

３ 

ダ

ク

タ

イ

ル

鋳

鉄

管 

 強化プラスチック複 

合管工 

ダクタイル鋳鉄管 基 準 高 ▽ 

±30 

被圧地下水が

ある場合  

±50 

基準高、中心線のズレ(直線部)については施工

延長４０ｍにつき１箇所の割合で測定する。 

中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10ｍ

に１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

ジョイント間隔については１本毎に測定する。 

 基準高の測定

は管底を原則

とし、測定時期

は埋戻完了と

する。ただし、

φ1,350 袢以

下又は管底で

の測定作業が

困難な場合は、

管頂まで埋戻

し後の管頂で

もよい｡ｅの測

定は管頂まで

埋戻時の管頂

を原則とする。

なお、「埋戻完

了」とは、特に

指示がない場

合は舗装（表

層、上層路盤、

下層路盤）を 

除いた埋戻完

了時点とする。 

中心線のズレ(e) ±100 

施 工 延 長 Ｌ 

－0.1％、 

ただし延長 

200ｍ未満 

－200 

一施工個所ごと 

ジョイント間隔 Ｚ 

農林水産省監

修「土木工事施

工管理基準」参

照 
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出来形管理基準及び規格値 

                                                ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ               単位：mm        

単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

４ 

た

め

池

改

修

工

事 

３ 

堤

体

工 

  堤体工 

基 準 高 ▽ ±100 

線的なものについては施工延長おおむね 20ｍに

つき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

 

 

 

1 コア土の幅

は盛土高 1ｍ

毎に管理する。 

2 測定は原則

として、水平距

離とするが、法

長の場合は斜

距離とする。 

3 出来形測定

と写真は同一

箇所で行う。 

4 出来形図は

横断図面を利

用して作成す

る。 

堤 幅 (W) 

天端、小段幅 

-100 

コア土 

- 0 

法 長 (L) - 100 

施 工 延 長 - 200 

10
盛
立
工 

 コアの盛立 

基 準 高 ▽ 
-0  +100 V1 

0  -100 V2 

各測線について５層ごとに測定 

 

 

外側境界線 
-0 +150 λ1 

 0 –150 λ2 

５ 

洪

水

吐

工 

  洪水吐工 
基 準 高 ▽ ±30 

基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについ

ては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測 

定する。 

箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表

示箇所を測定する。 

 

 スパン長の標

準を９ｍとし

た場合。 

幅(B) ±25 

厚さ(T) ±20 

高さ(H) ±25 

中心線の 

ズレ(e) 

直線部 ±50 

曲線部 ±100 

スパン長 

(L) 

直線部 ±20 

曲線部 ±30 

施工延長 

(又は長さ) 
－150 

出来形管理基準及び規格値 



 

-
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                                                ※測定基準で施工延長は測点間隔 25ｍの場合は 50ｍ               単位：mm        

単位：mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

13

農

業

基

盤

編 

４ 

た

め

池

改

修

工

事 

６
樋
管
工
同
上
付
帯
構
造
物(

 

土
砂
吐
ゲ
ー
ト
等)

  

 樋管工 

同上付帯構造物 

( 土砂吐ゲート等) 基 準 高 ▽ ±30 

基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについ

ては施工延長 10ｍにつき１箇所の割合で測定す 

る。 

ジョイント間隔については、１本毎に測定する。

箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表

示箇所を測定する。 

 1 基準高(Ｖ)

は管底を原則

とする。 

2 コンクリー

ト二次製品使

用の場合であ

る。 

 幅 (W) - 20 

厚さ(T) - 20 

高さ(H) - 20 

中心線の 

ズレ(e) 

直線部 ±50 

曲線部 ±100 

施工延長 - 150 

９
ボ
ー
リ
ン
グ
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ
工 

  ボーリング工 
削孔深度 設計値以上 

第９編３－３ ボーリング工に準ずる。   

  

  

 



 
 
 
 
 
 

 

２ 品質管理基準 





表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 

 
 

- 502 - 

試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

1 セメント・コ

ンクリート 

 (転圧コンクリ

ート・コンクリ

ートダム・覆工

コンクリート・

吹付けコンクリ

ートを除く) 

材
料 

必
須 

アルカリシリカ反応

抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑制対策

について」（平成14年11月21

日14高土企第264号付け土木

部長通知）による 

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中

１回/６ヶ月以上及び産地が変わった場合。 

 

 

○ 

 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

 

 

 

 

○ 

 骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

絶乾密度：2.5以上 

細骨材の吸水率：3.5％以下 

粗骨材の吸水率：3.0％以下 

（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルス

ラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘

要を参照） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第１

部：高炉スラグ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第２

部：フェロニッケルスラグ骨材） 

JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第３

部：銅スラグ骨材） 

JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第４

部：電気炉酸化スラグ骨材） 

JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第５

部：石炭ガス化スラグ骨材） 

JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H）  

○ 

  粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 

JIS A 5005 

砕石40%以下 

砂利35%以下 

舗装コンクリートは35％以下 

但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25％

以下 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

ただし、砂利の場合は、工事開始前、工事中

１回/月以上及び産地が変わった場合。 

 ○ 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（但し、粒形判定実績率が58%以上

の場合は5.0%以下） 

スラグ粗骨材 5.0%以下 

それ以外（砂利等） 1.0％以下細骨材 

砕砂 9.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場

合は5.0％以下） 

 

スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合は5.0％以下） 

それ以外（砂等） 5.0%以下（但し、すりへり作用

を受ける場合は3.0%以下） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

（山砂の場合は、工事中１回/週以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

1 セメント・コ

ンクリート 

 (転圧コンクリ

ート・コンクリ

ートダム・覆工

コンクリート・

吹付けコンクリ

ートを除く) 

 

 

 

 

材
料 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

砂の有機不純物試験 

 

 

JIS A 1105 

 

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含

む細骨材のモルタル圧縮強度による試験

方法」による。 

○ 

 モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

  ○ 

 

 

 骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

 

  ○ 

 

  硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利 

工事開始前、工事中１回以上/12か月及び産

地が変わった場合。 

砕砂、砕石 

工事開始前、工事中１回以上/12か月及び産

地が変わった場合。 

 

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 

  セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

  セメントの化学分析 JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

 

   ○ 

 

 

  セメントの水和熱測

定 

JIS R 5203 

 

JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

 

工事開始前、工事中1回／月以上  ○ 

  セメントの蛍光X線分

析方法 

JIS R 5204 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

 

工事開始前、工事中1回／月以上  ○ 



表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

   練混ぜ水の水質試験 

  

上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308附属書C 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び水

質が変わった場合。 

上水道を使用している場合は試験に換え、

上水道を使用していることを示す資料に

よる確認を行う。 

○ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収水の場合： 

JIS A 5308附属書JC 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び水

質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は１回／日 

その原水は、上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 

 

 



表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

1 セメント・コ

ンクリート 

 (転圧コンクリ

ート・コンクリ

ートダム・覆工

コンクリート・

吹付けコンクリ

ートを除く) 

製
造 (

プ
ラ
ン
ト) 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

 

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印

字記録により確認を行う。    

○ 

 

 

 

 

 ミキサの練混ぜ性能

試験 

  

バッチミキサの場合： 

 JIS A 1119 

 JIS A 8603-1 

 JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合： 

コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8％以下  

コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5％以下 

圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

コンクリート内空気量の偏差率：10％以下 

コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15%以下 

   

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。 1 工種当りの総使用量が50m3 未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディー

ミクストコンクリート工場（JISマーク表

示認証工場）の品質証明書等のみとするこ

とができる。 

 

○ 
 

   連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8％

以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。  ○ 

 

  細骨材の表面水率試

験 

JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

○ 

  粗骨材の表面水率試

験 

JIS A 1125  

 

1回/日以上  

 

 

○ 

 

 
施
工 

必
須 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたが

る場合は、午前に１回コンクリート打設前に

行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ

とができる。（１試験の測定回数は3回とす

る）試験の判定は3回の測定値の平均値。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の

塩化物イオン含有率試験方法」

（JSCE-C502-2023,503-2023）または設計

図書の規定により行う。 

・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合

は省略できる。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

1 セメント・コ

ンクリート 

 (転圧コンクリ

ート・コンクリ

ートダム・覆工

コンクリート・

吹付けコンクリ

ートを除く) 

 

施
工 

必
須 

単位水量測定 「レディミクストコンクリー

トの品質確保について」 

1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲

にある場合はそのまま施工してよい。 

2）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3を超え

±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を

調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車

の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3

以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水

量の測定を行う。 

なお、「15kg/m3以内で安定するまで」とは、2回連

続して15kg/m3以内の値を観測することをいう。 

3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合は、生

コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を

調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければな

らない。その後の配合設計±15kg/m3以内になるま

で全運搬車の測定を行う。 

なお、測定値が管理値または指示値を超えた場合は

1回に限り再試験を実施することができる。再試験

を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計

との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 

100m3/日以上の場合； 

2回/日（午前１回、午後１回）以上、重要構

造物の場合は重要度に応じて、100m3～150m3

ごとに１回、及び荷卸し時に品質変化が認め

られたときとし、測定回数は多い方を採用す

る。 

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の

最大寸法が20mm～25mm場合は175kg/m3、

40mmの場合は165kg/m3を基本とする。 

 

   スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝ 

スランプ2.5cm：許容値±1.0㎝ 

 

・荷卸し時 

1回/日以上、または構造物の重要度と工事の

規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷

卸し時に品質変化が認められた時。ただし、

道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミ

クスコンクリートを用いる場合は原則とし

て全運搬車測定を行う。 

・道路橋床版の場合、全運搬車試験を行うが、

スランプ試験の結果が安定し良好な場合は

その後スランプ試験の頻度について監督職

員と協議し低減することができる。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。 

重要構造物のコンクリート使用量が20m3

未満の場合は1回以上の試験。 

または、レディーミクストコンクリート工

場（JISマーク表示認証工場）の品質証明

書等のみとすることができる。 

 

 

  コンクリートの圧縮

強度試験 

 

 

 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上であ

ること。 

3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上

であること。 

（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均

値） 

・荷卸し時または、工場出荷時に運搬車から

採取した試料 

1回/日以上、または構造物の重要度と工事の

規模に応じて20m3～150m3ごとに1回 

なお、テストピースの採取は、1回につき6

個（σ7･･･3個、σ28･･･3個）とする。 

・早強セメントを使用する場合には、必要に

応じて1回につき3個（σ3）を追加で採取す

る。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。重要構造物のコン

クリート使用量が20m3未満の場合は1回以

上の試験。 

またはレディーミクストコンクリート工

場（JISマーク表示認証工場）の品質証明

書等のみとすることができる。 

・σ28については、高知県生コンクリート

工業組合技術センターにおいて試験を行

うこと。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

1 セメント・コ

ンクリート 

 (転圧コンクリ

ート・コンクリ

ートダム・覆工

コンクリート・

吹付けコンクリ

ートを除く) 

施
工 

必
須 

空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） 

 

・荷卸し時 

1回/日以上、または構造物の重要度と工事の

規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷

卸し時に品質変化が認められた時。 

 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。重要構造物のコン

クリート使用量が20m3未満の場合は1回以

上の試験。 

またはレディーミクストコンクリート工

場（JISマーク表示認証工場）の品質証明

書等のみとすることができる。 

 

 

  コンクリートの曲げ

強度試験（コンクリー

ト舗装の場合、必須） 

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上であ

ること。 

3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上

であること。 

打設日1日につき2回（午前・午後）の割りで

行う。なおテストピースは打設場所で採取

し、1回につき原則として3個とする。 

  

 

  

そ
の
他 

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。  

 

 

  コンクリートの洗い

分析試験 

JIS A 1112    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
工
後
試
験 

必
須 

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2ｍｍ 本数 

総延長 

最大ひび割れ幅等 

・高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、

内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリー

トカルバート類、橋梁上・下部工及び高さ

が3m以上の堰・水門・樋門を対象（ただし

いずれの工種についてもプレキャスト製

品及びプレストレストコンクリートは対

象としない）とし構造物躯体の地盤や他の

構造物との接触面を除く全表面とする。 

・フーチング・底版等で竣工時に地中、水

中にある部位については竣工前に調査す

る。・ひび割れ幅が0.2mm以上の場合は、

「ひび割れ発生状況の調査｣を実施する。 

ただし、「３次元計測技術を用いた出来形

管理要領（案）」により施工完了時のひび

割れ状況を調査する場合は、ひび割れ調査

の記録を同要領（案）で定める写真の提出

で代替することができる。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

   テストハンマーによ

る強度推定調査 

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 

 

鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類に

ついては目地間、その他の構造物については

強度が同じブロックを1構造物の単位とし、

各単位につき３カ所の調査を実施する。 

また、調査の結果、平均値が設計基準強度を

下回った場合と、1回の試験結果が設計基準

強度の85％以下となった場合は、その箇所の

周辺において、再調査を5カ所実施。 

材齢28日～91日の間に試験を行う。 

・高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、

内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリー

トカルバート類、橋梁上・下部工及び高さ

が3m以上の堰・水門・樋門を対象（ただし

いずれの工種についてもプレキャスト製

品及びプレストレストコンクリートは対

象としない。）また、再調査の平均強度が、

所定の強度が得られない場合、もしくは1

ヶ所の強度が設計強度の85％を下回った

場合は、コアによる強度試験を行う。 

・工期等により、基準期間内に調査を行え

ない場合は監督職員と協議するものとす

る。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

１ セメント・

コンクリート  

(転圧コンクリ

ート・コンクリ

ートダム・覆工

コンクリート・

吹付けコンクリ

ートを除く) 

施
工
後
試
験 

そ
の
他 

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付近において、

原位置のコアを採取。 

・コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等

の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷

させないよう十分な検討を行う。 

・圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が

得られない場合、もしくは１カ所の強度が

設計強度の85%を下回った場合は、監督職

員と協議するものとする。 

 

 

   配筋状態及びかぶり 「非破壊試験によるコンクリ

ート構造物中の配筋状態及び

かぶり測定要領」による 

同左 同左 同左 

 

 

 

   強度測定 「微破壊・非破壊試験による

コンクリート構造物の強度測

定要領」による 

同左 同左 同左 

 

 

 

2 プレキャス

トコンクリート

製品 

(JISⅠ類) 

材
料 

必
須 

JISマーク確認又は

「その他」の試験項目

の確認 

目視 

(写真撮影) 

    

施
工 

必
須 

製品の外観検査 

(角欠け･ひび割れ調

査) 

目視検査 

(写真撮影) 

有害な角欠け･ひび割れの無いこと 全景   

3 プレキャス

トコンクリート

製品 

(JISⅡ類) 

材
料 

必
須 

製品検査結果 

(寸法･形状･外観、性

能試験) 

※協議をした項目 

JIS A 5363 

JIS A 5371 

JIS A 5372 

JIS A 5373 

設計図書による。 製造工場の検査ロット毎  ○ 

   JISマーク確認又は

「その他」の試験項目

の確認 

目視 

(写真撮影) 

    

 
施
工 

必
須 

製品の外観検査 

(角欠け･ひび割れ調

査) 

目視検査 

(写真撮影) 

有害な角欠け･ひび割れの無いこと 全景   

4 プレキャス

トコンクリート

製品 

(その他) 

材
料 

必
須 

セメントのアルカリ

シリカ反応抑制対策 

アルカリ骨材反応抑制対策に

ついて(平成14年7月31日付け

国官技第112号、国港環第35

号、国空建第78号) 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」 

(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35

号、国空建第78号) 

1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。  ○ 

   コンクリートの塩化

物総量規制 

「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3kg/m3以下 1回/月以上 

（塩化物量の多い砂の場合1回以上/週） 

 ○ 

   コンクリートのスラ

ンプ試験/スランプフ

ロー試験 

 

JIS A 1101 

JIS A 1150 

製造工場の管理基準 1回/日以上  ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

4 プレキャス

トコンクリート

製品 

(その他) 

材
料 

必
須 

コンクリートの圧縮

強度試験 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であ

ること。 

3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上

であること。 

(1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値) 

1回/日以上  ○ 

   コンクリートの空気

量測定 

(凍害を受ける恐れの

あるコンクリート製

品) 

JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

JIS A 5364 

4.5±1.5%(許容差) 

1回/日以上  ○ 

  

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

骨材のふるい分け試

験(粒度、粗粒率) 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

 

JIS A 5364 

JIS A 5308 

1回/月以上及び産地が変わった場合。  

 

 

 

○ 

  骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

JIS A 5364 

JIS A 5308 

1回/月以上及び産地が変わった場合。 JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第1部:

高炉スラグ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第2部:

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第3部:

銅ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第4部:

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第5部：

石炭ｶﾞｽ化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H） 

 

○ 

  粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 

JIS A 5005 

JIS A 5364 

JIS A 5308 

 

1回以上／12か月及び産地が変わった場合。  ○ 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

 

粗骨材： 砕石3.0％以下（ただし、粒形判定実績率

が58％以上の場合は5.0％以下） 

細骨材： 砕砂9.0％以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合は5.0％以下） 

スラグ細骨材7.0％以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合は5.0％以下） 

それ以外（砂等）5.0％以下（ただし、すりへり作

用を受ける場合は3.0％以下） 

 

工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変

わった場合。 

（山砂の場合は、工事中１回/週以上） 

 

 

 

 

  ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

   砂の有機不純物試験 

 

 

JIS A 1105 

 

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

1回以上／12か月及び産地が変わった場合。 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含

む細骨材のモルタル圧縮強度による試験

方法」による。 

○ 

  骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

 

 

1回/月以上及び産地が変わった場合。  ○ 

 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利 

製作開始前、1回以上／12か月及び産地が変

わった場合。 

砕砂、砕石 

製作開始前、１回以上／12か月及び産地が変

わった場合。 

 

 

 ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

4 プレキャス

トコンクリート

製品 

(その他) 

材
料 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す

る
場
合
は
除
く
） 

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

１回/月以上   ○ 

  ポルトランドセメン

トの化学分析 

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

１回/月以上   ○ 

 

 

  コンクリート用混和

材･化学混和材 

JIS A 6201 

JIS A 6202 

JIS A 6204 

 

JIS A 6206 

JIS A 6207 

JIS A 6201（フライアッシュ） 

JIS A 6202（膨張材） 

JIS A 6204（化学混和剤） 

 

JIS A 6206（高炉スラグ微粉末） 

JIS A 6207（シリカフューム） 

1回/月以上 

ただし、JIS  A 6204(化学混和剤)は1回/6

ヶ月以上 

試験成績表による ○ 

  練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水以外の

水の場合：JIS A 5308附属書

JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

１回以上／12か月及び水質が変わった場合。 上水道を使用している場合は試験に換え、

上水道を使用していることを示す資料に

よる確認を行う。 

○ 

 

  

必
須 

鋼材 JIS G 3101 

JIS G 3109 

JIS G 3112 

JIS G 3117 

JIS G 3137 

JIS G 3506 

JIS G 3521 

JIS G 3532 

JIS G 3536 

JIS G 3538 

JIS G 3551 

JIS G 4322 

JIS G 5502 

 

JIS G 3101 

JIS G 3109 

JIS G 3112 

JIS G 3117 

JIS G 3137 

JIS G 3506 

JIS G 3521 

JIS G 3532 

JIS G 3536 

JIS G 3538 

JIS G 3551 

JIS G 4322 

JIS G 5502 

 

1回/月又は入荷の都度  

試験成績表による。 

○ 

 
施
工 

必
須 

製品の外観検査 

(角欠け･ひび割れ調

査) 

 

目視検査 

(写真撮影) 

有害な角欠け･ひび割れの無いこと 全数   
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

5 ガス圧接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
工
前
試
験 

必
須 

外観検査 

 

 

・目視 

圧接面の研磨状況 

垂れ下がり 

焼き割れ 

 等 

・ノギス等による計測 

（詳細外観検査） 

軸心の偏心 

ふくらみ 

  ふくらみの長さ 

  圧接部のずれ 

  折れ曲がり 

  等 

 

 

熱間押抜法以外の場合 

①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は、細い方

の鉄筋）の1/5以下。 

②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の

鉄筋）の1.4倍以上。ただし、両方又はいずれか一

方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍以上。 

③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる場合は、細

い方の鉄筋）の1.1倍以上。ただし、両方又はいず

れか一方の鉄筋がSD490の場合は1.2倍以上。 

④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径（径が異

なる場合は、細い方の鉄筋）の1/4以下。 

⑤折れ曲がりの角度が2゜以下。 

⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる場合は、細

い方の鉄筋）の1/5以下。 

⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著しくない。な

お、（公社）日本鉄筋継手協会の技量検定試験の判

定基準では、垂れ下がりは、6mm以下としている。 

⑧その他有害と認められる欠陥があってはならな

い。 

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動

ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接及び

熱間押抜ガス圧接の場合は各3本のモデル供

試体を作成し実施する。 

・モデル供試体の作成は、実際の作業と同

一条件・同一材料で行う。直径19mm未満の

鉄筋について手動ガス圧接、、熱間押抜ガ

ス圧接を行う場合、監督職員と協議の上、

施工前試験を省略することができる。 

(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合 

・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行

う場合、材料、施工条件などを特に確認す

る必要がある場合には、施工前試験を行

う。 

・特に確認する必要がある場合とは、施工

実績の少ない材料を使用する場合、過酷な

気象条件・高所などの作業環境下での施工

条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認

が必要な場合などである。 

・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正

常で、かつ装置の設定条件に誤りのないこ

とを確認するため、施工前試験を行わなけ

ればならない。 

(2)SD490の鉄筋を圧接する場合 

手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法

のいずれにおいても、施工前試験を行わな

ければならない。 

 

 

 

熱間押抜法の場合 

①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置

の割れ、へこみがない 

②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、

SD490の場合は1.2倍以上 

③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があ

ってはならない。 

④その他有害（著しい折れやボルトによる締付け傷

等）と認められる欠陥があってはならない。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

5 ガス圧接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
工
後
試
験 

必
須 

外観検査 

  

・目視 

圧接面の研磨状況 

垂れ下がり 

焼き割れ 

 等 

・ノギス等による計測 

（詳細外観検査） 

軸心の偏心 

ふくらみ 

ふくらみの長さ 

圧接部のずれ 

折れ曲がり 

 等 

熱間押抜法以外の場合 

①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は、細い方

の鉄筋）の1/5以下。 

②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合は、細い方の

鉄筋）の1.4倍以上。ただし、両方又はいずれか一

方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍以上。 

③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる場合は、細

い方の鉄筋）の1.1倍以上。ただし、両方又はいず

れか一方の鉄筋がSD490の場合は1.2倍以上。 

④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径（径が異

なる場合は、細い方の鉄筋）の1/4以下。 

⑤折れ曲がりの角度が2゜以下。 

⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる場合は、細

い方の鉄筋）の1/5以下。 

⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著しくない。な

お（公社）日本鉄筋継手協会の技量検定試験の判定

基準では、垂れ下がりは、6mm以下としている。 

⑧その他有害と認められる欠陥があってはならな

い。 

・目視は全数実施する。 

・特に必要と認められたものに対してのみ詳

細外観検査を行う。  

熱間押抜法以外の場合 

・規格値を外れた場合は下記による。いず

れの場合も監督職員の承諾を得るものと

し、処置後は外観検査及び超音波探傷検査

を行なう。 

①は、圧接部を切り取って再圧接する。 

②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふ

くらみに修正する。 

④は、圧接部を切り取って再圧接する。 

⑤は、再加熱して修正する。 

⑥⑦は、圧接部を切り取って再圧接する。 

 

熱間押抜法の場合 

①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置

の割れ、へこみがない 

②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。ただし、

SD490の場合は1.2倍以上。 

③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があ

ってはならない。 

④その他有害（著しい折れやボルトによる締付け傷

等）と認められる欠陥があってはならない。 

 

熱間押抜法の場合 

・規格値を外れた場合は以下による。いず

れの場合も監督職員の承諾を得る。 

①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行っ

て修正し、修正後外観検査を行う。 

④は、再加熱して修正し、修正後外観検査

を行う。 

超音波探傷検査 JIS Z 3062 ・各検査ロットごとに30ヶ所のランダムサンプリン

グを行い、超音波探傷検査を行った結果、不合格箇

所数が1ヶ所以下の時はロットを合格とし、2ヶ所以

上のときはロットを不合格とする。 

ただし、合否判定レベルは基準レベルより  

-24db感度を高めたレベルとする。 

 

 

超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。 

抜取検査の場合は、各ロットの30ヶ所とし、

1ロットの大きさは200ヶ所程度を標準とす

る。 ただし、1作業班が1日に施工した箇所

を1ロットとし、自動と手動は別ロットとす

る。 

規格値を外れた場合は、以下による。 

・不合格ロットの全数について超音波深傷

検査を実施し、その結果不合格となった箇

所は、監督職員の承認を得て、圧接部を切

り取って再圧接し、外観検査及び超音波探

傷検査を行う。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

6 既製杭工 
材
料 

必
須 

外観検査（鋼管杭（鋼

管ソイルセメント杭

の鋼管を含む）・コン

クリート杭・H鋼杭） 

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼管杭は変形など、

コンクリート杭はひび割れや損傷など）がないこ

と。 

設計図書による。   ○ 

 

 
施
工 

必
須 

外観検査（鋼管杭（鋼

管ソイルセメント杭

の鋼管を含む）） 

 

JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】 

外径700㎜未満：許容値2㎜以下 

外径700㎜以上1,016㎜以下：許容値3㎜以下 

外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：許容値4㎜以下 

  ・外径700mm未満：上ぐいと下ぐいの外周

長の差で表し、その差を2mm×π 以下と

する。 

・外径700mm以上1,016mm以下：上ぐいと下

ぐいの外周長の差で表し、その差を3mm×

π以下とする。 

・外径1,016mmを超え2,000mm以下：上ぐい

と下ぐいの外周長の差で表し、その差を

4mm×π以下とする。 

 

   鋼管杭（鋼管ソイルセ

メント杭の鋼管を含

む）・コンクリート

杭・H鋼杭の現場溶接 

浸透深傷試験（溶剤除

去性染色浸透探傷試

験） 

JIS Z 2343-1,2,3,4,5,6 割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行う。 

ただし、施工方法や施工順序等から全数量の

実施が困難な場合は監督員との協議により、

現場状況に応じた数量とすることができる。 

なお、全溶接箇所の10％以上は、JIS Z 

2343-1,2,3,4,5,6により定められた認定技

術者が行うものとする。 

試験箇所は杭の全周とする。 

   

   鋼管杭（鋼管ソイルセ

メント杭の鋼管を含

む）・H鋼杭の現場溶

接 

放射線透過試験 

JIS Z 3104 JIS Z 3104の1類から3類であること。 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所とするが、

施工方法や施工順序等から実施が困難な場

合は現場状況に応じた数量とする。なお、対

象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その

撮影長は30cm/1方向とする。 

（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工

した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験

することである。） 

  

  

そ
の
他 

鋼管杭（鋼管ソイルセ

メント杭の鋼管を含

む）の現場溶接 

超音波探傷試験 

JIS Z 3060 JIS Z 3060の1類から3類であること。 原則として溶接20ヶ所毎に1ヶ所とするが、

施工方法や施工順序等から実施が困難な場

合は現場状況に応じた数量とする。なお、対

象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その

探傷長は30cm/1方向とする。 

（20ヶ所毎に1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工

した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験

することである。） 

中堀り工法等で、放射線透過試験が不可能

な場合は、放射線透過試験に替えて超音波

探傷試験とすることができる。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

6 既製杭工 
施
工 

そ
の
他 

鋼管杭（鋼管ソイルセ

メント杭の鋼管を含

む）・コンクリート杭 

（根固め） 

水セメント比 

比重の測定による水セメント

比の推定 

設計図書による。 

また、設計図書に記載されていない場合は60%～70%

（中堀り杭工法）、60%（プレボーリング杭工法及

び鋼管ソイルセメント杭工法）とする。 

試料の採取回数は一般に単杭では30本に1

回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1

回につき3本とする。 

   

    鋼管杭（鋼管ソイルセ

メント杭の鋼管を含

む）・コンクリート杭 

（根固め） 

セメントミルクの圧

縮強度試験 

セメントミルク工法に用いる

根固め液及びくい周固定液の

圧縮強度試験 

JIS A 1108 

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1

回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1

回につき3本とすることが多い。 

なお、供試体はセメントミルクの供試体の作

成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供

試体によって求めるものとする。 

 

参考値：20N/mm2  

7 下層路盤 
材
料 

必
須 

修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-68 

 

粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシャラン鉄鋼ス

ラグは修正ＣＢＲ30%以上） 

アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生ク

ラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基層、表

層の合計厚が40cmより小さい場合は30%以上とす

る。  

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 JIS A 5001 

表2参照 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

 

○ 

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数PI：6以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

 

 

・鉄鋼スラグには適用しない 。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   鉄鋼スラグの水浸膨

張性試験 

舗装調査・試験法便覧 [4]-80 1.5%以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用す

る。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

7 下層路盤 
材
料 

必
須 

道路用スラグの呈色

判定試験 

JIS A 5015 呈色なし 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

  

そ
の
他 

粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリー

ト再生骨材は、すり減り量が50％以下とする。 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・再生クラッシャランに適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[4]-256 

 

砂置換法（JIS A 1214） 

 

砂置換法は、最大粒径が53mm

以下の場合のみ適用できる 

最大乾燥密度の93%以上 

締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以

上、かつ平均値については以下を満足するものとす

る。 

X10～   95%以上 

X6～9  96%以上 

X3～5   97%以上 

歩道箇所：設計図書による 

中規模以上：定期的又は随時(1,000m2につき

1個)。最少３個。 

小規模：異常が認められたとき。 

 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

   プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧[4]-288 

 

 全幅、全工区で実施する。 

 

・荷重車については、施工時に用いた転圧

機械と同等以上の締固効果を持つローラ

やトラック等を用いるものとする。 

 

  

そ
の
他 

平板載荷試験 JIS A 1215  1,000m2につき2回の割で行う。 ・セメントコンクリートの路盤に適用す

る。 

 

 

 

   骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102  中規模以上の工事：異常が認められたとき。 ・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

 

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数PI：6以下 中規模以上の工事：異常が認められたとき。 ・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

7 下層路盤 
施
工 

そ
の
他 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 中規模以上の工事：異常が認められたとき。 ・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

 

 

8 上層路盤 
材
料 

必
須 

修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧[4]-68 修正CBR 80%以上 

アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%以

上 

40℃で行った場合80％以上 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   鉄鋼スラグの修正CBR

試験 

舗装調査・試験法便覧[4]-68 修正CBR 80%以上 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性

粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 JIS A 5001 

表2参照 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数PI：4以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

8 上層路盤 
材
料 

必
須 

鉄鋼スラグの呈色判

定試験 

JIS A 5015 

舗装調査・試験法便覧[4]-73 

呈色なし 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性

粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   鉄鋼スラグの水浸膨

張性試験 

舗装調査・試験法便覧[4]-80 1.5%以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性

粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   鉄鋼スラグの一軸圧

縮試験 

舗装調査・試験法便覧[4]-75 1.2Mpa以上(14日) 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用

する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

 

   鉄鋼スラグの単位容

積質量試験 

舗装調査・試験法便覧[2]-131 1.50kg/L以上 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性

粒度調整鉄鋼スラグに適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

8 上層路盤 
材
料 

そ
の
他 

粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 50%以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・粒度調整及びセメントコンクリート再生

骨材を使用した再生粒度調整に適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 20%以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

 

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[4]-256 

 

砂置換法（JIS A 1214） 

 

砂置換法は、最大粒径が53mm

以下の場合のみ適用できる 

最大乾燥密度の93%以上 

締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以

上、かつ平均値については以下を満足するものとす

る。 

X10～  95%以上 

X6～9  95.5%以上 

X3～5  96.5%以上 

中規模以上：定期的又は随時(1,000m2につき

1個)。最少３個。 

小規模：異常が認められたとき。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

   粒度（2.36mmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-16 2.36mmふるい：±15%以内 中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2

回／日） 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

 

   粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-16 75μmふるい：±6%以内 中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2

回／日） 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

 

  

そ
の
他 

平板載荷試験 JIS A 1215  1,000m2につき2回の割合で行う。 

 

セメントコンクリートの路盤に適用する。  

  土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 塑性指数PI：4以下 観察により異常が認められたとき。   

   含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 観察により異常が認められたとき。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

9 アスファル

ト安定処理路盤 

  アスファルト舗装に

準じる 

 

 

 

     

10 セメント安

定処理路盤 
材
料 

必
須 

一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便覧[4]-102 下層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］ 

0.98Mpa 

上層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］ 

2.9Mpa（アスファルト舗装）、 

2.0Mpa（セメントコンクリート舗装）。 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・安定処理材に適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工施工面積が2,000㎡以上あるいは基層及

び表層用混合物の総使用量が500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

   骨材の修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧[4]-68 下層路盤：10%以上 

上層路盤：20%以上 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 

舗装調査・試験法便覧[4]-167 

下層路盤 

塑性指数PI：9以下 

上層路盤 

塑性指数PI：9以下 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

 
施
工 

必
須 

粒度 

（2.36mmフルイ） 

JIS A 1102 2.36mmふるい：±15%以内 中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2

回／日） 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

 

 

   粒度 

（75μmフルイ） 

JIS A 1102 75μmふるい：±6%以内 中規模以上の工事：異常が認められたとき。 

 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

10 セメント安

定処理路盤 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[4]-256 

 

砂置換法（JIS A 1214） 

 

砂置換法は、最大粒径が53mm

以下の場合のみ適用できる 

最大乾燥密度の93％以上。 

締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以

上、かつ平均値については以下を満足するものとす

る。 

X10～  95%以上 

X6～9  95.5%以上 

X3～5  96.5%以上  

歩道箇所：設計図書による 

中規模以上：定期的又は随時(1,000m2につき

1個)。最少３個。 

小規模：異常が認められたとき。 

 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

 

  

そ
の
他 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 観察により異常が認められたとき。 

 

 

  

  セメント量試験 舗装調査・試験法便覧 

[4]-293,[4]-297 

±1.2%以内 中規模以上の工事：異常が認められたとき

（１～2回／日） 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

 

11 アスファル

ト舗装 
材
料 

必
須 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 JIS A 5001 表2参照 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

○ 

   骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

表層・基層 

 表乾密度：2.45g/cm3以上 

 吸水率 ：3.0%以下 

  

 

○ 

   骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下  

 

 

○ 

   粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便覧[2]-51 細長、あるいは偏平な石片：10%以下  

 

 

○ 

   フィラー（舗装用石灰

石粉）の粒度試験 

JIS A 5008 便覧 表3.3.17による。  

 

 

○ 

   フィラー（舗装用石灰

石粉）の水分試験 

JIS A 5008 1%以下  

 

 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

11 アスファル

ト舗装 
材
料 

そ
の
他 

フィラーの塑性指数

試験 

 

 

JIS A 1205 4以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に

適用する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   フィラーのフロー試

験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-83 50%以下  ○ 

   フィラーの水浸膨張

試験 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-74 3%以下  ○ 

   フィラーの剥離抵抗

性試験 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-78 1/4以下  ○ 

   製鋼スラグの水浸膨

張性試験 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-94 水浸膨張比：2.0%以下  ・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

○ 

   製鋼スラグの密度及

び吸水率試験 

JIS A 1110 SS 

 表乾密度：2.45g/cm3以上 

 吸水率 ：3.0%以下 

 ○ 

   粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 すり減り量 

 砕石：30%以下 

 CSS ：50%以下 

 SS ：30%以下 

 

 

○ 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

 

JIS A 1122 損失量：12%以下  ○ 

   針入度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

 ○ 

   軟化点試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

 ○ 

   伸度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

 ○ 

   トルエン可溶分試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

 ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

11 アスファル

ト舗装 
材
料 

そ
の
他 

引火点試験 JIS K 2265-1 

JIS K 2265-2 

JIS K 2265-3 

JIS K 2265-4 

舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

○ 

   薄膜加熱試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

 ・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   蒸発後の針入度比試

験 

JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

 

 ○ 

   密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

 ○ 

   高温動粘度試験 舗装調査・試験法便覧[2]-212 舗装施工便覧参照 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

 

 ○ 

   60℃粘度試験 舗装試調査・試験法便覧

[2]-224 

舗装施工便覧参照 

・セミブローンアスファルト：表3.3.4 

 

 ○ 

   タフネス・テナシティ

試験 

舗装調査・試験法便覧[2]-289 舗装施工便覧参照 

・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 

 

 ○ 

 
プ
ラ
ン
ト 

必
須 

粒度 

（2.36mmフルイ） 

舗装調査・試験法便覧[2]-16 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 中規模以上の工事：定期的又は随時。 

小規模以下の工事：異常が認められたとき。 

印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け

試験 1～2回/日 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。  

○ 

   粒度 

（75μmフルイ） 

 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-16 75μmふるい：±5%以内基準粒度 中規模以上の工事：定期的又は随時。 

小規模以下の工事：異常が認められたとき。 

印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け

試験 1～2回/日 

○ 

   アスファルト量抽出

粒度分析試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[4]-318 

 

アスファルト量 ±0.9%以内 中規模以上の工事：定期的又は随時。 

小規模以下の工事：異常が認められたとき。 

印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け

試験 1～2回/日 

○ 

   温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物） 

 

 

温度計による 配合設計で決定した混合温度。 随時 ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

11 アスファル

ト舗装 
プ
ラ
ン
ト 

そ
の
他 

水浸ホイールトラッ

キング試験 

舗装調査・試験法便覧[3]-65 設計図書による。 

 

 

 

設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性の確認 〇 

 ホイールトラッキン

グ試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-44   アスファルト混合物の耐流動性の確認 〇 

   ラベリング試験 

 

 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-18   アスファルト混合物の耐摩耗性の確認 〇 

 
舗
設
現
場 

必
須 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[3]-218 

 

基準密度の94%以上。 

締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上、

かつ平均値については以下を満足するものとする。 

X10～  96%以上 

X6～9  96%以上 

X3～5  96.5%以上 

歩道箇所：設計図書による。 

中規模以上：定期的又は随時(1,000m2につき

1個)。最少3個。 

小規模：異常が認められたとき。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

・橋面舗装はコア採取しないでAs合材量

（プラント出荷数量）と舗設面積及び厚さ

での密度管理、または転圧回数による管理

を行う。 

 

 

   温度測定（初転圧前） 温度計による 110℃以上 

※ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場

合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を

使用する場合、締固め効果の高いローラを使用する

場合などは、所定の締固め度が得られる範囲で、適

切な温度を設定 

随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2

回） 

 

  外観検査（混合物） 目視 

 

  随時 

 

 

 

  

 
そ
の
他 

すべり抵抗試験 舗装調査・試験法便覧[1]-101 

 

 

 

 

設計図書による 舗設車線毎200m毎に1回 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

12 転圧コンク

リート 
材
料
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

 

必
須 

コンシステンシーVC

試験 

 

 

  舗装施工便覧8-3-3による。 

目標値 修正VC値：50秒 

当初   

  マーシャル突き固め

試験 

 

 

転圧コンクリート舗装技術指

針（案） 

※いずれか1方法 

舗装施工便覧8-3-3による。 

目標値 締固め率：96％ 

    

  ランマー突き固め試

験 

 

 

  舗装施工便覧8-3-3による。 

目標値 締固め率：97％ 

    

  含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。  含水比は、品質管理試験としてコンシステ

ンシー試験がやむを得ず行えない場合に

適用する。なお測定方法は試験の迅速性か

ら直火法によるのが臨ましい。 

 

  コンクリートの曲げ

強度試験 

 

JIS A 1106 設計図書による。 2回／日（午前・午後）で、3本１組／回。    

 
そ
の
他 

骨材のふるい分け試

験 

 

JIS A 1102 舗装施工便覧 

細骨材表-3.3.20 

粗骨材表-3.3.22 

細骨材300m3、粗骨材500m3ごとに１回、ある

いは１回／日。 

  ○ 

 

  骨材の単位容積質量

試験 

 

JIS A 1104 設計図書による。 細骨材300m3、粗骨材500m3ごとに１回、ある

いは１回／日。 

  ○ 

 

  骨材の密度及び吸水

率試験 

 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

設計図書による。 工事開始前、材料の変更時   ○ 

 

  粗骨材のすりへり試

験 

 

JIS A 1121 35%以下 

積雪寒冷地25％以下 

 ホワイトベースに使用する場合：40％以下 ○ 

 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（ただし、粒形判定実績率が58%以

上の場合は5.0%以下） 

スラグ粗骨材 5.0%以下 

それ以外（砂利等）1.0%以下 

細骨材 

砕砂、スラグ細骨材 5.0%以下 

それ以外（砂等）3.0%以下（ただし、砕砂で粘土、

シルト等を含まない場合は5.0%以下） 

  〇 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

12 転圧コンク

リート 

  砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

工事開始前、材料の変更時 濃い場合は、JIS 1142「有機不純物を含む

細骨材のモルタル圧縮強度による試験方

法」による。 

○ 

 

   モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

 

  ○ 

 

   骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

 

工事開始前、材料の変更時 観察で問題なければ省略できる。 ○ 

 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

 

工事開始前、材料の変更時 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 

 

   セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中1回/月以上   ○ 

 

   ポルトランドセメン

トの化学分析 

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中1回/月以上   ○ 

 

   練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308付属書JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前、工事中1回以上／12か月及び水

質が変わった場合。 

上水道を使用してる場合は試験に換え、上

水道を使用してることを示す資料による

確認を行う。 

○ 

 

    回収水の場合： 

JIS A 5308附属書JC 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

 

工事開始前、工事中1回以上／12か月及び水

質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は1回/日 

その原水は上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 

 

 
製
造 (

プ
ラ
ン
ト) 

そ
の
他 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

 

工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印

字記録により確認を行う。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

12 転圧コンク

リート 

製
造 (

プ
ラ
ン
ト) 

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

そ
の
他 

ミキサの練混ぜ性能

試験 

  

バッチミキサの場合： 

JIS A 1119 

JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合： 

コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8％以下 

コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5％以下 

 圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

 コンクリート内の空気量の偏差率：10％以下 

 コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15％以

下 

工事開始前および工事中１回以上／12か月。 総使用量が50m3未満の場合は1回以上の試

験、またはレディーミクストコンクリート

工場（JISマーク表示認証工場）の品質証

明書等のみとすることができる。 

○ 

   連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8％

以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

工事開始前および工事中１回以上／12か月。  ○ 

  細骨材の表面水率試

験 

 

JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクスコンクリート以外の場合

に適用する。 

○ 

 

  粗骨材の表面水率試

験 

 

JIS A 1125 設計図書による 1回/日以上 レディーミクスコンクリート以外の場合

に適用する。 

○ 

 

 
施
工 

必
須 

コンシステンシーVC

試験 

  修正VC値の±10秒 1日2回（午前・午後）以上、その他コンシス

テンシーの変動が認められる場合などに随

時実施する。 

ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 

   

   マーシャル突き固め

試験 

舗装調査・試験法便覧[3]-344

※いずれか1方法 

目標値の±1.5％ 1日2回（午前・午後）以上、その他コンシス

テンシーの変動が認められる場合などに随

時実施する。 

ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 

   

   ランマー突き固め試

験 

舗装調査・試験法便覧[3]-290

※いずれか1方法 

目標値の±1.5％ 1日2回（午前・午後）以上、その他コンシス

テンシーの変動が認められる場合などに随

時実施する。 

ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 

   

   コンクリートの曲げ

強度試験 

JIS A 1106 ・ 試験回数が7回以上（1回は3個以上の供試体の平

均値）の場合は、 

全部の試験値の平均値が所定の合格判断強度を上

まわるものとする。 

・試験回数が7回未満となる場合は、 

② 1回の試験結果は配合基準強度の85%以上 

②3回の試験結果の平均値は配合基準強度以上 

 

2回／日（午前・午後）で、3本１組／回（材

令28日） 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

12 転圧コンク

リート 
施
工 

必
須 

温度測定（コンクリー

ト） 

 

温度計による   2回／日（午前・午後）以上 

 

   

 現場密度の測定 

 

 

RI水分密度計 基準密度の95.5%以上。 40mに1回（横断方向に3箇所） 

 

   

 コアによる密度測定 舗装調査・試験法便覧[3]-353   1,000m2に1個の割合でコアを採取して測定 

 

   

13 グースアス

ファルト舗装 
材
料 

必
須 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 JIS A 5001 表2参照 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

 

 骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

表層・基層 

 表乾密度：2.45g/cm3以上 

 吸水率 ：3.0%以下 

○ 

 

   骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下 ○ 

 

   粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便覧[2]-51 細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ○ 

 

   フィラー（舗装用石灰

石粉）の粒度試験 

JIS A 5008 便覧3-3-17による。 ○ 

 

   フィラー（舗装用石灰

石粉）の水分試験 

JIS A 5008 1%以下 ○ 

 

  

そ
の
他 

粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 30%以下 

 

○ 

 

  硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 損失量：12%以下 ○ 

 

   針入度試験 

 

JIS K 2207 15～30(1/10mm) ・規格値は、石油アスファルト（針入度20

～40）にトリニダットレイクアスファルト

を混合したものの性状値である。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

   軟化点試験 JIS K 2207 58～68℃ 

 

○ 

   伸度試験 JIS K 2207 10㎝以上（25℃） 

 

○ 

   トルエン可溶分試験 JIS K 2207 86～91% 

 

○ 

   引火点試験 JIS K 2265-1,2,3,4 240℃以上 

 

○ 

   蒸発質量変化率試験 JIS K 2207 0.5%以下 

 

○ 

   密度試験 JIS K 2207 1.07～1.13g/cm3 

 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

13 グースアス

ファルト舗装 
プ
ラ
ン
ト 

必
須 

貫入試験40℃ 舗装調査・試験法便覧[3]-402 貫入量（40℃）目標値 

  表層：1～4mm 

  基層：1～6mm 

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t

未満の場合も実施する。 

 ○ 

 

  リュエル流動性試験

240℃ 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-407 3～20秒（目標値）   ○ 

  ホイールトラッキン

グ試験 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-44 300以上   ○ 

   曲げ試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-79 破断ひずみ（-10℃、50mm/min）8.0×10-3以上   ○ 

   粒度（2.36mmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-16 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 中規模以上の工事：定期的又は随時。 

小規模以下の工事：異常が認められたとき。 

印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け

試験 1～2回/日 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

 

   粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-16 75μmふるい：±5%以内基準粒度 

 

 

 

 ○ 

 

   アスファルト量抽出

粒度分析試験 

舗装調査・試験法便覧[4]-318 

 

アスファルト量：±0.9%以内 

 

 

 

 ○ 

 

   温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物） 

 

 

温度計による。 アスファルト：220℃以下 

石 粉：常温～150℃ 

随時   ○ 

 

 舗
設
現
場 

必
須 

温度測定（初転圧前） 温度計による。  随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2

回） 

 

 

 

14 路床安定処

理工 
材
料 

必
須 

土の締固め試験 JIS A 1210 

 

 

 

設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。  

 

 

 

   CBR試験 舗装調査・試験法便覧 

[4]-227,[4]-230 

 

 

設計図書による。   
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

14 路床安定処

理工 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

  

最大粒径≦53㎜：砂置換法

（JIS A 1214） 

最大粒径＞53㎜：舗装調査・

試験法便覧[4]-185突砂法 

設計図書による。 500m3につき1回の割合で行う。 

ただし、1,500m3未満の工事は1工事当たり3

回以上。 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値

で判定を行なう。 

  

    または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」 

 

 

 

 

 

 

設計図書による。 

 

 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管

理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施

工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積

を2管理単位以上に分割するものとする。1

管理単位あたりの測定点数の目安を以下に

示す。 ・500m2未満：5点 

・500m2以上1,000m2未満：10点 

・1,000m2以上2,000m2未満：15点 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員との協議の上で、（再）転圧

を行うものとする。 

 

    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」 

 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、

路肩から１ｍ以内と締固め機械が近寄れない構造

物周辺は除く。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．管理単位は築堤、路体路床とも１日の１

層当たりの施工面積は1,500ｍ2を標準とす

る。 

また、１日の施工面積が2,000ｍ2以上の場

合、その施工面積を2管理単位以上に分割す

るものとする。 

３．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管

理単位を複数層にまたがらせることはしな

いものとする。 

４．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 

  

   プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧[4]-288  路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・荷重車については、施工時に用いた転圧

機械と同等以上の締固め効果を持つロー

ラやトラック等を用いるものとする。 

 

  

そ
の
他 

平板載荷試験 JIS A 1215   延長40mにつき1箇所の割で行う。 ・ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄの路床に適用する。 

 

 

  現場CBR試験 JIS A1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。   

  含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 500m3につき1回の割合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以上。 

  

   たわみ量 舗装調査・試験法便覧[1]-284 

（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ） 

設計図書による。 プルーフローリングでの不良箇所について

実施 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

15 表層安定処

理工（表層混合

処理） 

材
料 

そ
の
他 

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 

 

 

 

当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。  

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

 

最大粒径≦53mm：砂置換法

（JIS A 1214） 

最大粒径＞53mm：舗装調査・

試験法便覧[4]-185突砂法 

設計図書による。 500m3につき1回の割合で行う。 

但し、1,500m3未満の工事は1工事当たり3回

以上。 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値

で判定を行う。 

 

 

 

 

 

 

15 表層安定処

理工（表層混合

処理） 

   または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」 

設計図書による。 

 

 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管

理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施

工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積

を2管理単位以上に分割するものとする。1

管理単位あたりの測定点数の目安を以下に

示す。 

・500m2未満：5点 

・500m2以上1,000m2未満：10点 

・1,000m2以上2,000m2未満：15点 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 

 

    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、

路肩から１ｍ以内と締固め機械が近寄れない構造

物周辺は除く。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．管理単位は築堤、路体路床とも１日の１

層当たりの施工面積は1,500ｍ2を標準とす

る。 

また、１日の施工面積が2,000ｍ2以上の場

合、その施工面積を2管理単位以上に分割す

るものとする。 

３．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管

理単位を複数層にまたがらせることはしな

いものとする。 

４．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 

  

   プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧[4]-288  路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・荷重車については、施工時に用いた転圧

機械と同等以上の締固効果を持つローラ

やトラック等を用いるものとする。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

15 表層安定処

理工（表層混合

処理） 

 

そ
の
他 

平板載荷試験 JIS A 1215 

 

  各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。   

  現場CBR試験 JIS A 1222 

 

 

設計図書による。 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。   

   含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 500m3につき1回の割合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事は1工事あたり3回以上。 

 

  

   たわみ量 舗装調査・試験法便覧[2]-16

（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ） 

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について

実施。 

 

  

16 固結工 
材
料 

必
須 

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 

なお、1回の試験とは3回の供試体の試験値の平均値

で表したもの 

当初及び土質の変化したとき 配合を定めるための試験である。 

ボーリング等により供試体を採取する。 

 

   ゲルタイム試験   当初及び土質の変化したとき 配合を定めるための試験である。 

 

 

 

 
施
工 

必
須 

改良体全長の連続性

確認 

ボーリングコアの目視確認  改良体の上端から下端までの全長をボーリ

ングにより採取し、全長において連続して改

良されていることを目視確認する。 

改良体500本未満は3本、500本以上は250本増

えるごとに1本追加する。 

現場の条件、規模等により上記によりがたい

場合は監督職員の指示による。 

・ボーリング等により供試体を採取する。 

・改良体の強度確認には、改良体全長の連

続性を確認したボーリングコアを利用し

てもよい。 

 

   土の一軸圧縮試験 

（改良体の強度） 

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以

上。 

②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 

なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値

で表したもの 

改良体500本未満は3本、500本以上は250本増

えるごとに1本追加する。試験は1本の改良体

について、上、中、下それぞれ1回、計3回と

する。ただし、1本の改良体で設計強度を変

えている場合は、各設計強度毎に3回とする。 

現場の条件、規模等により上記によりがたい

場合は監督職員の指示による。 

・改良体の強度確認には、改良体全長の連

続性を確認したボーリングコアを利用し

てもよい。 

 

17 アンカー工 
施
工 

必
須 

モルタルの圧縮強度

試験 

JIS A 1108 設計図書による。 ２回（午前・午後）／日    

 モルタルのフロー値

試験 

JSCE-F 521-2018 10～18秒 Pロート（グラウンドアンカー設計施工

マニュアルに合わせる） 

練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均

値をフロー値とする。 

  

   適性試験（多サイクル

確認試験） 

グラウンドアンカー設計・施

工基準、同解説 

（JGS4101-2012） 

設計アンカー力に対して十分に安全であること。 ・施工数量の5％かつ3本以上。 

・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、

引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を

繰り返す。 

ただし、モルタルの必要強度の確認後に実

施すること。  
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

17 アンカー工 
施
工 

必
須 

確認試験（１サイクル

確認試験） 

グラウンドアンカー設計・施

工基準、同解説 

（JGS4101-2012） 

設計アンカー力に対して十分に安全であること。 ・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除

くすべて。 

・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、

計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重まで

除荷する１サイクル方式とする。 

ただし、モルタルの必要強度の確認後に実

施すること。 

 

  

そ
の
他 

その他の確認試験 グラウンドアンカー設計・施

工基準、同解説 

（JGS4101-2012） 

所定の緊張力が導入されていること。  ・定着時緊張力確認試験 

・残存引張力確認試験 

・リフトオフ試験等があり、多サイクル確

認試験、１サイクル確認試験の試験結果を

もとに、監督員と協議し行う必要性の有無

を判断する。 

 

17-2 鉄筋挿入

工 
施
工 

必
須 

引き抜き試験 

（受入れ試験） 

地山補強土工法設計・施工マ

ニュアル（地盤工学会）によ

る 

最大試験荷重は設計荷重とする。 施工数量の3%かつ最少3本以上とし、全体

を代表する箇所で実施する。 

受入れ試験は、施工された補強材の引張耐

力が設計引張力を満足するものであるか

を確認するために行う。 

 

  

そ
の
他 

引き抜き試験 

（適合試験） 

地山補強土工法設計・施工マ

ニュアル（地盤工学会）によ

る 

設計図書による。 地層ごとに3本以上を標準とする。 

載荷サイクルは多サイクルを原則とする。 

 初期荷重は、5.0KNもしくは計画最大荷重

の0.1倍程度とする。 

  

 
材
料 

必
須 

品質検査（芯材・ナッ

ト・プレート等） 

ミルシート 

 

 

設計図書による。 材料入荷時   

 定着材のフロー値試

験 

JSCE－F521-2018 

 

 

 

9～22秒 施工開始前1回および定着材の材料や配合

変更時に実施。1回の試験は測定を2回行い、

測定値の平均をフロー値とする。 

定着材をセメントミルクまたはモルタル

とする場合 

 

 
そ
の
他 

外観検査芯材・ナッ

ト・プレート等） 

目視 

寸法計測 

 

設計図書による。 材料入荷時   

 
必
須 

圧縮強度試験 JIS A 1108 

 

 

設計図書による。 施工開始前1回および施工日ごと1回（3本

/回） 

定着材をセメントミルクまたはモルタル

とする場合 

 



表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

18 補強土壁工 
材
料 

必
須 

土の締固め試験 JIS A 1210 

 

設計図書による。 当初及び土質の変化時。   

 外観検査（ストリッ

プ、鋼製壁面材、コン

クリート製壁面材等） 

補強土壁工法各設計・施工マ

ニュアルによる。 

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ

る。 

   

   コンクリート製壁面

材のコンクリート強

度試験 

補強土壁工法各設計・施工マ

ニュアルによる。 

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ

る。 

  ○ 

 

  

そ
の
他 

土の粒度試験 補強土壁工法各設計・施工マ

ニュアルによる。 

 

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 

 

設計図書による。    

(次項に続く) 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

 

最大粒径≦53㎜: 

砂置換法（JIS A 1214） 

 

最大粒径＞53㎜： 

舗装調査・試験法便覧[4]-256

突砂法 

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比におい

て、最大乾燥密度の95%以上。（締固め試験(JIS A 

1210)A･B法）もしくは、90%以上（締固め試験(JIS A 

1210)C･D･E法）。 

または、設計図書による。 

500m3につき1回の割合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以上。 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値

で判定を行なう 

橋台背面アプローチ部における規格値は、

下記のとおりとする。 

（締固め試験(JIS A 1210)C･D･E法） 

【一般の橋台背面】 

平均92%以上、かつ最小90%以上 

【インテグラルアバット構造の橋台背面】 

平均97%以上、かつ最小95%以上 

 

 

 



表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

18 補強土壁工 

 
施
工 

必
須 

 または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」 

次の密度への締固めが可能な範囲の含水比におい

て、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥

密度の97%異常(締固め試験(JIS A 1210)A･B法)もし

くは92%以上(締固め試験(JIS A 1210)C･D･E法)。 

または、設計図書による。 

 

 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積

を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を

標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場

合、その施工面積を2管理単位以上に分割す

るものとする。1管理単位あたりの測定点数

の目安を下表に示す。 

・500m2未満：5点 

・500m2以上1000m2未満：10点 

・1000m2以上2000m2未満：15点 

 

 

 

 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 

・橋台背面アプローチ部における規格値

は、下記の通りとする。 

(締固め試験(JIS A 1210)C･D･E法) 

【一般の橋台背面】 

平均92%以上、かつ最小90%以上 

【ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｱﾊﾞｯﾄ構造の橋台背面】 

平均97%以上、かつ最小95%以上 

 

    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」による 

 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締固められたことを確認する。ただし、路

肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周

辺は除く。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．管理単位は築堤、路体路床とも1日の1

層当たりの施工面積は1,500ｍ2を標準とす

る。 

また、1日の施工面積が2,000ｍ2以上の場合、

その施工面積を2管理単位以上に分割するも

のとする。 

３．1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理

単位を複数層にまたがらせることはしない

ものとする。 

４．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 

 

 

 

 

 

  

19 吹付工 
材
料 

必
須 

アルカリシリカ反応

抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑制対策

について」（平成14年11月21

日14高土企第264号付け土木

部長通知）による」 

 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成14年

11月21日14高土企第264号付け土木部長通知）によ

る」 

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中

1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 

 ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

19 吹付工  そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

設計図書による。 工事開始前、工事中1回/月以上および産地が

変わった場合。 

  ○ 

 

 

 骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

絶乾密度：2.5以上 

細骨材の吸水率：3.5％以下 

粗骨材の吸水率：3.0％以下 

（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルス

ラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘

要を参照） 

工事開始前、工事中1回/月以上および産地が

変わった場合。 

JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第1部：

高炉ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第2部：

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第3部：

銅ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第4部：

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第５

部：石炭ガス化スラグ骨材） 

JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H）  

○ 

 

 

 骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（ただし、粒形判定実績率 

が58%以上の場合は5.0%以下） 

スラグ粗骨材 5.0%以下 

それ以外（砂利等）1.0％以下 

細骨材 

砕砂 9.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場

合5.0％以下） 

スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合は5.0%以下） 

それ以外（砂等） 5.0%以下（ただし、すりへり作

用を受ける場合は3.0%以下） 

工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変

わった場合。 

（山砂の場合は、工事中1回/週以上） 

  ○ 

 

 

  砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

工事開始前、工事中1回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含

む細骨材のモルタル圧縮強度による試験

方法」による。 

○ 

 

 

  モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

  ○ 

 

 

  骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変

わった場合。 

  ○ 

 

 

  硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 

工事開始前、工事中1回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

砕砂、砕石 

工事開始前、工事中1回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

19 吹付工 
材
料 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使

用
す
る
場
合
は
除
く
） 

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

  ポルトランドセメン

トの化学分析 

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

  練混ぜ水の水質試験 

  

上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308付属書JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前、工事中１回以上／12か月および

水質が変わった場合。 

上水道を使用してる場合は試験に換え、上

水道を使用してることを示す資料による

確認を行う。 

○ 

 

   回収水の場合： 

JIS A 5308附属書JC 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前、工事中１回以上／12か月および

水質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は1回／日 

その原水は、上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 

 

 製
造
（
プ
ラ
ン
ト
）
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

必
須 

細骨材の表面水率試

験 

JIS A 1111 

 

 

設計図書による 2回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

 粗骨材の表面水率試

験 

JIS A 1125 

 

 

設計図書による 1回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

 
そ
の
他 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上 ・レディーミクストコンクリートの場合、

印字記録により確認を行う。 

・急結剤は適用外 

○ 

(次項に続く) 

 ミキサの練混ぜ性能

試験 

  

バッチミキサの場合： 

 JIS A 1119 

 JIS A 8603-1 

 JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合 

 コンクリート内のﾓﾙﾀﾙ量の偏差率：0.8％以下 

 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5％以下 

 圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

 コンクリート内空気量の偏差率：10％以下 

 コンシステンシー(スランプ)の偏差率：15％以下 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。 ・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

19 吹付工    連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のﾓﾙﾀﾙ単位容積質量差：0.8％以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。 ・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

 

 
施
工 

そ
の
他 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたが

る場合は、午前に１回コンクリート打設前に

行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ

とができる。（１試験の測定回数は3回とす

る）試験の判定は3回の測定値の平均値。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験、またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の

塩化物イオン含有率試験方法」

（JSCE-C502-2023,503-2023） 

または設計図書の規定により行う。 

・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合

は省略できる。 

 

   スランプ試験 

（モルタル除く） 

JIS A 1101 スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm 

スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm 

・荷卸し時 

1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に

応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時

に品質変化が認められた時。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験、またはレディーミ

クストコンクリート工場（JIS表示認証工

場）の品質証明書等のみとすることができ

る。 

重要構造物のコンクリート使用量が20m3

未満の場合は1回以上の試験。 

 

  

必
須 

コンクリートの圧縮

強度試験 

JIS A 1107 

JIS A 1108 

土木学会規準JSCE F561-2023 

3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上とす

る。 

吹付1日につき1回行う。 

なお、テストピースは現場に配置された型枠

に工事で使用するのと同じコンクリート（モ

ルタル）を吹付け、現場で28日養生し、直径

50㎜のコアを切取りキャッピングを行う。原

則として1回に3本とする。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。重要構造物のコン

クリート使用量が20m3未満の場合は1回以

上の試験。 

またはレディーミクストコンクリート工

場（JISマーク表示認証工場）の品質証明

書等のみとすることができる。・σ28につ

いては、高知県生コンクリート工業組合技

術センターにおいて試験を行うこと。 

 

  

そ
の
他 

空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） ・荷卸し時 

1回/日以上構造物の重要度と工事の規模に

応じて 

20～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変

化が認められた時。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。重要構造物のコン

クリート使用量が20m3未満の場合は1回以

上の試験。 

またはレディーミクストコンクリート工

場（JISマーク表示認証工場）の品質証明

書等のみとすることができる 

 

   コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。    
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

20 現場吹付法

枠工 
材
料 

必
須 

アルカリシリカ反応

抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑制対策

について」（平成14年11月21

日14高土企第264号付け土木

部長）による」 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成14年

11月21日14高土企第264号付け土木部長）による 

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中

１回/６ヶ月以上及び産地が変わった場合。 

 ○ 

 

  

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地

が変わった場合。 

  ○ 

 

  骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

絶乾密度：2.5以上 

細骨材の吸水率：3.5％以下 

粗骨材の吸水率：3.0％以下 

（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルス

ラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘

要を参照） 

工事開始前、工事中１回/月以上および産地

が変わった場合。 

JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂及び砕石） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第1部：

高炉ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第2部：

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第3部：

銅ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第4部：

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第5部：

石炭ｶﾞｽ化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H）  

○ 

 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（ただし、粒形判定実績率が58%以

上の場合は5.0%以下） 

スラグ粗骨材 5.0%以下 

それ以外（砂利等）1.0％以下 

細骨材 

砕石 9･0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場

合は5.0％以下） 

スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合は5.0%以下） 

それ以外（砂等） 5.0％以下（ただし、すりへり

作用を受ける場合は3.0％以下） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

（山砂の場合は、工事中１回／週以上） 

  ○ 

 

  砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含

む細骨材のモルタル圧縮強度による試験

方法」による。 

○ 

 

   モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

 

  ○ 

 

   骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

  ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

20 現場吹付法

枠工 
材
料 

 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

砕砂、砕石： 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

 

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 

 

  セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

  ポルトランドセメン

トの化学分析 

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

  練混ぜ水の水質試験 

  

上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308付属書JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び水

質が変わった場合。 

上水道を使用してる場合は試験に換え、上

水道を使用してることを示す資料による

確認を行う。 

○ 

 

   回収水の場合： 

JIS A 5308附属書JC 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び水

質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は1回／日 

・その原水は上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 

 

 製
造
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）  

必
須 

細骨材の表面水率試

験 

 

 

JIS A 1111 設計図書による ２回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

○ 

 粗骨材の表面水率試

験 

 

JIS A 1125 設計図書による 1回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

○ 

 
そ
の
他 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印

字記録により確認を行う。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

20 現場吹付法

枠工 

製
造
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

そ
の
他 

ミキサの練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの場合： 

 JIS A 1119 

 JIS A 8603-1 

 JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合 

コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8％以下 

コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5％以下 

圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

コンクリート内空気量の偏差率：10％以下 

コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15％以下 

 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。 ・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

 

 

○ 

   連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8％

以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

 

  ○ 

 
施
工 

 

そ
の
他 

スランプ試験 

（モルタル除く） 

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝ 

・荷卸し時 

1回/日以上構造物の重要度と工事の規模に

応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時

に品質変化が認められた時。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。1工種当たりの総使用量が50㎥

以上の場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 

 

 

 

 

  

必
須 

コンクリートの圧縮

強度試験 

JIS A 1107 

JIS A 1108 

土木学会規準JSCE F561-2023 

設計図書による 1回6本 吹付1日につき1回行う。 

なお、テストピースは現場に配置された型枠

に工事で使用するのと同じコンクリート（モ

ルタル）を吹付け、現場で7日間および28日

間放置後、φ5㎝のコアーを切り取りキャッ

ピングを行う。1回に6本（σ7…3本、σ28

…3本、）とする。 

・参考値：18N/mm2以上（材令28日） 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。1工種当たりの総使用量が50㎥

以上の場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 

・σ28については、高知県生コンクリート

工業組合技術センターにおいて試験を行

うこと。 

 

 

 

 



表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

  

そ
の
他 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたが

る場合は、午前に１回コンクリート打設前に

行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ

とができる。（１試験の測定回数は3回とす

る）試験の判定は3回の測定値の平均値。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の

塩化物イオン含有率試験方 

法」（JSCE-C502-2023,503-2023）または

設計図書の規定により行う。1工種当たり

の総使用量が50㎥以上の場合は、50㎥ごと

に1回の試験を行う。 

 

 

 

 

   空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） ・荷卸し時 

1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に

応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時

に品質変化が認められた時。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。1工種当たりの総使用量が50㎥

以上の場合は、50㎥ごとに1回の試験を行

う。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

20 現場吹付法

枠工 

  ロックボルトの引抜

き試験 

参考資料「ロックボルトの引

抜試験」による 

引抜き耐力の80%程度以上。 設計図書による。    

   コアによる強度試験 

 

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。   

21 河川土工 
材
料 

必
須 

土の締固め試験 

 

 

JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。   

  

そ
の
他 

土の粒度試験 

 

JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

  土粒子の密度試験 

 

JIS A 1202 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の含水比試験 

 

JIS A 1203 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の一軸圧縮試験 

 

JIS A 1216 設計図書による。 必要に応じて。    

   土の三軸圧縮試験 

 

地盤材料試験の方法と解説 設計図書による。 必要に応じて。    

   土の圧密試験 

 

JIS A 1217 設計図書による。 必要に応じて。    

   土のせん断試験 

 

地盤材料試験の方法と解説 設計図書による。 必要に応じて。    

   土の透水試験 

 

JIS A 1218 設計図書による。 必要に応じて。    

(次項に続く) 

施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

 

最大粒径≦53㎜ 

砂置換法（JIS A 1214） 

最大粒径＞53㎜ 

舗装調査・試験法便覧[4]-256 

突砂法 

最大乾燥密度の90%以上。 

ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気

間隙率の規定によることができる。 

【砂質土（25%≦75μmふるい通過分＜50%】 

空気間隙率VaがVa≦15% 

【粘性土（50%≦75μmふるい通過分）】 

飽和度Srが85%≦Sr≦95%または空気間隙率Vaが2%

≦Va≦10% 

または設計図書による。 

 

 

 

 

 

 

築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延

長20mに3回の割合のうち、測定頻度の高い方

で実施する。 

 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値

で判定を行う。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

21 河川土工    または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」による。 

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度

の92%以上。 

ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気

間隙率の規定によることができる。 

【砂質土(25%≦74μmふるい通過分＜50%)】 

空気間隙率Va≦15% 

【粘性土(50%≦75μmふるい通過分)】 

飽和度Srが85%≦Sr≦95%または空気間隙率Vaが2%

≦Va≦10% 

または設計図書による。 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準と

する。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、

1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施

工面積を2管理単位以上に分割するものとす

る。1管理単位あたりの測定点数の目安を以

下に示す。 

・500m2未満：5点 

・500m2以上1000m2未満：10点 

・1000m2以上2000m2未満：15点 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 

 

    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」による 

 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締固められたことを確認する。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管

理単位を複数層にまたがらせることはしな

いものとする。 

３．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 

 

  

  

そ
の
他 

土の含水比試験 

 

JIS A 1203 設計図書による。 含水比の変化が認められたとき。   

  コーン指数の測定 

 

舗装調査・試験法便覧[1]-273 設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。   
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表－２ 品質管理基準 
 第１ 一般土木工事の部 

 

- 542 - 

試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

22 海岸土工 
材
料 

必
須 

土の締固め試験 

 

 

JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。   

  

そ
の
他 

土の粒度試験 

 

JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

  土粒子の密度試験 

 

JIS A 1202 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の含水比試験 

 

JIS A 1203 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の一軸圧縮試験 

 

JIS A 1216 設計図書による。 必要に応じて。    

   土の三軸圧縮試験 

 

地盤材料試験の方法と解説 設計図書による。 必要に応じて。    

   土の圧密試験 

 

JIS A 1217 設計図書による。 必要に応じて。    

   土のせん断試験 

 

地盤材料試験の方法と解説 設計図書による。 必要に応じて。    

   土の透水試験 

 

JIS A 1218 設計図書による。 必要に応じて。    

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

 

最大粒径≦53㎜ 

砂置換法（JIS A 1214） 

最大粒径＞53㎜ 

舗装調査・試験法便覧[4]-256 

突砂法 

最大乾燥密度の85%以上。 

または設計図書に示された値。 

築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延

長20mに3回の割合のうち、測定頻度の高い方

で実施する。 

 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値

で判定を行う。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 

 

 

    または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」による。 

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度

の90%以上。 

または設計図書による。 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準と

する。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、

1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施

工面積を2管理単位以上に分割するものとす

る。1管理単位あたりの測定点数の目安を以

下に示す。 

・500m2未満：5点 

・500m2以上1000m2未満：10点 

・1000m2以上2000m2未満：15点 

 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

22 海岸土工    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」による 

 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締固められたことを確認する。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管

理単位を複数層にまたがらせることはしな

いものとする。 

３．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 

  

  

そ
の
他 

土の含水比試験 

 

JIS A 1203 設計図書による。 含水比の変化が認められたとき。   

  コーン指数の測定 

 

舗装調査・試験法便覧[1]-273 設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。   

23 砂防土工 
材
料 

必
須 

土の締固め試験 

 

 

JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化時。   

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

最大粒径≦53㎜： 

砂置換法（JIS A 1214） 

最大粒径＞53㎜： 

舗装調査・試験法便覧｢4｣-256 

突砂法 

最大乾燥密度の85%以上、または設計図書に示され

た値。 

1,000m3につき１回の割合、または設計図書

による。 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値

で判定を行なう。 

左記の規格値を満たしていても、規格値を

著しく下回っている点が存在した場合は、

監督職員と協議の上で、（再）転圧を行う

ものとする。 

 

    または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」。 

 

 

 

 

 

 

 

1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度

の90%以上。 

または、設計図書による。 

 

 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準と

する。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、

1日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施

工面積を2管理単位以上に分割するものとす

る。1管理単位あたりの測定点数の目安を下

表に示す。 

・500m2未満：5点 

・500m2以上1000m2未満：10点 

・1000m2以上2000m2未満：15点 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 

 

    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」 

 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締固められたことを確認する。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管

理単位を複数層にまたがらせることはしな

いものとする。 

３．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

24 道路土工 
材
料 

必
須 

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時（材料が岩砕の場

合は除く）。ただし、法面、路肩部の土量は

除く。 

  

   CBR試験 

（路床） 

JIS A 1211 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 

（材料が岩砕の場合は除く） 

   

  

そ
の
他 

土の粒度試験 JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

  土粒子の密度試験 JIS A 1202 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

  土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方法と解説 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の圧密試験 JIS A 1217 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土のせん断試験 地盤材料試験の方法と解説 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

   土の透水試験 JIS A 1218 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。    

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

※右記試験方法（3種

類）のいずれかを実施

する。 

最大粒径≦53㎜ 

砂置換法（JIS A 1214） 

最大粒径＞53㎜ 

舗装調査・試験法便覧｢4｣-256

突砂法 

【砂質土】 

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比

において、最大乾燥密度の90%以上。（締固め試験

(JIS A 1210)A･B法） 

・路床及び構造物取り付け部：次の密度への締固め

が可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の

95%以上。（締固め試験(JIS A 1210)A･B法）もしく

は、90%以上（締固め試験(JIS A 1210)C･D･E法）。 

【粘性土】 

・路体：自然含水比またはトラフィカビリティが確

保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≦Va≦

10%または飽和度Srが85%≦Sr≦95% 

・路床及び構造物取り付け部：トラフィカビリティ

が確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≦

Va≦8% 

ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準

を適用することができる。 

その他、設計図書による。 

 

 

 

 

 

 

 

路体の場合、1,000m3につき１回の割合で行

う。ただし、5,000m3未満の工事は、1工事当

たり3回以上。 

路床及び構造物取り付け部の場合、500m3に

つき1回の割合で行う。ただし、1,500m3未満

の工事は、1工事当たり3回以上。 

1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値

で判断を行う。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

24 道路土工 
施
工 

必
須 

 または、 

「RI計器を用いた盛土の締固

め管理要領（案）」 

 

 

【砂質土】 

・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比

において、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最

大乾燥密度の92%以上。（締固め試験(JIS A 1210)A･

B法） 

・路床及び構造物取り付け部：次の密度への締固め

が可能な範囲の含水比において、1管理単位の現場

乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の97%以上。（締

固め試験(JIS A 1210)A･B法）もしくは、92%以上（締

固め試験(JIS A 1210)C･D･E法）。 

【粘性土】 

・路体、路床及び構造物取り付け部：自然含水比ま

たはトラフィカビリティが確保できる含水比にお

いて、1管理単位の現場空気間隙率の平均値が8%以

下。 

ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準

を適用すること.ができる。 

または、設計図書による。 

 

 

 

 

 

 

 

盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分

割して管理単位ごとに管理を行うものとす

る。 

路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積

を基準とする。管理単位の面積は1,500m2を

標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上の場

合、その施工面積を2管理単位以上に分割す

るものとする。1管理単位あたりの測定点数

の目安を下表に示す。 

・500m2未満：5点 

・500m2以上1000m2未満：10点 

・1000m2以上2000m2未満：15点 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・左記の規格値を満たしていても、規格値

を著しく下回っている点が存在した場合

は、監督職員と協議の上で、（再）転圧を

行うものとする。 

 

    または、 

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛

土の締固め管理要領」による 

 

施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定

回数だけ締固められたことを確認する。 

１．盛土を管理する単位（以下「管理単位」）

に分割して管理単位毎に管理を行う。 

２．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管

理単位を複数層にまたがらせることはしな

いものとする。 

３．土取り場の状況や土質状況が変わる場合

には、新規の管理単位として取り扱うものと

する。 

 

  

   プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧[4]-288  路床仕上げ後全幅、全区間について実施す

る。 ただし、現道打換工事、仮設用道路維

持工事は除く。 

・荷重車については、施工時に用いた転圧

機械と同等以上の締固効果を持つローラ

やトラック等を用いるものとする。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

24 道路土工  

そ
の
他 

平板載荷試験 JIS A 1215   各車線ごとに延長40mについて1ヶ所の割で

行う。 

・セメントコンクリートの路盤に適用す

る。 

 

  現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mについて1回の割で行

う。 

  

   含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 路体の場合、1,000m3につき1回の割合で行

う。ただし、5,000m3未満の工事は、1工事当

たり3回以上。 

路床の場合、500m3につき1回の割合で行う。

ただし、1,500m3未満の工事は1工事当たり3

回以上。 

  

   コーン指数の測定 舗装調査・試験法便覧[1]-273 設計図書による。 必要に応じて実施。 

（例）トラフィカビリティが悪いとき。 

 

  

   たわみ量 舗装調査・試験法便覧[1]-284

（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ） 

 

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について

実施 

  

25 捨石工 
施
工 

必
須 

岩石の見掛比重 JIS A 5006 設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 ・500m3以下は監督職員承諾を得て省略で

きる。 

・参考値 

 ・硬石 ：約2.7～2.5g/cm3 

 ・準硬石：約2.5～2g/cm3 

 ・軟石 ：約2g/cm3未満 

○ 

 

   岩石の吸水率 JIS A 5006 設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 ・500m3以下は監督職員承諾を得て省略で

きる。 

・参考値 

 ・硬石 ：5%未満 

 ・準硬石：5%以上15%未満 

 ・軟石 ：15%以上 

○ 

 

   岩石の圧縮強さ JIS A 5006 設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 ・500m3以下は監督職員承諾を得て省略で

きる。 

・参考値： 

 ・硬石：4903N/cm2以上 

 ・準硬石：980.66N/cm2以上 

4903N/cm2未満 

 ・軟石：980.66N/cm2未満 

○ 

 

  

そ
の
他 

岩石の形状 JIS A 5006 うすっぺらなもの、細長いものであってはならな

い。 

5,000m3につき1回の割で行う。 

但し、5,000m3以下のものは1工事2回実施す

る。 

 

 

500m3以下は監督職員承諾を得て省略でき

る。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

26 コンクリー

トダム 
材
料
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

必
須 

アルカリシリカ反応

抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑制対策

について」（平成14年11月21

日14高土企第264号付け土木

部長通知）による」 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成14年

11月21日14高土企第264号付け土木部長通知）によ

る」 

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中

１回/６ヶ月以上及び産地が変わった場合。 

 ○ 

 

 
そ
の
他 

骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

絶乾密度：2.5以上 

吸水率：[2023年制定]コンクリート標準示方書ダム

コンクリート編による。 

工事開始前、工事中１回/月以上および産地

が変わった場合。 

JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂及び砕石） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第1部：

高炉ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第2部：

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第3部：

銅ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第4部：

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第5部：

石炭ｶﾞｽ化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H） 

○ 

 

  骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5021 

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地

が変わった場合。 

  ○ 

 

  セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

  ポルトランドセメン

トの化学分析 

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

   砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

濃い場合は、JIS 1142「有機不純物を含む

細骨材のモルタル圧縮強度による試験方

法」による。 

○ 

 

   モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

 

 

 

 

 

 

  ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

26 コンクリー

トダム 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

 

粗骨材：1.0％以下。ただし、砕石の場合、微粒分

量試験で失われるものが砕石粉のときは、3.0%以

下。 

細骨材： 

・7.0%以下、ただし、すりへり作用を受ける場合は

3.0%以下 

・砕砂の場合、微粒分量試験で失われるものが砕石

粉であって、粘土、シルトなどを含まないときには

9.0%以下。ただし、同様の場合で、すりへり作用を

受ける場合5.0％以下。 

 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

（山砂の場合は、工事中１回/週以上） 

  ○ 

 

   骨材中の粘土塊量の

試験 

 

 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

   ○ 

 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

砕砂、砕石： 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 

 

   粗骨材のすりへり試

験 

 

 

 

 

JIS A 1121 40%以下 工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

  ○ 

 

   練混ぜ水の水質試験 

  

上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308付属書JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月及

び水質が変わった場合。 

上水道を使用してる場合は試験に換え、上

水道を使用してることを示す資料による

確認を行う。 

○ 

 

    回収水の場合： 

JIS A 5308附属書C 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月及

び水質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は1回／日 

その原水は、上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 

 



 
 

 
 

- 549 - 

試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

26 コンクリー

トダム 
製
造
（
プ
ラ
ン
ト
）
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合

は
除
く
） 

そ
の
他 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

 

設計図書による。 レディーミクストコンクリートの場合、印

字記録により確認を行う。 

○ 

 

  ミキサの練混ぜ性能

試験 

  

バッチミキサの場合： 

 JIS A 1119 

 JIS A 8603-1 

 JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合 

 コンクリート内のモルタル量の偏差率:0.8%以下 

 コンクリート内の粗骨材量の偏差率 :5%以下 

 圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

 コンクリート内空気量の偏差率：10%以下 

 コンシステンシー(スランプ)の偏差率：15%以下 

 

工事開始前および工事中１回以上／12か月。  ○ 

   連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8％

以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

 

工事開始前および工事中１回以上／12か月。  ○ 

  細骨材の表面水率試

験 

JIS A 1111 設計図書による ２回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

 

 

○ 

   粗骨材の表面水率試

験 

JIS A 1125 設計図書による １回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

 

 

 

○ 

 
施
工 

必
須 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたが

る場合は、午前に１回コンクリート打設前に

行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ

とができる。（１試験の測定回数は3回とす

る）試験の判定は3回の測定値の平均値。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。・骨材に海砂を使用する場合は、

「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」

（JSCE-C502-2023,503-2023） 

または設計図書の規定により行う。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

26 コンクリー

トダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  単位水量測定 「レディーミクストコンクリ

ートの品質確保について」 

1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲

にある場合はそのまま施工してよい。 

2）測定した単位水量が、配合設計±15を超え±

20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を調

査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の

生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以

内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量

の測定を行う。 

なお、15kg/m3以内で安定するまで」とは、2回連続

して15kg/m3以内の値を観測することをいう。 

3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合は、生

コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を

調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければな

らない。その後の配合設計±15kg/m3以内になるま

で全運搬車の測定を行う。 

なお、測定値が管理値または指示値を超えた場合は

1回に限り再試験を実施することができる。再試験

を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計

との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 

 

 

100m3/日以上の場合； 

2回/日（午前１回、午後１回）以上、重要構

造物の場合は重要度に応じて100m3～150m3

ごとに１回、及び荷卸し時に品質変化が認め

られたときとし、測定回数は多い方を採用す

る。 

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の

最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m3、

40mmの場合は165kg/m3を基本とする。 

 

  スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝ 

・荷卸し時 

・１回/日以上、構造物の重要度と工事の規

模に応じて20m3～150m3ごとに１回、及び荷

卸し時に品質変化が認められた時。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

 

 

 

  空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） 

 

・荷卸し時 

・１回/日以上、構造物の重要度と工事の規

模に応じて20m3～150m3ごとに１回、および

荷卸し時に品質変化が認められた時。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

26 コンクリー

トダム 

  コンクリートの圧縮

強度試験 

JIS A 1108 (a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80％を

1/20以上の確率で下回らない。 

(b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の

確率で下回らない。 

1回3ヶ 

1.1ブロック1リフトのコンクリート量500m3

未満の場合1ブロック1リフト当り1回の割で

行う。なお、1ブロック1リフトのコンクリー

ト量が150m3以下の場合及び数種のコンクリ

ート配合から構成される場合は監督職員と

協議するものとする。 

2.1ブロック1リフトコンクリート量500m3以

上の場合1ブロック1リフト当り2回の割で行

う。なお、数種のコンクリート配合から構成

される場合は監督職員と協議するものとす

る。 

3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンク

リートは、打設日1日につき2回の割で行う。 

4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が

安定した場合の標準を示すものであり、打ち

込み初期段階においては、2～3時間に1回の

割合で行う。  

 

 

 

 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場合

は1工種1回以上の試験。またはレディーミ

クストコンクリート工場（JISマーク表示

認証工場）の品質証明書等のみとすること

ができる。 

 

   温度測定（気温・コン

クリート） 

温度計による   1回供試体作成時各ブロック打込み開始時終

了時。 

 

   

  

そ
の
他 

コンクリートの単位

容積質量試験 

JIS A 1116 設計図書による 1回2ヶ 当初及び品質に異常が認められる

場合に行う。 

 

参考値：2.3t/m3以上  

  コンクリートの洗い

分析試験 

JIS A 1112 設計図書による。 1回 当初及び品質に異常が認められる場合

に行う。 

 

   

   コンクリートのブリ

ーディング試験 

JIS A 1123 設計図書による。 1回1ヶ 当初及び品質に異常が認められる

場合に行う。 

 

   

   コンクリートの引張

強度試験 

JIS A 1113 設計図書による。 1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる

場合に行う。 

 

   

   コンクリートの曲げ

強度試験 

JIS A 1106 設計図書による。 1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる

場合に行う。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

27 覆工コンク

リート(NATM) 
材
料
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

必
須 

アルカリシリカ反応

抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑制対策

について」（平成14年11月21

日14高土企第264号付け土木

部長通知）による」 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成14年

11月21日14高土企第264号付け土木部長通知）によ

る 

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中

１回/６ヶ月以上及び産地が変わった場合。 

 ○ 

 

 
そ
の
他 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地

が変わった場合。 

  ○ 

 

  骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

絶乾密度：2.5以上 

細骨材の吸水率：3.5％以下 

粗骨材の吸水率：3.0％以下 

（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルス

ラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については適

用を参照） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂及び砕石） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第1部：

高炉ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第2部：

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第3部：

銅ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材-第4部：

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材－第5部：

石炭ｶﾞｽ化ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H）  

○ 

 

  粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 

JIS A 5005 

砕石 40%以下 

砂利 35％以下 

 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。ただし、砂利の場合は、

工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変

わった場合。 

 ○ 

 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（ただし、粒形判定実績率が58%以

上の場合は5.0%以下） 

スラグ粗骨材：5.0%以下 

それ以外（砂利等）1.0％以下 

細骨材 

砕砂 9.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場

合は5.0％以下） 

スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合5.0％以下） 

それ以外（砂等）5.0％以下（ただし、すりへり作

用を受ける場合は3.0%以下） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

（山砂の場合は、工事中１回/週以上） 

  ○ 

 

   砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

濃い場合は、JIS 1142「有機不純物を含む

細骨材のモルタル圧縮強度による試験方

法」による。 

○ 

 

   モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

  ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

27 覆工コンク

リート(NATM) 

  骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が

変わった場合。 

  ○ 

 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利： 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

砕砂、砕石： 

工事開始前、工事中１回以上／12か月及び産

地が変わった場合。 

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 

 

   セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

   ポルトランドセメン

トの化学分析 

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

   練混ぜ水の水質試験 

  

上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308付属書JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月及

び水質が変わった場合。 

上水道を使用してる場合は試験に換え、上

水道を使用してることを示す資料による

確認を行う。 

○ 

 

    回収水の場合： 

JIS A 5308附属書JC 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月お

よび水質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は1回／日 

その原水は、上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 

 

 製
造
（
プ
ラ
ン
ト
）
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ

た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用

す
る
場
合
は
除
く
） 

そ
の
他 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

 

 

 

 

 

 

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印

字記録により確認を行う。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

27 覆工コンク

リート(NATM) 

  ミキサの練混ぜ性能

試験 

  

バッチミキサの場合： 

 JIS A 1119 

 JIS A 8603-1 

 JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合 

コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8％以下 

コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5％以下 

 圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

 コンクリート内空気量の偏差率：10％以下 

 コンシステンシー(スランプ)の偏差率：15％以下 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。  ○ 

    連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8％

以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。  ○ 

   細骨材の表面水率試

験 

JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

○ 

   粗骨材の表面水率試

験 

JIS A 1125 設計図書による 1回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

○ 

 
施
工 

必
須 

スランプ試験 JIS A 1101 

 

スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝ 

・荷卸し時 

1回／日以上、構造物の重要度と工事の規模

に応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し

時に品質変化が認められた時。 

  

   単位水量測定 「レディーミクストコンクリ

ートの品質確保について」 

1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲

にある場合はそのまま施工してよい。 

2）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3を超え

±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を

調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車

の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3

以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水

量の測定を行う。 

なお、「15kg/m3以内で安定するまで」とは、2回連

続して15kg/m3以内の値を観測することをいう。 

3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合は、生

コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を

調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければな

らない。その後の配合設計±15kg/m3以内になるま

で全運搬車の測定を行う。 

なお、測定値が管理値または指示値を超えた場合は

1回に限り再試験を実施することができる。再試験

を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計

との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 

100m3/日以上の場合；2回/日（午前１回、午

後１回）以上、重要構造物の場合は重要度に

応じて100m3～150m3ごとに１回、及び荷卸し

時に品質変化が認められたときとし、測定回

数は多い方を採用する。 

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の

最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m3、

40mmの場合は165kg/m3を基本とする。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

27 覆工コンク

リート(NATM) 
施
工 

必
須 

コンクリートの圧縮

強度試験 

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上であ

ること。 

3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上

であること。（1回の試験結果は、3個の供試体の試

験値の平均値） 

・荷卸し時または、工場出荷時に運搬車から

採取した試料 

1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に

応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時

に品質変化が認められた時。 

なお、テストピースの採取は、1回につき6

個（σ7･･･3個、σ28･･･3個）とする。 

・1工種当りの総使用量が50m3未満の場
合は1工種1回以上の試験。重要構造物の
コンクリート使用量が20m3未満の場合
は1回以上の試験。 
またはレディーミクストコンクリート
工場（JISマーク表示認証工場）の品質
証明書等のみとすることができる。 
・σ28については、高知県生コンクリー
ト工業組合技術センターにおいて試験
を行うこと。 

 

   塩化物総量規制 「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたが

る場合は、午前に１回コンクリート打設前に

行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ

とができる。（１試験の測定回数は3回とす

る）試験の判定は3回の測定値の平均値。 

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の

塩化物イオン含有率試験方法」

（JSCE-C502-2023,503-2023）または設計

図書の規定により行う。 

 

   空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） ・荷卸し時 

1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に

応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時

に品質変化が認められた時。 

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の

塩化物イオン含有率試験方法」

（JSCE-C502-2023,503-2023）または設計

図書の規定により行う。 

 

  

そ
の
他 

コアによる強度試験 

 

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。    

  コンクリートの洗い

分析試験 

JIS A 1112 設計図書による。 1回 品質に異常が認められた場合に行う。    

 
施
工
後
試
験 

必
須 

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2mm 本数 

総延長 

最大ひび割れ幅等 

ひび割れ幅が0.2mm以上の場合は、「ひび

割れ発生状況の調査」を実施する。 

 

  テストハンマーに 

よる強度推定調査 

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 ﾄﾝﾈﾙは1打設部分を単位とし、各単位につき

3カ所の調査を実施する。 

また、調査の結果、平均値が設計基準強度

を下回った場合と、1回の試験結果が設計基

準強度の85％以下となった場合は、その箇

所の周辺において、再調査を5ヵ所実施。 

材齢28日～91日の間に試験を行う。 

 

再調査の平均強度が、所定の強度が得られ

ない場合、もしくは１ヶ所の強度が設計強

度の85%を下回った場合は、コアによる強

度試験を行う。 

工期等により、基準期間内に調査を行えな

い場合は監督職員と協議するものとする。 

 

  

そ
の
他 

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付近において、

原位置のコアを採取。 

コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の
決定に際しては、設置された鉄筋を損傷さ
せないよう十分な検討を行う。 
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が
得られない場合、もしくは1ヶ所の強度が
設計強度の85%を下回った場合は、監督職
員と協議するものとする。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

28 吹付けコン

クリート(NATM) 
材
料 

必
須 

アルカリシリカ反応

抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑制対策

について」（平成14年11月21

日14高土企第264号付け土木

部長通知）による 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成14年

11月21日14高土企第264号付け土木部長通知）によ

る 

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中

１回/６ヶ月以上及び産地が変わった場合。 

 ○ 

 

  

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 設計図書による。 細骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合

は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品

質の変更があるごとに1回。 

   

 

  骨材の単位容積質量

試験 

JIS A 1104 設計図書による。 細骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合

は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品

質の変更があるごとに1回。 

 

  ○ 

 

  骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

絶乾密度：2.5以上 

細骨材の吸水率：3.5％以下 

粗骨材の吸水率：3.0％以下 

細骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合

は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品

質の変更があるごとに1回。 

 

  ○ 

 

  骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（ただし、粒形判定実績率が58%以

上の場合は5.0%以下） 

スラグ粗骨材：5.0%以下 

それ以外（砂利等）1.0％以下 

細骨材 

砕砂 9.0%以下（ただし、すりへり作用を受ける場

合は5.0％以下） 

スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作用を

受ける場合5.0％以下） 

その以外（砂等）5.0％以下（ただし、すりへり作

用を受ける場合は3.0%以下） 

細骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合

は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品

質の変更があるごとに1回。 

  ○ 

 

   砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%

以上の場合は使用できる。 

細骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合

は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品

質の変更があるごとに1回。 

 

 

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含

む細骨材のモルタル圧縮強度による試験

方法」による。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

28 吹付けコン

クリート(NATM) 
材
料 

そ
の
他
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
） 

モルタルの圧縮強度

による砂の試験 

 

 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合。 

  ○ 

 

 骨材中の粘土塊量の

試験 

 

 

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

 

細骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合

は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品

質の変更があるごとに1回。 

  ○ 

 

  硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

 

 

JIS A 1122 細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

 

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用

する。 

○ 

 

  粗骨材の粒形判定実

績率試験 

JIS A 5005 55%以上 粗骨材は採取箇所または、品質の変更がある

ごとに1回。 

 

 

  ○ 

 

  セメントの物理試験 

 

 

 

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

  ポルトランドセメン

トの化学分析 

 

 

 

JIS R 5202   ○ 

 

  練混ぜ水の水質試験 

  

上水道水及び上水道水以外の

水の場合： 

JIS A 5308付属書JC 

懸濁物質の量：2g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月お

よび水質が変わった場合。 

上水道を使用してる場合は試験に換え、上

水道を使用してることを示す資料による

確認を行う。 

○ 

 

   回収水の場合： 

JIS A 5308附属書JC 

塩化物イオン量：200mg/L以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は

60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以上 

 

 

 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月お

よび水質が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は1回／日 

その原水は、上水道水及び上水道水以外の

水の規定に適合するものとする。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

28 吹付けコン

クリート(NATM) 
製
造(

プ
ラ
ン
ト) 

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー
ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
場
合

は
除
く
） 

そ
の
他 

計量設備の計量精度  水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内） 

混和剤：±3％以内 

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上。 レディーミクストコンクリートの場合、印

字記録により確認を行う。 

○ 

 

  ミキサの練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの場合： 

 JIS A 1119 

 JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合 

 コンクリート内のモルタル量の偏差率：0.8％以

下 

 コンクリート内の粗骨材量の偏差率：5％以下 

 圧縮強度の偏差率：7.5％以下 

 コンクリート内空気量の偏差率：10％以下 

 コンシステンシー（スランプ）の偏差率：15％以

下 

工事開始前及び工事中１回以上／12か月。  ○ 

   連続ミキサの場合： 

土木学会規準JSCE-I 

502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8％

以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

 ○ 

  細骨材の表面水率試

験 

 

JIS A 1111 設計図書による ２回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場

合に適用する。 

○ 

  粗骨材の表面水率試

験 

 

JIS A 1125  １回/日以上。  ○ 

 
施
工 

必
須 

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久性向

上」仕様書 

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたが

る場合は、午前に１回コンクリート打設前に

行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ

とができる。（１試験の測定回数は3回とす

る）試験の判定は3回の測定値の平均値。 

骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩

化物イオン含有率試験方 

法」（JSCE-C502-2023,503-2023）または

設計図書の規定により行う。 

 

   コンクリートの圧縮

強度試験 

JIS A 1108 

土木学会規準JSCE F561-2013 

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上であ

ること。 

3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上

であること。 

（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均

値） 

トンネル施工長40m毎に1回 材命7日、28日 

(2×3=6供試体)なお、テストピースは現場に

配置された型枠に工事で使用するのと同じ

コンクリートを吹付け、現場で7日間及び28

日間放置後、φ5㎝のコアーを切り取りキャ

ッピングを行う。1回に6本（σ7…3本、σ28

…3本、）とする。 

骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩

化物イオン含有率試験方 

法」（JSCE-C502-2023,503-2023）または

設計図書の規定により行う。 

σ28については、高知県生コンクリート工

業組合技術センターにおいて試験を行う

こと。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

28 吹付けコン

クリート(NATM) 

  吹付けコンクリート

の初期強度(引抜きせ

ん断強度) 

(JSCE-F561-2013) 

引抜き方法による吹付けコン

クリートの初期強度試験方法

(JSCE-G561-2010) 

 

1日強度で5N/mm2以上 トンネル施工延長40mごとに1回 骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩

化物イオン含有率試験方 

法」（JSCE-C502-2023,503-2023）または

設計図書の規定により行う。 

 

  

そ
の
他 

スランプ試験 JIS A 1101 

 

スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝ 

・荷卸し時 

1回/日、構造物の重要度と工事の規模に応じ

て20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品

質変化が認められた時。 

 

骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩

化物イオン含有率試験方 

法」（JSCE-C502-2023,503-2023）または

設計図書の規定により行う。 

 

   空気量測定 JIS A 1116 

JIS A 1118 

JIS A 1128 

±1.5%（許容差） ・荷卸し時 

1回/日、構造物の重要度と工事の規模に応じ

て20m3～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品

質変化が認められた時。 

 

  

   コアによる強度試験 

 

 

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。    

29 ロックボル

ト(NATM) 
材
料 

そ
の
他 

外観検査（ロックボル

ト） 

 

 

・目視 

・寸法計測 

 材質は製造会社の試験による。   ○ 

 

 
施
工 

必
須 

モルタルの圧縮強度

試験 

JIS A 1108  1)施工開始前に1回 

2)施工中は、トンネル施工延長50mごとに1

回 

3)製造工場または品質の変更があるごとに1

回 

 

  

   モルタルのフロー値

試験 

JIS R 5201  1)施工開始前に1回 

2)施工中または必要の都度 

3)製造工場または品質の変更があるごとに1

回 

 

  

   ロックボルトの引抜

き試験 

参考資料「ロックボルトの引

抜試験」による 

 掘削の初期段階は20mごとに、その後は50m

ごとに実施、１断面当たり3本均等に行う（た

だし、坑口部では両側壁各1本）。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

29-2 防水工材

料(NATM) 
シ
ー
ト
材 

必
須 

材料  EVA PCV ECB 1)施工開始前に1回 

2)製造工場又は品質の変更があるごとに 1

回 

 ○ 

 比重 JIS K 6773 0.95土0.05 0.30±0.05 1.00土0.05 
硬さ JIS K 6773 98以下 98以下 98以下 

 厚さ JIS A 6008準拠 幅方向5測点平均値が指定厚さ以上であり、最小厚

さが一5%以内のこと 
 

  

指定厚(mm)  0.8 1.O 1.5 
 

  

引張強さ 

(N/mm2) 
20℃ JIS K 6773 16以上 16以上 10以上 

 

  

一10℃ 30以上 20以上 18以上 
 

  

伸び 

(%) 
20℃ JIS K 6773 600以上 280以上 500以上 

 

  

一10℃ 500以上 100以上 350以上 
 

  

引裂強(N/cm) JIS K 6301 500以上 400以上 400以上 
 

  

柔軟(℃)  JIS K 6773 一30以下 一30以下 一30以下 
 

  

耐薬品性

質量変化

率(%) 

アルカリ  ±1以内 ±1以内 ±1以内 

 

  

継目強度試験(%) JHS 706 20以上 35以上 30以上 
     EVA：チレン酢酸ピニル共重合体 

PVC：ポリ塩化ピニル 

ECB：レン共重合体・ピチrルト 

   

 裏
面
緩
衝
材 

必
須 

厚さ JIS L 1096 

測定荷重20/cm2 

3.0mm以上 1)施工開始前に1回 

2)製造工場又は品質の変更があるごとに1回 

 ○ 

 

 単位面積当りの質量 JIS L 1096 300g/m2以上  

 引張強さ 縦 JIS L 1096 200N'/cm以上  

 横 50N'/cm以上  
 

  

伸び 縦 JIS L 1096 20%以上  
 

  

横 50%以上  
 

  

引裂強さ 縦 JIS L 1096 50N以上  
 

  

横 50N以上  
 施

工 

必
須 

溶着接合部検査 加圧検査試験 （参考） 

防水シート厚が 0.8～1.5mm の場合は加圧 0.15～

0.2N/mm2。1.5mm を超える場合は加圧 0.20～

0.29N/mm2、で2分間保持し、漏気がなく、圧力低下

率が20％以内であること。 

覆工コンクリート打設スパンごとに1回以上 覆工コンクリート打設前に実施する  

   補修個所検査 負圧検査試験 負圧6.7～13.3ｋPa 程度で10 秒間保持し漏気がな

いこと 

 

 

 

 

補修個所発生ごと 覆工コンクリート打設前に実施する  
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

30 路上再生工

(路盤) 
材
料 

必
須 

修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧[4]-68 修正CBR20%以上 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

   土の粒度試験 JIS A 1204 舗装再生便覧参照 

表-3.2.9 路上で破砕した路盤再生骨材の目標粒度

範囲による 

当初及び材料の変化時    

   土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 

 

 

    

   土の液性限界・塑性限

界試験 

 

JIS A 1205 塑性指数PI：9以下     

  

そ
の
他 

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上   ○ 

 

   ポルトランドセメン

トの化学分析 

 

 

JIS R 5202     ○ 

 

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[4]-256 

 

砂置換法（JIS A 1214） 

砂置換法は、最大粒径が53mm

以下の場合のみ適用できる 

基準密度の93%以上。 

 

1,000m2に1回   

   土の一軸圧縮試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[4]-133 設計図書による。 当初及び材料の変化時    

   CAEの一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便覧[4]-135   CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスフ

ァルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮

試験を指す。 

 

   含水比試験 

 

 

JIS A 1203  1～2回/日   
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

31 路上再生工

(表層) 
材
料 

必
須 

旧アスファルト針入

度 

JIS K 2207   当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時の

データが利用できる場合にはそれらを用

いてもよい。 

 

   旧アスファルトの軟

化点 

 

JIS K 2207      

   既設表層混合物の密

度試験 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-218      

   既設表層混合物の最

大比重試験 

 

舗装調査・試験法便覧[4]-309     

   既設表層混合物のア

スファルト量抽出粒

度分析試験 

舗装調査・試験法便覧[4]-318 

 

     

   既設表層混合物のふ

るい分け試験 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-16      

   新規アスファルト混

合物 

 

「アスファルト舗装」に準じ

る。 

「アスファルト舗装」に準じる。    ○ 

 

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 

 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-218 基準密度の96%以上 

 

1,000m2につき１個 空隙率による管理でもよい。  

   温度測定 

 

 

温度計による 110℃以上 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2

回） 

 

   かきほぐし深さ 

 

 

「舗装再生便覧」 -0.7cm以内 1,000m2毎    

  

そ
の
他 

粒度（2.36mmフルイ） 

 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-16 2.36mmふるい：±12%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。  

   粒度（75μmフルイ） 

 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-16 75μmふるい：±5%以内    

   アスファルト量抽出

粒度分析試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[4]-318 アスファルト量：±0.9%以内    
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

32 排水性舗装

工・透水性舗装

工 

材
料 

必
須 

骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 「舗装施工便覧」3-3-2(3)による。 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

○ 

 

骨材の密度及び吸水

率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS） 

  表乾比重：2.45以上 

  吸水率 ：3.0%以下 

 ○ 

 

   骨材中の粘土塊量の

試験 

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下  ○ 

 

   粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便覧[2]-51 細長、あるいは偏平な石片：10%以下  ○ 

 

   フィラー（舗装用石灰

石粉）の粒度試験 

JIS A 5008 「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。  ○ 

 

   フィラー（舗装用石灰

石粉）の水分試験 

JIS A 5008 1%以下  ○ 

 

  

そ
の
他 

フィラーの塑性指数

試験 

JIS A 1205 4以下 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

 

 

○ 

 

  フィラーのフロー試

験 

舗装調査・試験法便覧[2]-83 50%以下  ○ 

 

   製鋼スラグの水浸膨

張性試験 

舗装調査・試験法便覧[2]-94 水浸膨張比：2.0%以下  ○ 

 

   粗骨材のすりへり試

験 

JIS A 1121 砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）：30%以下  ○ 

 

   硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

JIS A 1122 損失量：12%以下  ○ 

 

   針入度試験 

 

JIS K 2207 40(1/10mm)以上  ○ 

   軟化点試験 JIS K 2207 80.0℃以上 中規模以上の工事：施工前、材料変更時 

小規模以下の工事：施工前 

○ 

  伸度試験 

 

JIS K 2207 50cm以上（15℃）  ○ 

   引火点試験 

 

JIS K 2265-1～-4 260℃以上  ○ 

   薄膜加熱質量変化率 

 

JIS K 2207 0.6%以下  ○ 

   薄膜加熱針入度残留

率 

JIS K 2207 65%以上  ○ 

   タフネス・テナシティ

試験 

舗装調査・試験法便覧[2]-289 タフネス：20N・m 

 

 ○ 

   密度試験 

 

JIS K 2207    ○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

32 排水性舗装

工・透水性舗装

工 

プ
ラ
ン
ト 

必
須 

粒度（2.36mmフルイ） 

 

舗装調査・試験法便覧[2]-16 2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 中規模以上の工事：定期的又は随時。 

小規模以下の工事：異常が認められたとき 

印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け

試験 1～2回/日 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層および

表層用混合物の総使用量が、500ｔ以上の

場合が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

○ 

粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-16 75μmふるい：±5%以内基準粒度 ○ 

   アスファルト量抽出

粒度分析試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[4]-318 アスファルト量：±0.9%以内  ○ 

   温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物） 

 

温度計による 配合設計で決定した混合温度。 随時 ○ 

  

そ
の
他 

水浸ホイールトラッ

キング試験 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-65 設計図書による 設計図書による アスファルト混合物の耐剥離性の確認 ○ 

  ホイールトラッキン

グ試験 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-44   アスファルト混合物の耐流動性の確認 ○ 

   ラベリング試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-18   アスファルト混合物の耐磨耗性の確認 ○ 

   カンタブロ試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-110   アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の

確認 

○ 

 
舗
設
現
場 

必
須 

温度測定（初期締固め

前） 

 

 

温度計による。  随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2

回） 

 

 

   現場透水試験 舗装調査・試験法便覧[1]-154 X10 1000mL/15sec以上 

X10  300mL/15sec以上（歩道箇所） 

 

1,000m2ごと。   

   現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[3]-224 基準密度の94%以上。 

締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上、

かつ平均値については以下を満足するものとする。

X10～ 96%以上 

X6～9 96%以上 

X3～5  96.5%以上 

歩道箇所：設計図書による 

中規模以上：定期的又は随時(1,000m2につき

1個)。最少3個。 

小規模：異常が認められたとき 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

   外観検査（混合物） 目視   随時  
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

32-2 簡易舗装

工 
材
料 

必
須 

修正CBR試験 舗装試験法便覧 2-3-1 下層路盤：10%以上 

上層路盤：60%以上 

 

施工前、材料変更時 

 

 ○ 

 

   骨材のふるい分け試

験 

JIS A 1102 「簡易舗装要綱」３－３による。 施工前、材料変更時 

 

 ○ 

 

   土の液性限界・塑性限

界試験 

JIS A 1205 下層路盤  PI：9以下 

上層路盤  PI：4以下 

施工前、材料変更時 

 

 ○ 

 

   一軸圧縮試験 舗装試験法便覧 2-4-3 上層路盤 

セメント安定処理 

一軸圧縮強さ［7日間］2.45N/mm2(25㎏f/㎝2）以上。 

石灰安定処理 

一軸圧縮強さ［10日間］0.69N/mm2(7㎏f/㎝2）以上。 

施工前、材料変更時 

 

 ○ 

 

   アスファルト混合物 「アスファルト舗装」に準じ

る 

「アスファルト舗装」に準じる 当初及び材料の変化時 加熱アスファルト混合物を使用する場合 ○ 

 

   カットバックアスフ

ァルト 

ASTM D 2027,2028 ASTM D 2027,2028カットバックアスファルト規格 当初及び材料の変化時 カットバックアスファルトを使用する場

合 

○ 

 

 
施
工 

必
須 

現場密度の測定 舗装試験法便覧 2-5-3 

舗装試験法便覧 

3-7-7 

路盤：基準密度の93%以上 

表層：基準密度の94%以上 

1,000m2に1個 最少3個    

   粒度（2.36mmフルイ） 路盤：JIS A 1102 

表層：舗装試験法便覧 3-4-3 

 

路盤：2.36mmふるい：±15%以内 

表層：2.36mmふるい：±12%以内 

路盤：当初及び材料の変化時 

表層：当初及び材料の変化時1 

   

   粒度（75μmフルイ） 路盤：JIS A 1102 

表層：舗装試験法便覧 3-4-3 

 

路盤：75μmふるい：±6%以内 

表層：75μmふるい：±4.5%以内 

路盤：当初及び材料の変化時 

表層：当初及び材料の変化時 

   

   アスファルト量抽出

粒度分析試験 

舗装試験法便覧 3-9-6 

 

 

アスファルト量（表層）：±1.5% 1～2回／日または随時。 瀝青安定処理,表層に適用する。  

32-2 簡易舗装

工 

  プルーフローリング 舗装試験法便覧 1-7-4   全面 ・下層路盤、マカダムおよび浸透式マカダ

ム路盤に適用する。 

・但し、荷重車については、施工時に用い

た転圧機械と同等以上の締固効果を持つ

ローラやトラック等を用いるものとする。 

 

   温度測定（敷きなら

し） 

温度計による。 120℃以上 随時 ・瀝青安定処理,表層に適用する。 

・測定値の記録は、1日4回（午前・午後各

2回） 

 

  

そ
の
他 

含水比試験 

 

 

 

JIS A 1203 設計図書による。 随時 下層路盤、粒度調整路盤に適用する。  
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

33 プラント再

生舗装工 
材
料 

必
須 

再生骨材 

アスファルト抽出後

の骨材粒度 

舗装調査・試験法便覧[2]-16   再生骨材使用量500ｔごとに1回。   ○ 

 

   再生骨材 

旧アスファルト含有

量 

舗装調査・試験法便覧[4]-318 3.8％以上    ○ 

 

   再生骨材 

旧アスファルト針入

度 

マーシャル安定度試験による

再生骨材の旧アスファルト性

状判定方法 

20(1/10mm)以上（25℃） 再生混合物製造日ごとに1回。 

１日の再生骨材使用量が500ｔを超える場合

は2回。 

１日の再生骨材使用量が100ｔ未満の場合

は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1

回とする。 

  ○ 

 

   再生骨材 

洗い試験で失われる

量 

舗装再生便覧 5％以下 再生骨材使用量500ｔごとに1回。 洗い試験で失われる量とは、試料のアスフ

ァルトコンクリート再生骨材の水洗前の

75μmふるいにとどまるものと、水洗後の

75μmふるいにとどまるものを気乾もしく

は60℃以下の炉乾燥し、その質量の差から

もとめる。 

○ 

 

   再生アスファルト混

合物 

 

JIS K 2207 JIS K 2207石油アスファルト規格 2回以上及び材料の変化   ○ 

 

 
プ
ラ
ン
ト 

必
須 

粒度（2.36mmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-16 2.36mmふるい：±12%以内 

再アス処理の場合、2.36㎜：±15%以内 

印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.9.5によ

る。 

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日 

中規模以上の工事：定期的又は随時。 

小規模以下の工事：異常が認められるとき。 

印字記録の場合：全数 

  ○ 

 

   粒度（75μmフルイ） 舗装調査・試験法便覧[2]-14 75μmふるい：±5%以内 

再アス処理の場合、75μm：±6%以内 

印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.9.5によ

る。 

   ○ 

 

   再生アスファルト量 舗装調査・試験法便覧[4]-318 アスファルト量：±0.9％以内 

再アス処理の場合、アスファルト量：±1.2％以内 

印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.9.5によ

る。 

   ○ 

 

  

そ
の
他 

水浸ホイールトラッ

キング安定度試験 

 

舗装調査・試験法便覧[3]-65 設計図書による。 設計図書による。 耐水性の確認 ○ 

 

  ホイールトラッキン

グ試験 

舗装調査・試験法便覧[3]-44   耐流動性の確認 ○ 

 

  ラベリング試験 舗装調査・試験法便覧[3]-18   耐磨耗性の確認 ○ 

 



 
 

 
 

- 567 - 

試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

33 プラント再

生舗装工 
舗
設
現
場 

必
須 

外観検査（混合物） 

 

目視   随時    

 温度測定（初転圧前） 温度計による。   随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2

回） 

 

   現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧[3]-218 基準密度の94％以上。 

締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%以上、

かつ平均値については以下を満足するものとする。 

X10～  96%以上 

X6～9  96%以上 

X3～5  96.5%以上 

再アス処理の場合、基準密度の93％以上。 

締固め度は、個々の測定値が基準密度以上、かつ平

均値については以下を満足するものとする。X10～  

95%以上 

X6～9  95.5%以上 

X3～5  96.5%以上 

中規模以上：定期的又は随時(1,000m2につき

1個)｡最少3個。 

小規模：異常が認められたとき。 

・締固め度は、個々の測定値が基準密度の94%

以上（再アス処理の場合は基準密度の93%以

上）を満足するものとし、かつ平均値につい

て以下を満足するものとする。 

・締固め度は、10孔の測定値の平均値X10が

規格値を満足するものとする。また10孔の測

定値が得がたい場合は3孔の測定値の平均値

X3が規格値を満足するものとするが、X3が規

格値をはずれた場合は、さらに3孔のデータ

を加えた平均値X6が規格値を満足していれ

ばよい。 

・1工事あたり3,000m2を超える場合は、

10,000m2以下を1ロットとし、1ロットあたり

10孔で測定する。 

（例） 

3,001～10,000m2：10孔 

10,0001m2以上の場合、10,000m2毎に10孔追

加し、測定箇所が均等になるように設定する

こと。 

 例えば12,000m2の場合：6,000m2／1ロット

毎」に10孔、合計20孔 

 なお、1工事あたり3,000m2以下の場合（維

持工事を除く）は、1工事あたり3孔以上で測

定する。 

・中規模以上の工事とは、１層あたりの施

工面積が2,000㎡以上あるいは基層及び表

層用混合物の総使用量が500ｔ以上の場合

が該当する。 

・小規模工事とは、中規模以上の工事より

規模が小さいもの。 

・道路維持作業で単価契約に係るものは省

略できる。 

 

 

34 工場製作工

（鋼橋用鋼材） 
材
料 

必
須 

外観・規格 

（主部材） 

現物照合、帳票確認  現物とミルシートの整合性が確認できるこ

と。 

規格、品質がミルシートで確認できること。 

 ○ 

   機械試験（JISマーク

表示品以外かつミル

シート照合不可な主

部材） 

JISによる JISによる JISによる 試験対象とする材料は監督職員と協議の

うえ選定する。 

 

   外観検査（付属部材） 目視及び計測 

 

JISによる JISによる   
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

35 ガス切断工 
施
工 

必
須 

表面粗さ 目視 主要部材の最大表面粗さ：50μm以下 

二次部材の最大表面粗さ：100μm以下 

（ただし、切削による場合は50μm以下） 

  最大表面粗さとは、JIS B 0601(2013)に規

定する最大高さ粗さRZとする。 

 

   ノッチ深さ ・目視 

・計測 

主要部材：ノッチがあってはならない 

二次部材：1mm以下 

  ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの

深さを示す。 

 

   スラグ 目視 塊状のスラグが点在し、付着しているが、痕跡を残

さず容易にはく離するもの。 

     

   上縁の溶け  わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態のも

の。 

     

  

そ
の
他 

平面度 目視 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切断面の

品質基準」に基づく） 

     

  ベベル精度 

 

計測器による計測       

   真直度 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

36 溶接工 
施
工 

必
須 

引張試験：開先溶接 JIS Z 2241 引張強さが母材の規格値以上。 試験片の形状：JIS Z 3121 1号 

試験片の個数：2 

 

・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接

施工法 図-20.8.1開先溶接試験溶接方法

による。 

・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条

件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験を

もつ工場では、その時の試験報告書によっ

て判断し、溶接施工試験を省略することが

できる。 

○ 

   型曲げ試験（19mm未満

裏曲げ）（19mm以上側

曲げ）：開先溶接 

JIS Z 3122 亀裂が生じてはならない。 

ただし、亀裂の発生原因がブローホールまたはスラ

グ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長

さが3mm以下の場合は許容するものとする。 

 

試験片の形状：JIS Z 3122 

試験片の個数：2 

○ 

   衝撃試験：開先溶接 JIS Z 2242 溶着金属及び溶接熱影響部で母材の要求値以上（そ

れぞれ3個の平均値）。 

試験片の形状：JIS Z 2242 Vノッチ試験片

の採取位置：「日本道路協会道路橋示方書・

同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 

図-20.8.2衝撃試験片 

試験片の個数：各部位につき3 

○ 

   マクロ試験：開先溶接 JIS G 0553に準じる。 

 

欠陥があってはならない。 試験片の個数：1 

 

○ 

   非破壊試験：開先溶接 「日本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材

編20.8.6外部きず検査 

20.8.7内部きず検査の規定に

よる 

同左 

 

試験片の個数：試験片継手全長 溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・

同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工

法 図-20.8.1開先溶接試験溶接方法によ

る。 

・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条

件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験を

もつ工場では、その時の試験報告書によっ

て判断し、溶接施工試験を省略することが

できる。 

 

（非破壊試験を行う者の資格） 

・磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う

者は、それぞれの試験の種類に対応した

JIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及

び認証）に規定するレベル２以上の資格を

有していなければならない。 

・放射線透過試験を行う場合は、放射線透

過試験におけるレベル２以上の資格とす

る。 

・超音波自動探傷試験を行う場合は、超音

波探傷試験におけるレベル３の資格とす

る 

・手探傷による超音波探傷試験を行う場合

は、超音波探傷試験におけるレベル２以上

の資格とする。 

○ 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

36 溶接工 
施
工 

必
須 

マクロ試験：すみ肉溶

接 

JIS G 0553に準じる。 欠陥があってはならない。 試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施

工法 図-20.8.3すみ肉溶接試験（マクロ試

験）溶接方法および試験片の形状 

試験片の個数：1 

・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接

施工法 図-20.8.3すみ肉溶接試験（マク

ロ試験）溶接方法及び試験片の形状によ

る。 

・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条

件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験を

もつ工場では、その時の試験報告書によっ

て判断し、溶接施工試験を省略することが

できる。 

○ 

   引張試験：スタッド溶

接 

JIS Z 2241 降伏点は235N/mm2以上、引張強さは400～550N/mm2、

伸びは20%以上とする。ただし溶接で切れてはいけ

ない。 

試験片の形状：JIS B 1198 

試験片の個数：3 

・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条

件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験を

もつ工場では、その時の試験報告書によっ

て判断し、溶接施工試験を省略することが

できる。 

○ 

   曲げ試験：スタッド溶

接 

JIS Z 3145 溶接部に亀裂を生じてはならない。 試験片の形状：JIS Z 3145 

試験片の個数：3 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  突合せ溶接継手の内

部欠陥に対する検査 

JIS Z 3104 

JIS Z 3060 

試験で検出されたきず寸法は、設計上許容される寸

法以下でなければならない。ただし、寸法によらず

表面に開口した割れ等の面状きずはあってはなら

ない。なお、放射線透過試験による場合において、

板厚が25mm以下の試験の結果については、以下を満

たす場合には合格としてよい。 

・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104付属書4

（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す2類

以上とする。 

・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104付属書4

（透過写真によるきずの像の分類方法）に示す3類

以上とする。 

なお、板厚が25mmを超える場合は、内部きず寸法の

許容値を板厚の1/3とする。ただし、疲労の影響が

考えられる継手では、所定の強度等級を満たす上で

許容できるきず寸法はこの値より小さい場合があ

るので注意する。 

放射線透過試験の場合はJIS Z 3104による。 

超音波探傷試験（手探傷）の場合はJIS Z 3060

による。 

 

・「日本道路協会道路橋示方書・同解説」

Ⅱ鋼橋・鋼部材編表－解20.8.6及び表－解

20.8.7に各継手の強度等級を満たす上で

の内部きず寸法の許容値が示されている。

なお、表-解20.8.6及び表－解20.8.7に示

されていない強度等級を低減させた場合

などの継手の内部きず寸法の許容値は「日

本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼

橋・鋼部材編8.3.2継手の強度等級に示さ

れている。 

（非破壊検査を行う者の資格） 

・放射線透過試験を行う場合は、放射線透

過試験におけるレベル2以上の資格とす

る。 

・超音波自動探傷試験を行う場合は、超音

波探傷試験におけるレベル3の資格とする 

・手探傷による超音波探傷試験を行う場合

は、超音波探傷試験におけるレベル2以上

の資格とする。 

○ 

 

 

  外観検査（割れ） ・目視 あってはならない。 検査体制、検査方法を明確にした上で目視検

査する。目視は全延長実施する。ただし、判

断が困難な場合は、磁粉探傷試験または浸透

探傷試験を用いる 

磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う

者は、それぞれの試験の種類に対応した

JIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及

び認証）に規定するレベル２以上の資格を

有していなければならない。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

36 溶接工 
施
工 

必
須 

外観形状検査（ビード

表面のピット） 

           

・目視及びノギス等による計

測 

断面に考慮する突き合わせ溶接継手、十字溶接継

手、T溶接継手、角溶接継手には、ビード表面にピ

ットがあってはならない。その他のすみ肉溶接及び

部分溶込み開先溶接には、１継手につき3個または

継手長さ1mにつき3個までを許容する。ただし、ピ

ットの大きさが1mm以下の場合は、3個を1個として

計算する。 

検査体制、検査方法を明確にした上で目視確

認により疑わしい箇所を測定する。目視は全

延長実施する。 

   

   外観形状検査（ビード

表面の凹凸） 

・目視及びノギス等による計

測 

ビード表面の凹凸は、ビード長さ25mmの範囲で3mm

以下。 

   

   外観形状検査（アンダ

ーカット） 

・目視及びノギス等による計

測 

「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼

部材編20.8.6外部きず検査の規定による。 

 

 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ

鋼橋偏 表－解20.8.4及び表－解20.8.5

に各継手の強度等級を満たすうえでのア

ンダーカットの許容値が示されている。表

－解20.8.4及び表－解20.8.5に示されて

いない継手のアンダーカットの許容値は、

「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ

鋼橋・鋼部材編8.3.2継手の強度等級に示

されている。 

 

   外観検査（オーバーラ

ップ） 

・目視 あってはならない。 検査体制、検査方法を明確にした上で目視検

査をする。 

   

   外観形状検査（すみ肉

溶接サイズ） 

           

・目視及びノギス等による計

測 

すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ肉サイ

ズ及びのど厚を下回ってはならない。 

だだし、１溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶

接長さの10％までの範囲で、サイズ及びのど厚とも

に-1.0mmの誤差を認める。 

検査体制、検査方法を明確にした上で目視確

認により疑わしい箇所を測定する。目視は全

延長実施する。 

  

   外観形状検査（余盛高

さ） 

・目視及びノギス等による計

測 

設計図書による 

設計図書に特に仕上げの指定のない開先溶接は、以

下に示す範囲内の余盛りは仕上げなくてよい。余盛

高さが以下に示す値を超える場合は、ビード形状、

特に止端部を滑らかに仕上げるものとする。 

ビード幅（B[mm]）余盛高さ（h[mm]） 

 B＜15  ： ｈ≦3 

15≦B＜25 ： ｈ≦4 

25≦B  ： ｈ≦(4/25)・B 

    

 

 

 

 

(次項に続く) 

 

施
工 

そ
の
他 

外観形状検査（アーク

スタッド） 

・目視及びノギス等による計

測 

・余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり包囲し

ていなければならない。なお、余盛りは高さ1mm、

幅0.5mm以上 

・割れ及びスラグ巻込み：あってはならない。 

・アンダーカット：鋭い切欠状のアンダーカットが

あってはならない。ただし、グラインダー仕上げ量
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

36 溶接工 が０.5mm以内に納まるものは仕上げて合格とする。 

・スタッドジベルの仕上り高さ：（設計値±2mm）

を超えてはならない。 

ハンマー打撃試験 

 

 

 

ハンマー打撃 割れ等の欠陥を生じないものを合格。 外観検査の結果が不合格となったスタッド

ジベルについて全数。 

外観検査の結果が合格のスタッドジベルの

中から１％について抜取り曲げ検査を行な

うものとする。 

・余盛が包囲していないスタッドジベル

は、その方向と反対の15°の角度まで曲

げるものとする。 

・15°曲げても欠陥の生じないものは、

元に戻すことなく、曲げたままにしておく

ものとする。 

 

37 中層混合

処理 
※全面改良の

場合に適用。混

合処理改良体

（コラム）を造

成する工法に

は適用しない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

材

料 
必

須 
土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 配合を定めるための試験である。  
土の湿潤密度試験 JIS G 1225 
テブルフロー試験 JIS R 5201 

土の一軸圧縮試験 
（改良体の強度） 

JIS A 1216 

そ

の

他 

土粒子の密度試験 JIS A 1202 設計図書による。 土質の変化したとき必要に応じて実施す

る。 
  

土の粒度試験 JIS A 1204   
土の液性限界・塑性限

界試験 
JIS A 1205   

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216   
土の圧密試験 JIS A 1217   
土懸濁液のｐH試験 JGS 0211 有機質土の場合は必要に応じて実施する。   
土の強熱減量試験 JGS0221   

施

工 
必

須 
深度方向の品質確認

（均質性） 
試料採取器またはボーリング

コアの目視確認 
採取した試料のフェノールフタレイン反応試験に

よる均質性の目視確認。 
1,000m3～4,000m3 につき 1 回の割合で

行う。 
試料採取器またはボーリングコアで採取

された改良体上、中、下において連続され

て改良されていることをフェノールフタ

レイン反応試験により均質性を目視確認

する。 
現場の条件、規模等により上記によりがた

い場合は監督員の指示による。 

  

土の一軸圧縮試験 
（改良体の強度） 

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%
以上。 
②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 
なお、1 回の試験とは 3 個の供試体の試験値の平

均値で表したもの。 

1,000m3～4,000m3 につき 1 回の割合で

行う。 
試験は改良体について上、中、下それぞれ

1供試体で1回とする。 
現場の条件、規模等により上記によりがた

い場合は監督員の指示による。 
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試験区分は必要に応じて別途指示すること。 

工  種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘  要 

試験成
績表等
による
確認 

38 基礎工 施
工 

必
須 

支持層の確認 試験杭 試験杭の施工により定めた方法を満足しているこ

と。 
 中堀り杭工法（セメントミルク噴出攪拌

方式）、プレボーリング杭工法、鋼管ソ

イルセメント杭工法及び回転杭工法に

おける支持層の確認は、支持層付近で掘

削速度を極力一定に保ち、掘削抵抗値

（オーガ駆動電流値、積分電流値又は回

転抵抗値）の変化をあらかじめ調査して

いる土質柱状図と対比して行う。この際

の施工記録に基づき、本施工における支

持層到達等の判定方法を定める。 

 

39 場所杭工 施

工 
必

須 
孔底沈殿物の管理 検測テープ 設計図書による  孔底に沈積するスライムの量は、掘削完

了直後とコンクリート打込み前に検測

テープにより測定した孔底の深度を比

較して把握する 

 

40 既製杭工

（中掘り杭工

コンクリート

打設方式） 

施

工 
必

須 
孔底処理 検測テープ 設計図書による  泥分の沈降や杭先端からの土砂の流入

等によってスライムが溜ることがある

ので、孔底処理からコンクリートの打設

までに時間が空く場合は、打設直前に孔

底スライムの状態を再確認し、必要にお

いて再処理する 
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品質規格  

工  種 名 称 試 験 項 目 品    質    規    格 

電線共同溝工 

(管路工) 

ＳＶＰ管 

(電力系) 

施工後の導通性 
φ150 ㎜管 財 は管 路 の曲 げ半 径 に応 じた配 管 用 ボビン (鉛  
製 )が通 過 し、かつ通 した配 管 用 ボビンに損 傷 が認 められない 
こと(全 管 ) 

管路の曲げ半径 

(ｍ) 

配管用ボビンの仕様 

Ｌ：長さ (㎜) Ｄ：外径 (㎜) 

1.2～5 未満 200  

 

140 5 以上 400 

 

1  ボビンの形 状 はＩ 型 またはダンベル型 とする。(下 図 参 照 ) 

2   ボビンの挿 入 にあたっては、必 ず引 き戻 しワイヤーを通 し 
ておくこと。 

3   導通試験完了後、ケーブル引き入れ用の呼び線を管路に挿 
入残置すること。 

4  通過試験後、管路通過性能確認書 (様式－1) を提出する。 

 (参 考 ) ボビン形 状  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＶ管 

(ＮＴＴ系) 

施工後の導通性 ＲＶ75 の管財は、φ73 ㎜、Ｌ ＝ 300、600 ㎜のマンドレルがスム
ーズに全 管 通 過 すること 

 

ハンドホール～ハンドホールが 150ｍ未満マンドレルＬ＝300 ㎜ 

ハンドホール～ハンドホールが 150ｍ以上マンドレルＬ＝600 ㎜ 

2. 通線用ひもを通して通 過試験後、通 線用ひもは管 路内に残
置すること。 

3. 通過試験 後、管路通過 性能確認 書 (様式－1) により提出
する。 

施工後の水密性 
管路内気圧 500ｇｆ／ｃ㎡で 3 分間放置して、 圧力低下 20ｇｆ
／ｃ㎡以下であること。 

試 験 は、全 管 路 について実 施 し、管 路 接 続 確 認 書  (様 式 － 2) 
を提出する。 
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様式－1 

管 路 通 過 性 能 確 認 書 

 

区間 

 

亘長 

 

管番号 

 

管種 

通 過 試 験  

備考 月日 試験器具名 確認者 
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様式－2 

管 路 接 続 性 能 確 認 書 

 

区間 

 

亘長 

 

管番号 

 

管種 

性 能 試 験  

備考 月日 封入圧力 低下圧力 確認者 
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 [参考資料 ] 

   ロックボルトの引抜試験  

(1) 計測の目的  

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。 

(2) 計測の要領  

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。 

実施時期は施工後３日経過後とし、最大引抜荷重は引き抜き耐力の８０％程度以上とする。 

(3) 結果の報告  

計測結果は図４－１の要領で整理する。 

(4) 試験後のボルトの処理  

引抜試験の結果が荷重変位曲線図４－１のＡ領域に留まっている状態の場合には、試験後のボル

トはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。 

図のＢ領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、

試験したボルトを補うボルトを打設する。また地山条件によると思われる場合には地中変位や、ロックボ

ルトの軸力分布等を勘案して、ロックボルトの設計を修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 ロックボルト引抜試験  

(ロックボルトの引抜試験方法 ) 

この方法は、ＩＳＲＭの提案する方法に準拠したものである。 

(International  Society  for  Rock  Mechanics ， Comission  On  Standadization  of 

Laboratory and Field Tests，Comillee on Field Tests Document No．2. 1974) 

(1) 引抜試験準備  

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように図４－２のように反力プレートをボル

ト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。 

(2) 引抜試験  

引抜試験は、図４－３のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで１ ton 毎の段階載荷を行

って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。 
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(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項  

(イ )  吹 付 コンクリートが施 工 されている時 は、コンクリートを取 りこわして岩 盤 面 を露 出 させるか、ある  

いは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻

いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試験の結果が得ら

れている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場

合もある。 

(ロ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいも

のを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。 

(ハ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。 
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第 2 港湾・漁港工事の部（品質管理基準） 
１ 土 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 
試 験 基 

準 
結果の整理方法 摘   要 

1-1 

一 

般 

事 

項 

１）埋立材 材 質 種 類 観 察 ○特による。 施工中適宜   

品 質 ○特による。 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 
○特による。  

２）裏埋材 

３）盛土材 

材質 種 類 観 察 ○特による。 施工中適宜   

品 質 ○特による。 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

４）路床材 

 

材 質 外 観 観 察 ○特による。 搬入時、施工

中適宜 

  

粒 度 JIS A 1204 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

含水率 JIS A 1203 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

塑性指数（425μm ふるい

通過分） 

JIS A 1205 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

修正ＣＢＲ 必要な値を満足している

こと。 

舗装施工便覧 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

突固め 最大乾燥密度、最適含水

比 

JIS A 1210（C,D,E） ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

締固め 締固め密度 含水量試験 JIS A 1203 

CBR 試験又は平板載荷

試験 JIS A 1211、JIS A 

1215、 

締固め密度 JIS A 1214 

○特による。 1,000m2に1箇

所 

記録紙及び管理表を

作成し提出 

 

５）採取土 材 質 種 類 観 察 ○特による。 施工中適宜   

外 観 観 察 ○特による。 施工中適宜   

品 質 ○特による。 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 
○特による。  
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２ 石 材 等 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 
試 験 基 

準 
結果の整理方法 摘   要 

2-1 

砂 

 

１）敷 砂 

２）改良杭材 

３）置換材 

材 質 外 観 観 察 異物の混入のな

いこと。 

施工中適宜   

種類、品質及び粒度 JIS A 1102 

JIS A 1204 
○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

シルト以下の細粒含有率 ○特による。 ○特による。 ○特による。 試験成績表を提出  

４）中詰砂 材 質 種 類 観 察 ○特による。 施工中適宜   

外 観 観 察 異物の混入のな

いこと。 

施工中適宜   

最大粒径 観 察 ○特による。 施工中適宜   

単位体積重量 観 察 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出 湿潤又は飽和状態の材

料について単位体積重

量を確認する。 

５）載荷材 材 質 外 観 

 

観 察 異物の混入のな

いこと。 

施工中適宜   

種類、品質及び粒度 JIS A 1102 

JIS A 1204 
○特又は JIS の規

定による。 

搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出  

単位体積重量 ○特による。 ○特による。 搬入前、採取

地毎に 1回 

試験成績表を提出 湿潤又は飽和状態の材

料について単位体積重

量を確認する。 

2-2 

砂 

利 

・ 

砕 

石 

１）砕 石 

 

改良杭材 

  

材 質 外 観 観 察 異物の混入のな

いこと。 

施工中適宜   

粒 度 JIS A 1102 

JIS A 1204 
○特による。 搬入前産地毎

に 1回 

試験成績表を提出  

比 重 JIS A 1110 ○特による。 搬入前産地毎

に 1回 

試験成績表を提出  

吸水量 JIS A 1110 ○特による。 搬入前産地毎

に 1回 

試験成績表を提出  
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２ 石 材 等 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

2-3

石 

 

１）石 

 

捨石材 

基礎捨石 

被覆捨石 

根固石 

中詰材 

 中詰石 

裏込材 

裏込石 

割石 

材 質 外 観 観 察 共第７編 1-3-4

による。 

施工中適宜  偏平細長でなく、堅硬、ち

密で、耐久性があり、風化

や凍結融解のおそれがない

もの。 
石の種類 観 察 ○特による。 施工中適宜 試験成績表に岩質

記入し提出 

比重 JIS A 5006 2.5 以上 産地毎に 
（基礎捨石） 
・1,000 ㎥未満は試験成績

表による 
・1,000 ㎥以上 10,000 ㎥  
未満は 1回 

・10,000 ㎥以上は 10,000
㎥につき 1 回試験を追
加する 

（被覆石） 
・1,000 ㎥未満は試験成績

表による 
・1,000 ㎥以上 5,000 ㎥未

満は 1回 
・5,000 ㎥以上は 5,000 ㎥

につき 1 回試験を追加
する 

 

試験成績表を提出 石質の変化がない場合は 1

年以内の試験成績表とす

る。 

基礎捨石には被覆石 200kg

／個を含む。 

吸水率 5％以下 

圧縮強度 50N/㎜²以上 
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３ 鋼 材  

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

3-1 

鋼 

矢 

板 

及 

び 

鋼 

杭 

１）鋼矢板 

 

化学成分、機械

的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5523 

JIS A 5528 

搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がないこ

と。 

観 察 JIS A 5523 

JIS A 5528 

搬入時、全数   

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5523 

JIS A 5528 

搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

溶接部 割れ、ブローホール及びのど

厚並びにサイズの過不足等

有害な欠陥がないこと。 

JIS Z 3104 放射線透

過試験 
○特による。 ○特による。 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

２）鋼管矢板 本体･付属品の

化学成分、機械

的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5530 搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がないこ

と。 

観 察 JIS A 5530 搬入時、全数   

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5530 搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

工場出荷時の測定表

を 

含む 

溶接部 割れ、ブローホール及びのど

厚並びにサイズの過不足等

有害な欠陥がないこと。 

JIS Z 3104 放射線透

過試験 
○特による。 ○特による。 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

３）鋼管杭 本体･付属品の

化学成分、機械

的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5525  搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がないこ

と。 

観 察 JIS A 5525  搬入時、全数   

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5525  搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

工場出荷時の測定表

を含む 

溶接部 割れ、ブローホール及びのど

厚並びにサイズの過不足等

有害な欠陥がないこと。 

JIS Z 3104 放射線透

過試験 

○特による。 ○特による。 試験成績表（検査証

明書）を提出 
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３ 鋼 材  

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

3-1 

鋼 

矢 

板 

及 

び 

鋼 

杭 

４）Ｈ形鋼杭 化学成分、 

機械的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5526 搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がないこと。 観 察 JIS A 5526 搬入時、全数   

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5526 搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

溶接部 割れ、ブローホール及びのど厚並

びにサイズの過不足等有害な欠

陥がないこと。 

JIS Z 3104 放射線透

過試験 

○特による。 ○特による。 試験成績表（検査証明

書）を提出 
 

3-2 

鋼 

板 

及 

び 

形 

鋼 

等 

１）鋼板、形

鋼等 

化学成分、 

機械的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3101 

 

搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がないこと。 観 察 JIS G 3101 

 

搬入時、全数又

は結束毎 

  

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3192 

JIS G 3193 

JIS G 3194 

搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

3-3

棒 

鋼 

 

１）普通棒鋼 化学成分、 

機械的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3112 

JIS G 3101 

JIS G 3117 

搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

JIS G 3112 又は JIS G 

3101 公的機関の試験

成績表により確認 

JIS G 3112 

JIS G 3101 

JIS G 3117 

 試験成績表を提出 製造工場の試験成績

表により確認できな

い場合 

外 観 有害な傷、変形等がないこと。 観 察 JIS G 3101 

JIS G 3112 

搬入時、全数又

は結束毎 

  

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3191 

JIS G 3117 

搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 
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３ 鋼 材  

 

 

 

 

3-3 

棒 

鋼 

 

２）異形棒鋼 化学成分、 

機械的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3112 

JIS G 3117 

搬入時、ロット

毎 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

JIS G 3112 公的機関

の試験成績表により

確認 

JIS G 3112 

JIS G 3117 

 試験成績表を提出 製造工場の試験成績

表により確認できな

い場合 

外 観 有害な傷、変形等がないこと。 観 察 JIS G 3112 

JIS G 3117 

搬入時、全数又

は結束毎 

  

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に適合

していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3191 

JIS G 3117 

搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

3-4

控 

工 

１）腹起し       3-2 鋼板及び形鋼等を

適用する。 

２）タイロッ 

ド 

本体、附属品 

の化学成分、 

機械的性質 

(一般構造用圧延鋼材の場合) 

JIS に適合していること。 

製造工場の試験成績

表により確認 

JIS G 3101 ロット毎 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

(高張力鋼材の場合) 

機械的性質は共 7-1-6-5 控

工・表 1-7 に、化学成分は○特及

び承諾した規格に適合してい

ること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

機械的性質は共

7-1-6-5 表 1-7 

化学成分は○特及

び承諾した規格

とする。 

ロット毎 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がないこと。 観 察 異常が認められ

ないこと。 

搬入時、全数   

形状寸法 ○特の形状寸法に適合している

こと。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

監督職員が承諾

した図面 

搬入時 試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

組立引張試験 ○特に適合していること。 ○特による。 ○特による。 ○特による。 試験成績表を提出  
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３ 鋼 材  

 

４ セメントコンクリート製品 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

3-4

控 

工 

３）タイワイヤー 

 

本体、附属品 

の化学成分、 

機械的性質 

JIS に適合していること。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS G 3502 

JIS G 3536 

JIS G 3506 

JIS G 3521 

ロット毎 試験成績表（検査

証明書）を提出 

 

被覆材 ○特の規格に適合している

こと。 

製造工場の試験成績

表により確認 

JIS K 6922－2 ロット毎 試験成績表を提出  

外 観 有害な傷、変形等がない

こと。 

観 察 異常が認められ

ないこと。 

搬入時、全数   

形状寸法 ○特の形状寸法に適合し 

ていること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

監督職員が承諾

した図面 

搬入時 試験成績表（検査

証明書）を提出 

 

組立品引張試

験 
○特に適合していること。 ○特による。 ○特による。 ○特による。 試験成績表を提出  

 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

4-1 

一 

般 

事 

項 

１）コンクリート

杭 

２）コンクリート

矢板 

３）境界ブロック 

外 観 有害な傷がないこと。 観 察 JIS A 5372 

JIS A 5373 

搬入時、全数  曲げ強さは試験成績

表（検査証明書）で確

認する。 

形状寸法 JIS 及び○特の形状寸法に

適合していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

JIS A 5361 

JIS A 5363  

JIS A 5365 

 試験成績表（検査

証明書）を提出 

曲げ強さは試験成績

表（検査証明書）で確

認する。 
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５ 防食材料 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

5-1 

ア 

ル 

ミ 

ニ 

ウ 

ム 

合 

金 

陽 

極 

１）電気防食陽極 陽極の種類化

学成分 

承諾した品質に適合し 

ていること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

 

監督職員が承諾

した図面 

搬入前 試験成績表（検査

証明書）を提出 

 

形状寸法 承諾図等の形状寸法に適

合していること。 

製造工場の測定結果

表により確認 

監督職員が承諾

した図面 

各陽極の形状寸

法の許容範囲は

±5％以内とす

る。 

 

搬入前、全数 工場の測定表を提

出 

 

質 量 承諾した品質に適合して

いること。 

製造工場の測定結果

表により確認 

計量器により測定 

各陽極の質量の

許容範囲は±2％

以内とし取付総

質量は陽極 1 個

の標準質量の和

を下回ってはな

らない。ただし、

陽極 1 個の標準

質量が 30 ㎏未満

の陽極質量の許

容範囲は± 4 ％ 

の範囲とする。 

 

搬入前、全数 

搬入時、適宜 

工場の測定表を提

出 

 

陽極板の電流

効率等（ 陽極

電位、発生電

流） 

○特の値に適合しているこ

と。 

製造工場の試験成績

表により確認 

90％以上 搬入前 試験成績表を提出  
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６ 防 舷 材 

 工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

6-1 

ゴ 

ム 

防 

舷 

材 

１）ゴム防舷材 材 質 ゴムの物理試験（引張試

験、硬さ試験、老化試験

等）による材質が表 1-9

に適合していること。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認。 

共

11-1-1-13-1

ゴム防舷材 

表 1-9 参照 

JIS K 6250  

JIS K 6251  

JIS K 6253-3 

JIS K 6257  

JIS K    

6259  

製造前 

 

試験成績表（検査証

明書）を提出。 

 

 

性 能 反力及び吸収エネルギー ○特による。 

製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認。 

○特による。 搬入前 

10 本に 1本 

試験成績表（検査証

明書）を提出 

 

外 観 有害な傷等がないこと。 観 察 異常が認めら

れないこと 

搬入時、適宜   

形状寸法 長さ、幅、高さ、肉厚、

ボルトの穴径及び中心間

隔等 

製造工場の測定結果

表により確認 
○特及び監督職

員が承諾した

詳細図等 

搬入前、全数 工場の測定表を提出 製造工場の測定結果表

により確認。様式は参

考。 

２）取付金具 外 観 有害な傷等がないこと。 観 察 異常が認めら

れないこと 

搬入時、適宜   

形状寸法 ○特の形状寸法に適合して

いること。 

観 察 ○特及び監督職

員が承諾した

詳細図等 

搬入時、適宜   
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７ 係 船 柱 

 

８ 車止め・縁金物 

 

 

 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

7-1 

係 

船 

柱 

１）係船柱 本体、付属品

の化学成分、

機械的性質 

JIS の規定による。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

表 4-1 1 溶解毎 試験成績表（検査

証明書）を提出 

 

外 観 有害な傷、変形等がない

こと。 

観 察 異常が認められ

ないこと。 

搬入時、全数   

形状寸法 ○特の形状寸法に適合して

いること。 

製造工場の測定結果

表により確認 

図 4-1～3 搬入前、全数 工場の測定表を提

出 

 

8-1

車 

止 

め 

・ 

縁 

金 

物 

 

 

鋼製 

（縁金物を含む） 

本体、被覆材、

付属品の化学

成分、機械的

性質 

JIS の規定による。 製造工場の試験成績

表（検査証明書）によ

り確認 

表 4-4 搬入前 試験成績表（検査

証明書）を提出 

 

外 観 使用上有害な反り、溶接

部の不良個所等がないこ

と。 

観 察 異常が認められ

ないこと。 

搬入時適宜   

形状寸法 ○特の形状寸法に適合して

いること。 

製造工場の測定結果

表により確認 
○特による。 搬入前、全数 工場の測定表を提

出 

 

その他 

（縁金物を含む） 

材質 ○特の形状寸法に適合して

いること。 

製造工場の測定結果

表により確認 

○特による。 搬入前 試験成績表（検査

証明書）を提出 

 

外 観 使用上有害な反り等がな

いこと。 

観 察 異常が認められ

ないこと。 

搬入時適宜   

形状寸法 ○特の形状寸法に適合して

いること。 

製造工場の測定結果

表により確認 

○特による。 搬入前、全数 工場の測定表を提

出 
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９ マット 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

9-1 

ア 

ス 

フ 

ァ 

ル 

ト 

マ 

ッ 

ト 

１）アスフ

ァルトマッ

ト（洗掘防

止） 

 

材 質 合材の配合、合材の強度、

アスファルトの針入度、マ

ットの押抜き強度が○特に適

合していること。 

製造工場の試験成績

表により確認 
○特による。 1,000 ㎡ に 1 回 試験成績表及び配 

合表を提出 

アスファルト舗装を適

用する。 

外 観 補強材の種類は○特に適合し

ていること。 

観 察 ○特による。 搬入時、適宜   

形状寸法 厚 さ スチールテープ等で

測定 

○特による。 20 枚に 1枚を 

2 箇所 

管理表を作成し提出  

幅及び長さ スチールテープ等で

測定 

○特による。 20 枚に 1枚を 

1 箇所 

管理表を作成し提出  

２）摩擦増

大用マット 

材 質 合材の配合、合材の強度、

アスファルトの針入度が○特

に適合していること。 

製造工場の試験成績

表により確認 

○特による。 1,000m2 に 1 回 試験成績表及び配合

表を提出 

アスファルト舗装を適

用する。 

外 観      9-1-1)ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(洗掘

防止)を適用する。 

形状寸法      9-1-1)ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(洗掘

防止)を適用する。 

9-2 

マ繊 

ッ維 

ト系 

 

１）繊維系

マット 

材質及び規格 伸び、引裂、引張強度等が○特

に適合していること。 

製造工場の試験成績

表により確認 
○特による。 搬入前、適宜 試験成績表を提出 引張試験 JIS L 1908 

引裂試験 JIS L 1096 

9-3 

 合 

成 

マ樹 

ッ脂 

ト系 

１）合成樹

脂系マット 

材質及び規格 伸び、引裂、引張強度、比

重、耐海水引張強度等が○特

に適合していること。 

製造工場の試験成績

表により確認 
○特による。 搬入前、適宜 試験成績表を提出 引張試験 JIS K 6723 

引裂試験 JIS K 6252 

比重試験 JIS K 7112 

耐海水試験 JIS K 6773 
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９ マット 

 

工   種 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 試 験 基 準 結果の整理方法 摘   要 

9-4 

ゴ 

ム 

マ 

ッ 

ト 

１）ゴムマ

ット 

材質及び規格 硬度、伸び、引裂、引張強度等

が○特に適合していること。 

製造工場の試験成績

表により確認 
○特による。 搬入前、適宜 試験成績表を提出 引張試験 JIS K 6251 

引裂試験 JIS K 6252 

 

２）摩擦増

大用マット 

材質 ○特による。 製造工場の試験成績

表により確認 

○特による。 ○特による。 試験成績表を提出  

形状寸法 ○特による。 スチールテープ等で

測定 
○特による。 ○特による。 管理表を作成し提

出 

 

上記以外の工種については、他の類似工種を参照のうえ、実施するものとする。 

なお、類似工種の無い工種については、「港湾工事共通仕様書」（国土交通省港湾局編集）の“港湾工事品質管理基準”を参照のこと。 



第３ 農業土木工事の部（品質管理基準）           ※土地改良事業設計指針「ため池整備」平成27年5月p153参照 

工種 
種

別 

試験

区分 
試験方法 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等

による確認 

１ため池土工 材

料 

必

須 

土の締固め試験 

土の粒度試験 

土粒子の密度試験 

土の含水比試験 

JIS A 1210 

JIS A 1204 

JIS A 1202 

JIS A 1203 

 工事着手前に1回及び盛土材料の変わっ

た時 

  

そ

の

他 

土の透水試験 

土の液性・塑性限界試験

土の三軸圧縮試験 

土の一軸圧縮試験 

圧密試験 

土のせん断試験 

JIS A 1218 

JIS A1205 JIS A 1205  

地盤工学会 

JIS A 1216 

JIS A 1217 

地盤工学会 

 当初設計と比べ変化が認められる場合、発

注者側と協議してから実施する。 

  

施

工 

必

須 

 

現場密度の測定 JIS A 1214 最大乾燥密度の95%以上 盛土高さがおおむね60cmに達するごと

におおむね50～100m間隔に1回（最低1

回） 

 

 

※上記は遮水性ゾーンとランダム部を

区別して行う。 

 

現場密度の試験数は1回当たり原則、

横断方向に３ヶ所実施する。なお、横

断幅が狭く横断方向で３ヶ所の試験

が出来ない場合は千鳥配置又はため

池軸方向で３ヶ所実施する。 

１箇所の施工管理の判定は、３ヶ所すべて

が基準値を満足した場合のみ合格とする。 

 

   

 

 

または、 

「RI計器を用いた盛土の締

固め管理要領（案）」によ

る。 

【締固め度による管理】 

1管理単位の現場乾燥密度が最大乾

燥度密度の95%以上。 

又は、設計図書による。 

築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基

準とする。管理単位の面積は1,500m2を

標準とし、1日の施工面積が2,000m2以上

の場合、その施工面積を2管理単位以上

に分割するものとする。1管理単位あた

りの測定点数の目安を下表に示す。 

面積(㎡) 
0～ 

500 

500～ 

1000 

1000～ 

2000 

測定点数 6 10 15 

※上記は遮水性ゾーンとランダム部を

区別して行う。 

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。 

・規格値を下回っている点が存在した

場合は、監督職員と協議の上で、（再）

転圧を行うものとする。 

 

 

現場透水試験（遮水性

ゾーンの場合） 

JGS 1316  設計値以下（設計値がない場合は、

k＝ 1～5×10－5cm/s以下） 

盛土高さがおおむね60cmに達するごと

におおむね50～100m間隔に1回（最低1

回） 

現場透水試験の試験数は1回当たり横

断方向の中央付近で1ヶ所実施する。 

原則として転圧エネルギーが達しにくい

下層部又は下層境界付近で実施する。 

 

縦断位置 横断位置 

遮
水
性
ゾ
ー
ン
又
は
ラ
ン
ダ
ム
幅 
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工 種 
種

別 

試験

区分 
試験方法 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等

による確認 

２管水路工 

管体基礎 

(砂基礎等) 

材

料 

必

須 

土の締固め試験 

土粒子の密度試験 

土の粒土試験 

 

JIS A 1210 

JIS A 1202 

JIS A 1204 

 工事着手前1回及び盛土材料が変わった

場合 

  

施

工 

必

須 

 

現場密度の測定 JIS A 1214 締固めの規定 

(JIS A 1210のＡ・Ｂ法) 

締固めⅠ 85%以上 

締固めⅡ 90%以上 

 

 

締固め土＝ 
 現地で締固めた後の乾燥密度 

             ×100(%) 

JIS A 1210の試験方法による最大乾燥密度 

 

 

 上記によらない場合は、特記仕様書に

よる。 

延長200m毎に1回。 

上記未満は、２回測定する。 

なお、基礎部横横断方向の測定箇所は下

図を標準とする。 

 

 

 

 

        ℄  
 

 
 

 

 

 
管中心高        管底 

 
○印は測定位置 

 

 

とう性管に適用する。 

管径600mm未満については、発注者と

協議による。 

 

 

 

 

 

 

 

とう性管とは 

 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管、鋼管、強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

複合管、硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

管等をいう 

 

 

 

３ほ場整備工 

(道路土工) 

施

工 

必

須 

現場密度の測定  道路土工 路体に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路土工 路体に準ずる。 

 

  

 

基床 
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３ 写真管理基準 





表－３写真管理基準 

第１ 一般土木工事の部 

- 590 - 

１ 撮影箇所一覧表 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度〔時期〕 

着手前・完成 着手前 全景又は代表部分 

写真 

着手前１回 

〔着手前〕 

 

完成 全景又は代表部分 

写真 

施工完了後 1 回 

〔完成後〕 

 

施工状況 工事施工中 全景又は代表部分 

の工事進捗状況 

月１回 

〔月末〕 

 

施工中の写真 工 種 、種 別 毎 に設 計 図

書、施工計画書に従い施

工していることが確認で

きるように適宜 

〔施工中〕 

 

創 意 工 夫 ・ 社 会 性 等 に

関する実施状況が確認

で き る よ う に 適 宜 

〔施工中〕 

創意工夫・社会性等に関

する実施状況の提出資

料に添付 

仮設(指定仮設) 使用材料、仮設状況、

形状寸法 

１施工箇所に１回 

〔施工前後〕 

 

図面との不一致 図面と現地との不一致

の写真 

必要に応じて 

〔発生時〕 

 

ただし、「３次元計測技術

を用いた出来形管理要領 

（案）における空中写真測

量（UAV）」による場合は、

撮影毎に1回（写真測量に

使用したすべての画像 

（ICON フォルダに格納）） 

〔発生時〕 

 

ただし、「３次元計測技術

を用いた出来形管理要領

（案）における地上型レー

ザースキャナー（TLS）、地

上移動体搭載型レーザー

スキャナー（地上移動体

搭載型LS）、無人航空機

搭載型レーザースキャナ

ー（UAVレーザー）、TS（ノ

ンプリズム方式）、TS等光

波方式、RTK-GNSS」によ

る場合は、計測毎に1回 

〔発生時〕 

 

工事打合簿に添付する 
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１ 撮影箇所一覧表 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度〔時期〕 

安全管理 安全管理 各 種 標 識 類 の設 置 状

況 

各種類毎に１回 

〔設置後〕 

 

各 種 保 安 施 設 の設 置

状況 

各種類毎に１回 

〔設置後〕 

 

監視員交通整理状況 各１回 

〔作業中〕 

 

安全訓練等の実施状況 実施毎に 1 回 

〔実施中〕 

実 施 状 況 資 料 に 添 付

する。 

使用材料 使用材料 形状寸法※1 

使用数量※2 

保管状況 

各品目毎に１回 

〔使用前〕 

品質証明に添付する。 

※1 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品で

JIS 認定製品は「全景」及

び製品に印字されている

「製造会社」「規格種別」

「製造年月日」「JIS ﾏｰｸ」

の判読できる写真撮影が

可能な場合は省略するこ

とができる。 

※2 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品で、

施工後、使用数量が目視

確認できるものは省略す

ることができる。 

品質証明 

（JIS マーク表示） 

各品目毎に１回  

検査実施状況 各品目毎に 1 回〔検査時〕  

品質管理 ２  品質管理写真撮影箇所一覧表に準じて撮影 

出来形管理 ３  出来形管理写真撮影箇所一覧表に準じて撮影 

災害 被災状況 被災状況及び被災規模

等 

その都度   〔被災前〕 

〔被災直後〕 

〔被災後〕 

 

事故 事故報告 事故の状況 その都度   〔発生前〕 

   〔発生直後〕 

〔発生後〕 

発生前は付近の写真で

も可 

補償関係外 補償関係 

 

 

環境対策 

イメージアップ等 

被害又は損害状況等 

 

 

各施設設置状況 

その都度   〔発生前〕 

   〔発生直後〕 

〔発生後〕 

各種毎 1 回 

〔設置後〕 
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２ 品質管理写真撮影箇所一覧表   

番  

号 
工      種 

写   真   管   理   項   目 
摘  要 

 撮  影  項  目  撮影頻度 [時期] 

1 セメント・コンクリート 

(転圧コンクリート・コン

クリートダム・覆工コン

クリート・吹付けコンクリ

ートを除く） 

（施工）   

塩化物総量規制 コンクリートの種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

スランプ試験 

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 

空気量測定 品質に変化が見られた場合 

    [試験実施中] 

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験 コンクリートの種類毎に１回 

    [試験実施中] 

コンクリート

舗装の場合

に適用 

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] 

  

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験 

セメント・コンクリート 

(転圧コンクリート・コン

クリートダム・覆工コン

クリート・吹付けコンクリ

ートを除く） 

（施工後試験）   

ひび割れ調査 対象構造物毎に１回 

    [試験実施中] 

ただし、「３次元計測技術を用いた出来

形管理要領（案）構造物工編（試行）」に

より施工完了時の状況（全周）の提出に

よりひび割れ調査写真を代替することが

できる。 

テストハンマーによる強度推定調査 

コアによる強度試験 テストハンマー試験により必要が認めら

れた時 

    [試験実施中] 

2 ガス圧接 外観検査 検査毎に１回 

    [検査実施中] 

  

超音波探傷検査 

3 既製杭工 外観検査 検査毎に１回 

    [検査実施中] 

  

浸透探傷試験  試験毎に１回 

     [試験実施中] 放射線透過試験  

超音波探傷試験 

水セメント比試験 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの圧縮強度試験 

4 下層路盤 現場密度の測定 各種路盤毎に１回 

     [試験実施中] 

  

プルーフローリング 路盤毎に１回 

    [試験実施中] 

平板載荷試験 各種路盤毎に１回 

     [試験実施中] 

骨材のふるい分け試験 品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] 土の液性限界・塑性限界試験 

含水比試験 
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番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

5 上層路盤  現場密度の測定 各種路盤毎に１回 

    [試験実施中] 

  

粒度 

平板載荷試験  

土の液性限界・塑性限界試験 観察により異常が認められた場合 

    [試験実施中] 
含水比試験 
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番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

6 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 アスファルト舗装に準拠     

7 ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 

（施工） 

粒度 各種路盤毎に１回  

  [試験実施中] 

  

現場密度の測定 

含水比試験 観察により異常が認められた場合 

    [試験実施中] 

セメント量試験 品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] 

  

8 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

（プラント） 

粒度 合材の種類毎に１回  

   [試験実施中] 

  

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験  

温度測定  

水浸ホイールトラッキング試験 

ホイールトラッキング試験 

ラベリング試験 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

（舗設現場） 

現場密度の測定 合材の種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

温度測定 

外観検査 

すべり抵抗試験 

9 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ 

（施工）  

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ VC 試験 ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

ﾏｰｼｬﾙ突き固め試験 

ﾗﾝﾏｰ突き固め試験 

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験 

温度測定 （コンクリート） コンクリートの種類毎に１回 

    [温度測定中] 

現場密度の測定 ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回 

    [試験実施中] ｺｱによる密度測定 

10 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

(ﾌﾟﾗﾝﾄ) 

貫入試験 40℃  合材の種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

ﾘｭｴﾙ流動性試験 240℃ 

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験 

曲げ試験 

粒度 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験  

温度測定 

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

（舗設現場） 

 

 

 

 

温度測定 合材の種類毎に１回 

    [試験実施中] 
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番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

11 路床安定処理工 現場密度の測定 

 

 

 

 

路床毎に１回または、施工箇所毎に 1 回 

   [試験実施中] 

ただし、「TS・GNSS を用いた盛土の締固

め管理要領」による場合は、写真管理を

省略する。 

  

プルーフローリング 路床毎に 1 回 

[試験実施中] 平板載荷試験 

現場ＣＢＲ試験 

含水比試験 降雨後又は含水比の変化が認められた

場合              [試験実施中] 

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所について実施 

    [試験実施中] 

12 表層安定処理工 

（表層混合処理） 

含水比試験 降雨後又は含水比の変化が認められた

場合              [試験実施中] 

  

現場密度の測定  材質毎に１回        [試験実施中] 

ただし、「TS・GNSS を用いた盛土の締固

め管理要領」による場合は、写真管理を

省略する。 

  

プルーフローリング 工種毎に１回          [試験実施中] 

平板載荷試験 材質毎に１回          [試験実施中] 

現場ＣＢＲ試験 

たわみ量   ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所について実施 

    [試験実施中] 

13 固結工  土の一軸圧縮試験 材質毎に１回        [試験実施中]   

14 アンカー工 ﾓﾙﾀﾙのﾌﾛｰ値試験 適宜 

    [試験実施中] 

  

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度試験 

多サイクル確認試験 

１サイクル確認試験 

14 

-2 

鉄筋挿入工 モルタルのフロー値試験 適宜 

[試験実施中] 

 

モルタルの圧縮強度試験 

適合性試験、受け入れ試験 

15 補強土壁工 現場密度の測定  土質毎に１回        [試験実施中] 

ただし、「TS・GNSS を用いた盛土の締固

め管理要領」による場合は、写真管理を

省略する。 

  

16 吹付工 

（施工） 

塩化物総量規制 配合毎に１回 

    [試験実施中] 

  

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験   

スランプ試験 品質に変化がみられた場合 

    [試験実施中] 

ﾓﾙﾀﾙを除く 

空気量測定    

コアによる強度試験 

 

 

 

品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] 
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番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

17 現場吹付法枠工   ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 配合毎に１回 

    [試験実施中] 

  

塩化物総量規制  

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] 

スランプ試験 品質に変化がみられた場合 

    [試験実施中] 

ﾓﾙﾀﾙを除く 

空気量測定    

ロックボルトの引抜き試験 試験毎に１回         [試験実施中]   

18 

19 

河川・海岸土工 

（施工） 

現場密度の測定 土質毎に１回         [試験実施中] 

ただし、「TS・GNSS を用いた盛土の締固

め管理要領」による場合は、写真管理を

省略する。 

  

土の含水比試験  含水比に変化が認められた場合 

    [試験実施中] 

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い場合 

  [試験実施中] 

20 砂防土工 現場密度の測定 土質毎に１回        

  [試験実施中] 

ただし、「TS・GNSS を用いた盛土の締固

め管理要領」による場合は、写真管理を

省略する。 

  

21 道路土工 

（施工） 

現場密度の測定 土質毎に１回         

 [試験実施中] 

ただし、「TS・GNSS を用いた盛土の締固

め管理要領」による場合は、写真管理を

省略する。 

  

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ  工種毎に１回         [試験実施中] 

平板載荷試験  土質毎に１回          [試験実施中] 

現場ＣＢＲ試験 

含水比試験  降雨後又は含水比の変化が認められた

場合                  [試験実施中] 

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い場合 

    [試験実施中] 

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所について実施 

    [試験実施中] 

22 捨石工   岩石の見掛比重 産地又は岩質毎に１回 

    [試験実施中] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩石の吸水率   

岩石の圧縮強さ 

岩石の形状  



 

- 596 - 

番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

23 コンクリートダム 

(材料) 

アルカリ骨材反応対策 採取地毎に１回     

[試験実施中] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨材の密度及び吸水率試験 

骨材のふるい分け試験 

砂の有機不純物試験 砂質毎に１回 

    [試験実施中] モルタルの圧縮強度による砂の試験 

骨材の微粒分量試験 骨材毎に１回 

    [試験実施中] 粗骨材中の軟石量試験 

骨材中の粘土塊量の試験 

硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる骨材の安定性試験 

粗骨材のすりへり試験 

骨材中の比重１．９５の液体に浮く粒

子の試験 

練り混ぜ水の水質試験 

コンクリートダム 

(施工) 

塩化物総量規制 配合毎に１回        [試験実施中]   

スランプ試験   品質に変化が認められた場合 

    [試験実施中] 空気量測定 

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 配合毎に１回 

    [試験実施中] 温度測定   気温・ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量試験   

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験   

ｺﾝｸﾘｰﾄのﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ試験   

ｺﾝｸﾘｰﾄの引張強度試験   

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験   

24 覆工コンクリート 

（ＮＡＴＭ） 

スランプ試験 品質に変化が認められた場合 

[試験実施中] 
  

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 配合毎に１回 

    [試験実施中] 
塩化物総量規制 

空気量測定 品質に変化が認められた場合 

    [試験実施中] 

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験 

25 吹付けコンクリート 

（ＮＡＴＭ） 

塩化物総量規制 配合毎に１回 

    [試験実施中] 

  

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 

スランプ試験  品質に変化が認められた場合 

    [試験実施中] 空気量測定 

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合 

    [試験実施中] 

吹付けｺﾝｸﾘｰﾄの初期強度 トンネル施工延長 40m ごとに 1 回 

26 ロックボルト 

(NATM)   

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度試験 配合毎に１回 

    [試験実施中] 

  

 

 

 

 

ﾓﾙﾀﾙのﾌﾛｰ値試験 

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄの引抜き試験 適宜 
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番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

27 路上再生路盤工 

（材料） 

修正ＣＢＲ試験 材料毎に１回     

[試験実施中] 

 

 

 

 

 

 

 

 

土の粒度試験 

土の含水比試験  

土の液性限界・塑性限界試験 

路上再生路盤工 

（施工） 

現場密度の測定 材料毎に１回 

    [試験実施中] 土の一軸圧縮試験 

ＣＡＥの一軸圧縮試験 

含水比試験 

28 路上表層再生工 

（材料） 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度  材料毎に１回 

    [試験実施中] 

  

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの軟化点  

路上表層再生工 

（施工） 

現場密度の測定 材料毎に１回 

    [試験実施中] 温度測定 

かきほぐし深さ 

粒度 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験  

29 排水性舗装工・透水性

舗装工 

(プラント） 

粒度 合材の種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験 

温度測定 

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｸﾝｸﾞ試験 

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験 

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験 

ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験 

排水性舗装工・透水性

舗装工 

(舗設現場） 

 

温度測定 

現場透水試験 

現場密度の測定 

外観検査 

29 

-1 

簡易舗装工 現場密度の測定 合材の種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

粒度 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

温度測定  

含水比試験 

30 プラント再生舗装工 

（プラント） 

粒度 合材の種類毎に１回 

    [試験実施中] 

  

再生アスファルト量 

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験 

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験 

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験 

プラント再生舗装工 

（舗設現場） 

 

 

 

外観検査 

温度測定 

現場密度の測定 
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番  

号 
工      種 写   真   管   理   項   目 摘  要 

31 工場製作工 外観検査 １橋に１回又は１工事に１回   

   [現物照合時]   

在庫品切出 当初の物件で 1 枚[切出時] 

※他は焼き増し  

機械試験 １橋に１回又は１工事に１回   

   [試験実施中]  

32 ガス切断工 表面粗さ 試験毎に１回 

[試験実施中] 

  

ノッチ深さ 

スラグ 

上縁の溶け 

平面度 

ベベル精度 

真直度 

33 溶接工 引張試験 試験毎に１回 

    [試験実施中] 

  

型曲げ試験 

衝撃試験 

マクロ試験 

非破壊試験 

突合せ継手の内部欠陥に対する検査 

外観検査 

曲げ試験 

ハンマー打撃試験 外観検査が不合格となったスタッドジベ

ルについて       

   [試験実施中] 

34 中層混合処理 テーブルフロー試験 適宜             ［試験実施中］ 
 

土の一軸圧縮試験 材質毎に 1 回       ［試験実施中］ 

 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引   

【第１編 共通編】 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第2章 土工    
第3節 河川・海岸・砂防土工 1-2-3-2掘削工   Ⅲ－1 

  1-2-3-3盛土工   Ⅲ－1 

  1-2-3-4盛土補強工 補強土（テールアルメ） 
壁工法 

 Ⅲ－2 

  多数アンカー式補強土工
法 

 Ⅲ－2 

  ジオテキスタイルを用い
た補強土工法 

 Ⅲ－2 

  1-2-3-5法面整形工 盛土部  Ⅲ－2 

  1-2-3-6堤防天端工   Ⅲ－2 

第4節 道路土工 1-2-4-2掘削工   Ⅲ－2 

  1-2-4-3路体盛土工   Ⅲ－3 

  1-2-4-4路床盛土工   Ⅲ－3 

  1-2-4-5法面整形工 盛土部  Ⅲ－3 

第3章 無筋、鉄筋コンクリート    
第7節 鉄筋工 1-3-7-4組立て 組立て  Ⅲ－3 

  組立て 

※新設のｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の
内、橋梁上部工事と下部
工事 

  
Ⅲ－3 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引   

【第３編 土木工事共通編】 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第2章 一般施工    
第3節 共通的工種 3-2-3-4矢板工 鋼矢板  Ⅲ－4 

  〔指定仮設・任意仮設は 軽量鋼矢板  Ⅲ－4 

  除く〕 コンクリート矢板  Ⅲ－4 

   広幅鋼矢板  Ⅲ－4 

   可とう鋼矢板  Ⅲ－4 

  3-2-3-5縁石工 縁石・アスカーブ  Ⅲ－4 

  3-2-3-6小型標識工   Ⅲ－4 

  3-2-3-7防止柵工 立入防止柵  Ⅲ－4 

  転落（横断）防止柵  Ⅲ－4 

  車止めポスト  Ⅲ－4 

  3-2-3-8路側防護柵工 ガードレール  Ⅲ－4 

  ガードケーブル  Ⅲ－4 

  3-2-3-9区画線工   Ⅲ－4 

  3-2-3-10道路付属物工 視線誘導標  Ⅲ－5 

  距離標  Ⅲ－5 

  3-2-3-11コンクリート面塗
装工 

  Ⅲ－5 

  3-2-3-12プレテンション桁
製作工（購入工） 

けた橋  Ⅲ－5 

  スラブ橋  Ⅲ－5 

  3-2-3-13ポストテンション
桁製作工 

  Ⅲ－5 

  3-2-3-14プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

  Ⅲ－5 

  3-2-3-14プレキャストセグ
メント主桁組立工 

  Ⅲ－5 

  3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

  Ⅲ－6 

  3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工   Ⅲ－6 

  3-2-3-16ＰＣ押出し箱桁製
作工 

  Ⅲ－6 

  3-2-3-17根固めブロック工   Ⅲ－6 

  3-2-3-18沈床工   Ⅲ－6 

  3-2-3-19捨石工   Ⅲ－6 

  3-2-3-22階段工   Ⅲ－7 

  3-2-3-24伸縮装置工 ゴムジョイント  Ⅲ－7 

  鋼製フィンガージョイン
ト 

 Ⅲ－7 

  3-2-3-26多自然型護岸工 巨石張り  Ⅲ－7 

  巨石積み  Ⅲ－7 

      

  3-2-3-27羽口工 じゃかご  Ⅲ－7 

  ふとんかご  Ⅲ－7 

  かご枠  Ⅲ－7 

  3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

プレキャストボックス工  Ⅲ－8 

  

 
プレキャストパイプ工 

 
Ⅲ－8 
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章、節 条 枝番 

第3節 共通的工種 3-2-3-29側溝工 プレキャストＵ型側溝  Ⅲ－8 

  Ｌ型側溝  Ⅲ－8 

  自由勾配側溝  Ⅲ－8 

  管渠  Ⅲ－8 

  3-2-3-29場所打水路工   Ⅲ－8 

  3-2-3-29暗渠工   Ⅲ－8 

  3-2-3-30集水桝工   Ⅲ－8 

  3-2-3-31現場塗装工   Ⅲ－8 

  3-2-3-32かごマット工   Ⅲ－8 

  3-2-3-34ポット苗植栽工   Ⅲ－8 

第4節 基礎工 3-2-4-1一般事項 切込砂利  Ⅲ－9 

  砕石基礎工  Ⅲ－9 

  割ぐり石基礎工  Ⅲ－9 

  均しコンクリート  Ⅲ－9 

  3-2-4-3基礎工(護岸) 現場打  Ⅲ－9 

  プレキャスト  Ⅲ－9 

  吊込基礎ブロック  Ⅲ－9 

  3-2-4-4既製杭工 既製コンクリート杭  Ⅲ－9 

  鋼管杭  Ⅲ－9 

  Ｈ鋼杭  Ⅲ－9 

  3-2-4-5場所打杭工   Ⅲ－9 

  3-2-4-6深礎工   Ⅲ－9 

  3-2-4-7オープンケーソン基
礎工 

  Ⅲ－10 

  3-2-4-8ニューマチックケー
ソン基礎工 

  Ⅲ－10 

  3-2-4-9鋼管矢板基礎工   Ⅲ－10 

第5節 石・ブロック積（張）工 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

コンクリートブロック積  Ⅲ－10 

  コンクリートブロック張
り 

 Ⅲ－10 

  連節ブロック張り  Ⅲ－10 

  天端保護ブロック  Ⅲ－11 

  3-2-5-4緑化ブロック工   Ⅲ－11 

  3-2-5-5石積（張）工   Ⅲ－11 

第6節 一般舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 下層路盤工  Ⅲ－11 

  上層路盤工（粒度調整路
盤工） 

 Ⅲ－12 

  上層路盤工（セメント 
（石灰）安定処理工） 

 Ⅲ－12 

  加熱アスファルト安定処
理工 

 Ⅲ－12-1 

  基層工 

 
 Ⅲ－12-1 

   
表層工 

 

 Ⅲ－12-1 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第6節 一般舗装工 3-2-6-8半たわみ性舗装工 下層路盤工  Ⅲ－12-2 

  上層路盤工（粒度調整路
盤工） 

 Ⅲ－12-2 

  上層路盤工（セメント 
（石灰）安定処理工） 

 Ⅲ－13 

  加熱アスファルト安定処
理工 

 Ⅲ－13 

  基層工  Ⅲ－13-1 

  表層工  Ⅲ－13-1 

  3-2-6-9排水性舗装工 下層路盤工  Ⅲ－13-1 

  上層路盤工（粒度調整路
盤工） 

 Ⅲ－14 

  上層路盤工（セメント 
（石灰）安定処理工） 

 Ⅲ－14 

  加熱アスファルト安定処
理工 

 Ⅲ－15 

  基層工  Ⅲ－15 

  表層工  Ⅲ－15 

  3-2-6-10透水性舗装工 路盤工  Ⅲ－15 

  表層工  Ⅲ－15-1 

  3-2-6-11グースアスファル
ト舗装工 

加熱アスファルト安定処
理工 

 Ⅲ－15-1 

  基層工  Ⅲ－15-1 

  表層工  Ⅲ－15-1 

  3-2-6-12コンクリート舗装
工 

下層路盤工  Ⅲ－16 

  粒度調整路盤工  Ⅲ－16 

  セメント（石灰・瀝青） 安
定処理工 

 Ⅲ－16-1 

  アスファルト中間層  Ⅲ－16-1 

  コンクリート舗装版工  Ⅲ－17 

  転圧コンクリート版工 
（下層路盤工） 

 Ⅲ－17 

  転圧コンクリート版工 
（粒度調整路盤工） 

 Ⅲ－17-1 

  転圧コンクリート版工 

（セメント（石灰・瀝青）
安定処理工） 

  

Ⅲ－17-1 

  転圧コンクリート版工 
（アスファルト中間層） 

 Ⅲ－18 

  転圧コンクリート版工  Ⅲ－18 

  連続鉄筋コンクリート舗
装工 

 Ⅲ－18 

  3-2-6-13薄層カラー舗装工 下層路盤工  Ⅲ－18-1 

  上層路盤工（粒度調整路
盤工） 

 Ⅲ－18-1 

  上層路盤工（セメント 
（石灰）安定処理工） 

 Ⅲ－18-1 

  加熱アスファルト安定処
理工 

 Ⅲ－18-1 

  基層工  Ⅲ－18-1 
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章、節 条 枝番 

第6節 一般舗装工 3-2-6-14ブロック舗装工 下層路盤工  Ⅲ－19 

  上層路盤工（粒度調整路
盤工） 

 Ⅲ－19 

  上層路盤工（セメント 
（石灰）安定処理工） 

 Ⅲ－19 

  加熱アスファルト安定処
理工 

 Ⅲ－19 

  基層工  Ⅲ－19 

  3-2-6-15路面切削工   Ⅲ－20 

  3-2-6-16舗装打換え工   Ⅲ－20 

  3-2-6-17オーバーレイ工   Ⅲ－20 

第７節 地盤改良工 3-2-7-2路床安定処理工   Ⅲ－20 

  3-2-7-3置換工   Ⅲ－20 

  3-2-7-5パイルネット工   Ⅲ－21 

  3-2-7-6サンドマット工   Ⅲ－21 

  3-2-7-7バーチカルドレーン
工 

サンドドレーン工  Ⅲ－21 

  ペーパードレーン工  Ⅲ－21 

  袋詰式サンドドレーン工  Ⅲ－21 

  3-2-7-8締固め改良工 サンドコンパクションパ
イル工 

 Ⅲ－21 

  3-2-7-9固結工 粉末噴射撹拌工  Ⅲ－21 

  高圧噴射撹拌工  Ⅲ－21 

  スラリー撹拌工  Ⅲ－21 

  生石灰パイル工  Ⅲ－21 

第10節 仮設工 3-2-10-5土留・仮締切工 Ｈ鋼杭  Ⅲ－21 

  鋼矢板  Ⅲ－21 

  アンカー工  Ⅲ－21 

  連節ブロック張り工  Ⅲ－21 

  締切盛土  Ⅲ－22 

  中詰盛土  Ⅲ－22 

  3-2-10-9地中連続壁工（壁
式） 

  Ⅲ－22 

  3-2-10-10地中連続壁工（柱
列式） 

  Ⅲ－22 

  3-2-10-22法面吹付工   Ⅲ－22 

第12節 工場製作工（共通） 3-2-12-1鋳造費 金属支承工  Ⅲ－22 

  大型ゴム支承工  Ⅲ－22 

  3-2-12-1仮設材製作工   Ⅲ－23 

   

 

 
3-2-12-1刃口金物製作工 

   

 

 
Ⅲ－23 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第12節 工場製作工（共通） 3-2-12-3桁製作工 仮組立による検査を実施
する場合 

 Ⅲ－23 

  シミュレーション仮組立
検査を行う場合 

 Ⅲ－23 

  仮組立検査を実施しない
場合 

 Ⅲ－23 

  鋼製えん堤製作工（仮組
立時） 

 Ⅲ－23 

  3-2-12-4検査路製作工   Ⅲ－23 

  3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工 

  Ⅲ－23 

  3-2-12-6落橋防止装置製作
工 

  Ⅲ－24 

  3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工 

  Ⅲ－24 

  3-2-12-8アンカーフレーム
製作工 

  Ⅲ－24 

  3-2-12-9プレビーム用桁製
作工 

  Ⅲ－24 

  3-2-12-10鋼製排水管製作工   Ⅲ－24 

  3-2-12-11工場塗装工   Ⅲ－24 

第13節 橋梁架設工 3-2-13-1架設工 クレーン架設  Ⅲ－24 

  ケーブルクレーン架設  Ⅲ－24 

  ケーブルエレクション架
設 

 Ⅲ－24 

  架設桁架設  Ⅲ－24 

  送出し架設  Ⅲ－24 

  トラベラークレーン架設  Ⅲ－24 

第14節 法面工（共通） 3-2-14-2植生工 種子散布工  Ⅲ－25 

  張芝工  Ⅲ－25 

  筋芝工  Ⅲ－25 

  市松芝工  Ⅲ－25 

  植生シート工  Ⅲ－25 

  植生マット工  Ⅲ－25 

  植生筋工  Ⅲ－25 

  人工張芝工  Ⅲ－25 

  植生穴工  Ⅲ－25 

  植生基材吹付工  Ⅲ－25 

  客土吹付工  Ⅲ－25 

  3-2-14-3吹付工 コンクリート  Ⅲ－25 

  モルタル  Ⅲ－25 

  3-2-14-4法枠工 現場打法枠工  Ⅲ－25 

  現場吹付法枠工  Ⅲ－25 

  プレキャスト法枠工  Ⅲ－25 

  3-2-14-6アンカー工   Ⅲ－25 

第15節 擁壁工（共通） 3-2-15-1場所打擁壁工   Ⅲ－26 

   

3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

   

Ⅲ－26 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第15節 擁壁工（共通） 3-2-15-3 

補強土壁工 

補強土（テールアルメ） 
壁工法 

 Ⅲ－26 

  多数アンカー式補強土工
法 

 Ⅲ－26 

  ジオテキスタイルを用い
た補強土工法 

 Ⅲ－26 

  3-2-15-4井桁ブロック工   Ⅲ－26 

第16節 浚渫工（共通） 3-2-16-3浚渫船運転工 ポンプ浚渫船  Ⅲ－26 

  グラブ船  Ⅲ－26 

  バックホウ浚渫船  Ⅲ－26 

第18節 床版工 3-2-18-1床版工   Ⅲ－26 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第1章 築堤・護岸    
第5節 護岸基礎工 6-1-5-3基礎工  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

  6-1-5-4矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

第6節 矢板護岸工 6-1-6-3笠コンクリート工  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

  6-1-6-4矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

第7節 

 

法覆護岸工 6-1-7-3コンクリートブロッ
ク工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

6-1-7-4護岸付属物工   Ⅲ－27 

  6-1-7-5緑化ブロック工  3-2-5-4緑化ブロック工 Ⅲ－11 

  6-1-7-6環境護岸ブロック工  3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  6-1-7-7石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  6-1-7-8法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  6-1-7-9多自然型護岸工 巨石張り 3-2-3-26巨石張り、巨石積み Ⅲ－7 

  巨石積み 3-2-3-26巨石張り、巨石積み Ⅲ－7 

  かごマット 3-2-3-32かごマット工 Ⅲ－8 

  6-1-7-10吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  6-1-7-11植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  6-1-7-12覆土工  1-2-4-5法面整形工 Ⅲ－3 

  6-1-7-13羽口工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  かご枠 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  連節ブロック張り 3-2-5-3-2連節ブロック張り Ⅲ－10 

第8節 擁壁護岸工 6-1-8-3場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  6-1-8-4プレキャスト擁壁工  3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

Ⅲ－26 

第9節 根固め工 6-1-9-3根固めブロック工  3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

  6-1-9-5沈床工  3-2-3-18沈床工 Ⅲ－6 

  6-1-9-6捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  6-1-9-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第10節 水制工 6-1-10-3沈床工  3-2-3-18沈床工 Ⅲ－6 

  6-1-10-4捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  6-1-10-5かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  6-1-10-8杭出し水制工   Ⅲ－27 

第11節 付帯道路工 6-1-11-3路側防護柵工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  6-1-11-5アスファルト舗装
工 

 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅲ－11 

  6-1-11-6コンクリート舗装
工 

 3-2-6-12コンクリート舗装
工 

Ⅲ－16 

  6-1-11-7薄層カラー舗装工  3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 

  6-1-11-8ブロック舗装工  3-2-6-14ブロック舗装工 Ⅲ－19 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第11節 付帯道路工 6-1-11-9側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  6-1-11-10集水桝工  3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  6-1-11-11縁石工  3-2-3-5縁石工 Ⅲ－4 

  6-1-11-12区画線工  3-2-3-9区画線工 Ⅲ－4 

第12節 付帯道路施設工 6-1-12-3道路付属物工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

  6-1-12-4標識工  3-2-3-6小型標識工 Ⅲ－4 

第13節 光ケーブル配管工 6-1-13-3配管工   Ⅲ－27 

  6-1-13-4ハンドホール工   Ⅲ－27 

第2章 浚渫（河川）    

第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船） 6-2-3-2浚渫船運転工（民
船・官船） 

 3-2-16-3浚渫船運転工 Ⅲ－26 

第4節 浚渫工（グラブ船） 6-2-4-2浚渫船運転工  3-2-16-3浚渫船運転工 Ⅲ－26 

第5節 浚渫工(バックホウ浚渫船) 6-2-5-2浚渫船運転工  3-2-16-3浚渫船運転工 Ⅲ－26 

第3章 樋門・樋管    
第5節 樋門・樋管本体工 6-3-5-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  6-3-5-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-3-5-5矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-3-5-6函渠工 本体工  Ⅲ－27 

  ヒューム管  Ⅲ－27 

  ＰＣ管  Ⅲ－27 

  コルゲートパイプ  Ⅲ－27 

  ダクタイル鋳鉄管  Ⅲ－27 

  ＰＣ函渠 3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

Ⅲ－8 

  6-3-5-7翼壁工   Ⅲ－27 

  6-3-5-8水叩工   Ⅲ－28 

第6節 護床工 6-3-6-3根固めブロック工  3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

  6-3-6-5沈床工  3-2-3-18沈床工 Ⅲ－6 

  6-3-6-6捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  6-3-6-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第7節 水路工 6-3-7-3側溝工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  6-3-7-4集水桝工  3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  6-3-7-5暗渠工  3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－8 

  6-3-7-6樋門接続暗渠工  3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

Ⅲ－8 

第8節 付属物設置工 6-3-8-3防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  6-3-8-7階段工  3-2-3-22階段工 Ⅲ－7 

第4章 水門    
第3節 工場製作工 6-4-3-3桁製作工  3-2-12-3桁製作工 Ⅲ－23 

  6-4-3-4鋼製伸縮継手製作工  3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅲ－23 

  6-4-3-5落橋防止装置製作工  3-2-12-6落橋防止装置製作
工 

Ⅲ－24 

  6-4-3-6鋼製排水管製作工  3-2-12-10鋼製排水管製作工 Ⅲ－24 

  
6-4-3-7橋梁用防護柵製作工 

 3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工 

Ⅲ－24 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第3節 工場製作工 6-4-3-8鋳造費  3-2-12-1鋳造費 Ⅲ－22 

  6-4-3-9仮設材製作工  3-2-12-1仮設材製作工 Ⅲ－23 

  6-4-3-10工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第6節 水門本体工 6-4-6-4既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  6-4-6-5場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-4-6-6矢板工（遮水矢板）  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-4-6-7床版工   Ⅲ－28 

  6-4-6-8堰柱工   Ⅲ－28 

  6-4-6-9門柱工   Ⅲ－28 

  6-4-6-10ゲート操作台工   Ⅲ－28 

  6-4-6-11胸壁工   Ⅲ－28 

  6-4-6-12翼壁工  6-3-5-7翼壁工 Ⅲ－27 

  6-4-6-13水叩工  6-3-5-8水叩工 Ⅲ－28 

第7節 護床工 6-4-7-3根固めブロック工  3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

  6-4-7-5沈床工  3-2-3-18沈床工 Ⅲ－6 

  6-4-7-6捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  6-4-7-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第8節 付属物設置工 6-4-8-3防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  6-4-8-8階段工  3-2-3-22階段工 Ⅲ－7 

第9節 鋼管理橋上部工 6-4-9-4架設工(クレーン架
設) 

 3-2-13-1架設工(クレーン架
設) 

Ⅲ－24 

  6-4-9-5架設工(ケーブルク
レーン架設) 

 3-2-13-1架設工(ケーブルク
レーン架設) 

Ⅲ－24 

  6-4-9-6架設工(ケーブルエ
レクション架設) 

 3-2-13-1架設工(ケーブルエ
レクション架設) 

Ⅲ－24 

  6-4-9-7架設工(架設桁架設)  3-2-13-1架設工(架設桁架
設) 

Ⅲ－24 

  6-4-9-8架設工(送出し架設)  3-2-13-1架設工(送出し架
設) 

Ⅲ－24 

  6-4-9-9架設工(トラベラー
クレーン架設) 

 3-2-13-1架設工(トラベラー
クレーン架設) 

Ⅲ－24 

  6-4-9-10支承工   Ⅲ－28 

第10節 橋梁現場塗装工 6-4-10-2現場塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

第11節 床版工 6-4-11-2床版工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 

第12節 橋梁付属物工(鋼管理橋) 6-4-12-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  6-4-12-4地覆工   Ⅲ－28 

  6-4-12-5橋梁用防護柵工   Ⅲ－28 

  6-4-12-6橋梁用高欄工   Ⅲ－28 

  6-4-12-7検査路工   Ⅲ－28 

第14節 コンクリート管理橋上部工
(ＰＣ橋) 

6-4-14-2プレテンション桁
製作工（購入工） 

 3-2-3-12プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  6-4-14-3ポストテンション
桁製作工 

 3-2-3-13ポストテンション
桁製作工 

Ⅲ－5 

  6-4-14-4プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

 3-2-3-14プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  6-4-14-5プレキャストセグ
メント主桁組立工 

 3-2-3-14プレキャストセグ
メント主桁組立工 

 

Ⅲ－5 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第14節 コンクリート管理橋上部工
(ＰＣ橋) 

6-4-14-6支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  6-4-14-7架設工(クレーン架
設) 

 3-2-13-1架設工(クレーン架
設) 

Ⅲ－24 

  6-4-14-8架設工(架設桁架
設) 

 3-2-13-1架設工(架設桁架
設) 

Ⅲ－24 

  6-4-14-9床版･横組工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 

  6-4-14-10落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－ 
47

第15節 コンクリート管理橋上部工
(ＰＣホロースラブ橋) 

6-4-15-2架設支保工(固定)  3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

  6-4-15-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  6-4-15-4落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－ 
47

  6-4-15-5ＰＣホロースラブ
製作工 

 3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅲ－6 

第16節 橋梁付属物工(コンクリー
ト管理橋) 

6-4-16-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  6-4-16-4地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  6-4-16-5橋梁用防護柵工  6-4-12-5橋梁用防護柵工 Ⅲ－28 

  6-4-16-6橋梁用高欄工  6-4-12-6橋梁用高欄工 Ⅲ－28 

  6-4-16-7検査路工  6-4-12-7検査路工 Ⅲ－28 

第18節 舗装工 6-4-18-5アスファルト舗装
工 

 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅲ－11 

  6-4-18-6半たわみ性舗装工  3-2-6-8半たわみ性舗装工 Ⅲ－12 

  6-4-18-7排水性舗装工  3-2-6-9排水性舗装工 Ⅲ－14 

  6-4-18-8透水性舗装工  3-2-6-10透水性舗装工 Ⅲ－15 

  6-4-18-9グースアスファル
ト舗装工 

 3-2-6-11グースアスファル
ト舗装工 

Ⅲ－15 

  6-4-18-10コンクリート舗装
工 

 3-2-6-12コンクリート舗装
工 

Ⅲ－16 

  6-4-18-11薄層カラー舗装工  3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 

  6-4-18-12ブロック舗装工  3-2-6-14ブロック舗装工 Ⅲ－19 

第5章 堰    
第3節 工場製作工 6-5-3-3刃口金物製作工  3-2-12-1刃口金物製作工 Ⅲ－23 

  6-5-3-4桁製作工  3-2-12-3桁製作工 Ⅲ－23 

  6-5-3-5検査路製作工  3-2-12-4検査路製作工 Ⅲ－23 

  6-5-3-6鋼製伸縮継手製作工  3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅲ－23 

  6-5-3-7落橋防止装置製作工  3-2-12-6落橋防止装置製作
工 

Ⅲ－24 

  6-5-3-8鋼製排水管製作工  3-2-12-10鋼製排水管製作工 Ⅲ－24 

  6-5-3-9プレビ-ム用桁製作
工 

 3-2-12-9プレビーム用桁製
作工 

Ⅲ－24 

  6-5-3-10橋梁用防護柵製作
工 

 3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工 

Ⅲ－24 

  6-5-3-11鋳造費  3-2-12-1鋳造費 Ⅲ－22 

  6-5-3-12アンカ-フレ-ム製
作工 

 3-2-12-8アンカーフレーム
製作工 

Ⅲ－24 

  6-5-3-13仮設材製作工  3-2-12-1仮設材製作工 Ⅲ－23 

  6-5-3-14工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第6節 可動堰本体工 6-5-6-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  

 【第６編 河川編】 

 

610  
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第6節 可動堰本体工 6-5-6-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-5-6-5オ-プンケ-ソン基礎
工 

 3-2-4-7オープンケーソン基
礎工 

Ⅲ－10 

  6-5-6-6ニュ-マチックケ-ソ
ン基礎工 

 3-2-4-8ニューマチックケー
ソン基礎工 

Ⅲ－10 

  6-5-6-7矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-5-6-8床版工  6-4-6-7床版工 Ⅲ－28 

  6-5-6-9堰柱工  6-4-6-8堰柱工 Ⅲ－28 

  6-5-6-10門柱工  6-4-6-9門柱工 Ⅲ－28 

  6-5-6-11ゲ-ト操作台工  6-4-6-10ゲート操作台工 Ⅲ－28 

  6-5-6-12水叩工  6-3-5-8水叩工 Ⅲ－28 

  6-5-6-13閘門工   Ⅲ－29 

  6-5-6-14土砂吐工   Ⅲ－29 

  6-5-6-15取付擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

第7節 固定堰本体工 6-5-7-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  6-5-7-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-5-7-5オ-プンケ-ソン基礎
工 

 3-2-4-7オープンケーソン基
礎工 

Ⅲ－10 

  6-5-7-6ニュ-マチックケ-ソ
ン基礎工 

 3-2-4-8ニューマチックケー
ソン基礎工 

Ⅲ－10 

  6-5-7-7矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-5-7-8堰本体工   Ⅲ－29 

  6-5-7-9水叩工   Ⅲ－29 

  6-5-7-10土砂吐工   Ⅲ－29 

  6-5-7-11取付擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

第8節 魚道工 6-5-8-3魚道本体工   Ⅲ－29 

第9節 管理橋下部工 6-5-9-2管理橋橋台工   Ⅲ－29 

第10節 鋼管理橋上部工 6-5-10-4架設工（クレ-ン架
設） 

 3-2-13-1架設工（クレーン架
設） 

Ⅲ－24 

  6-5-10-5架設工（ケ-ブルク
レ-ン架設） 

 3-2-13-1架設工（ケーブルク
レーン架設） 

Ⅲ－24 

  6-5-10-6架設工（ケ-ブルエ
レクション架設） 

 3-2-13-1架設工（ケーブルエ
レクション架設） 

Ⅲ－24 

  6-5-10-7架設工（架設桁架
設） 

 3-2-13-1架設工（架設桁架
設） 

Ⅲ－24 

  6-5-10-8架設工（送出し架
設） 

 3-2-13-1架設工（送出し架
設） 

Ⅲ－24 

  6-5-10-9架設工（トラベラ
ークレーン架設） 

 3-2-13-1架設工（トラベラ
ークレーン架設） 

Ⅲ－24 

  6-5-10-10支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

第11節 橋梁現場塗装工 6-5-11-2現場塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

第12節 床版工 6-5-12-2床版工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 

第13節 橋梁付属物工(鋼管理橋) 6-5-13-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  6-5-13-4地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  6-5-13-5橋梁用防護柵工  6-4-12-5橋梁用防護柵工 Ⅲ－28 

  6-5-13-6橋梁用高欄工  6-4-12-6橋梁用高欄工 Ⅲ－28 

   
6-5-13-7検査路工 

  
6-4-12-7検査路工 

 
Ⅲ－28 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第15節 
コンクリ-ト管理橋上部工 
（ＰＣ橋） 

6-5-15-2プレテンション桁
製作工（購入工） 

 3-2-3-12プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  6-5-15-3ポストテンション
桁製作工 

 3-2-3-13ポストテンション
桁製作工 

Ⅲ－5 

  6-5-15-4プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

 3-2-3-14プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  6-5-15-5プレキャストセグ
メント主桁組立工 

 3-2-3-14プレキャストセグ
メント主桁組立工 

Ⅲ－5 

  6-5-15-6支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  6-5-15-7架設工（クレ-ン架
設） 

 3-2-13-1架設工（クレーン架
設） 

Ⅲ－24 

  6-5-15-8架設工（架設桁架
設） 

 3-2-13-1架設工（架設桁架
設） 

Ⅲ－24 

  6-5-15-9床版・横組工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 

  6-5-15-10落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－ 
47

第16節 
コンクリ-ト管理橋上部工 
（ＰＣ橋ホロースラブ橋） 

6-5-16-2架設支保工（固
定） 

 3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

  6-5-16-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  6-5-16-4落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－ 
47

  6-5-16-5ＰＣホロ-スラブ製
作工 

 3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅲ－6 

第17節 
コンクリ-ト管理橋上部工 
（ＰＣ箱桁橋） 

6-5-17-2架設支保工（固
定） 

 3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

  6-5-17-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  6-5-17-4ＰＣ箱桁製作工  3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 Ⅲ－6 

  6-5-17-5落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－ 
47

第18節 橋梁付属物工(コンクリー
ト管理橋) 

6-5-18-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  6-5-18-4地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  6-5-18-5橋梁用防護柵工  6-4-12-5橋梁用防護柵工 Ⅲ－28 

  6-5-18-6橋梁用高欄工  6-4-12-6橋梁用高欄工 Ⅲ－28 

  6-5-18-7検査路工  6-4-12-7検査路工 Ⅲ－28 

第20節 付属物設置工 6-5-20-3防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  6-5-20-7階段工  3-2-3-22階段工 Ⅲ－7 

第6章 排水機場    
第4節 機場本体工 6-6-4-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  6-6-4-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-6-4-5矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-6-4-6本体工   Ⅲ－29 

  6-6-4-7燃料貯油槽工   Ⅲ－29 

第5節 沈砂池工 6-6-5-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  6-6-5-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-6-5-5矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-6-5-6場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  6-6-5-7コンクリート床版工   Ⅲ－29 

  6-6-5-8ブロック床版工  3-2-3-17根固めブロック Ⅲ－6 

  6-6-5-9場所打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

第6節 吐出水槽工 6-6-6-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 
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第6節 吐出水槽工 6-6-6-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  6-6-6-5矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-6-6-6本体工  6-6-4-6本体工 Ⅲ－29 

第7章 床止め・床固め    
第4節 床止め工 6-7-4-4既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  6-7-4-5矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  6-7-4-6本体工 床固め本体工  Ⅲ－30 

  植石張り 3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  根固めブロック 3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

  6-7-4-7取付擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  6-7-4-8水叩工 水叩工  Ⅲ－30 

  巨石張り 3-2-3-26巨石張り、巨石積み Ⅲ－7 

  根固めブロック 3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

第5節 床固め工 6-7-5-4本堤工  6-7-4-6本体工 Ⅲ－30 

  6-7-5-5垂直壁工  6-7-4-6本体工 Ⅲ－30 

  6-7-5-6側壁工   Ⅲ－30 

  6-7-5-7水叩工  6-7-4-8水叩工 Ⅲ－30 

第6節 山留擁壁工 6-7-6-3コンクリート擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  6-7-6-4ブロック積擁壁工  3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  6-7-6-5石積擁壁工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  6-7-6-6山留擁壁基礎工  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

第8章 河川維持    
第7節 路面補修工 6-8-7-3不陸整正工  1-2-3-6堤防天端工 Ⅲ－2 

  6-8-7-4コンクリート舗装補
修工 

 3-2-6-12コンクリート舗装
工 

Ⅲ－16 

  6-8-7-5アスファルト舗装補
修工 

 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅲ－11 

第8節 付属物復旧工 6-8-8-2付属物復旧工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

第9節 付属物設置工 6-8-9-3防護柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  6-8-9-5付属物設置工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

第10節 光ケーブル配管工 6-8-10-3配管工  6-1-13-3配管工 Ⅲ－27 

  6-8-10-4ハンドホール工  6-1-13-4ハンドホール工 Ⅲ－27 

第12節 植栽維持工 6-8-12-3樹木・芝生管理工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

第9章 河川修繕    
第4節 腹付工 6-9-4-2覆土工  1-2-3-5法面整形工 Ⅲ－2 

  6-9-4-3植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

第5節 側帯工 6-9-5-2縁切工 じゃかご工 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  連節ブロック張り 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  コンクリーﾄブロック張
り 

3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  石張工 3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  6-9-5-3植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

第6節 堤脚保護工 6-9-6-3石積工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  6-9-6-4コンクリートブロッ
ク工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  

 【第６編 河川編】 

 

613  

章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第7節 管理用通路工 6-9-7-2防護柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  6-9-7-4路面切削工  3-2-6-15路面切削工 Ⅲ－20 

  6-9-7-5舗装打換え工  3-2-6-16舗装打換え工 Ⅲ－20 

  6-9-7-6オーバーレイ工  3-2-6-17オーバーレイ工 Ⅲ－20 

  6-9-7-7排水構造物工 プレキャストU型側溝・管
（函）渠 

3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  集水桝工 3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  6-9-7-8道路付属物工 歩車道境界ブロック 3-2-3-5縁石工 Ⅲ－4 

第8節 現場塗装工 6-9-8-3付属物塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

  6-9-8-4コンクリート面塗装
工 

 3-2-3-11コンクリート面塗
装工 

Ⅲ－5 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引   
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第1章 堤防・護岸    

第5節 護岸基礎工 7-1-5-4捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  7-1-5-5場所打コンクリート
工 

  Ⅲ－31 

  7-1-5-6海岸コンクリートブ
ロック工 

  Ⅲ－31 

  7-1-5-7笠コンクリート工  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

  7-1-5-8基礎工  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

  7-1-5-9矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

第6節 護岸工 7-1-6-3石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  7-1-6-4海岸コンクリートブ
ロック工 

  Ⅲ－31 

  7-1-6-5コンクリート被覆工   Ⅲ－31 

第7節 擁壁工 7-1-7-3場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

第8節 天端被覆工 7-1-8-2コンクリート被覆工   Ⅲ－31 

第9節 波返工 7-1-9-3波返工   Ⅲ－31 

第10節 裏法被覆工 7-1-10-2石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  7-1-10-3コンクリートブ
ロック工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  7-1-10-4コンクリート被覆
工 

 7-1-6-5コンクリート被覆工 Ⅲ－31 

  7-1-10-5法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

第11節 カルバート工 7-1-11-3プレキャストカル
バート工 

 3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

Ⅲ－8 

第12節 排水構造物工 7-1-12-3側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  7-1-12-4集水桝工  3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  7-1-12-5管渠工 プレキャストパイプ 3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－ 
8 

  プレキャストボックス 3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－ 
8 

  コルゲートパイプ 3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－ 
8 

  タグタイル鋳鉄管 3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－ 
8 

  7-1-12-6場所打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

第13節 付属物設置工 7-1-13-3防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  7-1-13-6階段工  3-2-3-22階段工 Ⅲ－7 

第14節 付帯道路工 7-1-14-3路側防護柵工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  7-1-14-5アスファルト舗装
工 

 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅲ－11 

  7-1-14-6コンクリート舗装
工 

 3-2-6-12コンクリート舗装
工 

Ⅲ－16 

  7-1-14-7薄層カラー舗装工  3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 

  7-1-14-8側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  7-1-14-9集水桝工  3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  7-1-14-10縁石工  3-2-3-5縁石工 Ⅲ－4 

  
7-1-14-11区画線工 

 
3-2-3-9区画線工 Ⅲ－4 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引   

【第７編 河川海岸編】 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第15節 付帯道路施設工 7-1-15-3道路付属物工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

  7-1-15-4小型標識工  3-2-3-6小型標識工 Ⅲ－4 

第2章 突堤・人工岬    

第4節 突堤基礎工 7-2-4-4捨石工   Ⅲ－32 

  7-2-4-5吸出し防止工   Ⅲ－32 

第5節 突堤本体工 7-2-5-2捨石工  7-2-4-4捨石工 Ⅲ－32 

  7-2-5-5海岸コンクリートブ
ロック工 

  Ⅲ－32 

  7-2-5-6既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  7-2-5-7詰杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  7-2-5-8矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

  7-2-5-9石枠工   Ⅲ－32 

  7-2-5-10場所打コンクリー
ト工 

  Ⅲ－33 

  7-2-5-11ケーソン工 ケーソン工製作  Ⅲ－33 

  ケーソン工据付  Ⅲ－33 

  突堤上部工 
（場所打コンクリート） 

（海岸コンクリートブ
ロック） 

  
Ⅲ－33 

  7-2-5-12セルラー工 セルラー工製作  Ⅲ－33 

  セルラー工据付  Ⅲ－33 

  突堤上部工 
（場所打コンクリート） 

（海岸コンクリートブ
ロック） 

  
Ⅲ－34 

第6節 根固め工 7-2-6-2捨石工  7-2-4-4捨石工 Ⅲ－32 

  7-2-6-3根固めブロック工   Ⅲ－34 

第7節 消波工 7-2-7-2捨石工  7-2-4-4捨石工 Ⅲ－32 

  7-2-7-3消波ブロック工   Ⅲ－34 

第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）    

第3節 海域堤基礎工 7-3-3-3捨石工  7-2-4-4捨石工 Ⅲ－32 

  7-3-3-4吸出し防止工  7-2-4-5吸出し防止工 Ⅲ－32 

第4節 海域堤本体工 7-3-4-2捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  7-3-4-3海岸コンクリートブ
ロック工 

 7-2-5-5海岸コンクリートブ
ロック工 

Ⅲ－32 

  7-3-4-4ケーソン工  7-2-5-11ケーソン工 Ⅲ－33 

  7-3-4-5セルラー工  7-2-5-12セルラー工 Ⅲ－33 

  7-3-4-6場所打コンクリート
工 

 7-2-5-10場所打ちコンク
リート工 

Ⅲ－33 

第4章 浚渫（海岸）    

第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船） 7-4-3-2浚渫船運転工  3-2-16-3浚渫船運転工 Ⅲ－26 

第4節 浚渫工（グラブ船） 7-4-4-2浚渫船運転工  3-2-16-3浚渫船運転工 Ⅲ－26 

第5章 養浜    

第4節 砂止工 7-5-4-2根固めブロック工  7-2-6-3根固めブロック工 Ⅲ－34 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  

 【第８編 砂防編】 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第1章 砂防堰堤    
 

第3節 

 

工場製作工 

 

8-1-3-3鋼製堰堤製作工 
 3-2-12-3桁製作工（鋼製堰 

堤製作工（仮組立時）） 

 

Ⅲ－23 

  8-1-3-4鋼製堰堤仮設材製作
工 

  Ⅲ－35 

  8-1-3-5工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第6節 法面工 8-1-6-2植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  8-1-6-3法面吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  8-1-6-4法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  8-1-6-6アンカー工  3-2-14-6アンカー工 Ⅲ－25 

  8-1-6-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第8節 コンクリート堰堤工 8-1-8-4コンクリート堰堤本
体工 

  Ⅲ－35 

  8-1-8-5コンクリート副堰堤
工 

 8-1-8-4コンクリート堰堤本
体工 

Ⅲ－35 

  8-1-8-6コンクリート側壁工   Ⅲ－35 

  8-1-8-8水叩工   Ⅲ－35 

第9節 鋼製堰堤工 8-1-9-5鋼製堰堤本体工 不透過型  Ⅲ－35 

  透過型  Ⅲ－35 

  8-1-9-6鋼製側壁工   Ⅲ－35 

  8-1-9-7コンクリート側壁工  8-1-8-6コンクリート側壁工 Ⅲ－35 

  8-1-9-9水叩工  8-1-8-8水叩工 Ⅲ－35 

  8-1-9-10現場塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

第10節 護床工・根固め工 8-1-10-4根固めブロック工  3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

  8-1-10-6沈床工  3-2-3-18沈床工 Ⅲ－6 

  8-1-10-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第11節 砂防堰堤付属物設置工 8-1-11-3防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

第12節 付帯道路工 8-1-12-3路側防護柵工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  8-1-12-5アスファルト舗装
工 

 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅲ－11 

  8-1-12-6コンクリート舗装
工 

 3-2-6-12コンクリート舗装
工 

Ⅲ－16 

  8-1-12-7薄層カラー舗装工  3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 

  8-1-12-8側溝工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  8-1-12-9集水桝工  3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  8-1-12-10縁石工  3-2-3-5縁石工 Ⅲ－4 

  8-1-12-11区画線工  3-2-3-9区画線工 Ⅲ－4 

第13節 付帯道路施設工 8-1-13-3道路付属物工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

   

8-1-13-4小型標識工 
  

3-2-3-6小型標識工 

 

Ⅲ－4 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  

 【第８編 砂防編】 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第2章 流路    

第4節 流路護岸工 8-2-4-4基礎工（護岸）  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

  8-2-4-5コンクリート擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  8-2-4-6ブロック積擁壁工  3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  8-2-4-7石積擁壁工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  8-2-4-8護岸付属物工  6-1-7-4護岸付属物工 Ⅲ－27 

  8-2-4-9植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

第5節 床固め工 8-2-5-4床固め本体工  8-1-8-4コンクリート堰堤本
体工 

Ⅲ－35 

  8-2-5-5垂直壁工  8-1-8-4コンクリート堰堤本
体工 

Ⅲ－35 

  8-2-5-6側壁工  8-1-8-6コンクリート側壁工 Ⅲ－35 

  8-2-5-7水叩工  8-1-8-8水叩工 Ⅲ－35 

  8-2-5-8魚道工   Ⅲ－36 

第6節 根固め・水制工 8-2-6-4根固めブロック工  3-2-3-17根固めブロック工 Ⅲ－6 

  8-2-6-6捨石工  3-2-3-19捨石工 Ⅲ－6 

  8-2-6-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  かごマット 3-2-3-32かごマット工 Ⅲ－8 

第7節 流路付属物設置工 8-2-7-2階段工  3-2-3-22階段工 Ⅲ－7 

  8-2-7-3防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

第3章 斜面対策    

第4節 法面工 8-3-4-2植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  8-3-4-3吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  8-3-4-4法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  8-3-4-5かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  8-3-4-6アンカー工（プレキ
ャストコンクリート板） 

 3-2-14-6アンカー工 Ⅲ－25 

  8-3-4-7抑止アンカー工  3-2-14-6アンカー工 Ⅲ－25 

 
 
8-3-4-6、7鉄筋挿入工 

  Ⅲ－36 

第5節 擁壁工 8-3-5-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  8-3-5-4場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  8-3-5-5プレキャスト擁壁工  3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

Ⅲ－26 

  8-3-5-6補強土壁工   
3-2-15-3補強土壁工 

Ⅲ－ 
26 

  8-3-5-7井桁ブロック工  3-2-15-4井桁ブロック工 Ⅲ－26 

  8-3-5-8落石防護工  10-1-11-5落石防護柵工 Ⅲ－38 

第6節 山腹水路工 8-3-6-3山腹集水路・排水路
工 

 3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  8-3-6-4山腹明暗渠工   Ⅲ－36 

  8-3-6-5山腹暗渠工 
 

3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－8 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第6節 山腹水路工 8-3-6-6現場打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  8-3-6-7集水桝工  3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

第7節 地下水排除工 8-3-7-4集排水ボーリング工   Ⅲ－36 

  8-3-7-5集水井工   Ⅲ－36 

第8節 地下水遮断工 8-3-8-3場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  8-3-8-4固結工  3-2-7-9固結工 Ⅲ－21 

  8-3-8-5矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

第9節 抑止杭工 8-3-9-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  8-3-9-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  8-3-9-5シャフト工（深礎
工） 

 3-2-4-6深礎工 Ⅲ－9 

  8-3-9-6合成杭工   Ⅲ－36 

第4章 急傾斜地崩壊対策    

第5節 擁壁工 8-4-5-3現場打擁壁工  3-2-15-1現場打擁壁工 Ⅲ－26 

  8-4-5-4落石防護工  10-1-11-5落石防護柵工 Ⅲ－43 

  8-4-5-5井桁ブロック工  3-2-15-4井桁ブロック工 Ⅲ－26 

  8-4-5-6既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  8-4-5-7プレキャスト擁壁工  3-2-15-2プレキャスト擁壁

工 
Ⅲ－26 

  8-4-5-8補強土壁工   
3-2-15-3補強土壁工 

Ⅲ－ 
26 

  8-4-5-9土留・仮締切工 H鋼杭 

鋼矢板 

3-2-10-5土留・仮締切工 

（H鋼杭・鋼矢板） 
Ⅲ－21 

   アンカー工 3-2-10-5土留・仮締切工 

（アンカー工） 
Ⅲ－21 

   連節ブロック張り工 3-2-10-5土留・仮締切工 

（連節ブロック工） 
Ⅲ－21 

   締切盛土 3-2-10-5土留・仮締切工 

（締切盛土） 
Ⅲ－22 

   中詰盛土 3-2-10-5土留・仮締切工 

（中詰盛土） 
Ⅲ－22 

第6節 法面工 8-4-6-2植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  8-4-6-3吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  8-4-6-4法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  8-4-6-5かご工 じゃかご 3-2-3-27かご工 

（じゃかご工） 
Ⅲ－7 

 

   ふとんかご 3-2-3-27かご工 

（ふとんかご） 
Ⅲ－7 

   かごマット 3-2-3-32 
かごマット工 Ⅲ－8 

第7節 抑止杭工 8-4-7 既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

      

      

  8-4-7 場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  8-4-7         シャフ
ト工（深礎工） 

 3-2-4-6深礎工 Ⅲ－9 

  8-4-7 合成杭工  8-3-9-6合成杭工 Ⅲ－36 

      

      



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引   
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第1章 コンクリートダム    

第4節 ダムコンクリート工 
9-1-4コンクリートダム工 
（本体） 

  Ⅲ－41 

  9-1-4コンクリートダム工 
（水叩） 

  Ⅲ－41 

  9-1-4コンクリートダム工 
（副ダム） 

  Ⅲ－41 

  9-1-4コンクリーダム工 

（導流壁） 

  Ⅲ－41 

第2章 フィルダム    
第4節 盛立工 9-2-4-5コアの盛立   Ⅲ－41 

  9-2-4-6フィルターの盛立   Ⅲ－41 

  9-2-4-7ロックの盛立   Ⅲ－42 

  9-2フィルダム（洪水吐）   Ⅲ－42 

第3章 基礎グラウチング    
第3節 ボーリング工 9-3-3ボーリング工   Ⅲ－42 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  

 【第 10 編 道路編】 

 

620  

章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第1章 道路改良    
第3節 工場製作工 10-1-3-2遮音壁支柱製作工 遮音壁支柱製作工  Ⅲ－43 

  工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第5節 法面工 10-1-5-2植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  10-1-5-3法面吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  10-1-5-4法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  10-1-5-6アンカー工  3-2-14-6アンカー工 Ⅲ－25 

  10-1-5-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  10-1-5-8ポット苗植栽工 
 3-2-3-34ポット苗植栽工 Ⅲ－8 

第7節 擁壁工 10-1-7-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  10-1-7-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  10-1-7-5場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  10-1-7-6プレキャスト擁壁
工 

 3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

Ⅲ－26 

  10-1-7-7補強土壁工 補強土（テールアルメ） 
壁工法 

 
3-2-15-3補強土壁工 

Ⅲ－ 
26 

  多数アンカー式補強土工
法 

 
3-2-15-3補強土壁工 

Ⅲ－ 
26 

  ジオテキスタイルを用い
た補強土工法 

 
3-2-15-3補強土壁工 

Ⅲ－ 
26 

  10-1-7-8井桁ブロック工  3-2-15-4井桁ブロック工 Ⅲ－26 

第8節 石・ブロック積（張）工 10-1-8-3コンクリートブ
ロック工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  10-1-8-4石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

第9節 カルバート工 10-1-9-4既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  10-1-9-5場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  10-1-9-6場所打函渠工   Ⅲ－43 

  10-1-9-7プレキャストカル
バート工 

 3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

Ⅲ－8 

第10節 排水構造物工（小型水路
工） 

10-1-10-3側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-1-10-4管渠工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-1-10-5集水桝・マンホー
ル工 

 3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  10-1-10-6地下排水工  3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－8 

  10-1-10-7場所打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  10-1-10-8排水工（小段排
水・縦排水） 

 3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

第11節 落石雪害防止工 10-1-11-4落石防止網工   Ⅲ－43 

  10-1-11-5落石防護柵工   Ⅲ－43 

  10-1-11-6防雪柵工   Ⅲ－43 

  10-1-11-7雪崩予防柵工   Ⅲ－43 

第12節 遮音壁工 10-1-12-4遮音壁基礎工   Ⅲ－43 

   

 
 

10-1-12-5遮音壁本体工 

   

 
 

Ⅲ－44 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第2章 舗装    

第4節 舗装工 10-2-4-5アスファルト舗装
工 

 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅲ－11 

  10-2-4-6半たわみ性舗装工  3-2-6-8半たわみ性舗装工 Ⅲ－12 

  10-2-4-7排水性舗装工  3-2-6-9排水性舗装工 Ⅲ－14 

  10-2-4-8透水性舗装工  3-2-6-10透水性舗装工 Ⅲ－15 

  10-2-4-9グースアスファル
ト舗装工 

 3-2-6-11グースアスファル
ト舗装工 

Ⅲ－15 

  10-2-4-10コンクリート舗装
工 

 3-2-6-12コンクリート舗装
工 

Ⅲ－16 

  10-2-4-11薄層カラー舗装工  3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 

  10-2-4-12ブロック舗装工  3-2-6-14ブロック舗装工 Ⅲ－19 

  10-2-4歩道路盤工   Ⅲ－44 

  10-2-4取合舗装路盤工   Ⅲ－44 

  10-2-4路肩舗装路盤工   Ⅲ－44 

  10-2-4歩道舗装工   Ⅲ－44 

  10-2-4取合舗装工   Ⅲ－44 

  10-2-4路肩舗装工   Ⅲ－44 

  10-2-4表層工   Ⅲ－44 

第5節 排水構造物工（路面排水
工） 

10-2-5-3側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

 10-2-5-4管渠工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-2-5-5集水桝（街渠
桝）・マンホール工 

 3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  10-2-5-6地下排水工  3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－8 

  10-2-5-7場所打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  10-2-5-8排水工（小段排
水・縦排水） 

 3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-2-5-9排水性舗装用路肩
排水工 

  Ⅲ－44 

第6節 縁石工 10-2-6-3縁石工  3-2-3-5縁石工 Ⅲ－4 

第7節 踏掛版工 10-2-7-4踏掛版工 コンクリート工  Ⅲ－44 

  ラバーシュー  Ⅲ－44 

  アンカーボルト  Ⅲ－44 

第8節 防護柵工 10-2-8-3路側防護柵工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  10-2-8-4防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  10-2-8-5ボックスビーム工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  10-2-8-6車止めポスト工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

第9節 標識工 10-2-9-3小型標識工  3-2-3-6小型標識工 Ⅲ－4 

  10-2-9-4大型標識工 標識基礎工  Ⅲ－44 

  標識柱工  Ⅲ－45 

第10節 区画線工 10-2-10-2区画線工  3-2-3-9区画線工 Ⅲ－4 

第12節 道路付属施設工 10-2-12-4道路付属物工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

  10-2-12-5ケーブル配管工   Ⅲ－45 

  ハンドホール  Ⅲ－45 

  10-2-12-6照明工 照明柱基礎工  Ⅲ－45 

  10-2-12-7組立歩道工   Ⅲ－45 

   支柱基礎工  Ⅲ－45 

第13節 橋梁付属物工 10-2-13-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 索引  
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第3章 橋梁下部    
第3節 工場製作工 10-3-3-2刃口金物製作工  3-2-12-1刃口金物製作工 Ⅲ－23 

  10-3-3-3鋼製橋脚製作工   Ⅲ－46 

  10-3-3-4アンカーフレーム
製作工 

 3-2-12-8アンカーフレーム
製作工 

Ⅲ－24 

  10-3-3-5工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第6節 橋台工 10-3-6-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  10-3-6-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  10-3-6-5深礎工  3-2-4-6深礎工 Ⅲ－9 

  10-3-6-6オープンケーソン
基礎工 

 3-2-4-7オープンケーソン基
礎工 

Ⅲ－10 

  10-3-6-7ニューマチック
ケーソン基礎工 

 3-2-4-8ニューマッチクケー
ソン基礎工 

Ⅲ－10 

  10-3-6-8橋台躯体工   Ⅲ－46 

第7節 ＲＣ橋脚工 10-3-7-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  10-3-7-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  10-3-7-5深礎工  3-2-4-6深礎工 Ⅲ－9 

  10-3-7-6オープンケーソン
基礎工 

 3-2-4-7オープンケーソン基
礎工 

Ⅲ－10 

  10-3-7-7ニューマチック
ケーソン基礎工 

 3-2-4-8ニューマッチクケー
ソン基礎工 

Ⅲ－10 

  10-3-7-8鋼管矢板基礎工  3-2-4-9鋼管矢板基礎工 Ⅲ－10 

  10-3-7-9橋脚躯体工 張出式  Ⅲ－46 

  ラーメン式  Ⅲ－46 

第8節 鋼製橋脚工 10-3-8-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  10-3-8-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  10-3-8-5深礎工  3-2-4-6深礎工 Ⅲ－9 

  10-3-8-6オープンケーソン
基礎工 

 3-2-4-7オープンケーソン基
礎工 

Ⅲ－10 

  10-3-8-7ニューマチック
ケーソン基礎工 

 3-2-4-8ニューマッチクケー
ソン基礎工 

Ⅲ－10 

  10-3-8-8鋼管矢板基礎工  3-2-4-9鋼管矢板基礎工 Ⅲ－10 

  10-3-8-9橋脚フーチング工 Ｉ型・Ｔ型  Ⅲ－46 

  門型  Ⅲ－46 

  10-3-8-10橋脚架設工 Ｉ型・Ｔ型  Ⅲ－46 

  門型  Ⅲ－46 

  10-3-8-11現場継手工   Ⅲ－47 

  10-3-8-12現場塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

第9節 護岸基礎工 10-3-9-3基礎工  3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅲ－9 

  10-3-9-4矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

      

第10節 矢板護岸工 10-3-10-4矢板工  3-2-3-4矢板工 Ⅲ－4 

第11節 法覆護岸工 10-3-11-2コンクリートブ
ロック工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  10-3-11-3護岸付属物工  6-1-7-4護岸付属物工 Ⅲ－27 

  10-3-11-4緑化ブロック工  3-2-5-4緑化ブロック工 Ⅲ－11 

  10-3-11-5環境護岸ブロック
工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 Ⅲ－10 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第11節 法覆護岸工 10-3-11-6石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

  10-3-11-7法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  10-3-11-8多自然型護岸工 巨石張り 3-2-3-26巨石張り、巨石積み Ⅲ－7 

  巨石積み 3-2-3-26巨石張り、巨石積み Ⅲ－7 

  かごマット 3-2-3-32かごマット工 Ⅲ－8 

  10-3-11-9吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  10-3-11-10植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  10-3-11-11覆土工  1-2-3-5法面整形工 Ⅲ－2 

  10-3-11-12羽口工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  かご枠 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

  連節ブロック張り 3-2-5-3連節ブロック張り Ⅲ－10 

第12節 擁壁護岸工 10-3-12-3場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  10-3-12-4プレキャスト擁壁
工 

 3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

Ⅲ－26 

第4章 鋼橋上部    
第3節 工場製作工 10-4-3-3桁製作工  3-2-12-3桁製作工 Ⅲ－23 

  10-4-3-4検査路製作工  3-2-12-4検査路製作工 Ⅲ－23 

  10-4-3-5鋼製伸縮継手製作
工 

 3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅲ－23 

  10-4-3-6落橋防止装置製作
工 

 3-2-12-6落橋防止装置製作
工 

Ⅲ－24 

  10-4-3-7鋼製排水管製作工  3-2-12-10鋼製排水管製作工 Ⅲ－24 

  10-4-3-8橋梁用防護柵製作
工 

 3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工 

Ⅲ－24 

  10-4-3-9橋梁用高欄製作工   Ⅲ－47 

  10-4-3-10横断歩道橋製作工  3-2-12-3桁製作工 Ⅲ－23 

  10-4-3-11鋳造費  3-2-12-1鋳造費 Ⅲ－22 

  10-4-3-12アンカーフレーム
製作工 

 3-2-12-8アンカーフレーム
製作工 

Ⅲ－24 

  10-4-3-13工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第5節 鋼橋架設工 10-4-5-4架設工（クレーン架
設） 

 3-2-13-1架設工（クレーン架
設） 

Ⅲ－24 

  10-4-5-5架設工（ケーブルク
レーン架設） 

 3-2-13-1架設工（ケーブルク
レーン架設） 

Ⅲ－24 

  10-4-5-6架設工（ケーブルエ
レクション架設） 

 3-2-13-1架設工（ケーブルエ
レクション架設） 

Ⅲ－24 

  10-4-5-7架設工（架設桁架
設） 

 3-2-13-1架設工（架設桁架
設） 

Ⅲ－24 

  10-4-5-8架設工（送出し架
設） 

 3-2-13-1架設工（送出し架
設） 

Ⅲ－24 

  10-4-5-9架設工（トラベラ
ークレーン架設） 

 3-2-13-1架設工（トラベラ
ークレーン架設） 

Ⅲ－24 

  10-4-5-10支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

第6節 橋梁現場塗装工 10-4-6-3現場塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

第7節 床版工 10-4-7-2床版工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第8節 橋梁付属物工 10-4-8-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  10-4-8-3落橋防止装置工   Ⅲ－47 

  10-4-8-5地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  10-4-8-6橋梁用防護柵工  6-4-12-5橋梁用防護柵工 Ⅲ－28 

  10-4-8-7橋梁用高欄工  6-4-12-6橋梁用高欄工 Ⅲ－28 

  10-4-8-8検査路工  6-4-12-7検査路工 Ⅲ－28 

第9節 歩道橋本体工 10-4-9-3既製杭工  3-2-4-4既製杭工 Ⅲ－9 

  10-4-9-4場所打杭工  3-2-4-5場所打杭工 Ⅲ－9 

  10-4-9-5橋脚フーチング工 Ｉ型 10-3-8-9橋脚フーチング工 Ⅲ－46 

  Ｔ型 10-3-8-9橋脚フーチング工 Ⅲ－46 

  10-4-9-6歩道橋（側道橋） 

架設工 
 3-2-13-1架設工（鋼橋） Ⅲ－24 

  10-4-9-7現場塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

第5章 コンクリート橋上部    

第3節 工場製作工 10-5-3-2プレビーム用桁製
作工 

 3-2-12-9プレビーム用桁製
作工 

Ⅲ－24 

  10-5-3-3橋梁用防護柵製作
工 

 3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工 

Ⅲ－24 

  10-5-3-4鋼製伸縮継手製作
工 

 3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工 

Ⅲ－23 

  10-5-3-5検査路製作工  3-2-12-4検査路製作工 Ⅲ－23 

  10-5-3-6工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

  10-5-3-7鋳造費  3-2-12-1鋳造費 Ⅲ－22 

第5節 ＰＣ橋工 10-5-5-2プレテンション桁
製作工（購入工） 

けた橋 3-2-3-12プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  スラブ橋 3-2-3-12プレテンション桁
製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  10-5-5-3ポストテンション
桁製作工 

 3-2-3-13ポストテンション
桁製作工 

Ⅲ－5 

  10-5-5-4プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

 3-2-3-14プレキャストセグ
メント製作工（購入工） 

Ⅲ－5 

  10-5-5-5プレキャストセグ
メント主桁組立工 

 3-2-3-14プレキャストセグ
メント主桁組立工 

Ⅲ－5 

  10-5-5-6支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-5-5-7架設工（クレーン架
設） 

 3-2-13-1架設工（クレーン架
設） 

Ⅲ－24 

  10-5-5-8架設工（架設桁架
設） 

 3-2-13-1架設工（架設桁架
設） 

Ⅲ－24 

  10-5-5-9床版・横組工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 

  10-5-5-10落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－47 

第6節 プレビーム桁橋工 10-5-6-2プレビーム桁製作
工（現場） 

  Ⅲ－47 

  10-5-6-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-5-6-4架設工（クレーン架
設） 

 3-2-13-1架設工（クレーン架
設） 

Ⅲ－24 

  10-5-6-5架設工（架設桁架
設） 

 3-2-13-1架設工（架設桁架
設） 

Ⅲ－24 

  10-5-6-6床版・横組工  3-2-18-1床版工 Ⅲ－26 

  10-5-6-9落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工 

Ⅲ－47 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第7節 ＰＣホロースラブ橋工 10-5-7-2架設支保工（固
定） 

 3-2-13-1架設工 
Ⅲ－24 

  10-5-7-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-5-7-4ＰＣホロースラブ
製作工 

 3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅲ－6 

  10-5-7-5落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工 

Ⅲ－47 

第8節 ＲＣホロースラブ橋工 10-5-8-2架設支保工（固
定） 

 3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

  10-5-8-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-5-8-4ＲＣ場所打ホロー
スラブ製作工 

 3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅲ－6 

  10-5-8-5落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－47 

第9節 ＰＣ版桁橋工 10-5-9-2ＰＣ版桁製作工  3-2-3-15ＰＣホロースラブ
製作工 

Ⅲ－6 

第10節 ＰＣ箱桁橋工 10-5-10-2架設支保工（固
定） 

 3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

  10-5-10-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-5-10-4ＰＣ箱桁製作工  3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 Ⅲ－6 

  10-5-10-5落橋防止装置工   
10-4-8-3落橋防止装置工

Ⅲ－47 

第11節 ＰＣ片持箱桁橋工 10-5-11-2ＰＣ片持箱桁製作
工 

 3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 Ⅲ－6 

  10-5-11-3支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-5-11-4架設工（片持架
設） 

 3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

第12節 ＰＣ押出し箱桁橋工 10-5-12-2ＰＣ押出し箱桁製
作工 

 3-2-3-16ＰＣ押出し箱桁製
作工 

Ⅲ－6 

  10-5-12-3架設工（押出し架
設） 

 3-2-13-1架設工 Ⅲ－24 

第13節 橋梁付属物工 10-5-13-2伸縮装置工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  10-5-13-4地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  10-5-13-5橋梁用防護柵工  6-4-12-5橋梁用防護柵工 Ⅲ－28 

  10-5-13-6橋梁用高欄工  6-4-12-6橋梁用高欄工 Ⅲ－28 

  10-5-13-7検査路工  6-4-12-7検査路工 Ⅲ－28 

第6章 トンネル（ＮＡＴＭ）    
第3節 掘削工 10-6-3-2掘削工   Ⅲ－47 

第4節 支保工 10-6-4-3吹付工   Ⅲ－47 

  10-6-4-4ロックボルト工   Ⅲ－48 

  10-6-4-5鋼製支保工  10-6-4-4ロックボルト工 Ⅲ－48 

第5節 覆工 10-6-5-3覆工コンクリート
工 

  Ⅲ－48 

  10-6-5-4側壁コンクリート
工 

 10-6-5-3覆工コンクリート
工 

Ⅲ－48 

  10-6-5-5床版コンクリート
工 

  Ⅲ－48 

  10-6-5-6トンネル防水工   Ⅲ－48 

第6節 インバート工 10-6-6-4インバート本体工   Ⅲ－48 

第7節 坑内付帯工 10-6-7-5地下排水工   Ⅲ－48 

第8節 坑門工 10-6-8-4坑門本体工   Ⅲ－49 

  10-6-8-5明り巻工   Ⅲ－49 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第６A章 トンネル（矢板）    

第5節 覆工 10-6A-5-3覆工コンクリート   Ⅲ－49 

  10-6A-5-4床版コンクリート   Ⅲ－49 

第11章 共同溝    

第3節 工場製作工 10-11-3-3工場塗装工  3-2-12-11工場塗装工 Ⅲ－24 

第6節 現場打構築工 10-11-6-2現場打躯体工   Ⅲ－49 

  10-11-6-4カラー継手工   Ⅲ－49 

第6節 現場打構築工 10-11-6-5防水工 防水  Ⅲ－50 

  防水保護工  Ⅲ－50 

  防水壁  Ⅲ－50 

第7節 プレキャスト構築工 10-11-7-2プレキャスト躯体
工 

  Ⅲ－50 

第12章 電線共同溝    

第5節 電線共同溝工 10-12-5-2管路工（管路部）   Ⅲ－50 

  10-12-5-3プレキャストボッ
クス工（特殊部） 

  Ⅲ－50 

  10-12-5-4現場打ちボックス
工（特殊部） 

  Ⅲ－51 

第6節 付帯設備工 10-12-6-2ハンドホール工   Ⅲ－51 

第13章 情報ボックス工    

第3節 情報ボックス工 10-13-3-4管路工（管路部）  10-12-5-2管路工（管路部） Ⅲ－50 

第4節 付帯設備工 10-13-4-2ハンドホール工  10-12-6-2ハンドホール工 Ⅲ－51 

第14章 道路維持    
第4節 舗装工 10-14-4-3路面切削工  3-2-6-15路面切削工 Ⅲ－20 

  10-14-4-4舗装打換え工  3-2-6-16舗装打換え工 Ⅲ－20 

  10-14-4-5切削オーバーレイ
工 

  Ⅲ－51 

  10-14-4-6オーバーレイ工  3-2-6-17オーバーレイ工 Ⅲ－20 

  10-14-4-7路上再生工   Ⅲ－51 

  10-14-4-8薄層カラー舗装工  3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 

  10-14-4-11グルービング工   Ⅲ－51 

第5節 排水構造物工 10-14-5-3側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-14-5-4管渠工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-14-5-5集水桝・マンホー
ル工 

 3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  10-14-5-6地下排水工  3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－8 

  10-14-5-7場所打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  10-14-5-8排水工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第6節 防護柵工 10-14-6-3路側防護柵工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  10-14-6-4防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  10-14-6-5ボックスビーム工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  10-14-6-6車止めポスト工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

第7節 標識工 10-14-7-3小型標識工  3-2-3-6小型標識工 Ⅲ－4 

  10-14-7-4大型標識工  10-2-9-4大型標識工 Ⅲ－44 

第8節 道路付属施設工 10-14-8-4道路付属物工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

  10-14-8-5ケーブル配管工  10-2-12-5ケーブル配管工 Ⅲ－45 

  10-14-8-6照明工  10-2-12-6照明工 Ⅲ－45 

第10節 擁壁工 10-14-10-3場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  10-14-10-4プレキャスト擁
壁工 

 3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

Ⅲ－26 

第11節 石・ブロック積（張）工 10-14-11-3コンクリートブ
ロック工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  10-14-11-4石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

第12節 カルバート工 10-14-12-4場所打函渠工  10-1-9-6場所打函渠工 Ⅲ－43 

  10-14-12-5プレキャストカ
ルバート工 

 3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

Ⅲ－8 

第13節 法面工 10-14-13-2植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  10-14-13-3法面吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  10-14-13-4法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  10-14-13-6アンカー工  3-2-14-6アンカー工 Ⅲ－25 

  10-14-13-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第15節 橋梁付属物工 10-14-15-2伸縮継手工  3-2-3-24伸縮装置工 Ⅲ－7 

  10-14-15-4地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  10-14-15-5橋梁用防護柵工  6-4-12-5、6橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 

Ⅲ－28 

  10-14-15-6橋梁用高欄工  6-4-12-5、6橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 

Ⅲ－28 

  10-14-15-7検査路工  6-4-12-7検査路工 Ⅲ－28 

第17節 現場塗装工 10-14-17-6コンクリート面
塗装工 

 3-2-3-11コンクリート面塗
装工 

Ⅲ－5 

第16章  道路修繕    
第3節 工場製作工 10-16-3-4桁補強材製作工   Ⅲ－51 

  10-16-3-5落橋防止装置製作
工 

 3-2-12-6落橋防止装置製作
工 

Ⅲ－24 

第5節 舗装工 10-16-5-3路面切削工  3-2-6-15路面切削工 Ⅲ－20 

  10-16-5-4舗装打換え工  3-2-6-16舗装打換え工 Ⅲ－20 

  10-16-5-5切削オーバーレイ
工 

 10-14-4-5切削オーバーレイ
工 

Ⅲ－51 

  10-16-5-6オーバーレイ工  3-2-6-17オーバーレイ工 Ⅲ－20 

  10-16-5-7路上再生工  10-14-4-7路上再生工 Ⅲ－51 

  10-16-5-8薄層カラー舗装工  

 

 

 

3-2-6-13薄層カラー舗装工 Ⅲ－18 
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章、節 条 枝番 準用する写真管理基準 頁 

第6節 排水構造物工 10-16-6-3側溝工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-16-6-4管渠工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

  10-16-6-5集水桝・マンホー
ル工 

 3-2-3-30集水桝工 Ⅲ－8 

  10-16-6-6地下排水工   3-2-3-29暗渠工 Ⅲ－8 

  10-16-6-7場所打水路工  3-2-3-29場所打水路工 Ⅲ－8 

  10-16-6-8排水工  3-2-3-29側溝工 Ⅲ－8 

第7節 縁石工 10-16-7-3縁石工  3-2-3-5縁石工 Ⅲ－4 

第8節 防護柵工 10-16-8-3路側防護柵工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  10-16-8-4防止柵工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

  10-16-8-5ボックスビーム工  3-2-3-8路側防護柵工 Ⅲ－4 

  10-16-8-6車止めポスト工  3-2-3-7防止柵工 Ⅲ－4 

第9節 標識工 10-16-9-3小型標識工  3-2-3-6小型標識工 Ⅲ－4 

  10-16-9-4大型標識工  10-2-9-4大型標識工 Ⅲ－45 

第10節 区画線工 10-16-10-2区画線工  3-2-3-9区画線工 Ⅲ－4 

第12節 道路付属施設工 10-16-12-4道路付属物工  3-2-3-10道路付属物工 Ⅲ－5 

  10-16-12-5ケーブル配管工  10-2-12-5ケーブル配管工 Ⅲ－45 

  10-16-12-6照明工  10-2-12-6照明工 Ⅲ－45 

第14節 擁壁工 10-16-14-3場所打擁壁工  3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅲ－26 

  10-16-14-4プレキャスト擁
壁工 

 3-2-15-2プレキャスト擁壁
工 

Ⅲ－26 

第15節 石・ブロック積（張）工 10-16-15-3コンクリートブ
ロック工 

 3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工 

Ⅲ－10 

  10-16-15-4石積（張）工  3-2-5-5石積（張）工 Ⅲ－11 

第16節 カルバート工 10-16-16-4場所打函渠工  10-1-9-6場所打函渠工 Ⅲ－43 

  10-16-16-5プレキャストカ
ルバート工 

 3-2-3-28プレキャストカル
バート工 

Ⅲ－8 

第17節 法面工 10-16-17-2植生工  3-2-14-2植生工 Ⅲ－25 

  10-16-17-3法面吹付工  3-2-14-3吹付工 Ⅲ－25 

  10-16-17-4法枠工  3-2-14-4法枠工 Ⅲ－25 

  10-16-17-6アンカー工  3-2-14-6アンカー工 Ⅲ－25 

  10-16-17-7かご工 じゃかご 3-2-3-27じゃかご Ⅲ－7 

  ふとんかご 3-2-3-27ふとんかご、かご枠 Ⅲ－7 

第18節 落石雪害防止工 10-16-18-4落石防止網工  10-1-11-4落石防止網工 Ⅲ－43 

  10-16-18-5落石防護柵工  10-1-11-5落石防護柵工 Ⅲ－43 

  10-16-18-6防雪柵工  10-1-11-6防雪柵工 Ⅲ－43 

  10-16-18-7雪崩予防柵工  10-1-11-7雪崩予防柵工 Ⅲ－43 

第20節 鋼桁工 10-16-20-3鋼桁補強工  10-16-3-4桁補強材製作工 Ⅲ－51 

第21節 橋梁支承工 10-16-21-3鋼橋支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

  10-16-21-4ＰＣ橋支承工  6-4-9-10支承工 Ⅲ－28 

第22節 橋梁付属物工 10-16-22-4落橋防止装置工   Ⅲ－52 

  10-16-22-6地覆工  6-4-12-4地覆工 Ⅲ－28 

  10-16-22-7橋梁用防護柵工  6-4-12-5橋梁用防護柵工 Ⅲ－28 

  10-16-22-8橋梁用高欄工  6-4-12-6橋梁用高欄工 Ⅲ－28 

  10-16-22-9検査路工  6-4-12-7検査路工 Ⅲ－28 

第25節 現場塗装工 10-16-25-3橋梁塗装工  3-2-3-31現場塗装工 Ⅲ－8 

  10-16-25-6コンクリート面
塗装工 

 3-2-3-11コンクリート面塗
装工 

Ⅲ－5 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１編 共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

１
共
通
編 

２
土
工 

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工 

２  掘削工 
 

土質等の判
別 

地質が変わる毎に１回 
〔掘削中〕 

 

法長 
※右のいず
れかで撮影
する。 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回  
〔掘削後〕 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）」による場合は１工事に

１回 

〔掘削後〕 

・ 出 来 ば え

の撮影 

・TS等の設

置状況と出

来形計測対

象点上のﾌﾟ

ﾘｽﾞﾑ設置状

況（ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

が必要な場

合のみ）が

わ か る よ う

に撮影 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案） 多点計測技術（面管理

の場合）における空中写真測量（ＵＡ

Ｖ）および地上写真測量」に基づき写

真測量に用いた画像を納品する場

合には、写真管理に代えることが出

来る。 

 

１
共
通
編 

２
土
工 

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工 

３  盛土工 巻出し厚 40ｍに１回 
〔巻出し時〕 

  

「TS・GNSSを用いた盛土の締固め
管理要領」における「締固め層厚分
布図」を提出する場合は写真不要 

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１
回 

〔締固め時〕 
法長 
幅 
※右のいず
れかで撮影
する。 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回 
〔施工後〕 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）」による場合は１工事に

１回 

〔施工後〕 

・ 出 来 ば え

の撮影 

・TS等の設

置状況と出

来形計測対

象点上のﾌﾟ

ﾘｽﾞﾑ設置状

況（ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

が必要な場

合のみ）が

わ か る よ う

に撮影 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案） 多点計測技術（面管理

の場合）」における空中写真測量

（UAV）および地上写真測量に基づ

き写真測量に用いた画像を納品する

場合には、写真管理に代えることが

出来る。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１編 共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

１
共
通
編 

２
土
工 

３
河

川

・

海

岸

・

砂

防

土

工 

４  盛土補強工 
（補強土（テールアルメ）壁工法）
（多数アンカー式補強土工法） 
（ジオテキスタイルを用いた補強土
工法） 

厚さ 
 
 
補強材の長
さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
〔施工後〕 

 
各段長さが変わる毎に１回 

〔施工後〕 

  

１
共
通
編 

２
土
工 

３
河

川

・

海

岸

・

砂

防

土

工 

５  法面整形工 
（盛土部） 

仕上げ状況 
厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回 
〔仕上げ時〕 

  

１
共
通
編 

２
土
工 

３
河

川

・

海

岸

・

砂

防

土

工 

６  堤防天端工 厚さ 200ｍに1回又は1施工箇所に2回 
［施工後］ 

  

幅 40ｍに1回又は1施工箇所に１回 
〔施工後〕 

  

１
共
通
編 

２
土
工 

４
道
路
土
工 

２  掘削工 
 

土質等の判
別 

地質が変わる毎に１回 
〔掘削中〕 

 

  

法長 
※右のいず
れかで撮影
する。 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回  
〔掘削後〕 

 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）」による場合は１工事に

１回 

〔掘削後〕 

・ 出 来 ば え

の撮影 

・TS等の設

置状況と出

来形計測対

象点上のﾌﾟ

ﾘｽﾞﾑ設置状

況（ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

が必要な場

合のみ）が

わ か る よ う

に撮影 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案） 多点計測技術（面管理

の場合）における空中写真測量

（UAV）および地上写真測量」に基づ

き写真測量に用いた画像を納品する

場合には、写真管理に代えることが

出来る。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１編 共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

１
共
通
編 

２
土
工 

４
道
路
土
工 

３ 
４ 

 路体盛土工 
路床盛土工 
埋戻工 

巻出し厚 40ｍ毎3層に１回近撮と全景 
 〔巻出し時〕 

  

「TS・GNSSを用いた盛土の締固め
管理要領」における「締固め層厚分
布図」を提出する場合は写真不要 

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１
回及び3層に1回近撮と全景 

〔締固め時〕 
法長 
幅 
※右のいず
れかで撮影
する。 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回  
〔施工後〕 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）」による場合は１工事に

１回 

〔施工後〕 

・ 出 来 ば え

の撮影 

・TS等の設

置状況と出

来形計測対

象点上のﾌﾟ

ﾘｽﾞﾑ設置状

況（ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

が必要な場

合のみ）が

わ か る よ う

に撮影 

「３次元計測技術を用いた出来形管

理要領（案）多点計測技術（面管理

の場合）における空中写真測量

（UAV）および地上写真測量」に基づ

き写真測量に用いた画像を納品する

場合には、写真管理に代えることが

出来る。 

 

１
共
通
編 

２
土
工 

４
道
路
土
工 

５  法面整形工 
（盛土部） 

仕上げ状況 
厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回 
〔仕上げ時〕 

  

１
共
通
編 

３
無
筋
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

７
鉄
筋
工 

４ １ 組立て 平均間隔 コンクリート打設毎に1回 
(重要構造物かつ主鉄筋について適
用) 

  

かぶり コンクリート打設毎に１回 
(重要構造物かつ主鉄筋について適
用) 

１
共
通
編 

３
無
筋
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

７
鉄
筋
工 

４ 2 組立て 
※新設のコンクリート構造物の内、
橋梁上部工事と下部工事 

非破壊試験 
（ 電 磁 誘 導
法 、 電 磁 波 
ﾚｰﾀﾞ法） 

試験毎に1回 
〔試験実施中〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

４  矢板工 
〔指定仮設・任意仮設は除く〕 
（鋼矢板） 
（軽量鋼矢板） 
（コンクリート矢板） 
（広幅鋼矢板） 
（可とう鋼矢板） 

根入長 40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
          〔打込前後〕 

  

変位 20ｍに１回又は１施工箇所に2回 
        〔打込後〕 

数量 全数量 
         〔打込後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

５  縁石工 
（縁石・アスカーブ） 

施工状況 １施工箇所に１回 
     〔施工中〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

６  小型標識工 基礎幅 
基礎高さ 
根入れ長 

基礎１基毎に１回 
       〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

７  防止柵工 
（立入防止柵） 
（転落（横断）防止柵） 
（車止めポスト） 

※基礎幅 
※基礎高さ 

10基に１回又は1施工箇所に2回 
（※印は現場打ち部分がある場
合） 

      〔施工後〕 
 

  

パイプ取付高 １施工箇所に１回 
      〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

８ 1 路側防護柵工 
（ガードレール） 

※基礎幅 
※基礎高さ 
※配筋状況 

40ｍに１回又は1施工箇所に2回 
（※印は現場打ち部分がある場
合） 

      〔施工後〕 

  

ビーム取付高 １施工箇所に１回  
      〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

８ 2 路側防護柵工 
（ガードケーブル） 

※基礎幅 
※基礎高さ 
※基礎延長 

基礎１基毎に１回 
（※印は現場打ち部分がある場
合） 

     〔施工後〕 

  

ケーブル取付高 １施工箇所に１回 
      〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

９  区画線工 材料使用量 全数量 
        〔施工前後〕 

  

施工状況 施工日に１回  
     〔施工前後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

10  道路付属物工 
（視線誘導標） 
（距離標） 

高さ １施工箇所に１回（種別毎） 
      〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

11  コンクリート面塗装工 材料使用量 
（塗料缶） 

全数量 
     〔使用前後〕 

  

素地調整状況 
（塗替） 

スパン毎、部材別 
     〔施工前後〕 

塗装状況 各層毎に１回 
     〔塗装後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

12 1 プレテンション桁製作工（購入工） 
（けた橋） 

断面の外形寸法 
橋桁のそり 
横方向の曲がり 

１スパンに１回 
     〔製作後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

12 2 プレテンション桁製作工（購入工） 
（スラブ橋） 

断面の外形寸法 
橋桁のそり 
横方向の曲がり 

１スパンに１回 
     〔製作後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

13  ポストテンション桁製作工 シース、PC 鋼材
配置状況 

桁毎に１回    
〔打設前〕 

  

幅（上） 
幅（下） 
高さ 

桁毎に１回 
  〔型枠取外し後〕 

中詰め及びグラ
ウト状況 

１スパンに１回 
     〔施工時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

14 1 プレキャストセグメント製作工（購
入工） 

断面の外形寸法 １スパンに１回  
     〔製作後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

14 2 プレキャストセグメント主桁組立工 組立状況 １スパンに１回 
     〔組立時〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

15  ＰＣホロースラブ製作工 
 

シース、PC 鋼材
配置状況 

桁毎に１回 
     〔打設前〕 

  

幅 
厚さ 

桁毎に１回 
  〔型枠取外し後〕 

中詰め及びグラ
ウト状況 

１スパンに１回 
     〔施工時〕 

 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

16 1 ＰＣ箱桁製作工 
 

シース、PC 鋼材
配置状況 

桁毎に１回 
   〔打設前〕 

  

幅（上） 
幅（下） 
高さ 

桁毎に１回 
   〔型枠取外し後〕 

内空幅 
内空高さ 

桁毎に１回 
   〔型枠設置後〕 

中詰め及びグラ
ウト状況 

１スパンに１回 
     〔施工時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

16 2 ＰＣ押出し箱桁製作工 シース、PC 鋼材
配置状況 

桁毎に１回 
   〔打設前〕 

  

幅（上） 
幅（下） 
高さ 

桁毎に１回 
   〔型枠取外し後〕 

内空幅 
内空高さ 

桁毎に１回 
   〔型枠設置後〕 

中詰め及びグラ
ウト状況 

１スパンに１回 
     〔施工時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

17  根固めブロック工 数量 全数量   

〔製作後〕 

  

ブロックの形状寸

法 

形状寸法変わる毎に１回 

     〔製作後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

18  沈床工 格子寸法 

厚さ 

割石状況 

幅 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

19  捨石工 幅 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回  

     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

22  階段工 

 

幅 

高さ 

長さ 

１施工箇所に１回 

     〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

24 1 伸縮装置工  

（ゴムジョイント） 

設置状況 １スパンに１回 

     〔設置後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

24 2  

伸縮装置工 

（鋼製フィンガージョイント） 

設置状況 １スパンに１回 

     〔設置後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

26 1 多自然型護岸工 

（巨石張り） 

（巨石積み） 

胴込裏込厚 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工中〕 

  

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回  

      〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

27 1 羽口工 

（じゃかご） 

法長 

厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

      〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

27 2 羽口工 

（ふとんかご） 

（かご枠） 

高さ 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

      〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

28  プレキャストカルバート工 
（プレキャストボックス工） 
（プレキャストパイプ工） 

据付状況 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
    〔施工中〕 

  

※幅 
※高さ 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
（※印は場所打ちのある場合） 

    〔埋戻し前〕 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

29 1 側溝工 

（プレキャストＵ型側溝） 

（Ｌ型側溝） 

（自由勾配側溝） 

（管渠） 

据付状況 40ｍに１回又は１施工箇所に１回 

     〔埋戻し前〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

29 2 側溝工 

(場所打水路工) 

 

厚さ 

幅 

高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回  

 〔型枠取外し後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

29 3 側溝工 

(暗渠工) 

幅 

深さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回  

      〔埋戻し前〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

30  集水桝工 厚さ 

幅 

高さ 

１施工箇所に１回 

  〔型枠取外し後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

31  現場塗装工 材料使用量 

（塗料缶） 

全数量 

    〔使用前後〕 

  

ケレン状況 

（塗替） 

スパン毎、部材別 

    〔施工前後〕 

塗装状況 各層毎１スパンに１回 

     〔塗装後〕 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

32  かごマット工 厚さ 

法長 
 
 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回  

      〔施工後〕 
 

 

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

３
共
通
的
工
種 

34  ポット苗植栽工 苗高 100本に1本、100本以下は3本 
〔搬入時、樹種毎〕 

 

柵高 
杭高 
打込角度 

40mに1回又は1施工箇所に2回 
〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

１  一般事項 
（切込砂利） 
（砕石基礎工） 
（割ぐり石基礎工） 
（均しコンクリート） 

幅 
厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
       〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

３ 1 基礎工（護岸） 
（現場打） 

幅 
高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
       〔型枠取外し後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

３ 2 基礎工（護岸） 
（プレキャスト） 

据付状況 40ｍに１回又は１施工箇所に2回  
       〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

３ 3 基礎工（護岸） 
（吊込基礎ブロック） 

ブロック寸法 20ケに1ケ、20ケ以下は2ケ 
〔製作後〕 

 
数量 全数 

〔製作後〕 
 

法線出入 40m毎に1回、40m以下は2回 
〔施工後〕  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

４ 1 既製杭工 
（既製コンクリート杭） 
（鋼管杭） 
（Ｈ鋼杭） 

偏心量 
根入長 
数量 

全数量 
     〔打込後〕 

  

杭頭処理状況 全数量 
  〔処理前、中、後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

４ 2 既製杭工 
（鋼管ソイルセメント杭） 

偏心量（鋼管 
杭・掘削心） 

１施工箇所に１回 
〔打込後〕 

 

根入長（鋼管 
杭、ロッド） 

１施工箇所に１回 
〔打込前〕 

数量、杭径（ソイ 
ルセメント柱径） 

全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭
頭処理後 

杭頭処理状況 １施工箇所に１回 
〔処理前、中、後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

５  場所打杭工 偏心量 
根入長 
数量、杭径 

全数量 
     〔打込後〕 

 

杭頭処理状況 全数量 
   〔処理前、中、後〕 

鉄筋組立状況 全数量 
     〔組立後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

６  深礎工 根入長 全数量  
       〔掘削後〕 

  

偏心量 
数量 
基礎径 

全数量  
      〔施工後〕 

ライナープレート
設置状況 

１施工箇所に１回 
        〔掘削後〕 

土質 土質の変わる毎に１回 
        〔掘削中〕 

鉄筋組立状況   全数量  
     〔組立後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

7  オープンケーソン基礎工 沓 １基毎に１回 
     〔据付後〕 

  

ｹｰｿﾝの長さ 
ｹｰｿﾝの幅 
ｹｰｿﾝの高さ 
ｹｰｿﾝの壁厚 
偏心量 
鉄筋組立状況 

１ロット毎に１回 
〔設置後及び型枠取外し後〕 

載荷状況 １基に１回 
〔載荷時〕 

封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ 
打設状況 
中埋状況 

１基に１回 
            〔施工時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

８  ニューマチックケーソン基礎工 沓 １基毎に１回      
〔据付後〕 

  

ｹｰｿﾝの長さ 
ｹｰｿﾝの幅 
ｹｰｿﾝの高さ 
ｹｰｿﾝの壁厚 
偏心量 
鉄筋組立状況 

１ロット毎に１回 
〔設置後及び型枠取外し後〕 

載荷状況 １基に１回       
〔載荷時〕 

封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ 
打設状況 
中埋状況 

１基に１回 
               〔施工時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

４
基
礎
工 

９  鋼管矢板基礎工 沓 １基毎に１回 
            〔据付後〕 

  

根入長 
偏心量 
鉄筋組立状況 

１基毎に１回 
            〔設置後〕 

載荷状況 １基に１回 
     〔載荷時〕 

封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ 
打設状況 
中埋状況 

１基に１回 
               〔施工時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

３ 1 コンクリートブロック工 
（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積） 
（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張り） 

厚さ(裏込) 
(胴込) 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
           〔施工中〕 

各断面変化点 
3m未満は上・下端 
3m以上は上・下端及び中位 

  

法長 
厚さ 
(ブロック積張) 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
           〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

３ 2 コンクリートブロック工 
（連節ブロック張り） 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に2回  
            〔施工後〕 
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－ 638 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

３ ３ コンクリートブロック工 
（天端保護ブロック） 

幅 40ｍに１回又は１施工箇所に2回  
       〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

４  緑化ブロック工 厚さ(裏込) 40ｍに１回又は１施工箇所に2回  
    〔施工中〕 

  

法長 
厚さ(ブロック) 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
     〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

５
石
・
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工 

５  石積（張）工 厚さ(裏込) 40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
     〔施工中〕 

  

法長 
厚さ(石積・張) 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
     〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

７ 1 アスファルト舗装工 
（下層路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」により「厚さあ
るいは標高較差」を管理する場合
は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案」による場合は
各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

７ 2 アスファルト舗装工 
（上層路盤工）  
粒度調整路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回」  

〔整正後〕 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

７ 3 アスファルト舗装工 
（上層路盤工） 
セメント（石灰）安定処理工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 1,000㎡に１回 
   〔整正後〕 

 
※コアを採取した場合は写真不要 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

７ 4 アスファルト舗装工 
（加熱アスファルト安定処理工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

７ 5 アスファルト舗装工 
（基層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

 
幅 各層毎40ｍに１回 

     〔整正後〕 
 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

７ 6 アスファルト舗装工 
（表層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

 
平坦性 １工事に１回 

〔実施中〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

８ 1 半たわみ性舗装工 
（下層路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
厚さ 各層毎 200ｍに１回 

     〔整正後〕 
 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

 〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回  

〔整正後〕 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

８ 2 半たわみ性舗装工 
（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎 200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」により「厚さあ
るいは標高較差」を管理する場合
は各層毎1工事に１回 

 〔整正後〕 
 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－12－2 

 
－ 640-2 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

８ 3 半たわみ性舗装工 
（上層路盤工） 
セメント（石灰）安定処理工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 1,000 ㎡に１回 
     〔整正後〕 

 
※コアを採取した場合は写真不要 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」、による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

        〔整正後〕 
 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

８ 4 半たわみ性舗装工 
（加熱アスファルト安定処理工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回  
    〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

        〔整正後〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－13 

 

－ 641 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

８ 5 半たわみ性舗装工 
（基層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

  幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
 
 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

８ 6 半たわみ性舗装工 
（表層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

 
浸透性ﾐﾙｸ注入
状況 

400ｍに１回 
     〔注入時〕 

 
平坦性 １工事１回 

     〔実施中〕 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

９ 1 排水性舗装工 
（下層路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
厚さ 各層毎 200ｍに１回 

〔整正後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

        〔整正後〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－13－1 

 
－ 641-1 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

９ 2 排水性舗装工 
（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
厚さ 各層毎200ｍに１回 

〔整正後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

９ 3 排水性舗装工 
（上層路盤工） 
セメント（石灰）安定処理工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
厚さ 1,000 ㎡に１回 

     〔整正後〕 
 

※コアを採取した場合は写真不要 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案」による場合は
各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－14 

 
－ 642 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

９ 4 排水性舗装工 
（加熱アスファルト安定処理工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回      
〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 
 

９ 5 排水性舗装工 
（基層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
      〔散布時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

９ 6 排水性舗装工 
（表層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、プラ
イムコート 

各層毎に１回 
      〔散布時〕 

平坦性 １工事１回 
     〔実施中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

10 1 透水性舗装工 
路盤工 
 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回    〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎 40ｍに１回  
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－15 

 

－ 643 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

10 2 透水性舗装工 
 
表層工 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
      〔散布時〕 

 
平坦性 １工事１回 

     〔実施中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

11 1 グースアスファルト舗装工 
（加熱アスファルト安定処理工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

11 2 グースアスファルト舗装工 
（基層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 
 
 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

11 3 グースアスファルト舗装工 
（表層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
      〔散布時〕 

平坦性 １工事１回 
     〔実施中〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－15－1 

 
－ 643-1 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 1 コンクリート舗装工 
（下層路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 

 〔整正後〕 
 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 2 コンクリート舗装工 
（粒度調整路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

  〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－16 

 
－ 644 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 3 コンクリート舗装工 
（セメント（石灰・瀝青）安定処理
工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
厚さ 1,000㎡に１回 

     〔整正後〕 
※コアを採取した場合は写真不要 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回」  

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 4 コンクリート舗装工 
（アスファルト中間層） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

 
幅 各層毎40ｍに１回 

     〔整正後〕 
 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回」  

〔整正後〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅲ－16－1 

 
－ 644-1 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 5 コンクリート舗装工 
（コンクリート舗装版工） 

石粉、 
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

  

スリップバー、 
タイバー寸法､ 
位置 
 

40ｍに１回 
     〔据付後〕 

鉄網寸法     
位置 
 

40ｍに１回 
     〔据付後〕 

平坦性 １工事１回 
〔実施中〕 

 
厚さ 各層毎200ｍに１回 

〔型枠据付後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

目地段差 １工事に１回 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 6 コンクリート舗装工 
（転圧コンクリート版工） 
下層路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
厚さ 各層毎200ｍに１回 

〔整正後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
     〔整正後〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 
〔整正後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 7 コンクリート舗装工 
（転圧コンクリート版工） 
粒度調整路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回  
    〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」により「厚さ
あるいは標高較差」を管理する場
合は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
     〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回 

       〔整正後〕 
 
 
 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 8 コンクリート舗装工 
（転圧コンクリート版工） 
セメント（石灰・瀝青）安定処理工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 1,000㎡に１回 
〔整正後〕 

 
※コアを採取した場合は写真不要 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」により「厚さあ
るいは標高較差」を管理する場合
は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 
 
 

幅 各層毎40ｍに１回 
〔整正後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎1工事に1回   

〔整正後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 9 コンクリート舗装工 
（転圧コンクリート版工）  
アスファルト中間層 

整正状況 400ｍに１回 
〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

 
幅 各層毎40ｍに１回 

〔整正後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 10 コンクリート舗装工 
（転圧コンクリート版工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

400ｍに１回 
     〔施工中〕 

 

  

厚さ 各層毎200ｍに１回 
〔型枠据付後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」により「厚さあ
るいは標高較差」を管理する場合
は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 

平坦性 １工事１回 
〔実施中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

12 11 コンクリート舗装工 
（連続鉄筋コンクリート舗装工） 
 

石粉 
プライムコート 

各層毎に１回 
〔散布時〕 

 

 

鉄筋寸法、位置 80mに１回          
〔据付時〕 

横拡張目地部 
ダウェルバー 
寸法、位置 
 

1施工箇所に１回 
〔据付後〕 

縦そり突合せ 
目地部・縦そり 
ダミー目地部タイ
バー寸法、位置 
 

80mに１回 
〔据付後〕 

平坦性 1工事に1回 
〔実施中〕 

厚さ 各層毎200mに１回 
〔型枠据付後〕 
〔スリップフォーム工法の場合は打
設前後〕 
 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」により「厚さあ
るいは標高較差」を管理する場合
は各層毎1工事に１回 

〔整正後〕 
 
 

目地段差 1工事に１回 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

13 1 薄層カラー舗装工 
（下層路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回     
〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回     
〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回     
〔整正後〕 

幅 各層毎40ｍに１回     〔整正
後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回 

〔整正後〕 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

13 2 薄層カラー舗装工 
（上層路盤工）  
粒度調整路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎200ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎40ｍに１回     〔整正後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回  

〔整正後〕 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

13 3 薄層カラー舗装工 
（上層路盤工） 
セメント（石灰）安定処理工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 1,000㎡に１回 
     〔整正後〕 

※コアを採取した場合は写真不要 
幅 各層毎40ｍに１回     〔整正後〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回  

〔整正後〕 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

13 4 薄層カラー舗装工 
（加熱アスファルト安定処理工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎400ｍに１回     
〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎400ｍに１回     
〔整正後〕 

幅 各層毎40ｍに１回     〔整正後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回  

      〔整正後〕 
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

13 5 薄層カラー舗装工 
（基層工） 

整正状況 400ｍに１回        〔整正後〕   

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕 

厚さ 1,000㎡に１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎40ｍに１回     〔整正
後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎1工事に1回  

 〔整正後〕 
 

 
 
 
 

Ⅲ－18－1 

 
－ 646-1 － 



３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

14 1 ブロック舗装工 
（下層路盤工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎 200ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎 40ｍに１回 
〔整正後〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案）」による場合
は各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

14 2 ブロック舗装工 
（上層路盤工） 
粒度調整路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎 200ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎 40ｍに１回     
〔整正後〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎 1 工事に 1 回 

〔整正後〕 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

14 3 ブロック舗装工 
（上層路盤工） 
セメント（石灰）安定処理工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
        〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 1,000 ㎡に１回        
〔整正後〕 

※コアを採取した場合は写真不要 
幅 各層毎 40ｍに１回     

〔整正後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎 1 工事に 1 回  

〔整正後〕 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

14 4 ブロック舗装工 
（加熱アスファルト安定処理工） 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎 40ｍに１回     
〔整正後〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎 1 工事に 1 回 

 〔整正後〕 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

14 5 ブロック舗装工 
（基層工） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート 
プライムコート 

各層毎に１回 
     〔散布時〕  
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

15  路面切削工 厚さ（基準高） 
幅 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
       〔施工後〕 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領(案)」による場合は
各層毎 1 工事に 1 回     

 〔整正後〕 
 
 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 
 
 

16  舗装打換え工 幅 
延長 
厚さ 

各層毎１回/1 施工箇所 
     ［施工後］ 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

６
一
般
舗
装
工 

17  オーバーレイ工 平坦性 １施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎に１回 
      〔散布後〕 

整正状況 200ｍに１回 
      〔整正後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

２  路床安定処理工 施工厚さ 
幅 

40ｍに1回又は1施工箇所に2回 
          〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

３  置換工 置換厚さ 
幅 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
       〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

５  パイルネット工 厚さ 
幅 

40ｍに１回又は１施工箇所に1回 
    〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

６  サンドマット工 施工厚さ 
幅 

40ｍに1回又は1施工箇所に2回 
          〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

７ 
 
 
 
 

８ 

 バーチカルドレーン工 
（サンドドレーン工） 
（ペーパードレーン工） 
（袋詰式サンドドレーン工） 
 
締固め改良工 
（サンドコンパクションパイル工） 

打込長さ 
施工状況 

100m2に１回又は１施工箇所に１回 
   〔打込み前後、施工中〕 

  

杭径 
位置・間隔 

100m2に１回又は１施工箇所に１回 
         〔打込後〕 

砂の投入量 全数量 
         〔打込前後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

９ 1 固結工 
（粉末噴射攪拌工） 
（高圧噴射攪拌工） 
（スラリー攪拌工） 
（生石灰パイル工） 

位置・間隔 
杭径 

１施工箇所に１回 
     〔打込後〕 

  

深度 １施工箇所に１回 
     〔打込前後〕 

 ただし、（スラリー攪拌工）におい
て、「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）第8編 固結工（ス
ラリー撹拌工）・バーチカルドレ－ン
編」により出来形管理資料を提出す
る場合は、出来形管理に関わる写
真管理項目を省略できる。 
 

 

３

土

木

工

事

共

通 
編 

２

一

般

施

工 

７

地

盤

改

良

工 

９ 2 固結工 
（中層混合処理） 

施工厚さ 
幅 

1,000m3～4,000m3 につき 1 回、

又は施工延長 40m（測点間隔 25m
の場合は 50m）につき 1 回。 
［施工厚さ 施工中］ 
［幅 施工後］ 

 
ただし、「３次元計測技術を用いた

出来形管理要領（案）」により出来

形管理資料を提出する場合は、出

来形管理に関わる写真管理項目を

省略できる。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10
仮
設
工 

５ 1 土留・仮締切工 
（Ｈ鋼杭） 
（鋼矢板） 

変位 
根入長 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
            〔打込前後〕 

  

数量 全数量  
            〔打込後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ 2 土留・仮締切工 
（アンカー工） 

削孔深さ 全数量 
     〔削孔後〕 

  

配置誤差 全数量 
     〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ 3 土留・仮締切工 
（連節ブロック張り工） 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
            〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ 4 土留・仮締切工 
（締切盛土） 

天端幅 
法長 

40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
            〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

５ 5 土留・仮締切工 
（中詰盛土） 

施工状況 40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
         〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

９  地中連続壁工 
（壁式） 

連壁の長さ 
変位 

20ｍに１回又は１施工箇所に2回  
         〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

10  地中連続壁工 
（柱列式） 

連壁の長さ 
変位 

20ｍに１回又は１施工箇所に2回  
         〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

10 
仮 
設 
工 

22  法面吹付工   第３編２－14－３吹付工に準ずる   

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

１ 1 鋳造費 

（金属支承工） 

製作状況 適宜   

      〔製作中〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 
 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

１ 2 鋳造費 

（大型ゴム支承工） 

製作状況 適宜   

      〔製作中〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

１ 3 仮設材製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 

       〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜  

      〔製作中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

１ 4 刃口金物製作工 刃口高さ 

外周長 

１施工箇所に１回 

    〔仮組立時〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

３ 1 桁製作工 
（仮組立による検査を実施する場
合） 
（シミュレーション仮組立検査を行
う場合） 

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 
           〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜    
〔製作中〕 

仮組立寸法 
(撮影項目は適
宜) 

１橋に１回又は１工事に１回 
          〔仮組立時〕 

※シミュレーション仮組立検査の場
合は仮組立寸法を省略 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 
 
 

３ 2 桁製作工 
（仮組立検査を実施しない場合） 

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 
          〔原寸時〕 

 
 

  

製作状況 
  

適宜   
 〔製作中〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 
 

３ 3 桁製作工 
（鋼製堰堤製作工（仮組立時）） 

仮組立寸法 
(撮影項目は適
宜) 

１基に１回又は１工事に１回  
           〔仮組立時〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

４  検査路製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回  

      〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜    

〔製作中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

５  鋼製伸縮継手製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回   

      〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜    

〔製作中〕 

仮組立寸法 

（撮影項目は 

適宜） 

１橋に１回又は１工事に１回 

         〔仮組立時〕  
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

６  落橋防止装置製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回  

            〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜    

〔製作中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

７  橋梁用防護柵製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回  

      〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜   

      〔製作中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

８  アンカーフレーム製作工 仮組立寸法 

（撮影項目は適

宜） 

１橋に１回又は１工事に１回 

    〔仮組立時〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

９  プレビーム用桁製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回  

      〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜    

〔製作中〕 

仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回  

     〔仮組立時〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

10  鋼製排水管製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回  

      〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜   

      〔製作中〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

12
工
場
製
作
工 

11  工場塗装工 材料使用量 
（塗料缶） 

全数量 
        〔使用前後〕 

  

素地調整状況 
（塗替） 

部材別  
         〔施工前後〕 

塗装状況 各層毎に１回 
      〔塗装後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

13
橋
梁
架
設
工 

１ 

 

 架設工 

（クレーン架設） 

（ケーブルクレーン架設） 

（ケーブルエレクション架設） 

（架設桁架設） 

（送出し架設） 

（トラベラークレーン架設） 

架設状況 架設工法が変わる毎に１回   

      〔架設中〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

14
法
面
工 

２ 1 植生工 
（種子散布工） 
（張芝工） 
（筋芝工） 
（市松芝工） 
（植生シート工、植生マット工） 
（植生筋工） 
（人工張芝工） 
（植生穴工） 

材料使用量 １工事に１回 
     〔混合前〕 

  

土羽土の厚さ 40ｍに１回又は１施工箇所に2回 
       〔施工中〕 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に１回  
        〔施工後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

14 
法
面
工 

２ 2 植生工 
（植生基材吹付工） 
（客土吹付工） 

清掃状況 200㎡に１回又は１施工箇所に2回 
       〔清掃後〕 

  

ラス鉄網の重ね
合せ寸法 

200㎡に１回又は１施工箇所に2回 
       〔吹付前〕 

厚さ（検測孔） 200㎡に１回又は１施工箇所に2回 
       〔吹付後〕 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に１回 
       〔施工後〕 

材料使用量 １工事に１回 
     〔混合前〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

14
法
面
工 

３  吹付工 
（コンクリート） 
（モルタル） 

清掃状況 200㎡に１回又は１施工箇所に2回 
       〔清掃後〕 

  

ラス鉄網の重ね
合せ寸法 

200㎡に１回又は１施工箇所に2回 
       〔吹付前〕 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に１回  
         〔施工後〕 

厚さ（検測孔） 200㎡に１回又は１施工箇所に2回  
          〔吹付後〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

14
法
面
工 

４ 1 法枠工 
（現場打法枠工） 
（現場吹付法枠工） 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に１回 
       〔施工後〕 

  

幅、 
高さ、 
枠中心間隔 

枠延長100ｍに１回又は１施工箇所
に１回  

          〔施工後〕 
 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」に基づき写
真測量に用いた画像を納品する場
合には、写真管理に代えることが出
来る。 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

14
法
面
工 

４ 2 法枠工 
（プレキャスト法枠工） 

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に１回  
          〔施工後〕 

  
３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

14
法
面
工 

６  アンカー工 
 

削孔深さ 全数 
     〔削孔後〕 

  

配置誤差 全数 
     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第３編 土木工事共通編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

15
擁
壁
工 

１  場所打擁壁工 裏込厚さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
     〔施工中〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」による場合
は 1 工事に 1 回 
 

  

厚さ 
幅 
高さ 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
    〔型枠取外し後〕 

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」による場合
は 1 工事に 1 回 
〔型枠取外し後〕 
 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

15
擁
壁
工 

２  プレキャスト擁壁工 据付状況 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔埋戻し前〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

15
擁
壁
工 

３  補強土壁工               
（補強土（テールアルメ）壁工
法）               （多数
アンカー式補強土工法）        
（ジオテキスタイルを用いた補強土
工法） 
     
 

高さ 
 
 
鉛直度 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 
     〔施工後〕 

 
  

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

15
擁
壁
工 

４  井桁ブロック工 裏込厚さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
     〔施工中〕 

  

法長 
厚さ 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
    〔埋戻し前〕 

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

16
浚
渫
工 

３  浚渫船運転工 

（ポンプ浚渫船） 

（グラブ船） 

（バックホウ浚渫船） 

運転状況 １施工箇所に１回 

     〔施工後〕 

  

３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

18
床
版
工 

１  床版工・横組工 幅 

厚さ 

鉄筋の有効高さ 

鉄筋のかぶり 

鉄筋間隔 

１スパンに１回 

    〔打設前後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第６編 河川編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

６
河
川
編 

１
築
堤
・
護
岸 
 

７
法
覆
護
岸
工 

４   護岸付属物工 幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

６
河
川
編 

１
築
堤
・
護
岸 
 

10
水
制
工 

８   杭出し水制工 径 
杭長 

１施工箇所に１回 
    〔打込み前〕 

  

幅 
方向 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

６
河
川
編 

１
築
堤
・
護
岸 

13 ３  配管工 配管状況 100ｍに 1 回又は 1 施工箇所に 1 回 
〔施工後〕 

 
光
ケ
ー
ブ
ル
配
管
工 

６
河
川
編 

１
築
堤
・
護
岸 

13 ４  ハンドホール工 厚さ 
幅 
高さ 

100ｍに 1 回又は 1 施工箇所に 1 回 
［施工後］ 

 
光
ケ
ー
ブ
ル
配
管
工 

６
河
川
編 

３
樋
門
・
樋
管 

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工 

６ 1 函渠工 
（本体工） 

厚さ 
幅 
内空幅 
内空高 

１施工箇所に１回 
  〔型枠取外し後〕 

  

６
河
川
編 

３
樋
門
・
樋
管 

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工 

６ 2 函渠工 
（ヒューム管） 
（ＰＣ管） 
（コルゲートパイプ） 
（ダクタイル鋳鉄管） 

据付状況 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 
   〔巻立前〕 

  

６
河
川
編 

３
樋
門
・
樋
管 

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工 

７   翼壁工 厚さ 
幅 
高さ 

１施工箇所に１回   
〔型枠取外し後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第６編 河川編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

６
河
川
編 

３
樋
門
・
樋
管 

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工 

８   水叩工 厚さ 
幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
  〔型枠取外し後〕 

  

６
河
川
編 

４
水
門 

６
水
門
本
体
工 

７ 
８ 
９ 
10 
11 

  床版工 
堰柱工 
門柱工 
ゲート操作台工 
胸壁工 
 

厚さ 
幅 
高さ 
延長 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

６
河
川
編 

４
水
門 

９
鋼
管
理
橋
上
部
工 

10 1 支承工 
（鋼製支承） 

支承取付状況 １スパンに１回 
     〔取付後〕 

 

６
河
川
編 

４
水
門 

９
鋼
管
理
橋
上
部
工 

10 2 支承工 
（ゴム支承） 

支承取付状況 １スパンに１回      
〔取付後〕 

 

６
河
川
編 

４
水
門 

12 ４  地覆工 地覆の幅 
地覆の高さ 
有効幅員 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  
橋
梁
付
属
物
（
鋼
管
理
橋
）

６
河
川
編 

４
水
門 

12 ５ 
６ 

 橋梁用防護柵工 
橋梁用高欄工 

高さ 
幅 
 
 
 
 
 
 
 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  
 
橋
梁
付
属
物
（
鋼
管
理
橋
）

６
河
川
編 

４
水
門 

12 ７  検査路工 高さ 
幅 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  
橋
梁
付
属
物
（
鋼
管
理
橋
） 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第６編 河川編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

６
河
川
編 

５
堰 

６
可
動
堰
本
体
工 

13 
14 

 閘門工 
土砂吐工 

厚さ 
幅 
高さ 
延長 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

 

６
河
川
編 

５
堰 

７
固
定
堰
本
体
工 

８ 
９ 
10 

 堰本体工 
水叩工 
土砂吐工 

厚さ 
幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

 

６
河
川
偏 

５
堰 

８
魚
道
工 

３  魚道本体工 厚さ 
幅 
高さ 

40m に 1 回又は 1 施工箇所毎に 2 回  
     〔施工後〕 

  

６
河
川
偏 

５
堰 

９
管
理
橋
下
部
工 

２  管理橋橋台工 厚さ 
天端幅 
(橋軸方向) 
敷幅 
(橋軸方向) 
高さ 
胸壁の高さ 
天端長 
敷長 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

６
河
川
編 

６
排
水
機
場 

４
機
場
本
体
工 

６   本体工 厚さ 
幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

 

６
河
川
編 

６
排
水
機
場 

４
機
場
本
体
工 

７  燃料貯油槽工 厚さ 
幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

 

６
河
川
編 

６
排
水
機
場 

５
沈
砂
池
工 

７   コンクリート床版工 厚さ 
幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第６編 河川編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 枝
番 

工     種 
写真管理項目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

６
河
川
編 

７
床
止
め
・
床
固
め 

４
床
止
め
工 

６  本体工 
（床固め本体工） 

天端幅 
堤幅 
水通し幅 

測定箇所毎に１回 
     〔施工後〕 

  

６
河
川
編 

７
床
止
め
・
床
固
め 

４
床
止
め
工 

８  水叩工 幅 
厚さ 

測定箇所毎に１回 
     〔施工後〕 

  

６
河
川
編 

７
床
止
め
・
床
固
め 

５
床
固
め
工 

６   側壁工 天端幅 
長さ 

測定箇所毎に１回 
     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第７編 河川海岸編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 

５
護
岸
基
礎
工 
 
 

５  場所打コンクリート工 幅 

高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

    〔型枠取外後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 

５
護
岸
基
礎
工 

６  海岸コンクリートブロック工 数量 全数量  〔製作後〕 

 

  

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる毎に１回  

      〔製作後〕 

 

据付状況 40ｍに１回又は１施工箇所に１回  

      〔施工後〕 

 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 

６
護
岸
工 

４  海岸コンクリートブロック工 数量 全数量  〔製作後〕 

 

  

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる毎に１回  

      〔製作後〕 

 

法長 

厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に１回  

      〔施工後〕 

 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 

６
護
岸
工 

５  コンクリート被覆工 法長 

厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工後〕 

 

  

裏込材厚 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回   

     〔施工中〕 

 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 

８
天
端
被
覆
工 

２  コンクリート被覆工 幅（天端） 

厚さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工後〕 

 

  

基礎厚 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回   

     〔施工中〕 

 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 
 
 

９
波
返
工 

３  波返工 幅 

高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第７編 河川海岸編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 
 
 

12
排
水
構
造
物
工 

５ 1 管渠工 

（プレキャストパイプ） 

（プレキャストボックス） 

 

 

 

 

      

 

第３編２－３－29 暗渠工に準ずる。 

 

７
河
川
海
岸
編 

１
堤
防
・
護
岸 
 
 

12
排
水
構
造
物
工 

５ 2 管渠工 

（コルゲートパイプ） 

（ダクタイル鋳鉄管） 

 

 

 

 

      

第３編２－３－29 暗渠工に準ずる。 

 

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

４
突
堤
基
礎
工 

４  捨石工 法長 

天端幅 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

４
突
堤
基
礎
工 

５  吸出し防止工 幅 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回   

           〔施工後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

５  海岸コンクリートブロック工 数量 全数量  〔製作後〕 

 

 

 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる毎に１回  

      〔製作後〕 

 

 

天端幅 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回  

      〔施工後〕 

 

 

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工 
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

９  石枠工 厚さ 

高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回   

     〔施工後〕 

  

間詰石状況 １施工箇所に１回  

     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第７編 河川海岸編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

10  場所打コンクリート工 幅 

高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

    〔型枠取外後〕 

 

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

11 1 ケーソン工 

（ケーソン工製作） 

壁厚 

幅 

高さ 

長さ 

底版厚さ 

フーチング高さ 

１基毎に１回 

     〔製作後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

11 2 ケーソン工 

（ケーソン工据付） 

据付状況 １施工箇所に１回 

     〔据付後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

11 3 ケーソン工 

（突堤上部工） 

 場所打コンクリート 

 海岸コンクリートブロック 

厚さ 

幅 

１施工箇所に１回 

     〔施工後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

12 1 セルラー工 

（セルラー工製作） 

壁厚 

幅 

高さ 

１基毎に１回 

     〔製作後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

12 2 セルラー工 

（セルラー工据付） 

据付状況 １施工箇所に１回 

     〔据付後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第７編 河川海岸編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

５
突
堤
本
体
工 

12 3 セルラー工 

（突堤上部工） 

 場所打コンクリート 

 海岸コンクリートブロック 

厚さ 

幅 

１施工箇所に１回 

     〔施工後〕 

  

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

６
根
固
め
工 

３  根固めブロック工 

 

数量 全数量  〔製作後〕   

ブロックの形状

寸法 

形状寸法変わる毎に１回      

〔製作後〕 

７
河
川
海
岸
編 

２
突
堤
・
人
工
岬 
 
 

7 
消
波
工 

３  消波ブロック工 数量 全数量  〔製作後〕 

ブロックの形状
寸法 

形状寸法変わる毎に１回      
〔製作後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第８編 砂防編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

３
工
場
製
作
工 
 

４  鋼製堰堤仮設材製作工 

 

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回       

〔原寸時〕 

  

作成状況 適宜  〔作成中〕 

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

８
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
工 

４ 
５ 

 コンクリート堰堤本体工 

コンクリート副堰堤工 

骨材採取製造 

コンクリート製造 

運搬 

月に１回 

     〔施工中〕 

  

打継目処理 

打込・養生 

２リフト毎に１回 

     〔施工中〕 

天端幅 

堤幅 

水通しの幅 

測定箇所毎に１回 

      〔施工後〕 

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

８
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
工 

６  コンクリート側壁工 天端幅 

長さ 

測定箇所毎に１回 

      〔施工後〕 

  

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

８
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
工 

８  水叩工 幅 

厚さ 

測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

９
鋼
製
堰
堤
工 

５ 1 鋼製堰堤本体工（不透過型） 長さ 

幅 

下流側倒れ 

測定箇所毎に１回 

      〔施工後〕 

  

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

９
鋼
製
堰
堤
工 

５ 2 鋼製堰堤本体工（透過型） 堤長 

堤幅 

高さ 

測定箇所毎に１回 

      〔施工後〕 

  

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

９
鋼
製
堰
堤
工 

６  鋼製側壁工 長さ 

幅 

下流側倒れ 

高さ 

測定箇所毎に１回 

      〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第８編 砂防編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

８
砂
防
編 

１
砂
防
堰
堤 

10
護
床
工
・
根
固
め
工 

６  沈床工  

 

 

 

  

            

第３編２－３－18 沈床工に準ず

る。 

  

８
砂
防
編 

２
流
路 

５
床
固
め
工 

８  魚道工 厚さ 

幅 

高さ 

40m に１回又は 1 施工箇所に 2 回 

     〔施工後〕 

  

８
砂
防
編 

３
斜
面
対
策 
 

４
法
面
工 

６ 
７ 

2 鉄筋挿入工 削孔深さ 

せん孔方向 

３０％以上 

かつ 

最小１５本以上 

 

８
砂
防
編 

３
斜
面
対
策 

６
山
腹
水
路
工 

４  山腹明暗渠工 厚さ 

幅 

高さ 

深さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

  〔型枠取外し後〕 

  

８
砂
防
編 

３
斜
面
対
策 

７
地
下
水
排
除
工 

４  集排水ボーリング工 削孔深さ 

配置誤差 

全数量 

     〔施工後〕 

  

８
砂
防
編 

３
斜
面
対
策 

７
地
下
水
排
除
工 

５  集水井工 偏心量 

長さ 

巻立て幅 

巻立て厚さ 

全数量     〔施工後〕   

８
砂
防
編 

３
斜
面
対
策 

９
抑
止
杭
工 

６  合成杭工 

 

偏心量 

数量 

全数量 

     〔打込後〕 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

５
擁
壁
工 

３  現場打擁壁工   第３編２－15－１現場打擁壁工に

準ずる。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第８編 砂防編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

５
擁
壁
工 

４  落石防護工   第１０編１－１１－５落石防護柵工

に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

５
擁
壁
工 

５  井桁ブロック工   

  

第３編２－15－４井桁ブロック工に

準ずる。 

  

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 

５
擁
壁
工 

６  既製杭工 

（既製コンクリート杭） 

（鋼管杭） 

（Ｈ鋼杭） 

  第３編２－４－４既製杭工に準ず

る。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

５
擁
壁
工 

７  プレキャスト擁壁工   第３編２－15－２プレキャスト擁壁

工に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

５
擁
壁
工 

８  補強土壁工                

（補強土（テールアルメ）壁工法）   

（多数アンカー式補強土工法）    

（ジオテキスタイルを用いた補強土

工法） 

     

  第３編２－15－３補強土壁工に準

ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

５
擁
壁
工 

９ 1 土留・仮締切工 

（Ｈ鋼杭） 

（鋼矢板） 

  第３編２－10－５土留・仮締切工 

(H 鋼杭・鋼矢板)に準ずる。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第８編 砂防編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 
 

５
擁
壁
工 

９ 2 土留・仮締切工 

（アンカー工） 

  第３編２－10－５土留・仮締切工

(アンカー工)に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 
 

５
擁
壁
工 

９ 3 土留・仮締切工 

（連節ブロック張り工） 

  第３編２－10－５土留・仮締切工

(連節ブロック張り工)に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 
 

５
擁
壁
工 

９ 4 土留・仮締切工 

（締切盛土） 

  第３編２－10－５土留・仮締切工

(締切盛土)に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 
 

５
擁
壁
工 

９ 5 土留・仮締切工 

（中詰盛土） 

  第３編２－10－５土留・仮締切工

(中詰盛土)に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

６
法
面
工 

２  植生工 

（種子散布工） 

（張芝工） 

（筋芝工） 

（市松芝工） 

（植生シート工、植生マット工） 

（植生筋工） 

（人工張芝工） 

（植生穴工） 

 

 

  第３編２－14－２植生工に準ずる。   
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第８編 砂防編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

６
法
面
工 

３  吹付工 

（コンクリート） 

（モルタル） 

  第３編２－14－３吹付工に準ずる。 

 

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 

６
法
面
工 

４ 1 法枠工 

（現場打法枠工） 

（現場吹付法枠工） 

  第３編２－14－４法枠工に準ずる。   

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

６
法
面
工 

４ 2 法枠工 

（プレキャスト法枠工） 

  第３編２－14－４法枠工に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 

６
法
面
工 

５ 1 かご工 

（じゃかご） 

  第３編２－３－27 かご工(じゃかご

工)に準ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 
 
 

６
法
面
工 

５ 2 かご工 

（ふとんかご） 

(かごマット) 

  第３編２－３－27 かご工(ふとんか

ご)に準ずる。 

第３編２－３－32 かごマット工に準

ずる。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第８編 砂防編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 
 

７
抑
止
杭
工 

 1 既製杭工 

 

 

 

  第３編２－４－４既製杭工に準ず

る。 

 

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

７
抑
止
杭
工 

 2 場所打杭工   第３編２－４－５場所打杭工に準

ずる。 

  

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

７
抑
止
杭
工 

 3 シャフト工（深礎工）   第３編２－４－６深礎工に準ずる。   

８
砂
防
編 

４
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策 

７
抑
止
杭
工 

 4 合成杭工   第８編３－９－６合成杭工に準ず

る。 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第９編 ダム編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

９
ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

 
   コンクリートダム工 

（本体） 

天端幅 

ジョイント間隔 

リフト高 

堤幅 

測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

９
ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

 
   コンクリートダム工 

（水叩） 

ジョイント間隔 

幅 

長さ 

測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

打継目処理 奇数ブロック毎に岩着部中間リフト

に１回 

９
ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

 
   コンクリートダム工 

（副ダム） 

ジョイント間隔 

リフト高 

堤幅 

堤長 

測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

９
ダ
ム
編 

１
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム 

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工 

 
   コンクリートダム工 

（導流壁） 

ジョイント間隔 

リフト高 

厚さ 

測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

９
ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

４
盛
立
工 

５   コアの盛立 

 

 

 

  

外側境界線 測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

９
ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

４
盛
立
工 

６   フィルターの盛立 

 

 

 

  

外側境界線 

盛立幅 

測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第９編 ダム編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

９
ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

４
盛
立
工 

７   ロックの盛立 外側境界線 測定箇所毎に１回 

     〔施工後〕 

  

９
ダ
ム
編 

２
フ
ィ
ル
ダ
ム 

 
 

 
   フィルダム（洪水吐） ジョイント間隔

厚さ 

幅 

リフト高さ 

測定箇所毎に１回     〔施工後〕   

９
ダ
ム
編 

３
基
礎
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ 

３
ボ
ー
リ
ン
グ
工 

 
   ボーリング工 ボーリング状況 

水押テスト状況 

グラウト状況 

深度 

配置誤差 

ブロック毎に１回 

     〔施工中〕 

  

コアー 地質変化毎全数量 

     〔抜取後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

３
工
場
製
作
工 

２ 1 遮音壁支柱製作工 部材長 １施工箇所に１回 
     〔製作後〕 

  

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

９
カ
ル
バ
ー
ト
工 

６  現場打函渠工 厚さ 
幅（内空） 
高さ 

両端、施工継手及び図面の寸法表
示箇所   〔型枠取外し後〕 

  

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

11
落
石
雪
害
防
止
工 

４  落石防止網工 幅 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
     〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

11
落
石
雪
害
防
止
工 

５  落石防護柵工 高さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

11
落
石
雪
害
防
止
工 

６  防雪柵工 高さ 
基礎幅 
基礎高さ 
  

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔施工後〕 
  

  
  

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

11
落
石
雪
害
防
止
工 

７  雪崩予防柵工 高さ 
基礎幅 
基礎高さ 
アンカー長 

１施工箇所に 2 回 
      〔施工後〕 
  
  

  
  
  

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

12
遮
音
壁
工 

４  遮音壁基礎工 幅 
高さ 

基礎タイプ毎、40ｍに 1 回又は１施
工箇所に 2 回 
(施工前は必要に応じて) 
    〔施工前後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

１
道
路
改
良 

12
遮
音
壁
工 

５  遮音壁本体工 支柱間隔 
支柱ずれ 
支柱倒れ 
高さ 

施工延長 5 スパンにつき１回 
     〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

４
舗
装
工 

  歩道路盤工 
取合舗装路盤工 
路肩舗装路盤工 

敷均し厚さ 
転圧状況 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

厚さ 各層毎 200ｍに１回 
     〔整正後〕 

幅 各層毎 40ｍに１回 
     〔整正後〕 

10
道
路
編 

２
舗
装 

４
舗
装
工 

  歩道舗装工 
取合舗装工 
路肩舗装工 
表層工 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

タックコート、 
プライムコート 

各層毎に１回 
      〔散布時〕 

平坦性 １工事１回 
     〔実施中〕 

10
道
路
編 

２
舗
装 

５
排
水
構
造
物
工
（
路
面
排
水
工
） 

９  排水性舗装用路肩排水工 据付状況 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
     〔施工中〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

７
踏
掛
版
工 

４  踏掛版工 
（コンクリート工） 
（ラバーシュー） 
（アンカーボルト） 

<ｺﾝｸﾘｰﾄ工> 
各部の厚さ 
各部の長さ 

１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

<ﾗﾊﾞｰｼｭｰ> 
各部の長さ 
厚さ 

<ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ> 
中心のずれ 
アンカー長 

10
道
路
編 

２
舗
装 

９
標
識
工 

４ 1 大型標識工 
（標識基礎工） 

幅 
高さ 

基礎 1 基毎に１回 
     〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

２
舗
装 

９
標
識
工 

４ 2 大型標識工 
（標識柱工） 

設置高さ 1 基毎に１回 
     〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

12
道
路
付
属
物
施
設
工 
 

５ 1 ケーブル配管工 配管状況 100ｍに 1 回又は１施工箇所に１回 
      〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

12
道
路
付
属
物
施
設
工 
 

５ 2 ケーブル配管工 
（ハンドホール） 

厚さ 
幅 
高さ 

100ｍに 1 回又は１施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

12
道
路
付
属
物
施
設
工 
 

６  照明工 
（照明柱基礎工） 

幅 
高さ 

１施工箇所に１回    
     〔施工前後〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

12
道
路
付
属
物
施
設
工 
 
 

７ 1 組立歩道工 幅 １施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

２
舗
装 

12
道
路
付
属
物
施
設
工 
 
 
 

７ 2 組立歩道工（支柱基礎工） 幅 
高さ 

1 回/1 施工箇所     〔施工後〕   
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

３
工
場
製
作
工 

３  鋼製橋脚製作工 原寸状況 １脚に１回又は１工事に１回  
     〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜   〔製作中〕 

仮組立寸法 
(撮影項目は適宜) 

１脚に１回又は１工事に１回 
     〔仮組立時〕 

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

６
橋
台
工 

８  橋台躯体工 厚さ 
天端幅(橋軸方向) 
敷幅(橋軸方向) 
高さ 
胸壁の高さ 
天端長 
敷長 

全数量 
  〔型枠取外し後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」により出来
形管理資料を提出する場合は、出
来形計測状況を１工事１回 

  

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工 

９ 1 橋脚躯体工 
（張出式） 
（重力式） 
（半重力式） 

厚さ 
天端幅 
敷幅 
高さ 
天端長 
敷長 

全数量 
  〔型枠取外し後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」により出来
形管理資料を提出する場合は、出
来形計測状況を１工事１回 

  

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工 

９ 2 橋脚躯体工 
（ラーメン式） 

厚さ 
天端幅 
敷幅 
高さ 
長さ 

全数量 
  〔型枠取外し後〕 
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」により出来
形管理資料を提出する場合は、出
来形計測状況を１工事１回 

  

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

８
鋼
製
橋
脚
工 

９ 1 橋脚フーチング工 
（Ｉ型・Ｔ型） 

幅 
高さ 
長さ 

全数量 
   〔型枠取外後〕 

  

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

８
鋼
製
橋
脚
工 

９ 2 橋脚フーチング工 
（門型） 

幅 
高さ 

全数量 
   〔型枠取外後〕 

  

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

８
鋼
製
橋
脚
工 

10 1 橋脚架設工 
（Ｉ型・Ｔ型） 

架設状況 架設工法が変わる毎に１回  
    〔架設中〕 

  

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

８
鋼
製
橋
脚
工 

10 2 橋脚架設工 
（門型） 

架設状況 架設工法が変わる毎に１回  
     〔架設中〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

３
橋
梁
下
部 

８
鋼
製
橋
脚
工 

11  現場継手工 継手部のすき間 １施工箇所に１回 
     〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

４
鋼
橋
上
部 

３
工
場
製
作
工 

９  橋梁用高欄製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回  
      〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜   
      〔製作中〕 

10
道
路
編 

４
鋼
橋
上
部 

８
橋
梁
付
属
物 
工 
 

３  落橋防止装置工 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の 
削孔長 

1 施工箇所に 1 回 
      〔削孔後〕 

  

10
道
路
編 

５
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
上
部 

６
プ
レ
ビ
ー
ム
桁
橋
工 

２  プレビーム桁製作工（現場） 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回      
〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜  〔製作中〕 

仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回 
       〔仮組立時〕 

幅 
高さ 

桁毎に 1 回 
     〔型枠取外し後〕 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

３
掘
削
工 

２  掘削工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

切羽の状況 岩質の変わる毎又は 20ｍに１回以
上    〔掘削中〕 

  

10 
道 
路 
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

４
支
保
工 

３  吹付工 岩質 岩質の変わる毎に１回 
     〔掘削中〕 

  

湧水状況 適宜   
       〔掘削中〕 

吹付面の清掃 
状況 

40ｍ毎に１回 
     〔清掃後〕 

金網の重合せ 
状況 

40ｍ毎に１回 
      〔２次吹付前〕 

吹付け厚さ 
（検測孔） 

40ｍ毎に 3 箇所 
     〔吹付後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

４
支
保
工 

４ 
５ 

 ロックボルト工 
鋼製支保工 

位置間隔 
角度 
削孔深さ 
孔径 
突出量 

施工パターン毎又は 40ｍに１断面 
       〔穿孔中〕 

  

ロックボルト注入
状況 

施工パターン毎又は 40ｍに１断面 
        〔注入中〕 

ロックボルト打設
後の状況 

施工パターン毎又は 40ｍに１断面 
        〔打設後〕 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

５
覆
工 

３ 
４ 

 覆工コンクリート工 
側壁コンクリート工 

覆工 
(巻立空間) 
 

１セントルに１回 
       〔型枠組立後〕 

  

覆工 
（厚さ） 
 

１セントルに１回 
        〔型枠取外し後〕 

幅 
高さ 

40ｍに 1 回  
        〔施工後〕 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

５
覆
工 

５  床版コンクリート工 幅 
厚さ 
 
 
 
 
 
 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
        〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

５
覆
工 

６  トンネル防水工 設置状況 40ｍ毎に１回 
      〔施工中〕 
 

 

溶接状況 40ｍ毎に 1 回 
      〔施工後〕 
  

 

端末処理 40ｍ毎に左右 1 回 
      〔施工後〕 

固定

状況 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

６
イ
ン
バ
ー
ト
工 

４  インバート本体工 インバート 
（厚さ） 
 
 
 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
       〔埋戻し前〕 

  

幅（全幅） 
 
 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
        〔施工後〕 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

７
坑
内
付
帯
工 
 
 
 

５  地下排水工 幅 
深さ 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
〔埋戻し前〕 

  

管接合据付状況 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
     〔設置後〕 

フィルター厚さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔投入前後〕 

湧水処理の端末 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔施工後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

８
坑
門
工 

４  坑門本体工 幅 
高さ 

１施工箇所に１回 
     〔埋戻し前〕 

  

10
道
路
編 

６
ト
ン
ネ
ル
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
） 

８
坑
門
工 

５  明り巻工 覆工 
(巻立空間) 

１セントルに１回 
     〔型枠組立後〕 

  

覆工 
（厚さ） 

１セントルに１回 
      〔型枠取外し後〕 

幅 (全幅) 
高さ(内法) 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔施工後〕 

10
道
路
編 

6A 

ト
ン
ネ
ル 

５
覆
工 

３  覆工コンクリート工 巻立空間 １セントルに１回 
     〔型枠組立後〕 

  

覆工厚さ １セントルに１回 
     〔型枠取外し後〕 

（
矢
板
） 

インバート厚さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
     〔埋戻し前〕 

幅 (全幅) 
高さ(内法) 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔施工後〕 

10
道
路
編 

6A 

ト
ン
ネ
ル 

５
覆
工 

4  床版コンクリート工 幅 
厚さ 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
     〔施工後〕 

  

（
矢
板
） 

10
道
路
編 

6A 

ト
ン
ネ
ル 

   インバート本体工 厚さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
     〔埋戻し前〕 

 

幅 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
     〔施工後〕 （

矢
板
） 

10
道
路
編 

11 
共 
同 
溝 

６
現
場
打
構
築
工 

２  現場打躯体工 厚さ 
内空幅 
内空高 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
    〔型枠取外し後〕 

  

10
道
路
編 

11 
共 
同 
溝 

６
現
場
打
構
築
工 

４  カラー継手工 厚さ 
幅 
長さ 

１施工箇所に１回 
     〔設置後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

11 
共 
同 
溝 

６
現
場
打
構
築
工 

５ 1 防水工 
（防水） 

幅 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
          〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

11 
共 
同 
溝 

６
現
場
打
構
築
工 

５ 2 防水工 
（防水保護工） 

厚さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
         〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

11 
共 
同 
溝 

６
現
場
打
構
築
工 

５ 3 防水工 
（防水壁） 

高さ 
幅 
厚さ 

１施工箇所に１回 
       〔施工後〕 

  

10
道
路
編 

11
共
同
溝 

７
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
構
築
工 

２  プレキャスト躯体工 据付状況 40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回  
〔埋戻し前〕 

  

10
道
路
編 

12 
電 
線 
共 
同 
溝 

５
電
線
共
同
溝
工 

２  管路工（管路部） 敷設状況 100ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
〔敷設後〕 

  

10
道
路
編 

12 
電 
線 
共 
同 
溝 

５
電
線
共
同
溝
工 
 
 

３  プレキャストボックス工（特殊部） 据付状況 100ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
      〔据付後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

12 
電 
線 
共 
同 
溝 

５
電
線
共
同
溝
工 
 
 

４  現場打ちボックス工（特殊部） 厚さ 
内空幅 
内空高 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に 2 回 
     〔型枠取外し後〕 

  

10
道
路
編 

12 
電 
線 
共 
同 
溝 

６
付
帯
設
備
工 
 
 

２  ハンドホール工 厚さ 
幅 
高さ 

100ｍに 1 回又は１施工箇所に１回 
     〔型枠取外し後〕 

  

10
道
路
編 

14
道
路
維
持 

４
舗
装
工 

５  切削オーバーレイ工 
  
  

平坦性 １施工箇所に１回    
  〔施工後〕 

  

ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎に１回 
     〔散布時〕 

整正状況 400ｍに１回 
     〔施工後〕 

10
道
路
編 

14 
道 
路 
維
持 

４
舗
装
工 

７ 1 路上再生工 
（路盤） 

敷均厚 
転圧状況 
 
 

各層毎 400ｍに１回 
     〔施工中〕 

  

整正状況 
厚さ 

各層毎 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

10
道
路
編 

14 
道 
路 
維
持 

４
舗
装
工 

７ 2 路上再生工 
（表層） 

整正状況 400ｍに１回 
     〔整正後〕 

  

平坦性 １工事に１回 
     〔実施中〕 
 
 

10
道
路
編 

14 
道 
路 
維
持 

４
舗
装
工 

11  グルーピング工 
 
 
 
 
 
 
 

出来ばえ 施工日に 1 回 
     〔施工前後〕 

 

10
道
路
編 

16 
道 
路 
修 
繕 

３
工
場
製
作
工 

４  桁補強材製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 
     〔原寸時〕 

  

製作状況 適宜  
      〔製作中〕 

仮組立寸法 
（撮影項目は適
宜） 

１橋に１回又は１工事に１回  
     〔仮組立時〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【第１０編 道路編】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

10
道
路
編 

16 
道 
路 
修 
繕 

22
橋
梁
付
属
物
工 

４  落橋防止装置工 長さ、径、材質 1 橋に 1 回又は 1 工事に 1 回 
〔材料搬入時〕 

  
出来ばえ 適宜  〔施工中〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【その他】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

その他 

（舗装工関係） 

橋面防水工 塗布又は設置状況 １施工箇所に１回 

     〔施工中〕 

  

その他 

（ダム工関係） 

仮排水路 厚さ、高さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に

2 回 

  〔型枠取外し後〕 

  

仮締切（土石） 巻出し厚 40ｍに 1 回又は１施工箇所に

2 回 

  〔巻出し時〕 

  

転圧状況 転圧機械が変わる毎に１回  

  〔締固時〕 

  

仮締切 

（コンクリート） 

厚さ、高さ 40ｍに 1 回又は１施工箇所に

2 回 

  〔型枠取外し後〕 

  

基礎掘削 組合せ機械 組合せ機械変わる毎に１回  

  〔施工中〕 

  

土質、岩質 土質、岩質変わる毎に１回  

  〔掘削中〕 

  

岩盤清掃状況 １施工箇所に１回 

  〔清掃前後〕 

  

堤体コンクリート打設 骨材採取製造、コン

クリート製造、運搬 

月に１回 

   〔施工中〕 

  

打継目処理、打込養

生 

８リフト毎に１回 

  〔施工中〕 

  

堤体止水 止水板の厚さ、幅、

埋設位置、岩着及び

溶接 

各ブロック毎、先行ブロックに

ついて４リフト毎に１回 

  〔据付後〕 

  

堤体排水工 排水孔の位置、箱抜

断面、排水管取付箇

所 

各ブロック毎、先行ブロックに

ついて４リフト毎に１回 

  〔据付後〕 

  

堤体冷却工 配管間隔、通水状況 ５リフト毎に１回 

  〔据付後〕 

  

堤体埋設計器 

 

 

  

器種、位置、間隔 １施工箇所に１回 

  〔据付後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【その他】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

その他 

（トンネル関係） 

トンネル坑門工 厚さ、幅、高さ １施工箇所に１回 

  〔埋戻し前〕 

  

トンネル 

（矢板工法） 

岩質 岩質の変わる毎に１回 

  〔掘削中〕 

  

湧水状況 適宜   〔掘削中〕   

埋設支保工（建込間

隔、寸法、基数） 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に

2 回 

  〔建込後〕 

  

湧水処理工設置状況 全数量  

  〔設置後〕 

  

集水渠（幅、高さ、位

置） 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に

2 回  

  〔設置後〕 

  

地下排水工（管接合

据付状況） 

地下排水工（フィルタ

ー厚さ） 

40ｍに 1 回又は１施工箇所に

2 回 

  〔投入前後〕 

  

矢板設置状況 岩質の変わる毎に１回 

  〔設置後〕 

  

グラウト材料使用量 全数量  

  〔使用前後〕 

  

その他 

（トンネル関係） 

シールド 掘削の地山状態 地質の変化の毎に１回     

〔掘削中〕 

  

セグメント組立状況 １工事に１回 

  〔組立後〕 

  

二次覆工（セグメント

清掃状況） 

１工事に１回 

  〔清掃後〕 

  

二次覆工の厚さ １スパンに１回 

  〔型枠取外し後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【その他】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

その他 

（維持修繕工関係） 

アスファルト舗装 打換パッチング 施工日に１回   〔施工前後〕   

コンクリート舗装 目地掃除 3,000 ㎡に１回  〔施工前後〕   

目地充填 3,000 ㎡に１回  〔施工後〕   

注入工、削孔状況

（位置、間隔） 

2,000 ㎡に１回  〔削孔後〕   

注入工、注入圧 2,000 ㎡に１回  〔注入時〕   

目地亀裂防止材、張

付け状況 

3,000 ㎡に１回  〔張付け後〕   

局部打換、各層厚さ 各層毎 100ｍに１回又は１施

工箇所に１回   〔施工前後〕 

  

路肩、路側路盤工 厚さ 100ｍに１回又は１施工箇所

に１回〔施工後〕 

  

道路除草 施工状況 ２㎞に１回（１回刈毎）    

〔施工前後〕 

  

路肩整正 施工状況 １㎞に１回   

新設、更新、修理防護柵類 施工状況 １施工箇所に１回（施工前は

必要に応じて）  〔施工前後〕 

  

新設、更新、修理標識類 基礎幅、深さ、施工

状況 

基礎タイプ毎５カ所に１回（施

工前は必要に応じて） 

    〔施工前後〕 

  

新設、更新、修理照明灯 基礎幅、深さ、施工

状況 

基礎タイプ毎５カ所に１回（施

工前は必要に応じて） 

    〔施工前後〕 

  

視線誘導標 施工状況 施工日に１回 

    〔施工後〕 

  

清掃（路面、標識、側溝、集水桝） 施工状況 施工日に１回 

    〔施工前後〕 

  

区画線路面表示 施工状況 施工日に１回 

    〔施工前後〕 

  

材料使用量 全数量 〔施工前後〕   

街路樹植樹 施工状況 適宜   〔施工前後〕   

街路樹補強補植 施工状況 適宜   〔施工前後〕   

街路樹剪定 施工状況 街路樹 50 本１回、グリーンベ

ルト 100ｍ１回  〔施工前後〕 

  

街路樹消毒、施肥 施工状況 街路樹 50 本１回、グリーンベ

ルト 100ｍ１回   〔施工中〕 

  

街路樹雪囲 施工状況 適宜   〔施工後〕   

排雪除雪 施工状況、機種 施工中に１回 施工中   

凍結防止剤散布 施工状況 施工中に１回 施工中   

材料使用量 全数量 〔施工前後〕   

河川除草 施工状況、刈草処理

状況 

１㎞に１回（１回刈毎） 

      〔施工前後〕 
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３ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

【その他】 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

その他 

（維持修繕工関係） 

 

〈鉄筋・無筋コンクリート

関係〉  

配筋 位置、間隔、継手寸

法 

打設ロット毎に１回又は１施工

箇所に１回      

〔組立後〕 

  

コンクリート打設 打継目処理、締固施

工状況 

工種種別毎に１回 

     〔施工時〕 

  

養生 養生状況 工種種別毎に１回、養生方法

毎に１回 

     〔養生時〕 
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第２ 港湾・漁港工事の部（写真管理基準） 
着手前・完成、安全管理、災害、事故、その他の写真管理は、一般土木工事の部を準用する。 

 

1 浚渫及び床掘り 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）浚   渫 施工管理 使用船舶機械等 作業現場 現地搬入前又は現地搬入

時 

全景及び数量が判明できるように撮影 

ポンプ浚渫 浚渫位置測量状況 測量時 法線又は区域標識を入れる。 

排砂管設置、撤去 布設撤去の作業時 設置状況が判明できるよう撮影 

零号、中継船設置、撤去 設置撤去の作業時  

浚渫状況 浚渫作業時、作業船毎 浚渫位置が判明できる背景を入れる。 

排砂状況 排砂時  

海洋汚染防止対策 余水吐における濁り防止処

置、設置及び状態 
○特の内容に対応させる。 

グラブ等浚渫 浚渫位置測量状況 測量時 法線又は区域標識を入れる。 

浚渫状況 浚渫作業時、作業船毎 船団の配置及び浚渫位置が判明できる背景を入れる。 

浚渫土砂の運搬状況 運搬時積載状況  

浚渫土砂の土捨状況 土捨時指定区域内 土捨位置が判明できる背景を入れる。 

海洋汚染防止対策 対策を講じた時 土捨区域を示す浮標灯などを入れる。 

障害物除去 障害物積込状況 積込時  

運搬船に積込まれた状態 積込完了時、運搬毎適宜 運搬個数が判明できるように撮影あるいは、障害物の大

きさが判明できるようにテープ等を同時に撮影、など障

害物の状況に応じ撮影 
障害物捨込状況 捨込時  

出来形管理 出来形の確認 測定状況 測量作業時 全景については位置が判明できる背景を入れる。 

２）床 掘 り     １）浚渫を適用する。 
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2 地盤改良 
 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）置 換 え 施工管理 使用船舶機械等 運搬船舶機械 投入時 全景が判明できるように撮影 

均し船舶機械 均し作業時 均し用具は、作業前に撮影 

その他 海洋汚染防止対策 対策を講じた時  

飛砂防止対策 対策を講じた時  

品質管理 材料の確認 材 料 現場搬入時（種類、品質

及び形状寸法の異なる

毎） 

 

品質試験状況 試験時  

出来形管理 出来形の確認 測定状況 測定時 全景については、位置が判明できる背景を入れる。 

２）敷    砂     １）置換えを適用する。 

３）サンドコンパ 
クションパイル 

 
４）サンドドレーン 
 
５）ペーパードレー 
 ン 

施工管理 使用船舶機械等 杭打船舶機械 組立完了後船舶機械毎打

設時 
 

記録計器 打設時  

測量櫓等 測量中、櫓等毎  

砂運搬船舶機械 運搬中  

品質管理 材料の確認 材料 現場搬入時（種類、品質

及び形状寸法の異なる

毎） 

 

品質試験状況 試験時  

６）深層混合処理 施工管理 使用船舶機械等 改良船、材料運搬船、潜

水士船、引船、揚錨船 
搬入時、船舶機械毎  

施工状況 測量櫓設置、撤去状況 測量櫓設置時、 
改良船位誘導時 
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2 地盤改良 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

 施工管理  障害物撤去状況 障害物調査、撤去時  

改良杭打設状況 作業時、試験杭打時  

海洋汚染防止対策 対策を講じた時  

改良船計器類 

代表的計器 

計測時  

品質管理 

 

材料の確認 硬化材料 現場搬入時、材料毎  

品質管理試験状況 試験時、試験種類毎  

７）載    荷 

 

施工管理 

 

使用船舶機械等 

 

 

砂運搬船、機械 運搬時、船舶機械毎  

排砂管設備 敷設時  

排砂中 

浚渫船（採取船） 浚渫中  

その他 

 

海洋汚染防止対策 対策を講じた時  

品質管理 

 

材料の確認 

 

材料 現場搬入時（種類、品質

及び形状寸法の異なる

毎） 

 

品質試験状況 試験時  

出来形管理 出来形の確認 測定状況 測定時 全景については、位置が判明できる背景を入れる。 

８）ロッドコンパ 

 クション 

施工管理 使用施工機械 

 

振動体（バイブロ） 現場搬入時、組立時、機

械毎 

全 景 

その他 ロッド、リーダー、トラ

クターショベル、発動発

電機、ショベルローダー 

現場搬入時、組立時、機

械毎 

全 景 
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2 地盤改良 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

 施工管理 施工状況  施工時 全 景 

品質管理 材料の確認 品質試験状況 試験時 全 景 

材料置場 現場搬入時 全 景 

９）砕石ドレーン 施工管理 使用施工機械 クローラクレーン 現場搬入時、組立時、機

械毎 
全 景 

その他 アースオーガマシン、リ

ーダーオーガ、発動発電

機、コンプレッサ、トラ

クターショベル 

現場搬入時、組立時、機

械毎 
全 景 

施工状況  施工時 全 景 

品質管理 材料の確認 品質試験状況 試験時 全 景 

材料置場 現場搬入時 全 景 

出来形管理 出来形の確認 測定状況 測量作業時 全景については、位置が判明できる背景を入れる 
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3 マット 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

マ  ッ  ト 施工管理 

 

マット類の確認 補強材セット状況 作業中、完了時 作業状況が判明できるように撮影 

アス・コン打設状況 アス・コン打設時 

搬入仮置 搬入仮置時 

アンカー取付け、加工 取付加工時 

運 搬 運搬時 

敷設状況 

 

敷設状況と使用船舶機械 敷設時  

品質管理 

 

材料の確認 試験状況 試験時、試験毎  

測定状況 測定時 

マット類の形状

寸法 

測定状況 測定時  

アンカーの形状

寸法 

測定状況 測定時  

出来形管理 出来形の確認 敷設位置、重ね幅、延長

及びジョイントの確認 

敷設完了時 確認箇所が分る背景を入れる。 
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4 捨石及び均し 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）基    礎 

捨    石 

施工管理 準備、仮設 スットクヤード、仮設道

路等 

仮設道路、ストックヤー

ド使用前後 

 

陸上運搬 ストック、積込み、運搬

状況 

運搬時 作業機械作業状況等が判明できるように撮影 

捨石投入 投入状況 投入時、捨石規格毎及び

作業船種毎 

 

捨石均し 均し状況 規格及び作業船毎  

品質管理 

 

材料試験 試験状況 試験時 公的機関が実施する場合は省略できる。 

材料の確認 産地・規格毎 搬入時 スタッフ、テープ等を同時撮影 

出来形管理 出来形の確認 測量状況 測量作業時  

２）被覆及び根固 

 め 

    １）基礎捨石を適用する。 

３）裏込め     １）基礎捨石を適用する。 
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5 杭及び矢板 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）鋼    杭 
 

施工管理 
 

杭の保管 保管状況 保管時 全景及びまくら木、くさび等の変形、転落防止措置を撮影 

杭の積込み 吊上げ及び積込状況 作業時 使用機械器具、積込方法が判明できるように撮影 

杭の運搬 運搬状況 作業時 荷くずれ防止措置、台船への積載状況、使用船舶機械等が 
判明できるように撮影 

導材の設置 導材の設置状況 作業時 使用材料及び船舶機械、導枠の構造が判明できるように 
撮影 

杭の建込み 建込状況（位置出し、吊

込み、建込み等） 
作業時 作業状況が判明できるように撮影 

杭の打込み 打込状況 作業時 杭打船等の全景、打込み方法、順序等が判明できるように 
撮影 

ハンマーの種類、型式等 適 宜 

打込記録中 測定時 

飛油、騒音防止対策 対策を講じた時 飛油対策、騒音防止対策等を行った場合 

品質管理 
 

杭の規格、外観、

形状寸法 
観察、測定状況 観察、測定時 種類、形状寸法が変る毎にテープ等を同時撮影 

出来形管理 出来形の確認 測定作業状況 施工中及び打込完了時  

２）コンクリート 
 杭、鋼矢板、鋼 
 管矢板及びコン 
 クリート矢板 

    １）鋼杭を適用する。 
  異形矢板及び継手部の離脱については監督職員の指

示による。 
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6 控  工 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

控      工 
 

施工管理 
 

腹起しの取付け 取付け及び締付状況 
腹起し継手部の施工状況 

施工中及び完了時 
完了時 

 

タイロッド受杭   ○写 -5 杭及び矢板を適用する。 

タイロッド、タイ

ワイヤーの組立

て、取付け 
プレキャストコ

ンクリート控壁 
控杭、控矢板 
控頂部コンクリ

ート、場所打コン

クリート控壁 

組立て及び取付状況 施工時 ○写 -8 コンクリートブロックを適用する。 
○写 -5 杭及び矢板を適用する。 
○写 -10 上部コンクリートを適用する。 

品質管理 
 

腹起し材、タイロ

ッド、タイワイヤ

ーの規格、外観、

形状寸法 

観察、測定状況 観察、測定時 種類、形状寸法が変る毎にテープ等を同時撮影 

タイロッド、タイ

ワイヤーの試験

杭、矢板の品質、

コンクリートの

品質 

引張試験の状況 試験時 ○写 -5 杭及び矢板を適用する。 
○写 -10 上部コンクリートを適用する。 

出来形管理 出来形の確認 測定状況、完成状況 施工中及び取付完了時  
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7 ケーソン 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

1）ケーソン製作 
 

施工管理 
 

ヤード等 ヤード及び設備 着工時全景 ヤード全景及び設備が判明できるように撮影 

使用船舶機械等 引船、起重機船、運搬船、

クレーン運搬機械等 
作業時、船舶機械毎 使用する船舶、機械の種類が判明できるように撮影 

函 台 製作函台 着工時及び作業時 函台、函台の平坦性（敷砂等）及び剥離材（ルーフィング

等）の敷設状況の撮影 
棒 鋼 保管状況 荷卸し後 まくら木の配置、覆いの状態等を撮影 

鉄 筋 保管状況 加工後 まくら木の配置、覆いの状態等を撮影 

組立て、及び結束 組立時 組立、結束状態が確認できるように撮影 

吊 筋 取付後 吊降しケーソンの場合に適用する。 

型 枠 製作及び大組製作の状況 製作時  

組立状況 組立時 

取外状況 取外時 内枠、外枠、隔壁の取外状況を撮影 

型枠清掃状況 清掃時  

足 場 作業足場 組立時 内足場及び外足場の組立状況を撮影 

昇り足場 同上 足場の構造、安全ネット等が判明できるように撮影 

壁継ぎ 同上 

足場スペース 同上 

解体状況 解体時 
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7 ケーソン 

 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

 施工管理 コンクリート 打設準備 打設前 打設面の不純物除去、散水状況等を撮影 

コンクリート打設 打設時 ポンプ、スキップ、シュート、コンベア等の打設方法及び 
打込状態、締固状態等を撮影 

仕上状況 表面仕上時 天端均し仕上状況を撮影 

レイタンス除去状況 施工時 レイタンス除去状況を撮影 

養 生 養生時 打設後（底版、打継各層、天端）の養生状況を撮影 

品質管理 
 

棒 鋼 試験状況 試験時、試験毎 製造工場及び監督職員の承諾する試験機関で行う場合は

省略することができる。 
 
 
 
一般土木工事の部、セメントコンクリートを適用する。 

加工状況 加工時 

コンクリート   

出来形管理 鉄 筋 組立て 底 版 組立段階確認時 組立完了状況が判明できるように撮影 

フーチング 組立段階確認時 

外  壁（側壁） 各層 組立段階確認時 

隔  壁 各層 組立段階確認時 

ハンチ部 上段 組立段階確認時 

吊筋等 上段 組立段階確認時 

かぶり 各層 組立段階確認時 鉄筋と型枠の間隔が判明できるように撮影 
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7 ケーソン 

 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

 出来形管理 型 枠 組立て 
 底 版 

組立段階確認時  

フーチング 組立段階確認時 

外 壁（側壁） 各層 組立段階確認時 

隔 壁 各層 組立段階確認時 組立完了状況が判明できる方法で撮影 

ハンチ部 上段 組立段階確認時 

コンクリート 形状寸法、外観 打設後、各層 打設完了状況が判明できるように撮影 

完 成 完成品全景 完成時、各函毎 ケーソン番号、吃水マーク等入れて撮影 

２）ケーソン進水 施工管理 
 

蓋（ネットを含

む。） 
蓋の設置状況 進水時 曳航の場合で蓋の取付状況又は取付完了状態を撮影 

止水板 止水板の設置状況 進水時 曳航の場合で蓋の取付状況又は取付完了状態を撮影 

バラスト投入 バラスト材投入状況 投入時 バラスト投入方法及び材料が判明できるように撮影 

進 水 進水方法 進水時 斜路式、ドライドック、FD、吊降し等の方法が判明でき

るように撮影 

進水設備 進水時 設備（吊降しの場合、起重機船、吊具を含む。）が判明で

きるように撮影 

進水状況 進水時 漏水がある場合は漏水状況及び処置状況を撮影 

浮 上  浮上又は吊り上げ完了状

況 
進水（吊上げ）完了時 計画吃水であることが確認できるように撮影 

-
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7 ケーソン 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

３）ケーソン仮置 

 

施工管理 

（沈設の場合） 

 

使用船舶機械等 起重機船、発電機、ポン

プ等設置状況 

設置時 使用する船舶機械等の種類が判明できるように撮影 

仮置作業 沈設状況 仮置時 沈設作業（注水を含む）が判明できるように撮影 

（係留の場合） 

 

仮置作業 係留状況 仮置時 係留作業（係留アンカーを含む。）が判明できるように撮

影 

出来形管理 

（沈設の場合） 

仮置完了 沈設完了状況 完了時、各函毎 沈設仮置完了状態が判明できるように撮影 

（係留の場合） 仮置完了 係留完了状況 完了時、各函毎 係留完了状態（係留ロープを含む。）が判明できるように

撮影 

４）ケーソン曳航 

 

施工管理 使用船舶 引船全景 曳航開始時 形象物等が判明できるように撮影 

曳航用ロープ 取付状況及び、 

吊具取付状況 

曳航開始時 曳航用のロープの取付位置及び状況について撮影 

曳 航 曳航姿勢 曳航時 曳航の姿勢が判明できるように撮影 

寄港避難 

 

寄港及び避難の状況 寄港時及び避難時、各函

毎 

途中寄港した場合には、その係留等の状態が判明できるよ

うに撮影 

出来形管理 曳航完了 

 

完了（目的地着）状況 曳航完了時 曳航が完了したことが判明できるように撮影（付近の背景

を同時撮影） 

５）ケーソン回航 施工管理 

 

蓋の設置状況 

 

完了状況 完了時、各函毎 蓋の設置状況以外は 4）ケーソン曳航を適用する。 

使用船舶 引船全景 回航開始時 形象物が判明できるように撮影 

-
 6

96
 -



Ⅲ－69 
 

7 ケーソン 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

  回航用ロープ 取付状況及び吊具取付状

況 

回航開始時 回航用ロープの取付位置及び状況について撮影 

回 航 回航姿勢 回航時 回航姿勢が判明できるように撮影 

寄港避難 寄港及び避難の状況 寄港時及び避難時 途中寄港した場合には、その係留等の状況が判明できるよ

うに撮影 

出来形管理 

 

回航完了 完了（目的地着）状況 回航完了時 回航が完了したことが判明できるように撮影（付近の背景

を同時撮影） 

６）ケーソン据付 施工管理 

 

使用船舶機械等 起重機船、発電機、ポン

プ等配置状況 

作業時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

据付作業 据付作業状況 据付時、各函毎 据付作業が判明できるように撮影 

据付位置 前面又は背面の確認 据付時、各函毎 配筋が非対象の場合に適用する。 

出来形管理 出来形の確認 据付完了状況 完了時 据付完了が判明できるように撮影 

据付目地 

 

据付完了状況 完了時 代表的な部分撮影 

据付法線の出入 据付完了状況 完了時 完成法線が判明できるように撮影（延長方向へ撮影） 

-
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8 コンクリートブロック 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）ブロック製作、 

 運搬、仮置 

施工管理 

 

ヤード等 ヤード及び設備 着工時全景 ○写 -7 ケーソン 

1）ケーソン製作の関連事項を適用する。 
使用船舶機械等 クレーン等 作業時 

函 台 製作函台 着工時 

棒 鋼 保管状況 搬入後 

鉄 筋 保管状況 加工後 

組立て、結束 組立時 

吊 筋 取付後 

型 枠 製 作 製作時 

組立て 組立時 

取外し 取外時 

型枠清掃 清掃時 

コンクリート 打設準備 打設前 

コンクリート打設 打設時 

打継目レイタンス除去 施工時 

仕上状況 表面仕上時、穴埋時 

養 生 養生時 

足 場 組立て 組立時 

解 体 解体時 

品質管理 棒 鋼 試験状況 試験時 試験の状況及び試験成績の代表的なもの。（製造工場、 

公的機関の行う試験は省略） 
加工状況 加工時 

コンクリート   一般土木工事の部、セメントコンクリートを適用する。 

-
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8 コンクリートブロック 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

 出来形管理 

 

鉄 筋 組立て 底   盤 

    フーチング 

      壁 

    ハンチ部 

    吊 筋 等 

    か ぶ り 

組立完了時 ○写 -7 ケーソン 

１）ケーソン製作の関連事項を適用する。 

型 枠 組立完了 組立確認時  

コンクリート 形状寸法、外観 打設後 番号等を入れて撮影 

完 成 完成品 完成時 個数が確認できれば 1枚に複個数入れて撮影（全個数確認 

必要枚数撮影） 

仮置状況 仮置時 積重ね段数が判明できるように撮影 

２）ブロック据付 

 

施工管理 

 

使用船舶機械等 起重機船、台船等 作業時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

据付作業 据付作業状況 据付時 据付作業が判明できるように撮影 

出来形管理 

 

出来形の確認 測定状況 目地測定時及び法線出入

の測定時 

据付の全体が判明できるように撮影 

３）異形ブロック製

作、運搬、仮置 

施工管理 ヤード等 

 

ヤード及び設備 着工時全景 ○写 -7 ケーソン 

1）ケーソン製作の関連事項を適用する。 

使用船舶機械等 

 

クレーン等 作業時 

棒 鋼 保管状況 搬入時 

鉄 筋 管状況 

組立て、結束 

吊筋 

加工後 

組立時 

取付後 

-
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8 コンクリートブロック 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

  型 枠 組立て 

取外し 

型枠清掃 

組立時 

取外時 

清掃時 

 

コンクリート コンクリート打設 

仕上状況 

養 生 

打設時 

表面仕上時 

養生時 

足 場 組立て 

解 体 

組立時 

解体時 

品質管理 

 

棒 鋼 試験状況 試験時 試験の状況及び試験成績の代表的なもの。 

（製造工場、公的機関の行う試験は省略） 

 鉄 筋 加工状況 加工時 

コンクリート   

一般土木工事の部、セメントコンクリートを適用する。 

出来形管理 

 

鉄 筋 組立て 

かぶり 

組立完了時 ○写 -8 ケーソン 

 １）ケーソン製作の関連事項を適用する。 

型 枠 組立完了 組立完了時 

コンクリート 

 

形状寸法、外観 打設後 

完 成 完成品 完成時 番号等を入れて撮影 

個数が確認できれば 1枚に複個数入れて撮影 

（全個数確認必要枚数撮影） 

仮置状況 仮置時 積重ね段数が判明できるように撮影 

４）異形ブロック 

 据付 

施工管理 

 

使用船舶機械等 起重機船、台船等 作業時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

据付作業 据付作業状況 据付時 据付作業が判明できるように撮影 

出来形管理 出来形の確認 据付完了状況 据付完了時 据付管理図表作成のうえ、管理測定間の据付個数の 1割程

度 

-
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9 中  詰 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）中    詰 

 

施工管理 

 

使用船舶機械等 運搬船等 施工時 作業状況が判明できるように撮影 

投 入 投入状況 施工時 

均 し 均し状況 施工時 

締固め 締固状況 施工時 

品質管理 

 

品質試験 品質試験状況 試験項目毎  

材料の確認 材料及び作業船等 搬入時に適宜 テープ等を同時撮影 

出来形管理 

 

出来形の管理 測定状況 均し完了後 中詰材の天端とケーソン天端との高低差が判明できるよ

うにテープ等を同時撮影 

２）蓋コンクリー 

 ト 

施工管理 

 

 

使用船舶機械等 コンクリートミキサー船

及び付属船 

コンクリート打設前 コンクリートミキサー船及び付属船の形状が分るよう前

方、側面からそれぞれ撮影 

ルーフィング敷

設 

中詰上面 コンクリート打設前 

コンクリート積

込運搬状況 

陸上及び海上 コンクリート打設前 作業状況が判明できるように撮影 

コンクリート打

設状況 

 

 打設時 プレキャストコンクリートを使用する場合はコンクリー

トブロックの撮影基準を適用する。 

天端仕上状況  仕上時 

養生作業状況  養生時 

品質管理 コンクリート   一般土木工事の部、セメントコンクリートを適用する。 

出来形管理 出来形の確認 測定状況 打設完了後 蓋コンクリートの施工天端とケーソン又はセルラーブロ

ックの天端との差が判明できるようにテープ等を同時撮

影 

-
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10 上部コンクリート 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注意事項及び説明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

上部コンクリート 施工管理 
 

準備仮設 プラント仮設、コンクリ

ートミキサー船回航、仮

設道路、登坂路等 

着手前後作業中及び跡片

付後 
 

仮設プラント、ヤード等 仮設作業時、設置後及び 
撤去後 

ヤード全景及び設備が判明できるように撮影 

コンクリートミキサー船 
回航 

回航開始時、終了時及び 
作業時 

使用船舶、回航の状況等が判明できるように撮影 

仮設道路、登坂路等 仮設作業時、設置後及び 
撤去時 

路線状況が判明できるように撮影 

打継ぎ処理 処理作業 作業時 作業方法が判明できるように撮影 

型 枠 型枠の構造 作業時 作業機械、船舶、作業方法が判明できるように撮影 

型枠組立、 
取外及び運搬状況 

組立、取外及び運搬時  

目地材等の取付状況 作業時 

型枠清掃状況 清掃時 

鉄 筋 鉄筋の仮置、溶接、 
組立作業 

作業時  

保管状況 保管後 保管状況が判明できるように撮影 

組立て、結束及び溶接 組立時  

コンクリート 打設準備 打設前、作業毎 打設面の不純物除去、散水状況等を撮影 

-
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10 上部コンクリート 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

 施工管理 コンクリート コンクリートの運搬、打

設、養生 
運搬及び打設時養生時 運搬方法、打設方法及び打込状況、締固状況、養生状況等

を撮影 

仕上状況 表面仕上時 天端均し仕上状況を撮影 

穴埋時 型枠取外後の締付材等の穴埋状況を撮影 

足 場 組立状況 組立時  

解体状況 解体時 

その他 灯台基礎、電柱穴、階段

等 

作業時  

品質管理 

 

コンクリート   一般土木工事の部、セメントコンクリートを適用する。 

棒 鋼 試験状況 試験時、試験毎 製造工場及び監督職員の承諾する試験機関で行う場合は、 

省略することができる。 

出来形管理 出来形の確認 測定状況 測定時 測定作業が判明できるように撮影 
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11 付 属 工 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）係 船 柱 

 

施工管理 

 

使用船舶機械等 杭打機、クレーン車（船）、 

トラック等 

設置時 使用機械、船舶等が判明できるように撮影 

施 工 基礎工施工状況 施工時 基礎施工状況（杭打ち、基礎石投入、均し及びコンクリー 

ト打設等）を撮影（押込ボルトを含む。） 

据付け 本体据付状況 据付時 据付状況が判明できるように撮影 

品質管理 

 

搬入数量の確認 係船柱 搬入時 搬入数量及び所定の規格表示が判明できるように撮影 

出来形管理 

 

杭 基礎杭 杭打完了時 基礎杭打込完了状況が判明できるように撮影 

石材投入、均し 基礎石投入均し完了状況 均し完了時 基礎石均しが判明できるように撮影 

型 枠 型枠組立完了状況 組立完了時 打設前の型枠、埋込ボルト検査状態 

基礎完成 基礎完成状況 完成時 完成が判明できるように撮影 

据付完成 本体据付確認状況 完成時 据付完了状態が判明できるように撮影 

２）防 舷 材 施工管理 使用船舶機械等 

 

台船、クレーン船、トラ

ッククレーン 

取付時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

取付け 取付位置の状況 取付前 埋込（取付け）ボルトの部分及び全景取付状況の撮影 

取付状況 取付時 

品質管理 搬入数量の確認 防舷材 搬入時 搬入数量及び所定の規格表示が判明できるように撮影 

出来形管理 出来形の確認 取付完了状態 取付完了時 取付完了状態の部分（1基）及び正面全体と延長方向全景 
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11 付 属 工 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

３）車止め（縁金物

を含む） 

施工管理 使用船舶機械等 台船、溶接機、クレーン 取付時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

取付け 取付状況 取付時 取付状況（取付け、溶接、コンクリート打設） 

塗装状況 塗装時、各層毎 各層毎の塗装状況（警戒色塗装を含む。） 

品質管理 形状寸法 測定状況 測定時  

塗 料 塗料の種類毎 搬入時 塗料の種類別に内容が判明できるもの 

出来形管理 取付け 取付完了状態 取付完了時 取付完了状態の部分（1基）及び正面全体と法線方向全景 

４）防    食 

 イ）電気防食 

施工管理 使用船舶機械等 曳船、台船、潜水士船、

溶接機 

取付時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

製品（陽極） 取付陽極 取付前 取付陽極の部分（1組）及び取付陽極全体 

取付け（陽極） 

（電位測定装置） 

取付状況 取付時 取付状況（水中写真） 

設置状況 取付時 測定用端子の設置状況 

素地調整 使用機械、施工状況 施工時、作業中 使用機械器具が判明できるように撮影 

品質管理 形状寸法 

 

測定状況 測定時  

出来形管理 出来形の確認（陽

極） 

（電位測定装置） 

 

取付完了状態 取付完了時 潜水士船による確認検査状況 

電位測定 測定時 電位差測定の状況 

素地調整 完成全景 完成時  

 ロ）防食塗装 

 

施工管理 使用船舶機械等 使用船舶、機械類 施工時 曳船、台船、コンプレッサー等が判明できるように撮影 

塗 装 施工状況 施工時、各層毎  

出来形管理 出来形の確認 塗装完了状態 完了時 完了の部分（１箇所）及び正面全体と延長方向を撮影 

-
 7
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11 付 属 工 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

ハ）被覆防食 施工管理 

 

使用船舶機械等 使用船舶機械類 施工時 使用する船舶機械等が判明できるように撮影 

被覆防食の作業

状況 

施工状況 施工時  

素地調整 使用機械、施工状況 施工時、作業中 使用機械器具が判明できるように撮影 

出来形管理 出来形の確認 被覆防食完了状態 完了時 完了の部分（１箇所）及び正面全体と延長方向を撮影 

素地調整 完成全景 完成時  

-
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12 埋立及び裏埋 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

１）埋    立 

 

施工管理 

 

使用船舶機械 主要船舶機械 作業時、船舶機械毎 使用する船舶機械の種類が判明できるように撮影 

施工状況一般 埋立材の採取状況 採取作業時  

埋立材運搬の状況 運搬作業時 

埋立材整地状況 整地作業時 

余水吐の設置及び撤去 設置作業時及び撤去時 余水吐が判明できるように撮影 

公害防止対策 防止処置作業時  

品質管理 

 

材料の品質管理状況 ○特に定められた品質管理の作

業状況 

品質管理作業時、品質管

理内容毎 
○特の内容に対応させる。 

出来形管理 出来形の確認 測定状況 測定時  

２）裏    埋     １）埋立を適用する。 

３）裏込工      

イ）目地板 施工管理 目地板の確認 搬入 搬入時  

敷設状況 敷設状況と使用船舶機械 敷設時  

品質管理 材料試験 試験状況 試験時  

目地板の形状寸法 測定状況 測定時  

出来形管理 出来形の確認 敷設完了状態 敷設完了時  

ロ）裏込材 

ハ）瀬取り 

ニ）裏込均し 

施工管理 準備、仮設 ストックヤード、仮設道路等 仮設道路、ストックヤー

ド使用前後 

 

陸上運搬 ストック、積込み、運搬状況 運搬時 作業機械作業状況等が判明できるように撮影 

瀬取り 瀬取り状況 作業時  

裏込材投入 投入状況 投入時、捨石規格毎及び

作業船種毎 

 

裏込均し 均し状況 規格及び作業船毎  

品質管理 材料試験 試験状況 試験時 公的機関が実施する場合は省略できる。 

材料の確認 産地・規格毎 搬入時 スタッフ、ﾃｰﾌﾟ等を同時撮影 

出来形管理 出来形の確認 測量状況 測量作業時  

ホ）吸出し防止材 施工管理 吸出し防止材の確認 搬入 搬入時  

敷設状況 敷設状況と使用船舶機械 敷設時  

品質管理 材料試験 試験状況 試験時  

吸出し防止材の形状

寸法 

測定状況 測定時  

出来形管理 出来形の確認 敷設完了状態 敷設完了時  

-
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13 汚濁防止膜工 

 

工   種 撮 影 区 分 撮 影 項 目 
撮   影   基   準 

注 意 事 項 及 び 説 明 
撮  影  箇  所 撮  影  時  期 

汚濁防止膜工 施工管理 取付け、組立て 取付け、組立状況 組立時、全体及び部分 カーテンの接続、アンカー等の取付状況が判明できるよう 

撮影 

設 置 設置状況 設置時 作業状況が判明できるよう使用船舶機械を配慮し撮影 

撤 去 撤去状況 撤去時 

品質管理 カーテンの種類、

形状 

カーテン 組立時、種類及び形状毎 カーテンの種類、規格、形状等が判明できるよう撮影 

汚濁防止膜の構

造 

アンカー、フロート、ワ

イヤー等 

組立時、種類及び形状毎 アンカー、フロート、ワイヤー等の規格形状等が判明でき 

るよう撮影 

出来形管理 設置位置 設置状況 設置完了後 正面、側面等全体の設置状況が判明できるよう撮影 

上記以外の工種については、他の類似工種を参照のうえ、実施するものとする。 

なお、類似工種の無い工種については、「港湾工事共通仕様書」（国土交通省港湾局編集）の“港湾工事写真管理基準”を参照のこと。 

-
 7
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第３ 森林土木工事の部 

出来形管理以外の写真管理は、一般土木工事の部を適用する。 

出来形管理写真撮影箇所一覧表  （規定工種以外の工種は、一般土木工事の部を適用する。） 

 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

12
治
山
林
道
編 

1
渓
間
工 

３
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
工 

    コンクリート側壁工 裏込厚さ 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工中〕 

  

天端幅 

長さ 

測定箇所毎に 1 回 

      〔施工後〕 

12
治
山
林
道
編 

1
渓
間
工 

３
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
工 

    水叩工 基礎礫厚さ １施工箇所に 1 回   

     〔施工中〕 

  

幅 

厚さ 

測定箇所毎に 1 回 

      〔施工後〕 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

４
鋼
製
ダ
ム
工 

   水叩工 

(鋼製枠) 

詰石投入 １施工箇所に 1 回 

     〔施工中〕 

  

幅 

厚さ 

測定箇所毎に 1 回 

      〔施工後〕 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

６
木
製
ダ
ム 

   木製ダム 詰石投入 １施工箇所に 1 回 

     〔施工中〕 

  

天端幅 

堤幅 

水通しの幅 

測定箇所毎に 1 回 

      〔施工後〕 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

７
護
岸
工 

   護岸工 

(木製) 

詰石投入 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工中〕 

  

幅 

高さ 

測定箇所毎に 1 回 

      〔施工後〕 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

９
流
路
工 

   流路工 

(コンクリート) 

裏込・基礎礫厚

さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔施工中〕 

  

厚さ 

幅 

高さ 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

    〔型枠取外し後〕 

12
治
山
林
道
編 

１
渓
間
工 

９
流
路
工 

   帯工 天端幅 

水通し幅     

高さ 

測定箇所毎に 1 回 

      〔施工後〕 
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第３ 森林土木工事の部 

出来形管理以外の写真管理は、一般土木工事の部を適用する。 

出来形管理写真撮影箇所一覧表  （規定工種以外の工種は、一般土木工事の部を適用する。） 

 
※撮影頻度 

「○ｍに１回又は１施工箇所に○回」は、頻度の多い方を採用 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影頻度[時期] 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

３
法
切
工 

    法切工 土質等の判別 地質が変わる毎に 1 回 

     〔掘削中〕 

  

法長 40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回 

     〔掘削後〕 

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

４
土
留
工 

    土留工 

(木製) 

高さ    

幅 

40ｍに１回又は１施工箇所に 2 回   

     〔施工後〕 

  

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

８
柵
工 

    柵工(編柵)                

丸太柵工(木柵工) 

高さ   

杭間隔 

40ｍに１回又は１施工箇所に２回   

     〔施工後〕 

  

12
治
山
林
道
編 

２
山
腹
工 

10 

筋 

工 

    筋工(石筋)                

筋工(萱)                  

植生土のう筋工 

高さ        40ｍに１回又は１施工箇所に２回  

     〔施工後〕 

  

12
治
山
林
道
編 

５
林
道
工 

４
擁
壁
工 

４
拘
束
土
壁
工 

  拘束土壁工 厚さ 40m に１回又は 1 施工箇所に 1 回 

     [施工後] 

  

控え長さ 各段毎に 1 回 

     [施工後] 
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第４ 農業土木工事の部 

写真撮影箇所一覧表  (規定工種以外の工種は、一般土木工事の部を適用する。) 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影時期 撮影頻度[時期] 

１
３
農
業
基
盤
編 

１
農
地
等
基
盤
整
備
工
事
共
通
事
項 

３
共
通
的
工
種 

１  砂利舗装 
厚さ、幅 施工後 

200mに 1 箇所、最低２箇所  

３
水
路
工 

1 現場打ちコンクリート

水路工 
打継目処理状況 施工中 

2 スパンに 1 箇所  

幅、高さ、厚さ、配筋 施工後 

2 二次製品水路工（Ｌ

型、大型水路） 

 

 

コンクリート二次製品大型フリ

ューム水路は、布設を、鉄筋

コンクリート L 型水路は、布

設、厚さ、幅 

施工後 施工延長 100m に 1 箇所 

上記未満は 2 箇所 

 

3 二次製品水路工（Ｕ

字溝・ベンチフリュー

ム） 

 

布設 施工後 施工延長 100m に 1 箇所 

上記未満は 2 箇所 

 

      

２
ほ
場
整
備
工
事 

３
整
地
工 

１
整
地
工 

1 整地工 

（表土剥ぎ取り） 

（基盤整地） 

（表土整地） 

現況表土厚 施工前 各筆１箇所 
 

基盤整地状況 施工中 
10a 当たり 1 箇所 

表土整地状況 施工中 

2 畦畔工 

 

施工状況 

仕上げ状況 

高さ、幅 

施工中 

仕上げ時 

施工後 

１耕区に 1 箇所 

 

４
暗
渠
排
水
工 

3 吸水渠工 

集水渠工 

 埋設深、埋設間隔 

 吸水渠、集水渠掘進断面

（掘削深、掘削巾）吸水管布

設状況（掘削断面と同時でも

よい）被覆（巾、厚さ、充填状

況） 

 水閘、立ち上り、継手類（接

合、布設状況） 

 埋戻、残土処理、石礫等の

処理状況 

 使用材料の搬入状況 

施工中 

施工後 

 200ｍに 1 個所 

 吸水渠は路線毎に上、下

流端及び中間点 

 集水渠は 1 箇所 

 水閘・立ち上りは 1 箇所 

 

8
構
造
物
取
壊 

 構造物取壊 高さ・幅・長さ 施工前 一構造物 1 枚 臨 場 に

より段階

確 認 を

行ったも

の は 状

況写真。 
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第４ 農業土木工事の部 

写真撮影箇所一覧表  (規定工種以外の工種は、一般土木工事の部を適用する。) 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影時期 撮影頻度[時期] 

１
３
農
業
基
盤
編 

３
管
水
路
工 

５
管
体
基
礎
工 

１
砂
基
礎 

1 砂基礎工 

 

基礎、埋戻しの厚さ、幅、 

敷均し、締固め状況 

施工中 

施工後 

施工延長 100m に 1 箇所 

上記未満は 2 箇所 

 

 

 

 

６
管
体
工 

 

１
硬
質
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
管
布
設
工 

 硬質塩化ビニル管工 

強化プラスチック複合

管工 

ダクタイル鋳鉄管工 

管布設状況 施工中 施工延長 100m に 1 箇所 

上記未満は 2 箇所 

 

ジョイント関係 施工後 

４
た
め
池
改
修
工
事 

３
堤
体
工 

  堤体工 

（出来形管理） 

盛土幅員、まき出し厚さ、転

圧、 

法長、法面（芝）、法勾配、排

水側溝、その他 

施工中 

施工後 

施工延長おおむね 20ｍ～

40ｍにつき１箇所 

 

堤体工 

（品質管理：材料） 

締固め試験 

土粒子の密度試験 

含水比試験 

土の粒度試験 

土の透水試験 

土の液性･塑性限界試験 

土の三軸圧縮試験 

土の一軸圧縮試験 

圧密試験 

土のせん断試験 

試 験 実 施

中 

試験毎に１回  

堤体工 

（品質管理：施工） 

土の含水比試験 

現場密度の測定 

現場透水試験 

試 験 実 施

中 

試験毎に１回  

５
洪
水
吐
工 

  洪水吐工 床掘、基礎、幅、高さ、配筋、

打継目、パイプ布設、外観検

査、ジョイント関係、その他 

施工中 

施工後 

おおむね２スパンにつき１

箇所 

箇所単位の構造物につい

ては適宜 
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第４ 農業土木工事の部 

写真撮影箇所一覧表  (規定工種以外の工種は、一般土木工事の部を適用する。) 

編 章 節 条 
枝
番 

工     種 
写真管理項目 摘 

要 撮影項目 撮影時期 撮影頻度[時期] 

１
３
農
業
基
盤
編 

４
た
め
池
改
修
工
事 

６
取
水
施
設
工 

  樋管工・同上付帯構

造 物 （ 土砂 吐ゲ ー ト

等） 

床掘、基礎、幅、高さ、厚さ、

配筋、打継目、その他 

施工中 

施工後 

施工延長おおむね 10ｍに

つき１箇所 

箇所単位の構造物につい

ては適宜 

 

 

８
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ
工 

  ボーリンググラウチン 

グ 

削孔長は全数、その他必要箇

所 

施工中 

施工後 

ボーリングの削孔長を全数  
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４ 品質管理技法 
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４ 品質管理技法 

1 品質管理の手続 

 

 

 

 

 

〔解説〕 

（１） 品質管理 

品質管理とは与えられた規格を充分に満足するような製品を最も経済的に作ることが出来るよう、

工程のすべての段階に統計理論と統計技術を応用していくことであり、品質管理の行動は設計図

書等で示された規格に対し、充分なユトリをもった土木構造物を造るよう、各施工段階において規格

割れを発生する原因を取り除いて行くことである。 

品質管理が充分に行なわれる条件は 

1） 製品がある許容範囲で規格を満足していること。（ヒストグラムによる） 

2） 工程が安定していること。（管理図による） 

これらの条件はおのおの独立であってこのいずれも満足する必要がある。 

1）  の条件はヒストグラム （柱状図） によって、その分布状態より規格に対し充分なユトリがあるか

どうかを調べる。2）  の条件は管理図によって、安定した状態であるかどうかを調べる。いくら規格を

満足していても、一方向に片よる場合、大きな波状になる場合にはいつ規格割れを生じるかわからな

いので、その原因を追求し適切な処置を行なう必要がある。 

（２） 管理状態 

管理状態 （安定な状態） とは異状原因によるバラツキ （この原因を探求して再発しないよう処置

をとることが経済的に出来るバラツキ、見のがせない原因によるバラツキ） と、偶然原因によるバラツ

キ （この原因を探求して再発しないよう処置を取ることが出来ないか、たとえ出来ても経済的でない

バラツキ） とを分離し、これに基づいて異状原因をさがして再び起こらぬよう処置をとり、偶然原因に

よるバラツキ （管理されたバラツキ） のみを持つようになった状態を意味する。 

建設工事において、私達が取ったデータはその変化をみて工程になんらかの処置をとり、最終品

質に影響を与えるものならば何でも管理図を作ってみる価値があり、逆にそれに基づいて工程に処

理を取ることが出来ないようなものは管理図を書いて見ても仕方がない。 

管理図はこれをデータの後整理に使ったり、プロットした図面をただ残しておくために （工事検査

用に） 作るものでなく、これを指針として工程に対し処置をとり、管理された工程にするために作るも

のでなくてはならない。 

（３） 品質管理のための統計的手法 

品質管理において統計的な考え方が必要なことは、品質と云うものがたえず変動してやまないから

である。この品質のバラツキを統計的につかみ続計的推測に基づいて行動するのが品質管理の基

本である。 

ある製品の品質を管理しようとする時、その全部を調べて品質を管理すると云うことは不可能なこと

か、又は可能でも非常に不経済なことが多い。そこで一般には調べようとする対象の集団からその一

部を取り出して、その一部のデータによって対象とした集団（母集団）の性質を統計的手法により推 

 

 

品 質 管 理 は先 づ管 理 しようとする品 質 特 性 について測 定 を行 ない、ヒストグラムによっ

て規 格 との チ ェックを、管 理 図 に よって工 程 が安 定 かどうかの チ ェックを行 なう。もし異 常

が あ れ ば そ の 原 因 を 除 去 し 異 常 が な け れ ば そ の 状 態 を 維 持 す る 。 と い う 手 続 き に よ っ て

行 なう。  
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測する方法がとられる。 

母集団も標本もある数値の集りであり、その数値の性質を表わすには中心となる数値とバラツキを示す

数値の 2 つが使われる。前者には平均値、中央値 （メジアン）、最多値 （モード） などが用いられ、後者

には範囲、分散、標準偏差、不偏分散、不偏分散の平方根、変動係数などが用いられる。 

（４） 品質管理の手順 

品質管理をおこなうためには一般には次の手順で行なう。 

手順 1 管理しようとする品質特性 （表２－1 参照）を決める。品質特性としては最終品質に影響を及ぼす

と考えられるもののうち、出来るだけ工程の初期で測定出来るもの、早く結果が得られるものが望ま

しい。 

手順 2 その特性について品質標準を決める。この品質標準は実際に良心的に管理すれば通常の努力で

実現出来るものでなくてはならない。 

手順 3 その品質標準を守るための標準作業を決める。この作業は工程を注意深くみつめムダやムリがな

いか、又品質に影響を及ぼす因子は何か等を検討する。 

手順 4 作業標準に従って実施しデータを取る。 

手順 5 データからヒストグラムを作り、品質標準を充分なユトリをもって満足しており、かつこのデータによっ

て管理図をつくり工程が安定していることを確かめる。安定していれば次にその管理限界を延長し

てその予備データを得たとほゞ同程度の期間に対する管理限界として採用して作業を続行する。 

手順 6 作業を続行して行くうちに管理限界外に点が出たり、一方向に片よったり、大きく変動したり、限界

線に接してしばしば現われる場合には、工程に異状が生じたものとして、その原因を追求し再発し

ないよう処置を取り、安定状態ならば工程に異常がないものとしてその状態を維持する。 

手順 7 予備データを取った期間とほゞ同程度経過するか、点が 20 点に達するとか、また１ケ月を経    

過する等の期間には最近のデータによって手順 5 を繰返す。 

2 品質特性 

 

 

 

 

 

〔解説〕 

 管理の対象とする品質特性としては前に述べたようにそれに基づいて処置をとり、最終品質に影響を与え

ることのできるものを選ぶぺきであるが、できるだけ工程の初期で測定するもの、またはすぐ結果の得られる

ものが望ましい。 

例をあげれば次のようなものが考えられる。但し次表全部の品質特性について管理を必要とするのではな

く、必要に応じて品質特性を選択して管理を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

管 理 対 象 となる品 質 特 性 としてはセメント・ 鋼 材 ・ 土 ・ コンクリートなどの素 材 、およびこれを

用 いて構 造 物 を作 る過 程 で、最 終 品 質 に影 響 をおよぼす因 子 のうち、できるだけ工 程 の初 期

に結 果 の判 明 するような特 性 を選 ばなければならない。  
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表２－１ 品質特性の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種       別 対      象 品  質  特  性 試       験  

土          工 盛          土 粒 度 
現 場 含 水 量 
液 性 限 界 
塑 性 限 界 
最 大 乾 燥 密 度 
最 適 含 水 比 
締 固 め 度 
貫 入 指 数 
水 浸 Ｃ Ｂ Ｒ 
支 持 力 係 数 
衝 撃 地 盤 支 持 力 値 

粒 度 試 験 
含 水 量 試 験 
液 性 限 界 試 験 
塑 性 限 界 試 験 
突 固 め 試 験 

〃 
乾 燥 密 度 試 験 
各 種 貫 入 試 験 
Ｃ Ｂ Ｒ 試 験 
平 板 載 荷 試 験 
衝撃式地盤支持力試験 

路     盤     工 路 盤 材 料 
 

路 盤 支 持 力 

粒  度 
現 場 含 水 量 
支 持 力 係 数 
衝 撃 式 地 盤 支 持 力 
貫 入 指 数 
平 担 性 

粒 度 試 験 
含 水 量 試 験 
平 板 載 荷 試 験 
衝撃式地盤支持力試験 
各 種 貫 入 試 験 
平 担 性 試 験 

コ ン ク リ ー ト 工 骨 材 粗 骨 材 粒 度 
細 骨 材 粒 度 
細 骨 材 表 面 水 量 

粒 度 試 験 
〃  

表 面 水 量 試 験 

コ ン ク リ ー ト ス ラ ン プ 
空 気 量 
圧 縮 強 度 
曲 げ 強 度 
単 位 体 積 重 量 
混 合 割 合 

ス ラ ン プ 試 験 
空 気 量 試 験 
圧 縮 試 験 
曲 げ 試 験 
単 位 体 積 重 量 試 験 
洗 い 分 折 試 験 

コ ン ク リ ー ト 
構    造    物 

強          度 
〃 

厚   さ 
平  担  性 

テ ス ト ハ ン マ ー 試 験 
コ ア 採 取 

〃 
平 担 性 試 験 

ミ     キ    サ 練 り ま ぜ 性 能 モ ル タ ル 単 位 重 量 

各 材 料 計 量 器 計   量   誤   差 計 量 誤 差 試 験 

骨         材 各 材 料 粒 度 試 験 各 材 料 粒 度 試 験 

す り へ り 減 量 ロ サ ン ゼ ル ス 試 験 

破    砕    値 破   砕   試   験 

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 ア  ス  フ  ァ  ル  ト 針  入  度 
軟  化  点 

針 入 度 試 験 
軟 化 点 試 験 

プ ラ ン ト に ぉ け る ア ス 
ファルト 

各  材  料  温  度 各 材 料 温 度 試 験 

粒    度 
ア ス フ ァ ル ト 混 合 率 

合 材 抽 出 試 験 
〃 

舗 装 ア ス フ ァ ル ト 密 度 、 空 隙 率 マ ー シ ャ ル 試 験 

現 場 到 着 温 度 
厚   さ 
混 合 割 合 

現 場 到 着 温 度 試 験 
コ ア 採 取 厚 さ 試 験 
コ ア 混 合 割 合 試 験 

平   担   性 平 担 性 試 験 
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3 ヒストグラムによる判定 

 

 

 

 

〔解説〕 

（１） ヒストグラム （柱状図） の作り方 

手順 1 最近のデータをできるだけ多く集める。 

手順 2 データの中から最大値、最小値を求める。 

手順 3 全体の範囲 R＝Ⅹmax－Ⅹmin を求める。 

手順 4 クラス分けするときのクラス巾をきめる。 

表３－１ データ数とクラス数 

 

                        Ｒ÷ （クラスの数） ＝Ｃ´   

                   Ｃ´を測定単位の整数倍にしこれをクラス巾 C とする。 

 

手順 5 Ｘｍａｘ、Ｘｍｉｎを含むようにクラス巾Ｃで区切りクラスを設ける。この場合測定単位の一桁下の５単

位で区切るとよい。データをわけるとき、はっきりどのクラスに属するか決めるためである。 

手順 6 データをわける。度数分布表を作る。このとき      を用い“正”は用いない。間違いやすいか 

ら 2 度やってみることが必要である。 

手順 7 横軸に品質特性、縦軸に度数をとってヒストグラム作る。 

手順 8 規格値があればこれに記入する。 

 

〔例〕 アスファルト舗装工事における路盤支持力 （規格Ｋ30≧2.5N／ｍ㎡） についてヒストグラムを作りなさい。 

手順 1 Ｋ値測定データを集める。 

表３－２ Ｋ値測定データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品 質 特 性 が規 格 値 をある許 容 範 囲 で満 足 しているかどうかはヒストグラムによって調 べるものと

する。  

データの数 クラスの数  

50以下 7～10 

100内外 10 

500程度 10～15 

1，000以上 20 

 
測 点 

1 列 2  列 
測 点 

3  列 4  列 
測 点 

5  列 6  列  

左 右 左 右 左 右 

№ 0 2．93 2．62 №11 2．97 2．96 №22 3．02 2．98 

1 2．84 2．87 12 3．12 2．96 23 3．21 3．23 

2 2．92 2．97 13 3．08 2．94 24 3．35 3．27 

3 2．81 2．77 14 3．15 3．13 25 2．85 2．86 

4 3．09 3．06 15 3．12 3．00 26 3．46 3．38 

5 3．33 3．31 16 3．04 3．01 27 2．80 2．83 

6 3．18 3．16 17 2．78 2．54 28 3．09 2．91 

7 3．19 3．07 18 2．90 2．98 29 3．04 3．05 

8 3．05 3．00 19 2．73 2．65 30 2．82 2．87 

9 2．79 2．67 20 3．25 3．18 31 3．20 3．13 

10 2．90 2．89 21 2．92 2．99 32 2．77 2．72 
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手順 2 データの中から最大値と最小値を求める。 

表 3－2 より各列の最大値と最小値を求めて表 3－3 を作るとデータの多い場合は最大値 （Ｘｍａｘ）、

最小値 （Ｘｍｉｎ） を簡単に見つけることが出来る。また、列ごとの情報もつかむことが出来るし間違い

を起こさずにすむ。 

表３－３ 

 

 

 

 

 

この表から全体についてのｍａｘとｍｉｎを簡単に見つけることができる。 

Ｘｍａｘ＝3．46 

Ｘｍｉｎ＝2．54 

手順 3 全体の範囲Ｒ＝Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎを求める。 

Ｒ＝Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎを 

＝3．46－2．54 

＝0．92 

手順 4 クラス巾を決める。 

データ数が全部で 66 個であるので、クラス数は表 3－1 より 10 とする。 

Ｃ＝Ｒ÷Ｎ 

＝0．92÷10 

＝0．092 

∴Ｃ＝0．09 

手順 5 Ｘｍａｘ、Ｘｍｉｎを含むようにクラス巾 C で区切りクラスを設ける。 

クラスの境としては測定値の最小単位の一桁下の 5 単位で区切るとデータが境界にくることはな

い。すなわちクラスを 

 

 

れてよいかわからないので、このときの測定値の単位 0．01 の半分の 0．005 をつけ加えて、データ

のクラス分けを明確にするということである。 

各クラスの代表値は境界の値の中央値とする。 

従って、中央値はクラスの巾 （この場合 C＝0．09） の等間隔となる。 

手順 6 データをわける。 

データの割りふりは間違いやすいので表 3－4 に示す様に度数分布表を作成し、必ず 2 度やって

見ること。 

2.50～2.59 
2.59～2.68 

と置 いた場 合 2.59 というようなクラスの境 目 のデータは、どちらのクラスに入  

            列 
各列の 
ｍａｘとｍｉｎ 

1  列 2   列 3   列 4   列 5   列 6   列 

Ｘｍａｘ 3．33 3．31 3．25 3．18 3．46 3．38 

Ｘｍｉｎ 2．79 2．62 2．73 2．54 2．77 2．72 
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下 

限 

規 

格 

値 

SL 

2.5N／mm2 

度
数←

 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

 

表３－４ 度 数 分 布 表 

No. クラス 代表値 

データのわりふり 

合計 度数 
1 列 2 列 3 列 4 列 5 列 6 列 

1 2.505～2.595 2.55        1 

2 2.595～2.685 2.64        3 

3 2.685～2.775 2.73        4 

4 2.775～2.865 2.82        9 

5 2.865～2.955 2.91        10 

6 2.955～3.045 3.00        13 

7 3.045～3.135 3.09        11 

8 3.135～3.225 3.18        7 

9 3.225～3.315 3.27        4 

10 3.315～3.405 3.36        3 

11 3.405～3.495 3.45        1 

 

 

手順 7 ヒストグラムを作成する。横軸に品質特性値（代表値）、縦軸に度数をとってヒストグラムを作成する。 

 

    図３－１ ヒ ス ト グ ラ ム 

           n=66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 .55  2 . 64  2 . 73  2 . 82  2 . 91  3 . 00  3 . 09  3 . 18  3 . 27  3 . 36  3 . 45 

 

（２）  ヒストグラムの見方 

ヒストグラムはある工程で作られる製品の特性が、集団としてどのような状態になっているかを見るために

用いるものである。したがって多少のデコボコは問題にしないで全体の姿に着目することが大切である。 

ヒストグラムのいろいろな型について紹介し考察を加えて見る。 

路盤支持力 Ｋ30（N／mm2） 



- 720 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 規格に対し十分なゆとりがあり、バラツキも大体管理されている。したがって製造工程の能力は

満足できる状態であり、このような状態であればあとはこのままの状態を維持するようにすべきで

ある。しかしあまり規格が広すぎる場合には、規格をもう少し厳重にして品質の向上をはかるとか、

あるいは管理の方を多少ゆるくしてコストの引き下げを考えるとかの判定が必要となってくる。 

（ｂ） 規格に対しあまりゆとりがなく、バラツキが大きいためにいつ規格外れの不良発生があるかわか

らないので、バラツキを小さくするような対策をとるとか、あるいは規格を少しゆるくするなどして規

格に対して十分なゆとりが持てるように考慮する必要がある。 

（ｃ） 離れ島が出来ている。なにか工程に異常があるので原因を追求して根本的な対策が必要であ

る。 

（この様な時には他の母集団のもの、又二つのヒストグラムにすべきものを一つに書いていない

か等データをもう一度検討する必要がある。） 

（ｄ） バラツキの程度はよいが、中心がずれているために規格外れの不良発生となっている。このよ

うな場合平均値を規格の中心に近づけるように処置する必要がある。しかしこのようにバラツキが

小さい場合で平均だけを動かせば不良がなくなるという場合の処置は、比較的簡単にできること

が多い。 

（ｅ） 大きくバラツイており規格をはずれているものもあるので、バラツキを小さくする処置が必要であ

る。この場合には平均値を規格の中心に近づけるだけでは不良品はなくせない。規格をゆるくす

るとかバラツキが小さくなるような根本的な対策をとることが必要である。 

（ｆ） ノーキングのデータによくある形である。規格外のデータを作為的に規格値附近の値にした場

合である。このような管理をしていたのではいつまでも品質はよくならないことに反省すべきであ

る。 

このようなことなしに工程のほんとうの姿をとらえ原因を追求して処置して行けばかならずや規格

にあった品質を最も経済的に作りだせるようになるであろう。ヒストグラムの見方として留意する点を

まとめておくと 

1 目標値、規格値などは満足であるかどうか。 

2 分布の位置は適当か。 

3 分布の巾はどうか。 

4 離れ島のように飛びはなれたデータはないか。 

5 分布の最大最小はこれでよいか。 

6 分布の右か左かが絶壁形となっていないか。 
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7 分布の山が二つ以上ないか。 

ヒストグラムを通 し以 上 のような点 に着 目 して現 在 自 分 連 が作 っている品 質 の全 体 の規

則 性 をつかみ、そこに問 題 があればそれにみあう手 を考 え改 善 して行 くことであり、ヒストグ

ラムを作 ることによって更 に新 しい問 題 点 や改 善 の方 法 を見 いだせ、そうすることによって

不 良 原 因 の追 求 、更 に進 んで作 業 標 準 等 の改 善 ができ、技 術 の向 上 とむすびつくこと

になる。いずれにしてもヒストグラムは最 も簡 単 で、又 最 も多 く用 いられ、最 も効 果 のある工

程 の状 態 を知 る鏡 のようなものであり、このことから身 近 なデータがあれば実 際 にヒストグラ

ムにして工 程 の状 態 を常 に把 撞 しておくことが大 切 である。 

（3） 規格値に対するユトリの計算 

分布がユトリをもって規格を満足しているかどうかはヒストグラムによって調べる。平均値 X が規格を満足して

いることを確めたのち、分布がユトリをもって規格を満足しているかどうかを数値としてチェックする必要がある。

このチェックのために、平均値 X の他に  を度数分布表より求める。 

 もしデータが周期的な大きな変動がないと考えられる場合は、合理的な大きさ n の群の中での範囲 （最大

と最小値の差） R を K 組について平均して Ｒ を求めて 

＝ Ｒ ／ｄ2 として 

を推定してもよい。とにかくデータから を求める。 

ｄ2 は群の大きさｎによってきまる係数 

ア 両側規格の場合 

規格値が下限規格値と上限規格値の両方がある場合はそれぞれの規格を充分ユトリをもって満足してい

なければならない。 

それには次の式を満足している必要がある。 

    │ＳＵ （及びＳＬ） － X │ 

             

ここで SU は上限規格値、SL は下限規格値である。 

イ 片側規格値の場合 

│ＳＵ （又はＳＬ） － X │ 

             

ここで SU は上限規格値、SL は下限規格値で上式は下又は上限規格値の絶対値から平均値 X を引いて

で割ったものが 3～4 あればユトリがあると云うことである。 

即ちバラツキの測度 の 3～4 倍のところに規格値があればユトリがあることになる。 

例 下限規格値 13kg     ＝2．0、 X ＝2．0 とすれば 

│13－2.0│ 

      2．0 

従って、規格値を充分ユトリをもって満足している。 

例 Ｓ2＝8．0、Ｖ＝8．18、Ｎ＝45 とすると標準偏差σ （シグマ） と標準偏差の推定値  （シグマハット） は 

   Ｓ2＝Ｓ／ｎ    Ｓ＝Σ（Ｘi - X ）2     Ｖ＝Σ（Ｘi - X ）2 ／(ｎ-1) 

σ＝ ８．０ ＝2．82 

Ｎ＝45 なのでＣ2※＝1 

＝ 8.18 ＝2．86 となる。 

一般に標準偏差は、ある母集団全体に対するバラツキを表わす測度であり、私達がデータを取扱う 

≧３ （できれば４） 

≧３ （できれば４） 

＝ 3．5 
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場合は母集団の真のバラツキ即ち標準偏差を得ることはできない。従ってある母集団の標準偏差を知るため

にその母集団から一部のデータをサンプリングして、そのデータから、ある母集団の標準偏差を推定するわ

けで、その推定値として残差平方和を手掛りに不偏分散を求め、更に不偏分散の平方根として取扱っていく

わけである。私達は標準偏差の不偏推定値 （シグマハット） としての不偏分散を用い分布の状態を示す重

要な統計値であるとして取扱って行くのである。 

ウ 規格値を割ることをある程度許す場合 

もし片側規格で 20 回に 1 回というように、ある程度規格を割ってもよいような場合には 3～4 回と云う数

字の代りに下表の数字 h を用いる。 

表 3－5 許容限界係数 h 

                                                        （片側危険率 5％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この h は許容限界係数と云われるものである。表中の P＝1／20 とは 20 回に 1 回の割合を意味してお

り、N はサンプリングしたときのデータ数である。尚この数字 h を用いて得た結論は危険率 5％である。 

例えば下限規格値を 1／20 の確率ではずれてもよいという場合には N＝25 であれば次の式を満足して

いればよい。 

│ＳＬ－ X │ 

 

 

上限規格値、下限規格値より 1／50 の確率ではずれてもよい場合には、片側では 1／100 の確率にな

るので N＝25 の場合 

│ＳＬ－ X │              │ＳＵ－ X │ 

                     

 

を満足していることが必要である。 

これらの係数はヒストグラムによる判定の場合のみに適用されるもので管理限界等の計算には用いて

はならない。 

規格の管理はあくまでもヒストグラムで行ない、ユトリの計算は上式のいずれかを用い、充分ユトリをも

って満足しているよう確認する。 

≧3．14 

      N 
P 

3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 100 ∞ 

1／4 4．42 2．00 1．43・ 1．25 1．15 1．09 1．05 0．99 0．95 0．93 0．85 0．67 

1／5 5．25 2．43 1．67 1．46 1．36 1．29 1．24 1．18 1．14 1．11 1．03 0．84 

1／10 7．53 3．37 2．32 2．04 1・91 1．82 1．77 1．69 1．64 1．60 1．50 1．28 

1／20 9．46 4．17 2．87 2．54 2．38 2．28 2．21 2．12 2．06 2．02 1．90 1．64 

1／50 11．67 5．10 3．50 3．11 2・91 2．79 2．71 2．60 2．53 2．48 2．34 2．05 

1／100 13．16 5．73 3．93 3．49 3．27 3．14 3．05 2．93 2．85 2．8 2．65 2．33 

≧h＝3．14 及び 

≧h＝2．28 
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表 3－6  3σ管理限界用係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 工程能力図による規格の管理 

 

 

〔解説〕 

（1） 概 要 

ここで取り扱う工程とは工期工程とは異なり、品質が作り出される過程を特に工程ということにする。 

前述した如く品質規格はヒストグラムで管理し、品質が常紅安定した状態での工程で作り出されるよう管

理する道具として管理図というものを用いる。 

管理図については後に充分述べるが、規格を管理するために実はもう一つの技法がある。アスファルト

舗装要綱等で用いられている工程能力図がそれである。工程能力図は規格の管理に使われるのであるが、

管理図と混同している傾きもあるので、ここでそれらをはっきりしておこう。 

（2） 工程能力図 

工程能力図は得られたデータが規格値を満足しているかどうかのチェックに用いられる連続的な表示方

法である。 

これにより規格の現況、能力等をみる。従って統計的な考え方が使われておらず、工程上異常があるか

どうかの判断は出来ない。 

しかし規格値に対するデータの変動の様子が連続的につかまえることができる。 

 

n C2＊ Cl＊ d2 d3 A2 D3 D4 E2 m3 

2 0．7979 0．6028 1．128 0．853 1．880  3．267 2．660 1．0000 

3 0．8862 0．4632 1．693 0．888 1．023  2．575 1．772 1．1602 

4 0．9213 0．3888 2．059 0．880 0．729  2．282 1．457 1．0922 

5 0．9400 0．3412 2．326 0．864 0．577  2．115 1．290 1．1976 

6 0．9515 0．3076 2．534 0．848 0．483  2．004 1．184 1．1351 

7 0．9594 0．2822 2．704 0．833 0．419 0．076 1．924 1．109 1．2137 

8 0．9650 0．2621 2．847 0．820 0．373 0．136 1．864 1．054 1．1600 

9 0．9693 0．2458 2．970 0．808 0．337 0．184 1．816 1．010 1．2226 

10 0．9727 0．2322 3．078 0．797 0．308 0．223 1．777 0．975 1．1768 

 
4n

1
-1  

2n

1
   

d2n

3
 

d2

d3
3-1  

d2

d3
31  

d2

3
 2π／  

品質特性が規格値を満足しているかどうかを連続的につかむためには工程能力図によって調べる。 
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工程能力図の作り方は調べようとする対象の集団を区間割して （工区等） 合理的な群にして各群の中で時

間順序に従ってデータを記入して行くのである。 

ア 工程能力図の作り方 

手順 1 データを取る。 

手順 2 基準値との比較 

出来形管理のように規格値が基準値との差異で決められているものは基準値と実測値の差を求め

る。 

手順 3 工程能力図用紙の準備 

横軸にサンプル番号 （又は測点）、縦軸に特性値を目盛り、上下規格値を示す線を点線で示す。 

手順 4 打 点 

実測値又は基準値との差を工程能力図用紙に打点する。打点は普通直径 1～2mm の 「○」 とし

実線で結ぶ。 

手順 5 安定状態の判定 

打設した点がそれぞれ上下規格線に入っており、バラツキの程度が少なく、くせがない場合 （上又

は下にかたよったり、周期的になったり一方向に連続して上昇又は下傾する傾向がない） は安定状

態であると判定し、今までの作業を継続する。安定状態でない場合には原因を調査し原因を除去し

再発を防ぐ処置を取る。 

イ 工程能力図の見方 

工程能力図の見方としては基本的には次の 2 点を調べる。 

a 規格はずれの率を調べる。 

b 点の並び方を調べる。 

以上の点に注意して工程能力図を活用する。なお、点の並び方の例について考察してみよう。 

（ア） 安定している状態 

バラツキの程度が少く、平均値は規格値のほぼ中央にあって規格はずれもない状態のとき。 

（図 4－1） 

（イ） 突然高くなったり低くなったりする状態 

機械の調整をしたとか、材料が変ったときなどに現われる。 
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（ウ） しだいに上昇するような状態 

機械の精度が悪くなったときなどに現われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） バラツキが次第に増大する状態 

作業標準に慣れ、いいかげんに作業するときとか、計器の精度が悪くなったときなどに良く現わ 

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ） 周期的に変化する状態 

気温等の影響をうけるときなどに現われる。 
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― ３９５ 

以 上 いろいろの点 の並 び方 を述 べたが、工 程 能 力 図 の見 方 をまとめておくと、 

1）  点 が規 格 値 外 に出 ないか。 

2）  点 の並 び方 が不 安 定 でないか。 

3）  バラツキが大 きすぎないか。 

4）  中 心 がずれていないか。 

等 を調 べもし上 記 のような警 告 が工 程 能 力 図 より読 みとられたときには、その原 因 を調 査 し適 切

な処 置 の行 動 をする。 

工 程 能 力 図 は規 格 値 との対 象 には便 利 であるが、統 計 的 考 察 ができないので確 率 的 に異 常 で

あるかないかつかまえることができない不 便 さがある。 

ウ 工 程 能 力 図 の実 例  

ある道 路 改 良 工 事 で、路 体 盛 土 の含 水 量 について、管 理 を行 なった時 の１ 例 である。 
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含水量ヒストグラム 

試料数 ２７個 Ｏ．Ｍ．Ｃ ７％ 

Ｘｍｉｎ  ９．５％ 

Ｘｍｉｎ  ５．４％ 

Ｒ＝９．５－５．４＝４．１ 

４．１／７＝０．５８５ 

Ｃ＝０．６ 
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5 管理による安定状態の判定 

 

 

 

 

 

〔解説〕 

（１） 管理図について 

管理図は工程能力図に統計理論を導入した一歩前進した手法であり、工程の異常原因を発見して処

置し、安定した工程を保つ手法である。いいかえれば、統計的に処理したデータをプロットしたグラフの中

に管理限界線を記入し、プロットした点がこの限界の外に出たら見のがせない原因があったと判断し、そ

の原因を追求して処置をとるものである。 

管理図は形の上からいえば品質を表わすデータの図式記録の一種であるが、図上に管理限界線が引

かれているのが普通のグラフと違っている。 

この管理限界線は品質のバラツキが通常起こり得る程度のものか、それ以上の大きなバラツキであるか

を判断する基準となる線である。これが品質管理を行なう上に重要な役割を果すのである。 

いま同じ品物を繰り返し作っていく場合に、同じ作業者が同じ材料で同じ機械を使ってある品物を作っ

たとしても、出来上ったものには必ずバラツキがある。このバラツキの原因にはどういうものがあるか考えて

みよう。即ちバラツキを与える原因には 2 種類ある。 

その１つは、いつもと同じつもりで皆が正しい作業をしているのに、即ち作業標準通り仕事をやっている

のに、品質にバラツキを与える原因である。これは技術的におさえられない原因によってバラツキを与える

もので、これを偶然原因あるいは不可避的な原因と云う。現在の作業標準ではどうにもならない原因であ

る。これに対して他の 1 つは、例えば作業標準を守らなかったために、あるいは作業標準が不備であった

ために特に大きなバラツキを与える原因である。これは関係者が努力さえすればなくなる原因である。即

ち技術的に除去しうる原因でこれを異常原因又は可避的な原因という。 

偶然原因 ···················  現在の技術ではおさえられない原因又はおさえられても経済的でない原因を云

う。 

異常原因 ··················  技術的に除去しうる原因、みのがせない原因を云う。 

この 2 つの原因により工程にバラツキを与えるのである。しかし偶然原因のみによるバラツキはある一定

の分布をしているので、通常これを管理されたバラツキといい、管理されたバラツキだけをもつ工程を管理

された工程又は工程が安定している安定状態という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理図による安定状態の判定方法としてはＪＩＳ Ｚ ９０２１－1998  “シューハート管理図”の規定による。 
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（２） 管理図の種頬 

私達が取扱っているデータには連続的な値と離散的な値とがある。連続的な値とは例えば舗装の厚さとか強

度とか重量などのようなものを云う。これは一見５cm、７cm と云うようにとびとびのようにみえるが、これはデータ

の測定の精度の都合上のことで、実際は連続的な値をとりうるものを云う。 

これに対して離散的な値とは鉄筋１００本中不良品が５本あるとか、現場での１ケ月の事故が１回、２回と云う

ように測定され、５．５本とか１．８回とかの値をとり得ないものをいう。一般に前者を計量値といい後者を計数値

という。 

管理図を用いる場合、計量値か計数値かによって用いる管理図が異ってくる。 

ア 計量値の管理図 

ａ ｘ－Ｒ管理図(平均と範囲を用いる) 

ｂ Ｘ －Ｒｓ管理図(個々の測定値と逐次範囲を用いる) 

ｃ Ｘ管理図(メジアン（中央値）を用いる) 

イ 計数値の管理図 

ａ  P 管理図(不良率を用いる) 

ｂ  Pｎ管理図(不良個数を用いる) 

ｃ  ｃ管理図(一定単位中の欠点数を用いる) 

d  ｕ管理図(欠点数を用いる) 

以上いろいろの管理図があるが、 建設事業の場ではこのうちｘ－Ｒ管理図とＸ－Ｒｓ管理図にＲm を加えた

Ⅹ－Ｒｓ－Ｒm 管理図が多く用いられており、管理図を理解するにはこの二つを知ればよいように考えられるの

で、ここでもこの二つについて述べることにする。 

（３） ｘ－Ｒ管理図(エックスバー、アール管理図) 

この管理図は最も多く用いられているもので、重さ、長さ、時間などの計量値に用いられている。 

ｘは群の平均値、Ｒは群の範囲である。従ってｘ管理図では平均値の変動を管理しＲ管理図では群の分

布の巾を管理するのに用いる。即ちこの２つのｘとＲ管理図を対にして群の平均値の変動とバラツキの変化と

を同時にみて行くことによって工程分布の状態をつかまえて行く管理図である o 

Ｒ管理図は群の大きさｎが１０より大きくなると性能が悪くなるので、一般にｎが１０以下の場合に用いる。 

ｘ－Ｒ管理図はいろいろの管理図の中で最も重要で使われる度合も多く、この管理図の作り方、見方に習熟

すれば他の管理図を容易に使いこなすことができる。 

ア ｘ－Ｒ管理図の作り方 

手順 1 予備データの準備、群分けをする。１組に含ませるデータの数は通常４～５ケがよい。比較的最近のデ

ータを集め、合理的な群(１組)に分ける。この場合、合理的な群とはその群の中のバラツキは通常バラツ

キを示す様に分けられた群のことである。 

具体的には時間を追って生産している場合は時間毎、午前、午後、交替ごと、日、週など、道路工事、

河川工事の場合起点からの距離、測点 No．ごとなど、その物性が大体似ている範囲を群とする。 

手順 2 ｘの計算 

群ごとに平均値ｘを計算する。一般に平均値の桁数はデータの桁数より１桁下までに丸める程度で

よい。 

手順 3 範囲Ｒの計算 
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群ごとに最大値と最小値の差を計算する。 

Ｒ＝Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ 

手順４ 総平均Ｘを計算する。 

群ごとの平均値Ｘを更に群数(組数)で割って全体の総平均を計算する。 

Ｘ＝(Ｘ1＋Ｘ2＋………＋Ｘｎ)／Ｋ       Ｋ…………組数 

手順５ 範囲の平均(アールバー)を計算。 

群ごとのＲを更に群数(組数)で割ってＲを計算する。 

手順６ 管理線の計算 

1 ｘ管理図 

中   心   線   ＣＬ＝Ｘ  

上方管理限界線 ＵＣＬ＝Ｘ＋A2Ｒ 

下方管理限界線 ＬＣＬ＝Ｘ－A2Ｒ 

A2 は群試料の大きさｎによってきまる定数で表５－２で示す。 

2 Ｒ管理図 

中   心   線   ＣＬ＝ Ｒ  

上方管理限界線 ＵＣＬ＝Ｄ4 Ｒ  

下方管理限界線 ＬＣＬ＝Ｄ3 Ｒ  

Ｄ４、Ｄ3 は群試料の大きさｎによってきまる定数で表５－２で示す 

Ｄ3 はｎ≦6 では考えない。 

手順 7 管理図用紙の準備。 

時間的に長くつづける場合が多いから巻方眼紙などを用いるとよい。 

手順８ 管理図の記入 

1 ｘ管理図を上部にＲ管理図を下部に配置し群番号をそろえて対象できるようにする。品質特性、測定

単位、工事名、管理図番号などの必要関係事項を記入する。 

2 縦軸は管理限界線の巾が 3～5 ㎝程度になるように目盛るとよい。横軸は点の間隔が２～５mm ぐらいに

とるとよい。 

3 ｘ管理図、Ｒ管理図の左側にそれぞれｘ、Ｒを記入する。 

4 ｘ管理図の左上に試料の大きさｎを記入する。 

5 管理線の記入の仕方は次のようにするとはっきりする。 

予備データのとき 

中心線は実線          

限界線は破線          

予備データの最後の組番号まで引く。管理線の延長は予備データによる管理線と区別するために中心

線は実線でかくが限界線は、一点鎖線       で書くとよい。 

6 点の記入は、はっきり大きめにする。 

普通はｘは直径 1mm ぐらいの「○」Ｒは各線の長さが 2mm ぐらいの「×」印で打点する。 

7 管理限界からでた点は「◎」「○×」など赤丸をつけて、はっきりするようにするとよく、限界線上の点は管理

はずれとする。打点した点は組番号順に細い実線で結ぶ。 

8 予備データの最後の組のあとに締切線を引いて、どこまでが予備データであるかを明確にする。 
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手順 9 安定状態の判定。 

打点したＸ、Ｒがそれぞれ管理限界に入っていれば、安定状態であると判定し、もし限界

外に打点されれば、その点について原因を調査し原因を除去し再発を防ぐ。安定状態であ

れば手順 11 にうつる。 

手順 10 管理線の再計算。 

手順 9 で処置ができたら、その点を除いて管理線の再計算を行ない管理線の中心線、管

理限界を引き直す。 

限界外に打点された点でも原因がわからないか、わかっても処置ができなければその点は

除かないで再計算に用いる。 

始 めに管 理 限 界 内 にあった点 が再 計 算 したために新 しい管 理 限 界 からとび出 してもそ

のまま用 いる。 

手順 11 規格に対する検討。 

以上の手順をふんで管理線の計算に用いた個々のデータ全部を使ってヒストグラムをつく

り規格と比較検討をする。 

手順 12 管理限界線の決定。 

品質特性値が十分なユトリをもって規格を満足し、しかも安定状態にあることがわかったら

管理限界線を延長して、工程に対して当分の問の管理限界とし、この状態を維持するように

管理してゆく。 

さて以上の手順でＸ－Ｒ管理図は作れるわけであるが、建設現場のように予備データをとること

が困難な場合は本工事のデータを用い、次のような方式で管理して行くとよい。 

最初の５組で次の５組を管理し、それまでの１０組のデータで次の１０組を管理し、それまでの２０

組のデータで２０～３０組を管理し、その後は最近の２０～３０組のデータにより次の２０～３０組を

管理する方式がとられている。 

このような方式は２０～３０組をとるまでに工事が終ってしまうような場合でも適用できるのである。

これを５－５－１０－２０－２０方式という。 

イ Ｘ－Ｒ管理図演習 

次のデータを用いＸ－Ｒ管理図を作ってみよう。 

表 5－1 測定データ 

 

 

 

 

 

 

手順 1 

建設工事の現場で予備データとして最初の 5 組のデータが得られたので、これを基に管

理図により工程を管理することにする。 

手順 2 Ｘの計算 

6／6 日午前 (36＋34＋36)／3＝35．3 

午後 (39＋35＋36)／3＝36．7 

 

月日  測定値 Ⅹ1  Ⅹ2   Ⅹ3  Ⅹ4  Ⅹ5 

6／6日 午前 

午後 

6／7日 午前 

午後 

6／8日 午前 

36  34  36 

39  35  36 

35  38  37 

33  35  35 

37  33  35 
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６／７日午前 (３５＋３８＋３７)／３＝３６．７ 

午後 (３３＋３５＋３５)／３＝３４．３ 

６／８日午前 (３７＋３３＋３５)／３＝３５．０ 

手順 3 Ｒの計算。 

６／６日午前 ３６－３４＝２ 

午後 ３９－３５＝４ 

６／７日午前 ３８－３５＝３ 

午後 ３５－３３＝２ 

６／８日午前 ３７－３３＝４ 

手順 4 Ｘの計算。 

(35．3＋36．7＋36．7＋34．3＋35．0)／5＝35．6 

手順 5 Ｒ の計算。 

(2＋4＋3＋2＋4)／5＝3．0 

手順 6 管理線の計算。 

1．Ｘ管理図 

中  心  線  CL＝Ｘ＝35．6 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝Ｘ＋Ａ2 Ｒ ＝35．6＋1．023×3．0＝38．7 

下部管理限界線 ＬＣＬ＝Ｘ－Ａ2 Ｒ ＝35．6－1．023×3．0＝32．5 

A2 は表 5－2 より求める。 

2． Ｒ管理図 

中  心  線  ＣＬ＝ Ｒ ＝３．０ 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝Ｄ4 Ｒ ＝2．575×3．0＝7．7 

下部管理限界線 ＬＣＬ＝考えない。 

手順 7 手順 8 用紙を準備し記入する。 

表 5－2 品質管理係数(一部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n A2 D3 D4 

2 1．880 考えない 3．267 

3 1．023 〝 2．575 
4 0．729 〝 2．282 

5 0．577 〝 2．115 

6 0．483 〝 2．004 

7 0．419 0．076 1．924 

8 0．373 0．136 1．864 

9 0．337 0．184 1．816 
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図５－２ 最初の５組のＸ とＲの管理図 

ｎ＝３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 9 安定状態の判定 

すべての点が管理限界線内で安定状態と云える。 

手順 10 管理線の再計算安定状態なので次の手順にうつる。 

手順 11 手順 12 規格の検討 

５ 組 の全 データを用 い規 格 の検 討 をするわけであるが、前 に述 べたヒストグラムの作

り方 及 び規 格 値 に対 するユトリの計 算 を行 ない満 足 な状 態 であれば次 の５ 点 の管

理 線 としてこのまま用 いる。 

以後５－５－１０－２０－２０方式を用いる。 

ウ Ｘ－Ｒ管理図の実例 

ある舗装工事におけるマーシャル供試体の空ゲキ率について、午前１回、午後２回の１日３回とっ

て管理を行なった。 

そのときのＸ－R 管理図及びデータシートについて紹介する。 

 

  
      
ＵＣＬ＝38.7 

 

 

ＣＬ＝35.6 

 

 

 

 

ＬＣＬ＝32.5 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＣＬ＝7.7 

 

 

ＣＬ＝3.0 
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表 5－3 X －Ｒ管理図データシート 

 監督員  

 

名 称 マーシャル試験 工 事 名 ○○舗装工事 測定 

期間 

自  

品 質 特 性 空 ゲ キ 率 土 木 事 務 所 △△土木事務所 至  

測 定 単 位  目 標 準 量  請 負 者  

規 格 

限 界 

上 限  
試 料 

大 き さ １日３回 現場代理人 ㊞ 

下 限  間 隔 10 時・2 時・4 時 測 定 者 ㊞ 

設 計 基 準 値  作 業 機 械 Ｐ プ ラ ン ト 作 製 者 ㊞ 

測点又 

は月日 
番号 

測  定  値 計 

ΣＸ 

平均値 

X  

範 囲 Ｒ 
項 目 x  R  

 

X1 X2 X3 X4 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 

8  9 1 2.1 1.6 2.4  6.1 2.03  0.8  

 

 

 

 

① 

  10 2 2.5 1.6 2.8  6.9 2.30  1.2  

  11 3 2.1 2.6 1.8  6.5 2.17  0.8  

  12 4 2.5 1.6 2.7  6.8 2.27  1.1  平 均 2.15 0.96 

  13 5 1.6 1.8 2.5  5.9 1.97  0.9  個 数 5 5 

           小 計 10.74 4.8 

  22 6 2.8 3.8 2.0  8.6 2.87  1.8  累 計 10.74 4.8 

  27 7 2.1 2.0 2.1  6.2 2.07  0.1  

 

 

 

 

② 

  28 8 2.8 3.0 2.4  8.2 2.73  0.6  

  30 9 2.5 2.8 2.3  7.6 2.53  0.5  

  31 10 2.8 2.1 1.6  6.5 2.17  1.2  平 均 2.31 0.90 

           個 数 10 10 

9  2 11 2.5 2.5 2.8  7.8 2.60  0.3  小 計 12.37 4.2 

  3 12 2.5 1.6 2.1  6.2 2.07  0.9  累 計 23.11 9.0 

  7 13 3.1 2.6 3.5  9.2 3.07  0.9  

 

 

 

 

③ 

  9 14 2.5 1.8 2.7  7.0 2.33  0.9  

  10 15 0.8 2.1 2.1  5.0 1.67  1.3  

  11 16 1.2 2.5 1.2  4.9 1.63  1.3  

  14 17 1.2 1.6 2.0  4.8 1.60  0.8  平 均 2.25 0.94 

  15 18 2.5 1.6 2.5  6.6 2.20  0.9  個 数 20 20 

  16 19 2.5 2.2 3.7  8.4 2.80  1.5  小 計 21.87 9.7 

  18 20 1.6 1.0 2.5  5.7 1.90  0.9  累 計 44.98 18.7 

 

記 

 

事 

 

 ｎ ｄ2 ｄ3 Ａ2 Ｄ3 Ｄ4 

2 1.128 0.853 1.880 － 3.267 

3 1.693 0.888 1.023 － 2.575 

4 2.059 0.880 0.729 － 2.282 

5 2.326 0.864 0.577 － 2.115 

 
 



 

図5-3　　－Ｒ管理図
（様式－２　　－Ｒ管理図）

     
　

　

印

印

印

現場代理人

測 定 者

工 事 名

土木事務所

　

　

監 督 員

○○舗装工事

△△事務所

名　　称 規格
限界

上限ﾏｰｼｬﾙ試験

空ｹﾞｷ率品質特性 下限
試料

大きさ 測定
時間

自

至

1日　3回

10時・2時・4時間隔

作業機械 請 負 者 製 作 者Ｐﾌﾟﾗﾝﾄ測定単位 設計基準値 日標準量

8月 9月
月日 9 10 11 12 13 22 27 152 3 7 928 30 31 14   

n=3

3.0

16 18   10 11

3.0

Ｒ

2.0

1.0

2.0

1.0

0

5

組番号

0 10 2015 3025 40

記事

35

UCL=3.13 UCL=3.13 UCL=3.23 UCL=3.21

CL=2.15 CL=2.15

CL=2.31 CL=2.25

LCL=1.17 LCL=1.17
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Ｘ
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 7
37
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（４）  Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図 

個々のデータをそのまゝ時間的、空間的順序に並べて管理してゆくもので一点管理図と云う。データが

一つあれば直ちに打点できるので工程の状態を早く判定できる。従って早く処置がとれる特長があるが管

理図の性能は  －Ｒ管理図よりおとる。しかし１個のデータをとるのに時間がかかる場合又は試験に多額

の費用がかかる場合などのとき便利である。ここでＲｓとは相隣る値の差の絶対値をとり、Ｘ－Ｒｓ管理図とし

て用いるのが普通であるが、建設工事の場合のコンクリートの強度の場合のように、同一バッチからとった３

個の供試体の平均強度によって１個のデータとみなす場合などについては測定誤差の管理もあわせて行

なう。この場合も範囲Ｒを用いるのでｘ－Ｒ管理図のＲと区別するためにＲｍとしている。ここでは建設工事

に用いられているＸ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図について、記述することにする。 

ア Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図の作り方 

Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図の作り方の手順は、ほぼｘ－Ｒ管理図と同様である。 

手順 1 予備データの準備 ５個以上のデータを準備するとよい。 

但しコンクリートの強度のように同一バッチから３個の供試体をとるような場合３個の平均値をデータ

1 個と考える。 

手順 2 平均値ｘを計算する。 

      

 

ここにＸ１ ········ 第１番目のデータ 

Ｘ２ ········ 第２番目のデータ 

Ｘｋ ········ 第ｋ番目のデータ 

ｋ ······· 測定値の数 

手順 3 移動範囲Ｒｓの計算。 

相隣る 2 つのデータの差、即ち移動範囲Ｒｓの計算。 

手順 4 試験誤差の範囲Ｒｍの計算。 

同一バッチのデータの最大値と最小値の差を求める。 

手順 5 Ｒs、Ｒm を計算する。 

                          

 

手順 6 管理線の計算。 

Ｘ管理図 

中  心  線  ＣＬ＝ｘ 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝ｘ＋2．660 Ｒ s 

下部管理限界線 ＬＣＬ＝ｘ－2．660 Ｒ ｓ 

Ｒｓ管理図 

中  心  線  ＣＬ＝Ｒs 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝D4Ｒs  

下部管理限界線 ＬＣＬ＝考えない 

Ｒｍ管理図 

中  心  線    ＣＬ＝Ｒｍ 

 

 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝Ｄ4Ｒｍ 

1-ｋ

Ｒs
s


Ｒ

k

Ｒm
ｍＲ

ｋ

＋Ｘ＋ＸＸ
Ｘ

　　　　 k21


ｘ
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下部管理限界線 ＬＣＬ＝Ｄ3Ｒｍ 

(注意)Ｄ3、Ｄ4 はｎ、ｍに対応したものとする。 

手順 7 管理図用紙の準備。 

ｘ－Ｒ管理図のときと同様でよい。 

手順 8 管理図の記入。 

ｘ－Ｒ管理図の要領と同じでよい。 

手順 9 安定状態の判定。 

手順 10 管理線の再計算。 

手順 11 管理限界線の決定。 

以上前述したｘ－Ｒ管理のときに準じて行なう。 

建設工事の場合のように予備データをとることが困難な場合には本工事のデータを用い次のように

する。 

最初の５個のデータを用い次の 3 個を管理し、それまでの８個で次の５個を管理し今までの１３個の

データを全部用いて次の７個の管理をし、管理状態を示せば今までに得た２０個のデータを全部用い

て次の１０個に対して管理をする。３０個のデータが得られたら、そのうち最近の２０個を用いて次の１０

個を管理する。以下同様に最近の２０個を用いて次の１０個を管理する。ここで管理すると云うことは管

理限界線の引き直しを意味する。 

即ちＸ－Ｒｓ－Ｒm 管理図を用いるときは５－３－５－７－１０－１０方式を使う。 

イ Ｘ－Ｒｓ－Ｒm 管理図演習 

次のデータを用いてＸ－Ｒｓ－Ｒm 管理図を作ってみよう。 

表５－４ 測定データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 1 建設工事の現場から１バッチ３個のデータを得た。このデータは 1 バッチ３個の平均をもって、一つの

品質を示すものと定義されている。管理図を作り工程を管理する。 

代表値としてＸを求める。 

手順 2 ｘの計算 

 

 

手順 3 Ｒｓの計算 

6／6 日と 6／7 日のＸの差及び 6／7 と 7／8 日の差と次々に差をとる。 

6／6 日と 6／7 日  │ 188．7－213．0│＝24．3  

6／7 日と 6／8 日  │ 213．0－219．0│＝ 6．0  

測定値 
月日 

測     定     値 
Ｘ 

 

ａ ｂ ｃ ｄ 

6／6 187 192 187  188．7 

   7 215 209 215 213．0 

   8 221 221 215 219．0 

   9 187 187 198 190．7 

   10 209 204 204 205．7 

4.203
5

7.2057.1900.2190.2137.188



＝

ｋ

ｘ
＝Ｘ
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6／8 日と 6／ 9 日 │219．0－190．7｜＝28．3 

6／9 日と 6／10 日   │190．7－205．7｜＝15．0 

但し│Ｘl－Ｘ2│の意味はＸl とＸ2 の絶対値をとることでありプラス、マイナスの符号は考えないことと

解釈しよう。 

手順 4 Ｒm の計算 

同一バッチの範囲を求める。 

6／6 日 192－187＝5 

6／7 日 215－209＝6 

6／8 日 221－215＝6 

6／9 日 198－187＝11 

6／10日 209－204＝5 

手順 5 ＲｓとＲm を計算する。 

 

 

 

 

手順 6 管理線の計算 

Ｘ管理図 

中  心  線  ＣＬ＝ｘ＝203．4 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝ｘ＋2．660Ｒ ｓ＝203．4＋2．660×18．4＝252．3 

下部管理限界線 ＬＣＬ＝ｘ－2．660Ｒｓ＝203．4－2．660×18．4＝154．5 

Ｒｓ管理図 

中   心   線    ＣＬ＝Ｒｓ＝18．4 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝D4Ｒｓ＝3．267×18．4＝60．1 

下部管理限界線 ＬＣＬ＝考えない 

Ｒm 管理図 

中   心   線   ＣＬ＝Ｒm＝6．6 

上部管理限界線 ＵＣＬ＝D4Ｒm＝2．575×6．6＝17．0 

下部管理限界線 ＬＣＬ＝考えない 

ここで D3D4 は品質管理係数で試料の大きさによる定数で表 5－2 にその一部が示してある。（Ｒｓは

相隣る２つのデーターの差の絶対値であるから D4＝３．２６７，Ｒm は同一バッチのデーターの最大値

と最小値の差でこの場合、データーは３であるから D4＝２．５７５） 

手順 7 管理図用紙準備 

手順 8 打点、図 5－5 参照 

手順 9 安定状態の判定 

すべての点が管理限界線の中に入っているので安定状態である。 

手順 10 管理線の再計算 

安定状態なので次の手順に進む。 

手順 11 規格に対する検討 

規格に対する検討は前述したヒストグラムの作り方、規格値に対するユトリの計算方法を用いて検

討する。尚工程能力図による規格のチェックを同時に進めておくと便利である。

4.18
15

0.153.280.63.24

1








＝
ｋ

Ｒ
ｓ＝Ｒ

s

6.6
5

51165
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この項では管理図ｘ－Ｒ及びＸ－Ｒｓ－Ｒm の作り方に重点をおいたので、実際に建設工事等で 

用 いる場 合 は適 当 な様 式 にまとめ、管 理 図 をみたとき直 感 的 に判 断 できるよう様 式 等 を

配 慮 するとよい。  

図５－５ 手順 8.により打点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ Ｘ－Ｒｓ－Rｍ管理図の実例 

ある舗装工事についてコンクリートの圧縮強度を測定することにし、１日１回３個の供試体をとり管理を行

なった。 

そのとき Ｘ－Ｒｓ－Rｍ管理図及びデータシートについて紹介する。 
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　±2.66　　=36.8±2.66×3.6
　　　　　　=46.4～27.2
3.267　　=3.267×3.6=11.8
D4　　=2.575×4.1=10.6

　±2.66　　=36.4±2.66×3.6
　　　　　　=46.0～26.8
3.267　　=3.267×3.6=11.8
D4　　=2.575×4.2=10.8

　±2.66　　=36.3±2.66×3.9
　　　　　　=46.7～25.9
3.267　　=3.267×3.9=12.7
D4　　=2.575×3.7=9.5

　±2.66　　=36.8±2.66×3.2
　　　　　　=45.3～28.3
3.267　　=3.267×3.2=10.5
D4　　=2.575×3.7=9.5

2.115

2.575

4 2.059 2.282

D4

2 1.128 3.267
記
事

ｎ ｄ2

3 1.693

5 2.326

累計 735.0 60.8 73.9

小計 262.9 14.2 25.74.6 2.134.8 105.3 35.113 20 36.3 34.2

個数 20 19 200.4 2.639.8 119.2 39.712 19 41.0 38.4

平均 36.8 3.2 3.70.6 4.837.6 117.8 39.311 18 37.8 42.4

1.2 4.941.5 116.2 38.710 17 38.1 36.6

2.8 2.938.8 112.5 37.511　 8 16 37.8 35.9

累計 472.1 46.6 48.23.2 3.836.9 104.0 34.731 15 33.1 34.0

小計 180.8 21.2 14.41.4 4.639.2 113.6 37.929 14 39.5 34.9

個数 13 12 13 

平均 36.3 3.9 3.70.4 4.839.3 109.4 36.528 13 34.5 35.6

2.9 2.835.1 110.6 36.927 12 37.9 37.6

2.7 4.837.6 119.3 39.825 11 39.3 42.4

累計 291.3 25.4 33.86.6 0.737.2 111.3 37.117 10 37.4 36.7

小計 107.4 11.0 13.48.6 1.331.3 91.6 30.516 9 30.3 30.0

個数 8 7 8

平均 36.4 3.6 4.25.4 6.042.7 117.3 39.111 8 36.7 37.9

0.9 5.835.9 101.2 33.710 7 35.2 30.1

4.7 1.634.7 103.7 34.69 6 35.3 33.7

累計 183.9 14.4 20.4

小計 183.9 14.4 20.47.6 6.434.2 89.8 29.98 5 27.8 27.8

個数 5 4 52.1 5.739.6 112.4 37.57 4 38.9 33.9

平均 36.8 3.6 4.10.8 4.141.0 118.9 39.610　 3 3 36.9 41.0

3.9 1.539.6 121.2 40.430 2 41.1 40.5

－ 2.735.5 109.5 36.59　29 1 38.2 35.8
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請　負　人

品 質 特 性 28日圧縮強度

測 定 単 位 N/ｍ㎡ 日  標  準  量 75m3

表5-5　Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図データシート
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図5-6　Ｘ－Ｒs－Ｒm管理図
（様式－２　Ｘ－Ｒs－Ｒm管理図）
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（5） 管理図の見方 

管理図はただ書いただけでは何の役にも立たず、それをよく見てその中に示されている意味即ち品質、工程

などに関する情報を統計的技術的によみとって異常原因による変動を発見し、処置して行くために管理図を用

いるのである。それには管理図を正しく見ることが大切である。 

管理図には、管理線として中心線と管理限界線が引かれている。中心線は中心的傾向たとえば平均値を示

す線であり、管理限界線は偶然原因による変動と異常原因による変動かをはっきり識別するための基準である。

この 3 本の管理線によって現在の工程の状況を判断していくのである。 

管理図における点は、ある 1 つの群の性質、分布の姿を表わしている。例えば Ｘ －R 管理図における Ｘ 管

理図の点は、その群の平均的傾向、即ちその分布の位置を表わし R 管理図の点はその群のバラツキを表わし

ているわけである。 

前にも述べたように私達が得るデータは常に変動している。同じ作業をしても工程のバラツキもあるしサンプリ

ングによるバラツキもある。 

管理図には、このようなバラツキをもった点が次々と時間的順序に打点されるわけで、その工程の異常か否

かを統計的に判断し、工程に対して処置をとろうというのである。 

従って管理図を見る場合に、その点あるいはいくつかの連続した点を示す意味を充分検討して判定しなけ

ればならない。 

ア 安定状態 

（ア） 完全なる管理状態と管理されていない状態 

たとえば Ｘ 管理図のような中心線をはさんで上下対称な分布をするものでは中心線の上下に大体同

じ個数の点があり、中心線の近くには比較的多くの点があり、中心線をはなれるに従って次第に点が減

少するような並び方をする状態が完全なる管理状態といえる。 

従って点が管理限界外にでた場合は工程に異常が起こっており、又管理限界線上の点も限界外にで

たものとみなし、このような状態は管理されていない状態であるという。 

（イ） 工程は一応管理状態にあるとみなす状態 

次のような条件を一応満足しているときは管理状態といえる。 

１ 点が管理限界外にでてないこと。 

２ 点の並び方にクセがないこと。 

（ウ） 管理線を延長してよいかどうか 

次のような状態のときは管理線を延長して将来の工程を管理してゆくことになるが、建設工事のような

場合は全体を見てその工程が安定状態か否かの判定にも用いられている。 

1) 点が連続２５点以上管理限界内にあるとき 

2) 連続３５点中限界外に出るものが１点以内のとき 

3) 連続 1００点中限界外に出るものが２点以内のとき 

しかも点の並び方に次のような傾向がない場合には一応その工程は安定状態であると判定する。 

1) 点が中心線の片側に連なって出てくる。 

2) 点が上昇又は下降の傾向を示す。 

3) 周期的な変動を示す。 

4) 中心線の近くにすべての点が集まる。 

5) 管理限界線に接近して点が現われる。 

6) 管理限界線に接近した点がはとんど現われない。



- 745 - 

このような条件を満足しているときは工程は一応安定していることを示すから、将来とも同じ作業条件で作業して行け

ばよいことになる。 

イ 安定状態でない場合 

管理図において点が限界線内であれば安定状態であると何度も述べているが、実は点のすぺて

が管理限界内に入っても、その点の並び方や位置が特異な状態を示しているときは何か意味があるも

のであるから充分注意して管理図を見る必要がある。前述した如くボンヤリモノの誤りを犯さないよう注

意する。 

管理図では点が限界外にでたときに原因を追求し処置をするのが原則であるが、工程が変わった

のに、管理限界外に点がでないことがある。第２種の誤りを少なくするためにも点の並び方による判定

を併用するのである。 

従って点の並び方が自然な姿で並んでいなかったり、クセがあると判断されるときは、原因を追求し

て処置をすることになる。 

（ア） 点が中心線に対して一方の側に連続して現われる場合 

1) 一方の側に 5 点並んだら“注意”を 

2)    〝   6 点  〝  “調査”を 

3)    〝   7 点  〝  “処置”をとる。 

ここで中心線に対し一方の側にとの表現になっているが厳密に云えば中心線即ち平均値ではなくメ

ジアンに対して一方の側なのである。 

Ｘ 管理図のような中心線の上、下が対称の場合はよいがＲ管理図のように非対称などの場合は中心

線は上、下部管理限界線を２分していないので、一方の側に７、８点では異常ありと判断してはならな

い。 

メジアンとして点 の並 び方 を考 えなければならない。メジアンとは点 の数 を上 下 に２ 分 す

るよう引 けばよい。中 心 線 の一 方 の側 に点 が並 ぶことを連 という。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 点が中心線に対し一方向の側に多く出る場合 

連続１１点中１０点以上 

連続１４点中１２点以上 

連続１７点中１４点以上 

連続２０点中１６点以上 

中心線に対して一方の側にある場合は、平均値が大きくなっているとか、バラツキ、不良率などが大き

くなったとか小さくなったとかの工程に異状原因があると考える。 

この場合も厳密にいうと中心線ではなくメジアンで判定する。 
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（ウ） 点がだんだん上昇又は下降する傾向がある場合 

点が管理限界内に入っていても、点の並び方がつぎつぎと大きくなっていったり小さくなってい

くことは、その工程に何か傾向があることを示している。ここでこの傾向のことを“トレンド”と云い、こ

の状態をトレンドがあると云う。 

連続して７点以上の点がつぎつぎと上昇又は下降の傾向を示した場合は、その原因を調査し

なければならない状態にあると判定する。しかし７点をまたずとも傾向や連をもって点が限界線に

接近したら処置をとらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような場合も傾向として判定する。連続した２点は上下しているが全体としては傾向があり、

工程は何かトレンドがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但しこの場合は管理限界線に凸凹のあるような管理図例えば Ｘ －R 管理図で n が変わるような

場合の管理図に適用するには注意を要する。 

（エ） 点が周期的に上下する場合 

周期的な変動はいろいろな形で現われるので一概に判定基準を示すことは困難であるが、周

期的傾向がある場合はその原因について調査しなければならない状態にあると判定する。 

 

点が上昇又は下降する場合 
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その他点の並び方の大波の周期変動の中に更に小波の変動が現われる場合、大中小の波

がある場合等、いずれにしても何か工程に異常原因があるので注意する必要がある。 

（オ） 中心線の近くにすべての点が集まる場合 

管理図では普通管理限界線の半分より中心線の近い方に全体の約 85％の点が入り、残り 15％

位が管理限界線の半分より外側に入るようになっている。従って管理限界線の半分より内側にす

べての点が入った場合はその原因を調査し処置する必要があると判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カ）  管理限界線に接近して点が現われる場合 

管 理 状 態 の分 布 から得 られたデータが管 理 限 界 線 に接 近 して現 われることは確 率

的 に小 さな値 であり、このようなものが現 われる場 合 は何 か工 程 に異 常 な状 態 が起 こ

っていると判 定 できる。  
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判定基準としては次の場合には異状が起っているとみて良い。 

1) 連続３点のうち２点  

2) 連続７点のうち３点  

3) 連続１０点のうち５点  

一般に上下の管理限界線に接近したときはバラツキが大きくなったことを示し、一方の側のみに現

われるときほ平均値が変化したことを示す。 

（キ） 管理限界線に接近して殆ど現われない場合  

連続３０点中１点も管理限界線近くに現われないことは異常であり、ランダムに抜取られたデータ

であれば何か工程に異常ありとみてよい。 

ウ 原因の追求と処置  

管理図は品質管理の道具として用いることを充分認識し管理図をただ統計理論の面からだけ理解したり、又

いたずらに複雑な見方を覚えているだけではだめで、実際に管理図を通して品質にアクション(行動)することが

大切である。管理図に異常が認められたら次のような手順でその原因を追求し処置する。 

(ア) 原因の追求  

手順 1 データのとり方、測定の仕方、計算方法、打点の仕方等に間違いはなかったかどうかを

調べる。 

手順 2 技術的検討  

技術的検討を行なうには特性要因図を作り、順次異常原因についての技術的検討を

するとよい。 

ここで特性要因図とは図５－１５に示すように特性とそれに影響を及ぼすと技術的に考

えられる原因との相互関係を図示したもので、この図によりその工程の総合的な因果関係

を整理することができ、重点的に工程の改善を進めて行くのに役立つし、管理する場合に

も役立つものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性要因図を使って技術的知識や過去の経験から、工程に異常をもたらす原因につ

いて最もおこりやすいものから調べる。材料に異状はないか、作業が正しく行なわれていた

かどうか等を調べる。 

以上のようにしてもその原因がわからないときは次のようにして更に原因の追求をする。 

手順 3 層別にする。 
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層別とは例えば A、B プラントを使用してコンクリートの打設を行なった場合 A、B 別に分ける

ことを層別するといい、このように別々にすると一方は安定しているが他方が異常を示す等原因

の追求が容易になる。この方法には管理図の打点を条件別に色別してみるとか、別々に管理

図を書いてみるとよい。場合によって層別したヒストグラムを書いてみるとその違いもわかる効果

があり原因追求に利用するとよい。 

手順 4 管理図の比較 

最 終 製 品 の管 理 図 と材 料 、施 工 条 件 などの因 子 の管 理 図 とを比 較 し原 因 追 求 に  

利 用 する。  

手順 5 以上の手順をふんでも原因がわからないときは統計的に検討する。平均値の差の検定、分散分 

析法などが効果的である。 

（イ）  処  置 

原因がわからなかったら、その原因を取り除くだけでなく将来再び再発しないよ

う処置をとる。  

例えば材料に原因があればそれを取りかえるだけでなく、今後もこのような材料が工程に入

らないようにする。 

もし材料を試験しないで使用していたとすれば、材料試験の項目を作業標準に追加するなど

の処置までする。 

処置にはいろいろの段階があり工程に異常原因をもたらす原因が作業標準を守らないこと

であったら今後確実に守るようにしたり、作業標準が不備のためであったら原因をたしかめて

作業標準を改めたり、根本的に改善する必要があるか等いろいろの段階があるが、どの程度の

処置を行なったらよいか技術的、経済的に考慮し決定しなければならない。 

６ 棄却検定 

 

 

 

 

〔解説〕 

（1） 棄却検定方法 

ｎ個の測定値の中にとび離れた値のものがまじりこんでいないかどうかを調べる検定を棄却検定

という。 

ア (Ｓｍｉｒｎｏｖ－Ｇｒｕｂｂｓ１)によれば疑わしい値も含めて Ｘ および ＶＮ を求めた場合、 

Ｘ＝
ｎ

 Ｘ／ｎ 

 

 

大きさの順にｘを並べて番号を打ち小さいものからⅩ1、Ⅹ2、Ⅹｎとして最大または最小のものが異 

質であるかどうか検定しようとするとき 

           

          

を作り(表 6－1)与えた T(n・α)の値と比較して表の値より大きいとき危険率αでそのとび離

れた値は異質なものでないという仮説を棄却する(表 6－1)は Grubbs の与えた標本標準偏差

S を用いた値より再計算して作った。一般に計算の途中では Ｖ が求められていることが多い 

測定したある品質特性の N 個の中に極端にとび離れたものがまじりこんでいないかどうか、又このよ

うな測定値は棄却すべきかどうかの判定は、棄却検定方法によるものとする。 

   ｎ－１／＝Ｖ 
n 2

ＸＸ－

Ｖ

Ｘ－ｎＸ
＝ｎＴ

Ｖ

－ＸＸ
Ｔ１＝ 1または 
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からである。 

ただしこうした観測値のとりすてを行なう場合、そういうとび離れた値の生じた理由の究明に努力

すべきで、つぎつぎととび離れた値が棄却されるときほ母集団が正規化されていなくて、たとえば対

数正規型の分布をしているのではないかなどの検討をした方がよい。 

表 6－1 T(n、0．05)の表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 2 つの平均値の差を検定する方法を採用して 

 

 

とする棄却限界法も提案されているがすでに得られた値を見てそのとび離れた値を検定する場合 

 Thompson の検定などと同様に危険率に多小問題があり Smirnov－Grubbs の方法はあとぢえ 

による危険を考慮した方法である。 

ウ また疑わしい値を除いた N 個について Ⅴ を計算した場合は 

             

 

として疑わしい値ａが表(6－2)の値よりも大きければ異質のものでないという仮説を棄却する。 

いくつかの値を分離する問題はむしろ多数組の平均値分散の一様性検定によった方が良い。 

表 6－2 δ(ｎ、ａ)の表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(例題) 231、172、153、146、138、127、の 6 つのデータの中で 231 だけがとび離れて大きく測定時の誤読かと 

n α＝5％ n α＝5％  

3 1．15 13 2．32 
4 1．46 14 2．37 
5 1．67 15 2．41 
6 1．83 16 2．44 
7 1．93 17 2．48 
8 2．03 18 2．50 
9 2．11 19 2．53 
10 2．17 20 2．55 
11 
12 

2．24 
2．28 

25 2．61 

1）Ｓｍｉｒｎｏｖ，N．Ⅴ．（１９４１）Ｄｏｋｌａｄｙ ３３，Ｇｒｕｂｂｓ，F．E．（１９５０）“Ｓａｍｐｌｅ Ｃｒｉｔｅｒｉｓ ｆｏｒ 

 Ｔｅｓｔｉｎｇ ｏｕｔｌｙｉｎｇ Ｃｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ Ａｎｎ，Ｍａｔｈ，Ｓｔａｔ ２１Ｐ，27 

Ｖ

Ｘ


a

 
n

1n 
 １．ｎ－１Ｖ・ＦＸ

または 
V

a


Ｘ

 

N α＝5％ N α＝5％ 

3 7．19 13 3．35 
4 5．09 14 3．33 
5 4．34 15 3．32 
6 3．96 16 3．30 
7 3．76 17 3．30 
8 3．63 18 3．30 
9 3．54 19 3．29 
10 3．47 20 3．27 
11 
12 

3．42 
3．39 

25 3．25 
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も考えられるが、これを異質のものとしてすててよいか。 

〔解〕 仮平均を 160 として変数変換 

Ⅹ＝ｘ－160 
6

 ｘ＝7  （（２３１－１６０）＋……＋（１２７－１６０）） 
6

Ⅹ2＝7003    （（２３１－１６０）2＋……＋（１２７－１６０）2） 

x ＝160＋(7)／6＝161．1 

3.37
16

6/)7(7003
V

2





  

87.1
3.37

1.161231

V

xxn
Tn 





  

(表 6－1)より 

T (6，・0．05)＝1．83＜Tn 

ゆえに 231 は異質のものと考えてよい。 

ζを用いるときは、仮平均を 160 として 

Ⅹ，＝ｘ－160 
5

 ，Ⅹ，＝－64 
5

Ⅹ，2＝1962 

x ＝160＋(－64)／5＝147．2                                表―５ 

94.16
4

5/)64(1962
V

2




   

95.4
94.16

2.147231



  

(表 6－2)より 

ζ(5，・0．05)＝4．34＜ζ 

したがって同様に 231 は異質のものと考えてよい。 

エ R による棄却検定 

)1n/()xx(V 2  を用いる棄却検定については(1)で述べたが、 

R によって棄却検定を行なう方法が Dixon 1)によって考えられているので、 

紹介しておく。これは n が 10 以下の場合と 10 以上 25 以下の場合について 

考えてあるが、まずｘを大きさの順に並べ大きい方から 

ｘ(n)ｘ(n－1)…………………………………………ｘ(2)ｘ(1) 

とする。この中で最大値がとび離れて大きいので(表－5)γ(ｎ、0．05)の表棄 

却できるかどうか検定する場合は 

n≦10 の場合 γ10＝
)1(x)n(x

)1n(x)n(x




 

が(表－5)に与えられたγ10(n、0．05)より大きければ最大値ｘ(n)は棄却し 

てよい。 

10＜n≦25 の場合 γ22＝
)3(x)n(x

)2n(x)n(x




 

が(表－5)に与えられたγ22(n、0．05)より大きければ最大値ｘ 

(n)は棄却してよい。 

 ｎｒ （ｎ・0．05） 

ｒ10 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0．941 
0．765 
0．642 
0．560 
0．507 
0．468 
0．437 
0．412 

ｒ22 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0．637 
0．600 
0．570 
0．546 
0．525 
0．507 
0．490 
0．475 
0．462 
0．450 
0．440 
0．430 
0．421 
0．413 
0．406 
0．399 
0．393 
0．387 
0．381 
0．376 

 



- 752 - 

最小値についても 

n≦10 の場合 γ10＝
)1(x)n(x

)1(x)2(x




 

がγ22(n、0．05)より大きければｘ(1)を棄却 

10＜n≦25 の場合 γ22＝
)1(x)2n(x

)1(x)3(x




 

がγ10(n、0．05)より大きければｘ(1)を棄却してよい。 

(例題) 23、47、26、37、32、の n＝5 のサンプル中 47 がとび離れて大きいように思われるが、この値を異なる

集団に属するものとして捨ててよいかを危険率 5％で検定せよ。 

〔解〕  ｘ(n)＝47 ｘ(n－1)＝37 ｘ(1)＝23 

∴γ10＝ 416.0
24

10

2347

3747

)1(x)n(x

)1n(x)n(x









 

γ10(5、0．05)＝0．642＞γ1 

ゆえに最大値の 47 はとび離れた値として捨てるわけにはゆかない。 

 

７ 抜取検査 

〔解説〕 

 概  説 

 品質管理と検査は根本的に考え方が違うのである。品質管理ではある母集団分布からデータを得て、 

そのデータの意味することが何であるかをつかみ、その工程に対して手をうち又管理図では管理限界 

線と比較し工程の良否を対象に行動するのである。しかしながら抜取検査ではあるロット(同一状態 

のものを一まとめにしたもの、仕切)からデータを得る。これは品質管理のサンプリングと似ている 

が実は抜取検査はあるロットに対しそれが良いか悪いかを対象にし規格限界との比較を行なうもので、 

ロット全体の良否を決めるわけで、品質管理とは全く異なるものなのである。 

 最近建設工事の場に於いても統計的抜取検査が行なわれその方向に進展しつつあるので、ここで抜 

取検査法について簡単にふれておくことにする。 

 品質を保証したり、材料を購入したりするときにその品物の品質について検査をする。この場合一 

品一品を検査する全数検査と全数検査をせず検査対象からある個数抜き取り、その抜き取ったものを 

検査し検査対象全部の合否をきめる抜取検査がある。 

 外観とか寸法とかの検査は全数検査ができるが、建設工事の場合の検査のように路床路盤工或は埋 

設物工のように又コンクリートの強度のように破壊検査の伴うものは好むと好まざるとにかかわらず 

抜取検査によらねばならないわけである。 

 抜取検査の方法としては、JIS Z 9002－1956 “計数規準型一回抜取検査（不良個数の場合）”（抜取検査

その２）のほか JIS に定めた諸方法の規定による。 

 建設工事の場合は計数規準型 1 回抜取検査が現在用いられている 
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５ 技術管理要綱標準様式集（要綱第４条第３項） 
様式－１       施工計画書（標準様式（規格Ａ４）） 

施工計画書については、高知県建設工事共通仕様書（以下「仕様書」という。）に提出を義務づけてい

るが、次の事項により作成区分、作成方法等を定める。 

１ 作成区分 

作成区分として、一工事、二工事、三工事に区分する。 

(１) 一工事 

・請負金額５千万円以上の工事。 

・急傾斜地崩壊対策工事。 

(２) 二工事 

  ・請負金額１千万円以上、５千万円未満の工事。 

(３) 三工事 

  ・請負金額５００万円以上、１千万円未満の工事。 

(４) 提出を省略できる工事 

  ・緊急を要する工事。 

  ・請負金額５００万円未満の工事。 

２ 作成方法 

施工計画書は、高知県建設工事共通仕様書で「請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するため

に必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。」と規定しており、

次の事項を作成区分により記載しなければならない。 

(１) 工事概要 

 (２) 計画工程表 

 (３) 現場組織表 

 (４) 主要機械・船舶 

 (５) 主要材料 

 (６) 施工方法（仮設備計画を含む） 

 (７) 施工管理計画 

 (８) 緊急時の体制 

 (９) 交通管理 

 (10) 安全管理 

 (11) 現場作業環境の整備 

 (12) 環境対策 

 (13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

 (14)  その他 

以上の項目について、請負者は契約図書に指定されている事項を工事実行計画に基づき記載しなけ

ればならない。 

また、工事中は施工計画書どおり実行されているか点検するとともに、内容に変更が生じた場合は、

その都度当該工事に着手する前に施工計画書を変更しなければならない。 

なお、監督職員の指示した項目については、詳細な施工計画書を作成するものとする。 

３ 打合わせ簿 

打合わせ記録                    (一工事・二工事・三工事) 
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４  一工事・二工事別 目次別一覧表 

一般工事(一工事・二工事・三工事) 

(１) 表紙 (一工事・二工事・三工事) 

(２) 目次 (一工事・二工事・三工事) 

(３) 工事概要  

ア 工事概要 (一工事・二工事・三工事) 

イ 施工特性 (一工事・二工事・三工事) 

(４) 計画工程 (一工事・二工事) 

(５) 現場組織 

ア 組織表 (一工事) 

イ 下請組織（施工体系図）                       (一工事)（下請があれば二工事・三工事

でも必要） 

ウ 現場職員経歴表 (一工事) 

エ 作業主任一覧表 (一工事) 

(６) 主要機械・船舶 (一工事・二工事) 

(７) 主要材料 (一工事・二工事・三工事) 

(８) 施工方法（仮設備計画を含む） 

ア 作業フロー (一工事) 

イ 施工方法 (一工事) 

ウ 仮設備計画 (一工事) 

(９) 施工管理 

ア 下請管理                                      (一工事・二工事) 

イ 工程管理計画 (一工事・二工事) 

ウ 品質管理計画表 (一工事・二工事) 

エ 出来形管理計画表 (一工事・二工事) 

オ 写真管理計画表 (一工事) 

カ 段階確認計画・実施表 (一工事・二工事) 

キ 工事損害影響調査 (一工事・二工事) 

ク 気象管理                                      (一工事・二工事) 

(10)  緊急時の体制 

ア 連絡系統図 (一工事・二工事・三工事) 

イ 緊急体制組織                                  (一工事・二工事・三工事) 

ウ 緊急出動人員等 (一工事・二工事・三工事) 

(11) 交通管理                                          (一工事・二工事・三工事) 

(12) 安全管理 

ア 工事安全管理対策                               (一工事・二工事・三工事) 

イ 第三者施設安全管理対策                        (一工事・二工事・三工事) 

ウ 工事安全教育等                                (一工事・二工事・三工事) 

エ 現場備品整備                                  (一工事・二工事・三工事) 

(13) 現場作業環境の整備                                (一工事) 

(14) 環境及び地元対策                                  (一工事・二工事) 

(15)  再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法    (一工事・二工事・三工事) 
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ア 再生資源の利用の促進計画 

イ 産業廃棄物計画 

(16)  その他                                            (一工事・二工事・三工事) 

４ 施工計画書の作成要領 

(１) 表紙の記載事項及び目次 

工事番号 

工事名 

工事場所 

表題(施工計画書) 

年月日 

請負者名 

(２) 打ち合わせ記録(一工事・二工事・三工事) 

打ち合わせ出席者(両者複数) 

     請負者＝現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び現場業務の担当者等。 

     発注者＝工事を担当する工事監督職員及び主任監督員並びに用地担当職員。 

打ち合わせ記録 

打ち合わせは、当初から最終までの内容を整理記録すること。 

(３) 工事概要 

ア  工事概要(一工事・二工事・三工事) 

工事番号 

工事名 

工事場所 

工期 

請負金額 

工事内容 等 

イ 施工特性(一工事・二工事・三工事) 

工事箇所周辺の地域地形等の土地利用や近接状況、気象等の自然環境と施工時期(降雨時期、

出水、渇水時期等)、また、施工実行計画における制約条件等(作業時間、交通形態と制限、自

然保護等)、工事施工条件となりうるものを把握し、施工実行計画作成の条件として工事現場作

業及び地域周辺全体の安全性、施工性について記載するものである。 

     位置図(１／50,000 程度)、工事平面図(Ａ版縮小図)を添付。 

 (４) 計画工程(一工事・二工事) 

・契約工程の繰越が見込まれるものは、監督職員と協議のうえ標準工期による工事総合工程表

を作成すること。 

・作成に際し進捗率の曲線は、バナナ曲線を描く工程内容を心がけ、定められた期間に余裕の

ある工期工程を目指した、工程表を作成すること。 

・工程の中期、後期には、工程の遅れを回復できる作業工程を検討しておくこと。 

・工程進捗率については、毎月 15 日及び月末に計画と実績の出来高を監督職員に報告すること。 

・重複作業、時間設定作業等、詳細な工程が必要な場合は、パーツ工程表、部分工程表等を作

成しなければならない。 

・作成にあたっては、気象・地質・地下水等により施工に大きな影響が予想される事項につい

ては、過去のデータ等を充分調査し、計画に反映させる。 
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(５) 現場組織(一工事) 

ア 組織表 

・工事に従事する構成員による現場組織表を作成する。 

・現場代理人については、夜間、休日等の緊急連絡先を記入する。 

・施工管理については、それぞれの担当区分及び担当者氏名等を記入する。 

・監理技術者、専門技術者を置く場合は、その氏名等を記入する。 

・品質証明（社内検査）対象工事は、品質証明員を記載する。 

 

 

現  場  組  織  表 

 

 

現場代理人 

ＴＥＬ 

 主任技術者 

ＴＥＬ 

 施工管理 氏  名 ＴＥＬ 

  工程管理   

現場事務所 

ＴＥＬ 

 品質管理   

出来形管理   

夜 間 、休 日 緊 急 時

連絡先 

ＴＥＬ 

（         宅

） 

写真管理   

建設副産物管理   

 

 

 

 機械管理 

機械管理   

重機管理   

 

 

 

安全管理 

労務安全管理   

交通安全管理   

安全巡視員   

 

 

 事務・労務管理  

事務・労務   

 

イ 下請組織 

下請がある工事については、（9）アにより作成した、施工体系図をアの組織表に添付するこ

と 

ウ 現場職員経歴表 

氏名、年齢、経験年数、高知県経験年数及び資格名と資格番号等を記載するとともに、資格

免許等の写しを添付。 

エ  作業主任一覧表 

工事施工において、資格等の免許が必要な作業については、請負者の責任において免許等の

確認と管理を行うための一覧表を作成する。 

資格等種別、氏名、年齢、主任の正副別及び資格番号等を記載。 

(６) 主要機械・船舶（一工事・二工事） 

使用する主要な機械等について、契約目的物を適正に施工できる機械等の機械名、規格、台数、

使用工種等を記載する。 

  (７) 主要材料（一工事・二工事・三工事） 
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使用する主要な材料について、品名、規格寸法、予定数量、製造者、納入者名、品質証明、搬

入時期等を記載するとともに、事前に使用承諾を得なければならない。 

なお、材料確認及び試験方法等については、品質管理計画表に記載すること。 

(８) 施工方法 

ア 作業フロー(一工事) 

主要な工種毎の施工順序をフロー化し、施工方法の要点及び留意事項を記述する。 

例：主要な工種 

路側擁壁工 

以下の項目をフロー図化する。 

伐開、測量、丁張り設置、床堀、基礎工、鉄筋組立工、型枠工、コンクリート打設

工、打ち継ぎ工、養生工、型枠除去工、埋め戻し工、段階毎の確認等。 

フロー図の中の以上の項目に、段階検査や簡単な施工方法等の要点、留意事項等を記

載する。 

イ  施工方法(一工事) 

準備工から始まる各工種の施工順序毎、作業段階毎に施工方法、施工要点、留意事項、関係

機関との調整、地下埋設物等の支障物件等について図面、アのフロー図等を併用し解りやすく

記載する。 

ウ  仮設備計画(一工事) 

工事に関する仮設備の構造、配置計画について位置図、概略図等を用いた具体的に記載する。

また、安全を確認する方法として、応力計算等を添付する。 

なお、一工事、二工事の区別なく請負者は全ての仮設備において、応力計算等安全を確認で

きるものを備えておかなくてはならない。 

その他、間接的設備として仮設建物、材料、機械等の仮置き場、プラント等の機械設備、運

搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備を記載する。 

(９) 施工管理 

仕様書及び高知県建設工事技術管理要綱(以下「管理要綱」という)等に従い、次に定める事項

を管理しなければならない。 

ア 下請管理(一工事・二工事・三工事) 

下請施工については、施工体制台帳（一次下請合計額３，０００万円以上）、施工体系図を利

用し、全ての下請施工について、下請契約書の写しを添付し提出しなければならない。作成は

施工体系図の写しに、下請負者枠の下欄に下請負金額を、また最下段に下請負金額の合計及び

比率(合計金額、比率は再下請負以下を除く)を記入のうえ下請契約書を添付し提出する。 

イ 工程管理計画 (一工事・二工事) 

総合工程表に基づき、計画と実績を対比し管理を行う。 

工事の実施過程で計画とのずれが生じた場合や、工事内容の変更（指示含む）があった場合は、

必要に応じ計画工程を見直さなければならない。 

ウ  品質管理計画表(一工事・二工事) 

使用する材料等について、工種、種別、試験項目、試験方法、規格値、試験基準、摘要等を

記載した品質管理計画を作成しなければならない。 

エ 出来形管理計画表(一工事・二工事) 

管理要綱に定められた基準に従い、工種、種別、測定項目、規格値、測定基準、管理方法、

測定箇所及び摘要等を記載し、出来形管理計画を作成しなければならない。 
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オ 写真管理計画表(一工事) 

写真によって管理する区分、工種、撮影項目、撮影頻度、撮影時期及び摘要等を記載し、写

真管理計画を作成しなければならない。 

カ 段階確認計画・実施表(一工事・二工事) 

ア）段階確認計画表(一工事・二工事) 

仕様書及び管理要綱等に規定する監督職員の確認、立会、承諾等を得て施工するものにつ

いては、当初設計、変更指示事項等の作業工程毎に、種別、確認項目、確認時期、確認の程

度、協議指示等を記載する段階確認の計画表を作成しなければならない。 

イ）段階確認実施表 (一工事・二工事) 

段階確認計画表の項目について、監督職員に前もって確認工程等を打ち合わせ、段階確認

を実施した記録を保管し検査時に提出しなければならない。 

 キ 工事損害影響調査 (一工事・二工事) 

・工事作業内容により考えられる影響調査については、「事前」「影響追跡」「事後」の各調査を、

工事着手前に監督職員と協議のうえ、各々の専門家による調査をする。 

・通常は、「振動」「騒音」「水質汚濁」「水脈遮断」等が考えられる。 

・施工により第三者に損害の影響が考えられる場合は、工事損害事前調査の有無を確認する。 

・工事損害事前調査がない場合は、監督職員と協議し、場合により、請負者の責任に置いて調

査をする。 

・指定工法以外により工事を施工する場合は、請負者の責任に置いて工事損害事前調査をする

こと、また、監督職員と協議すること。 

ク 気象管理 (一工事・二工事) 

陸上作業については、工事現場における降雨、気温、出水等過去のデーター及び地域聞き取

り等により特徴を把握するとともに、これらを観測し作業工程に反映さし、また、安全管理に

利用しなくてはならない。 

海上作業については、気象状態、地形により波浪等は各現場で異なり、作業可能判定は一般

的な天気予報での判断が困難なため、各現場において観測の必要がある。 

これら観測については、監督職員と協議し定めること。 

(10)  緊急時の体制(一工事・二工事・三工事)大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の

防災管理体制と災害発生時の対策及び作業現場内において事故発生または、その恐れがある場合

の体制と対策、緊急出動可能人員及び機械機材等について記載。 

また、緊急時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示する。系統図には、夜間・日祭日における

連絡先も記入する。 

ア  連絡系統図 

現場事務所、現場代理人、主任又は監理技術者、施工者の本社又は支店、隣接工事事務所及

び現場代理人、主な工種の下請負者。 

発注者の事務所等(監督職員への連絡方法を含む)。 

警察署等、労働基準監督署、消防署、病院、その他関係機関。 

通報責任者を指定し氏名を記載。 

イ 緊急体制組織 

事故、災害発生等緊急時に即応できるよう、災害対策組織を編成し記載する。 
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不慮の事故が発生した場合には、早急に発注者に報告を行う。 

ウ 緊急出動人員等 

職員及び作業人数 

重機械類の種別規格等 

機材資材の種類と数量等 

(11) 交通管理 (一工事・二工事) 

工事に伴う交通処理及び交通対策について、現場状況に応じた交通処理計画を記載する。 

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並びに交通誘導員等の

配置についても記載する。 

工事施工にあたっては、交通渋滞を抑える為、路線の交通特性等充分検討（交通ピ－ク時をは

ずす、事前告知等）のうえ、規制計画を立てる。 

また、具体的な安全施設設置計画、交通誘導員等の配置計画、支道及び出入り口対策、主要資

材の搬入搬出経路、指定された工事用道路の維持管理・補修方法、過積載防止対策等について記

載する。 

(12) 安全管理 (一工事・二工事・三工事) 

工事作業による、作業員及び地域周辺の安全を期するための組織体制と安全教育等を行い、安

全の確保を図るための管理について記載する。 

安全管理に必要な各々の責任者や組織体制及び活動方針を記載し、着手から工事引渡完了までの

期間は、作業員を始め第三者の安全を確保する。 

ア 工事安全管理対策 

   ア) 安全管理組織(安全協議会等を含む) 

労働安全衛生法で定められた責任者に応じて、氏名等各々記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

イ) 安全協議会等の組織の結成 

工事現場が近接工事、重複工事などにより、地域が煩雑となる場合は、関連する請負者

及び下請負者は、安全協議会等の組織を結成し安全の確保を図らなくてはならない。 

○○安全衛生責任者(安全委員長) 

（現場代理人） 

副安全委員長 

（主任技術者） 

安全委員会  

事務局安全委員 

機電安全委員 

土木安全委員 

火薬類消費管理者 

火薬類出納管理者 

自動車安全運行管理者 

安全管理者 

衛生管理者 

安全巡視員 

安全衛生責任者 

（下請の主任技術者）  
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ウ) 作業安全管理 

主な工種の施工について、作業内容方法に対して安全対策項目を、列記する。 

例・山腹掘削工 

①地形状況、気象予報等の確認 

②降雨集水経路、漏水、含水量等作業施工条件の確認 

③掘削時監視要員の配置及び作業員の避難方法、場所の確保 

④地山土質の締め固まり度等の確認 

⑤掘削作業員の安全保安防護具の装着の確認 

⑥作業中の下方通行安全確保等の確認 

⑦落石等の仮設防護柵設置及び補修点検の確認 等 

エ) 安全確認体制 

      ・危険物取り扱いと保管安全確認。 

      ・作業方法手順の安全確保と安全確認等。 

      ・作業有資格者と免許の確認。 

      ・作業安全防護具の着用確認。 

      ・作業機械等の整備点検 

      ・保安設備の設置及び点検補修の確認 

       (工事、交通、安全等標識、足場安全防護柵等) 

・工事期間中の安全パトロール 

       (工事期間中は、安全管理組織において現場パトロール体制や保安要員を定め安全を図      

る。) 

      ・事故発生被災者宅等連絡方法 

      ・その他必要事項 

イ 第三者施設安全管理対策 

家屋、商店、鉄道、ガス、電気、上下水道等の第三者施設に近接して工事を施工する場合は、

事故等を想定した応急対策を計画する。 

ウ 工事安全教育等 

工事安全管理活動として、教育、訓練及び活動計画等の安全管理実施予定計画を作成し参加

人員、開催頻度等の実績を記録する。 

ア）安全衛生教育 

現場に労働者を新規雇い入れた場合または、作業内容を変更した場合は、労務安全管理によ

り教育を行う。教育終了後、作業に従事した者について、安全な行動が定着するまで指導する。 

イ） 安全管理活動 

朝礼、ＫＹ活動、安全会議、安全訓練等の場所、参加予定者、内容、頻度について記載し、

安全巡視員を定め現場内及び周辺の監視・連絡による安全確保を行う。 

工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、定期的に安全

に関する研修・訓練等を実施する。 

エ 現場備品整備 

契約書、仕様書、設計図書、高知県建設工事技術管理要綱、年度毎研修資料及び労働安全衛

生法等の関係法令、並びに技術指針等、その他工事施工に必要と思われる参考書を備え付け、

施工の各段階毎に確認を行う。 

(13) 現場作業環境の整備 (一工事) 
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現場作業環境の整備に関して記載する。 

ア 仮設関係 

・工事説明・工事完成予想図の掲示。 

・仮囲いの美装、フラワーポット等の設置。 

イ 安全関係 

・バリケードのカラー化及びイメージキャラクターの貼り付け。 

・工事標識のマンガ化。 

ウ 営繕関係 

・現場事務所内外の高級化及び内外の美装。 

・作業員休憩所・食堂の設置と飾り付け。 

・手洗い・洗面台の設置。 

エ イメージアップ対策の内容 

オ その他 

(14) 環境及び地元対策 (一工事・二工事) 

現場周辺の環境保全について対策、方法等を記載する。 

工事施工に当たって配慮すべき対策項目は、 

①工事関係＝工事施工の周辺住民等への周知、施工工程の周知、作業日作業時間等の周知、苦情

処理対策等 

②公害関係＝騒音、振動、排水、塵挨、煤煙、粉塵、水質汚濁等。 

③交通関係＝工事車両、資材運搬車両等の関係車両による沿道障害等。 

④作業関係＝作業障害、作業員地元対応、工事用地外の土地使用等。 

⑤現場関係＝作業資材等の整理整頓、作業終了時整理と安全、工事完成後の整理整頓等。 

(15)  再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 （一工事・二工事・三工事） 

建設副産物対策の責任者を定める。 

ア 再生資源利用計画書・実施書(一工事・二工事) 

再生資源利用促進計画書・実施書(一工事・二工事) 

建設副産物の取り扱いは、リサイクル法で作成が義務づけられた工事について、再生資源利

用及び再生資源利用促進の計画書と実施書を作成し提出しなければならない。 

イ 産業廃棄物計画書・実施書(一工事・二工事) 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)に関するものについては、種類、産廃物判

定方法及び処理委託業者名（建設廃棄物を運搬（委託）・処分を行う場合）、廃棄場所等による

計画書を作成し実施書をマニフェスト等により管理し提出しなければならない。 

(16) その他 （一工事・二工事・三工事） 

    工事に関する官公庁等への手続き。 

    法令、条例等の申請及び許可。 

    社内検査等の方法。 

    設計、施工等工事に対して提案事項。 

    その他工事に必要と思われる事項を記載。 
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５  その他の施工計画書工事別目次一覧表 

工場製作工事                 ポストテンション桁製作工事 

現場工事がある場合は、一般         一般工事(一工事)の施工計画書 

工事(一工事)の施工計画書          の15番目に以下の項目を加える。 

を別冊で加える。 

表紙                                          10 安全管理 

打合わせ記録                                    ア  工事安全管理対策 

目次                                            イ  第三者施設安全管理対策 

１ 工事概                                      ウ 工事安全教育等 

ア  工事概要                                  エ  現場備品整備 

２ 計画工程表                                14 その他 

３ 現場組織                                  15 桁製作計画 

ア 組織表                                    ア  ＰＣ鋼材、鉄筋、型枠の取り扱い 

イ 下請組織（施工体系図）                    イ  主桁製作台、型枠の構造及び取り扱い  

ウ 現場職員経歴表                            ウ  ＰＣ鋼材の配置及び支持間隔                      

エ 作業主任一覧                              エ コンクリートの製造及び運搬                      

４ 主要機械・船舶                              オ コンクリート打込、養生及び施工方法              

５ 使用材料                                    カ コンクリート品質管理     

６ 施工方法                                    キ 緊張管理計画    

ア 作業フロー                                ク 試験装置及び主要機械器具 

イ 施工方法                                  ケ  グラウト施工及び品質管理 

７ 施工管理                                    コ  作業分担 

ア 工程管理計画                              サ  安全管理 

イ 品質管理計画表                                 (一般工事の安全管理に加える。)  

ウ  出来形管理計画表                          シ  その他必要事項 

エ 写真管理計画表  

オ 段階検査計画表  

カ 段階検査実施表  

８ 輸送計画 

ア 輸送経路 

イ 輸送計画 

９ 交通管理 
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様式－1－1 

段 階 確 認 計 画 表 

工事番号 

種     別 確    認   項   目 確認時期 確 認 の 程 度 協 議 指 示 
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